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第1編 国が支援する情報技術分野の研究開発のあり方

第1章 序 論

情報技術 は、あ らゆる産業分野 の基盤 としての性格 を持 つ。 この分野の研 究開発の

成否が、 わが国の将来 を左 右す る と言 って も過 言ではない。 また他 の分野の研 究 開発

も情報技術 に無関係 に進め られ る ものは、殆ん どない。 この ような認識は既 に広 く行

き渡 ってい る。

この よ うに重要視 されてい る情報技術であるが、わが 国において研 究開発 が十分 に

行 なわれ てい るか とい うと、現状 の ままでは万全 とは言い難 い。 日本 は電子立国 と言

われ るほ どにハー ドウェアの製造技 術 に優れ、一時期 は世界 の工場 と呼ばれた こ とも

ある。 しか し情報技術 の中で最 重要 とされるソフ トウェアにおいては、未 だ に米 国の

後塵 を拝 している。近年 の普及 が 目覚 しい コン ピュー タ ・ネ ッ トワー クにおいて も、

日本 か ら発信 した技術 は数少 ない。果 た して21世 紀 にわが国の情報立国 は可能であろ

うか。

本報告書 は、 これ まで に行わ れた国が支援す る研究 開発 プロジェク トの問題点 を分

析 し、解決の方策 を探 り、今後の方向 を提起す る ものであ る。

(1)壮 大な構想の必要性

情報技術 は、ハイテ クと呼 ばれて持て はや されてい る。 いか にも時流 に乗 って いる

ように見 え るが、現実 に短期 的 なマー ケ ッ トが見 えて しま うと、企 業の研 究開発 は目

先 の製 品開発 に近 い もの となる傾 向がある。 この ような状態 を放置 す ると、中期 的 に

は産業 の競争力が低下 して しまう。

情報技術 の研究開発 におい て国の果 たすべ き役割は、 まず将来 の社 会 を描 くことで

あ る。 そこか ら根幹 となるべ き技術 、その実現手段が導 き出 される。 この ような構 想

を打 ち立 てることは、情報技術 に限 らず 日本全体 として必 要 なこ とである。将来 の社

会 は、現在の姿 を単純 に外 挿 して描 くものでは ない。 また傍 観者的 な技術予測で もな

い。将来のあ るべ き社 会の姿 を描 くこ と、それ を対外 的 に説明す るこ とは、わが 国の

国際貢献 と して も、 また国家 と しての競 争力 を維持す るため にも、甚 だ重要であ る。

国家 と しての将来構想 を組み立 て るの は、必ず しも情報技術 分野 だけの役割で はな

い。 国内のあ らゆる力 を結 集すべ きであ る。ただ し冒頭 に述べ た よ うに、すべ ての分

野 において情報技術 の活用 が不 可欠 となっている。情報 の側 か らの積極的 な関与 が な

ければ、 国 としての将来構想 を立 てる ことは困難である。

変化 の激 しい現代で あるか ら、将 来の構想 を示すの は難 しい ことで ある。個別 の企

業、 あるいは個人 に とっては不確定 の要素が多す ぎる。 この ような時代 にこそ、 国 と

しての ビジ ョンを提示す る意義 は深 い。
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(2)計 画研 究か ら柔軟型 への転換

これ までの 日本 における情報技術 の研究 開発 は、ご く少数 の例外 を除い てキ ャッチ

ア ップ型であった。 一見す ると日本独 自の技術 開発 の ように見えて も、大分類 をす る

と既存技 術の改 良 とい うプロジェク トも存在 した。先行 指標 が明確 な場合 には、従 来

の 日本型の研 究開発 は大変 に能率が良い。ただ し過去 に成功 した制度で も今 後 は阻害

要因 とな り得 る。既 に現在で も多 くの問題点が指摘 され てい る。

従来型の研 究開発 で は、 まず計画 を綿密 に立て る。 目標が明確で あれば、最終 ゴー

ルだけでな く途中のマ イルス トー ンも自然 に提 示す るこ とがで きる。 目標 までの距離

が十分 にある時、つ ま り日本 の技術が大幅 に遅れ ている分野で は、計画 を途 中で修正

する必要が少ない。 ひたす ら目標 に向かって走 る。 そのためにはス ター ト前 に詳細 な

計画が 出来上がってい る方が都合が よい。従来 は計画段 階で多大 な労力 を費 や してい

た。

現在 の情報技術 において は、米 国が先行 してい るとは言 って も、一昔の ような大差

があ る訳で はない。米国 を目標 としてキャ ッチ ア ップ体制 を とろ うと して も、標的が

刻々 と変化 して しまう。 あたか も市場経済の よ うな様相 を呈す る。情報技 術 は、 もは

や社会 との相互作用 を抜 きに語 る ことがで きない。研究 開発 の 目標が途 中で変化す る

のは止 むを得 ない。

歴史的に見 て も、計画経 済 とい う図式 は成立 しない。それ を認 めるな らば、研 究開

発 において高度 の計 画性 を期待 す るのは所詮 は無理 な話 であ る。原理 的に不 可能 なこ

とを試み ると徒労 に終わ る。過度の計 画性 を捨 て、柔 軟 に対処す るシステム を採 用す

べ きである。 ここに柔軟 とは、必ず しも無計 画 を意味 しない。先 に述べた よ うな将来

の社 会像が描 かれていれば、それを指針 に して方針 を修正す ることがで きる。

米国のInternet2の 骨格 をなすvBNS(veryhighperformanceBackboneNetwork

Service)は 、計画の柔軟性 を示す好例であ る。vBNSは 最初 は僅 か数箇所 のスパ コンセ

ンター を相互 に接続 するネ ッ トワー クであった。 その利 用は低調 であ り、米 国政府 も

失敗 と認 めた。失敗 したか ら止め るか と思 うと、その逆 に利 用機 関 を100箇 所 に増や

す とい う決定 を した。 この100箇 所 とい う数字 とInternet2の 約100大 学 とい う数字

が うま く符合す る。結局、vBNSは 米国政府の次世代 イ ンター ネ ッ トを促進す る計画 の

一翼 を担 うことになった。

今後 の研究開発 においては、 国が支援す るプロジェク トにおいて もリス クが伴 う。

見通 しの立つ研究 開発 な らば民 間企業が実施す るで あろ うか ら、国の役割 は ます ます

不確 定 なプロジェ ク トになろ う。その ような場面 で高度 の計 画性 を求めるの は無理が

ある。 プロジェク トの途 中で も柔軟 に変更が で きなければな らない。 その よ うな運営

に責任 を持つ ため には、国の側 にも専 門家が必要 となる。
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(3)専 門家の役割 と責任

情報技術 に限 らず、研究 開発 の成否は人材 に大 き く依存 す る。先端 を走 る ような研

究 には何 らかの新 しい要素 が含 まれ る。新 しい技術や知識 を蓄積 しているのは人間で

あ るか ら、新 しいアイデア を生み出すの も人間で ある。 そ こに専 門家の役割 があ る。

情報技術 において も、優れた専 門家 にぜ ひとも活躍 して もらわなければな らない。

キ ャッチア ップの時代 には、専 門家の役割は既存技術 の理解、そ して改 良であ った。

先行指標が見 えない時代 においては、新 しい コ ンセプ トを生み 出す専 門家が必 要 とな

る。 この専 門家 はプロジェ ク トの中で活躍す るの はもちろんで あるが、国の側 にも高

度 な専 門知識が必要 とされる。 その ような体制 を整備 しない と刻 々 と変化 する プロジ

ェク トの運営 が滞 って しまう。

先 に挙げたvBNSの 例で、NSF(全 米科学財 団)に おいて方針 を策定 した担 当官 は、 い

わゆるRotatorで あって、直前 まで はアイオワ大学の教授 で あった。 この ようなプロ

グラムマ ネージャと呼 ばれ る制度 は、 日本には存在 しない。 わが国 において もプログ

ラムマ ネー ジャを導 入すべ きであ る とい う意見が高まっている。

この種の議論 は、実 は社 会の至 る ところで行 なわれ るべ きである。企業 において も

スペ シャリス ト(専 門家)を 養成す るのか、社長 はジェネラ リス ト(万 能選手)が 就 くべ

きであ るのか、大 い に討論 され てい る。 これ までの日本社会 においては、役所 におい

て も企業 において もエ リー トは万能選手であるべ し、 と思わ れていた。 これ は今 まで

の社 会では意味のあ るこ とであ った。社長 は工場 も知 ってい る し、営業の経験 もあ る。

ところで、情報通信 の発達 はスペ シャリス トの役割 を増大 させ る。何故 ならば、情

報通信 は知 的な作業 におけ る分業 を徹底化す る。 この 「分業」 とい う概念 は アダム ・

ス ミスが 「諸 国民 の富」(国 富論)の 中で始め て提起 した とい う。 ア ダム ・ス ミスが分

析 した産業革命 は、 まさに運輸技術 の進展 に伴 う分業 の始 ま りであ る。現代 の情報 革

命 は、通信 に よって分業 を さらに進展 させる。社 会の分業が うま く行 なわれるな らば、

専 門家 同士の連携 がで きる。分業 が進展する ことは、専 門家の役割 を増やす ことであ

る。

現在 は、 まだ社 会的 な分業の進展 の途 中であ るから、何事 で も一 人で解決 で きる万

能選手の存 在意義 が大 きい。従来 の 日本社会は ジェネラ リス トに依存 していた ように

思 う。 しか し上 に述べ た ように専 門家の役割が今後重 要 になるの は不可避 である。 プ

ログラムマネージャの ような制度 は、 この ような社会の進展 か ら見 て も意義深 い。

従 来の プロジェク トにおいて も、専門家 は確 かに関与 していた。特 に計画段階で は

多 くの人が協力 を している。 ただ し本職 としてプロジェ ク トの運営 に責任 を持つ人 の

数が少 な く、国の側 では担 当官 が多 くのプロジェク トを掛 け持 ち を してい る。 この よ

うな人的資源の割 当法 は、キ ャッチ アップ時代 には能率 の良い ものであ ったが、先端

的 な競争の時代 にお いては頭脳力 が不足す る。米国にお ける プロ グラムマ ネージ ャの
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圧倒的な人数 を聞 くと、 これ まで の 日本が少人数で よ く出来 た もの だ と感心 させ られ

る。

(4)成 果の取扱い

国が研究開発 プロジェ ク トを支援 す る場 合には、その成果 の取扱 いが問題 となる。

上 に述べた ように専門家が国の側 に立 ち、プロジェク トの運営 に責任 を持 つ として も、

プロジェ ク トの成果 と して求め られてい る要件 を無視 で きない。つ ま り成果 の形 を規

定する ことは、プロジェク トの運営 に重大 な影響 を及ぼす。

本報告書 においては、従来の具体 的な問題点 を指摘 している。詳 しくは本文 に譲 る。

例 を一つ挙 げるとすれば、成果物 としてソフ トウェアの ソー スプログラム を納 入す る

とい う制度 は不合理であ る とい う指摘 がある。

そ もそ も国の財産 とは何 を意味す るのか。 プロジェク トを支援す るために1億 円の

支 出があ り、それが無 駄使 いでない とい うため に、1億 円の価値の ある成果物 を納入す

る。それ は形式的 には正 しい議論 の ように思 える。 ただ し、形式 的に整 っている成果

物 で も、それ を活用す る ことが事 実上 は困難で ある とす れば、本来 の成果物 とい うこ

とはで きない。

成果物の種類 を拡大す る工夫 が必 要である。情報技術 を標榜 す るならば、情報 に価

値 を認め る方策 を採 らなければな らない。また知 的所有権の取扱い に も工夫 を要す る。

国のプロジェク トであるか らとい って、国の権利 を主張 しす ぎると、結局は成果 が活

用 されず にお蔵入 りとなって、国民 のためにならない。

今後 の成果の取扱 い においては、二つの相 反す る要素 を勘案 しなければ な らない。

まず、成果 をオープ ンにす るとい う原則 が重要であ る。国の もの は国民 の ものであ る。

成果が広 く公開 され るこ とが望 ま しい。 この原則が有効で ある ことは米国 の例 を見 て

もわかる。 その一方で は、開発 者 に とって国の支援 を受 けるメ リ ッ トがなければな ら

ない。1億 円を受け取 って、1億 円の価値 のも のを納 めるだけでは、何の損 も徳 に もな

らない。その成果が オー プ ンになる とす れば、 なお さらである。現 実 には成果 をオー

プンになって も、その ま まで は活用 されに くい場合 もあ る。 成果 を納税者 に還元 す る

とい う観点 に立つ と、 開発者 に一定 の権利 を与 えて成果 の活 用 をはか る方が好 ま しい

ケース もあ る。以上 の二 つの要素 は、単純 に割 り切 れ る もので はな く、いずれ も重 要

である。 このバ ランス をとることは難 しく、種 々の議 論 を呼ぶ筈で あるが、 国 と して

の方針 を適切 に決め なけれ ばならない。

(5)予 算の使途

現状 の問題点の一つ として、予算 の使途 に関す る ものがあ る。特 に、国の資金が 人
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件費 と して有効 に使え ない とい う問題が指摘 されてい る。 もち ろん現状 の制 度 には、

それな りの理 由があ るの だが、研 究開発 の予算の使途 に制約 が多 いのは事実 である。

予算上 の制約 は、上 に述べた高 度の計画性 とも関係が深 い。予 め決め られた費 目に

したが って予算 を立 て る。予算は計 画の一部で あるか ら、予算 の通 りに執行 す るのが

好 ましい。費 目の間で転 用す ることも、なるべ く避 けた方が 良い。予算 と決算の数字

は ピッタリと合致す る方 が良い。 この ような考 え方 は、特 に国が支援 する研 究開発 で

な くて も、 日本社 会の至 るところで見 られる。

結局の ところ、 日本 人は真面 目で ある。それが高度 の計画性 に現 れてお り、予算 も

計画 と表裏一体 となっている。年度 の途 中で新 た な支 出が必要 となって も、それ に該

当す る費 目がない。この ような硬 直化 した体制 が意味 を持 つ時代 は終わって しまった。

先 に、過度の計 画性 を捨 てて柔軟 に対処す ることを強調 した。予算 の使途 も同様 で あ

る。方 針 を変 え ようとして も、予算が変更で きないので は、実際 には執行で きない。

人件 費に関す る考 え方 は、先 に論 じた プログラムマ ネージ ャの身分 とも関係 があ る。

つ ま り、研究 開発 に従事 す る人の立場 、あるいは所属 、処遇 、 とい う観点で考 え るこ

とがで きる。 問題点 と して指摘 された ように、 国が支援す る プロジェク トは、 あ くま

で も支援であ るか ら、ある企業 の人件費 をすっか り面倒 を見 るこ とは しない。つ ま り、

その研究者 ない し技術者 は文字通 りのフルタイムでは ない。 プ ロジェク トに関与 して

い る分の人件費だ けが 国か ら出る。恐 らく今後の方向 は、 プロ ジェク トの中で 人件 費

の 占め る割合が増加せ ざるを得 ない。それ は専 門家 を、 よ りプ ロジェク トの 中に取 り

込 む方向 を意味す る。

(6)情 報技術 は社会 を変 える

今 日の情報技術 は、社 会の神経網 を形成 している。そ れだけ に社会 か らも大 きな期

待が寄せ られ てい る。 ただ し情報技術 は完成の域 に達 してお らず、今 なお急 速 に発 展

を続 けてい る。換言す れば、情報技術 の課題 は、社会の至 る ところで数多 く発見 す る

ことがで きる。本報告書 の本文で も幾つかの例 を掲げ ている。

情報技術 に関す る米 国のPITACの 報告書(1999年2月14日)が 大 きな反響 を呼んでい

る。確 かに一読 に値 す る内容であ る。一方で、 この報告 書 は当 り前 の こと しか述べ て

いない、 と感 じる向 き もあ るだ ろ う。何 も驚 くべ き内容 は ないのだ。 ここで重要 なの

は、報告書 と して明確 に書いてあ るとい う事実 なので ある。当 り前 の ことが書い てあ

る。それで も重要 なの は、PITACの 報告書が世界 に向けて情報 と して発信 され ているか

らである。つ まり内容 よ りは社 会的な プロセスの方 に意味 があ る。 このよ うな方策 に

お いて米国は長けてい る。

情報技術 は社会 を変 える。 これは事実で あるが 、逆 に社会 の側 が情報技術 に影響 を

及ぼす とい うこと もで きる。 いわば相互作用が期待で きる。 これか らの情報技術 の研
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究 開発 において は、従来の社 会で行 なわれてい た制度 とは違 った工夫が あって然 るべ

きである。その ような工夫 をグローバ ルな視点で提示す るの は、国の プロジェク トの

役割 にふ さわ しい ものだろ う。

本報告書 においては、で きるだけ問題 を具体 的に捉 えるよ うに した。あ ま り抽 象化

して しまうと論点 が不 明瞭 になるか らである。その問題点 を踏 まえて、今後の施 策 に

ついての提言 をまとめたのが特徴 であ る。本報告 書が 、情報技 術の研 究開発 を論 じる

際の材料 としてお役 に立つ よう念 じている。
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第2章 国が支援する情報技術開発施策における産業界が抱える

問題点

本章で は、 国が支援 する情報技術 開発施策、特 に通 産省 の施 策 について 、現在 、産

業界が どの ような問題点 を抱 え、その原 因や解決策 と して どの ような考 えを持 ってい

るか につい ての調査 結果 について述べ る。

この問題点 の把握 のため、 国の情報技術開発 プロジェ ク トに参加 した経験 のある コ

ンピュー タメーカの有識者 か らヒア リングを行 った。産業界 の視 点か ら見 た問題点 は

次の3つ に大 きく区分で きる。

1)研 究 開発 プロジェク トの 目標の設定 と見直 しに関わる問題点

2)研 究 開発 プロジェク トの実施体 制 と運営 に関わる問題点

3)研 究 開発 プロジェク トの成 果物 の定 め方 とその実用化 に関す る権利関係 に関わ る

問題点

本 ヒアリング調査 の背景 として は、米 国技術 に圧倒 され、市場 を席捲 されつつ ある

情報 産業 の国際競 争力 をいか に して復 活 させ るか とい う、 国、及び産業界 の関係者 の

強 い問題 意識 があ る。 この未曾有の経済危機 の中で、有効 な対応策 を見 い だす ために

は、国 と産業界 が この危機の外 的、及 び内的要因 につ いて、 まず は、共通 の認識 を持

つ ことが重 要であ る。 しか しなが ら、かつては、一枚岩 のご とき団結 を誇 っていた国

の技術 開発 の担 当 と産業界の プロジェク トを実施 する担 当の間に、かつて無 かった よ

うな認識 の相違 が生 じ、 これが プロジェク トの実施 にお いて、いろいろな摩擦や軋 み

を生 じさせ てい る。

本調査 では、情報技術 において、米欧諸国の企業 との市場獲得競争 で苦戦 を強 い ら

れている産業界が 、国の支援 す る情 報技術 開発施策 につい て、何が 問題 点で ある と認

識 してい るか を把握 し、問題解 決のための"出 発点"と しようと意図 した。

時 に、国は経 済対策 として これ まで にない多額 の補正予算 を計 上 した。 通産省 はこ

れ を利 用 し新技術 の研究 開発 プロジェク トを公募 し、今その実施 の ただ中にある。

また、 中央省庁等改革推進本部 に よる行政機構の見直 しや国立研 究所 な どの独 立行政

法人化の議論 が盛 ん に行 われている。 その一方で、産業界 において も、経済危機の乗

切 りと、来 るべ きボーダー レス経済社会への移行 と市場確保 を目指 し、生 き残 りを賭

けての大胆 な リス トラを実施 してい る。

こう した流 れ中で、国(官)の リーダーシップのあ り方が 問い直 され、 キ ャ ッチ ア

ップ型 や護送船 団型 の従 来の施策実施方式か ら、ベ ンチ ャー企業 に よる新技術 の企 業

化 な ども促進 で きる、個 々の企業の 自由競 争 を前提 とす る新 しい国の施策 の実施 、運

営方法が模 索 されてい る。 また、大企業 内やその系列企業内 にお てい も、集団主義や
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家族主義的な経営か ら、米 国流 のデ ィジ タル経済 に基づ く、個人の能力評価 に基づ く、

個 人 レベルでの競争重視の経営へ と大 きく変貌 しつつ ある。

この ような大 きな変革の波が否応無 く、情 報関連企 業 を革新へ と駆 り立 てている一

方で、国が支援す る情 報技 術開発施 策 は、その変革へ の努力が なされて きた ものの、

その背後 にあ る研究開発 成果の形態や、その管理、 また、実施 に関す る権利関係 など

に係わる法律等 の制度 自体 は、抜本的 に変更 されるこ とはなか った。

キャッチァ.ップ型や護送船 団型 に代 る、新 しい研究 開発の仕組みや制度 の確立 は、

国有財産 の管理 や予算執行の ルールを管轄す る大蔵省 を始 め とす る複数省庁 間に跨 る

仕組みや制度 、関係法令 の見直 しな どが不可 欠であったのだが 、この ような根本 的な

問題 は、今 日において も手付 かず で残 されてい る。

この結果、待 った無 しで進 む産業界 の大 きな変貌が、 これ に追随 で きない国の仕 組

みや制度、運営方法 を実体 に合 わない時代遅 れの もの とし、研究開発 の現場 において、

大 きな混乱 と摩擦 を生 させてい る とい える。 国や その関連団体の担 当 も産業界の担当

も、わが国の産業振興 を切 に願 って行動 しているのだが 、そこでの ルールが時代 に合

わな くなっているこ とか ら、双方 の願望 に も拘 らず、担 当 レベ ルの力で はその不幸 な

状態か ら抜 け出せ ない とい う悲劇が起 こっている。

この ような問題 の一例 と しては、今 回の ヒヤ リ ング調査 で よ り具体 的 に記述 され て

いる国の負担 する予 算費 目の制 約の問題 があ る。 国の実施す るプロジェク トの研 究 開

発 を直接受注す るメー カは、その人件費 につい ては、受注 した作業 を担当す る研究者

もしくは技術者 の給料分 しか国へ請求で きない とい うようなルールがあ る。

当然 、その研究者等 の働 く環境整備や その管理者 な どの人件 費な どの間接 費は、請

求で きない こととなっている。一方 、直接受注 したメー カか ら下請 にだ され た作業 に

ついては、このような間接 費 も含 めて請求で きるこ ととなっている。

この ようなルールは、キ ャッチア ップ時代 の なご りと考 えられ る。当時、大手 メー

カは、先進国のメー カの製品 を追いか け自社製品 を開発す るこ とが常で あ り、今 日で

は自己資金で開発す るのが当然の よ うな技術 開発 も、国のプロジェク トとな り得た。

この ような状況で は、国 はメーカの製 品開発 を補助す るような立場 であ り、技術 開

発の中核部分のみ を、支援対象 とした もの と思 われ る。

また、同時 に、補助金政策が適 当なプ ロジェク トも、委託研 究 と して扱 われ形の上

では100%の 開発費用 を国が負担す るとい うことにして、国の支援 額 を増 や した もの と

思 われ る。

やが て、わが国メー カの技 術力 も向上 し、 国の プロジェク トも、中長期 的な 目標 を

目指す ものや リス クの大 きな ものへ と移行 してい った。また、これか ら先 を見通 す と、

国のプロジェク トは、社会 システムや共通 インフラの開発 など、開発 成果が その ま ま

メー カの製 品 となるプロジェ ク トは減 少す ると思われ る。その ような状況で は、 メー
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カは新技 術の研 究 開発 を、 自己負担(持 ち出 し)の 無 い一種 の調達 の ような ビジネス

として受注す るので なければ経営上成 り立た ない。特 に、資本 力の弱 い ソフ トウェア

ハ ウス などで は、 この ような持 ち出 しがあ っては、国のプロジェク トへ は参 加で きな

い こととなる。

一方
、 自己負担 が なければ、調 達 と同様 、開発 の成果 は、国 に帰属す る もの と して

も自然 に受 け入れ ることが可能であろ う。

他方 、メー カの製 品 と直結 する技術 開発 を国が支援 す る場 合 は、 そのプロジ ェク ト

の主体 はメーカにお き、補助金 と して支援す る方が 自然であ ろ う。 その場合 は、その

成果 は当然 メーカに帰属 するが 、税金 を使 う以上 は米 国の ように、 その成果 を商品 と

し、市場 に出す こ とを義務づ ける ような制度 とすべ きであろ う。補 助金 自体 もリス ク

マ ネー として出資 して、ベ ンチ ャー企業 などが武運つたな く敗 退 した場合 も、創 業者

が個人的 に借金 を背負 うようなこ との ない ような制度 とすべ きと考 え られ る。

現在 の国の プロ ジェク トにおい ては、「中長期 の研 究開発 支援」 と、 「顕 在化 した市

場 に向けての技術開発支援(商 品化支援)」 は、制度的に きちん と整理 され てお らず、

その予算や運営 も、 国の時々の判断 に左 右 され ることが多い。

「中長期の研究 開発支援」 を目指 して開始 されたプロジェ ク トが、 その 中間段 階で

「商 品化 に向けた技術 開発支援」へ方針変更 されるようなケース も見 られ る。

メーカ有識者の ヒヤ リングにお いて出された問題点 は、この ような仕組み 、制度 が

現状 に適合 しな くな っているこ とか ら発 している ものが多 い。

欧米 では、 「商品化 に向 けた技術 開発 支援」 におい ては、補助金 による支援が通常

であ り、直接経費 を補助す るが、米 国の場合 は、直接経費 と間接経費 の定義 は、一般

に広 く用い られ ている会計 原則(GenerallyAcceptedAccountingPrinciple ,GAAP)

に準拠 するな ど、合理 的 な方法 を適用 している。(本 年度調査報告 書:「 米 国連邦 政

府が実施す る情報産業技術振 興政策の事例調査 」 を参照)

以上、本調査 を実施 した背景 と動機 を述べ た。産業界 か らみ た現在 の国の情報技術

開発 の仕組み、制度 な どの問題点 が、浮彫 りに されてい る。特 に、補正予 算 に よる新

技 術 開発 はこの制度上の問題点 のい くつか を明確化 してい る。 この ような問題点 につ

いて、国 と産業界 の双方の認 識の差が狭 ま り、その改善 策が産み出 される ことを望 む

ものである。

また、 その問題点 の うちで も、特 に重要 な もの に関 しては、同様 の問題 が米 国にお

い ては、 どの ように扱 われてい るのか も別途調査 してお り、 その概要 は、本報告書 の

第2編 、及び資料編 にまとめて、参考 に供 してい る。
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2.1研 究開発 プロジェク トの 目標設定 と見直 しに関わる問題点

● 現在の国の情報技術開発支援 は、「数年～十年先の産業開拓を狙 った新分野の探

索研究(基礎研究)の 支援」 と 「顕在化 した市場向けの商品開発支援」に大 きく分

類で き、それぞれ問題点を抱えている。国は民間のおかれている立場や技術的な

環境に配慮することにより、更なる支援の効果 を上げて欲 しい。

● 数年～十年先の産業開拓を狙った新分野の探索研 究(基 礎研究)は 、投資リスクが大きく、

また、企 業の事業計画も未確 立の場合が多い。従って企業の立場からは、この種のナシ

ョプロへの参加 はリスクが軽減 できるメリットがある。また、プリコンペテティブな技術 開発

段階であるので、他企 業との連携 や知的財産権(IPR)の 扱いなどにも寛容 に臨むことが

出来る。このようなナショプロでは、最終 目標へ至る中間的な 目標や アプローチも一様で

はなく、計画 自身もかなりの幅を持ち、現場担 当者 が 自らの裁 量で最 良の選択枝 を選び

つつ進められるべきである。しかし、行政サ イ ドの計 画内容 に関す る政策 的見地 か ら

の 関与が多い ため、技術 開発 の本 筋か ら見 る と不 要 と も思われ る計画の詳細化 が

求 め られ、この結果 と して、計 画の変更 も多 くなる。企 業側 も基礎研究 的な プロ

ジェ ク トに対 しては事務処理 体制 も手薄であ るため、研 究者 にかかる事務管理稼

動が予想以上 に大 きく、苦慮 している。

● 数 年以内の事業 化促 進 を狙 った、既 に顕在化 した市場 向けの商品開発 支援 で は、

既 に、企業が独 自戦略 を持 っている ことが多 い。従 って、戦略 によっては大胆 な

投 資 も可 能であ るが、他企業 との連携 、成果 や知 的財 産権 の取 り扱 い に も非常 に

敏感 になってお り、顧客 関連情報 など開示で き.ない情報 も多 くある。 この ため、

行政サ イ ドの求め るテーマ設定 に合致 させ るのが難 しい こ とが多 い。 また、 ソフ

トウェア開発支援 で、成果物 と して ソース プログラムの納入 を求 め られる と、 自

社資金 で開発 した部分 と支援 を受 けて開発 した部分の切 り分 け を行 わねば ならな

いが 、 これが非常 に困難である。

2.2研 究開発 プロジェク トの実施体制 と運営 に関 わる問題点

(1)複 数省庁の連携

● 情報産業 はその構造が急激 に変化 してい る。一つの システム開発 プ ロジェ ク トの

中に、 コンピュー タ、ネ ッ トワーク、応用 ソフ トウェア、さらにその システム を

社会 システムの中で機 能 させ るための制度や法律 の改正 までが 入る。これ に対 し

て省庁 は相変わ らず の縦割 り構造 で横 の連絡 が ない。この ような構造が企 業活動
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を阻害 している。例 えば、ITS(IntelligentTransportSystems:高 度道路交通

システム)は 、い ろい ろな要素が関連 し、い くつ もの省庁 間にまたが る問題が あ

る。このため調整が大変であ る。道路 は運輸省 で、警察庁 も絡 み、ネ ッ トワーク

は郵政省 の管轄 だ。この他の省庁 も絡 む。この ようなシステム開発が ます ます増

え、産業界 の構造 も変化 しているの に、縦割 り行政 は変わっていない。情報通信

技術 の応用 は、あ りとあ らゆる分野 を対象 とする。しか し制 度上の問題が1青報通

信技術 の展 開を阻害 してい る。

● 国の予算配分 に関わる現在の仕組みで は、各省庁 が予算 を、縦割 りにされたそれ

ぞれのテ リ トリィーに別個 に配分す る。類似 テーマについて も、協力 や競争 もほ

とん どな く、 また、評価 も相互 に比較 されるこ とが ない。更 に、将来 ビジ ョンの

策定 において も、各省 庁のテ リ トリーの中だけで考 えることか ら、日本全体 と し

ての ビジ ョンは出難iい。

(2)過 去 ・現在 の研究開発 プロジェク トの運営

● 仕組 み上、行政サ イ ドに先端技術 をカバーす る研 究者が不在であ るこ とは問題 だ

が、それ以前 に、行政サ イ ドの担当官の カバー範 囲が広過 ぎて、 どう努 力 して も

十分 な管理 がで きないこ とが 問題 だ。 また、 プロジェク トの リーダ とな る研 究者

をどの ように見つ け、かつ、 リーダへの プロジェ ク ト運営 に関す る権 限委譲 を ど

う行 い、中間成果の評価や方針変更 をどうや るか等 の仕組み も問題 で、改 善す る

必要が ある。

a.行 政サ イ ドの担当官 のカバ ー範囲が広 す ぎ、運営の管理がで きない。研究 の 中身

の わか るリー ダへ の権限委譲が必要。 また、 プロジェク トには、"顔"と しての 中

核研 究者 グルー プが必 要。

b.成 果が事業 に繋が る ような技術 開発 プロジェク トの運営や、事 業性 の判断 を入れ

た評価 を大学 の先生 に望 むのは無理がある。

c.国 の プロジェ ク トは、その開始当初 には役所が よ くバ ックア ップす るが 、その後

の フォローが 弱 く、最後 の成果 の評価や製品化 とい う最 も大切 なところは企業任

せ とい う形 にな り、米 国等 と比べ投資効率が悪い。

● 国の プロジェ ク トの制度や関連す る国有財 産の管理規 定 を変え るべ きとい う提言

は、 これ まで も幾度 も行 われたが、法律 の改正 まで には至 らず 、運用 に よ り対処

して きた。 しか し、 ソフ トウェアの研 究開発 な どが ない時代 にで きた法制 度 な ど

もあ り、最早、運用 による対処 も限界 である。 ど うす れば抜本 的 な改革が行 える
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か 。

(3)補 正予算事業の運営

● 補正予算や 国の研 究開発予算 を使 う場合 に、 その使 い方 につ いての制約が研究 開

発活動 の阻害要 因 となっている ものが あ る。 その内、人件 費 に関す る問題 は特 に

深刻 である。

● 補 正予算 プロジェク トで は、公募か ら締 め切 りまでの期 間が短す ぎる。

● 国の技術 開発支援 につ いての ビジ ョンや テーマ設定 の方針が わか りに くい。また、

ニーズ指 向の新技術 開発 を方 針 に掲げて、情 報産業 の支援 を目指 しているが、市

場の現状 か らい うと、アプ リケーシ ョンを指向 した ソフ トウェア技術 開発 を狙 う

方が よい。

2.3研 究開発 プロジェク トの成果物 の定 め方 その実用化 に関わる問題点

● 国が打 ち出 した ソフ トウェアの知的財産権(IPR)の 扱 い に関す る政策に ビジ ョン

がみ えない。 このため、行 政サ イ ドの方 針が変わ ると、企業 はそれ に振 り回 され

る。新技術 の迅速 な製 品化 や新市 場創 造 にふ さわ しい、企業サ イ ドに立 ったIPR

の取 り扱 い制度 を確立すべ きである。

● ソースプログラムの扱 い につい ての現実的 なルール作 りが必 要。国の プロジェク

トにおい て も企業内での製品 開発 で も、現在 は ソフ トウェアを全 くゼ ロか ら開発

す る ものは無い。既 にあ るプロ グラム を組 み合 わせ た り、それ に新 たなプログラ

ム を付 け加 えて、 目的の システム を開発 す る。 このため、 プロジェク トの成果物

と して ソースプログラムを納 入せ よと言われ た場 合、その切 り分 けが 困難 になっ

てい る。
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第3章 国が支援する情報技術開発施策のあるべき姿

第2章 では、国が支援す る情報技術 開発施 策 について、産業界か らみる とどうい う

問題点が ある と認識 してい るか について述べ た。

本章 では、 この問題点 を乗 り越 え、解 決す るために どうす れば よいのか 、 コンピュ

ー タメー カの有識 者の意見 を述べ る
。産業界 の視点か らの3つ の問題 点 に対応 して、

次 の3つ の観点 か ら述べ る。

●研究 開発 プロジェク トの 目指 すべ き方 向

●研究 開発 プロジェク トの運営 のあ り方

●研究 開発 プロジェク トの成 果の扱 い

3.1研 究開発 プロジェク トの 目指すべ き方向

(1)基 本姿勢

● 最近の 国のプ ロジェク トは情報技術 開発 の テーマ につ いて、成 果が見 えてい る も

の を求め てい る。 しか し、国の取 り組 む テーマ としては、ベー シ ックで リスクの

大 きな ものや、国がやる大義名分の 明確 な もの とすべ き。

● これか らは、国民 的理解 を得 られ るナ シ ョプロを目指すべ きだ。 その ため には、

抵抗 はあ るだろ うが悪い文化 や慣 習は変 えて、新 しい文化 を作 り上 げ る必要があ

る。 よいモ デルプロジェク トを作 り、それで成功体験 を積 むの も一方 法で はない

か。周囲の情勢が変 わった ときの柔軟 な対応方法 など も盛 り込 んだ、変化の激 し

い時代 にふ さわ しい仕組み を考 える時だ。

● 国の資金 による研 究開発 につい ては、 国民(納 税者)の 利益 とつ なが った社 会 シ

ステムの 開発 に重 点 を移行 して行 くべ きであ る。(米 国で はす で にその傾 向が は

っ き りで ている)

● 国の役割 は、公 共の利益優先 を第一義 的に考 えた プロジェク トを立案 、実施 する

(納税者への利益 還元 とサー ビスを念頭 にお く)こ とを理念 とすべ きであ る。

a.ア メ リカの研究 開発 は公 共の利益 のため(国 防、教育、公共 サー ビスな ど)に 行

なわれてお り、それが うま く産業振興 に繋が ってい る。 これか らの 国のプロジェ

一13一



ク トは、民 間の製 品化 の支援で はな く、 国 自身が国民や企業 にサー ビスす るため

に公 共的 システムやイ ンフラの 開発 に重点 をお くべ きで、最後 まで一貫 して国の

手 で プロジェク トを遂行すべ きであ る。

b.技 術 開発 におけ る官(国)の 役割 と産業界 の役割を明確 に分離 すべ きで ある。 も

ち ろん、担 うべ き分野の裾野 は重 なってい ることが重要。裾野の重 な りは、 開発

成果の商品化 や市場形成の支援 とい うことになる。

c.本 来、国の研 究開発 は公共 の利益 に資 す ると共 に、 リiスクを伴 う投資 と考 えるべ

きであ る。従 って原則 として、国の出資 は リスクマ ネー と考 えるべ き。(同 様 に、

ベ ンチ ャー企 業支援 な ども、全額 リス クマ ネ声 と して出資すべ き)

● 国は、企業の利潤追求の近視眼的技術開発を是正 し、それを補完する立場からの、

長期的で国家、世界的な視野の技術開発政策を打ち出すべ き。

● ソフ トウェア技術者 の底辺拡大 にも力 を入れるべ き。、

(2)基 盤 イ ン フラ ・サ ー ビス ・ア プ リケ ー シ ョ ン

● 国の役 割 は社会的及び技術的基盤 インフラを作 ることである。

● これ か らの国のプ ロジェク トのテーマ は、技術 開発 よ りも、基盤 とな る技 術 イ ン

フラ整備 や、法制度 な どの社会構造 の変革、 さらに将来 の市場動 向 を見究め るた

めの社会実験の よ うなものであるべ き。

a.自 動車CALS

b.電 子 キ ャッシュ

c.電 子 商取 引

d.電 子 政府

● 情報産業 の収益構造 はハ ー ドウ ェアか ら、 ソフ トウェア/サ ー ビス分 野ヘ シフ ト

してい る。 また、情報技術 のユ ーザであ る企業が グローバ ルな競争 を行 う上 での

基盤 となる、情報 システムの高度化 の遅 れが深刻化 してい る。

● わが国の将来社会 を先読み した次 の ような分野の情報技術 開発が重要

高齢化社会対応(簡 単操作,介 護/福 祉,医 療)

人間性豊か な国民生活(教 育,趣 味,芸 術,旅 行,ホ ー ムシア タ,

車 オ フィス,シ ョッピング)

医学(遺 伝工学,ガ ン治療,遠 隔医療)
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一 環 境 保 全(省 電 力
,リ サ イ クル)

一 ネ ッ トワー クの 高度 化 技 術(次 世 代 イ ン ター ネ ッ ト,テ ス トベ ッ ト整 備 や運 用)

● これか ら開発 す るアプ リケー シ ョンソフ トウェアは国際競 争 に勝 て る もの としな

ければ意味が ない。

(3)市 場開拓

● 国が行 う情報産業支援 は、新市場創造のための技術開発 だけでなく、市場参入や

市場戦略などを有利 にする制度や国際環境作 りなども含めた包括的な支援をすべ

き。

● 新市場の創造 は国際 ・業際 の プロジェク トか ら。

● 研 究開発 におい て官 に もっ とも期待す るの は、次の市場 が どんな風 になるか見 え

るような、 また は、次の市場 を作 り出す よ うな先 を見 た技術 開発 をや って もらう

ことだ。その ようなプロジェク トの リー ダシ ップは、産 では とれないので官 に期

待 する。 また、元気 な先 生 もい る学か らの抜擢 もよい。

3.2研 究開発 プ ロジェク トの運営のあ り方

(1)こ れか らの 国の役割 は何 か

● 価値の捉え方に付いて国内標準から国際標準へ発想を転換 し、米国の商務省的存

在になる必要がある。

(2)技 術開発政 策 を取 りまとめ る組織の あり方

● 各省庁縦割 りの情報技術開発の実施形態を改め、内閣直轄の政策集団を常設 し、

省庁間の壁を意識 しない日本全体を見た政策 を常に議論 し、政策提言 を行 う仕組

みを、産学官の英知を集めて作 り、政府の技術政策の取 り纏めに関し、実効ある

もの として働かせるべ き。

● 行政サ イ ドに、先 端技 術 の中身やその特質 を、技 術 開発 の現場サ イ ドと対等 に議

論 で きる人材 が不 在であ る ことは大 きな問題であ る。特 にソフ トウェアの ような
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形 のない 「抽象的 なモ ノ」 の開発 や評価 は専 門家で ない と難 しい。 この解 決の一

方法 として、情報系 の国立研 究所 を新設 した り、既存 の研究所 を強化 して、 そ こ

の研 究者 を行政サ イ ドの知恵袋 と して使 うことが考 えられ る。

● 強力 な情報通信 関連の シ ンク タンクを作 り、最先 端の ビジ ョン論議 を行 う場 作 り

が必要である。何 が本 当に 日本の産業育成 に役立 つか を考 える時期 である。

● 国の情報技術開発 プロジェ ク トには、その政策 目標 も技術分野 も将来社会 を見通

した全体的 なグラ ン ドデザイ ンが ない。 このため、行 き当た りばった りの政策 や

業界 の指導 をや って しまう。その結果、 メー カサ イ ドの思惑 や市場 の方 向 とず れ

て しまう。

● 情報技術開発や情報産業振興のための政策に関 して日頃か ら将来展望を描 き、そ

れに基づ く中長期の政策や技術開発計画を立ててお くべ き

(3)国 の ビ ジ ョン 、 目標 と しての ア ン ブ レ ラ

● まず 、 国の ビ ジ ョン を作 り、 そ れ に応 じた ア ンブ レラ を建 て よ。

● 通産省 はわが国の情 報産業 の将来 ビジ ョンとその実現 の ための主要 な技術 開発 目

標、 中長期計 画 をア ンブ レラ と して持 ち、随 時 これ をア ップデイ トし、企業 や大

学 の研究者 をは じめ、広 く国民 にアピールすべ き。 そ して、 このア ンブ レラの兀

に、民 間の資本 や人的資 源 を結集す るための施 策 を実施すべ き。

(4)プ ログラムマネー ジャの重視 と人材育成

● ナ シ ョプロの実施 において は、プ ロデューサ機 能 を果せ るプログラムマ ネー ジャ

が必要。その育成 を行 うべ き。

● 技 術 開発 プロ ジ ェ ク トは、 そ の プ ロ ジ ェ ク トの"顔"と な る リー ダが必 要 。

● 行 政サイ ドには、政策全体 の グラ ン ドデザ イ ンの レベルか ら個 々の開発 テーマ に

至 る各 レベ ルで 、 プロで現役の研究者 を活用すべ きで ある。 それが無い こ とによ

る弊害 は大 きい。

● 行 政サ イ ドに先 端技術 をカバ ーす るプロの研 究者が不 在であ るとい う問題 は、国
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のみな らず 、企 業や経済団体 な どの政策決定 に関与 す る幹部 に対 して も同様 であ

る。市場 や世界の技術動向 を先読みで きるような人が前 にい て引 っ張 るよ うな仕

組 みに変 えてい く必要があ る。

(5)プ ロジェク トの実施体制 と評価の あり方

● 研究 開発 をコーデ ィネイ トす る開発 主体 は、産官 か ら組織 的、資金 的 に独立 した

組織 であるこ とが必 要であ る。 リス クの大 きな研 究開発 プロジェ ク トを設定 され

た目標 に向か って実施 して行 くため には、 目標達 成 を第一義 的に考 え た計画 を立

て、予算 を執行す るこ とが必須 。この時 、官 や産か ら独 立 していない と、その時 々

の政策や市場 の変化等 に基づ く官や産か らの プロ ジェク トへの様 々な新 しい要求

が出 され、多 くは プロジェ ク トの当初 目標達成 に とって邪魔 になる場 合が多い。

この ような要求 に妥協 を繰 り返す と、プロジェク トは 目標 を見失 うことさえある。

● 研究開発 を実施する所 と評価する所が分かれていなければならない。研究開発は

一定の年限ごとに中間的な評価 を実施 し、それを公表すべ き。開発主体は目標達

成 に向かって色々な選択義肢の中から最良と思われる方式、理論 などを選び開発

を進行 させる。

● 研究開発のテーマの大枠は官(行 政サイ ド)が 決めるが、その実施に関 してはそ

の分野の研究者、技術者が、技術目標達成のため最良と思われる計画 を立て実施

できるような環境条件を作るべ き。このためには、上記の産官から組織的、資金

的に独立 した組織であることの条件が必要。また、研究開発の進行を監視 し評価

することも不可欠。研究者間の競争原理が うまく機能するような運営ができる仕

組み とすべ き。

●

●

●

プロジェク トの存 続の可否 まで を決め得 るような中間評価 の仕組 が必 要。

最終 目標(成 果)に 至 るまで一貫性のあ るプロジェク トの運営 が必 要である。

プロジェク トの実施 に際 しては、研究資金 は出 して も、マ クロな方 向付 け な どは

よい と して、ミクロな技術 開発 の実施方法 な どに まで 口は出 さない ようにすべ き。

(6)会 計制度の見直 し

● 国の プロジェク トの会計制度 は ソフ トウェア開発 な どが主流 となった現在 の研究

開発 の実態 とか け離れ て しまっている。少 な くとも、企 業側 が持 ち出 しを しな く

とも研 究開発 が行 なえ、 ソ フ トウェアの研究 開発が ビジネス として成 り立つ よう
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な現実 的な もの とすべ きである。

● 国の プロジェク トには、 ソフ トウェアの システム開発 における時代 遅れの仕事の

切 り分け等 が、会計制度 と絡め て存続 してい る。この ような時代遅れの仕 組み も、

運用 による解 決 を図るので はな く、大元か ら改善 して行か ねばならない。

3.3研 究開発 プロジェク トの成果の扱 い

(1),商 品化優 先の原則

● 国の プロジェク トで得 られる成果物 のIPRは 商品化 を前提 に、企業 に与 えるべ き

であ る。 また、 ソフ トウェア技 術 の開発成果物 として、 ソース プログラムを国に

納入する制度 は、成果物の迅速 な製品化促進 に向けて制度改革が必要。

● 国の プロジェク トで得 られる成果物のIPRの 管理 は、そ の迅速 な企業化 を第一に

考 えた もの とすべ き。

● 国の資金 による研 究成果のIPRの 扱いが不明確である ことの弊害 は、 い くつかの

観 点か ら議論 され るべ きであ り、一律 にルールを決め るのは難 しい。 しか し、情

報産業 の競争力強化の観点か らい うと、研究 成果 は タイ ミング を逸す るこ と無 く、

迅速 に商 品化 され市場 に投 入 され ることが望 ましく、IPRが 国 に帰属する と した場

合でも 、開発者が商品化す る場合 の事務 処理等 を簡素化 し競争力 を阻害す る こと

のない ことを第一に考 えたルール とすべ きであ.る。

●IPRは 、国の資 金 による研究 開発 の場合 は、米 国が原則 としてい るように 「公 開を

原則」 とすべ きであ る。 そ して、商品化 を意 図 してい る企業があれば100%の 実施

権 を与 えるべ き。 ソフ トウェアのIPRは 、迅速 に商品化 しな ければ死蔵 される こ

どとなる。従 って、現状 のIPRを 官民共有 にす るの は商品化 を遅 らせ ることとな

り、.よくない。

● 国 の資金 による研究 開発成果 のIPRの 扱 い については、顕在化市場へ向 けての製

品開発 の支援 プロジ ェク トにおい て問題が多 い。 プロジェク トの成果であ るIPR

を国へ 出す とか出 さない とかい う問題 とともに、IPR整 理 や管 理のための工数 も大

き く、企業 の営 業活動が阻害 されるこ とも問題。 この辺 の工 数 を最小 にす る方 向

に制 度 を改善 して行 くべ き。allornothingと い う方法 もあ り得 る。 また、最

近 はIPRを 積極的 に公開 して しまうとい うオープ ンソース とい うようなや り方 も
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でて きてお り、 これ らに も対応で きる明確 な方針 と制度 を確立 すべ き。

● ソフ トウェアのIPRの 扱 い については、市場 の動向 を先 読み して、新技術の企業

化 に有利 でかつ納税者の理解の得 られる制度 を追求 して行 くべ き。

(2)成 果の再定義

● 成果 を事業化 したこ とによる税収 の増加 を目指すのが本筋であ る。
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第4章 まとめと提言

4.1先 端情報技術開発 における国の支援の重要性

わが国政府 は、コ ンピュータ産業、及び情報産業 の重要性 につい ては、早 くか ら認識

し、そ の研 究開発支援 や産業育成 のための諸施策 を実施 し、ハー ドウェア技術 について

は大 きな成功 をお さめ、わが国の コンピュー タや半導体 製造技 術 を世界の トップに押 し

上げた。しか し、ソフ トウェア技術の 開発 支援や ソフ トウェア産業の育成 については、

国の諸施 策はハ ー ドウェアほど顕 著 な効果 をあげ ることが で きなかった。このため もあ

って、わが国のソフ トウェア産業 は、ソフ トウェアの受託 開発 とシステムイ ンテ グレー

シ ョン(SI)事 業 を中心 とす るビジネス とな り、新技術 を盛 り込 んだパ ッケージ ソフ トウ

ェア開発 とその事業 は、米 欧等企業が市場 を席捲す るこ ととなった。

コンピュータ技術 の中心が コ ンピュータの本体(メ イ ンフ レーム)技 術 か ら、パ ソコ

ンや ネ ッ トワーク、情報家電、電子 商取 引 きなど応用範 囲の拡大 につれ、情報技術 の中

心が、ソフ トウェア技術や コンテ ンツ開発技術へ と移行 した。このため、この ソフ トウ

ェア技 術 とソフ トウェア産業の世界 レベル との較差 は、深刻 な もの としで受 け止め られ

るようになった。

今 や イ ンターネ ッ トに代 表 され る国際 ネ ッ トワークや種 々の地域 ネ ッ トワー クは数

億 とも数十億人 ともいわれ る人々(コ ンピュータ群)を 結合 してお り、電子商取 り引 き

や電子 モールなど経済活動 を大 き く変革 しつつあ る。いわゆるデ ィジタル経済の時代 の

到来で ある。この経済的変革 は全産業や、さらに行政な どを含 む社 会活動や構 造の変革

へ波及 しつつあ る。情報技 術 は全 産業 の生産性向上 と競争力 向上 において不 可欠の、水

道や電気 と同様 の基盤 イ ンフラとなる ことが明確 となった。

わが国が経 済、技術、文化 な どの先 進国であ り続 けるため には、先 端情 報技術 に基づ

く、情報 インフラ整備、及 びそれ らを活用 し、最新 の情報技術 を駆使 したデ ィジ タル経

済 に向 けての、全産業の武装 を進め国際競争 力 を維持 しなけれ ばな らない。

今 日、実用化 され てい る情報技 術や ソフ トウェア技術 は、米 欧に多 くその根元 を辿 る

ことがで きる。それ らは、10年 か ら20年 前 に種子が播 かれ、幾多 の類似技術 間の開

発競争 を勝 ち抜 き、さらに市場獲得競 争 を勝 ち抜い てきた ものが 中核 となってい る。そ

して、その技術の元 となった種子(ア イデア)を 発 芽 させ 、育成す る段階で は、国の研

究開発支援 が大 きな原動力 とな って きた。コンピュータ技 術や基本 ソ フ トウェアが そ う
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であ る し、インターネ ッ トまた しか りである。 また、米国で は新技術 の企業化や新市場

創造の段階 において も、国の支援が大 きな力 とな ってい る。

米欧の他 に も、最近で はシンガポ ール、イ ン ドな どの アジア諸国 も情報 産業振 興 に向

けて、先端技術の研 究 開発投資や ネ ッ トワークな どのイ ンフラ整備、電子商取 り引 きな

どデ ィジタル経済社会 に向 けた法制度や行政 システムな どの改革 に、国 を挙げて遇進 し

ている。(第2編 第4章 先進諸 国の情報化 ビジ ョンに関す る動 向 を参照)

一方
、わが国 においては、従 来か ら、情報産業 の振興、特 に、ソフ トウェア産業 の育

成 に関 しては、国(主 に通産省)は 、力 を入れ て きた。研究 開発 の支援のみ な らず、ソ

フ トウェアハ ウスや コンピュー タメー カの経営 基盤 を強化 す るための財政 的支援 や税

法上の特典 を与 えるな どの諸施 策 も実施 して きた。 しか しなが ら、これ らは、今 日の ソ

フ トウェア産業、及 び、情報産業 の国際 的な競 争力の レベル を見 ると、効果的であ った

とは言 い難い。

わが国の情報技術 や ソフ トウェア技術 は、以前 よ り世界 の トップレベ ル とかな りの較

差があ ったが、これが さらに拡大傾 向にある。これ までの調査 によれば、これは、情報

関連技術 の研 究開発投資 の較差 とともに、その研究 開発 、及 び企業化支援 の仕組み、制

度の非効率性 によ'ることが大 きい ことが明 らか となって きた。

特 に、米国は、大統領が先頭立 ち、情報産業 を21世 紀 の基幹産業 ど位 置づ け、積 極

的な研究 開発投 資 を行い、NationalInformationInfrastructure(NII)の 構 築 を進め

た。その結果、民 間投資 も活発化 し、米 国の情報 関連 産業 は市 場 において、圧倒 的なシ

ェア を確保 し、民 間 による研究 開発投資 も活発化 している。最近 では、これ を受 けて、

「21世 紀IT計 画(IT2)」 をス ター トさせ た。 これ は、短期的 な技術 開発 は、民 間 に任

せ て、国の投資 を中長期 的な研究 開発へ より多 く振 り向 けよ うとす る もので ある。(第

2編 第5章5.3及 び 付 属資料9)こ のよ うな状況 を考 える と、わが国が緊急 になす

べ きこ とは多 く、国 の役割 は きわめて重要 となる。

4.2本 年度の調査 目的 と調査方法

本調査 は、本章 の始 めで述べ た ように、1990年 代 半 ばか ら2000年 代の半 ばにかけて、

情報技術 が、経済 のデ ィジ タル化 な ど、多 くの産業 やわれわれの住 む社 会活動 や構造 に

一大変革 をもた らし
、それは第2の 産業革命 に匹敵 す るとい う認識 の もとに、省庁 の縦

割 り構造 などの従 来の枠 組み に とらわれず、大 き くかつ 自由 な視点か ら、「わが国の研
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究 開発 の仕組み、制度が抱 える問題点」 を明 らか にし、かつ、今後、わが国が確立 すべ

き、「新 しい研究 開発 の仕組み、制度のあるべ き姿」 を提言 しようとす る ものであ る。

本年度 までの調査 では、この分野において世界 をリー ドしてい る米国の連邦政府支援

の研究 開発 や新産業育成 の仕組 み、制度、及びそれに参画 してい る産官学の関係者 の持

つ意識や哲 学 を明 らか にして きた。それ らをわが 国の場 合 と比較 し、わが国の仕組み や

参画す る人々の現状認識 や思考方法 などに内在す る問題点 を調査 し、改善 策 を提言 して

きた。(平 成8年 度、同9年 度の同名の報告書 を参照 され たい。)

本年度は、特 に通産省が実施 して きた諸施策 に焦点 を絞 り、それ らに参 画 し現在 にお

いて も、指導 的立場 にある産官学の人々 を対象 とした ヒヤ リング調査 を実施 した。重点

調査項 目は、国が行 う情報技術 開発支援 の諸施策の立案 、実施 の仕組み、制度、運営方

法 、それに参画す る人 々が感 じ、かつ経験 した問題点、及 びその 改善策 とした。問題点

の抽 出は、その焦点 を明確 化す るために、米 国の仕組 みに存 在 し、わが国の仕組み に欠

如 している ような機能や制 度 に注 目し、質問の中心 を以下の点 に絞 り込んだ。

1)国 が将来社会 と技術 開発 に関わる ビジ ョンを広 く国民 に提示 し、研究開発投資 を行

う重点分野(ア ンブ レラ)を 明示す る点について

2)研 究開発予算 を握 る行政側が先端技術 の専 門家(プ ロ グラムマネージ ャ)を 抱 え、

研 究開発 プ ロジェク トのための有望テーマの発掘 や応 募 テーマの採択決定 、予算 配

分、評価 に関す る責任 を持 たせ 、プロジェク ト運営 の一貫性 を保持 す る制度 を持 っ

ている点 につ いて

3)研 究開発予算の立て方や予算の使い方、計画の変更など研究開発の運営の柔軟性、

事務処理オーバヘ ッドの低減、及び迅速かつ徹底 した情報公開について

4)税 金を用いて実施 した研究開発の成果は商品化し市場投入 して、はじめて納税者へ

の利益還元になるという基本思想に基づ く起業支援や、商品化 を第一 と考えて運用

される成果、及び知的財産権の管理方法について

ヒヤ リングは、まず、産業界の有識者 に対 して行 い、産業界か ら見 た国の研究 開発 支

援施策が抱 える問題点 を指摘 して もらった。ヒヤ リングは、通産省の実施 した プロジェ

ク トに指導的立場で参画 した有識者 を対象 に行 った。

(こ の ヒヤ リング結果は、第1編 の第2章 、第3章 に述べ た よ うに、わが 国の仕組 み、

制度 についての深刻 な問題 を提起 している。)
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次 に、国の機関や大学 に所属 し、国の プロ ジェク トを指導す る立場 にあったか、また

は、現在 もそ うであ る人々か らも、別途 ヒヤ リングを行 った。この結果、お金 を出す側 、

研 究を指導 し評価す る側、研究開発 を実施 し成果 を商品化 しようとする側の3者 の意見

が得 られた。

異 なる立場 か らの問題点指摘 は、問題 の解決が一筋縄で はいかない ことを示す興味深

い もの とな り、その解決方法の検討の有益 な指針が得 られた。この ヒヤ リングは、特 に

重要 な問題 である、国の プロジェ ク トの知的財産権 に関わ る問題 を中心 に して、国の プ

ロジェク トの役割や運営 に関 して質 問 した。(こ の結果 は、第2編 第1章1.3、 及 び付

属資料3に まとめた。)

また、上記の1)か ら4)ま での、各項 目について、米 国等 の諸 国が どの ような仕組

みや制度 によって、対処 してい るかの調査 も別途行 い、わが 国の仕組みや制度 と比較検

討 し、評価す るための材料 とした。対応 を示 す と次 の ようになる。

1)将 来 ビジ ョンと重点項 目(ア ンブ レラ)

→ 第2編 第4章 及 び付属資料6並 びに 第5章5.3及 び付属資料8、9

2)行 政側 における研究 開発の専 門家(プ ログラムマネージ ャ)活 用制度

→ 第2編 第2章 及 び付属資料4

3)研 究開発予算執行や運営及 びその情報公 開制度 について

→ 第2編 第2章 及 び付 属資料4(特 にプロ グラムマ ネージ ャ制度 について)

4)知 的財産権の扱 い、及 び起業 家支援 や新産業育成の ための施策 について

→ 第2編 第1章 、第3章 、付 属資料1 ,2,及 び5

4.3調 査結果 とその まとめ方

米国の情報関連技術の研究開発 とその成果の商品化支援の仕組み、制度を念頭に置 き、

わが国の国が支援する情報技術の研究開発の仕組み、制度、運営方法などについて、上

で述べたような産業界、大学、それに諸施策を担当する国の機関の関係者のヒヤリング

を実施 した。

その結果 は、現在 のわが 国の プロジェク トや支援 策が、その大枠 において も、日常 の

細 かな運営 において も、様 々な問題 を抱 えていることを示 してい る。

これ らの意見 は、全体 と して、現在の国の研究 開発 プロジェ ク トや関連す る諸施 策 は、
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その実施の仕組み、制度が、産業構造の変化や技術進歩 につい て行 けず、有効 に機能 し

ていない ことを明示 してお り、早急 な仕組み、制度、運営方針 な どの変革 を迫 っている。

本調査 で は、極 め て多岐 にわた り、かつ リアルな実例 を含 む これ らの意見 を無理 に集

約せず、問題点の指摘(第2章)と 、今後は こうあるべ しとい う提 言(第3章)に 分 け

て、類似 す る意見 をおお まかにグループ分け して列挙す るに とどめ てい る。また、当事

者達の生の声 を、その主張 を トー ンダウンせず に記録す る方針 を取 った。これ ら指摘 さ

れ た問題点のかな りの ものは、以前 か ら、当事者の間で は明示 的、または、暗黙的 に知

られていた ことが多 い と思われる。 しか し、この ような問題点が報告書 の形態で記録 さ

れ、広 く公 開 される ことは、あ ま り行 われ なかった と思 われ る。

今 や、情報技術 は、イ ンター ネ ッ トや高機能パ ソコンを普及 させ 、われわれの経済活

動や社 会活動 を、否応 な くボーダ レス、グローバ ルな ものへ と移行 させつつある。この

ような大 きな変革の時代へ適切 に対応す るには、多 くの人 の様 々な知恵が必要で あ り、

また、試行錯誤 を繰 り返 し、われ われの進む先 を定めね ばならない。

そ こにおいて、重要 なの は正確 な現実認識 の共有 と、それ に基づ く、オー プンな議論

である。そ して、そ こには単な る技術 や仕組みの議論 と共 に、わが 国の慣習 や文化 をグ

ローバ ルス タンダー ドに合 った ものへ と変えて行 くための議論 も求め られ てい る。本調

査が 、生 の声 の記録 と公 開に強い思い入れ をしているの は、これが わが国の仕組 み、制

度 を改革 する議論の 出発点 として活用 され るこ とを切望 してい るか らであ る。

本調査 の示す わが 国の研究 開発 の仕組み、制度等 は、根本的 な変革 を必要 としてお り、

その変革 は、通産省 な ど、一つの省庁 のみで は対処で きない、大 きな枠組み の議論 と役

割 の再検討 を必要 とす る。従来 の省庁縦割 り構造 を超 えた ところでの議論が不可 欠であ

る。そ れを どの ように実現 し、実効 ある もの とす るかは、ひ とえに関係者 の現状認識 の

正確 さにかかってい る。

4.4指 摘 された問題点 は、なぜ発生 したか?(そ の発 生要因の考察)

第2章 、第3章 では、次 の ようなおお まか な分類で問題点 や解決 策、将来 に向けての

国の役 割 な どをまとめ た。

a)プ ロジェク トの 目標設定 や実施体制決定の仕組 み、評価制度等 の問題

b)複 数省庁 の連 携、産学連携 、 プロジェク ト運営方 針の一貫性維持 な ど運営 に関
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)C

)d

e

)f

する問題

プロジェク ト実施 における国の負担 と民間負担の切 り分けや間接経費 と直接経

費の切 り分けのルール改善、予算実施の現場裁量権の拡大などの会計制度上の

問題

プロジェク トの成果物の扱いの柔軟性拡大 と事務処理オーバヘ ッド軽減、発明

者への実施優先権賦与など知的財産権の扱いに関する問題

新技術 を持つ起業家に対する補助金制度、情報関連の新規参入企業への優先的

政府調達枠の設定など、ベンチャー企業支援策や制度に関する問題

今後の研究開発における国の果たすべ き役割の提言や要望等

これ らの問題点の主要 な ものに関 しては、4.1の 終わ りの方 で述べ た ように、米 国な

どにおいて、 どの ように対処、 もしくは解決 されてい るかを別途調査 した。指摘 されて

い る問題 には、事務処理 オーバヘ ッ ドの低減 な ど、容易 に解決可能 と思われ るもの も多

く含 まれている。実際、米 国で は、事務処理の簡素化 や迅速 な情報公 開を義務付 け る法

律やそれ を怠 った省庁への罰則規 定が国の法律 とな り、その実施 を監視す る機関 まで も

が設置 されている。

で は、なぜ この ような 自然 と思 える事がわが国で はお こらないのであろ うか。日米の

文化的背景の違い な どをその原因 に上げ る説 もあるが、本調査 による分析で は、当事者

が、その ような問題の存在やその発生の根 源的な要因 を関係者以外 、場合 によって は、

国民一般 に対 して広 く説明 し議論 し、根本的 な解 決 をはか ることを嫌 うためであ ると結

論づけた。

当事 者 にしてみれ ば、広 く議論 す ることは時 間 も手 間 もかか る。よって、根本的 な解

決策 を講 じる方が よいこ とがわか ってい て も、小手先の対処方法で切 り抜 けて しまお う

とす る。本調査 で指摘 されてい る問題 の中には、ひ とつの課 や局、さらには、ひ とつの

省庁の管轄分 野や権 限の 中で は解決で きない もの も多い。この よ うな問題 についてはな

お さらである。しか し、小手先 の対処方法 を重 ねて きたため に、問題 が深刻化 して しま

った もの も多 い。

ソ フ トウェア技術 の研究 開発 においては、その成果物 としてソース プログラム を納入

せ よとい うルールがある。ソフ トウェア開発 は今 や白紙状態か ら、書 き始め ることは無

く、市販 され てい るものや既存の ものを、その まま、もし くは一部変更 して再利用 し、

新 規 に作成す る部分 は多 くない。この ような現実 を考慮せず 、ソースプログラムの新規

作 成部分 のみの納入 を求め るのは実質的意味 を持 たない。しか し、ルールは依然生 きて

お り、開発現場で は、既存部分 と新規 開発部分の切 り分 け作業 に追われ、混乱 の元 とな
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っ て い る 。(第1編 第2章2.1、2.3参 照)

広 く議論す るこ とで、よりよい根本 的な解決方法 を見 出す こ とは、多少 の時 間がかか

って も長い 目で見 る と、得 るところ大である。そのような意味で議論 を喚起す る きっか

け を作 る情報公開の厳 格 な実施 は、将来 に向 けて きわめて重要で ある。

わが国の研 究開発 の仕組み、制度の抱 える問題 の解決 や、研究 開発 の実施 において も、

今後 はます ます、そ の直接の関係者のみな らず 、広 く国民一般 の支持 を必要 とする場合

が増 える。その理 由の ひ とつは、情報技術 の先端 的応用 が、直接 、われわれの社 会活動

や 日常生活 に影響 す るようになるか らである。そ して、その技術 の研 究開発 においては、

その技術 ニーズの明確 化や開発 した技術の評価 の ために、一般 国民 を巻 き込 んだ社会 シ

ス テム と しての実証 実験等 を必要 とし、 ここで も国民一般 の協力 を必要 とす る。

いずれに して も、これか らの情報技術の研 究開発 や新産業の育成の シナ リオは、従来

の ような、担 当官庁 や一部 の大手 メーカ、それ に大学の専門家 な どの少数の人 による議

論 のみでは、有効 な ものは作成 で きないであろ う。これは計画作成 において、考慮 すべ

きパ ラメー タが きわめて多 くなることによる。このため、社 会の一部 を巻 き込 んだ実証

実験 を行 い、試行錯誤 を繰 り返 し、国民一般 の支持 と参加 を得 なが ら適切 なシナ リオを

作 成 して行 くことが必 要 となる。そ して、この ような実証実験 においては、そのための

社 会環境 の整備が重要 であ り、これ は今後 の国(行 政側)の 重要 な役割 となる と思 われ

る(第1編 第3章3.1(2))

この ように指摘 された問題 の解決方法 を見 出す ことは容易 で はない。 しか し、 この

ような問題点が なぜ発生 したのか、また、この よ うな状況 に、なぜ 立 ち至 ったかを考察

す るこ とは可能であ り、解決策 を考 える上で有益であろ う。

4.5問 題点発生 の い くつかの根源的要因 とその分析

第2章 、及 び第3章 で、指摘 され た問題 は、一見す る と、極 めて多 岐 にわた り、その

解決のため には、それぞれの問題 に個別 に対処 して行 かねばな らない ように思え る。し

か し、それ らの問題 を発 生 させ ている要 因の多 くは、い くつ かの根源 的な要因 に帰着で

きる。

これ らの根源 的要 因の解消 は、ひ とつの省庁の権限の範囲で は不可能で 、複数省庁 、

もしくは、国を挙 げて取 り組 まねばならない ものである。で あるか らこそ、永 い こと手
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付かず に残 されて きた とも言 え よう。

ここでは、これ らの要因の うち、かつ て、国の研究開発 の基盤 とな り、徐 々に変 りつ

つある ものの、今 日において も実 質的に国のプロジェク ト実施の基本思想 となってい る

「キャ・ッチア ップ型」政策 目標設定 と 「護送船 団方式」 による政策実施体制 を、 まず取

り上げる。そ して、指摘 された問題 との関連 を考 察す る。「キ ャッチア ップ型一護送船団

方式」は、わが 国の コン ピュー タ産業 を世界 の トップへ押 し上 げるこ とに成功 した方法

である。ここで は、そのプラス面 とマ イナス面 を検討 し、今後 の国 の研究 開発 の仕組 み

や制度 を考 える土台 とする。

その他の要因として、わが国の行政組織、特に、各省庁の役割や権限の分担範囲と、

その管轄する産業分野や技術分野のミスマッチ状態が生 じていることがある。近年、産

業分野の統合、拡大、新分野の誕生などが急である。また、遺伝子情報処理が製薬業界

やバイオ業界の重要技術 となるなど産業の中核技術の変遷も急である。このような変化

に政府や各省庁の役割や管轄分野の修正は追随できていない。

その他、デ ィジタル経 済社会の到来 に よ り、企業経営 の理念、企業 や産業の構造 、国

民 一般の労働 環境 な どが変化 し、研究 開発や産業育成 において、国の果たすべ き役割が

変化 して しまった ことが挙 げ られ る。これ らの諸要 因 と本調査で指摘 された問題 点や要

望 との関係 を考察 してみる。

4.5.1要 因その1:「 キ ャッチア ップ型一護送船 団方式」 に基 づ く政策立案 と実施体制

4.5.1.1そ の メ リ ッ トと後 に残 され た 「ツケ 」

現在の国の研究 開発実施 の仕組 みや制度等 の多 くは、昭和40年 代 の半ば(1970年

代の初め)に 整備 された ものであ る。この時代 におけ るわが 国の技術 開発 政策の 目標 は、

米欧の先進技術 に対す るキャ ッチ ア ップであ り、その施策実施体制 は、国産大手 メー カ

を束ねたいわゆる護送船 団方式 を基本 としてい た。この時代 には、情報産業 は確 立 して

お らず、メイ ンフレーム を中心 とす る汎用 コンピュー タ技術が 中核で あ り、ソフ トウェ

アはハ ー ドウェアの付属物で あった。半 導体技術 も同様 に、まだ独立 した産業の形態 を

為 してお らず、 コンピュー タ産業 の一部 となっていた。

この ような政策立案 と政策実施体制 は、米 国等 の基礎研究成果 を(コ ピー して)導 入

し、い ち早 く商品 を開発 して市場へ進 出、独 自の改良 を加えた り、品質や機 能 を向上 さ

せ、さらに低価格で販売 し、後発 なが ら、市場 を獲得 して行 くとい うシナ リオを生 み出
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した。この例 として は、IBMコ ンパ チブルマ シンやメモ リチ ップ(DRAM)が 有名であ る。

国の委託 プ ロジェク トや補助金 プロジェク トは、これ らの製品 を開発 す るため に大 きな

貢献 を した。

この ような国の技術 開発 支援 は、他の産業 について も行 われ、世界市場 にお けるわが

国産業の競 争力 を向上 させた。その一方で、米 国で は、日本 な どとの市場獲 得競争 に敗

れ、伝統的 な製造業が衰退 した。このため、技術 ただ乗 り批判が起 こった。その後、米

国政府 は新 産業育 成 に注力す るとともに、プロパ テン ト政策 を とり、知的財産権 の保護

を強化 し、特許や ソフ トウェアの著作権 な どの外国企業 による使用 に高額の使用料 を取

る ようになった。また、わが 国の研究者 との交流や研 究成果 の国外持 ち出 しも警戒す る

ようになった。

この ような状 況 に至 るまでは、キ ャッチア ップ政策 と護送船団方式 による大手 メーカ

中心の技術 開発支援 策 は大 きな成功 をお さめた。この方法 は、国の研 究開発 の仕組み、

制度 において、簡略で安上が りであ った。 その理 由は、新技術 開発 において、最 も難

しく、かつ長期的投 資が必要 な基礎研究段階、す なわち、上流か ら中流過程、さ らにシ

ステム試作 と評価 を含 む下流過程の一部 を省略 し、「借 り物」 です ませ る ことがで きた

こ とによる。

す なわち、米 国等 の研 究者が、有望 なアイデア を見出 し、それを研究 プロジェ ク トに

仕立てあげ、類似 テ ーマの研 究 と競争 しなが ら育成 し、商品化 を展望 したシステムの試

作 と評価 の段 階 まで到 達 した ところで、その成果 を(コ ピー して)導 入す るわけである。

この ような安易 な導入 が可能であった背景 には、当時の米 国は戦後の繁栄の蓄積が まだ

残 ってお り、技術 を分 け与えるこ とに鷹揚 だった ことによる。

要するに、 この方 法 は、下記の各項 目の+)に 示す ような簡略で安価 な仕組み や制度

を可能 としたが、これ は同時 に、米 国が知的財産権 を産業 の競争力確保 の武器 として使

い始め、わが国が 自力で基礎研 究段 階か ら産業の技 術 シーズ を創造 して行 かねばな らな

い状況 となった時 の 「問題の種」 を作 り出 してい たとい うことがで きる。 この 「問題 の

種」 につ いては各項 目の 一)に示 した。

1)将 来の社 会 ビジ ョンや技 術ニーズの提示、そ の国民 一般へ の説 明の簡 略化

+)将 来の社会 ビジ ョンや技術 ニーズの提示、基 となる先端技術 の動 向の予測 、それ

らの国民一般 への説明や意見聴取 な どは、大幅に簡略化で きた。

(予算 要求で も、米 国がやってい るか ら日本 もや らねばならない とい う説 明は強

力であ った。)
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・)し か し、国の 目指 す社会 ビジ ョン等 を国民へ説明 し、広 く議論 し支持 を得 ると

い う仕組みがで きなかった。

2)基 礎研 究段 階の リス ク回避 、及び有望 テーマ選定 とそのための評価機構 の簡略化

+)リ ス クの大 きな基礎研究段階 を省 略で き、製品開発段 階か らの参入で済 む。所轄

官庁 の担 当者 は、 国の プロジェ ク トのテーマ設定 を、大 メー カの意向 と一部の大

学 の専 門家等 の意見 を参考 に、小 人数 で短時 間に決定 で きた。

(同一 目標 を達成す る複数 の方法があ る時、 これ らを並行 して研 究す る といった

並行 開発 な どは、 しな くて済み、投資効 率 も良かった。)

一)し か し、主要な大学や国研 は、海外の先進技術 の輸入窓 口化 し、先進技術 を理解

し産業界へ技術 移転 す ることや 、改 良研究 に熱心 となった。必然 的 にオ リジナル

な工学分野の基礎研 究は低調 とな り、産業 の シーズ となる ような新技術 を生み出

す インセ ンテ ィブ も弱 まる とい う状況がで きた。

(米国の後追 い研究が流行)

3)国(行 政側)に オ リジナルな先端 的研究 開発 を計画 し、管理 で きる研究者 集団 を

抱 えず に済 ませ ることが で きた。

+)国(行 政側)は 、技術 につ いては産業界 の意 向を聞いていれば よ く、産業界 も海外

か ら商 品化 に有望 なテーマ を(コ ピー して)導 入 し、自分達 で アイデ アを生 み出

し育成 する仕組み を省 いてい た。よって、.将来の社会や産業の動向や技術 ニーズ

予 測、そのための基礎研 究段階での有望テーマの発掘 な どは簡略化 で きた。

国の研 究開発 テーマ も、先行 す る米欧の キャッチア ップであ ったか ら目標 も見え

てお り、評価 も形式 的で よ く、米 国の プログラムマ ネー ジャの ような、行政側 に

いて先端技術研究 を管理 し評価す る研 究者集団 は不要 であった。

一)し か し、将来 の技術 ニーズや新産業の創造 な どの ビジ ョンを、行政側 に立 って策

定す る人材 も、それ に沿 った研 究開発 を計画 し管理す る研究者集 団 も育 たなかっ

た。産業界 も、その ような ビジ ョン策定 な どは、や る必要が無か ったか ら、人材

も経験 も蓄積 しなか った。

産業界 は、大学 に対 して も人材 の供給源 以上 の期待 をせず、米 国の大学 と産業界

の関係 の ような産業 シーズ につ なが る基礎研究 の連携 を しなか った。このため、

大学は、行政側 や産業界 の求め る、研 究 とプロジェク ト管理の両方 をこなせ る人
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材 も産業応用 につ なが る研 究成果 も生み出 さない ような構造 となった。現在、国

(行政側)は 、ソフ トウェア産 業の シーズ となる技術 を生み出す ような研 究開発 を

実施 したい と思 ってい るが、行 政側 に立 って、産業界 の一歩先 を行 く研 究開発 プ

ロジェク トを計画 し実施す る人材(そ のための研究者集 団)を 確保で きず にい る。

それ に代 わるテーマ として、市場 の見 えている短期 目標 を目指す技術開発 プロジ

ェク トをメーカに実施 させ ようと して、すでに自前 でその よ うな技術開発 を開始

してい るメー カ側 と摩 擦を起 こ している。

4)リ スクが大きく一企業では実施困難な研究開発を行 う委託制度 と、企業の商品化

目的の新技術開発 を支援する補助金制度が整備されキャッチアップに大 きく貢献

+)当 初 は国が研究 開発費用 を100%負 担する委託制度 を利用 し、国産メ ーカを集 め、

研 究組合 を組織 し、国研 も協 力 して大型プロジェク トを実施 し、キ ャ ッチア ップ

に大 きな威力 を発揮 した。一方 、補助金制度 も超LSIプ ロジェク トの ような製 品

の前段 階の技術 開発 に対 してメーカの技術力 向上 に貢献 した。

一)コ ンピュー タの メイ ンフレー ム技術や半導体技 術 に関 して米 欧 との技術較差 が

縮 まって くる と国産 メーカ間の競争が激化。人 を出 し合い知恵 を出 し合 い協力 し

て米欧 を追いか ける とい う護 送船 団方式の基本精神が崩れ て くる と、企業 のエ ゴ

が明確 に出て くるこ ととなった。

一例 と して
、本来の趣 旨であれば補助金制度 を用い るべ き、短期 的 な商品直結 の

技術 開発 を、国が100%研 究 開発費 を負担 する委託制 度 を用 いて実施す るような混

同が見 られる ようになる。研究組合 は作 るが研究組織 は分散 し各社別々 に実施。

人や知恵 を出 し合い協 力す るとい う体制が作 れな くなった。

このためか、国の負担 は中核 的な技術開発 に徐々 に絞 り込 まれ周辺技術 開発 やイ

ンフラ的システムの整備 は、国が負担 しないとい う会計制度上 の習慣 がで きて し

まった。また、委託制度 は国が原則100%負 担 しリスクを負 う代 わ りに、その成果

も100%国 に帰 属する とい うルールが、商 品直結の技術 開発 を委託 制度の下 でやる

ようにな り、メー カにとって都合が悪い ものとなって きた。これ に関する問題点

指摘 が行 われてい る。(第1編 第3章3.3(1))

5)現 在 、国の負担が実質100%で な くな りメー カの持 ち出 し分が増 えているこ とか ら、

そ の成果 も国 とメー カの共有 とす るな どの妥協がな されてい る。しか し、米 国の よ

うにオープンな議論 を行 い、国有財産の管理 に関す る法律 を改 定 して行 こうとい う

姿勢 はない。(こ れ は極めて面倒 なプロセスと認識 されてい る。)そ の替わ りに、官

産 の当事者のみで インフォーマルに運用ルールを変え る方法 を取 っている。従 って、
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国の担 当者が替 わると成果の扱 いが変わ るな どの事態が起 る。特 にソフ トウェア成

果物 に関 しては、現在、現場で混乱が見 られる状況 である。(第1編 第2章2.3)

一)委 託制度の形骸化 に より、本来委託制度の精神 にの っと り実施すべ き、将来 の中

'長期的 目標 を目指す研究開発 プロジェク トにおいて も
、国が直接人件費 や中核 的

技術開発部分 しか負担 しない こととなった。国側 も人件 費の基準 を永 い ことアッ

プ しなy・で きたため、現状 で は非現実的 な低い人件費単価 が生 きてい る。

この ため、担 当メーカは自己負担(持 ち出 し)を 求め られる状況。 さらに、高速

ネ ッ トワー ク網 な ど研究 イ ンフラの整備 や利用 サ ー ビス に国の予算が つか ない

とい う問題 も発生。 ソフ トウェア技術 開発 に大 きな支障 をきた している。

*注1)米 国との比較:制 度改定を法律 として明文化する米国と運用で切 り抜ける日本

5)の 問題 に関 して指摘 された、わが国の制度の変更 ・改定が、米 国の制度 の制定

とその後の迅速 な改定の手続 きと大 き く異 なる ことは明 らかである。わが 国の改

定手続 きは、 きわめて煩雑で長期 間にわたる。 このため、上で述べ たように、わ

が国では、根本 的な解決 をせず、小手先の変更 を繰 り返す傾 向が強 い。広 く議論

す るこ とを嫌 うとい うよ り、改定手続 きの時 間 と手 間を省 くことが優先 している

といえ よう。

米国において は、国のプロジェク ト成果 の扱 いや知 的財産権の帰属 な どの問題 は、

納税者 の利益 と大企業 利害 は相反す る もの との基本認識が あ り、国 は常 にその

バ ランスを取 ることに腐心 している。税金 を使 う研究 開発 プロジェク トにおいて

は、納税者への利益 還元 やサー ビス を常 に意識 し、ア ピールす ることを欠か さな

いo

また、基本 的制度 は法律 として制定 し明文化す る。重 要なルールの変更は、法律

を改定するこ とで周知徹底 する。その一方で、プロジェク トの目標や計 画 な どの

軽微 な変更や予算 の流用 などは、プログラムマ ネー ジャの責任 の もとに決定で き

る現場担 当者への裁量権 を与 え、技 術開発 の周囲条件の変化へ の迅速 な対応 を可

能 としている。

*注2)米 国 との比較:

形式重視主義

実質重視で柔軟な米国と一旦決めるとなかなか変えない日本の

新技術の商品化 を目指す 中小、ベ ンチ ャー企業へ の連邦政府の支援 は積極 的であ

り、担保 を取 らない リスクマ ネーと して投 資 され る。ベ ンチ ャー資金 と同様で あ

る。また、大企業 に対 して も、 リスクの多 い新技術 開発 は補助金制度(ATP)を 利
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用 して支援す るが 、「企業福 祉」 な どの批 判があるこ とか ら慎 重であ り、政治的

判 断に委ね られ る。クリ ン トン政権 はATP予 算 を増やす など積 極的であ る。しか

し、その技術 開発 内容 や予算 は細か くイ ンターネ ッ トに よ り情報公 開 されている。

補助金 の対象 となる研究 開発 費用 の積算 も、一般 会計原則(GAA)に 基づ いて行 わ

れ、わが国の現実無視 の会計 ルールよ り、合理的かつ実質的であ る。

(第2編 第3章 、及 び付属資料5)

6)護 送船 団方式 は、その業界の代 表的大手メーカの技術 力 を横並 びに向上 させ 、技術

のキ ャッチア ップ とその競争 力強化 に大 きく貢献 した

+)米 欧 との技術較差 が大 きく、 コンピュー タや半導体技術 の よ うな多 くの要素技術

を集積 した システム開発 は、当初の人材 も技術 蓄積 も無 い状 況で は、業界 の大手

メーカに、人、知恵、金 を出 させ協力体制 を敷 き、これを国が支援 する護送船 団

方式 は、 きわめて合理的かつ有効 な方式で あった。

一)し か し、大手企業 に しか 日が 当た らない とい う状況 が過 度 に定着 し、 中小 、ベ ン

チ ャー企業へ の支援が弱体 となったこ とはいなめない。ソフ トウェア技術 は、頭

脳 労働 が主体で あ り、集団 よ り個 人のひ とりひ とりの才能が重 要。新 しくユ ニー

クな新事業の創造 は、小回 りの効 く中小、ベ ンチ ャー企業が主役 となるこ とが、

米 国 などの調査で明 らか となっている。

国の技術 開発施策の実施 が、長期 にわた り大手 メーカに過度 に依存 した(現 在 も

してい る)こ とは、 この ような中小、ベ ンチ ャー企業の育成 や市場参入 の振興策

を消極 的な もの とし、産業全体 の新陳代謝 を遅 らせ て しまった といえ よう。これ

は、米 国の 中小、ベ ンチ ャー企業 の振興策 の積極性 とその効果 を見 れば明 らかで

あ る。(平 成9年 度 同名 の報告書(そ の2)参 照)

4.5.1.2問 題点 を関係 者に認識 させた補正予算 プロジェク ト

1),3),6)の 問題 に関連 する産業界の指摘 は、(現 在 も実施 されてい る)補 正予算 を用

いて行 われた公募 プロジェク トを念頭 においた もの も多 い。 補正予算 プロジェ ク トは、

通産省 、及 びその実施 を担 当 してい る関連 機関等 にとって、通 常の予算額 に比べ てはる

か に多額 の予算消化が求め られ、十分 な準備期 間 も、事務処 理予算 も不十分 とい う悪条

件 の中での実施であ った。

さらに、公募型 プロジェ ク トとし、提案募集 を行 ったこ とか ら、応募 しようとする者
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か らは、その技術 開発 の要求仕様や その背景 となる政策、 さらには、国(通 産省)が 描

いてい る社会 的 もしくは技 術的 ビジ ョンの説明 を求め られた。

これ に対 して、国は、わか りやすい ビジ ョンや技術 開発構想 を示す事がで きなかった。

長期的 なビジ ョンや技術 開発 シナ リオが事前 になかったこともあ り、予算獲得 に有利 な

分野や、明確 な技術 目標 を適宜選択 したと推測 される。

このため、応募側 は提案作成 に苦労 し、かつ不採択 とな った場合の評価の基準 も不 明確

であったことか ら、不満がつ のった。(第1編 集2章2(3))

通産省の場 合は他 の省庁 と比べ、その カバーす る分野が国際 的な産業動 向や技術 開発

動向に対応 した、産業振興策 や貿易 な どの管 理、調整 、交渉な ど、 きわめて ダイナ ミッ

クに変化す る領域 である。このため、中長期の ビジ ョンを急 に策定す るこ とは困難であ

る。 しか し、そ うであれば、あ るほ ど普段か ら、その ような中長期 ビジ ョンや産業競

争力強化 のための政策や実施 シナ リオ を検討 してお くべ きであろ う。

(この ような指摘 も実際 なされている。第1編 第3章3.2(2)(3))

しか し、この補正予算 プロジェク トの実施 は、同時 に、通産省が相 変わ らず、「キ ャ

ッチア ップ型一護送船団方式」 に基づ く仕組 みや制度 、習慣 か ら、抜 け出せ ていない こ

とを示 した。(困 った時の大手 メー カ頼みが再現)し か し、上 で も述べ た ように、中長

期 ビジ ョンは、大手 メーカ も借 り物 を使 っていたので あ り、自前でその ような ビジ ョン

や将来の技術 ニーズ を予測 していたわけではない。今 回の産業界有識者の指摘 の なかで

は、その ような人材 や組織 を有 してい ない ことを通産省 の責任 のよ うに指摘 してい る も

の もあるが、この件 について は、産業界 にも、同等以 上の責任が ある と考 えるべ きであ

ろ う。

キャッチア ップと護送船 団方式 は、.極言すれ ば、行政側 に立つ研究者や プロジェ ク ト

管理の専 門家 を省 略 し、将来の産業 ビジ ョンの策定 など も借 り物 です ませ る方式 であっ

た といえる。従 って、今 回の公募の ような先端技術 開発の提案 を審査 した り、採択 され

たプロジェク トの管理や成果の評価 を自力で行 う体制 は、発注側であ るに もかかわ らず 、

通産省 はその ような体制 を持た ないで ぎた。

しか し、も し、通産省(行 政側)が その ような体制 を作 ろ うとして も、産業界側 は、

賛成 しなかったので はない か と思 われる。そのための人材や費用 を捻出す るこ とは、容

易 ではないばか りか、もし通産省が 自力で、将来 ビジ ョンの策定 や技術ニ ーズ予測がで

きる ようになれば、大手 メー カの望 む もの と異 なる方針や政策 を立 てるこ とが予測 で き

る。(役 所 は裸 の王様 に してお くほうが都合が よい?)
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今後の産業界 においては、グローバ ルな競争 と常 に新規産業 の芽 を育 ててい くことが

重要であ り、通産省 の政策実施の主役 も小 回 りの効 く、中小 、ベ ンチ ャー企業へ と移 り

変 わるこ とが考 えられ る。米国の中小、ベ ンチ ャー企業へ の手厚 い支援 は、「現在 の大

企業 もかつて はベ ンチ ャー企業で あった!」 とい う経験則 に基づ いている とい う。

産業界有識者 も、今回の補正予算 プロジェク トを通 して、やは り、わが 国に も、米国

のプログラムマネー ジャの ような組織 を もつこ とが必要 との認識 を持 った ようであ る。

大企業 とい え ども、その新陳代 謝のためには、新技術 をひっさげたベ ンチ ャー企業 の存

在が不可欠 なのであ る。(平 成9年 度の同名の報告書 付属資料1.)

そ して、それは、国の研究 開発の仕組みを、「キ ャッチア ップ型一護送船団方式」か ら、

中長期の技術 ビジ ョンを持 ち、自前 で基礎技術 の研究開発 を行 って、産業 の シーズ とな

る ようなオ リジナルな技術 を生み 出す フロン トラ ンナー型の仕組 みへ と移行す る重 要

なス テ ップである と言 え よう。

さらに将来 を考 えれば、国が行 う技術 開発支援 は、本調査で も指摘 され てい るように、

直接的 な産業支援 か ら、国民一般(米 国では納税者 と呼ぶ)へ の、 より直接的 なサー ビ

ス提供 をを念頭 に置い た社 会 シス テムや社会 イ ンフラ建 設へ と移行 してゆ くこ とが予

想 され る。(第1編 第3章3.1(1))そ の ような場合 、国の求め る もの は、最早、

メーカの商品開発 に直結 した技術 開発支援 とは、大 きく異 なるはず である。その時が、

キ ャッチ ア ップ型一護送船団方式 か ら根本的 に脱却する時なのであろ う。

その場合 には、国は、わが国にふ さわ しい将来 ビジ ョンの提示や 、これ に向かった種々

の社会 システムの建設 、そこで求 め られる新 しい情報技術 な どの予測 と、それに適合 し

た政策 を国民 や産業界 に示 し、支持 を得つつ、政策 を実行 して行 かねばな らない。その

ビジ ョンや技術 ニーズの予測、研究開発計画の立案な どは、先端技術分野 や社会学分野

の研究 者集団 を抱 え、それに産業界や学会、さらには国民一般 を代表す る有識者達 を集

めて行 うことが必要で あろう。

あたか も、今 、米 国では大統領が、大学 や産業界で活躍す る現役の研究者や技 術者 を

集 めた委員会(PITAC)を 組織 し、米 国の21世 紀 にむけた計 画(IT2)を 作 り発表 した。

(付 属資料8.)委 員会メ ンバーは、ここ10年 くらいの間 にその業界の トップに

の し上が って きた企 業の代表者 であ り、最新技 術知識 と情 報技術 を駆使 した新 しい経営

哲学 を有 してい る若手である。わが国 もその ようなメ ンバー を有す る委員会 を構成 し、

国の将 来 ビジ ョンや政 策立 案 を託す こ とので きる時代 を迎 え るこ とがで きるのであ ろ

うか。
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4.5.2そ の他 の根 源 的 要 因

本調査 で指摘 され た諸問題発生の根源的 な要因は、上で述べ た 「キ ャッチ ア ップ型一

護送船団方式」の他 に次 の ような ものが ある。ここでは、そのい くつかについて考察す

る。これ らの諸要因 も、「キ ャッチ ア ップ型一護送船団方式」 と同様 に、その設立 もしく

は設定 された時代 には有効かつ適切 な もので あった と考 えられる。

しか し、当然、時 を経 るにつ れ、現実の社 会変化や 人々の意識変化 とのずれが広が り

不適切 な もの とな り、悪役 にされて しまった もの と推測 される。

従って、以下の議論 は、現在 の諸制度等 を単純 に否定するので はな く、わが 国の研究

開発の仕組み、制度 を効率 的な もの とす るための指針 を得 るための議論 と位置づ け るべ

きものである。

1)要 因その2:わ が国の政府 、行政組織の構成 と役割 及び権限分担の問題

この要因(問 題)は 、 「省庁 の壁」 とか、「縦割 り行政の弊害」 などと呼 ばれ る問題

であ る。 この問題 は、情報技術 の応用範囲が拡 大す るに連れて、その弊害 が急速 に

拡大 し、今後の わが国の情報産業の発展 を阻害 し、国際的競 争力 を低下 させ る もの

と考 え られる。

最近 の情報技術の応用 システムは、 イ ンターネ ッ トやそれに接続 したパ ソ コンな ど

の一般 家庭 や個人へ の普及 に よ り、直接 われわれの 日常生活 に入 り込 む ものが多 く

なって きた。 イ ンターネ ッ ト上 での通信販売 は、有形物 の販売 のみな らず 、音 楽や

映像 、ニュース など情報その ものの販売へ と拡大 してい る。

また、遺伝子情報処理 を応用 した新薬 開発 や品種改 良、現在 、国の プロジ ェク トと

して実施 されている統 合交通管理 シス テム(ITS)の 開発 、電子 商取 り引 きや電子マ

ネー、それ に、電子 政府 などの大 きな社 会 インフラとなるシステ ム開発 な どはすべ

て、 い くつ もの省庁 が管轄す る制度や法律 にまたが る。企業がその技術開発や実証

実験 な どを実施す るにあ た り、国の支援や認可 を得 よ うとす る と、 関連省庁 や機 関

を個別 にまわ らね ばならない。各省庁 間で 開発や利用方針 の相違が ある と、企 業 は

その相違点の調整 に走 りまわるこ とになる。(第1編 第2章2.2(1))

このような省庁間の縦割 り行政の弊害の解消に向けては、省庁の改編の作業が進行
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中で あ り、2001年 の4月 よ りの実施 を目指 している。今 回の改編 によ り、い くつ か

の省庁が統合 される。情報 と通信 に関係 した産業界 で は、 これ ら2分 野が 、現在 、

2つ の省 に よって管 轄 されてい るが、 これが ひ とつの省 による管轄へ と統 合れる こ

とを期待 した。世界 の情報 先進 国では、情報 と通信 分野の現 実世界 での統合 に合 わ

せ て管轄部局 をひ とつへ統合す る改編がすす んでいる。

しか しなが ら、 わ が 国 の改 編 で は 、 この2分 野 の管 轄 の 一 元 化 は取 り上 げ られ な か

っ た。 今 や情 報 と通 信 は切 って も切 れ な い密 な 関係 に あ り、 こ れ に コ ン テ ンツ産 業

が 接 近 し、 あ た ら しい産 業 へ と発 展 す る こ とが 予想 され て い る 。JohnTapscotの 著

書:DigitalEconomyで は、 こ の3つ の 産 業 の統 合 を、CCCの 結 合 、 す な わ ち 、

Computing,Co㎜unicationandContentの 結 合 と呼 び、 デ ィジ タ ル コ ンバ ー ジ ェ ン

ス と も呼 ん で い る。 今 後 、 情報 、通 信 、 そ れ に コ ンテ ンツの3分 野 に ま たが る研 究

開発 の統 合 的 施 策 立 案 に支 障 が で な い こ とを祈 る と ころ で あ る。

今や情報技術 は、ほ とん どの産業 において、製 品やその製造、管理 、販売、経営 に

おける武器 として利 用 され る。従 って、その新技術 の研究 開発 も各省庁 ごとに行 わ

れ、 国の支援 も行 われてい る。 当然、その中 には、類似 した ものや 、共通 に利用 で

きる もの も数多 く存 在す る。研 究開発 のみな らず、新技術 を商品化 しようとす る中

小やベ ンチ ャー企業 の支援 について も、類似 した施策が立案 され る。 現状 で は、省

庁 間に またが って、国の支援す る研究 開発 の比較や評価 を行 った り、技術 交流 を促

進す る ような仕組 み は無 いか、あ って も十分機 能 して いない。米 国で は、各省庁 の

研究 開発 の調整組織(国 家科学技術 会議NSTC)が 大統領 の直下 に設 置 され、強力 な

権限 を持 ちこの役割 を負 ってい る。(平 成9年 度 同名 の報告書(そ の2))

将来 の社会 ビジ ョンや技術 ニーズの策定 も、各省庁の管轄分野 の範 囲内で行 われ る

こ とが多 く、 国全体 を見渡 しての社会 ビジ ョンな どは、現在 の組織 で は迅速 に実効

ある もの を策定す ることは難 しい。各省庁の利害が対立 する ことが多いか らであ る。

各省庁の上 に立 ち、この ような国全体 を見渡 した政策作 りを目指 した組織 として は、

高度情報通信社会推進本部 や、最近設置 され活動 して いる産業競争 力会議 な どが あ

る。 しか し、 そこで作成 された政策や計画 の実施の仕組みが明確 で はな く、総理大

臣の強 力 な指 導力 が 期待 され る。 米 国 の大統 領 の情報 技 術 に関 す る諮 問委 員 会

(PITAC)は 一年 で提 言 をまとめ、その提 言 を実行 るため に翌年 の予算 に、500億

円弱の規模 の新政策が盛 り込 まれた。 わが 国において も、 この ような迅速 な政策立

案 と実施の仕組みが是非 とも必要 である。 この ような政策立案 と実 施の ス ピー ドの

差が今 や国際競 争力 の差 に大 きく反 映 してい ると言 って も過言 で はない。(第1編

第3章3.2(2))
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2)要 因その3:デ ィジタル革命 の急速 な進行 と追随で きない官産学 の リー ダシップ

情報技術 のわれわれの企業活動や社会生活へ の浸透は、きわめて急速 である。特 に、

情報関連企業 は もちろんの こ と、一般消費者 向けの ビジネス を展開 してい る企業 は

すで に、 イ ンターネ ッ トの販売への利用 に多大の投資 を行 ってい る。電子モ ールに

よる商品の販売 は もちろ んの こ と、銀行や証券会社 もイ ンター ネ ッ ト経 由の金融商'

品の販売で利益 を上げてい る。 しか し、 この ような表層的 な現象の進行 とともに、

深部 において、企業構造や社会構造の変革が、急速に進 んで いる。

デ ィジ タル経済 は、消費者や企業が地球 の裏側 か らで も自分の好み に合 うよ り安価

な商 品や情報 、サ ー ビスの購入 を可能 とした。 まさに、 グローバ ル市場 の誕生 であ

る。 しか し、 これは、企業 の側 か ら見 る と、今 まで、距離 の近 さか ら特定 の地域 的

経済 圏がで き、 この中で競争 していたのが、急 に、世界 がひ とつの市場 にな り、そ

の中での競争 になった ことを意味す る。

最早 、 日本 一では不足で 、世界 一 を目指 さねば ならない こととなった。そ して、そ

のためには、 よ り低価格 、高 品質の商 品やサー ビス を提供せ ねばな らない。そのた

めの コス ト削減 の近道 は人件費削減 であ る。人員削減の容易 な米 国はわが国 に比べ

有利 である。 このほか、企業 の経営環境 、技 術開発 、人材確 保 など、あ らゆ る面で

の挺 入れが 緊急 に必要であ る。また、同時に、産業 の中長期 ビジ ョンの策定 を行 い、

それ に応 じた技術 開発 のア ンブ レラ(重 点分野),を 示す こ とが必要で ある。 また、

これ らは、常 に議論 し、ア ップデ ィ トしてお くことが重要であ る。(第1編 第3章

3.2(3))中 で も企業 が利益 追求 に専心で きるための、周辺整備 は国の重要 な企

業支援 策 と して考慮 すべ きであ る。 ここで は、大学の活用 と大規模 イ ンフ ラ建設 に

ついて述べ る。

a)産 業や企業のリス トラ推進 わが国の伝統的経営理念 との決別

米 国企業 は、社員の レイオフ(解 雇)が わが 国企業 に比べ、はるかに容易 である。

米国の コンピュー タ関連の大手 メーカは、古参社員の解雇 と新人の採用 を繰 り返

し、数年 で社 員の半分以上 を入れ替 えて しまった とい われてい る。 また、採用 に

あ た り、その処遇 は、その時 のその人 の技能 と企業の必要性のバ ラ ンスで決定 さ

れ るのが普通 である。労働力の調達 は、まさに労働者の スポ ッ ト売買 とい えよう。

経 営者 も例外 ではない。株主 の利益 を確保 で きねば容易 に解雇 され る。 この よう
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な経営理念 を、株主利益優先型経営 と仮 に呼ぶ こととす る。

一方
、わが 国企業 においては、依然 として終身雇用が主流で あ り、任期採用 や裁

量労働制 な どが取 り入れ られて きてい る ものの、その切 り替 わ りは きわめてゆっ

くりした ものであ る。 また、その経営 も伝 統的な家族主義 的経営 、す なわ ち、社

員 やその家族 まで もがその企業 の一員であ ると考 え、企業 は、社員 やその家族 の

福利 ・厚生 サー ビス まで を提供 する とい う考 えが生 きている。 これは、当然、企

業 の高 コス ト体 質 を生む。その うえ、大企業 は、多 くの下請 け企業 をかか え、そ

れ らの企業 もまた、 この家族 的経営の理念 に基づ いて関係づ け られ、産業全体の

構造 がで きあがっている。

現在 、その構造 は、急 激 に変貌 を遂 げてい る。その速度 を落 とす ことは、 その企

業 の生存 の可 能性 を低 下 させ る。企業 は、 ヒューマニテ ィを無視 し、その伝統的

経営理念 を放棄 す るか否かの瀬戸際 に立 た されている。 当然、下請 け会社の系列

も、価格優先 の競 争が支配する世界 とな り消滅 してゆ くこ とになる。情 報関連企

業 や製造業 とと もに、その企業 活動環境 を作 っている電 力やガスな どのエ ネルギ

ー会社 、通信 会社 など も、低 コス ト化 を求め らる。法 人税 や事業税 もいずれ下げ

ざる を得 ないであ ろう。従 って、情報技術の浸透は、ほ とん ど全 ての産業 に影響

を及 ぼす ことになる。

b)産 業 のシーズ技術創 出の ための基礎研究 大学へ のアウ トソー シングは可 能か?

企業 の研 究開発 に対す る投 資は どの ようになるであろ うか?高 付加価 値 の新商 品

や新 サー ビスの開発す るための高度 な技術 開発 と蓄積 、顧 客の好 み をい ち早 く捉

えた商品予 測 とすばやい開発 、その他、いず れをとって もリス ク も投 資額 も増 え

ることになる。キ ャッチア ップ型一護送船団方式の時代の よ うに商品化直前 の技術

をただ同然 で入手 で きない以上 、高価 につい ても購 入 して くるか、 自前 で作 り出

す ことが必要 である。

米 国企業 は、 どの ように解決 してい るのであろうか?

魅力 あ る商品やサー ビスの開発 の基礎 となるオリジナルな アイデ アの創造 やそれ

を商 品に結 びつけ るため基礎研 究は容易 なことではない。有能 な人材 と多 額の長

期 にわたる投資が不可 欠で ある。企業 が 自前 で負担 す るの は難 しい。

そこで大学 を活用 す る。アイデアの創 出 と基礎研究 を大 学 にア ウ トソー シングす

れば よい。で は、開発投資 は どうす るか。それは国の費用 で まかなえば よいのだ。
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そのために、NSFやNASAを 置 き、NIHを 作 り、 そこに有望 テーマ発掘 のための目

利 き(プ ログラムマ ネー ジャ)を 置いてお き、研究 を管理 させ て、投資効率 を向

上 させ る。(第2編 第2章 及 び付属資料4)

有 能な人材 の確保 は どうす るか?大 学の研 究環境 を世界一魅 力あ るもの と して、

世界 か ら優秀 な研究者が 自然 と集 まって くるようにすれば よい。昨年 度の調査 に

よれば、米 国の理工学系大学院 におけ る博士号取得者の80%は 、 米国籍のない海

外 か らの留学生や客員研 究員であ る とい う。そのため、米国民の税金で外 国人 を

教育す る ことの是非が問題 となった とい う。 しか し、結論か らい うとこの件は是

認 された。学位取得者 のほ とん ど(70-80%)は 、米国企業 に就職す る とい うデー タ

が得 られたか らだ とい う。

わが国の大学 は、 この ような産業界の期待 に応 え られるであろ うか?

そのための大学 の変革 は、その ピッチ をあげるため には、何 をすべ きなのであ ろ

うか?

c)国 による大規模 イ ンフラや社会 システム建設 と利用サー ビスの提供

企業が新 しい商 品やサー ビス を開発 した時 、その競争力 を決め るものは何 であろ

うか?一 つはその技術 の先進性 であ る。そ して、情報技術 の応 用商品の場合 は、

部分的 なシステム、すなわち、大 きなシステムの一部である ことが多い。例 えば

携帯電話 は、その端 末 自体 は小 さいが、その背後 には巨大な ネ ッ トワー ク網 やそ

の管理機構が存在す る。

先進的 な新商品 は、土 台 とな るシス テムの上 に構築 されるが、 その土台 もまた先

進 的で なければな らない。開発 ツールや設計のためのデー タベ ースなども含 めて、

この ような土台 を広 くインフラス トラクチ ャー(イ ンフラ)と 呼ぶ。

技術 開発が先進的 なれ ばなるほ ど、 そのイ ンフラも先進 的 となる。 当然、高度 な

イ ンフラ建設 は高価 につ く。企業の立場か らすれ ば、 インフ ラの建設 は大規模 に

なる と自前で行 うの は無理であ る。 そこで、 インフラは多 くの企業 や産業 の利用

で きる共通 的な もの とし、その代 わ り国の負担で建設 し利用 のための保守 サー ビ

ス等 をやって もらお うとい うこ とになる。す なわち、舞 台作 りは国の仕事 と し、

企業 の役割 は、その舞台の上で踊 ることとす るのである。舞 台の建設費 は高 いが 、

その使用料 は踊 り手の得 るギ ャラに比べ格段 に安 いのが常識で ある。 しか し、踊

り手 は税 金 を払 うか ら、 うま く踊 って もらえば国の税収 も増 え、建設費 はか な り
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取 り戻 せる とい う理屈で あろ うか。

インターネ ッ トの前 身であった実験用の ネッ トワークは、共通 の研究用 インフラ

と して国の費用で建設、維持 された。 そ して、今 、米国 はイ ンターネ ットの1000

倍 の転送 速度 をもつ次世代 ネ ッ トワーク計 画(NGI)を 実施 している。 この ネ ッ ト

ワー クは しば ら くは実験用の イ ンフラ として使 われ るであ ろ う。 しか し、いずれ

は民 間に払 い下 げ られ、新商 品や新サ ービスの土台 とな り、 その土台の規模や性

能 の高 さが、商品やサー ビスの競争力 を確 固たる もの とす る と思われ る。(第1

編 第3章3.1(2)第2編 第5章5.1)

わが 国の政府や行政側が、 この ような産業界や国民一般へ のサ ー ビス を自主的 に

提案す るこ とはほとん ど無か ったのではないか と思 われ る。新政策 を打 ち上げ る

こ とには熱心だが、 フォローは民 間 まかせ とい う例 が多 い。政府や行政側の意識

改革が第一 に必 要であ る。 自ら先頭 に立 ち汗 を流 す姿勢 は、わが国の官 にはこれ

まで無 かった意識 であ る。 しか し、その改 革のための時 間はあ ま りない。(第1

編 第3章3.1(1))

d)国 民個人 レベルの労働環境の急速な変化とこれをフォローする支援制度整備

上記 の ような産業や企業の質的 な変貌 によって、個人の労働環境 も大 き く変貌す

る こととなる。すで に、 デ ィジ タル経済 に突 入 した米国で は、産業は活 況 を呈 し

ているが、労働 者全体の平均 賃金 は減少 してお り、個人収入 の較差 は広 が り、中

産階級 の減少が起 ってい る とい う。 わが国におい て も、企業 の生 き残 りを優先す

れ ば、 その しわ寄せ ば労働 者個 人 にかかって くる。 しか し、企業 は生 き残 らねば

国が滅 びることになる。そのため、従 来の会社 に人生 を委 ねて しまう生 き方 は困

難 とな り、 自主的 にその労働 環境 を開拓 してゆ くような生 き方が必然的 に求 め ら

れて くる。

この ような労働者個 人の支援が 国の重要 な役割 となる ことは明 らかで ある。 この

場合 、失業手 当 とか生活保護 といった後 ろ向 きの支援 は不 適当 である。 ここで も

また米 国の対処方法 を見 てみ るこ とにす る。米国では、 その よ うな個人 は 自ら就

業機会 を探 し出そ うとす るが、 その内の多 くは個人で会社 を設立 しベ ンチ ャー企

業の オーナー となる。その よ うな個人会社 のオーナー達 を 「soletraders」 と総

称す る。

この よ うな人々の支援 は、ベ ンチ ャー企業 を支援 す る制度 を整備 す ることで行 う
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ことがで きる。 これ らの人々は、SBIRに 応募 した り、民 間のベ ンチ ャー キャ ピタ

ルを得 るため知恵 を絞 る。 自分 の会社 を持 ったか らといって も顧 客がつか なけれ

ば失業者 と同 じとも言 える。 その場合 は＼ この ような支援 は失業者へ の支援であ

るが、失業手 当 と異 な り、正 に前向 きの支援 であ る。

わが国の労働 者の環境 が、米 国の ようになるか否かは現状 では明 らかで はない。

しか し、就業機会の確保 は、個 人の 自主的な努力 に、 よ り多 く依存す る方 向に進

むこ とは確実であ り、現在の若者 にとっては、 その方が受 け入れやすい か も しれ

ない。その ような予測 に立 てば、わが国 にお いて も、国 は、これまで とは異 なる、

よ り重要 な意味 を込 めて中小、ベ ンチ ャー企 業 の育成や市場 での優遇処 置 を講ず

るべ きと思 われ る。 また、 この ような個 人が新 しい技術 を身 につけるための、再

教育や訓練の機会 を準備 し、相 当の支援 も行 うべ きであろう。

4.6問 題点の総合 的整理 と国のなすべ き支援策の考察

4.6.1デ ィジタル革命 への対応 とフロン トラ ンナー的仕組 み を目指 して

21世 紀の入 り口において、わが国 は大 きな変 革の時代 に突入 した。「情報 産業 の国際

的競争力 を向上 させ るため に、国の行 う研究 開発 支援 の仕組 み をどう革新 してゆ くべ き

か?」 とい う本調査 のメ インテーマ も、国の行政組織が改編 され、経済活動や産業全体

の構造が変 り、個人 レベ ルの労働環境が変わ るとい う、全てが変 わ り行 く中で考 えねば

ならない状況 になった。

さらに、この変革 を招 いた もの は、過去 の産業 革命 と同様 にテ クノロジーであ り、今

回の変革の源 は、IT、 す なわち、情報技術で ある。 よって、今回の変革 は情報革命 、と

か、デ ィジタル革命 と呼 ばれる。第2の 産業 革命 と位 置づけ る人 もあ り、米国 は国 をあ

げて、この革命 を推進 し、経済、技術 、さらに、世界 中の知識ヘ アクセスで きるネ ッ ト

ワー クの中心位 置 を占め ることで世界 の文化 の覇者 となるこ とを目指 してい る。米国 は

すで に、その生産額上で、国の産業の大半 を情報技 術 を中核 に据 える製造やサ ー ビス産

業 に入れ替 えて しまった。 歴史の ある大企業 もその外観 は同 じで も、その内容 はす っ

か り新陳代謝 し、新 しい血や 肉に入れ替わ って しまってい る。.

わが 国が、経済先 進国 と しての現在 の地位 を維持 す るこ とを望 むならば、わが国の産

業は、否応 な くこの変革 に追随 し、世界の市場 の中で競争力 を維持 してゆかね ばな らな

い。この変革 を明治維新 にた とえ る人 もいるが、それ もあ なが ち大袈裟 と言 えない。明
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治維新で は、鉄道、蒸気機 関、電 気、電信電話 な どの、新 しいテ クノロジーが導入 され、

同時 に、産業 は もちろんの こと、政治、経済、行政、教 育な どの仕 組みが一新 された。

今 回の変革 と多 くの類似 点があ る。 しか も、明治維新 よ りも、その変革 のス ピー ドは速

い。明治維新の変革 をリー ドしたのは、新 しい技術 や文化 に適応で きた30歳 か ら40

歳の若 きリー ダ達 であ った。米国の革新 は、まさにその ような年齢 の リー ダ達 によって

進め られてい る。わが 国がキ ャッチア ップ しなければな らないのは、まず は、この点で

はなか ろうか?

さて、この ような認識 に立 ち、国の研究 開発 の仕組みの変革 を考察 した。産業の シー

ズ となる技術 開発 のための基礎研究、大規模 インフラの建設、国際的視野 に立 った政策

や プロジェク トの立案 と実施 な どを、国は自主性 を持 って行 うことが求め られている。

もちろん、その ための知恵 は、わが国の産学の有識者 のみな らず、米国 など先進諸 国か

らも集 めるこ とが必要で あろ う。

仕組み作 りの全体 的指針 は、フロ ン トランナー的 な仕 組み を目指 す とい うことであろ

う。ソフ トウェア産業や コ ンテ ンツ産業が 中心的産業 にな って くる と、2番 手戦術 は有

効で はない。先進性 を持 たない商品の製造 は、世界中の低賃金労働者 の確保が容易 な国

との競争 に耐 えられない と思われる。やは り、オ リジナルな先進 的商品 を開発で きる体

制 を 目指 さざるを得 ない とい うのが結論で ある。その ため には、 「キ ャ ッチア ップ型一

護送船団方式」の時代 に簡略化 した り省略 してい た仕組 みの強化 や整備が必要 となると

い うことであ ろう。

また、このほか、伝統的 な家族主義的な経営か ら、米 国型の株主利益優先型経営へ移

行せ ざる を得 な くなる結果 、低 コス ト体質 を強化 するために企業 か らはみ 出 して しまう

労働者が発生す る。また、終身雇用制度の消滅 は企業へ の帰属心 を弱 め、人 々は自主的

に職場確保 のため に努力 し、行動す るようになろ う。この ような国民個人 を支援 する仕

組 み も必要で ある。この よ うな仕組みは、人の流動性 を増 し、企業体質の新 陳代謝 をス

ムースに し競争力強化 に も貢献す るはずであ る。

ここで は、国の役割 とそのための仕組み を、大手や中堅企業 を対象 とす る支援 と、研

究者や起業家な ど個 人 を対象 とす る支援の2つ の見地か ら考察す る。
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4.6.2大 手や中堅企業の支援策の検討

4.6.2.1企 業の技術開発 の どの部分 を支援するか?

デ ィジ タル経済の下における企業 の生存 の鍵 を握 っているのは、その企業の商品や提

供するサ ー ビスの技術 レベ ルの先進性 であろ う。そ して、その次が コス トであろ う。ユ

ーザニーズへ適合 していなければな らないが、これは先進的で高い技術 レベ ルの商品が

開発で きれば、ユーザニーズの方 がついて くる(市 場がで きる)と 考 えよう。この よう

な商品、 またはサー ビスはいかに した ら得 るこ とがで きるであ ろうか?

a)こ の ような商品の中核 とな る新 技術や新手 法(産 業の シーズ となる技術)を どの よ

うに入手す るか?

b)シ ーズ となる技術か ら、いか に してユ ーザ を魅了す る商品 を開発 し、市場 を作 りあ

げるか?

c)そ の商品やサー ビスの競争力 を高 め、デ ファク トス タンダー ドとなるようなその市

場 におけるメジャーな地位 を確保す るか?

d)い か に技術 や人材の新陳代 謝 を進め、企業 を維持 、発展 させ るか?

e)い か に して、低 コス ト体質 を作 り出 し、維持 してい くか?

これ らが競争力 ある商品やサー ビス開発 の主要 な条件であ り、これ らを支援す るこ と

が 、国の産業振興策の 目標 と考 えられ る。

4.6.2.2産 業 の シ ーズ と な る技 術 創 出 の ため の支 援

A)基 礎研 究段 階のアウ トソーシ ング

a)に ついては、キャ ッチ ア ップ時代 は米欧な どの先進諸国か ら、極めて安価 に導入で

きた。 しか し、それがで きない以上、高価であ って も買 って くるか、自前 で作 り出 さね

ばな らない。4.5.2の2)のb)で 述べ た ように、米国の ように大学や国研 などにア ウ ト

ソーシ ング して、産業 のシーズ となる技術開発 を実施 して もらうこ とは、企業 にとって

は好 ましい ことである。

ひ とつ の ア イ デ アが 研 究 され 商 品 につ なが る まで 開発 期 間 は永 い。現 在 のパ ソ コ ンの

OSやUnixは 、今 か ら30年 ほ ど前 の米 国のMulticsProjectで 開発 され たCTSSと い う

OSが も と とな っ て い る。 また 、 わ れ わ れ は マ ウス で ア イ コ ン を ク リ ッ ク してパ ソ コ ン
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に い ろ い ろ命 令 を出 して い るが 、この ア イ コ ンを使 うア イ デ ア も20年 近 く前 に、Xerox

社 のPaloAlto研 究 所 で 生 まれ た もの で あ る。 そ して、 イ ン ター ネ ッ トの ア イデ ア 誕生

か ら今 日まで の 道 程 も、 また しか りで あ る。

現在、技 術革新が早 く、 「DogYear」 な どとい われ る。確 か に製 品の表層 レベ ルの変

化 は早いが、それは、昔 に播い た種が結実 した ものを次々 と利用 しているのであ り、情

報技術の幹 となっている技術 についての熟成期 間が短 くなってい る訳 ではない。研 究 を

進め てい る人間の頭脳が急 に進化す るこ とはないか らで ある。産業の シーズ となる技術

を得 る為 には、中長期 にわた る展望 を持 って、種 を播 き、発芽 した ものの 中か ら、将来

性のあ りそ うな苗 を選別 し、さらに育てる とい う基礎研究 の永 いプロセス をい くつ も走

らせておかねばな らない。この ようなプロセスの途 中で多 くの基本特 許 も生 まれる。現

在では、商品化の可能性 が見 えて くる と研究内容が学会等で発表 され ることも無 い。自

ら生み出 さねばな らないの だ。

B)大 学や国研の活用 とそのために国(行 政側)が 備えるべ き仕組み

この ような基礎研 究段 階へ の投資 は効率が悪 く、企 業 と しては避 けたい ところであ る。

そこでその研 究開発 は、国の プロジェク トとして実施 して もらうこ とが望 ま しい。

もちろん、その最終段 階(下 流段 階)で は、企業 は積極 的 に大学 との共 同研究 を実施す

る。結実 した果実 の味 を確 かめ る と共 に収穫 しようとい う意図であ る。当然 、企業 も一

部の費用 を負担 する。収穫 は往 々に して、技術のみな らず担 当の研究者 もまとめ て行 う。

ここで、企 業 と大学、そ れに研究者の利害 は一致す る。

では、リスクの多い研 究費 を負 担 した国の立場 はどうであろ うか。米 国の場合、国は

成果 の商 品化 と市場投 入 に熱心であ る。研 究成果が商品 とな り、企業が利益 をあげれば、

税収の増加 と雇用創 出が なされ る。これが、国、すなわち、納税者 の利益 とな り、すべ

て丸 く収 まる とい う図式 であ る。

国 は、税金の無駄使 い を減 らす ことが義務づ け られてい る。この図式が さらに うま く

回転 す るため には、基礎研究段 階 の投資効率 を上 げるこ とが重要で ある。企業は、放 っ

ておいて も利益追求 に走 るが、大学やそ こにいる研究者 は、必ず しもそ うではない。 し

か し、企業 のほか、NASAやDOEな どの政府機関は実用化 目的の技術 開発 を目指す。 こ

のため、Bay-Dole法(平 成9年 度 同名 の報告書(そ の2)を 参照)の ような、 国費 に

よる研究成果が企業 に売れた場 合 には、ローヤ リテ ィの3割 程度 を、大学等へ与 える と

い うよ うな法律 を作 り、産業の シーズ となる技術創出の イ ンセ ンテ ィブを高めてい る。
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しか し、大学 は研究 開発 と同等以上 に教育 も重 要な責務 としてお り、両者のバ ランス

が しば しば問題 となる。企業 かち委託 され る商品化 目的の研究 開発 に大学当局 も学生 も

熱心 にな り過 ぎ、基礎 的な学 問の教育が軽視 されてい るとい う批判 も常 に聞 くところで

ある。その一方で、この よう して得た資金 は国か ら与 えられ る予算 と異 な り、その使用

は大学が 自主的 に決定 で き、大学 の設備充実や基礎的学問の研究 や教育 に貢献 してい る

とい う意見 も聞 く。米 国大学の研究や教 育ス タッフの質や数 、それ に、設備の充実具合

は疑 い無 く世界の トップ レベ ルにある。わが 国の大学の研 究や教 育ス タッフ不足 や設備

の老朽化 を見 るにつ れ、国全体 の投資が、農業 や土木建築分野へ偏 っている投資戦略や

制度の まず さの証拠 を見 る思 いがする。

現在 、わが 国の大学 は、企業 との連携 が効率 的 に実施困難 な、法律や制 度、慣 習 に支

配 されている。定員の削減、予算 の少 な さや執行 ルー ルの柔軟性 の欠如 、教授 を初め と

す る職員の採用や配置 な どについての権限の中央 集権化 な どが 、研究 開発や成果管理や

技術移転な どの効率 的実施 を阻害 してい る。この事情 は、国研で も同様 である。大学 を

エージェンシー化 し、その運営 の 自主性 を高め る とい う計画 もある と聞 くが その よ うな

思い切 った制 度改革が望 まれる ところであ る。

大学や国研 に基礎研究 を委託す る場合、国(行 政側)は 、そ こで実施 される基礎研究

の成果が産業の シーズにつなが るか否 かを評価 し、その収穫 を増やすための仕組 み を持

つ必要があ る。このための制度 としては、プログラムマネー ジャ制度が ある。米 国では、

NSF、NASA、DOEな ど、全 ての国の研究 開発予算 の執 行機 関 に、大 学の研究者 と同等 の

知識や研究管理経験 を有す るプログラムマネージ ャ群 を置 いてい る。

彼 らは、大 学や国研 な どへ委託 した研 究開発 の評価 と管理 を行 ってお り、その管理す

る研究開発 に対 してその テーマや内容、人員の構成、予算費 目や執行 な どに実際面 にわ

た り大 きな権 限 を持 っている。 しか し、同時 に、その成功 、失敗 に関する責任 も課 され

ている。専 門家の評価 は専 門家 を雇 ってや らせ ているい うこ とであ ろう。この制度 によ

り、有望 テーマの発掘 や、不調 なテーマの打 ち切 りな どが、迅速 に行われ、国 と しての

投 資 リスクを低減 している。
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C)国 の将 来 ビジ ョン策定や重点技 術分野(ア ンブ レラ)予 測や それ に基づ く研究 開発

関連 の政策立案能 力の強化

その他の リスク低 減策 と しては、国が将来 ビジ ョンを示 し、研究 開発投資 を重点 的に

行 う分野(ア ンブ レラ)を 明示 す る方法が取 られてい る。この ビジ ョンとア ンブ レラの

明示 は、常 に不足す る研究 開発資源(人 、物、金)を 、特定 の方 向や分野 に集 中 させ る。

国の投資は呼 び水 とな り、民 間投 資 も集 中する。この結果、いろいろな研究 開発や新技

術 を応用 した事業 が同時 に試み られ、競争 も活発 となる。この結果、短期 間に多 くの可

能性が試 され、技 術や その応用方法の淘汰が加速 され、有望 な ものが短期 間に選択 され

る。

そ して、 これ はb)の 、商品 に対するユ ーザの嗜好や、市場がで きるか否かの評価実

験 的な意味 もあ り、産業界が進 むべ き方 向を決定する上 で、有効 な情報 を提供 している。

このため、国のみ な らず 、各産業分野において、将来 ビジ ョンや ア ンブ レラについて

の議論 は常 に行 われ、その時々の話題 にふ さわ しい、産業界や大学の現役 中堅メ ンバー

を結集 し、国への プロポーザ ルを作成 してい る。報告書 は公 開 され、さらに一般 国民(米

国流 に言えば納税者)の 反応 をチ ェック し、支持多 しと思 えば直 ちに予算へ 反映 させ 、

法制度 などの組織 も整 えて迅 速 に実施 に移す。

今後、わが 国は、産業 の シーズ となる技術 を自ら作 り出 さねばな らない。このため に

は、上で述べ た ような米国の仕組みや制度 と同様 か、それ以上の能率の よい組織 を国 を

挙 げて推進 する必 要が あ る。特 に、国全体 の将来 ビジ ョンや、国が重点投 資す る産業や

技 術分野 を示す ア ンブ レラの作成 と提示は、それ を実施す る省庁横断的仕 組み作 りと共

に きわめて重要で ある。

また、そのア ンブ レラに対応 して提案 され る個 々の技術 開発 プロジェク トの テーマの

発掘 や採択、実施面 における評価 や管理 を、専 門家(プ ログラムマ ネー ジャ)を 行 政側

に雇用 して行 わせ る とい う 「餅 は餅屋 に」 的手法 は是非 とも見習 うべ きであ る。

4.6.2.3大 規模 イン フラや社会 システム建設 や利用サ ービス提供 を通 しての国の支援

4.5.2の2)のc)で 述べ た ように、これか らの情報技術 を応用 した先進 的商 品は、そ

の背後 に大 き く複雑 な シス テムが存在 し、その一部 とな るような ものが多 い。カー ナ ビ

や携帯電話 はその例 であ る。今後の発展が予測 され る情 報技 術の応用分野 の一つ は、電
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子 マネーや電子政府 など大規模 な社会 システムであろ う。

4.6.2.1のc)に 示 したデフ ァク トス タンダー ドとな り得 るような、市場 におけるメジ

ャーな商品の開発 は、その背後 に存在す る大規模 なシステムの開発時点か ら、競争が始

まっていると考 えねばならない。

例えば、イ ンターネ ッ トの1000倍 の転送速度 を持つ次世代 イ ンターネ ッ ト(NGI)の 研

究開発 や、高速 ネ ッ トワークで結合 されたスーパ コンピュー タの空 き時 間の スポ ッ ト売

買 を行 うシス テム(GRID)の 研究開発が行 われ てい る。この システムで は、どのスーパ コ

ンピュー タも同 じに見 え、適切 な課金機能 とセキュリテ ィを提供す る ミ ドルウェアの開

発 がポイ ン トである。世界 をまたにかけたシステムの研究 開発 が行 われてお り、当然 、

国のプロジェク トとして実施 され てい る。

また、その プロジェク トには、コンピュー タやネ ッ トワー ク機器 の製造 メーカを始め、

ソフ トウェアハ ウス、それに、エ ン ドユ ーザ向けの応用 ソフ トウェア開発 を狙 うメー カ

や コンテ ンツ産業 に属す るメーカな どが 関心 を寄せ、い ろい ろな形 で参 画 してい る。こ

の ようなプロジェク トは、多 くの国の参加 を呼 びか けてい る。

当初 の目標 と して設定 されている ものは、限定 され てい る し、必 ず しも魅力十分 とい

うわけではないが、そ こで建設 され る土 台 となる シス テムは、その まま大規模 イ ンフラ

とな り、その上 に開発 された技術 は、広 い応用範 囲を もった多 くのパ ッケージソフ トウ

ェアを生 むことが予想 される。

このプロジェク トが国際共 同開発 プロ ジェク トとして組織 化 されてい るこ とは、その

システム仕様が世界標準 とな り、ゆ くゆ くは、デ ファク トス タンダー ドとしようとの意

図がある もの と思われる。 また、実用化時点で は、関連 した諸 国内 に市場 を開拓す る上

で も有利であ ろう。

この ような大規模 でボー ダレスな先 進的 インフラの建設 は、一企業 で実施す ることは

困難であ り、国が リー ダシ ップを取 り、内外の関連企業 を集 めた コンソー シアム を作 り

実施す るこ とが必要である。規模 が大 き く、先進的で、多 くの国や企業 、研究者が集 ま

れ ば集 まるほ ど、その インフラを利用す る商品やサー ビスの多様性 は増 え、その価値 は

高い もの となる。

(第1編 第3章3.1(3))(第2編 第5章5.1及 び5.4)

これか らの情報技術 の新技術 開発 は、地球規模の広 が りを持 ち、国境 を越えて多 くの
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企業や研究 者、ユ ーザ を引 き付 ける魅力ある大規模 インフラ、それ は、社会活動 や経 済

活動 を支え る社 会 システム構築の土台 となるのだが、その ようなシス テム建設 を目指す

こ とが重要 となろ う。その ようなプロジェク トを提案 し、その リー ダシ ップを取 ること

が、その国の企業 によ り多 くの ビジネスチ ャンス をもた らす ことであろ う。この ような

形での、国の支援が 可能 となる ような仕組み作 りが求め られい る。

このため には、先端技術 を理解 し、かつ、国際的プロジェク トの管理 能力 を有 す る人

材 を、国や関連機関が確保す る必要がある。大学 との効果 的な連携 も必要であ る。その

実現は一足飛 びにはで きないか ら、その ような仕組み作 りを目指 す ビジ ョンと計 画の立

案がその第一歩 であろ う。

4.6.2.4中 小、ベ ンチ ャー企業の新技術 に基 づ く商品開発 や起 業家支援

新技術 を抱 えた中小、ベ ンチ ャー企業支i援は、4.5.2の2)のd)で 既 に述べ た ように、

大手、 中堅企業 に対 しては、次の ような重要 な支援 を意味す る。

1)伝 統 的な家族主義的経営か ら、米 国型 の株主利益優先型 の ドライな経営 に移行 し低

コス ト体質 を作 らね ばならず 、人員削 減が避 け られ ない。このはみ出 した労働力 の

受け皿 を提供 す る。また、雇用機会の減少 を補 い、リス トラの進行 をスム ースにす

る。

2)大 手、中堅企業 の経営方針 は概 して保守 的で あ り、新技術 を利用 した新 商品やサ ー

ビスの採用 に対 して消極 的で ある。 しか し、企業 は、常 に新 しい技 術分野や市場へ

向けての進 出や そのための要員の確保 を行 い、同時 に飽和 した市場 か らの撤退 を行

うな ど、常 に新 陳代謝 を行 う必要がある。

このための手段 として、新技術 とその ための要員 を抱 えた中小 、ベ ンチ ャー企業の

吸収 や合併(M&A)が ある。有望 な中小 、ベ ンチャー企 業の育成 は大手 や中堅企業の

新 陳代 謝 を支 援 す る。(平 成9年 度 資料 米 国にお ける情 報技 術企業 のM&A戦

略)
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4.6.3国 民個 人 を対象 とする雇用 条件向上 と起 業のための支援

4.6.3.1国 民個 人の労働環境の変化 と意識改革

4.5.2の2)のa)で 述べ た ように、 わが国企業が、ゆ るやかではあって も、家族 主

義的経 営や終身雇用制度 と決別 し、米国企業の よ うな雇用方式 を採 る とすれ ば、個人の

労働条件 も似 た ような ドライなものへ と変化す ることが予想 される。これまで会社人間

であったわが国の国民 はそれぞれ個 人で、自主的 に自分の技 能や専 門知識 を開発 し、企

業 と交渉 して職場 を得 るこ ととなる。

この ような人々が数多 くなる と、彼 らの利害 は企業 と一致 しないか ら、これまで 「産」

と して一括 りに した グループを分 けて考 えねばな らないだろ う。す なわち、これ までの

「官産学」とい うグループ分け に、新 しい グルー プをひ とつ付 け加 えなければな らない。

米国で はこれ を納税者 と呼 んでいる ようである。

わが国の就 職活動 では、学生 は寄 らば大樹 の陰 とばか り、大企業 を指 向す る ものが依

然 として多い。 しか し、労働環境が 変化 し、 プロ ・スポーツ選手の ように、その時のそ

の人の能力 に応 じた短期契約が雇用の基本 となった時、働 くことを希望 する人 々の選択

は、これまでの寄 らば大樹 の陰的 な大企 業指向 中心か ら変化 し、「自分の技能や専 門知

識 、新技術 や アイデアを もとに、会社 を起 こす」とい う選択肢 を取 る者 も増 える と思 わ

れ る。 また、契約が切れて就職先 を探 す者は、さらに、この選択肢 を取 る者が増 える と

予 想 される。

現在、国はバブル崩壊 に起因す る失業者対策 と して、起業家支援やベ ンチ ャー企業の

育成 を進めている感があ る。 しか し、今後 は、終身雇用制度 の消滅 と共 に、恒常的 な労

働者の離職 と再就職 の繰 り返 しが起 る。この ための、一時的な失業者対策 ではない労働

者 の流動化 をスムースにす る仕組みが必要 となる。

また、国民一般 に、この ような労働環境 の変化 が避 け られ ないこ とを説明 し、自主 的

な技 能や専 門知識の学 習やその ア ップデ イ トの必要性 を理解 して もらうこと も必要 で

あろ う。この ような環境 に前 向 きに取 り組んで もらうための意識改革が必要 だか らであ

る。この ような理解 を支援す ることは、企業 の体 質強化の促進の支援で もあるわけであ

る。

わが国の研究 開発 も、より効率 よ く産業の シーズ となる技術 を創 出 し、新 しい企業や

産業 を興 し、雇用機 会 とよ りよい労働条件 を提 供す ることに貢献す る ことが望 まれる。
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折 りしも、米 国の 「21世 紀IT計 画」 は、その 冒頭で、米 国の過去10年 の情報技術へ

の研究 開発投資 は、コン ピュータ、半導体 、ソ フ トウェア、通信装 置 といった製 品を生

産する ビジネスは、今 では、米 国内生産全体 の1/3を 占め る まで成長 し、数百万 ドル

規模 の新 しい雇用機会 を生み出 し、全国平均 を上 回る賃金 レベル を維持 していると して、

国の リーダシ ップの正 しさとその投資効果 を自賛 している。

(第2編 第5章5.3、 付属資料8及 び9)

4.6.3.2情 報関連技術 の研 究開発 と産業振興に よる、国民の就業機 会拡大 と

スム ースな労働 力の流動 の支援

国民個 人 レベルの支援 は、情報 産業 の適用分野 を拡大 し、新産業 とその市場 を作 り出

し雇用機会 を増 やす ことが 目標で ある。この論議 は各所 で行 われ てい るが、米 国 に比べ 、

はるか に整備 の遅 れている中小、ベ ンチ ャー企業支援の仕組みの整備や強化が まず重要

であろ う。具体的 には、次の ような施策や制度が計画 された り実施 された りしてい る。

1)中 小企業向けの新技術開発の資金援助

2)新 技術開発や起業 における税制面での優遇処置

3)ベ ンチャーキャピタルの育成

4)国 や地方公共団体の調達 における中小企業への優先枠設定

5)技 術者の最新技術や知識習得のため再教育支援

6)国 による社会システムやインフラ建設による新技術普及と産業育成支援

これ らの制度や施策は、まだ、始 まったばか りであ り、米 国の類似制度 と比較す る と、

内容の充実度合い について、大差 がある。例 えば、新技術 開発 の資金援助 の内容 をみ る

と、金額が小 さいばか りでな く、融資であ り、何 らかの返済 の保 障 を求めているこ とが

多 い。米国の制度では、ほとん どの場合、融資で はな く、リス クマネー と しての投資で

あ り、事業 に失敗 した ときの創業者 の負担 は、自分が出資 した分のみであ り、有限責任

で ある。(平 成8年 度、9年 度の 同名の報告書)(平 成9年 度 調 査資料 ソフ トウェア産

業振興のための国の役割(ア ンケー ト調査))

この他 、設立 され たベ ンチ ャー企 業の経営 を安定化 させ るため に、米 国政府 は、政府

調達 の約30%を 、中小企業 へ優先 的 に割 り当てるなどの育成 策 を実施 している。 これは、

情報産業 や ソフ トウェア産業 に限定 された もの ではないが、新興 のソフ トウェア企業 の

育成 に有効 に機能 してい る。

(平成9年 度 調査資料 米国の政府調達 にみ る中小企業支援制 度)
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これ らの支援 は、現在 は、各省庁や機関 ごとに、バ ラバ ラに行われている。下記の よ

うな仕組み、制度 の管理 を一元化 し、シーム レス なサ ー ビスを提供で きるようにすべ き

と思 われ る。このための省庁横断的組織 を作 り、国の ビジ ョンや重点技術分野の提示 と

関連 させて、効率 的な連携 を実現す ることが望 まれる。

a)大 学等 における起業家 を育成の ための支援制度(米 国のBay-Dole法 の ような国の

費用で 開発 した知的財産権 によるローヤ リテ ィ収入の一部 を大学 と発明者 に与 え

るなど)

b)起 業のための資金援助の リス クマ ネー化

c)一 人で も会社 を起 こせ るな どベ ンチ ャー企 業設立条件の 簡略化

d)会 社 を起 こ した後 の政府調達 な どによる経営安定化支援

e)技 術開発 と商 品化 のための費用 の補助

f)国 のプロジェク トへ の参加促進(こ のためには、現行 プロジェ ク トの運営方法 や

成果管理制度、及びその会計制度 の改善が不可欠)
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第1章 国が支援する研究開発プロジェク トにおける

知的財産権の取 り扱い

1.1米 国の研究開発 プロジェク トにおける

知的財産権 戦略の変遷の歴史 とその背景

第1編 のメーカ有識者か らの ヒヤ リングにおい ても、知的財産権(IPR)は 、わが国

の仕組みや制度 における問題 の一つ として指摘 されてい る。これに対 して、米 国では国

の支援す るプロジェク トの成果 につ いてのIPRの 扱いが、その商品化 などをスムーズ に

しているのか どうか興味深 い。 そ こで、「米国政府が支援 す るソフ トウェアの研究 開発

におい ては、知的財 産権 の取 り扱 い方 によって、米国産業の振 興 に大 きく寄与 して きた

ので はないか。」 との仮説の もとに、 わが国の産業振興 策 を進 める上で知的財産権の

取 り扱 い方へ の課題 を8つ の問題意識(1.1.5参 照)に まとめ、調査 の指針 とした。

本節では、その8つ の問題意識 に回答 を与えるため、 「政府支援研究開発 プロジェク

トで生 まれる ソフ トウェア関連IPRと その企業化」 とい う問題 に焦点 を絞 って、「米国

の政府支援研究 開発 プロジェク トにお いて、知的所有権(IPR)戦 略が どの ように変遷 し

て きたのか、その背景 は何 だ ったのか」の調査結果 を説明す る。

構成 は、以下の通 り。

1.1.1:米 国の知的財産権の システム全体 をご く簡単 に概 観。

1.1.2:米 国政府支援 ソ フ トウエ ア研究 開発 プロジェク ト下の知的財 産権 の取 り

扱いの現状 と歴史的経緯 ・思想 を分析。

1.1.3:政 府 支援 ソフ トウエ ア研究開発 プロジェク トが米 国 ソフ トウエア産業 に

もた ら してい る効果

1.1.4:現 在米 国で急 速 に議 論が進行 しつつある 「ソフ トウエア特許(著 作権 で

はな く)の 功罪」 や 「オープ ンソース とい うソフ トウエ ア開発方式が知

的財産権 システムに投 げかける問題点」 につ い て、米 国での最新動向 の

分析 を もとに言及 してい る。

1.1.5:事 前 に提起 した8つ の問題意識 に対 し、 これ までの議 論 をベ ース に個 別

に回答 を与 える。

1.1.1米 国 にお ける知 的財産権 の枠組 み

(1)米 国における知的財産権 法制

知 的財産権 に関す る法律 は、特許(パ テン ト)、登録商標(ト レー ドマ ーク)、 著作権

(コ ピー ライ ト)に 関す る法律群 か らなっている。企業機密(ト レー ドシー ク レッ ト)
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に対す る法的保護 を含 めて考える こともある一。 登録 商標は、本調査の 目的 には直接 関

係 しないので触れ ない。 特許、著作権、企業機密の説明 については、本1.1節 末の、

付表1-1、1-2、1-3に 示す。

また、こ うした考 え方 の対極 に位置 し、現在急速 に注 目を集めている もの に 「オー

プンソース」 の開発方式が ある。 この方式が知 的財産権 に投 げか ける問題点 は1.1.4

で説明す る。

(2)知 的財産権保護 、独 占禁止法(AntitrustLaw)、 および業界標準 の三 つ巴の関係

知 的財産権 は、その保有者 に対 し、知 的財産 を独 占的排他的 に利 用する権利 を認 める。

また、コンピュー タ ・通信等のハ イテク分野では、いか に業界標準(Defactostandard)
'を確立す

るかが、その産業分野の成長 に大 きなイ ンパ ク トを持つ ため、標準確立 を容認 、

推進す るインセ ンテ ィブが ある。その一方で、1社 が業界標準 に関連す る特許 を独 占的

に保有す る場 合、公平 な競争が阻害 され独禁法 に抵触す る懸念が生 じる。

独 占 禁止 の 、 関係 す る主 な条 項 は以 下 の通 りで あ る。

●ShermanAntitrustAct(1890年):米 国 の独 禁 法

Section1:取 引(trade)を 制 限す るた め の 共 謀 ・協 同 行為 を禁 じてい る。

Section2:独 占 や そ の ため の謀 議 を禁 じて い る。

●ClaytonAct(1914年):

Section3:著 し く競 争 を 阻害 す る効 果 を持 つ か 、独 占 を意 図す る と考 え ら

れ る取 引 行 為(販 売 、 リ ース 、価 格 政 策等 にお い て)を 違 法 と

す る。

合法 的に知的財産 の独 占的利用権 を認 め られ た特許保 有者 にはこれ らの規 定 は原則

適用 されない と解釈 され るが、その線 引 きは大変微妙で ある。

例:① 特許保有者は排他 的 ライセ ンシ ングを行 ない得 るが、他の多 くの競 合企業 がそ

のライセ ンシングの枠 か ら除外 され、競 争が著 し く阻害 され る場合、Sherman

Actに 抵触す ると考 え られ る場合が ある。

② 一社が一群の関連 特許 を独 占の形成 を意図 して集 中的に保有 してい る場 合 も、

ShermanActに 抵触 す る可能性が ある。

③特許保有者がその ライセ ンシングを行 な う際 に、特許化 されていない自社の サ

ー ビスや製品 を抱 き合 わせ で購 入す るこ とを ライセ ンス供与 の条件 とす る よ

うな場合は、特許 に よって保護 される権利 を逸脱 してい るとみ なされ、Patent

Actな らび にClaytonAct違 反に問 われ る可能性があ る。

一58一



第2編 米国の情報技術に関する研究開発制度と技術動向

(3)米 国にお ける知 的財産権保護 を支 える理念

米国では、国民が創造力 を発揮 しその成果 として個 人や私企業が経 済的利益 を受 ける

とい うインセ ンテ ィブ を認める考 え方 を建国当初 か ら推 し進めて きた。

「科学 ならび に有用 な技術 ・芸術の振 興 を目的 として、発 明者や著作者 の知 的財産

に対 し排他 的権利 を一定期 間保証す る」(憲 法 よ り)

現在、知的財産権の設定 自体 が 自由競争 と自由市場原理 を阻害す るか どうか について

賛否両論 が存在 する状 況である(1.1.4参 照)が 、少 な くとも言 えることは米 国政

府が これ まで、「自由市場原理が基本的 に国家経 済の成長 に不可 欠で あ り、知 的財 産 に

所有権 を設定 し、市場 取引 によって経済的利益 を生み 出す こ とは国民の富 の増大、国家

の経済的利益 ・産業の国際競争 力 とい う観点か ら原則的 に望 ま しい」と考 えて きた とい

うことであ る。

(4)知 的財産(1ntellectualProperty)と してのソ フ トウエア

ソフ トウエアは八 二 ドウエ アには無い、特殊 な性質 を持 っている。まず、その製 品化

に関す るコス トは、ほ とん どすべてが開発費であ り、製造業で言 うところの生 産、複製 、

物流 の コス トは非常 に小 さい。これ らの コス トが極端 に低 いため、極 めて複製が容易 で

あ り、自動車 や航空機産業 に存在す る知 的財産権侵害へ の物理的障壁が、ソフ トウェア

では大変低 い。

(5)知 的財産 と しての ソフ トウエア を保 護す る手段

図表1-1に 示す ような限界があるに もかかわ らず、ソフ トウエ アは著作権 に よ り保護

される事例が大多数 を占め る。しか しなが ら、法理論的 に見れば、前述の3つ の知 的財

産保護 メカニズム(特 許 、著作権、企業機密)の すべ てが適用可能 であ り、現実 に、特

許化 され るソフ トウエ アは増加傾 向 を示 してい る。また現在米国で は、ソフ トウエ アの

特許化が もた らす ソ フ トウエ ア産業へ のイ ンパ ク トにつ いての議論 が活発 にな ってい

る(1.1.4)。
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図表1-1ソ フ トウェアの著作権 の限界

A.Fairuse:他 者 による部分 的複製 の 目的が公共の 目的に合致す る場合(教 育や

研究)、 バ ックア ップコ ピー を作 る場合 には、著作権 は適 用 されない。

B.Firstsale:合 法 的に複製 を有 している ものは、それ を再度販売 した り、処分

で きる。

C.Privateuse:家 庭 内にお ける私 的利用 に限 っては複製が認 め られ、著作権 を

侵害 したことにな らない。

D.Independentcreation:全 く同 じプログラムがそれぞれ独 立 に作 られた場合、

双方 に著作権 は発生 し、かつ互い のプログラムは他方の著作権 を侵害 した とみ

な され ない。

E.Workforhire:ソ フ トウエ アの 開発が雇用 主の下で行 なわれた り、委託契約

に よって行なわれた場合、最終的 に著作権 は雇用主 または契約元(契 約 に明記

されてい る限 りにお いて)に 帰属 し、直接の著作者 は著作権 を主張で きない。

1.1.2政 府支援の プロジェク トにお ける ソフ トウエアの知 的財産権 の取 り扱 い

(1)米 国政 府最 高 レベ ル(大 統 領)の 政 策 理 念

米 国 政府 の 知 的所 有 権 政 策 につ い て 要 約 す れ ば 、 以下 の よ うに な る。

(昨年度報告書 付属資料 「3.米 国国立研究所の運営形態と技術移転」付3-16～ 付3-19参 照)

・ 政 府 最 高 レベ ルの 方針 で は 、民 間Contractorsに 特 許 を保 有 させ(Ti・tlei・n.Partner

Policy)、 民 間 の手 で 、 市場 原理 にの っ と った 商業 化 を推 進 させ よ う と してい る。

・ 全 体 の方 向性 と して は、CRADA(CooperativeResearchandDevelopmentAgreement)

やGOCO(GovernmentOwnedContractorOperated方 式)の 民 間 主体 、非 営 利 の大 学

や研 究所 、 中小 規 模 企 業 、 そ して大 企 業 へ と徐 々 に対 象 を拡 大 しなが ら知 的財 産 権

(特 許)を 認 め て きて い る。

・ ただ し、DOE(DepartmentofEnergy)は 、 民 間のContractorsにPatentを 保 有 させ

る こ とに執 拗 に抵 抗 を示 して い る。

もっ とも政府 の ソフ トウエア調達 におい ては、特 注品で な く、「COTS(Co㎜ercial

OffTheShelf)」 製品(開 発済み市販製 品)を 購入す る方針 を強 めてお り、必然 的に、

新 しい知 的財産権が生 じる機会 も減 ってい る。

総 じて、民 間Contractorsヘ ソフ トウエ アの知的財産権 を与 えてい くとい う政策 は、

政府が ソフ トウエア産業の振興 を直接 的 に後押 しする、とい う意図で はな く、あ くまで

民間の 自助努力 に任せ、政府 はその邪魔 を しない、 とい うス タンスで ある。

米国政府 の民 間企 業に対す るス タンスは政策分野 を越 えて終始一貫 してい る。 た と
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え民 間支援策 であって も、それは 「『救済』で はな く、『競争 』の 『機会保証』であ る。

「競争力 の無 い企業 は退 け られ、消滅 す る」、 とい う 『市場原理』へ の根本 的信頼 と是

認が 、米 国政府の根 本 にある。

(2)米 国政府 自身の手 で開発 され たソフ トウエアの取 り扱 い

米 国政府 は、自身 の支 出で作成 した知的財 産に対 し、著作権 を主張す ることはで きず、

それ らはすべ てPublicDomain(公 共の場)に あると解釈 されてい る。

合衆 国憲法 に定め られ る通 り、連邦政府 は国民 の公共利益 のため に存在す るのであ り、

政府 自身が排他的権利 を保有す るのは、そのソ フ トウエ アが国家安 全保障 に関与 し、公

開が著 しく国益 を損 なう場合 に限定 されるべ きだ、 と考 え られている。

(3)米 国政府が保有 で きる ソフ トウエアに関する権 利

政府の支 出によって開発 された り調達 された ソフ トウエ アに対 し、政府 自身が保有で

きる権利 は図表2-1に 示す3つ の どれかである。

図表2-1米 政府支出によって開発/調 達 されたソフ トウェアに対 し政府自身が保有できる権利

①Unlimitedrights ②Restrictedrights ③Gover㎜entpurposelicenserights

(無制限の利用権) (限定 的利用権) (政府 目的利用権)
・ 政府支 出 に よって 開発 された ・ 政 府支 出 に よ って 開 発 され た ソフ ソフ トの利 用 が所期 の 用途 に 限 られ

ソフ トウエ ア を政府 が無 制 限 に トウエ アを利用 す る用 途 に制限が る 。

利用で きる権利であ る。 生 じる。 ま たRestrictedrightsと 異 な り 、 複

・ 自由 に 利用 、複 製 、開 示 、修 正 、 すなわち、 ソフ トはその当初想定 製が政府内部で は自由にで きる点で、若

公 開がで きる。 され た コ ン ピ ュ ー タ と 共 に利 用 す 干 自由度が高い。
・ 第三者 に これ らの権利 を認 め ることが原則 とな り、それ以外 のマ い わ ばサ イ トラ イセ ン ス の よ うな もの

ることも可能であ る。 シ ンで利用 した り複製する場合は、 で あ る 。 外 部 へ の 開 示 はRestricted
・ しか し所有権 ではな く、排他 的 バ ック ア ップの 用 途 に限 られ る。 rightsと 同 様 、サ ポ ー トサ ー ビス 業者 に

権利で もない。 その他の用途 としては、他の ソフ ト 対するのみであ る。この権 利は多 くの場
いわば著作権の オープンライセ と統 合す るために修 正を施 した り、 合 、 開発 した民 間Contractor

ンスを獲得 した状態 に近 い と考 サ ポー トサ ー ビス業者 のため に複 が著 作権 を要 求 した際 に政 府 に与 え ら

えて よい。修正 した ソフ トに知 的 製 ・開示す ることがで きるのみであ れる権利である。

財産権 は発生 しない。 る。当初予期 しなか った政府部内で

の用 途が 発 生 した場 合 に も使用 で

きる。

これ ら3つ の権利 の どれが政府 に認 め られるか は、支出の政府対 民 間の比率、軍事用

か非軍事 目的か、及び個 別の契約 時の交 渉による(図 表2-2)。
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図表2-2政 府 に与 え られるソフ トウェア利用権の場合分 け

民事 契 約(coveredbyFAR)1軍 事 契 約(coveredbyDFARS)

政府資金 を使 った 成果 に著作権 は存在せず 、成果物 はパ ブリック ・ドメインである。 ロ

政府による開発 (その成果物 には、何 らの権利 も付与 されない)

政府資 金を使 った ・デ ィ フ ォル トで 政 府 は"無 制 限 の 利用 権" ・contractorは 自動 的 に著作 権 を 受 け取 る。 こ の

民 間主体 開発 の ソフ を得 るが、著作権 は所有 しない。 場 合一般 に、政府 はプログラムの"限 定的利用

トウェ ア ・contractorは そ の 成 果 物 に 著 作 権 を主 張 権"と 、"技 術 デ ー タ"の"政 府 目的 利 用 権"を

す る選 択肢 を持 つ 。 も しcontractorが 著 作 受 け取 る。

権 を主張 し、政府がそれ を認め た場 合、政
・政府は、契約 に特別作業節 を付 け加 えるこ とが

府 は、"政 府 目的利用 権"の みを受 け取 る。 で きる。 この場合、政府 は著作権 を付与 し、"無

・著作権は一般に要求 され認め られる。 制限の利用権"を 保持す る。
・政 府 はcontractorに 対 して 、著 作 権 を要 求

す る こ とが で きる 。

民 間資 金で 開発 され ・政 府 は 一 般 に"限 定 的 利 用権"を 得 る。 ・政 府 は 一 般 に"プ ロ グラ ム"に つ い て は"限 定

た ソ フ トウ ェ ア ・政府はそれ よ り大 きな利用権 を交渉する こ 的 利用 権"を 受 け 取 り、"技 術 デ ー タ"に つ い て

(℃OTS'・Co㎜ercial とが で き る。 は"政 府 利 用 目 的 ラ イセ ンス"を 受 け 取 る 。

OfftheShelf) ・政府はそれ より大 きな利用権 を交渉する ことが

で きる 。

・政 府 は"permissionofdeviation"の 手 続 き に よ

ってのみ 、限定 的利用 権一式 よ りも小 さな利用

権 を受 け取 る ことがで きる(が 、手 続 きが煩 わ

し く、 滅 多 に 行 わ れ な い)。
"官 民両 方の資 金"を ・政府は一般 に"政 府 目的利用権"と 同等 の ・特 別 の 扱 い は 無 い 。

使 って 開発 され た ソ 利用権 を得 る。

フ トウェア(多 分政府 ・(総 コス ト中 の%比 率 で)50%の 点 が一 般 に"

資金 を使 って修正 さ 混 成資金"扱 い となる分 岐点であ る(50%以

れ た幾つ か の市販 部 下の民間主体側資金 は0%と 同 じ扱 いを受 け

品;政 府支援部品) る)。

交渉に関 しては、民 間Contractorと しての大学の力が伝統 的に非常 に強 く、大学の

知的財産権 に対する方針が政府の方針 に大 きな影響 を与えてい る。

(4)情 報公開法(FOlA-Freedomoflnformati㎝Act)と の兼ね合い

情報公 開法FOIAに より、米国政府 は、支援 した研 究開発 の成果 に関す る情 報 を、要

求 されれば公 開す る義務 を負 ってい る(例 外事項:国 家安全保障 に関わる情報)。

これ は当然 ソ フ トウエ ア も含 まれ 、自己 の研 究 開発 の 成果 を競 争 力 の 源 泉 とす る民 間

Contractorに とって は うれ し くな い事 態 で あ る。 そ の ひ とつ の解 決 法 は、 「ソ ー ス コー

ドの よ'な なデ ー タ は 一 の 、 に'さ な い 政 、 もそれ を ・ しな

ピ⊥ ことであった。

とこ ろが 、1998年 成 立 のFY19990皿libusAppropriationsActに 基づ く法 改 正 の結

果 、公 開 され た政 府 支援 研 究 の成 果 の 基礎 とな った デ ー タを も、FOIAの 対 象 とす る こ

とが決 定 した。 これ は 、ソー ス コー ド開示 を求 め ない とい う政 府 の 姿 勢 とは逆 行 しか ね

な い事 態 で あ る。

この法改正 は特 に営利 の民 間Contractor(私 企業)に は及'ばないが、非営利 で政府
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か らの支援 プロジェク トに多 く参画 している民 間主体(ほ とん どの大学がそ うである)

は一様 に懸念 を表 明 している。

現 在 、 「デ ー タ」 に ソ ー ス コー ドが 含 まれ るか ど うか 、外 部 の者 が 研 究 成 果 に た だ乗

りす るの で は ない か 、プ ラ イバ シーが 侵 害 され る心 配 は無 いか 、今 後 の 官 民 パ ー トナ ー

シ ップ に悪 影 響 を及 ぼ す の で は な い か、今 後 営利 のContractorsに も拡 大 しない か 、と

い っ た こ とが民 間Contractorsの 憂 慮 の 種 とな ってい る。

1.1.3政 府支援 ソフ トウエア研 究開発 プ ロジェク トの産 業界 への貢献

(1)政 府支援 プ ロジェク トが産業界 に貢献する分野

米国の政府支援研 究開発 は ソフ トウエ ア産業に多大 な恩恵 を与 えて きた。

政府支援 プロの成果 は、基本 的 アル ゴリズ ムや プロ トコル、サ ブコ ンポーネ ン トの分野

で産業界 に大いに貢献 して きた。政府支援研 究開発 プロジェク トが、基本的 に市場 か ら

は遠い学術 的基礎研究 的色彩が強 いこ とを考 える と、こ うした貢献 は大変 な成功 と評価

で きる。 しか し、商業用 ソフ トウエア市場 の勃興 とい った尺度 は、政府支援研究開発 プ

ロジェク トの成果 を評価す る上で 、極め て限定 された役割 を持つのみであ る。政府支援

研 究の中核 を成す ような研究(例 えば、気象 シ ミュレー シ ョン、天体軌道 シ ミュ レー シ

ョン、素粒 子 シ ミュ レー シ ョンといった分野)は 民間向けの大規模市場 とはな り得 ない

ものであ る。

(2)政 府 支 援 研 究 開発 プ ロジ ェク トか ら民 間 へ の技 術 移 転

政 府 支 援 プ ロ ジ ェ ク トの成 果 が 民 間 部 門へ 移 転 され る に は様 々 な メ カ ニ ズ ム が あ る

が 、そ れ らの ほ とん どは1980年 以 降 、技 術 移転 を促 進 す る法 律 の施 行 に よっ て 出来

上 が って きた。

・Bayh-DoleAct ,1980,PL96-517

・Stevenson-WydlerAct ,1980,PL96-480

・theCooperativeResearchAct
,1984,PL98-462

・FederalTechnologyTransferAct ,1986,PL99-502

そ れ 以前 は 、1970年 代 まで の政 府 の 知 的 財 産 権 設 定(つ ま り何 で も公 開 す る)に 一 貫

した ル ー ルが 無 く、全 てが 公 開 され て しま う場 合 は、民 間企 業 は政 府 技 術 の商 業 化 に積

極 的 で は な か っ た(排 他 的権 利 が ない と競 争 力 に結 びつ か ない)。

B-D法 、S-W法 につ い て は 昨年 度 報 告 書 付 属 資 料 「3.米 国 国 立 研 究 所 の 運

営 形 態 と技 術 移転 」 付3-18で 説 明 してい る。 要 約 す れ ば 、 「TitleintheGovermnent

Policy」 か ら 「TitleinPartnersPolicy」 へ の転 換 に よ って 、 政 府 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト
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の成果 に関 し、民 間Contractors(営 利 ・非営利 に関わ らず)に 知 的財産権 を認め、民

間の手 による商業化 に委 ねる、 とい う政策であ る。

(3)ソ フ トウエアの分野 における 「ヒ ト」 を介 した技術移転

政府支援研 究開発 プロジェク トの市場 に対す る大 きなイ ンパ ク トの ひとつは、それ ら

プロジェク トが最先端 の ソフ トウエ ア技術者 を養成す る場 となってい ることである。大

学やその他 の民 間Contractorsで 行 なわれる政府支援 ソフ トウエ アプロジェ ク トの多

くは、直接市場での商業化 に結 びつ かないか もしれ ないが、実 はそ うした知的資産は 「人

の移動」 とい うかたち をとって間接 的 に民間へ 移転 され てい る。Mozaic、Spyglass、

Netscapeの 開発 ・市場導入の流れ はその代 表例 である。

1.1.4現 在米 国で進行 しつつ ある議論 とその重要性

(1)ソ フ トウエアの特許化 の是非 をめ ぐる議論

ソフ トウエ アの特 許化 が徐 々に拡大 してい く中で、その是非 をめ ぐる論争が巻 き起 こ

っている。産業界や プログラマー を中心 に、ソフ トウエ アの特許化 に懸念 を表明す る声

が多い。

特 許化 へ の 懸 念 は以 下 の5つ の ポ イ ン トに集 約 さ れ る。

1.ソ フ トウエ ア はハ ー ドウエ ア とは異 な り、多 くの 既存 の ア イデ ア、ソ フ トウエ ア を

含 み こ ん だ形 で 開発 され る こ とが ほ とん どで あ り、そ れ らの 多 くが特 許 に よっ てが

ん じが らめ に な って い る と、ソ フ トウエ ア産 業 にお け る技 術 の 向 上 、生 産 性 が 著 し

く阻害 され る。 ・ ・

2.USPTO(U.S.PatentandTrademarkOffice)は 過 去 の ソ フ トウエ ア(PriorArt)

を検 索 す る十 分 な情報 を持 って お らず 、自明 の ア イ デ ア や 、事 実 上 公 開 され て い る

一 よ うな ソ フ トウエ アの ア イデ アが 特 許化 され て し まっ てい る。ま た現 実 には 多 くの

ソ フ トウエ アが 企 業 機 密 と して 企 業 内 に保 有 され てお り、USPTOは レ ビュー で き な

い 。(現 在 、SoftwarePatentInstituteやIBMが ソ フ トウエ アの デ ー タベ ー ス を

構 築 中 で は あ るが 。)

3.ソ フ トウエ ア産 業 は技 術 革 新 が 非 常 に速 く、 日々 多様 な 分野 か らの 参 入 も多 い 。こ

の よ うな状 況 でusPToが 、そ の ソ フ トウエ アが 誰 の 目 に もobviousで あ るか ど うか

を審査 す る こ とは、 物 理 的 に困 難6

4.ソ フ トウエ ア を特 許 化 し よ う とす る真 の 意 図 が 何 で あ るか を、USPTOが 見 極 め る こ

とは難iしい 。

5.特 許 の侵 害 で 訴 え られ た場 合 、前 述 の情 報 不 足 等 か ら、その 特 許 の 無 効性 を主 張 す

るた め にPriorArtを 探 し出 す コス トは法 外 に高 い 。
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こう した弊害 ・コス トを理 由に、産業界 は、「ソフ トウエ ア特許の増加 は本来技術革

新 に費やすべ き資源 の浪費 を招 いてお り、特許制度本来の狙 いであ る技術 の発展 とい う

観点か らも本 末転倒 である」、 と不満 を表明 している。

(2)「 オープンソース」の うね り

ソー スコー ドを無償公開す るオー プンソースの ソフ トウエ ア開発 方式 が脚光 を浴 び

てい る。オープ ンソースは、ソ フ トウエ ア産業の一部が、ソフ トウエ アその もの を売買

す るビジネスか ら、ソフ トを取 り巻 くサー ビス主体の ビジネスへ とシフ トしてい ること

の証左 であ り、 またその原動力 ともなってい る。

オ ー プ ン ソ ー ス にお い て は、 既 存 の 知 的財 産 権 は真 っ向 か ら否 定 され る。Richard

Stallmanに よるFreeSoftwareFoundationは 、 ソー ス コ ー ドや ソ フ トウエ ア が著 作 権

や特 許 とい っ た知 的財 産 権 に囲 い 込 まれ て 自由 にア ク セ ス で きな くな る こ と を防 ぐた

め 、GPL(GeneralPublicLicense)、 また は 「Copyleft」 と呼 ばれ る ラ イセ ンシ ングの

仕 組 み を提 唱 してい る。コ ピー レ フ トの ソ フ トを改良 修 正 す る こ と は 自 由で あ るが 、そ

の成 果 に排 他 的 知 的 財 産 権 を設 定 す る こ とは 一切 で きな い 。PublicDomainの 場 合 は、

万 人が 無 償 で ア クセ ス 可 能 な点 で オ ー プ ン ソτ ス と同 じで あ るが 、企 業 や 個 人が そ の ソ

フ トを改 良修 正 して しま えば 、そ の 成果 に知 的 財 産権 の設 定 が 可 能 とな っ て しま う。 一

方 、 コ ピー レ フ トに よ って 「保 護 され た」 ソ フ トウエ ア は、企 業 や 個 人 の手 を経 て改 良

改 変 され てい った と して も、元 の ソ フ トウエ ア に保証 され た 「ユ ーザ ーが 無 償 で ア クセ

ス ・改 変 す る 自由」 が ど こ まで い っ て も確 保 され る。

(3)米 国政府が選び取る知的財産権保護の戦略

米国政府が今後取 り得る知的財産権の戦略のシナリオは、従来の現状維持のほかに大

きく2つ の方向性が考えられる。

① 保守主義 的な方向:国 家 としての国際競争力 を維持 す るため、政府支 出による研

究 開発 の成果であ る知的財産を一旦政府 内に保持 し、 その後 開示す る条件 と

タイ ミングを決定す るとい うシナ リオ。 海外 への知的資産 の流出 を防 ぐと

い う意味 もあ る。

② オープ ンソース的 な方向:政 府 プロジェク トその もの をオー プンソー ス的 に進め、

ソフ トウエ アに対す る既存 の知的財産権 を否定 して、 ソース コー ドを自由に

アクセス可能 とす る とい うシナ リオ。
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1.1.58つ の問題点 への回答

本項で は、提起 された問題意識 を8つ のテーマ に整理 し、これまでの議論 をベースに

逐次回答 を試み る。

(1)米 国政府 にお ける原則公開 の開放的1P政 策の歴 史 は、米 国の ソフ トウエア産 業

の基盤生成に大 きく寄与 してきたの ではないか?

・確か に米 国の知的財産権(IP)ポ リシーは原則公開の開放 的な もの とい える。1

・政府職員 やWorkforhireに よ り開発 された ソフ トウエ アはPublicDomainに 置

かれる。

・政府 は民 間Contractorsに よる ソフ トウエ アに限定的利用権 しか持 ち得 ない。

・政府 は ソースコー ド納入 を一般 に要求 しない。

・一方で、1980年 以降の法整備(Bayh-DoleAct、Steven-WydlerAct等)に よ り、成

果ソフ トウエ アの排他 的IPRを 民 間Contractorsへ 与えてい こうとい う方 向性 も

持 ってい る。

・米国の政府支援研究 開発 はソフ トウエ ア産業 に多大 な恩恵 を与 えて きた◇

政府支援 プロの成果 は、基本的 アルゴ リズ ムや プロ トコル、サ ブ コンポーネン トの分

野で産業界 に大い に貢献 して きた。政府支援研究 開発 プロジェ ク トが 、基本的 に市場

か らは遠い学術的基礎研究 的色彩が強 いこ とを考 えると、こう した貢献 は大変 な成功

と評価 で きる。

・ しか し、政府 の開放 的IPポ リシーが産業界へ のすべ ての貢献 を可能 に した とはいい

きれず 、む しろ政府支援 プロジェク トで育 った最先端技術者が民 間へ移動 するこ とで、

間接 的 に知 的資産が市場へ移転 し、商業 的成功 に結 びついてい る。

(2)利 害の対立す る3者(政 府 、民間C㎝tractors、 発明者/著 作者個人)間 にお け

るlPの 取 り扱い方 の根底 に流 れる基本思想や考 え方 は何 か。

・1980年 以降の技術移転促 進の法整備(民 間Contractorsへ の権利 付与 を徐 々 に強化)

は、「原則PublicDomainで 公 開 されるIP政 策の下で は、全 ての市場参加者 にア ク

セス可能な政府支援 プロの技術 を商業化 して も市 場競争力 に結 びつ かず 、リスクが大

きす ぎる」、 と民 間側が判断 し、政府技術 の商業化が進 まず、結果 としてプ ロジェ ク

トの成 果が産業競 争力 の強化 に結 びつ か ない とい う悪循 環 を解決 す るため に進 め ら

れた。これは米国産業の国際競争 力の低下 が叫ばれていた当時の国家戦略で もあ った。

また、政府 が民 間Contractorに 対 し、ソース コー ドの納入 を求めない とい うことも、

民間の市場競争 を確保す る為の配慮 であ る。

・総 じて、米 国政府 は、民 間の市場競 争 を阻害 しない ことを根本理念 と して持 っている。
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民 間の 自助努力 を期待 し、競争力 のない企業は消滅 して も しかたが ない、とい う割 口、

切 りがあ る。また、知的財産権 を民 間Contractorsに 認め ることは、個 別の民間企業

を利 す るこ とになるが、シス テム全体 と しては、市場 の競争が活発 にな り、国の産業

競争 力 を高め るので望 ましい とい う考 え方であ り、国 と企業 の利害 は一致 している。

・個 人の発 明者が委託先企業や政府 に雇用 されている場 合、個人 レベルの知的財産権 に

対 してWorkforhireの ルールが 明確 に定め られてい る。 また、米 国での慣 行 と して、

プロジェク ト開始前 の契約時点で、政府tg民 間Contractors、 研究 者個 人の3者 間の

諸権利 の分配の仕方がすべ てのContingency(発 生可能 なシナ リオ)ご とに交渉 され、

明記 され るので、後 か ら問題が生 じるこ とを未然 に防いでいる。

(3)ソ フ トは、既存の アイデア、ソフ トウエア を含 み込 む形 で開発 される ことが多 い。

そのよ うな場合 、著作権 の設定 はど うなるの か。米国の政府 支援プ ロではそ うした事態

に どう対処 しているか。またプロジェク トの成果 であるソフ トウエアの商業化のルール

はあるのか。

・政府支援 の プロジェク トで、他 の民間Contractorが 既 に開発 し、市場 で製品化 され

ている ソフ トを再 び政府支援 プロで利用 する際、全 く修正せず にその まま使 う場合 は、

その ソ フ トに対 し政府 は既 にRestrictedRight(オ リジナルの用途 に限定)を 得 てい

るか ら、その まま利用で きる。

・ よ り一般 的なケースで、市販の ソフ トウエ アを調達、修正 して新 た なソフ トウエ アの

開発 に用 いる場合、国防省管轄の契約で は、政府 はその開発 された ソフ ト全体 に対 し

UnlimitedRights(無 制限の利用権 、 しか し排他的で ない)を 得、その他 の非国防分

野で は、市販 の ソフ トの価格が ソフ トウエ ア開発費総 額の50%に 満 たない場合、そ

の市販 ソフ トに対 しては、政府 は新た に開発 された ソフ ト全体 と同 じ権利 を得 る(権

利の場合分 けは図表2-2参 照)。

・民 間Contractorが 著作権 を要求 した場 合、政府はRestrictedrightを 得 るこ とにな

る。

・全 ての場合 におい て、実際の知的財産権 の分配 はケースバ イケースの交渉 に よって定

め られ る。軍事非軍事 に関わ らず 、調達規則 は個別のケース によ り適宜権利付与のス

キー ムを修正で きる旨明記 されている。

(4)ソ フ トウエア産業 の ビジネスモデル は、自社開発 ソフ トの販 売 、他 者 に先駆 け自

社 の ソフ トを公開 してデ ファク トス タンダー ドを確立 し、 その後 か ら付 加価値 の高 い

ビジネス を展 開する もの、そ してオープ ンソースが加 わ り、ます ます複 雑 になって き

ている。 こ うした変化 は政府支援 プ ロジ ェク トにおける知的財産権 戦略 に何 か影響 を

及 ぼ しているのだろ うか。
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・現時点で は、オープ ンソースの登場が政府支援 プロの知的財産権戦略 に影響 を与 える

ところまで は きてい ない。しか しなが ら、オープ ンソースはます ますその認知度 と支

持 を高 めてお り、早晩その政策 に影響 を与 えるこ とは必至であ る。

・特 にその理 由 として、

・現在 オープ ンソースによって開発 され、リリース されているソフ トウエアの領域

が 、元来 政府支援 プロジェク トで志 向 されて きた ソフ トウエ アの タイプと非常 に

強 くオーバ ーラ ップ してい る。

・オー プ ンソース によるソフ トウエアのサ ー ビス ビジネス化が成立 し得 る とす れ

ば、オー プンソースのほ うが より人間の知の蓄積へ の貢献が大 きく、また実際 に

よ りす ぐれた ソフ トを供給 し得 る。

・同 じくオー プ ンソースに よるソフ トウエ アのサ ー ビス ビジネス化が成立 し得 る

と した ら、既 存 の 知 的財 産権 シス テ ム よ りもGNUGeneralPublicLicense

(copyleft)の ほうが よ りよい システムで ある。

・1998年 のFOIA改 正 に より、政府 は知 らず知 らずの うちに、民間Contractorsの ソー

スコー ドが政府 を通 じ競 争他社へ 開示 され る ような道筋 をつ けて しまったか もしれ

ない。(オ ー プンソースへ の追 い風)

(5)複 数企業 が協 同で行 な う政 府支援 プロ ジェク トの場合 、知的財産権 の取 り扱い は

企業間 でどの ように なっているか。

・複数の民間主体 が政府支援 プロに参画 す る際 にはCRADAの ように対等の立場で複数

の参画者が い る場合 と、PrimarycontractorとSubcontractorsと い う縦 の関係 の

場合があ る。

・CRADAの 場合、知 的財産権 は原則民間サ イ ドに与 えられるが、参加者 間での権利 配分

の方法 は個 々の契約 ごとに交渉で決め られ てい くのが通常である。CRADAで は政府は

研究開発費 その もの は出 さず、施 設や管理業務 を提供す るだけであ るか ら、政府調 達

規則 の細か な条件 を気 にす ることも無 く、大 変 に柔軟 に権利設定の交渉が可能であ る。

ATPと いった政府 の交付金 によるプ ロジェ ク トの場合 も、CRADAと 同様の方式が取 ら

れる。

・既 に問題意識 の2へ の回答 に示 した ように、米国での慣行 として、プロジェク ト開始

前の契約時 点で、政府、民間Contractors、 個人研究者間の諸権利の分配方法が可能

な限 りすべ てのContingency(発 生可能 な シナ リオ)ご とに交渉 され、明記 される

ので、後か ら問題 が生 じることを未然 に防いでい る。その部分で利害 関係者 があ らか

じめ納得 してい ない とプロジェ ク トは走 り出 さない。

・PrimarycontractorとSubcontractorsの 場合 は、 ただ1社 がPrimarycontractor
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に指 定 され るた め 、対等 の 参 加 者 が権利 を分 配 す る とい う事 態 は生 じない 。著 作 権 が

contractorの 側 に与 え られ る と きはPrimarycontractorが 唯 一 の 著 作 権 保 有 者 とな

り、後 はPrimarycontractorとSubcontractorsの 間 で 、 既 に契 約 に明 記 され た通

りに権 利 の 設定 が 行 な わ れ る。 通 常 はSubcontractorsが 著 作権 を保 持 し、Primary

contractorがrestrictedrightsを 得 る。

(6)上 記の問題 と関連 して、成果物が特 にソフ トウエアの場合 ど うか。

・CRADA 、PrimarycontractorとSubcontractorsの 場 合 は 、基 本 的 に5.へ の 回答

と同 じで あ る。

・COTSソ フ トウエ ア を調 達 す る場 合 、 一般 に政 府 はrestrictedrightsを 得 るわ け で

あ るが 、た とえcontractorがoriginaldeveloperと の特 別 な取 り決 め の 下 に ソフ ト

を修 正 した と して も、政 府 はunlimitedrightsで な くrestrictedrightsの ま まで

あ る。 あ くまで もoriginaldeveloperに よる修 正 しか 、調 達 規則 上 の 「修 正 」 とは

み な され ない。

(7)米 国政府 は政府支援研究 開発 プロジ ェク トの成果物 と して、ソース コー ドの納入

を要求するのか。

・米 国 政 府 は一 般 に ソ ー ス コ ー ドの 納 入 に は柔 軟 な姿 勢 で あ り、多 くの場 合 、現 実 に は

そ の 開 示 を要 求 しな い。

・ 原 則 と して は 、 政 府 が い か な る権 利(unlimited,restrictedま た はgovermnent

purpose)を 得 よ う と も、 政 府 は ソー ス コー ドを要求 で き る権 利 を持 って い る。3つ

の 権利 は全 て政 府 に そ の後 のcontractorsに ソ フ トを提 供 す る こ とを認 め て い るか

らで あ る。 実 際 問 題 と して 、 そ の た め に は ソー ス コご ドが 必 要 とな る。

・ しか しなが らFOIAの 下 で 、政 府 は要求 され れ ば 国防 上 問題 な い 限 り全 て の デ ー タを

開示 しな けれ ばな ら ない 。この ため も し も政府 が ソ ー ス コー ドを受 け取 っ た場 合 、そ

れが 第三 者 の 手 に渡 る可 能性 が 出 て くる。

・上 記 の よ うなケ ー ス で は 、民 間Contractorsの 著作 権 は全 く剥 奪 され た に等 しい状 態

とな っ て しま う。 よ って 政 府 は多 くの場 合 、将 来政 府 自 身 か他 のcontractorsの 手 で

修 正 の必 要性 が な い 限 り、ソー ス コー ドを要 求 しない 。つ ま り要 求す る場 合 は きわめ

て実 務 的 理 由 で あ る 。

(8)上 記5,6,7を 総合 して考 え、知的財産権のル ール が うま く規定 されていない

場合 、せ っか くの政府支援 プロジ ェク トの成果 であるソ フ トウエアが死蔵 され、商業

化 に生 か されない ことになる。 これでは税金 の無駄使 い とな って しま う。米国 ではど
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の ように対処 しているの か。

・ この問いへの回答 には、その政府支援 プロジェク トの真の 目的 は一体何 か、とい う認

識 が まず重要になって くる。政府部内 に何 らかの具体的実務的ニーズが存在 し、その

ニーズ を満 たすために政府 が支 出 して ソフ トウエ アを民 間Contractorsに 開発 させ

る場合 は、そのソフ トウエ アを納 入 した時点で、その契約 は終了 し、双方 の目的 は完

全 に達 成 され る。 この よ うな場 合 は 、結 果 的 に(副 産物 と して)著 作権 な りが

Contractorsの 手元 に残 るわけで あるが、この ソフ トが その後市場 での商業化 に成功

するか否か は、本来の政府 とContractors間 の契約の成功度 とは関係 ない。

・米 国の場合、政府 のソフ ト研 究開発 支出は60%がContract、30%が 交付金、10%がCRADA

等 の共 同研 究である。その各 々の メカニズムにおい て、た とえ研 究開発の結果が商業

化に直結 しないか らとい って、それが国民 の税金の浪費であ る、とい う認識 はない。

・特 に米 国が政府支援研究 開発 プロジェク トの成果 の民 間Contractorsに よる商業化

を強 く意識 したの は、1970年 代後半 に米 国の国際的産業競争 力が低下 しつつ ある と

考 えられた ときだった。既 に指摘 されてい るように、それが1980年 以降の技術移

転 法 制 の整 備 に つ な が り、 商 業 化 の 意 図 が 明 確 に あ る こ と を条 件 に民 間 の

Contractorsに 知 的所 有 権 を認 め て い っ たの で あ る。
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付表1-1特 許(パ テ ン ト)

概要 発明者と連邦政府間の一種の契約であ り、特許保有者はその発明を公開する代償として、そ

れを他者に使用させる条件を自由に設定する排他的権利を一定期間政府によって保証され、

ラ イセ ン シ ング に よっ て金 銭 的報 酬(Royalty等)を 受 け取 る こ とが 可 能 と な る。 特 許 は譲

渡 す る こ と もで きる。

特徴 特許は大 きく以下の2つ に分類される。
・utilitypatents:発 明 の 実 用 性 ・有 用 性 に 関 す る も の 。

・designpatents:外 観 ・意 匠 に 関 す る も の
。

米 国 で は 、 コ ン ピュ ー タソ フ トウエ ア に特 許 を認 め るべ きか ど うか につ い て議 論 が 活 発 に な

っ て い る(1:1.4参 照)。

法律 PatentAct:合 衆 国 憲法 発 効 の翌 年 、1790年 に成 立 。

注1:合 衆 国 憲 法 に お け る知 的財 産権 の保 護 はArticleI、Section8.に 列 挙 され た合

衆 国 議 会 の 権 能 の 一 と し て 明 記 さ れ て い る 。 「TheCongressshallhavePower...Topromote

theProgressofScienceandusefulArts,bysecuringforlimitedTimestoAuthorsand

InventorstheexclusiveRighttotheirrespectiveWritigsandDiscoveries;...」

権 利 の 申 USPrO(U。S.PatentandTrademarkOffice)に 申 請 す る 。

請 特許が成立するための条件は、
・novelty:(新 規 性 、 米 国 は先 発 明 主義)、

・utihty:(実 用 性 、 現 実 的有 用 性)、
・nonobviousness:(自 明 で ない こ と、既 存 の発 明 の 焼 き直 しで は な い こ と、当該 分 野 で

同等のスキルを有する者によっても容易に同じ物が作 り上げられないこと)

であり、これら3条 件のひとつでも満たされない場合、その 「発明」に特許が与えられるこ

と は ない 。

権 利 の 侵 特許侵害に対 しては、特許保有者は司法的手段に訴えることにより保護 される(損 害賠償請

書 求、特許料支払い請求、及び侵害行為の差し止め請求等)。 しか しながら特許保有者は侵害事

実の証明に困難を伴うことも多く、その費用が多額に上ることも事実である。

権 利 の 有 ・1995年6月8日 以 降 の 申請:

効期間 申請日から20年 間(申 請から特許交付 までの審査期間はその長 さに関わらず、20年 に

含 ま れ る)、
・それ以前の申請分:

申請日から20年 間または特許公布日から17年 間のいずれか長いほうが適用 される。

ア イ デ ィ 特許においては、たとえ他者が全く独立 して同様の発明を行なった場合(つ まり偶然同 じ内

アの競合 容)で も、それが既に存在する特許に抵触する限り、その原特許保有者の権利が保護 される。

ソ フ ト ウ 元来ソフ トウエアは特許化ができないと考えられていた。
エ ア の 扱 ・す なわ ち1964年 にUSm'0は

、ソ フ トウエ ア は 「思 索 に よ る創 造 の 域 にあ る(creationsinthe

い areaofthought)」 と して 、 申 請不 可 の判 断 を下 した 。
' ・しか し1968年 、USPTOは ソ フ トウエ ア とハ ー ドウ エ ア(装 置)が 統 合 され た状 態(ソ フ ト

がハー ドに組み込まれた状態)で あれば特許化可能であるとした。
・さ ら に

、1981年 の最 高 裁 判 決 で 、 ソ フ トウエ ア そ の ものが 、 デ ー タ処 理 を行 な う 「装 置 」

と し て 認 知 さ れ 、 そ れ が 特 許 の3条 件(novelty,utility,nonobviousness)を 満 た す 限

り特 許 化 可 能 、 と され た。

・1989年 、USFroは 「コ ンピ ュ ー タ コー ドとア ル ゴ リズ ム に よ っ て実 行 され る物 理 的 プ ロ セ

ス」 は特 許 化 可 能 で あ る 、 とい う見 解 を出 した。
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付表1-2著 作権(コ ピーライ ト)

概要 Originalworksofauthorship(原 作 者 に よ る オ リ ジ ナ ル な 表 現 ・作 品)を 保 護 す る 権 利 。

一 般 に文 章
、 図 案 、 芸術 作 品 等 を対 象 と し、 コ ン ピュ ー ター ソ フ トウエ ア もそ の 大 半 が この

権 利 の下 に保 護 され る 、 とす る ケ ー スが 多 い(1.1.2参 照)。 原作 者 は そ の作 品 の複 製 、原作

に基づ く派生的作品の作成、作品の配布(有 料無料を問わない)、公共の場での掲示や公演を

行なう排他的権利を保証 され、これらの権利を他人に認める条件を自由に設定する権利 も与

え られ る。

著作権は譲渡 も可能である。

特徴 著 作 権 は 、 特 許 と異 な り、utilityやnonobviousnessと い っ た 条 件 を 満 た す 必 要 は な く、 原

作者によって創造されたオリジナルであることだけで成立する。

法律 1909年 制 定 の連 邦 法(Title170ftheU.S.Code。1976年 に技 術 の発 展 に 合 わせ 、期 間設

定方法等を含み大改正。)に より定められている。

注)著 作権の根拠となる連邦法Titlel7は 、著作権と特許の対象について明確な差別化を試

み て い る 。 す な わ ち 、 著 作 権 は 、 そ の 表 現 の 形 態 を 問 わ ず 「anyidea,procedure,process,

system,methodofoperation,conceptprinciple,ordiscovery」 ・に は 一 切 及 ぼ な い 、 と

して い る(102条 、b項)。

権 利 の 申 著 作 権 そ の もの は 当局 に 申請 の 必 要 は ない 。そ の作 品 の創 造 が 開 始 され 、有 形 の(tangible)

請 媒体にその一部が固定的に記録 された時点で自動的に発生する。

しか し、その侵害に対 し訴訟等の司法的手段に訴える場合は、下記 「権利の侵害」参照。

権 利 の 侵 他者が著作権(著 作権)を 侵害 して無断で複製 ・配布等を行なった場合、著作権者は司法的

害 手段に訴えることにより保護 される。

そ の 場 合 、 事 前 にLibraryofCongressのPatentOfficeに 登 録 が 必 要 と な る 。

登録は著作権有効期間中であればいつでもできる。

権利 の有 ・1978年1月1日 以 降 の 作 品:

効期間 ・通常は著作者の存命期間プラス50年 。

・ 著 作 物 が 「Workforhire」(契 約 に よっ て委 託 され た り、雇 用 主 の 下 で創 造 され た)の

場 合 は 、公 開 の 日か ら75年 、 も し くは著 作 完 成 の 日か ら100年 間 の いず れ か 短 い方 を

適用 。

・1978年 以前の作品については公開や登録の状況に応 じ期間・延長等のルールが定められて

い るが こ こで は詳 しく触 れ な い 。 しか し、 い ず れ に して も最 長75年 が 基 本 で あ る 。

作 品 の 競 著作権においては、第三者が全 く独立 して同 じような表現 、(作品等)に 至った場合は原作者

合 の著作権の侵害とはみなされず、その第三者にも著作権が認められる。

ソ フ ト ウ まず著作権の対象としては、ソフトウエアは文字により表現 された作品、すなわち著作物 と

エ ア の 扱
'

して取 り扱われ、ずべて保護の対象とな り得る。

い CopyrightOfficeは 、1964年 よ り ソー ス コー ドを著 作 権 化 可 能 な作 品 と して 登録 を受 け付 け

始 め 、米 国議 会 は1980年 、マ シ ン語 表 記 に よる オ ブ ジェ ク トコ ー ドもCopyrightActに 対 象

と して追 加 した。

また 、著 作 権 は ア イデ ア の 「表 現 」 に対 す る保 護 で あ り、 ア イデ ア や コ ンセ プ トそ の も

の は そ の対 象 で は な い。 例 え ば 、他 者 が リバ ー スエ ンジニ ア リ ン グ に よ って 、 あ る ソ フ トウ

エ アの競 争 力 の源 泉 とな る よ うな斬 新 な コ ンセ プ トを探 り当 て た と して も、 そ の コ ンセ プ ト

そのものは保護の対象外であるから、著作権者は他者の行為に法的措置をとることはできな
い 。 また 、 同 様 の 考 え方 か ら、 あ る ソフ トウ エ ア と全 く同 じ働 き をする 他 の ソ フ トウエ ア が

書 か れ た と して も、 そ れが 異 な る コー ドで書 かれ て い る限 り∵ 最 初 の ソ フ トウエ アの 著作 権

を侵 害 した こ とに は な らな い。 熟練 した プ ロ グ ラマ ー であ れ ば 、 ソ ース コー ドと実 際 に作 動

する機能を見るだけで、「同 じ働き、同等の価値」を持つプログラムを、著作権を侵害 しない

程 度 に異 な る コー ドで書 くこ と を容 易 に行 な い得 る。

総 じて著 作 権 の 限界 と して 、 権 利 保 護 が 及 ば な い5つ の 例 外 ケー ス(fairuse,first

sale,privateuse,independentcreation)と 、 著 作 権 が 直 接 の 著 作 者 に発 生 し な い 雇 用 に

よ る 作 品 の ケ ー ス(workforhire)が あ る 。
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付 表1-3企 業 機 密(ト レー ドシ ー ク レ ッ ト)

概要 特に商業目的の知的財産を保護するための手段である。

企業が保有する商業目的の情報、製品、技術やプロセスに関し、特許化が可能かどうかに関

わ らず 、 ま た特 許 に よ ら な くと も(す な わ ち公 開 しな くと も)法 的 保 護 が 与 え られ る。

たとえば、ある企業の元従業員が次の雇用者の下で、前の企業で知 り得た機密を利用 して発

明を行なうことや、ライセンス供与 を受けた側が無断で第三者へ開示をすることは信義に反

す る と され、 禁 じられ る。'

特徴 特許による公開によってその知的財産が競争資源としての優位を失なうことを恐れ、多 くの

企業は企業機密としてその知的財産を保有 している。製法、化合物の比率、処方等種々の知

的財産が企業機密として保有されている。

法律 米 国 に お い て は 、 こ の 概 念 は1868年 のPeabodyvs.Norfolk判 決 に よ っ て 定 着 し た 。

(マ サ チ ュ ー セ ッツ州)

連邦 レベルの実定法は存在せず慣習法(判 例法)で ある。州によっては法律を整備 している

が 、 その 内 容 は微 妙 に異 な る。

権 利 の競 企業機密においては、他社が公共的に利用可能な情報から同様の技術を生み出 した場合等、

合 原作成者の権利は保護されない。

ソ フ ト ウ ソフ トウエアは、企業機密 としても法的保護が可能である。競争優位をもたらす知的財産と

エ ア の 扱 して 、企 業 内 に機 密 と して 保有 され てい る 限 りにお い て、 慣 習 法 も し くは州 法 の レベ ル で 保

い 護 され る。 知 的財 産 と して ソ フ トウエ ア をラ イセ ンス 供 与 す る場 合 、 現 実 的 に最 も有 効 な 知

的財 産 の 保護(市 場 に お け る 陳腐 化 の阻 止)は 、 ソー ス コー ドを相 手 に 開 示 しな い こ とで あ

る、 とい うの が い まだ 多 くの企 業 の 本 音 で あ り、 ラ イセ ン ス契 約 は 多 くの 場 合 、 ソフ トウエ

アの 「使 用 」権 を認 め るの み で 、 「修 正 ・改変 」 を認 め ない こ とが 多 い(そ れ を認 め る とい う

こ とは ソー ス コー ドを 開示 す る こ と にな る ため)。
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1.2米 欧 の研 究 開発 プ ロ ジ ェク トにお け る知 的財 産権 の取 り扱 い

1.2.1知 的財産権(lP)の 概要 について

(1)'IPの 種類

・4種 類のIPが ある(著 作権(Copyright) 、特 許(Patent)、 登録商標(Trademark)、

企業機密(Tradesecret))。

・政府資金 による研究 開発 プロジェク トか ら生 じるIPは
、著作権 と特許 である。

(2)IPに 関連 した法的権利

・所有権(Ownership):著 作権 または特許 に対す る法 的 「権利保持者 としての資格」。

・利用権(Licensingrights):サ ー ドパ ーテ ィが著作権 または特許 で保護 されたI

Pを 利用す る法的権利。 一 排他的or非 排他 的

一 ロイヤ リティ無 しorロ イヤ リテ ィ有 り

・版権(Publishingrights):そ のIPを 、条件 を設定 してサ ー ドパ ーテ ィに配布 す

る ことがで きる法的権利 。

・介入権(March-inrights):サ ー ドパ ーテ ィが所有す るIP対 して、「ア クセスす

る」/「 開発 に影響 を及 ぼす」/「 使 用す る」権利 。

コン トラクターは、IPを 所 有す ることが で きるが、版権 を持つ ことはで きない(こ

の場合、IPを 自分 自身で使 うことだけがで きる)か 、 あるい は、IPを サー ドパ ー

テ ィに ライセ ンスす るこ とを強制 される(そ の場合、IPを 商用 に使 う彼 らの能力 は

限定 される)。

政府 は様々な レベ ルの コン トロールに より、IPの 所有権 自体 は持つ こ とな しに、

IPが 将来有益 に使 われ るこ とを確実な もの とするこ とが で きる。

・技術 開発時 に、その技 術(が 有益 な ものになる よう)実 現の方法 に発 言権 を持 つ。

・版権 を管理す る。(特 定 の戦略的技術(暗 号解読技術等)に 関 して。)

・輸出規制等 による管理
。(特 定の技術 の商業取引 に よる敵 国へ の技術移行防止。)

(3)政 府資金 によるプロジェク トか ら生 じたIPの 取 り扱 い に関す る基本哲 学

IPの 取 り扱 いは多様 を極 めるが 、究極的 には国益 を最優先す るとい う目的で一致 し

ている。

・商用化 に近い場合 、IPは 製品開発 で きる民 間 に移転 され るのが望 ま しい と判断

され る

・後の政府資金 プロジェク トで利用 する場 合、IPは 政府 に帰属す るのが望 ましい と
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判断 される。それに よって政府 はロイヤ リテ ィを支払 うことな くそのIPを 政府が

選ぶ組織 に提供で きる。

1.2.21Pに 関 す る 法 律 と政 策 の背 景

(1)IPの 法律 と資金 を拠 出す る各省庁 との関係

・IPの 法的取 り扱 い は、基本 的に資金 を出す各省庁 に よって規定 され る。

・連邦政府調達購 入経費(1996年 度1千975億 ドル)を 見 る と、IPが 高 い比率 で

生 まれ る研 究開発 は全体の15.8%。

・その うちお よそ半分が契約上は 「所有/調 達」され、残 りは 「支援」「協 力 に関す

る合意」 と位 置づけ られ る。

(2)FAR(FederalAcquisitionRegulation)の 概 要

① 政府 とIPと の関係 … これ は、原則 としてFARに よって規定 され る。

・政府の資金提供 によ りNGOが 開発 したIPの ほとんどは、政府 「所有」扱 い と

なる。(こ れが全研究 開発の約半分 をしめ る)

・FARは 、調 達 と関係省庁 によるサー ビスにおける、IPに 関 わるさまざ まな条

例(例 えばBayhDole法 な ど)の 特定 の実装 を定義 している。

・個 々の省庁 は、各 自のFARバ リエー シ ョンを制定す るこ とが許 され てお り、

それが政府 のFARに 対 して優先 される。

②FARと 特許 …FAR27.302「 コン トラクターが特許 の所有 を要求す る権利」

による。

・特 許 に関 して政府の コン トラク ターがその所有 を要求す る権利 を認 めてい る。

・ しか し、 さまざまな形式 的理 由による例外が設 け られ ている。

・コン トラクターの特許所有が商用化 に結 びつか ない場合 、政府がそれ を阻む こ

とがで きる。

③FARと 著作権 …FAR27.404「 デー タ(技 術 の著作 権)」 による。

・成果 の著作権 に関す る権利(使 用 、複製 、公開)は 自動的 に政府 に帰属 す る。

・そのデータがすで に著作権 を含む場合、政府 は著 作権の ライセ ンス を受 け る。

・ コン トラク ターか らの要求があれば、政府 は著作 権 を譲与する ことがで きる。

・著作権が コン トラクター に譲与 された場合 も、政府 はその使 用、複製 、公 開 に

関す る無制 限の ライセ ンスを保有す る。

・著作権の譲 与が認め られ ない例外 も存在す る。
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④ ソフ トウェアの著作権 … 明確 にFARで 規定 されている。

・1976年 著作権条例(1980年 に改訂)

・ ソフ トウェアは 「文学的」作 品 とみな され、その創作時 に著作権が発生す る。

(シ ステム、操作方 法、プロセスは除外)

・ 政府 自体が 開発 したソフ トウェアには、特別 な条項が ない限 り著作権が ない。

・ 政府 資金の提供 を受 けて コ ン トラク ターが 開発 した ソフ トウェアには著作権

が ある。

こうした ソフ トウェアは商用化が認 め られ る。

・ 政府 はその ソフ トウェアの ライセ ンスを所有 して他の コ ン トラクターの使用

を認め ることが 一般 的 に行 われ てい る。その場合 は、第二の コン トラクターは

オ リジナルのかたちでその ソフ トウェアを商用化す ることはで きない。

⑤ その他

FAR27.104(a):「 政府 は、研 究 開発 プロジェク トか ら生 まれ た技術 を、最大限商

用 化するこ とを奨励 す るもの とす る」

(3)ヨ ー ロ ッパ の 場 合:Espritプ ロ グ ラム の例

ヨー ロ ッパ のIPに 対 す る基 本 哲 学 は(Espritプ ロ グ ラ ム に関 す る限 り)、 コ ン トラ

ク ター側 にIPの 権 利 が 属 す る もの と し、商 用 化 プ ロセ ス を遂行 で ぎ る手 に委 ね る もの

とな っ てい る。

1.2.3省 庁 に よ るlP取 り扱 い の バ リエ ー シ ョ ン

(1)FARの 適用

・FARは 、各省庁が独 自のFARを 設定 し、 「法律、行政指令、条約 、国際的合 意が定

める特定 の必要性 に合致 させ るため に」手続 き、条項 を適用す るこ とを認めてい る

(FAR27.101)。

・ 大部分の省庁が これ を適用す るため、IP政 策は省庁 に よる大 きなバ リエ ーシ ョン

が見 られる。

・ これは、IP取 り扱 い に関 して は個 々の折衝 の余地が大 きい こ とを意味す る。

・1997年 度 の政府 資金提供 による研究 開発の うち、各省 庁 によるプロジェク トが 占

め る割合 と、各省庁 のFAR名 を以下 に示す。
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省庁 政府 資金

提供研 究

開発比率

各 省 庁 のFARバ リエ ー シ ョン

DOD 47% DefenseFARsupplement(DFARS)

HHS 18% HHSAcquisitionRegulation(HHSAR)

NASA 14% NASAFARsupplement(NFS)

DOE 10% DOEFARsupplement(DEARS)

NSF 4% AllNSFR&Dfundingismadeasawards(grants)andtherefore

notcoveredbytheFAR

Others 4%

Note:DOD,HHS,NASA,DOEandNSFtogethercomprise93%

Source:FederalFundsforResearchandDevelopment,1995,1996and1997

・FARは ロイヤ リテ ィの支払 い、独 占権、出版 義務 といった項 目につい て明文化 して

いない。

各省庁 は独 自のガ イ ドライ ンを設けてこれ を実践 しているのが現状で ある。

・ 契約(FAR)か 助成金かCRADAか な ど
、資金提 供のメカニ ズム によって も、規制 には

大 きな相違が見 られ る。

・ た とえばDARPAに は、「その他 のR&D取 り引 き」 とい うカテ ゴリーがあ り、IPの 取

り扱 い条件設定でDARPAが 最大 にフレキ シブルに対応 で きる ように してい る。

(2)組 織 に よる性質の違い

・ 各省庁のIP政 策 は、各省庁の(組 織的、歴史的)性 質 と研究 自体 の 目的の違 いに

よって左右 される。

(3)研 究 の内容 に よる性質の違い

・ 開発 に重点 を置 く省庁の場合
、 プロジェク トの成果 は商用製 品に近 い もの となる。

この場合 、省庁 の 目的 は商用化 とな り、 それ に最 も適 した組織(大 抵 の場 合、民間

組織)にIPが 譲与 される。

・ 基礎研 究 に重点 を置 く省庁の場合 は、プロジェク トの成果 は 「基礎的知識」 とな り、

これが さらに新 しい研究 開発 に応用 され るこ ともある。 この場 合、次の プロ ジェク

トに関 わる組織 がそのIPに(無 料で)ア クセスで きる ようにす るこ とが重 要であ り、

IPの 帰属先 と して最 も適切 なの は政府 自身 となる。

(4)ま とめ

各省庁 のIP政 策の違 いは、その省 庁の性質 と研 究の内容 に よって左右 され る。
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lP－政府 保 有 IPに 対して操作的

(状 況次第)

lP－放任主義

く

基礎研究

㌔・.・,9

/《
NSF

-・ 支一 ・〉
・事実上、肝 を保持し

ないζ
応用研究

、叉 ㌦

＼

DOE

・荒手の交渉人

・可能な|Pは どれ も

手放さない

HHS

・非常に心が広い

・ほとんどのIPは 、

個人の手に渡る

〉>
/

入

NASA

・どん欲

・可能なIPは どれも

手放さない

〉/＼
DOD

・P所有に興味なし

・優 先的アクセスを得

るよう交渉する

開発
〉

〉

〉

1.2.4資 金 提 供 メ カニ ズ ム に よ るlP取 り扱 いの バ リエ ー シ ョン

(1)概 要

・ 特定省庁のIP政 策 は、その資金源 と契約形態 に よって分類 され る。

取得/IPの 所有 グレー領域

Acqり ぺion`gravarea`

支 援(政 府 助 成)

Assistance

複数の省庁

が資金提ぺ

'工
、"':

臓{㌔ 鑓 供研
lPR政策は完全に個々 究 開 発CIC(NGI)

の省庁の政策を反映

している .___〉
省庁の政策を反映している.

単一の省庁

が資金提供

、 『『---'

金提供研
ASCIX/＼究開発

lPRは 大幅 に

コントラクタに与えられる
政府 資金提供研

究開発ESPRl

}PRは 大幅に

コントラクタに与えられ

'政 府 助 成Arp

|PRは 完全に
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(2)政 府資金提 供研 究開発

・ 政府の資 金提供研 究 開発 プロジ ェク トは、その目的、商用化へ の道筋の長 さ、関係

庁 によって、IP政 策が大 きく異 なる。

a.ASCI(TheAcceleratedStrategicComputinglnitiative)

・ASCIは 、核 兵器のバーチ ャル ・テス トとプロ トタイプ化 をサ ポー トす るDOEの

コン ピュテー シ ョン資源 を拡 大す る目的で実施 された数 力年 にお よぶ プロジェ

ク トであ る。

・ASCIで は、政府 に よるIP所 有 と支援 とい うふ たつの側面の混在が見 られ る。

・IP所 有:政 府 はス ーパー ・コンピュー タ技術 を調達 す ることによって、

それを国防他重要 プログラムに適用 し、核兵器 のス トックパ イル ・シ ミュ レ

ーシ ョンを可能 に しようと していた
。

したが って国防上必要な研究 プログラムとしてPOEのFAR、DEARSの 規制 を

受 け、 これ ら省庁 はその通常 としてIPを 所 有す る。

・ 支援:ス ーパー ・コンピュー タ技術 は、た とえ大 きな商用市場 があった と

して も、政府省庁が優先的 な顧 客 とみなされている。こう した技術 は製 品 と

して十分 な商業市場 を確立 し難 いので、SGI、IBM、Sun、DECな ど国内企

業 の国際競争力 を強め る目的か ら、政府の資金提供 は 「補助金」的 な意味合

い を含 んで いる。

・ また、プロジェク トの 目的はスーパ ー ・コンピュー タ技術 を用 いるこ とにあ り、

コン ピュー タ自体 にはない。 したが ってコンピュー タ開発 の経緯で生 まれたIP

はい くらか偶発 的な ものである。

・DOE自 体の政策の影響:

・DOEはIPを 保 有する傾 向が強 く、また輸出規制 によってこの戦略 的IPの 商

用販売 を制限す る。(DOEの 「所有」観 念 と基礎研 究への関 わ り)

・ 以上 の結果 、ASCIのIP政 策 はケース ・バ イ ・ケース的 な対応が見 られ る。

b.CIC(Computing,Information,andCommunications)

・CICは 、NationalInformationInfrastructure(NII)に 関 す る行 政 イニ シ ャ テ

ィブ研 究 開発 か ら派 生 した もの で あ る。

・CICの 場 合 は ア ンブ レラ ・プ ロ ジェ ク トと して複 数 の省 庁 が 資 金 提 供 に関 わ っ

て お り、IP政 策 はそ れ ぞ れ の省 庁 の方 針 に よ って 定 め られ る 。

c.CIC-NGI

・CICの う ち特 にNGIプ ロ ジ ェ ク トは 、DOD、NSF、NASA、DOEが 資 金 提 供 して い

るが 、 これ もCICと 同様 、 ス ポ ンサ ー省 庁 に よ っ てIP政 策 は 大 き く異 な る。
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・NGIプ ロジェク トか ら生 まれ るIPの 大部分 は、DARPAの 典型的な政策 にしたが

って民 間企業 に移転 され る と考 え られ る。

・ 当初NGIの 政策提案 は議会で 「企業福 祉」との非難 を浴びたが、その後IPの 取

り扱い は注意深 くモニ ター されている。

d.ヨ ー ロ ッパ の 場 合:ESPRIT

・ESPRITプ ロ ジ ェ ク トで は 通 常 、IP所 有 と 重 要 な 用 語(ForegroundIP ,

BackgroundIP,利 用 、 ア クセ ス権 、 フ ル ・パ ー トナー 、 ア ソ シエ ー ト ・パ ー ト

ナー 、 ラ イセ ン シー 、重 要 機 密 な ど)に つ い て規 定 した契 約 が交 わ され る。

・EUは 政 府 がIPを 所 有 しな く と も、 コ ン トラ ク ター 以外 に も複 数 の組 織 に ア ク

セ ス権 を譲 与 す る こ と を強 調 して い る 。

・ だが 、原 則 が 守 られ る限 りにお い て 、EU政 府 はIPの 取 り扱 い が 関係 組 織 間で

自由 に交 渉 され 取 り決 め られ るの を認 め て い る。

(3)政 府調達

・ 経費削減の ため、政府調 達 プロジェク トで は、政府 自身の使用 に付す ため にすで に

市場 にあ る製品 を購入す る傾向が強 まってお り、その場合 はIPは 民 間企業が保有 し、

新 しいIPも プロジェク ト契約 か らは生 まれない。

・ 政府独 自の分類 に より、すべ ての調達 プロジェク トは契約上 は 「所有」 とみ なされ

る(R&Dの 場合 は、所有 、支援、開発協 力 に分け られる)。 調達 プロジェク トの契約

はすべ て、FARと その省庁の定め たFARに よって規定 され、IPが 生 じる場合 はその

取 り扱い は調達 を行 う省庁の性 質 と政策 に左右 される。

(4)政 府助 成 ・

・ 助成制度で は、 プロジェク トの 目的は支援 を受 け る側 が定 める。

・ 「助成制度」 プロジェ ク トとして用い られ た政府 の資金 は、IPの 民 間譲与 に寛大で

ある。(「所 有」 プロジェ ク トとは大 き く異 なる。政府所有はすべ ての調達 プロジ ェ

ク トと一部 の研究 開発 プロジェ ク トに見 られ、その政策 は各省庁 の方針 に従 うもの

であ る。 アメリカ政府 に貢献 する製品やサー ビス を取得す ることがその基本的 な目

的で ある。)

・ 支援金 はOMBCircularA-110が 包括的 に規定す る中で各省庁が ガイ ドライ ンを設定

する もので、 ビジネス組織以外 の非営利 団体 や大学が受 ける。

・協力 に関す る合意で は、TechTransferActとCRADAが 定め るところ によって規 定

される。

条件 は フレキシブルで、参加す る企業の ガ イ ドラインに合致 する よう調 整 され るこ
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ともある。

つ ま り政府省庁が研 究 を支援す るのは、連邦 の法律 の権限 に よって民 間へ のサポー

トや活性化 をはか る とい う目的で行われる。

・ また ここには明解 な政府がIPを 所有す るプロジェク トか、あ るい は明解 に助 成制度

プロジェ ク トかに分類 され得 ない グ レーエ リアがあ り、政府 に益 さな くともIPが 政

府所有 とな った り、 また反対 に助 成制度 として扱 われた りす るプロジェク トも存 在

す る。

a.SBIR(SmallBusinessInnovationResearch)

・SBIRプ ロ グ ラ ムの 目的 は、 スモ ー ル ・ビ ジネ ス の活 性 化 に よっ て革 新 的 な技 術

の 開発 、商 用 化 をはか る こ とで あ る。こ れ は明 らか に支 援 プ ロ ジェ ク トで あ り、

政 府 は支 援 の 受 領 者 の 選 定 に関 わ りはす るが、IPは 民 間 企 業 に譲 渡 され る。

・1982年 のSmallBusinessInnovationDevelopmentActに よっ て生 まれ 、

1992年 のSmallBusinessResearchandDevelopmentEnhancementActに よ っ

て2000年 まで 継続 す る こ とが決 定 され た 。

・1億 ドル以 上 のextramuralR&D予 算 を持 つ省 庁 はSBIRプ ロ グ ラム を設 置 す る

こ と を義 務 づ け られ 、そ の 予 算 の規 定 の 割合(1983年 に は0.2%だ った が 、徐 々

に拡 大 して1997年 度 は2.5%)を そ れ に あ てる よ うに定 め られ た。

・ 支 援 金 に は付 帯 条件 は な く、 支援 金 は革 新 的 な コ ンセ プ トの実 現 可 能性 を探 る

企 業 へ の支 援(7万5000ド ル)と 、そ の 中 か ら実 際 に商 用 化 まで遂 行 で きる企

業 へ の支 援(75万 ドル)の2段 階 に分 類 され る。 付 帯 条 件 が ない こ と に よっ て、

他 の プ ロ ジ ェ ク トに比 較 と して官 僚 的 な 手続 きが 少 な か っ た こ とが 長 点 と して

挙 げ られ るが 、一 方 でSBIRプ ロ ジ ェ ク トの成 果 の レベ ル はあ ま り高 い もの とは

な っ てい ない 。

b.ATP(AdvancedTec㎞ologyProgram)

・ATPは 、ハ イ リスク、ハ イポテ ンシャルな技術 の研 究 開発 を支援す る こ とで産

業 を活性化 す るとい う目的 に基づ いて1990年 に設立 され、1999年 度 には2億

6000万 ドルで運営 される。すで に商用 的 な成功 を収めた プロジェク トも数件 あ

る。

・ 運営 はDOCに 属す るNISTが 行 う。

・ATPプ ロジェク トは 「協 力 に関する合意」 として成 り立 ってお り、IPは 基本的

に民 間企業 に移転 され る。 プログラムの性質上、支援 金の受 領者 は技術 の特 許

申請がで きる営利組織 を含 まねばならない(非 営利組織の場 合 は、合 意 に基づ

いてその企業 か ら支払 い を受 けることがで きる)。企業 が単独 で支援 金 を受 ける

場合が多 いが 、これ は商用 化 を簡単 にす ることやIPの 契約 を簡略化 す る ことに
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もつながる。ATPプ ロジェ ク トか ら生 じた特 許は、米 国企業 に帰属 しな くては

ならない。 また重要 なの は、IPは 支援 を受 ける民間企業 に授与 され るが、企業

が商用化 に失敗 した場合、政府 はIPを 差 し押 さえる条項 を設 けることが で きる

点で ある。
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1.3わ が国が支援 す る研 究開発 プロジ ェク トの知的財産権 の扱 い

1.3.1問 題 の所在

国の プロジェク トの成果 としてのソフ トウェアには、知 的財産権 に関す る法律、国

有財産法 などがか らみ、権利の帰属や行使の条件 に関 してやや複雑 な状況が生 まれる。

これに対 して常 に正 しい解 を見 つけることは難 しいが、基本 的立場 は明 らか に、「成果

としての ソフ トウェアをい ち早 く普及 させ ることに よって産業的効果 を生 み、社会 に広

くその利益 を還元 させ るための仕組 みをいか に して実現す るか」 とい うことであ る。

議論 のポ イン トと して は、著作権 ・特許権 に よる権利保護 の是非 、IPRの 帰属先 、

オープンソース方式 によって顕在化 して きた問題 な どが挙 げ られる。

以下の各節で は、ソフ トウェアのIPR保 護 の歴史的側 面、過去の国の プロジェク ト

におけ るIPRの 扱 い、有識者へ の ヒア リング調査 な どについ て検討す る。

1.3.2日 米 を中心 と した ソ フ トウ ェアのlPR保 護 の歴 史

(1)1BMの ア ンバ ン ドリング政 策

●1970年 頃IBMが ア ンバ ン ドリング政策 開始。
・工業製品 と して ソフ トウェア ソフ トウェア保護の気運が高 まる。
・外国で も有効(ベ ルヌ条約:当 時既 に多数 の国が加盟)な 著作権 による保護 へ

。

●その後 の米 国の動 き
・1980年 米 国の著作権法改正。(プ ログラム、デー タベ ースに も適用へ)
・プロパ テ ン ト政策推進 。
・1985年 のヤ ング レポー ト。工業所有権 の保護強化 を提 唱。

ソフ トウェア産業 を戦略 的輸 出産業 とす るための施策 の一環。
・1988年 通 商法改正。知 的財産権保護強化。
・1990年 日米知 的財産権協議。 リバースエ ンジニ ア リングに係 る規制等 を協議。

(2)日 本 にお ける ソフ トウェア保護開始

・1980年 日米科学技術協定。 科学技術 の基礎的分野での交流 ・協 力促 進 を宣言。

交流活発化 の予想か ら、米 国におい てソフ トウェア保護へ の関心 高 まる。
・1982年IBM産 業 スパ イ事件

。

社 会に ソフ トウェアを著作物 として認識す るに至 らせ た象徴 的な事件。
・1983年 頃 日本 で もプ ログ ラム権法 を検討。(工 業所 有権 に よる保 護 を念 頭 に検

討)

米 国 の影響 もあ り著作 権 に よ りソフ トウェア を保護 す る ことに落 ち着 い

た。
・1986年 著作権法改定。
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、(3)ソフ トウ ェアの社会 的地位の 向上 ど国際機関 による調整(1990年 代)

・ ソ フ トウェ ア保 護 に関連 す る国際 的 な標準 化 作 業 の 実 施 組 織

・WIPO(WorldIntellectualPropertyOrganization:世 界 知 的所 有 権 機 構)

・WTO(WorldTreatyOrganizat .ion)

・1996年 制 定 の 条 約 で初 め て プ ロ グ ラム の著 作 権 に よ る保護 を明 文 化 。

・ 米 国 の特 許制 度 は各 国 との 隔 た'りが 大 きい た めWTOに お い て調 整 を継 続 中 。

米 制 度例':先 発 明 主 義 、公 開 制 度 欠 如 、再 審 査 制 度 、 優 先 権 の 効 果 の制 限 等 。

(4)日 本にお けるソフ トウェア権利保護 の現状

ソフ トウェア権利保護 は従来 よ り著作権法 による保護 が中心 であ ったが 、1997年4

月1日 か ら施行 された新 しい特許審査基準 によ り、特許法 に よる保護 も現実の もの と

なった。

1.3.3過 去の 国の プロジェク トにお けるIPRの 扱 い

通産省所管の ソフ ト関連 プロジェ ク トのIPRの 扱 いの特徴 を以下 に示す。

国が専有し、通常の国寮

財産 と伺 じ扱い

国が専有するが、開
発巻に無償で実施権
を¶寸与

開i霜者と共有するが、
共有対価もしくは実施

の対価が必要

開発者と共有し、
かつ対価も梧

、

大型プロジェク ト Rwc(国 組 合) Rwc(組 合内部)

国が専有する
科技庁

P99、9,

陸が専有するが'
.氏名の表藤ま認 IDA(独 創)
'め る

鏑 するが、…賭 の
皿(H10補 正)

対価が必婆

1'共有 起
、かウ対麺も

獺

NEDO

刀医(H7補 正)

円顔(H8補 正)

1.3.4ナ ショナルプ ロジェク トの成果 と しての ソフ トウ ェアのIPRを め ぐる議論

成果 を産業界 に一層幅広 く普及 させてい くと言 う問題意識 で、IPRに 関連す るい くつ

かの話題 について、 プロジェ ク トへ の関係者13名 に対 して ヒア リングを行 った。
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(1)ヒ ア リング結果の整理

各回答者の見解 は、大 まかに以下 の6つ の立場 に整理で きる。

① 成果の普及に際 して現状のIPR制 度に大きな問題は無い、あるいは少な くとも現時点で

現状肯定派 制度に関して困惑 している事態には遭遇 していないとする見方。例えば事務手続 きの煩

雑さなどの点でIPR制 度が完壁では無いにせよ、その問題を具体的に強 く指摘できる程

に事業化の例が まだ多 くは無いと言う認識を持っている。この主張はプロジェクト実施

側の回答者に多い。

② 国 の プ ロジ ェ ク トの 成 果 は基 本 的 には100%公 開す べ きで あ り、 そ うす る こ と に よ って

成果 成 果 の 普 及 を最 も促 進 す る こ とが で きる との主張 で あ る。こ の背 後 に は 、ソ フ トウ ェア

全面公開派 の普及のためにはフリーソフト的発想が重要であること、またそもそも国は基礎研究的

な分野にのみ力を注 ぐべきであることなどの認識が見 られる。

しかし、実体として情報分野の基礎的部分が米国に圧倒 されている状況がある。日本が

実施すべき基礎研究の分野として成算が見えるのは何か。この選択を誤ると、見返りの

期待できない投資を続けることになりかねない。

③ 国のプロジェクトに関連 して特に大きなIPRの 問題は既に受託者が事前に所有 して

国 ・企業 い る ノ ウハ ウや ソ フ トウ ェア と国 の成 果 の切 り分 けの 問 題 で あ る と考 え て い る。問 題 の

独立路線
一端に国のプロジェク トが企業の製品開発に近すぎる分野を設定 していることがあ り

、

推進派
国は企業活動から離れたところにその研究開発分野を設定すべきと主張 している。

インフラ整備や新技術に関する社会的実験、ニーズ顕在化のための社会的プロジェク ト

などが研究分野の具体例の一つである。

④ 国の費用を使う研究開発とは言え、実際にアイディアを出して研究開発を行 うのは

企業 受託側企業である。したがって、彼らにその権利が行かないのは極めて不自然であり、

優先使用派 最低限権利は共有することにならないとプロジェク トに参画できないと主張 している。
この主張の背後には、研究開発そのものは受託側のコン トロールの下で実施される

べきであること、各種事務手続きは研究開発の進行を第一に考えて簡素化 されるべ きこ

と な どの 主 張 もあ り、 そ の意 味 で は 残 され た課 題 は 大 きい 。

⑤ 国のプロジェクトの成果は企業の活動とは直接結びつかないとの見解である。この

成果普及 意 見 に従 う とIPRは 大 きな意 味 を持 た ない こと に な る。

懐疑派 こ の主 張 の 論 拠 には い くつ か のパ ター ンが あ る。

①成果を普及させて行 こうにもその市場が見えないと言うもの。

ソ フ トウ ェ ア成 果 を生 か して 事 業 化 す る際 に最 も自然 な形 は パ ッケ ー ジ ソ フ トの形

で 製 品 化 す る こ とで あ る 。 しか し なが ら、 日本 の パ ッケ ー ジ ソ フ トウ ェア の 市 場 は

欧米のそれに比較すると相対的に低調 ・未発達であり事業意欲 を持てないと考えて

い る 。

②そ もそも国のプロジェクトでは自社内で抱えているテーマの うち事業化と言う観点

では可能性が相当低いものを対象にしており、 したがって当初から事業化の意欲を

持 っ て い ない と言 う考 え。

事業化の可能性が見えているテーマは自社内の予算で自らの全面的なコントロール

の基で研究開発を実施 している。

③基礎的な研究開発ではテーマの将来性を判断することが難 しく、 したがって、事業

性を考えても成功 しないことが多いと言うもの。

過去に国のプロジェクトとして行った研究が結果 として産業的には方向違いだった

ことなどを挙げて、基礎研究の成果を事業化することの難 しさも指摘 されている。

⑥ IPRは 成果普及のために一つの要素ではあるものの、現時点での最重要課題では無いと

脱IPR派 考 えて い る。 ベ ンチ ャー に とっ て最 大 の 問題 は顧 客 を確 保 す る こ とで あ る と した 上 で 、

自らが開発 した技術に関する需要家とのマ ッチングの場を設けることが本質的な課題
であ り、そういう意味での支援の必要性 を訴えている。販売機会の増大、チャネルの確

保の問題が喫緊の課題であり、それに比較するとIPRの 問題は二の次、言い換えるとま

だ問題がそこまで達 していないと言う見解である。

各立場 は必 ず しも対立せず 、む しろ相互 に共通す る見方 もあ る。逆 にこ うした錯綜 した

状況がIPR問 題 の込 み入 った事情 を反映 している と考 えるべ きであろ う。
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1.3.5ナ ショナルプロジ ェク トの ソフ トウェアIPRの あり方

(1)ソ フ トウ ェアの種 類 と1PR

IPR政 策 は、成果 普及、産業活性化 の観 点で検討 され るべ きであ り、 したが ってプ

ロジェク トの種類、 目的、普及へ の ビジネスモ デルや 開発者の意識 な どに応 じてIPR

政策の具体的 な運用方針 も弾 力的 に対応 で きる ようになっている必 要が ある。 国のプ

ロジェク トをい くつかのパ ター ンに分類 し、委託側 は もとよ り受託側 もプロジ ェク ト

の 目的 とそれ に対応 するIPR政 策の意義 を明確 に意識 して、研究 開発 を進め ることが

必要で ある。 以下は分類 の一案で ある。

① 成果は公共財として位置づけ、IPRも 公開を原則とする。成果の波及範囲は広 く、

基盤 ソフ トウ ェア 国際 的デ フ ァ ク トス タ ンダ ー ドな どへ の 展 開 も考 え られ る。 囲 い 込 み 的 なIPR保

型モデル 護政策では無 く、早い時期 に公表するなどして同調者を増やすことが重要。

② 企業などでの事業に密接に関連する領域の研究開発。過去の既存の実績を元に研

応用 ソフ トウェア 究開発 されるスタイル。研究開発プログラムとして実施 して成果を共有するかあ

型モデル1 るいは補助金的な枠で成果は100%受 託側に帰属するような仕組みも有 り得る。成

果のビジネスモデルも視野に入れて事業化が最も容易になるような方向での取 り

決めを行 う。ただし、うまくビジネス化で きない場合は国が第三者にIPRを 譲渡

できる権利を留保 してお くことが望ましい。

③ 前者と似ているが、過去の積み重ねと言うよりはむしろ閃き的なアイディアで事

応用ソ フ トウェア 業化を狙うような性格のプロジェク ト。IPRは 基本的に受託側に帰属 させること

型モデル2 が望ましい。また、採択 までの手続 きにも従来型の公募、審査、ヒアリングなど

の一連の流れとは別に迅速にまた時期を問わず対応できるような仕組みが必要で

あ る 。

④ プ ロ グ ラム で は な く コ ンテ ン ツ 開発 を主 な 目 的 とす る よ う な プ ロ ジ ェ ク トを想 定

コンテ ンツ型 モデ する。コンテンツが関与すると多 くの場合、権利関係が非常に複雑になることが

ル 予想 される。業界融合的な特長や新事業領域開拓などの効果を期待できるだけに

権利関係の扱いには留意すべ き点が多いと考えられる。波及効果が大きいであろ

うことか ら、基本的には開発者と国がIPRを 共有 し、比較的短い一定の時間を経

た後は公開して普及させるなどの方策も考えられる。

⑤ 新しい技術のフィージビリティや各方面への影響の有無などを実際にシステムを

実証実験型モデル 稼動 させることによって検証することを目的とする。公共性や波及効果が大 きい
ことから基本的には成果は公開することが望ましいと考えられる。

実際の プロジェク ト遂行の局面 で は事情 は相 当複雑 にな るこ とが予想 され る。前述 し

た ように、これ らに対 して前 もって規則 を用 意 してお くよ りは、その都度 、誰が成果 を

享受すべ きか、そのための最善の道 は何 か、といった原則 を委託側 、受託側 共に明確 に

意識 して適切 な取 り決めがで きるようになってい るこ とが望 ま しい。それ を決定す るた

めには、特 に委託側 に十分 な体制が必 要で ある ことは言 うまで も無 い。

(2)lPRの 周辺の問題に関する議論

成果 普及のため にはIPRだ けで は捉 え切 れ ない多 くの問題点が複雑 に絡み合 ってい

る。最後 にそれ らの論点 を整理す る。一定の結論 には至 らないが、プロジェ ク トを推進

する上で、そ うした点へ の対応 、配慮が必 要 と考 える。
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a.起 業家マイ ン ド

・ソフ トハ ウスな どの起 業家マ イン ド

国の プロジェ ク トの成果 を事 業化す る とい う意味で強 い起業 家意欲 を持 ってい る

とい う印象が無い。日本 におけ るソフ トウェアハ ウスの役割や ソフ トウェア市場の特

性(受 注生産、請負 な どの比較的受動 的な仕事が多 く、ソフ トハ ウスが主導権 を握 る

ことので きるパ ッケージソフ ト市場 などが未発達である ことな ど)な どの経緯があ り、

起業意欲 を持て ない、あ るいは持 って も商業的 に報 われ る機会が得 られない構造が続

いているため と考 え られる。しか し長引 く不況 によって最近 は起業 家意識 に目覚め改

善 されて きてい る印象が ある。

・大企業の状 況

景気の波 によって国の プロジェク トに対す る基本的対応 を変 える傾 向が顕著。国の

資金 を自社資金の不 足分 を補 う意味合 いで都 合良 く考 え、好況時 には国の資金で具体

的 な成果 を期待せず に先行 的研究 を行 い、不況で 自社資 金繰 りが苦 しくなると、国の

資金 をよ り事業 に密 着 したテーマ に振 り向ける。これは首尾 一貫性の欠如 と してでは

な く企業経営上 の合理 的な判 断 とおそ らく考 え るべ きであ ろ う。いずれにせ よ、これ

を事 実 と して認 める と、プロジ ェク トご とにその前提 を明確 に して、それ に見合 った

IPR対 策 を打 ち出す必 要が あ る。

また、国の資金 に よる基礎研究成果の事業化成功 には、技術 その もの に加 えて、技

術 開発 の方向性や市場 の熟成 な どの周辺環境 の問題 もあ り、ことはそ う容易 で は無 い。

ヒアリング回答者か ら聞いた、過去 に参 画 した大 プロの成果 で事 業化 に成功 した もの

は一つ も無 い、 との嘆息 を交 えた述懐 もそ うした事情 を反映 してい る。

・多様 化す る個人 の動機 ～著作 者人格権 を重視す る新 たな個 人パ ワー～

台頭 が著 しい オー プンソース方 式 を支 える技術者の マ イン ドに も注 目の必 要が あ

る。彼 らの動機 は、自分 の ソフ トウェアが人の役 に立つ こ との充 実感 、一定 の技術者

仲 間中での名声 、技術 的な関心 な どであ り、金銭 的欲 望で行動 してい る訳 ではない。

一方で
、国の プロジェク トで良質の特 許が 出ない原 因の一つ に、国 との共 同特許で

は企業内の研究者技術者が イ ンセ ンテ ィブを持 てない との状況 があ った。自社 内の仕

事 の関連で特許 出願 した方が、報奨制度 な どで 自らの金 銭的利益 に結 びつ きやす い と

言 う理由である。

こう した表面的 には相矛盾 して見 える個 人の価値観 の多様化 は、これ まで は企業内

に埋 没 していた個 人の意志 や嗜好が相対 的に よ り顕在 化 した力 にな るで あろ うこ と

を推測 させ る。
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b.国 の プロジェク トの範囲

意見 は必ず しも一致 せず 回答者 の立場 や考 え方 を反映 した もの となっている。(順 不

同。)

① 基礎研究というとやや誤解の可能性もあるが、狭 く限定せずインフラ整備なども含めた

基礎研究 公共の用途を対象にすべ きとの意見(成 果の、IPRもすべて公開すべきとの論旨につなが

る)。研究開発の一環 として国が景気対策に手を染めるべきでは無いと主張。応用 ソフト

などは補助金やベンチャー支援予算の範疇で考え、研究開発とは別の次元の話であると

言うのが基本的見解である。さらに進めて、ポス ト情報時代 ・環境時代 に備えて、エネ

ルギ ー 、 食糧 、 生命 科 学 、-社会 環境 な どの 研 究 開 発 が 必 要 との 主 張 もあ る。

② 従来のような積み重ね型研究開発で成果 を出す ものだけでなく、ワンアイディアで製品

ワンア イデ に な る よ う な研 究 開 発 テ ーマ も増 えて きた 。 こ う した テ ーマ は 多 くの 場 合 、 ベ ンチ ャ ー

イァ型の研

究開発

企業が有 していることが多いが、これを国の予算で支援することを考えると、現在の各

種の制度はやや硬直的に過 ぎるきらいがある。従来とは異なる枠組みのプロジェク トを

考える必要がある。

③ 新技術が予想外の問題 ・困難を生むことは技術発展の歴史の常識である。特にネーッ'トワ

社会実験型

プロジェク

ト

一ク社会では技術は瞬 く間に全世界に広が りご 否応なく多くの人々がその技術に関与せ

ざるを得なくなることを考えると、技術のアセスメントの重要性が増す。こうした分野

を国が行 うべ きとの主張であるが、情報分野では技術の有用性 を事前に評価することが

困難で実際にある程度の規模で使用 してみないと客観的な判断を下せないことが多いこ

と を考 え る と、 こ の主 張 に は 一層 の説 得 力 が 加 わ る。

④ これまでの国のプロジェク トはシーズ主導の傾向が強 く、それが成果が大きな産業につ

社会 的 二 一 ながらなかった一因と考える。まずは市場ニーズが重要で技術はそれにしたがって育成

ズ され る とす る 見 解 。 この 前 提 に立 つ と、 国 の 役 割 は ニ ー ズ顕 在 化 の た め の プ ロ ジ ェ ク ト

を起 こ して技 術 シー ズ を 高 め るこ とに あ る と さ れ る。

⑤ オ ー プ ン ソ ー ス方 式 に よ る ソ フ ト開発 を、 望 ま しい こ と、 国 も積 極 的 に関 与 す べ き こ と

オー プ ン ソ と捉える意見も比較的多い。さらにNPO的 活動をもっと広範囲に支援すべ きとの意見 も

一 ス あ る。 た だ し、 メ ー カの 回答 者 の指 摘 と して 、 オ ー プ ンソ ー スへ の関 与 に対 す る懐 疑 的

な見 解 も見 られ る。す なわ ち、「そ れが 第 三 者 の 権 利 を侵 害 して い ない こ との証 明」、「動

作の保証」が実質的には不可能と言 う特性(限 界 と言 うべ きか)を 持ってお り、このた

め メ ー カ あ る い はベ ンダ ー と して は オ ー プ ンソ ー スへ の 積極 的 な 対応 を躊 躇 せ ざる を得

ない現状がある。国がこの活動を支援する場合でも同様で国の資金的支援を基に作 られ

使われているソフトウェアが第三者の権利を侵害 していた場合への対処を考えると、現

実的には関与は容易でない筈 と指摘 している。
一 方 で

、 ベ ンチ ャー 企 業 か らは、 今 後 は単 な る ソ フ トウ ェ ア製 品 の販 売 で は な くソ フ ト

ウェアを媒介としてサービスを売る時代の到来が確実であり、国 もそれへの対応をすべ

き との 主 張 もあ る。 これ は オ ー プ ン ソー ス を基 に した ビ ジネ ス モ デ ル とか な り近 い 関係

を前提 に して い る よ う に も考 え られ る 。

c.社 会的文化 的な背景

ヒア リングでは、問題 の所在 を社 会的 ・文化 的背景 に押 し込 めて具体 的対策案の検討

が棚上げ され て しまうことを避け るため に、なるべ く具体 的 に論ず る よう意識 した。に

も関わ らず、下記のい くつかの問題が指摘 されている。

・人の移動

ソフ トウェアの事業化 は単 にIPRの 問題 に帰 着で きず、 ノウハ ウを所 有す る人

の移動 によって実現 され ること も多い。

例(MOSAICの ケース):IPRを 元 に事業化 を試み たSpyGlassは 失敗 し、

オ リジナル を開発 したマ ー ク ・ア ン ドリ「セ ンが ベ ンチ ャー企業 に移籍 して

=-88-・ 一



第2編 米国の情報技術に関する研究開発制度と技術動向

新 たにコー ドを書 き直す こ とでNETSCAPEと して普及 した。

日本 は、人の移動 が米国 に比較 して非常 に少な く、少数 存在す る人の移動 も米 国

と逆 の方 向に向いてい る。米国で は大学人が企業 に移 籍す るの に対 し、 日本 では

企業 の研究者 ・技術 者が学位 を取得 し大学 に移動す る現 象が常 識的で ある。 この

差 は社 会的 ・文 化的背景の違い によるもの と考 える しか無いが、成果の普及 を促

進す る ダイナ ミズム を減ず ることは確 かであろう。

・優 秀 な人材 が大企 業指 向

日本 の学生 は官公庁 、大企業 、大学 な どへの就職 をステー タス シンボ ル と考 え

る傾 向が あるが、一方、米国の大学生 の成績優秀者 はベ ンチ ャーを指向す る と言

われ、好対照 であ る。 日本のベ ンチ ャー企業 は、創業者 はそれ な りの夢 と熱意 と

覚悟 の元 に事業 を起 こすが、組織 を拡大 しようとした とき良い人材の確保 は至難

の技 となる。

以上、各回答者 の立場 や見解の相違 に基づ いて出 された多様 な意見 を整理 した。意見

のい くつか は、現在の 「IPRと それ に関連す る国の政策」の深刻 な問題点 を示唆 してい

る。今 後の議論 のポ イン トを提供す る主 旨で、い くつか につい て短 く試案 を掲 げる。

(国 が今後 のIPR政 策の立案 ・実施で特 に考慮 すべ きと考え られる点)

・ 産業応用 の シナ リオの無 い基礎研究指向か ら離 れること:(回 答者 中で も意見が分か

れ た部分)

国全体 として基礎研 究 は重要 だが、通産省が産業応用 に結 びつ くシナ リオの ない研究

にお いて主導的役割 を演 じるべ きかは疑 問。基礎研究 として スター トしたプロジェク

トが、途 中か ら具体 的成果 、産業上 のイ ンパ ク トを強 く求め られ、中途半端 な妥協 に

よ り一貫性 を欠い たプロジェク トとなる傾向が感 じられる。や は り名実 ともに産業応

用 の可能性 を第一 に考 えた設定 とすべ きであ る。

・IPRは 旬 の間は非公 開:産 業応用 に結びつ くテーマの場 合、開発 において利用 した

既存資産の適切 な評価 は難 しい。受託側 は国 を通 じて 自らの成果が第三者 に流出す る

こ とを危惧 す る。解決策 と しては、例 えば 「1年 間は国 は成果 を公 開せず、 また第三

者への実施権付与 もしない」ことを保証す るのは どうで あろか。もちろん、成果が100%

受託側 に帰属す る補 助金制度 をソフ トウェア分野の実体 に合 うように改 善 して適用

す る方法 もある。

・ 大 メーカ:今 回の ヒアリングで強 く印象づ けられたのは
、国 と大 メー カの間の信 頼

感 の欠如 である。 それ は 「ほとん ど無意味 な内容 の特許 を形 だけ国 に出す」 とか 「国

が過度 に高額 なロイヤ リテ ィや メーカ独 自の成果の納 入 を も要求す るこ と」な どの見

解 に象徴 される。現状の ままで は良い制度があ って もその精神 が生 か され ない程 と危

惧 される。 まず は信頼 関係 の修復 と確 立のための諸策 を講ず ることが急務で ある。

・ ソフ トハ ウス、ベ ンチ ャー:IPRの 価値 を客観的に評価す る仕組 みの確 立が求め ら
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れる。 これに よってIPRの 資産 的意義 を明確 に し、ソフ トハ ウスの資金調達 を容易 に

した り、税制上 の優遇措置 を講 ず るな どの、実効 ある制度 を確立す ることが必要であ

る。

・ 大学:産 学連携 の形式 として企 業 と大学問の委託契約 を一層一般化 したい。現実 に

は大学の要請で資金利用上制約 の少 ない寄付金で大学の力 を引 き出す ことが多い。し

か し、寄付 では一定規模 を越 える開発 は不可能で、そ もそ も業務上 の契約関係が無 い

ため成果のIPRも 議論で きず 、普 及 ・事 業化 の精神 とも乖離があ る。 まず は一定の契

約の下 に研究 開発 を受け、効率 の よい資金運用がで きる環境 の重 要性 を大学が強 く認

識す る必要が あろ う。

以上 は、問題点の一部 であ り、それ ほど難 しい課題 とは見 えない もの もあるが、現場で

は、深刻な問題 となってい る。

上の点 も含 め、最終 的に重要 なの は将来 を見据 えた研究 開発領域 に関す るポー トフ ォ

リオ分析の必 要性 の認識であ ろう。基礎研究 と言 い、応用 領域の研究 と言 い、ともす れ

ば委託側 ・受託側 共 にその時々の景気動向 に左右 されて近視 眼的に判 断 し勝 ちである。

研 究開発の成果が社会や産業 に影響 を及ぼす にはある程度 の時 間を要す る。また、研究

開発 を推進す る人々の意識 の変革 にはさらに長い時定数が必 要である。これ らを考 える

と、将来の 国の姿 を見据 えたバ ラ ンスの取れた、研 究開発 目標 に関する恒常 的な検討 と

見直 しを行いつつ、それ と一体化 した時代 に合 ったIPR政 策の推進 が強 く求 められ る。
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第2章 米国の研究開発におけるプログラムマネージャの役割

ここ数年 、日本 の研 究開発支援の あ り方 を見 直す必 要性 が叫ばれる につれ、政府 によ

る研 究開発支援策 ではすでに50年 の歴史 をもつ米国の研究 開発機 関へ の関心が強 まっ

てい る。なかで も、研 究開発支援 プログラムにおける 「プ ログラムマ ネー ジャ」の役割

の重要性 については、急速 に認識が高 まっている感がある。

しか し、一口に プログラムマ ネージ ャと言 って も、各研究 開発機 関 におけ るプロ ジェ

ク トの選定方式 に よ り、その役割 には違いがある。代表的な プロジェ ク ト選 定方式 とし

て は、以下 の2つ が ある。

1)ピ ア レビュー方式

2)プ ログラムマ ネー ジャ方式

情報技術 関連以外 の省庁で は他 の方式 も採用 されているが、情報技 術関連の研 究開発

を担 う主要4省 庁(DARPA、NSF、DOE、NASA)で は この2方 式 が採用 されている。

そこで、プログラムマネージャを取 り巻 く研究 開発 環境 につ いては主 に付 属資料 で述

べ るこ ととし、本章 では、ピア レビュー方式 を採用 する代表的機関で あるNSF(National

ScienceFoundation)と プ ロ グ ラ ム マ ネ ー ジ ャ方 式 を採 用 す るDARPA(Defense

AdvancedResearchProjectsAgency)に お けるプログラムマ ネージ ャの役割 を中心 に

言及す る。

なお、プログラムマネージ ャとい う職種 についての呼称 は、組織 によ り 「プログラム

マ ネージャ」 のほか、 「プログラムオ フィサ」、「プログラムデ ィ レク タ」 な どさまざま

であ る。NSFで は 「プログラムオ フィサ」 と呼 ぶ こともあ るが、本章 では便 宜上 、「プ

ログラムマ ネージャ」 で統 一す る。

2.1NSFの 研 究 開 発 支 援 とプ ロ グ ラム マ ネ ー ジャの役 割

2.1.1NSFに お ける研究開発支援(ピ ア レビュー方式)

NSFで は、研 究開発 支援 プログラムの選定方式 と して 「ピアレビュー」 方式 を採用

している。 この方式 はまず、外 部査読者(ピ アレビュア)に 提 案の評価 を委託する もの

で、基礎研究分野で の長期的支援 の場合 に採用 される代 表的 な方法で ある。ピアレビュ

ーは米国の研究開発 プログラム選 定の基本方針 とも言 えるもので
、政府 の研 究開発 支援

プログラムの採用 の30%を この方式が 占めている。特 に情 報技術 分野 にお いては、政

府 と産業界の研究 コ ミュニテ ィの結 びつ きが他の研究分野 よ り強い こ とか ら、その割合

はさらに高 くなってい る。
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NSFの 研究 開発支援 にお けるプログラムマ ネー ジャの役割 は、外部査読者の審査 結

果 を検討資料 として 「研 究内容 に関す ぢ」採否 を決定 し、上層部 の決定機 関に結果 を勧

告 として提 出す ることであ る。

2.1.2NSFの プログラムマネージ ャ像

NSFに は約400人 のプログラムマ ネージ ャがお り、各研究 プログラム ごとに1～2

人の プログラムマ ネー ジ ャが担 当 している。内訳 は常勤 職員(PermanentStafbが 約6

割、期 限付 きで大学 な どか ら来てい るRotatingStaffが4割 とい う構i成になってい る。

Rotatorの 場合 は1～3、4年 の任期 が通常 だが、延 長 して さらに長 くい る場合 もあ る。

前述の とお り、NSFの プログラムマネージ ャの任務 は、外部査 読者 によるプ ロジェク

トの審査 結果 をもとに研究内容 その もの を評価 す ることであ り、それ以外の観点か らの

評価 は別の部署が行 うこ とになってい る。予算 について も、各研究者 か ら提出 され た直

接経費の査定や管理 はプログラムマ ネージャが担当す るが、間接経費 について は契約部

門が担 当 してい る。

2.1.3ピ ア レビュー方式 の特徴

ピアレビュー方式の長所 と短所 を以下 に示す。

表1.ピ ア レビュー方式 の長所 と短所

長 所 ・外部査読者 、プログラム マネージャなどにより採否決定までの分業体制が確立

しており、多くの専門家による公平な審査が可能。

短 所 ・審査に膨 大な時間と費用を要する。

(NSFに は59,000人 以上の外部査読者がいる。提案査読 の報酬 は

1日150ド ル と決 して 多くないが 、1件 の 提 案 につき、3～10名 の

査読者が審査を行うため、提案数 は年間延べ17万 件にものぼり、

査読者 への報酬のコスト削減が改善すべき問題とされている。)

2.2DARPAの 研 究 開発 支 援 とプ ロ グラ ム マ ネ ー ジ ャの役 割

2.2.1DARPAに よる研 究開発支援(プ ログラムマネージャ方式)

DARPAは 米国国防省 のための研究 開発組織で 、軍事 的な役割の向上 と米国の技 術的

優位性 を保つ こ とを目的 としてい る。そのため、研究 の学術 的意義 よりは技術的 なイ ン

パ ク トを重視 し、アイデアをプロ トタイプシステ ムと して実現す る研究 を支援 している。

リスクは高いが 実現 すれ ば大 きな成果が期待で きる ような研究 を対象 とす る ことが多

く、ニーズ指向が強い。DARPAの プロジェ ク トにおいては、その立 ち上げか ら運営 に

至 るあ らゆる課程 において、プログラムマ ネージ ャに大 きな裁量権 が委ね られ、強 力 な
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リーダシ ップによって プロジェク トが運営 されているのが特徴 で ある。この よ うなプロ

ジェ ク トの運営方法 を 「プログラムマ ネージ ャ」方式 と呼ぶ。

2.2.2DARPAの プログラムマネー ジャ像

DARPAに は約240人 の職 員がいるが 、この うち、約140人 を技術系職員(Technical

Stafりが 占め る(1997年8月 現在)。 ただ し、この中 には7つ のTechnicalOfficesの

Director(TechnicalOfficeの 規模 によっては、DeputyDirectorやAssistantDirector

も置 かれている)な どの管理職 も含 まれているため、それ らの職員 を除いた120～130

人が プ ログラムマ ネージ ャで ある。

NSFと 比較す る とDARPAの プロ グラムマネージャの権限 は格段 に大 きく、 プロジ

ェク トの策定 、立案、審査 などをすべ て 自らの裁量で行 な う。提案 の公平 な審査 の ため、

提案1件 につ き、3～5名 の外部査読者 を付 け、事前審査 を共 同で行 な うものの、評価

基準 の設定 や最終 的な採否 はプログラムマネージ ャが決定す る。ただ し、自分の アイデ

アをプ ロジ ェク トとして立 ち上 げるため には、DARPA内 で2週 間に1度 の割合で開か

れるプログラムマ ネージ ャ ・ミーテ ィングで承認 を得 るこ とが前提 で ある。

プロ グラムマネージ ャは、同僚の プログラムマ ネー ジャ約20人 を前 に、実施 したい

プロジェ ク トのテーマや実施者、資金 な どについて発表 し、コメ ン トを求める。平均3

～4回 の ミーテ ィングを経 て、一つの プロジェク トが立 ち上 が る。この ような過程 を経

て、プロ グラムマネージ ャは年間 に1人 平均6～7件 のプロジ ェク トを立 ち上 げている。

ここで重 要なの は、プ ロジェク トの策定段 階が各プロジェク トの評価の場で ある と同

時 に、プログラムマ ネージャ自身の評価 の場 ともなってい るこ とである。自身の提案が

プロジェク トとして立 ち上が り、成功 を収めれば、プログラムマ ネージ ャも高い評価 を

受 けるが 、ミーテ ィングの段階で他の プログラムマ ネー ジャた ちの承認が得 られず、プ

ロジェク トが成立 しなか った り、自分の立 ち上 げたプロジェク トの成果が思 わ しくない

場合 には、結果 的に担当者であ るプログラムマネージャに厳 しい評価が下 るこ とになる。

成果 の出ないプロジェク トは途 中で打 ち切 りになるため、毎年 、研 究支援 プログラムの

20%程 度が入 れ替 え られている。

この ように、DARPAの プログラムマネージャはプロジェ ク トの策定、立案か ら遂行

に至 る全過程で非常 に大 きな裁量権 を もつが、同時 にその成果が 自身の評価 に直結す る

とい う厳 しい職務であ る。また、現在運営 しているプロジェ ク トの進捗管理 をす ると同

時 に、新 しいプロジェク ト策定の シーズ となる ような専 門分野の最新知識 を得 るため、

年間の半分近 くは大学や企 業へ の出張 に費 やす こ とになる。こう した激務 のため、任 期

は3～5年 とされてい るが、経験者 の弁 に よれば、実際 には2年 程度が限界 で ある とい

う。
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2.2.3プ ログラム マネージ ャ方式の特徴

プログラムマ ネー ジャ方式 の長所 と短所 を以下 に示す。

表2.プ ログラムマネージャ方式の長所と短所

・プログラムマネー ジャの権限 が大 きいため、計画変 更が迅速にで きるな ど、

機動力 がある。
・短期間 で成果 を求め ようとするため、達成 目標 が狭い分野 に限定 されが ち。

2.3プ ロ グラム マ ネ ー ジ ャに求 め られ る資 質

NSFとDARPAは 組織 としての目的や指向す る研究分野が違 うことか ら、各 々の プ

ログラムマ ネージ ャの役割 も違 った もの になってい るが、プログラムマネージ ャに求め

られる資質 には、い くつかの共通項が存在す る。 まず 、助教授 、教授 などの肩 書 きよ り

も、本 人に 「や りたい研 究の アイデアとその プロジェク トをマ ネージメン トす る能力」

が あることが最 も重視 され る。典 型的 なプロ グラムマネー ジャ像 を以下 に示す。

表3.NSFとDARPAの プログラム マネー ジ ャ像 の比較

常勤 または1～3,

場合)

外 部査 読者 の 審査 結果 を検 討材料 と し プロジェク トの策定、立案、審査 など

て、研究 内容 に関する採否 を決定す る をすべ て自 らの裁量 で行 う。

求 め ら れ1)技 術的資格(有 力な大学 でPh.Dを 取得 している。)が あるか、重要 な技術に

る資質 関 する学識の深 さが証明で きる こと。

2)Ph.D取 得後 、5年 以上の実務経験が あるこ と。

(学界、産 業界 、軍 での経験 は トー タル で考 慮す る。)

3)年 齢35歳 程 度。

年齢 と経験に よる成熟 と柔軟性 、革新的 な考 え方 を併せ持 つ こと。

4)以 下の要素 を含 む高 い管理能力 を持つ こ と
・リーダシ ップ

・人材の管理

・プロ ジェク トの管理

・公 の場 で話 す能 力

・財政 管理

・意思決定能力

5)プ ロジェク トの成功への熱 意 と動機 を持 ってい ること。

ラ

一
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ン
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1)研 究者 と しての 目標の実現

2)研 究者 が社会 に貢献 する一方法(特 にNSF)

3)そ の後 のキ ャリアパ ス として有利(特 にDARPA)

4)高 収入 は必 ず しもイ ンセンテ ィブになっていない。
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これ らの能力 を備 えた研究者 をプログラムマネージ ャと して採用 す る場合 、公募 も行

なってい るが、実 際 には現役の プ ログラムマネージャの人的ネ ッ トワークに負 うところ

が大 きい。例 えば、DARPAで は、現役の フ.ログラムマネージ ャが 自分 と同 じ研究分野

で活躍す る研究者 に会 った り、 その研 究者の論文 を読 む ことによ り、10人 程度 のプロ

グラムマネ一一ジ ャ候補者 をあげ、彼 らの履歴書 をDirectorに 送 る。Directorレ ベ ルで

は候補 者 を4～5人 に絞 り、面接で 「技術 的な知識だけでな く、管理 能力 のチェ ック」

も行 なう、とい う方法 で採用 を決定す ることが多 い。NSFに おい て も、Rotatorと して

プ ログラムマ ネージャに採用 され る人のほ とん どが、プロ グラムへ の応募者 であった り、

外部査読者 としてNSFの 研 究 開発 支援 に協力 していたな ど、以前 か ら何 らかの形 で関

わ りが あった とい う場 合が多い。

2.4プ ロ グ ラム マ ネ ー ジ ャに な るイ ン セ ンテ ィブ

NSFの 場合 もDARPAの 場合 もプログラムマネージャになる動機 としてあげ られ る

の は、「研 究者 としての 目標の実現」 である。 プログラムマ ネー ジャにな ることは現役

の研 究者か らの引退 を意味す るので はな く、む しろ、よ り広 い視 野で 自分の専 門分野 を

見直す機会 と考 え られ ている。実際、大学教授 として学生 を使 って研究 をす るよ りも、

プログ ラムマ ネー ジャと して全米 の優秀 な研 究者 を率 い て最 先端 の研究 を展 開す る方

が よ り大 きな ビジ ョンで研究がで きるとい う魅力がある。

また、アメ リカで はプログラムマ ネージャになることが 「研究者 が社会 に貢献 す る一

つ の方法」 として社会的 に認知 されてい ることも大 きな特徴 であ る。

これ らの背景 には、日本 とは明 らか に違 う理想の研究者像 があ る。アメ リカで は研 究

者 と しての能力 とともに、マネー ジメン ト能力 も重視 されてお り、優秀 な研 究者 はプロ

ジェ ク トを管理、運営 す るマ ネージャと しての能力 も兼 ね備 えてい ることが求め られ る。

したが って、プログラムマネー ジャの経験が あることは、研究管 理能力 も兼ね備 えた優

秀 な研 究者の証であ り、 「その後 のキ ャリアパス として有利 に働 く」 こと も大 きなイン

セ ンテ ィブの一つ となっている。

給与面で は、NSF、DARPAの どちらにおい て も、プロ グラムマ ネージャに就任す る

前 に所 属 していた組織 での給与が考慮 され るため、必ず しも 「高収入 がプログラムマネ

ージ ャになるインセ ンテ ィブにはなっていない」 ようであ る
。例 えば、NSFで は常勤

の プログラムマネージャの給与 は$62,475～$97,366(1996年11月 当時)と 決 め られ

ているが、Rotatorの 場合 には元 の組織 におけ る給与が適用 されてい る。
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2.5国 全体 としての研 究開発 支援策

NSFとDARPAに おけ るプログラムマネージャの役 割 を一言で表す と、NSFで は「コ

ーディネーシ ョン」であ るの に対 じ、IDARPAで は 「コン トロール」が 中心 とな ってい

る。

この ようなプログラムマネージ ャの役割 の違 いか らも明 白な ように、NSFと ・DARPA

で はプロジェク トの 目的に も、その指 向す るところに も大 きな違いが ある。NSFは 科

学技術全般 に係わる基礎研 究の支援、育成 を主 な目的 としてお り、商用化 に至 らない分

野での長期的研究 を支 えている。それ に対 し、国防省の傘下 にあるDARPAは 、よ りニ

ーズ指 向で実用的な成果 をめ ざす研究 を対象 としてい る。そ のため、必 然的にそれぞれ

が採用するプロジェク ト選定方式 にも違 いが生 じてい る。

しか し、国の研究 開発 支援 策全体 として見 た場合、両者が共存 する ことで、目的や性

格 の違 うさまざまな研 究 をバ ランス良 くカバー する ことが可能になってお り、これ によ

り、多 くの成果が期待で きる仕組み となっている ことが重 要である。
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第3章 米国の情報技術産業振興政策の事例研究

－ATP(AdvancedTechnologyProgram=先 端 技 術 プ ロ グ ラ ム)一

米 国 の 産 業 振 興 策 と して そ の 有 効 性 を 高 く評 価 さ れ て い る 先 端 技 術 プ ロ グ ラ ム

(AdvancedTechnologyProgram:ATP)に つ い て 、 助 成 の 考 え 方 、 知 的 財 産 権

(lntellectualPropertyRight:IPR)の 取 り扱 い な どに 焦点 を当 て 特 徴 的 な点 を以 下 に

ま とめ た。

3.1ATPの 概 要

◆ 沿 革

先 端 技 術 プ ロ グ ラ ム(ATP)は1988年 に 包 括 通 商 競 争 力 法(OmnibusTradeand

CompetitivenessActof1988)に よっ て創 設 され 、AmericanTechnologyPreeminence

Actof1991に 基 づ い て修 正 され た民 間産 業技 術 支援 プ ロ グ ラ ムで あ る。 現 ク リ ン トン

政 権 で の政 府 と産 業 界 のパ ー トナ ー シ ップ プ ロ グ ラムの 中で も高 い優 先 順 位 に あ る。

ATPは 、商 務 省 管 轄 のNationalInstituteofStandardsandTechnology(NIST)に

設 置 され、民 間主 導 のパ ー トナ ー シ ップ を通 して ハ イ リス ク な技 術 開発 を推 進 し、そ れ

に よ って米 国経 済 の 成 長 を刺 激 す る こ とが 狙 い で あ る。

◆特徴

その活動の特徴 をあげると以下の点にある。

(1)ATPは 特 にハ イ リス クな基礎技 術の開発 を助成の対象 としているが、 これは革新的

な製 品、サー ビス、あるいは産業 プロセ スの開発 を推進 し、そ れに よって米 国の企業お

よび産業の機会拡 大 と競 争力強化 を図 るためであ る。

ATPは 先端技術 の開発 を目的 と して民 間 と共 同でハ イ リスクな研 究開発事 業 に資金

(いわゆ るシー ドマ ネー)を 提供す るが、製品開発 には参加 しない。

別の言い方 をす ると、Arpの 助成は企業が取 り組む"科 学 的に実証可能な"テ クノロジ
ーか らプロ トタイプへ の移行 を支援する(移 行過程 に立ちはだかる"死 の谷"を乗 り越 えさせ

る)も ので、 この段階に到達以降は市場の原理に則 って民間企業が商用化 を推進する。

(2)ATPは あ くまで も民 間主導 のプログラムであ り、営利企業 が主体 となってプロジェ

ク トの企画 ・提案 ・実施 を進 め、民 間負担分の資金を拠 出す る。
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(3)ATPは 官 か ら民 へ の補 助 金(grant)で は な く官 民 の 協 定(cooperativeagreement)

とい う考 え方 に立 って 、 プ ロ ジ ェ ク トの 遂行 に対 して適 切 な 関与 、管 理 、監督 を行 う。

◆ プロジェク ト形態

ATPプ ロジェク トの形態 は単一企業 による もの と、大企業、 中小企業、大学、政府

の研究機関 な どか ら成 るジ ョイ ン トベ ンチ ャーによる ものの二つ に大別 される。

従 来NISTに よ る公 募 は 一 般 枠 コ ンペ(GeneralCompetition)と 特 別 枠 コ ンペ

(FocusedProgramCompetition)の2本 立 てで 行 わ れ てい た が 、1999年 度 か らは一

般 枠 コ ンペ の み とな った 。

一般枠 コンペは応募者の業界、技 術分野 を問わない コンペで 、1990年 の初回以来、

これまで に9回(毎 年1回)実 施 されて来 てい る。

特別枠 コンペ は明確 に定義 され た特定 の技 術お よび事業 目標の達成 を目的 とした複

数年の プロジェク トを対象 と している。1994年 か ら1998年 にかけて30回 実施 され、

米 国経済 に格別 の機 会 をもた らす と特 定 され た技術分 野 に対 して臨界量 の支援 を与 え

てきた。この間、ATPは 特別枠 の プロジェク トに対 して莫大 な助成金 を投 入 している。

1999年 度か ら特別枠 コンペ は中止 となってい る。

◆活動状況

現在 まで に合計3,585件 の企画提案書が提 出され、うち1,010社 の参加企業 とともに

431件(12%)が 助 成対象 となった。

ATPの 助成対象 となった プロジ ェク ト431件 の助成総 額 は27億8,300万 ドル にのぼ

り、 うち50.2パ ーセ ン トに相当す る13億9,700万 ドルが民間財源か ら、残 り49.8パ

ーセ ン トに相当す る13億8
,600万 ドルがATP予 算 か ら拠 出 されている。

ATPの 予算決定 には政治的要 因が大 きく作用す るこ とも特徴 とい えるだろ う。 ク リ

ン トンはATPの 拡大 に意欲 的で、 クリン トン政権発足後初 の予算編成(1994年)で それ

までの年平均予 算額4,030万 ドルか ら1億9,950万 ドルへ と大幅 な増額 を行 った。当初、

1997年 までに6億8,000万 ドルへの増額 を計画 してい た。一方、共和党が議 会で過 半

数 を掌握 した1998年 の予算編成で はATP予 算が減額 されてい る。過去4年 間の年平

均 予算 額は2億1,050万 ドルで あ り、1999年 度の認可予算額 は2億350万 ドルであ る。
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3.2助 成 の メカ ニ ズ ム

ATPの プロジェク トは、上述の ように官民 に よるコス トシェア リングの方針 に基 づ

いた活動で あ り、官民の費用 負担 はマクロ的 に見ればほぼ折半 となっている。

◆助成金の対象

ATP・ の助成 はプ ロジェク トの活動 に関 わる直接経費 が対象 で、間接経費 は対象外 で

ある。

単一企業の場合、助成額 は3年 間で200万 ドルが上限 となってい る。 間接経 費はす

べ て企業側 が負担 す る。 また年収27億2,100万 ドル以上の大企業で は、経費総額 の最

低60パ ーセ ン トを自己負担 しなければな らない。

コス トシェアの ガイ ドライ ンは議会 によって策定 されたため、大企 業優遇の印象 を与

えない ようにす るな ど、政治 的な配慮 が大 き く作用 している。

ジ ョイ ン トベ ンチ ャー(JV)の 場合、助成期 間は5年 間で、助成額 に上限 はない。JV

側 の負担額 は経費総額 の50パ ーセ ン ト以上 となっている。

ATPに よ る直接 経 費 と間接 経費 の定義 は一般 に公 正妥 当 と認 め られ る会計 原則

(GenerallyAcceptedAccountingPrinciples、GAAP)に 準拠 してい る。

直接経費、 間接経費 の割合 は各企業 によ り異 なるため、ATPと しては業種 ごとに例

えば小企業 の場合 は直接経 費/間接経 費=60%/40%、 大企業の場合 は直接 経費/間 接 経費

=20%/80%と す る とい った目安 を設定 している。

企業 が負担 す る費用 にはATP以 外の連邦政府助成金 は充当で きないが 、州 政府 ・地

方 自治体 か らの助成金 は充 当 して もよい ことになってい る。この こ とに よ り、直接 経費

の比率 の高 い小企業 ではATPと それ以外 の助成金 を利用す ることによって プロジ ェク

ト活動費用 の大部分 を公 的資金で賄 うことが可能 であ る。

ATPプ ロジェク トは助成金受給者が プ ロジェ ク トの成果 を使 って製品化、商 品化 を

行 い市場で利益 を創 出で きるようにす るこ とを目的 と している。したが って、受給 者が

ATP助 成対象 の研究 活動その もので'儲 ける"こ とは認め られ ない。この点 は申請 時の審

査 と開始後 四半期毎 に提 出する報告書で厳 しくチ ェックされている。
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3.3知 的 財 産 権(lntellectualPropertyRight:1PR)の 扱 い

米国経 済 を活性化す るとい うATPの 基本 的な考 えに沿 って、 プロジェク トか ら生 ま

れた知的財 産権 は、商用化の見込 みが最 も高 い民 間の営利企業 に帰属 させ てい る。

大規模企 業一社 と小規模企業数社 か ら成 るJVの 場合、大企業が(主 導的 な立場 に立

つ)"リ ー ド・カンパ ニー"と して プロジェク トか ら発 生するすべ ての知的財産権 を保有

する。それ以外の 西 参加企業 は非独 占的 な使 用権 を要 求す る資格 を保持す る。この場

合 、通常 は権利保有者 に対す る権利使用料の支払いが発生す る。

同等規模の企業から成るJVの 場合、各社がそれぞれの成果について特許権 を取得 し、

他のJV参 加企業が非独占的な使用権を要求する資格を保持する。この場合 も、通常は

権利保有者に対する権利使用料の支払いが発生する。

JVに 参加 した大学 お よび非営 利の研 究機関 に対 しては、知的財産権の所 有 を認めて

いない。ただ し、特許権使用料 の支払 を受け ることは可能で ある。

政府 は政府 によるIPの 使用 を確保す るため、ロイヤルテ ィな しの非独 占的 なIP使 用

権 を留保 してい る。

NISTは 助成金受給者 に対 して、商品化の達成 に同人の特許 を必要 とす る"信 頼す る

に足 る申請者 に対 し、状 況 に照 ら して合 理的 と判断 され る条件 で"特 許権の使 用権付

与 を要求す る権利 を留保 してい る。非常 に極端 なケースと して、権利 保有 者 に欺隔 の意

図が認 め られ た場合、同保有者 に特許権使用料 を支払 う義務 は一切 生 じない。なお現在

まで、NISTが この権利 を行使 した こ とはない。

3.4利 益 の扱 い

連邦 政府は営利企業 として活動 す るこ とを法律で禁止 されてお り、直接 的な投資利益

の追求 は認め られていない ことか ら、ATPプ ロジェク トの成功 が もたらす利益 は、す

べ てこれ を創 出 した企業の所有 に帰す る と言 う考 えであ る。

連邦政府 は法人課税※以外 にATP、 助成の研究活動が もた らす利益 の還元 メカニズム

を持 っていない。政府 は"プ ロ フィッ トシェア"を 要求 しない うえ、知的財産権 を所有

していない こ'とか ら、著作権使用料 も受 け取 らない。

連邦 政府 の研究機 関は総 じて、 また と りわけATPは 、米 国の経済 的利益 の保全 を目

的 としてい る。民 間セクターの利益 を民 間セ クター に留 め置 くとい う方針 は、この利益

がそ こで インセ ンテ ィブ として作 用 し、あるい は さらなる成長 促進 のための再投資 に同
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され うる ことによ り連邦政府の 目的 に適 うと考 えに基づい ている。

この方針 がため に、連邦の拠 出す る助成金 は、事実上 、企業 に とって直接的 な返済義

務 を伴 わない莫大 なボ ーナス と言 える。結果 として、助成金獲 得の コンペ に対する企業

の参加意欲が高 ま り、 よ り優良な プロジェク トだけが助成 され るこ とにつ ながる。

※ 法人課税には給与支払税が含 まれる
。

3.5プ ロ ジ ェ ク トの 運 用 プ ロ セ ス

ATPプ ロ ジ ェ ク トの パ ラ メー タ は企 画提 案 書 提 出の 段 階 で 明確 に定 め られ 、 プ ロジ

ェ ク トの 目標 、期 間 、 予算 等 も具体 的 に示 され る。 こ れ らの情 報 はATPの ホ ー ムペ ー

ジ上 で 公 開 され て い る(http://www .atp.nist.gov/atp/atphome.htm)。

3.5.1企 画 提 案書 の 提 出 ・審 査

ATPに 提 出 される企 画提案書 は科学 的・技術的 メリ ッ ト(50%)と 総合的 な経済的 メ

リッ ト(50%)に 基づいて審査 され る。

企画提案書は以下の要素を具体的に示 さなければならない。

(1)潜在的な商業的利益 と達成のための戦略

(2)商業的利益の実現 を阻む現下の技術的な障壁

(3)技術的な障壁 と研究開発の目的との関連性

(4)技術的な障壁を克服するための具体的な研究開発計画

企画提案書の選抜 プロセスは予選 、科学 ・技術 ・実務分野 の専 門家 による ピア レヴュー、

口頭審査 、最終格付 か ら成 る。

3.5;2進 捗 管 一理

ATPは プ ロジェク トの進捗状 況 をモニ ターするため、特 定の監視活動 と監査 を義務づ

けてい る。

助成金受給者 はプロジェク トの立 ち上 げ段 階、終了段 階、お よび年 に一度行 われる当

該プ ロジェク トに配属 された技術担 当お よび実務担当の プロジェク ト・マネジャー との

ミーテ ィングに出席 しなければな らない。

助成金受給者 はATPに 対 して四半期 ご とに財務、技術 、実務報告書 を提 出す る。
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また、助成金受給 者は、必 要 に応 じて、NISTがATPの 効果 を評価す るため に行 う

特別調査への参加 を求め られ る。

助成金を受給す る企業が大規模 な組織改変 を行 う場合 、新 しい経営 陣はATPに 対 し、

改変後 も承認済み の プロジェク トの 目標 を首尾一 貫追求す る旨の確認書 を提 出 しなけ

ればならない。

JVの 場合、主導権 を持つ リー ド・カンパ ニーがJV参 加企業 の取 りまとめ とプロジェ

ク ト管理に責任 を持 ち、ATPと の連絡役 を務 める。

3.5.3助 成 金 の 交 付 ・停 止

ATPの 助成金 は分割(通 常 は四半期 ご と)で 支払 われる。企業側 も支払の各段 階で

同等比率の資金拠 出 を行 わなければな らない。

この段階的な分割払 いは、プロジ ェク トの査察過程で不正 な活動が認 め られた場合 、

あ るいはプロジェク トが 目的か ら大 き く逸脱 している と判断 された場合 、政府 が直ちに

助成 を停止 し、損 失 をすで に支払 済みの助成金 に留め るための措置であ る※1。

同様 に、プロジェク トの達成 目標が変更 された、も しくは適切 でない と判明 した場 合、

あるいは助成金受給者の周辺事情 に変化 が生 じた場合(例 えば、外 国企業 に買収 され る

な ど)、PublicLaw102-245に したがって直 ちに助成金 の支払 を停止で きる。

$300K以 上 の プ ロジ ェ ク トにつ い て は、独 立 の会計 監査 人 も し くは"Resident

CognizantFederalAuditor(ATPが 任命す る政府の監査人)"がATP指 定 の間隔※2で

正式 な監査 を行 うよ う義務づ けている。なお、監査 にかか る費用 は直接経 費 とみ な され、

政府が これ を負担す る。

※1政府 は必要 に応 じて空費分 の助成金 を裁判 で回収す ることもで きるため、実際 には政

府が"ロ ス を出す"状 況 は考 えに くい。

※22年 未満の プロジェク トはプロジェク トの終了時
、2～4年 のプロジェク トは初年度

の終わ りとプロジェク トの終了 時、5年 のプ ロジェ ク トは1年 目、3年 目、5年 目の終

わ りに監査 を行 う。

3.6ATPプ ロ ジ ェ ク トの 成 果

3.6.1参 加 企 業 で の 効果

ATPの 助 成 は情 報 シス テ ム、 コ ン ピュ ー タ・シス テ ム 、製 造 、素 材 開発 、 バ イ オ テ ク

ノロ ジー、エ レク トロ ニ ク ス、化 学 薬 品 、 ケ ミカ ル加 工 な ど、様 々 な分 野 に及 んで い る
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が、ATPプ ロジェク トの参 加企業 の大部分が、ATPの 助成対象 となった技術 分野 にお

いて民 間のR&D投 資が増 えた と指摘 してい る。

ATPプ ロジェク トの参加企 業 を調査 した ところ、回答 者の70%が 「ATPの 助成 によ

ってR&Dの 規模 が拡 大 した」、「技術的 リス クを負 うこ とに、 より積極 的 になった」 と

答 えている。

プロジェク ト参 加企 業の86%が 、ATPの 支援 を縫子 に、ATP助 成対 象分野 におけ る

R&D事 業 を加速 させ てい る。

1993年 か ら1995年 の間 に助成 を受けたATPプ ロジェク トの参加企 業 を調べ た とこ

ろ、いずれ もATP関 連 のテ クノロジーか らす でに収入 を得 てい るか、 もし くはその方

向 に向かって順調 に進 んで いた。

技 術 開発 の 結 果 と して、新 た な営利 機 会 の創 出 を見 込 む参 加 企 業 が 過 半 数(59%)を

超 え 、残 り41パ ー セ ン トも製 品 も し くは プ ロセ ス の改 善 を見 込 んで い る。 なお 、 ア プ

リケ ー シ ョ ンの う ち35パ ー セ ン トは市 場 の ニ ー ズ や問 題 に応 え る"世 界 初 の"ソ リュ

ー シ ョ ン と考 え られ る もの で あ った
。

新 技 術 の う ち、製 品面 に反 映 され る もの が3分 の2以 上(65%)を 占め 、残 りは製 造

プ ロ セ ス も し くは サ ー ビスへ の応 用 とな って い る。

調 査 対 象 とな っ た プ ロジ ェ ク トの うち、26件 が助 成 後1年 か2年 とい う"早 い段 階"

で 収 入 を得 て い た。プ ロ トタ イ プお よび初期 的 な ス ピ ンオ フ製 品の 販 売利 益 は2 ,000万

ドル を超 え、 ライ セ ンス契 約 か ら入 る特 許権 使 用 料 は44万5,000ド ル に の ぼ る。

ほ とん どの参 加 企 業 はATP助 成 か ら4年 以 内 に収入 の道 を開 くこ とを期 待 して い る。

(SourceATPBusinessProgressReportsfirom207projectsfunded1993・1995)

3.6.2事 例

プ ロ ジ ェ ク ト

Affymetrix,Inc.

1994-99

DNADiagnos亡iCS

AlWare

1994-99

Ar亡ificalln亡elligenceSof亡ware

商品化・営利活動の事例

◆ 最初の製 品(GeneChip⑧Systems)を1996年 半 ばに商品

化、1997年 には$4.8Mの 利益 を出 してい る

◆NIH及 びその他の政府 ・企業パー トナーか ら後 続財 源 を確

保

◆1996年6月 に株式公開、$92Mを 調達。

◆1997年 か ら1998年 、GeneChip⑧ の販 売増 進 に伴 って製 品

収益が$22.8Mに ア ップ(377%増)

◆ 人 口 知 能 技 術ProcessAdvisorを 商 品 化

◆1997年 、ComputerAssociatesInt'1に よ っ て 買 収
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KopinCorp.

1994-98

DisplayTechnology

NonvolatileElectronics,Inc.

"agηe亡ores∫s亡 ∫veCo四 ρロ亡er"emory

TexasInstruments

In亡egra亡edCicui亡rylnSUlation

ThirdWaveTechnologies,Inc.

DNADiagnostiCS

◆Motorolaと 提 携 、CyberDisplayTMを ベ ー ス に 新 製 品 を 開 ∴

発 、 製 造 、 販 売(新 規 の 製 品 カ テ ゴ リ ー の 創 出 を 含 む)

一"Siemens
、Wireless、Gemplus、FujiFilmMicrodevicesら 、

Motorola以 外 のOEMパ ー トナ ー と も契 約

◆1997年 か ら1998年 に か け て 製 品 収 益 が77%増($13.IMか ・

ら$23.2Mへ)。10万 台 を 超 すCyberDisplayＴMの 出 荷 も こ こ

の 増 収 に 貢 献 し た

◆IndustryWeekの1998"25TechnologiesoftheYear"を 一
',・受 賞

◆MRAMチ ッ プ の 商 品 化 を 目 的 と してMotoralaと 提 携 、1999・

年 内 の 商 品 化 を 目指 し て い る

◆Motorolaの 資 本 参 加(12%)

◆,こ 次 製 品GMRセ ン サ ー を 商 品 化 、 収 入$500,000以 上

◆

◆

◆.

◆

◆

◆

◆

素 材 開 発 の た め にNanoPore,Inc.と 提 携

1998年 、AlliedSignal,Inc.がNanoPoreの ス ピ ン オ フ

を 買 収 、Nanoglass(素 材)の 販 売 活 動 に あ た る

Nanoglassの 顧 客(半 導 体 メ ー カ ー 、統 合 回 線 メ ー カ ー 等)

に 対 して 加 工 技 術 の ラ イ セ ン シ ン グ を 検 討

、1996年 半 ばに最初の製品キ ッ トを商品化 、1996年 末 まで'

に$300,000の 収益達成

NIH及 びDOEか ら後続財源 を確保

1998年 半ば までに3つ の新製品 を発売、収 入の見積 は5

年 以内に$100M以 上

大手製薬会社及び農芸 会社 と技術 の販売/ラ イセ ンシ ング

を交渉中
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第4章 先進諸国における情報化 ビジョンに関する動向

21世 紀 にかけての工 業経済か ら情報経済への転換 に対応すべ く、各国では情報通信

環境 を整備 し 「情報社 会」の実現 に取 り組 んでい る。 ここでは、情報技術先進 国ない し

は情報先進 国 を目指 す各 国の情報化 ビジ ョンについて調査 した。

4.1ア メ リ カ

1990年 代 に入 ってか らの クリン トン=ゴ ア政権 の一連 の情 報政策 は、 これ まで軍

事 ・宇 宙技術 開発 中心 に進 め られて きた科学技術研究 を産業応用 に転換す るこ とで産業

競争力強化 を推 し進 めて きた。

情報 スーパ ーハ イ ウェア構想で情 報技術基盤整備 を掲 げ、HPCC計 画等 に よ り科学

技術分野 を支援 し、民 間 も戦略的 な情報技術投資 を積極 的 に行 ってお り、現在 の好調 な

経済状態 を支 えてい る。さらに今年 に入 ってPITAC報 告 やIT2ビ ジ ョンでは基礎 的研

究 開発 を重視 して中長期的 な発展 を保証 しようとしてい る。
'以 降で は情報化政策

の流れ を概観 する。

●1991年(～1996)HPC法&HPCC計 画(当 時上院議 員の ゴア現副大統領が提案)

近年の情報政策の起点であ り米情報政策の根幹 をなす もの となった。

高性 能 コンピュー ティ ングシステム、研究 ・教育 ネ ッ トワーク、先進 ソフ トウェア

技術 とアル ゴリズム、基礎研究 と人材育成、情報基盤技 術 とアプリケー シ ョンとい

った プロジェ ク トが実行 された。

●1992年NII構 想(ゴ ア大統領が まとめ役)… 一連 の科学技術政策 を打 ち出す。

クリ ン トン=ゴ ア政権 が発 足 し就任直後 の2月 にNIIイ ニ シアテ ィブ、9月 に

NIIア ジェンダを発表。

●1994年GII構 想 … 各 国NIIを 連結 しての グローバル情報基盤 を提案。

3月 にGII構 想 を国際電気通信連合ITU総 会で発表(ゴ ア副大統領)。

秋 にはGIIア ジェ ンダ発表(HPCC・IT委 員会情報基盤 タスクフ ォース(IITF))

●1996年NGI構 想

10月 構想発表、97年2月NGI構 築支援 を表 明(大 統領一般教書演説)、98年 度予

算 に計上(要 求額 は、CIC計 画のLSN2.8億 ドルの うち1億 ドルがNGI予 算)。

目標:① 先端 ネ ッ トワー ク技術 の試験 研究、②次世代 ネ ッ トワー クの テス トベ ッ ド、

③ 革新的 アプリケ ーシ ョン、の3つ 。

●1997年CIC計 画 …96年 度でHPC法 案が失効。成功 を収めたHPCC計 画 の継承計画。

高性能 コンピュー ター通信 、大規模 ネ ッ トワーク、高信 頼性 システム、人間 との親

和性 を考慮 した コ ンピュー タシステム、人材育成 とい った プロジェク トが実施 さ

れた。

●1997年7月GlobalEC構 想(ゴ ア副大統領)

電子 商取 引に関 して、「5つ の原則」、「検討すべ き9分 野 に対す る提言」 を示 す。

●1998年2月NGI実 行計画書発表 …NGIの3つ の 目標 を詳細 化。
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●1999年1月PITAC報 告書 「21世 紀 に向けた情報技術:IT2」 。

d青報技術政策 ビジ ョン)

・IT2計 画 を提 言。

・「2000年 度大統領予算教書 において、ク リン トン=ゴ ア政権 は、情報技 術研 究投

資 の大幅 な強化 を表明 している」 とある。

・'特にHPCC計 画 とは別枠予算 と して366百 万 ドル を投 じた連邦政府の情報技術

研究 における新計画 は、IT2と 呼 ばれ ている。

・経緯:97年2月 大統領情報技術諮 問委員会(PITAC)が 設置 され、情報技術政

策の ビジ ョン策定 に着手 した。98年8月 には中間報告発 表。

●1999年2月IT2ド ラフ ト発表。

重点項 目と して、長期 的な情報技術研究 、科学 ・工学 ・国家のための先進 コンピュ
ーテ ィング

、情報 革命 の経済的 ・社会的影響 に関す る研 究の3つ が示 されている。

4.2EU(欧 州 連 合)

EU(欧 州連合)に よる情報化へ の取 り組 みの経緯 は、おお よそ以下の通 り。

・1993年 欧州委員会 「成長 ・競 争力 ・雇用 に関す る白書」で、情報通信 イ ンフラの重

要性 を指摘。

・1994年 タスクフ ォース ・レポー ト 「ヨー ロッパ とグローバル情報社会」 を発表。

・1996年 計画 「欧州 におけ るグローバル情報社会への アクシ ョンプラ ン」 を発表。

・1997年 回 改訂

今後 アクシ ョンが必要 な領域 と して、 ビジネス環境 の改 善、将来への投資、人 間

の尊重、 グローバ ルな課題へ の対応が指摘 され た。

(1)政 府の電子化 －InterchangeofDatabetweenAdministrations(IDA)プ ログラム

●1995年IDAプ ログラム開始(EU内 の政府系機関でデー タ交換促 進)

欧州の各国のカ ウンターパ ー ト機 関をネ ッ トワーク化 し、情報 を共有す るとい うプ

ログラム。技術面 ではテ レマテ ィクス プログラムの研究成果が取 り入 れ られてい る。

(2)電 子商取 引 一"AEuropeanInitiativeinElectronicCommerce",1997

●1997年 「電子商取引 に関す る欧州 イニシアテ ィブ」 発表(欧 州委員会)

今後世界的 な発 展が期 待 され る電子商取 引の為 に、「グローバ ル市場 にア クセスす

るための インフラ、技術 、サ ー ビス」、「望 ましい規制枠組み の開発」、「望 ま しい ビ

ジネス環境 の創 出」 に関 して提 案。

(3)研 究 ・技術 開発 一 フ レーム ワー クプログラム(1984年 ～)

フ レーム ワークプログラムは、持続 的経済成長、産業競争力強化 、雇用創 出、社会

変化への対応 に向けて、1984年 に総合的研 究開発 政策 と してス ター トしたEUレ ベ

ルでの研 究開発 プログラムであ る。EU自 身が助成金 を拠 出す る。(EUの 共 同研究

開発 プログラム と しては、この他 にEUREKA等EUが 支援 し各国が推 進す るタイ プ

があ る。)
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●1994～1998年 第4次 フ レーム ワー クプ ロ グ ラム

情 報 化 関連 テ ーマ と して 、 「テ レマ テ ィ クス」、 「ACTS」 、 「Esprit」 を実 施 。

●1998～2002年 第5次 フ レー ム ワー クプ ロ グ ラム

情 通 関連 は 「ユ ーザ フ レ ン ドリー な情 報 社 会(IST)」(予 算:3,600百 万 ユ ー ロ)

・IST(User・friendlyinformationsociety)… 一 般 的 プ ロ ジ ェ ク ト公 募 に基 づ く助

成 。

ISTは 、利 用 者(ユ ー ザ)に 重 点 をお き、情 報 の 利 用促 進 や教 育 に着 眼 してい る。

重 点活 動 分野 と しで は次 の もの が挙 げ られ てい る。

一市 民 の た めの シ ス テ ム とサ ー ビス(Systemsandservicesforthecitizen)

一新 し い 業 務 方 法 と 電 子 商 取 引(Newmethodsofworkandelectronic

commerce)

一マ ル チ メ デ ィ ア関連(Multimediacontentandtools)

一重 要 技 術 とイ ン フ ラ基盤(Essentialtechnologiesandinfrastructures)

4.3シ ン ガ ポ ー ル

1991年 に 「IT2000:イ ンテ リジェ ン トアイ ラン ド構 想」 を策定 し、情報化国家 をビ

ジ ョン として掲 げてい る。グローバ ルなハ ブの開発、生活 の質の改善、個人の可能性 の

発展 を目標 に掲 げ、情報通信 イ ンフラ整備、マ ルチメデ ィア ・アプ リケーシ ョンの開発 ・

利用促 進、研 究開発拠点の整備、情報通信産業の誘致 ・育成 といった施策 を推進 して き

た。

(1)シ ンガ ポ ー ル ・ワ ン計 画(1996年 ～)…IT2000実 現 加 速 の た め の具 体 策

シ ンガポ ー ル全土 に広 帯 域 の通 信 イ ンフ ラ を整 備 し、対 話 型 マ ル チ メデ ィアの ア プ

リケ ー シ ョン とサ ー ビス を家 庭 、 学 校 、 オ フ ィス に提 供 し よ う とい う もの 。

● 通信 イ ン フ ラ:ATMス イ ッチ ング技 術 に基 づ くバ ック ボ ー ン ネ ッ トワー ク。

・ア クセ ス 回線:ATM(155Mbps)
、ADSL(5Mbps)、CATV(30Mbps)の3種 類 。

● サ ー ビス提 供:年 々増 加 中。1998年7月 時 点 で合 計123の サ イ トが サ ー ビス を提

供 。

・ニ ュ ー ス ・オ ン ・デ ィマ ン ド、 デ ー タベ ー ス検 索 サ ー ビス 、オ ン ラ イ ン シ ョッ ピ ン

グ、 遠 隔教 育 、行 政 サ ー ビス等 が あ る。

(2)電 子商取 引一電子商取 引ホ ッ トベ ッ ド・プログラム(1996～ 国家 コンピュー タ庁)

・電子商取引の利用 を活発化 し、シ ンガポール を電子商取引 のハ ブにす るこ とが狙 い。

・1997年 電子商取引政策委員会 を設置。1998年4月 には 「電子商取引の政策枠組

み」 を発 表。同9月 には、「電子商取引基本計 画」で、具体 的 目標 として、2003年

まで に、 「取引 の50%以 上の電子化」、 「電子商取引高40憶 シンガポール ドル達成」

を述べ てい る。

(3)ベ ンチ ャー振興策 TIP(テ ク ノロ ジ ー ・イ ン キ ュベ ー ター ・プ ロ グ ラ ム)
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・1998 -2000年 間 に1億800万Singaporeド ル を予 算 化 し、ハ イ テ ク企 業 を支援 す

る。

・研 究 開発 費 等 の コ ス トを2年 間 、最 大85%補 助(最 大30万Singaporeド ル/1企

業 年)。

4.4マ レ ー シ ア

1991年 、マハテ ィール首相 は、・マ レーシアを2020年 まで に先進国 にす るとい う国

家 目標 「ビジ ョン2020」 を打 ち出 したぷ今 後30年 間 にわた り年平均7%の 経済成長 を

実現 させ 、GDPの9倍 増、所得4倍 増を達 成す るとい うものであ る。その一環 として、

情報通信 産業 を戦略 的に育成す ることを推進 してお り、それ を実現す るための 開発計画

がマルチ メデ ィア ・スーパ ー ・コ リ ド、(MSC)で ある。

● マ ル チ メ デ ィア ・ス ーパ ー ・コ リ ド(MSC:MultimediaSuperCorridor)

MSC計 画 の 中核 が 、 「マ ル チ メ デ ィア特 区」 で あ る。MSCで 活 動 す る企 業 に対 して

は 、 申請 に基 づ く審査 に よ り 「MSCス テ ー タス」 を与 え、 最 大100%の 免 税等 各 種 の

優 遇 措 置 を と る こ とに よ っ て、 ア ジア の 「シ リ コ ンバ レー」 を 目指 して い る。

応 用 開発 と して は 「フ ラ グ シ ップ ア プ リケ ー シ ョン」が あ り、次 の2つ に分 類 され る。

① 「マ ルチ メ デ ィア 開発 」 政 府 主 導 。公 共 セ ク ター 、 国民 が 活 用 。 以 下 の4項 目。

電子 政 府 、 多 目的 カー ド、 スマ ー トス クー ル 、 遠 隔 医療

② 「マ ルチ メ デ ィア環 境 」民 間企 業 活 力 を利 用 。民 間企 業 活性 化 を図 る。以 下 の3項 目。

研 究 開発 ク ラス ター、 ワー ル ドワ イ ド製 造 ウ ェ ブ、ボ ー ダ レス ・マ ー ケ テ ィ ング ・セ

ン ター

4.5オ ー ス トラ リア

1997年 末 「成長 のための投資」 と題す る計画 を発表 した(ジ ョン ・ハ ワー ド首相)。

その中には、将来 ビジ ョンとして次の点が掲げ られてい る、。

◆輸 出志向で、技術 的に発達 した競争力の ある製造部門

◆オース トラリアを域 内で東京 に次 ぐ主要金融 セ ン ター とす る質の高 いサー ビス産

業

◆それ 自身が雇用拡大 、輸出、新 規 ビジネス機 会な どの重要 な源泉であ り、また経 済

全般 にわた り他の産業 に変化 を及ぼす情報産業

◆大企業 を補完 し、多 ぐの新規企業 やアイ'ディアが生 まれる 、活気の ある小規模 ビジ

ネス部 門

◆域内 を始 め各地への オース トラ リア商品 とサー ビスの輸 出

計画では今 後5年 間に12億6,000万 ドル を投 入 し、投 資 、輸 出貿易、新 ら しい高 成

長産業の革新 などを促進 してい くことを表明 してお り、以下の課題への取 り組みが示 さ

れている。
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①事業革新の奨励

②投資の促進

③貿易収支の改善

④金融センターとしての成長

⑤情報化時代

4.6イ ン ド

イ ン ドは、情報技術 産業 を強化 し、10年 の うちにイ ン ドを世 界最大の ソフ トウェア

生産国/輸 出国 とす るための政策 を展 開 してい る。

●1998年5月 「情報技術 ・ソフ トウェア開発 タス クフ ォース」 を設 置。

国家情報政策の立案 に着手 した。検討 内容 はWeb上 に公 開 し、イン ド内外 の専 門家 か

らの助言 を得 なが ら進め るとい う開かれた政策立案過程 をとってい る。

●1998年7月 「情報技術 アクシ ョンプラン」発 表。主 に ソフ トウェア&関 連 サー ビス

対象。

下記 の3つ の基本 目標 を掲 げ、それ に関連 した108つ の具体的提言 を述べ てい る。

① 情報 イ ンフラの加 速:世 界 第一級 の情報 インフラ構築 を加速。

②ITEX-50目 標:2008年 まで にITソ フ ト&サ ービス輸 出額500億 ドル達成。

③2008年 にすべ ての人 に利用 で きるIT。

●1998年10月 「情報技術 アクシ ョンプラン(パ ー トII)」 発表。ハ ー ドウェアに焦点。

①SBIT(SoftBondedITUnit)の 導入:製 造施設 を無料、無担保 で利用 で きる企業。

免税等の特典 があ り、輸 出が奨励 されている。

②SBITゾ ー ンの整備:複 数のSBITが 共用す るインフラ ・施設。

●1999年4月(予 定)「 情報技術 アクシ ョンプラン(パ ー トIn)」 長期情報技術政策。

4.7韓 国

1992年 、通信部 と商工部が統合 され、情報通信部が新 設 され た。金大 中政権発足後

は、情報 産業がIMF体 制克服 のための産業効率化 におけ る 「戦略産業」であ る と位 置

づけ、情 報化政策 を強化推進 してい る。

・1995年 韓 国情報基盤 イニ シア ティブ開始

・1996年 情報化促 進基本計 画策定

・1997年 情報化促 進 アクシ ョンプラン

●情報化基本計画

・3つ の フェーズか ら構成。各 フェーズ 目標が規定 され ている。
・第1フ ェーズ(～2000年):優 先度 の高 い10の タス クと して下記が掲 げ られている

。

◆小 さいが、電子化 され効率的 な政府 を実現する
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◆情報社会で有用 な人材 を育 てるための教育情報基盤 を構築する

◆国家の知識ベ ース を拡充す るため に学術研 究 デ ー タにア クセスで きる環境 を

作 る

◆産業全体 にわた り情報化 を促進 し、企業競争力 を高 める

◆情報化 によ り社会 イ ンフラの利用率 を高 める
'
◆地域開発 に向けて地方の情報化 を支援 す る

◆情報技術 の利用 に よ り医療サ ービスを向上 させ る

◆災害対策のための安全管理 データシス テムを構 築す る

◆国防 ・外交情報 システムのセキュ リテ ィを高め る

●韓国情報基盤KII構 築 一 韓国政府の重要政策 として推進 している。

2010年 まで に韓国政府情 報基盤(KII-G。ATMベ ースの光 ケーブルネ ッ トワー ク)

と韓国公用情報基盤(KII・P)を 完 成 させ る。

現状:(1998年 の白書 「21世 紀の情報社 会の構 築」 よ り)

・現時点で、ネ ッ トワー クは、ソウル、プサ ン等 を含 む80の 地域 に展 開 され てい る。

・主要都市で は電話局 と配信先の 間に光ケーブルが敷設 され、光 ファイバケーブル は

1,018の 大規模 ビルに敷設 された。

・N.ISDNは103の 地域が利用 可能 とな り、配信 先 は合計66,300箇 所 とな った。

・CATVネ ッ トワークの配信先 は合計7 .44百 万箇所 となった。

●情報社会に向けての ビジ ョン

1999年3月 現在 、「情 報社会 に向けての韓 国の ビジ ョン」が インターネ ッ トに掲載 さ

れている。内容 は、「生産性の向上」、「よ りよ り情報化環境の構築」などに関す る もの。
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第5章 情報技術に関する内外の動向

本章で は、情報技術 に関す る日本 国内外 の動 向について、次の5つ の観点か ら示す。

●

●

●

●

●

日米の ネ ッ トワー ク政策 の動向

米国のIT産 業の動 向

米国の21世 紀IT計 画(IT2)一 未来への投資 一

米国ハ イエ ン ドコンピューテ ィング研 究開発 の動向

知的情 報 シス テム技術研究 開発動向

5.1 日米 のネ ッ トワーク政 策の動 向

5.1.1米 国 の イ ン タ ーネ ッ トの ス タ ー ト

今 日の イ ン ター ネ ッ トの 原型 は米 国 のARPAnetに 求 め る こ とが で きる。こ の ネ ッ トワ

ー クは
、1969年 の 夏 に1ノ ー ドで ス ター トし、69年 末 に は4ノ ー ドが接 続 され た。1

ノ ー ドで も意 味 が あ っ たの は、当 時 の ネ ッ トワー ク ・プ ロ トコルがNCPプ ロ トコ ル(X.25

に近 い)で あ った た め。この ネ ッ トワー クの 関係 者 は周 囲 か らは奇 異 の 目で見 られ た と

い う。 まだ ネ ッ トワー ク とい う概 念 が広 く理 解 され る前 の話 で あ る。た だ しARPAnetと

い う名 前 が 示 す よ うに、 米 国 国 防総 省 の資 金 が 使 われ て い る。

1980年 代 になると、DARPAはTCP/IPプ ロ トコルをUNIXBSDの カーネルに組み込 むた

めの研究 に資金 を出 し始めた。カリフォルニア大学バ ーク レー校の プ ロジェ ク トである。

その結果、BSD4.2以 降、TCP/IPはUNIXの 標準通信モジュール として組 み込 まれるこ と

にな り、 これが大学等 に非常 に安価 に配布 されたので、TCP/IPが 急速 に広 まった。

そ の 後 、ARPAはARPAnetを 純 粋 な国 防 用 コ ン ピュ ー タネ ッ トワ ー ク とそ れ以 外 の ネ

ッ トワー ク に分割 した。 前 者 はMILnetと 名 づ け られ 、後 者 がARPAnetの 名 称 を引 き継

い だ 。 このARPAnetが 後 の イ ンタ ー ネ ッ トの 出発 点 で あ る。 こ こで はTCP/IPが 標 準 と

して採 用 され 、 この後 、 イ ン ター ネ ッ ト上 で 開発 、実 験 、 改 良 され て い っ た。

1983年 以 降 、ARPAnetの ユ ー ザ は急 速 に増加 し始 め た 。1983年 以 前 の の 全 ユ ーザ を

リス トア ップ したARPAnetデ ィ レク トリ(電 話 帳 の よ うな もの)を プ リ ン トア ウ トして

も1.5cm程 度 の厚 さで あ った 。 これ は 冊 子 と して 印刷 配 付 され て い た 。 しか し、1984

年 に な る と、 プ リ ン トア ウ トは事 実 上 、不 可 能 に なっ た。SUNに 代 表 され る ワ ー ク ス テ
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一 シ ョン、IBMPC、 マ ッキ ン トッシ ュ な どが 登 場 した時 期 で あ る。

また 、1983年 には ドメ イ ン ・ネー ム ・サ ー ビス(DNS)も 始 っ た。com,eduな どの ドメ

イ ン名 が 使 用 され るの は、 この 時 か らで あ る。 実 際 の切 替 は84年 頃 に行 な わ れ た 。 そ

の 頃 にARPAnetに 接 続 され てい る コ ン ピュ ー タの 台数 は1000台 を超 え て い た。

1984年 には 日本 で もJUNETが 開始 された。 これ を見 ると日本が コ ンピュー タネ ッ ト

ワークの開発 で決 して出遅 れていたわけではない ことが分か る。もちろん規模 とネ ッ ト

ワークの速度 において 日米 の差 はあ った。

1985年 頃 、米 国 で は、い ず れ 国 防総 省(DoD)が コ ン ピュー タネ ッ トワー クか ら手 を引

い て 、ARPAnetが な くな る とい う うわ さが 出 てお り、将 来 につ い てユ ーザ に漠 然 と した

不 安が あ っ た。

1986年 にNSFは 傘 下 の ス ーパ ー コ ン ピュ ー タセ ン ター を ネ ッ トワー クで結 ぶ こ と を

決 定 し、1987年11月 にNSFnet運 営 の5年 間 の契 約 を メ リ ッ トと締 結 した 。 これ が後

に イ ン ター ネ ッ トの 中核(core)に な る 。この 頃 、研 究 者 間 で は電 子 メ ール の利 用 が 盛 ん

で あ ったが 、将 来 、そ れが 一 般 の 人 々 の 間 で も利 用 され る よ うに な る と予 想 した 人 はい

な か った。

当時 、ズ タ ン フ ォー ド大 学 の 中で は イ ーサ ネ ッ トが 、メ イ ン部 分 で4本(3本 は10Mbps、

1本 は3Mbps)引 か れ て い た 。外 部 との 接 続 は64kbps(有 効56kbps)専 用 線 のARPAnet

で あ る。 これ で も当 時 は 最高 水 準 の 環 境 で あ る。

結局 、ARPAnetは1990年 にNSFnetに そ の 役 割 を譲 り、正 式 に停 止 した 。しか し、NSFnet

も未 来 永 劫 に存 続 す る とい う取 り決 め が あ っ た わ け で は な く、 利 用 者 は徐 々 に 、民 間

NET(regionnet)に 移 行 してい った。

このイ ンフラの民 間への移管の方法 を見 る。当初ARPAnetと して運営 され てい た線路

がNSFnetに 引 き継 がれ、更 に地域 ネ ッ ト(民 間)に 移管 されていった。 これが後 の商

用 ネ ッ トの原形 となる。一方、地域 ネ ッ ト間を繋 ぐネ ッ トワークとして、UUNET、PSInet

が 、商用 ネ ッ トと して最初 は隙 間の ような ところに登場 した。

地域 ネ ッ トは、当初 、大 学等 の 非営 利 団体 に よ り運営 され たが 、そ の 内 にユ ー ザ か ら

利 用 料 を徴 収 す る よ うに な った。 初 め て の コマ ー シ ャ ル ネ ッ トは 、UUNETテ ク ノ ロ ジ ー

社 のUUNETで あ り、87年5月 に電 子 メー ル 、電 子 ニ ュ ース 利 用 を可 能 とす るUUCPサ ー
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ビス を開始 した。こ れ は米 国 の地 震 研 究 所 の ネ ッ トワー クの ス タ ッフが 中心 とな っ た。

日本 のJUNETも 、商 用 に な る前 のUUNETと は関係 が 深 い 。IP接 続 が 可 能 なInternetサ

ー ビス の 開始 は90年1月 か らで あ る。 この他 に も、89年 春 に は サ ンデ ィエ ゴの ス ーパ

ー コ ン ピュ ー タセ ン ター を中心 とす る地 域 ネ ッ トで あ るCERFnetが 事 業 を開 始 し、90

年1月 に はPSI社 が 事 業 を 開始 した。

米 国ではボラ ンタリーベ ースの草の根 ネ ッ トか ら出発 して非営利 団体 にな り、それが

発展 して商用 ネ ッ トワー クになったケースが多い。

コマ ー シ ャル ネ ッ トが90年 代 に入 って順 調 に成 長 して い った 背 景 には 、NSFの 一 つ

の 決 定 が あ る。NSFは"co㎜ercialuse"を 禁 止 す る条 項 を 含 むAUP(AcceptableUse

Policy)を 制 定 し、NSFnetを 商 業 的 に利 用 す る こ と を禁 止 した。 これ を契 機 に数 多 くの

商 用 イ ン ター ネ ッ ト業 者 が 生 まれ育 って い っ た。ただ し通 信 の 片方 が学 術 ・研 究 目的 で

使 う こ とは許 可 され た の で 、NSFnetを 中核 と して商用 ネ ッ トが 周 囲 を囲 む形 が 形成 さ

れ た。

NSFの 支援 スキームで は、例 えば期 間4年 の支援 を行 うとす る と、支援額 を徐 々に減

額 してい く。その代 わ りそれ を補 う形 で、運営者 にユーザか ら利 用料 を取 らせ 、支援が

切 れる頃 まで には商用 ネ ッ トとして 自立 させ ようとす る。開発 プロジェク トのある とこ

ろ までは コンソー シアムだが、途 中か ら商業ベ ースになる。この方式 で地域 ネ ッ トを政

府資金 か ら独立 させ るこ とに成功 した。 ただ しバ ックボー ンについて は、NSFnetの 後

もvBNSをNSFの 予算 で維持 している。

5.1.2イ ン ター ネ ッ トの 国際 展 開

ARPAnetは 政 府 主 導 の ネ ッ トで 、 且 つ 、 国内 の み の展 開で あ っ た の で 、ARPAnetに 入

れ な か っ た米 国 の大 学 、民 間 企 業 と海外 ユ ーザ 向 けに設 け られ た の がCSnetで あ る。こ

れ は 第2ARPAnetと い うべ き もの で 、 日本 で は東 大 、NTr、ETL、ICOT、SONYが 接 続 し

た。 も う一 つ の 国 際 リ ン ク はUUNETで 、 日本 で は1984年 か ら1987年 までJUNETが 参

加 した。

日本で は、当初 、日米 間の接続 に学術情報 セ ンターや東大の回線 を利用 したが、国有

財産で ある とい うことで、民 間 は利用で きなかった。これ を救 済す るためにKDDの 研究

所がInetク ラブ とい う会員制組織 を立 ち上げ、実費でメー ルの転 送 を行 なった。

また、IBMの メ イ ン フ レー ム コ ン ピュ ー タを繋 ぐBITnetが 、 日本 の約80組 織(100
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台 以 上 の コ ン ピュー タ)に 入 っ て い た。BITnetは 、 一 時 期CSnetと 合併 したが 、 そ の

後 、商用 ネ ッ トの伸 長 に伴 って両 者 と も運 用 が 廃 止 され た。

5.1.3イ ン タ ー ネ ッ ト2とNGI(NextGenerationlnternet)

NSFnetは1995年4月 末 まで運用 を続 けた後 に停 止 した。NSFは この後、スーパ ー コ

ンピュー タセーンター を繋 ぐvBNSを 始め たが、利用者 が少 なかったために担 当官 も 「失

敗」 と認めた。 それでvBNSを 止め たか とい うと、発想 は逆 で、利用 を拡大す る方向 に

転 じた。すなわち、1年 後 に100個 所 に限定 してその他 の研 究者に開放 したのであ る。

この動 きが インターネ ッ ト2やNGIの 計画 と連動 してい る。

イ ン ター ネ ッ ト2で はGigaPopが キ ー ワー ドで あ る。このGigaPop間 を繋 ぐの がvBNS

で あ るが 、ここ に大 陸横 断鉄 道 の線 路 沿 い に引 い た2.4Gbpsの 光 高 速 ネ ッ トワー ク を有

す る クエ ス ト(Qwes't)社 が 参 加 して きた。 これがAbilene計 画 で あ る。

2.4Gbpsの ネ ッ トワー クは、現 時点では余 り利用者 は多 くな く、 クエス ト社 にとって

は将来 に向けた優れた宣伝 戦略であ ると同時に、ユ ーザ のネ ッ トワーク と、本来、辺鄙

な鉄道沿い にあるAbileneと の接 続拠点 を増 やす ための戦略 で もある。この計画 を ゴア

副大統領が歓迎 し、 イ ンターネ ッ ト2は 二つの回線 を使 えるようにな った。

イ ン タ」 ネ ッ ト2は 、 元 来 はEDUCOMと い う大 学 の 連 合 組 織 が提 案 した もので あ る。

現 在 のUCAID(UniversityCorporationforAdvancedlnternetDevelopment)と い う組

織 は後 に設 立 した もの。 最 初 はEDUCOMが 計 画 を発 表 し、民 間 にRFPを 呼 び か け た と こ

ろ か ら出発 した。 そ れ に呼 応 した の はIBM、CISCO社 な どで あ るが 、 現 時 点 で は他 の 企

業 も支援 に 回 って い る。 イ ン ター ネ ッ ト2はvBNSとAbileneを 利 用 で きる。 な お イ ン

ター ネ ッ ト2は 本 来 、米 国 政府 の ネ ッ トワー ク政 策(NGI)と は独 立 の もの で あ る。

一方
、NGIは ク リ ン トン ・ゴア政 権 の 選挙 キ ャ ンペ ー ン と して1996年 に 出 て きた も

の で、 ワ シ ン トン主 導 で あ る。 これ はK-12ま で の 初等 、 中 等 教育 機 関 をイ ン ター ネ ッ

トに繋 ぐこ とが 中心 課題 で あ る。

5.1.4米 国の民間企 業はなぜ、持 ち出 しで も政府 プロ ジェク トに参加 するか

以上見 て きた ように、米 国のネ ッ トワーク関連 プロジェク トは数多 く存在す るが、そ

の物理 的イ ンフラは同 じ物 を用 いている ものが多い。その好例 はシカ ゴにあ るSTARTAP

であ る。 同 じATMの スイ ッチをNAP、TAP、MRENな どの複数 の プロジェク トが活用 して
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いる。この ように、物理 的 には同 じ物 を、論理 的には幾 つ もに言 い分 けて多 くの プロジ

ェ ク トを走 らせ、結果 的にいい もの を残 してい くや り方が、米国 は うまい。

日本 では、このや り方(一 つの インフラを複数の プロジェ ク トで共有 させ るや り方、

言 いかえれば、複数 の省庁の予算 を同 じイ ンフラにかぶせ るや り方)は 会計検査的 に許

されないだろ う。 それが無駄 を生み出 しているケースが ある。

また、米 国では、既 に存在す るプロジェ ク トや民間のプロジェク トを政府関連 プロジ

ェク トとして追認す るケース も多い。 これが、例 えば、Abileneの 高速性 に追随す るた

め に、大学のルー タの性 能向上研究 を促進 した り、元々存在 しなかったユ ーザ(応 用 プ

ロジェク ト)を 開拓 した り等 の、相乗的 な効果 をうま く引 き出 してい る。

民間 にとっては、アー リーア ドプ タ。の獲得 や普 及促進、マ ーケ ッ トの拡 大等 の効 果が

得 られ る。政府の支援 は研究費総額の1/4～1/10程 度 しか な く、残 りは持 ち出 しであ る

が、 ビジネス上の主導権 を得 ることがで きるのが大 きい。Qwest社 も何 とな く米 国政府

公 認 とい う感 じに見 え る。

例 えばス プリン ト社 は、NSFnetの 一部 と して南米や 欧州 と北米 を衛星 ネ ッ トワー ク

で接続 していた。ス プリン ト社 はその地域 のユ ーザか ら見 ると、米 国の代 表 に見 える。

これが効果 を発揮 して、スプ リン ト社 はこれ らの地域 と米国 を結ぶ衛 星通信 ビジネスで

利益 を納 めた。

今、電話 会社の合従連衡 が盛 んであるが、イ ンターネ ッ トに関 しては、米 国の電話会

社(ス プ リン ト、MCI)は 欧州の電話会社 よ り経験が豊富 であ る。これ はNSFnetの 頃か

ら開発 に参加 してい たか らである。これが海外 ビジネスには有利 に働 く。今 となっては

力量の差が とて も大 きい。

現在 、イ ンターネ ッ トについては、その管理体 制の主導権 を誰が取 るかがポイ ン トと

な っている。 これ は電子商取引の管理 ・主導権 に直接絡 む事項 であ るが、これを絶対手

放 さないのが米 国の戦略で ある。これに関連する各種団体 には米国政府の資金が注 ぎ込

まれている。また関連組織 を非営利団体 と して政府か ら独 立 に作 った として も、米 国の

法律、例 えば独禁法が適用 され ることになる。

これ に対 してわが国 は、今 、何 をなさねばな らないのか。日本 の製造 業が 情報技術 を

駆使 すれば、世界 に負 けない競争力 を維持で きるが、必ず しも作戦が立 ってい ない。
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日本の金融 ・製造業 は 自分の シス テムをカス タムメー ドで作 って きた。こん なことを

続 けてい ると、国全体 で見 た ときに相互 に有機的 に結 合で きず、相乗効果 を生 むことが

で きない。米国はオープ ン指向の システムを作 るので、国の総力 を結集す ることがで き

る。それが インフラその ものであ る。

米 国の民間企業が 、た とえ持 ち出 しであ って も、政府の プロジェ ク トに参加す るの は、

もちろん近い将来 に利益 になる と見 てい るか らであ る。政府 はその動 きを利用 しつつ、

経 済的、社会的な発展 を目指す し、政 治家 はそれが票 に繋が るので、大 いに宣伝 に努め

る。例 えば、初等 中等教育へ のイ ンターネ ッ トの導入 について、米 国の民 間企業 は熱心

にサポー トしている。それによって、国のイ ンフラな り、国民 の リテ ラシーが 向上すれ

ば、更 に次の発展が見込 めるので、大 きな動機付 けが生 まれ る。また米 国では教育が う

ま く行 ってい ない と感 じる国民が多 いか ら、政治家 も選挙 を意識 して熱心 に取 り組 む。

5.1.5わ が 国 の ネ ッ トワ ー ク政 策 の 問 題 点

日本 が イ ン ター ネ ッ トに出遅 れ た 原 因 は 、コ ン ピュ ー タ ・ネ ッ トワー ク ・プ ロ トコル

と してOSIだ け に 開発 努 力 を傾 け た か らで あ る。 リス ク ・マ ネ ジ メ ン トの 観 点 か ら は、

TCP/IPに も少 しは 開発 リソー ス を割 くべ きで あ っ た。

1986年 の時点で は、ICOTや 電総研 な どはTCP/IPネ ッ トに繋が っていた。その当時 に

考 えた計画の中に次 の ような ものがあ った。日本のスパ コンを使 いたい米 国の研究者 は

多い、しか しい ろいろな理 由で買 えない。また米国 は 日本 にスパ コンを売 り込み たい。

そ こで 日本 にスーパ ー コンピュー タ ・セ ンターを設立 し、そ こに日米のマ シンを導入 し

て、TCP/IPネ ッ ト経 由で海外 か らも利用 で きる ようにす る。 これ は双方 にメ リッ トが

あ る。さらに コンピュー タネ ッ トワー クも進展す る。この活動 は通 産省の主導で動 く予

定であ った。TCP/IPネ ッ トの応用で リー ドで きる素地 はあ った。

それが、当時の背景 をいえば、大学の先生 もOSI振 興 を唱え、それが国の基本方針で

あ ると閣議決定 され、OSI機 器 の購 入には税制援助 も附加 された。そ れが国策 とな り、

通産省 の支援 プロジェク トがOSI－ 色 になった。 そのため、TCP/IPが 事実上の世界標

準 になった ときには、大 きく取 り残 されて しまった。
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(1)な ぜ 、OSIが 駄 目に な っ た か

●OSIは 正式 な国際標準(デ ジュアス タンダー ド)と して制定が進 め られたため、検

討 には重層的 な各国 の専門委員会の手続 きを必要 とした。そのため、制定 に多大の

時 間を要 した。

●OSIに は著作権が あったため、その仕様 を評価す るだけで も高価 な仕様書 を購 入す

る必要があ った。図書館 に入れる ような書物 である。

● その仕様が細 かす ぎたため に、そのすべ てを実装する ことが困難 であった。複雑 な

部分は実装標準 と してサブセ ッ トを規定する始末であ る。

● 試作 システムの評価 の手順 も煩雑であ ったため、事実上 、確 認作業が進 まなか った。

テス トの費用が高 か った。

(2)な ぜ 、TCP/IPは 広 ま った か。

●TCP/IPは 研究者 コ ミュニ テ ィーで試行錯誤 的に実用機能が積み上 げ られて きた標

準(デ ファク トス タンダー ド)で あ るため、成長が早か った。標準 となるため に投

票 を しない。 ラフコ ンセ ンサス といわれ る。

●TCP/IPはUNIX(BSD)の 標準 であ ったため、ワークステーシ ョンを購 入す ると無料 で

付い て きた。後 にはWindowsの 標準 に もなったため、PCで も同様 であ った。動 か

ない プロ トコルは標準 とならない ような雰囲気があ った。

● 米国で は、OSIの 研 究か らベ ンチ ャーを起 こ した研 究者がその技術 を持 って インタ

ー ネ ッ ト(TCP/IP)の 世界 で ビジネスを進めたため
、OSIの 成果が急速 にイ ンターネ

ッ トに取 り込 まれた。(日 本はOSI策 定 では国際的に貢献 したが 、 ビジネスになる

ところを取 れていない。)

●OSIは 元々、 ヨー ロ ッパ各国がIBMのSNA(SystemsNetworkArchitechture)対 抗 の

ため に制定 しようと した標準であ るため、米国が本気 で承認す る筈 がなかった。

5.1.6わ が国の研究体制 の問題点 と有 るべ き姿

(1)リ ス ク ・マ ネ ジ メ ン トの不 備

日本 で も、大学 や大企 業の非主流部門 には、TCP/IPに つ いて研究 している人々がい

た。そのため、TCP/IPに も速やかに対処で きた。 リス ク ・マ ネジメ ン トの観点 か らは、

こう した存 在が重要 となる。 しか し、不況が深刻 になって きた現在、企業 で は非主流の

研究 は(将 来 のため には残 してお きたい と思 って も)切 り捨 て られ ている。民 間企業、

研究者 とも将来 に賭 けるので あれ ば、自分でチ ャンス/リ ス クを取 る覚悟 がい る。自分
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の札 を持 っていない と、世界の競 争の場で は相手 にされない。

同様 の理 由で、政府支援の研 究 プロジェク トが効率優先(成 果主義)だ けになるのは

将来、欠乏が生 じる恐 れが ある。 また、い くら研究予算総額が増 えて も、研究分野 ご と

の予算 シェアーが固定化 されているのが、あ らゆる ところで問題 を生んでい る。先端技

術 に集 中投資すべ きであるの に、物 理、化学等 に比べ て新興分野であ る情報 は後 回 しに

される。既 に成熟 してい る分野は研 究者の数が多 い、したが って公募 して も多 くの案件

が提案 される。これ を競争 率が等 しくなるように選択す る と、大 きな分野 は未来 まで大

きい。未発達 の分野 はいつ まで も小 さい。

(2)わ が国の現存 する研 究 ネ ッ トワー クの不備

わが国の現存 する(郵 政省 、文部省 、科技庁 管轄等 の)研 究 ネ ッ トワー クは、大蔵省

の予算管理の制約のため縦割 り型で、研究者の共 同乗 り入れが不便であ る。そのため、

通信容量が空いてい るのにフルに利用 されてい ない回線 もあ る。米国で は使 われていな

いネ ッ トワークはチ ェックされて研究予算打 ち切 りの対象 になる。勧誘 を してで も利用

者 を集め ようとす る。

わが国の研究 ネ ッ トワー クは、実際 には研究 関連の業務 に も使 っている。これで は(場

合 によってはシス テム ・ダウンの可 能性 もある)本 当 の研究 目的には使 えない。

政府が構築 した研 究 ネ ッ トワー クは一般 に公 開 されていない。これは民業圧迫 を避 け

る とい う原則 のためであ るが、米国で は、ネ ッ トワー ク運用の ポ リシー さえ実現 で きれ

ば、何 をや って もよい ことにな ってい る。例 えば、NASAの ネ ッ トワークはサ イエ ンス

振興 を謳 っているが、サ イエ ンスが含 まれていれ ば商用利用 も事実上 は可 能 となる。日

本では 目的外 の利用が一つで もあれ ば ダメ。米 国で は目的 に一つで も合致 していればオ

ーケー
。 ここにベ ンチ ャー企業の チ ャンスが生 まれ る。

(3)超 高速 ネッ トワークの研究 プロジ ェク ト(イ ンフラ整備)が 重要

ギガビッ ト/テ ラビ ッ トネッ トワー クの研究 は段階 的にや らない と進 めない。途 中の

段階 をスキ ップで きない。米国 はギ ガビ ッ トクラスの研究 を実行 で きるところ まで来 て、

成功事例、失敗事例 を どん どん集めてい るが、 日本 では誰 がや るのか。

現在のネ ッ トワーク技術 は、全 て民間 に任 せ られ る段 階で はない。国が研 究資金 を負

担す るインフラによって明 らか に しなければ ならない研 究課題が まだ まだあ る。例 えば、
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高速 インターネ ッ トを大量 のユ ーザが利用 する場 合のネ ッ トワー クの振 る舞 いの研 究

等 は、ネ ッ トワー クの稼働率等 の実績 デー タを公 表で きない(企 業秘 に触 れる)営 利的

民間設備 を利用 していてはで きない。

ネ ッ トワークだけ超高速 の もの を用意 して も、それ を極限 まで使 い こなせ るクライア

ン ト側 の設備 を有す る研究者がい ない。そのため には超高速の コン ピュー タを用意す る

必 要が ある。そ こに新 しい研 究の種が生 まれ る。例 えば、通産省 と郵政省の研 究予算 を

組みあわせ る仕組みが必要で ある。

現在の研 究 ネ ッ トワークで はで きない研究 を進 めるための、通産省 オ リジナルの実験

ネ ッ トワー クを作 り、電子商取引 などの コンテ ンツベースの研究 プロジェク トの テス ト

ベ ッ ドとすべ き。基盤 インフラが揃 ってい ないのでは、応用研究 は進 まない。ネ ッ トワ

ークの運用 サー ビスが 日本 に残 された ビジネスのパイで ある
。ζこを伸 ばせ るよ うな、

オープ ンシステ ムに対応 で きる研究の仕組みが必 要であ る。 カナ ダのネ ッ トワー クは

IndustryCanadaが 予算 を出 してい る。

研 究 プロジ ェク トの運営 では、失敗 した研 究の情報公 開 を成果の一つ と考 え、積極的

に推進すべ き。同 じ失敗 の繰 り返 しを避け、全体 の研究効率 をアップさせ るため には必

須である(こ れは企業秘密 の範疇 に関わ るケースが多 く、商用ネ ッ ト利用の研 究で は公

開 はで きない)。 通 産省 は失敗 を集めるためのネ ットワークをサ ポー トすべ し。

開発 は国が先頭 を切 ってや らない と誰 もや らない。一周 り技術 開発 が終 るまで は民 間

は参加で きない。その後、さらに ビジネス と して成 り立つ まで は、国が挺 入れ しない と

根付 いて行 かない。 これ を今や らない と取 り返 しがつかな くな る。

大学の若手の研 究者や企業の研 究者が 、フル タイムで数年 間、ノンプロフィ ッ トの研

究 を実行で きるように、 間接 経費 も含 んだ予算 と環境 を与 える こと。

公 開原則の元で競争 的 に研 究 を進 めるほ うが、最終 的に成果 を得 られ る。新 しい こと

をガラス張 り(オ ー プ ン ・システム ・ポ リシー)で やる には、研究 ネ ッ トワー クでや る

しかない。

ネ ッ トワー クのア クセス系 が無線 になると免 許等が関係 して話がやや こ しくな る。将

来 は、通信 、放送 とネ ッ トワー クが一体 になるのが見 えているが、電信、放送 の ような

免許事業(郵 政省 テ リ トリー)と フリーの ネ ッ トワーク を、どう折 り合 い を付 け るのが

問題である。
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米国で軍事利用の名 目な ら多 くの研究が大 目に見 られる ように、わが 国 も錦の御族 を

立てるべ きで ある。環境 ・災害 対策が この候補 ではないか。学校 の体育館が災害時の避

難場所 になるな ら、率先 して体育館 に高速 ネ ッ トワークを引けば よい。それ を通常 は子

供の学 習に利用す るとい うように、省 庁 の連携 を図 ることが重 要である。

5.1.7環 太 平 洋諸 国 ネ ッ トワ ー ク構 想 につ い て

(マ イ ケル ・マ ク ロ ビー教 授 シ ョー トレ クチ ャー)

(1)マ イ ケ ル ・マ ク ロ ビー教 授 の略 歴

●

●

●

●

国籍 はオース トラリア

以前 は、オース トラ リア国立 大学の教授 で、オース トラリア政府 の技術顧問 を して

いた関係上、日豪政府間の情 報関連の技術協 力や、日本 メー カか らのマ シン調達 な

どの交渉 でオース トラリア代表 として活躍。第五世代 コンピュー タプロジェク トの

日豪共同研究(テ ーマは 自動推謝'の パ ー トナーで もあ る。

その後米 国イ ンデ ァナ大学 にプ ローモー トされ、現在 は副学長。

早稲 田大学 の後藤滋樹教授等 と、環太平 洋諸 国をむすぶ ネ ッ トワー ク構想の実現 を

目指 し、共同研 究 を してい る。

(2)環 太平洋諸国 ネッ トワー ク構想

1996年 か ら環太平洋諸 国 を結ぶ、次世代の実験的研 究用 ネ ッ トワークの構築 を進め

ている。

米 国側 で この構 想 の 中心 に な っ て い る の は 、全 米137の 大 学 と設 備 を提 供 す る企 業 メ

ン バ ー で 構 成 さ れ るUCAID(UniversityCorporationforAdvancedInternet

Development)で 、Internet2プ ロ.ジェ ク トの 一 環 で あ る。

Internet2の バ ッ ク ボ ー ン は2本 あ る 。 一 つ はNSFが サ ポ ー トす るvBNS(very

high-speedBackboneNetworkService)で 、 これ は本 来 、NSFが 米 国 内 に複 数 設 置 した

ス ーパ ー コ ン ピュ ー タセ ン ター を遠 隔 地 か ら利 用 す る ため の専 用 ネ ッ トワー クで あ っ

たが 、そ の用 途 だ けで は利 用 率 が 上 が らない の で 、他 の先 端 的研 究 用 途 に もサ ポ ー トを

広 げて い る もの で あ る。 他 の 一 つ はQwest、Cisco、Norte1が 設備 提 供 す る光 ネ ッ トワ

ー クAbileneで あ る。Abileneの オ ペ レー シ ョンセ ンター は イ ンデ ィ アナ 大 学 に置 か れ

て い る。 これ は98年9月 にベ ー タ テス トを行 い 、11月 か ら運 用 を 開始 した。
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Abileneは 元 鉄 道 会 社 で あ るQwestが 大 陸横 断鉄 道 沿 い に敷 設 した8837マ イ ル の

2.4Gbpsの 光 ケー ブル(SONET)を 利 用 してい る。Qwestは こ の設 備 を利 用 して 回線 交 換 機

を一 切使 わ ず に、IP-over-SONETル ー タ網 で商 用IPテ レフ ォニ ーサ ー ビス を行 お う と

して い る。 これ が完 成 す れ ば従 来 の電 話 会 社 の1/10の コス トで サ ー ビスが 提 供 で きる

が 、Qwestは 市 内網 との接 続 ポ イ ン トを持 って お らず 、2.4Gbpsの 大 容 量 を使 い こ なす

ユ ー ザ も確 保 して い ない 。Internet2プ ロ ジ ェ ク トに参 加 す れ ば 、 この接 続 ポ イ ン ト

構 築 にNSFの サ ポ ー トを受 け られ 、大 学 とい う先 行 ユ ーザ も確 保 で きるの で 、将 来 の ビ

ジネ ス展 開 の点 か ら見 て非 常 に有 利 に な る。Abileneは 、い ず れ10Gbpsに 増 強 され る。

ア ジア と欧 州 を結 ぶ 研 究 用 ネ ッ トワー ク も米 国 を経 由 す る ル ー トが あ るが 、この 中 継

に従 来 の よ うにvBNSを 使 う と、 関 係 の な い トラ フ ィ ックで米 国 内 の ネ ッ トワー クが 逼

迫 して しま う。そ の ため 、世 界 中 の ネ ッ トワ ー ク と米 国 内 の ネ ッ トワー ク を繋 ぐ接 続 ポ

イ ン ト(STARTAP)を シ カ ゴに置 い た。 上 記 のAbilene、NSFのvBNS、NASAのNREN、DoD

のDRENも こ こで相 互 接 続 され てい る。

現 在 、STARTAPへ の接 続 計 画 が あ る世 界 の実 験 的研 究 用 ネ ッ トワー クは 、 カ ナ ダ か ら

のCA*NET(CANARIE)、 欧 州 か らのEUNET、 ロ シア か らのMirNET、 シ ン ガポ ー ル か らの

SingAREN、 そ れ と 日本 か らのTransPACプ ロジ ェ ク トで あ る。

余談だが、シンガポールは国 を挙 げてアジアの情報ハ ブになるこ とを目指 してお り、

同様 の構想 を持つ 日本 も、油 断を してい ると、決 断の早い これ らの国 々に直 ぐに追 い越

されて しまう危機 に瀕 している。

米 国外の実験的研 究用 ネ ッ トワークの主催者が、その ネ ッ トワー クのSTARTAPへ の接

続 を意 図 した とき、米 国内に共 同研 究者 を得 て接続のための プロジェク トを起 こす と、

NSFか ら研 究予算 をもらえる。上記 のTransPACプ ロジ ェク ト=マ クロビー教授+後 藤

滋樹教授 のケ ース もその一例であ る。

TransPACプ ロ ジ ェ ク トは 、APAN(AsiaPacificAdvancedNetwork:ア ジ ア太 平 洋 高

度研 究情 報 ネ ッ トワー ク)とvBNSと の接 続 につ い て イ ンデ ィア ナ 大 学 がNSFに 提 案 し

て採択 され た プロ ジ ェ ク トで、 日本 側 で は、科学 技 術 振 興 事 業 団 の運 用 す るIMNETを 活

用 す る こ と と し、 当 初ATM35Mbpsの 容 量 の 回線 経 費 を米 国側 と 日本 側 で折 半 す る 。 イ

ンデ ィア ナ大 学 は、NSFか ら年 間約200万 ドル を5年 間 に渡 っ て受 け る予 定 で あ る 。

APANは 、 アジア太平 洋地域の ネ ッ トワー ク資源 を有効活用 して域 内の研 究情報流通

一121一



を促進す るため、科学技術庁、文部省、農林水産省、通商産業省及 び郵政省等 が各々推

進 しているアジア諸 国間ネ ッ トワーク を相互接続 しようとす る ものであ る。平成9年8

月に 「日本APAN連 絡協議i会」(会 長 は後藤滋樹 教授)を 設置 して、 日本 国内における

AP州 に関す る活動 につ いて連絡調整 をしている。現在、東 京 アクセ スポ イン トを核 に

アジアで繋が りてい るネ ッ トワー クは、 日本(IMNET他)、 醐(㎜T)、 シ ンガポール、

オース トラリア(RDN)で ある。

この ようにSTARTAPに 世界 中の研 究用 ネ ッ トワーク(次 世代 インターネ ッ ト)が 集 ま

る とい うことは、近い将来 に研究段 階か ら広 く経済活動が行 われ る実用段 階になったと

き、や り様 によって は、米国が国内法 で世界 中の重要 な情報 を管理で きる ことを意味 し、

経済的のみな らず、安 全保 障上 か らも重大 な戦略性 を持つ。
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5.2米 国 のIT産 業 の 動 向

米 国におけ る情報 処理産業の動 向予測行 って いるガー トナ ー グルー プの シンポ ジ ウ

ムに参加 した ときに得 られ た情報 を中心 に、特に、米国政府 の情 報技術に関す る役割 、

先端テ クノロジーの動向、エ レク トリック ・コマースの将来に関す る動 向について報告

す る。また、この シンポ ジウムでは、産業界指導者による基調講 演が行 われ たが、この

概 要 を添付 す る。

(1)米 国政府の役割

米国政府 の情報技術 に関す る役割にっいては、"民 間企業 は、利益 を追求す るあ ま り

弱者 を切 り捨 てる"と ころがあるが 、"政 府は、弱者 の 『頼みの綱』 となるよ う役割 を

担 う必要が ある"こ とを強調 してい る。また、政府の予算サイ クルは 、概 して技 術の発

展 サイ クル に比べ て非常 に大 きいので、"技 術 の発展サイ クルにあ わせて技術政策 が立

法化で きる仕組み"が 必 要である。

(2)先 端 テクノ ロジー の動 向

先端 テ ク ノ ロジー の動 向 につ い て は、"Networked(コ ー ド線 に縛 られ た)"(1997-2002)、

"C
ontextua1(共 存?)"(2003-2006)、"Untethered(コ ー ド線 に縛 られ な い)"(2007-)

の3つ の 時 代 に分 け て、 各 々の 時代 のア ー キテ クチ ュア 、 イ ン タ・一・一ーフェイ スの 主 流 を 予

測す る。特 に、"音 声/言 語認 識"、"ウ エ ア ラブル(身 に着 け られ る)"と い った技 術 が キ

ー ワー ドとな る
。

(3)エ レク トロニ ッ ク ・コマ ー ス

エ レク トロニ ック ・コマースについては、"米 国では、既 に ビジネ スモデルが確 立 して

お り、それを如何に 日本 に導入するか"と い うところまで進 んでいる と思 っていた。 しか

し、現実には米国においても、一部 の先駆的 な企業は、エ レク トロニ ック ・コマー スを戦

略的に導入 しているが、一般企業(特 に製造業 といった基幹企業)に おいては、まだ ビジ

ネスモデル さえ明確 になってお らず、導入 にはまだまだ時間がかか りそ うである。

とはい え、エ レク トロニ ック ・コマースを実現す るた めの コンポーネ ン トは着実 に揃

って きてお り、特 に、 ビジネ ス対 ビジネ スのアプ リケー シ ョンに対す る関心が高 ま り、

投資 も充実 してい るのでエ レク トリック・ビジネ スが近 い将来急速 に発展す る と考 え ら

れ る。
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(4)米 国情報産業界の指導者による講演

① ネ ッ トワー ク産業 の将来

パ ネ リ ス ト:C.MichaelArmstrong
,ChairmanandCEO,AT&T

CharlesLee,ChairmanandCBO,GTE

RichardC.Notebaert,ChairmanandCEO,Ameritech

JamesQ.Crowe,PresidentandCEO,Level3Commullication

米 国 テ レ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 産 業 を 代 表 す る4社 の ト ッ プ が パ ネ リ ス ト と な り 、情 報

産 業 界 に お け る 大 規 模 ネ ッ ト ワ ー ク の 将 来 に 関 し て 議 論 し た 。 議 論 は 、2000年 問 題 か

ら 始 ま り 、 バ ン ド幅 の 大 幅 な 拡 張 に 関 す る テ ク ノ ロ ジ ー に 触 れ る と と も に 、最 後 は 、 テ

レ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 産 業 は ひ と つ の 会 社 に 独 占 さ れ た ほ う が ユ ー ザ の 利 益 と な る か

ど う か に 及 ん だ 。

② シス コ社の企業ネ ッ トワー ク ビジ ョン

講 演 者:JohnChambers,PresidentandCEO,CiscoSystems

ビジ ネ ス界 の リー ダ達 は 、イ ン ター ネ ッ トは情 報 時 代 のひ とつ の 技 術 に過 ぎな い と思

っ て い た。 しか し、今 で は 、彼 らも、イ ン ター ネ ッ トが 社会 に及 ぼ す 影 響 が 膨 大 で あ る

こ とを知 っ た...エ レク トロニ ック ・コマ ー ス は 、300年 前 に産 業 革 命 が 社 会 に 及 ぼ

した と同 じ規 模 の イ ンパ ク トを社 会 に与 え る...。Chambers氏 は 、 これ をイ ン ター

ネ ッ ト ・エ コ ノ ミー と名 づ けた。

③オラクル社の企業向け新戦略

講 演 者:LarryEllison,ChairmanandCEO,OracleCorporation

Ellison氏 は 、"オ ラ クル は 、 定期 的 に そ の戦 略 を変 えて い る よ うに 見 え る が 、長

期 レン ジの戦 略 は 何 か と"と 尋 ね られ た 。彼 は、"オ ラ クル は 、い ま ま で一 度 も進 路 を

変 更 した こ とは な い...い つ もデ ス ク トップ では な くサ ー バ 向 け の 戦略 を とっ て い

る...オ ラ クル の ソ フ トウエ アや イ ンター ネ ッ ト製 品 は 、サ ー バ 向 け に 重 点 をお い

てお り、 デ ス ク トップ製 品は 、 ほ とん どない"と 、切 り出 した。
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④ マ イ ク ロソ フ ト社 の イ ン タ ー メデ ィア対 応 とlT産 業 に対 す る 責任

講 演 者:BillGates,ChairmanandCEO,Microsoft

Gates氏 へ の 質 問 は、企 業 向 け ソ フ トウエ ア製 品へ の挑 戦 、マ イ ク ロ ソ フ トの イ ノベ

ー シ ョンに欠 け て い る事 に た い す る批 評
、マ イ ク ロソ フ トの ラ イセ ンス 商 習慣 、米 国 司

法 省 との裁 判 が マ イ ク ロ ソ フ トの ビジ ネ ス に与 え る影響 と、多 岐 に渡 った。

⑤ ユ ニ シス社 の メ イ ン フ レー ム か らサ ー ビス企 業 へ の 変貌

講 演 者:LarryWeinbach,Chairman,PresidentandCEO,Unisys

Weinbach氏 は、 ユ ニ シス が ハ ー ドウエ ア中心 の 会社 か らサ ー ビス 会社 へ の 改 革 の 挑

戦 につ い て話 した。

⑥HP社 の顧 客 管 理

講 演 者:LewisPlatt,Chai㎜an,PresidentandCEO,HewlettPackard

Platt氏 は 、HPの 情 報 産業 にお け る役 割 、将 来 の 売上 成 長 の見 通 し、 マ イ クロ ソ フ

トとのパ ー トナ ー シ ップ、 プ リ ン ター ビジ ネス な ど、 幅広 い 質 問 に対 応 した 。

⑦ ゼ ロ ック ス社 の"ド キ ュ メ ン ト会 社"戦 略

講 演 者:G.RichardThoman,PresidentandCOO,Xerox

最 近 、ゼ ロ ックス は"ド キ ュ メ ン トの 会社"で あ るこ と を、あ ち こ ちで宣 伝 して い る。

Thoman氏 は 、"従 来 、 ゼ ロ ッ クス は コ ピー機 の 会社 で 、 コ ピー に 品 質 を上 げ る た め に

化 学 とか物 理 に関 す る技 術 に大 きな投 資 を して きた。こ うい っ た ゼ ロ ッ クス の企 業 文化

を変 革 す る た めの 標 語 と して 『ドキ ュメ ン トの 会 社』 を掲 げ た"と 語 っ た 。
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⑧ 明 日のテ クノロジー

パ ネ リ ス トJoeCarter,Partner,AndersenConsulting

Pau田om,SeniorVP,BMResearch

Alex(Sandy)Pentland,AcademicHeadoftheMITMediaLaboratory

MarkWeiser,ChiefTechnologist,XeroxPaloAltoResearchCenter

Wearable(身 に つ け る こ との で き る)computingとpervasive(広 く浸 透 す る)

computingが 議 論 の 中心 と な った 。

最後 には、今後 ます ます便利 な製品が市場 に出て くる と思 うが、いつになったらテク

ノロジーはわれわれの生活 を楽 に して くれるのだろ う..."と 締 め くくった。
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5.3米 国 のlT2構 想 一 未 来 へ の投 資 一

(1)連 邦政府のIT関 連予算

2000年 度予算 の一部 として、 クリン トン大統領 とゴア副大統領は、$366million(約

"O億 円〉"tの情 報技 術研 究計 画 を提案 した。 これ によ り、情 報技 術研究へ の米 国政府の

投 資は28パ ーセ ン ト増加 する。

この情 報技 術 研 究 計 画 はIT2構 想 と呼 ばれ 、コ ン ピュ ー テ ィ ング分 野 と通 信 分 野 の

これ まで の計 画 を基 に して い る。 既 存 の計 画 に は、HPCC(HighPerformanceComputing

andCo㎜unications)計 画 や 、1998年 に認 可 され たNGI(NextGenerationInternet)

計 画 、DOE(エ ネ ル ギ ー一省 、Depart限ntofEnergy)のASCI(AcceleratedStrategic

ComputingInitiative)な どが あ る。

連邦政府のIT関 連予算

IT2構 想

(エ・f・rm・ti。nT・Chn・1・)gyf・r㎞ty－ 且 ・st(]tmt・ ・y)

6366担 【(2000:匪(駆)sed)

の 増 額

距

(HighPerformanoeOcrrputingandCtmmicaticns)

$1,21三M(1999:Aσ ヒし直L)

$1,462胞1(2000:pr()pose(i)

紅

(Nexヒ(]eneratiOn工nterr〕et)

斑

(Aこ℃eleratedStrategic

Ck文理)utinq工nitiative)
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また 、増 額 され た$366million(約440億 円)の 内 訳 は、 以 下 の 通 りTsであ る。

Agency

Fundamental

Information

Technology

Researc11

Advanced

Computingfor

Science,

Engineering,and

tbeNation

Ethical,Legal,and

S㏄iallmplications→

andWorkforce二

Programs Total

DOD $100M 一 合 一 '一 一

、

$100M

DOE $6M $62M $2M $70M

NASA $18M $19M $lM $38M

NIH $2M $2M $2M $6M

NOAA $2M $4M 一ー 一 $6M

NSF $100M $36M $10M $146M

Total $228M $123M $15M $366M

DoD(国 防 総 省 、DepartmentofDefense)、

DOE(エ ネ ル ギ ー 省 、DepartmentofEnergy)、

NASA(米 国 航 空 宇 宙 局 、NationalAeronauticsandSpaceAdministration)、

NIH(米 国 国 立 衛 生 研 究 所 、NationalInstitutesofHealth)、

NOAA(米 国 海 洋 大 気 局 、Nationa10ceanicandAtmosphericAdministration)・

応F(全 米 科 学 財 団 、NationalScienceFoundation)

DoDはDARPA(米 国 防総 省 高 等 研 究 計 画 局 、DefenseAdvancedResearchProjects

Agency)を 含 む。

資金 の約60パ ーセ ン トは大学 をベ ース に した研究 の支援 に当て られ、 これに よって

高度の情報技術ス,キル を持 つ.た労働者 に対す る需要の増大を喚起す る。
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(2)lT2構 想 が も た らす恩 恵

(a)情 報技術産業は米国の経済成長の源

過去 におけ る政府の研究 の成果(た とえば、 イ ンター ネ ッ トや最初の グラフィカル ・

ウェブ ・ブラウザ、先進 マイクロプロセ ッサ)は 、情報技術 産業 において米 国の リー ダ

ーシ ップの向上 に役 だ った
。情報技術 産業 は今 や米国の経済成 長の1/3を もたらす よう

にな り、そ こで働 く740万 人 の給与は民 間部門平均 よ り60パ ーセン ト以上高 い。米国

の経済の全部 門が世界市場 での競争 に勝 ち抜 くために情報技術 を使 ってお り、ビジネス

間のエ レク トロニ ック ・コマ ース(電 子商取引)は 米国だ けを見 て も、2003年 まで に1

兆3,000億 ドル に達 す ると予想 されてい る。

(b)情 報技術はわれわれの生活の質を改善する

情報技術 はわれわれ の生活の しかた、労働の しかた、学習 の しかた、他者 との コミュ

ニケーシ ョンの しかた を変 えている。情報技術 の進歩 によ り、子 供た ちの教育 の しか た

を改善 した り、障害 を持つ人 たちが よ り自立 した生活 を営 め るように した り、農 村地域

に住 む国民の ための医療 について も遠 隔医療 によって質 を改善 で きる。

情報技術分野での米国の リーダー シップは、国家 の安全 に とって も不可欠 であ る。

(c)情 報技術 は科学 ・工学分野 の問題 に挑戦 する

情報技術 とわが国(米 国)に お ける科学 ・工 学の 「黄 金時代」 との間 には、相互 に強

化 し合 う関係 がある。ス ーパ ーコンピュー タやシ ミュレー シ ョン、ネ ッ トワー クの進歩

は、自然界 を覗 く新 しい 窓を穿 ち、科学 的発見の ための ツール と しての コンピューテ ィ

ングの価 値 を理論 や実験 と同 じレベル にまで高め てい る。同時 に、気候変動の影響の予

測、効率が高 くよ りクリー ンなエネルギー ・システムの設計 、物 質の基本的性 質 に関す

る新 たな理解 など、科学分野の問題 に挑戦す るこ とに よ り、情報技 術の最先 端領域が切

り開かれ る。
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(3)lT2構 想 の3つ の柱

(a)基 礎情報技術研究

1960年 代 に始 まった政府 の基礎情報技 術研究 に対する投資 は、今 日の インターネ ッ

トをもた らした。 これ と同 じよ うに、コンピューテ ィング分野 と通信分野の ブ レー ク

スルー を目指す。

(b)科 学 ・工学 ・国家の ための先進 コンピューテ ィング

この活動 は、救命薬 品の開発時 間の短縮、よ りクリー ンで効率が よ り高 いエ ンジ ンの

設計、ハ リケー ンや トルネー ド、長期的気候 変動 の予測精度の 向上、科学的発見 のスピ

ー ドア ップな どの応用分野 を支援 する。

(c)情 報革命の倫理的 ・経済的 ・社会的影響に関する研究と情報技術労働者の育成

科 学 ・工学 ・国家 に貢献 す る

先 進 コ ンピューテ ィング

これ を支援 するために必要 なスーパー

コンピュー タや ソフ トウェア、 ネ ッ ト

ワー ク、研 究チーム も含 む

情報革命の倫理的 ・経済的 ・社会的影響に

関する研究 と情報技術労働者の育成
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5.4米 国ハ イ エ ン ドコ ン ピュ ー テ ィ ング研 究 開発 の動 向

5.4.1は じ め に

当研 究所 は、ペ タフロ ップスマ シン技術 を念頭 に置い たハ イエ ン ドコンピューテ ィン

グ技術 に関す る調査研 究 を行 ってお り、その結果 は、資料 「ペ タフロ ップスマ シ ン技術

に関す る調査研究 田」に まとめ ている。そこには、近年の デバ イス技術の急速 な進展 に

伴 う環境変化 を、アーキテ クチ ャ/ソ フ トウェア/ア プ リケーシ ョン分野 は どう受 け止め、

研究 開発 を実施すべ きか を産官学の専 門家の委 員によって検討 した結果 と、当研究所員

の調査 による米 国連邦政府支援 のハ イエ ン ドコ ンピュ ーテ ィ ング研究 開発動 向が記述

され てい る。本稿 で は、後者 の要約 を述べ ることとす る。詳細 ならびに前 者 につい ては、

本 編 を参照 されたい。

米国の調査 は、CIC研 究開発小委員会 のBlueBook、 大統領予算教 書、OSTP発 表資料

な ど、インターネ ッ ト上 で入手で きる情報、及 び海外調査 による情報 な どを参考 に して

いる。

5.4.2背 景

米 国で は、情報技術 分野 で世界 を凌駕す るこ とは国是 であ り、国 を挙 げて情報技 術の

レベル ア ップを行 お うと している。その中で、情報技術 のイ ンフラとな りうるハ イエ ン

ドコン ピューテ ィ ング技術 の研 究 開発 は政府主 導の色 合いが最 も強い ものの一つ であ

る。ペ タフロップス コンピューテ ィングはその フロン トラ ンナーであ り、今 や国家科学

技術委 員会(NSTC)の 管轄す る 班)CC(HighPerformanceComputingandCo㎜unication)

計画 の 主要 な柱 を形成 してい る。 これ らの動 きは、大統 領 直属 情報 技術 諮 問委員 会

(PITAC)の 答 申、それ を受 けた2000年 度大統領予算教書 な どで強力 に加速 され ようとし

てい る。

米 国 に限 らず、ハ イエ ン ドコンピューテ ィング分野 は市場規模 が小 さ く、そ こでの研

究 開発投資がす ぐに利益 に結 びつ かない ことか ら、民間で の 自主研究 は成立 しに くい。

米 国政府 の高速 コ ンピューティ ング領域 を育成す る戦略 は、すべ てのアプ リケー シ ョン

に対応で きるコン ピュータシス テム と して、スカ ラー型並列 シス テム を指定 し、ビジネ

ス アプ リケー シ ョン分野 など、その適応市場規模 を拡大す る とと もに、ソフ トウェアを

初め と し、MPUな ど構成要素 に至 る総合的 な技術 の底上げ をね らっている。その最先端

領域 としてハ イエ ン ドコンピュー テ ィング研究 開発が位 置づ け られ てい る と考 え られ

る。

さらに、米 国で はハ イエ ン ドコ ンピューテ ィング環境 をよ り多 くのユ ーザ に提供 す る

仕組みの構築が真剣 に考 えられてい る。
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5.4.3米 国ハイエン ドコン ピュー テ ィン グ研 究開発政 府組織

米 国 の情 報 技 術 研 究 開発 政 策 組織 の 中核 は 、各 省 庁 長 官 な ど政府 高 官 で 構 成 され る国

家 科 学技 術委 員 会(NSTC)の 中の 、 テ ク ノ ロ ジ委 員 会(CT)で あ る。CTは 、1997年12月

にNSTCの 改 組 が行 わ れ た 際 に、NSTCrに 属 して い た3委 員 会が 統 合 し、再編 され た。CT

に属す るCIC研 究 開発 小 委 員 会 は、情 報 通信 技 術 の 具 体 的研 究 開発 政 策 を立 案 し、その ・

ため、改 編 前 か ら存 在 して い る次 の5'つ の分 野 を受 け持 つ ワ ー キ ン グ グル ー プ を有 して

い る。

(a)HECC(HighEndComputingandComputation)

(b)LSN(LargeScaleNetworking,LincludingtheNextGenerationInternet

initiative)

(c)HCS(HighConfidenceSysytems)

(d)HUCS(HumanCenteredSystems)

(e)ETHR(Education,Training,andHumanResources)

5.4.4米 国 ハ イ エ ン ドコ ン ピ ュー テ ィ ン グ研 究 開発 政 策

ハ イエ ン ドコ ン ピュー テ ィン グ分 野 に関連 す る 政策 は 、1991年 に成 立 したHpc(High

Performancecomputing)Actを 主 な よ.りど ころ と して、 強 力 に推 進 され て きた 。 さ ら

に その 強化 の た め、1997年2月 、大 統 領 直属 情 報 技 術 諮 問委 員 会(PITAC)が ク リ ン トン

大統 領 に よ り設 立 され た(設 立 当初 はPAC)。PITACは 、BillJoyとKenKennedyを 共 同

委 員長 と し、選任 され た委 員 は産 業 界 と大 学 か ら広 く選 出 され た26名 の専 門家 で あ る。

1998年6月 、PITACは 、全 て の米 国民 の生 活 の 質 と水 準 を常 に向 上 させ る こ と を各 目

と し、情 報 通 信 お よびIT技 術研 究 へ の公 的投 資 を著 し く増 加 す べ きで あ る と大 統 領 に

提 言 した。 さ らに、1998年8月 、 中 間報 告 書 にお い て 、研 究 開発 投 資 イ ニ シ ア テ ィ ブ

(「副 大 統 領1999」 で表 明 され たInformationTechnologyfortheTwentyFirstCentury

(IT2))に 関 して 、科 学 技 術 補 佐 官 に指 針 を提 示 した。1998年9月 、PITACは そ の メ ン

バ と他 の 非 政 府専 門家 で な る6つ の パ ネ ル を召 集 しζ中 間報 告 の提 案 を精 密 化 し、最 終

報 告 と して、1999年2≒ 月 に大 統 領 に提 出 した 。

PITACの 報 告 を も とに、2000年 度 大 統 領 予 算 教 書 に お い て 、ク リ ン トン大 統 領 とゴ ア

副 大統 領 は情 報技 術 研 究 の 政府 投 資 の大 幅 な強 化 を表 明 した。 これ が 、 「21世 紀 に向 け

ての 情 報 技 術 」(IT2:"ITSquared":InformationTechnologyfortheTwenty-First

Century)と 呼 ば れ る新 公 約 で あ る。こ こで は 、従 来 のHPCC予 算 とは別 枠 で 、前 年 度 班)CC

予算 の28%増 加 に相 当す る$366Mを 支 出す る よ う記 述 され て い る。重 点 項 目が 以 下 の よ

うに指 摘 され て い る。
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(a)長 期 的情報技術研 究

・イ ンターネ ッ トにつ なが った政府投資の ように情報通信基盤 の優位 を導 く

(b)科 学、工学お よび国家のための先端 コンピューテ ィング

・医薬 品の開発期 間短縮 、低公害 ・高効率 エ ンジ ンの設計、竜巻 の高精度予測 のブ

レークスルーを もた らす

(c)経 済 ・社会 に生 じる情報 革命 の研究

・大学での増加 するIT技 術者の訓練 を助長す る努力

IT2を 推 進する省庁 は、NSF、 国防総省(DARPAを 含む)、DOE、NASA、NIH、NOAAで ある。

約60%の 投 資 は、大学ベースの研 究支援で ある。

投資対 象の研究分野 は、基礎研究(ソ フ トウェア、ハ イエ ン ドコンピューテ ィング等)、

先端技術(イ ンフラ、シ ミュ レー シ ョン等)、 経済 ・社会への影響であ り、期待 され る成

果 と して、次 の項 目が挙 げ られてい る。

(a)人 間の言葉で会話 し、理解す るコンピュー タ;リ アル タイムで正確 な多言語翻訳

(b)「 インテ リジェ ン トエー ジェ ン ト」 による情報収集 ・要約

(c)全 世界 かち アクセスで きるスーパー コンピュータによる広範 な科学 的 ・工学的発見

(d)何 千万 の コンピュータだけで な く、何千億の機器 を接続す る ようにで きるネ ッ トワ

ー ク

(e)ペ タフロ ップス コ ンピュー タ、バ イオ もしくは量子 コンピューテ ィングの ような根

本 的 に異 なる技術 に基づ くコンピュー タ

(f)高 信頼、保守容易 な複雑 なソフ トウェアを開発 した り、電話回線、電 力網 、金融市

場 、イ ンフラの コア要素 を よ り高信頼 にする新 しい手法

3.4.5米 国ハイエン ドコンピューテ ィング研 究開発政府予算

大統 領予算教書 の中で、HPCC予 算 は、主要な個別予 算の一つ と して取 り上げ られ 、

NSTC所 管 となっている。2000年 度 のHPCC予 算 は$1,462M(1,754億 円、1$=120円 換算)

である。各省庁の内訳 を表 に示すが、DOE予 算が飛び抜 けているのが分か る。 ちなみ に、

米 国全研究 開発予算$78,242M(約9兆3,890億 円)中 の非軍事関連予算 は$39,761M(約4

兆7700億 円)で あ る。

表2000年 度HPCC予 算(細)

省庁

予算額

DOD

207

NIH

115

NASA

136

DOE

659

NSF

314

商務省

27

EPA

4

合計

1,462

DOE予 算 の 大 幅 な 増 加 は 、1998年 度 、 元 々DOE独 自 の プ ロ グ ラ ム で あ っ た

ASCI(AcceleratedStrategicComputingStrategy)がNSTCす なわ ちCIC研 究 開発 小 委
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員会所管 になったこ とが原因であ る。DOEの1998年 度以降の予算内容 を次 表に示す

が 、非軍事 予算 は1997年 度 とそれほ ど変化 はないが、軍事 予算であ るASCIへ の支出が

飛 び抜 けて大 きくなってい るこ とが わか る。

表DOEのHPCC関 連予算の内訳(細)

予算種別 1998Actual 1999Estimated 2000Proposed

Energy(CivilianProgram) 115 126 116

Energy(ASCI) 374 484 543

計 489 610 659

ASCI:AdvancedStrategicComputingInitiative*2000年 度 予 算 教 書114ペ ー ジ

2000年 度 には、前 出 のIT2が 新 イ ニ シ ア テ ィブ と して新 た にス ター トし、強 力 に推 進

され よ う と してい るが 、予 算教 書 に は、InformationTechnologyInitiativeと してHPCC

予 算 と は別 に、 次 表 に示 す総 額$366Mの 予 算 が計 上 され て い る。

表IT2予 算($M)

省庁

予算額

NSF

146

DOD

100

NASA

70

NASA

38

商務省

6

NIH

6

十⇒コ
ロ

366

*2000年 度 予 算教 書108 ,117ペ ー ジ

3.4.6米 国 ハ イ エ ン ドコ ン ピュ ー テ ィン グ研 究 開発 技 術 動 向(1999年 度BlueBook)

BlueBookは 、CT(旧CIC委 員会)が 編纂 し、大統領予算教書作成 のため大統領府 に毎

年提出 される研究 開発計画書で ある。 そこで は、HECC研 究開発の米国連 邦政府の ミッ

シ ョンニーズ は、国家の安 全、環境/気 候/気 象、航 空探査 と宇宙探査 、エ ネルギー研究

(太陽、燃焼、核融合)で ある とされている。 さらに、HECC推 進の原動力 となる社会的

アプ リケー シ ョンは、保健 医療 、危機 管理/自 然災害警告、長期 的な環境 ・エ ネルギー

管理、教育 と生涯学習が挙げ られ てい る。

上記の 目的 を達成す るため、HECC研 究テーマ を次 の ように規定 してい る。

(a)物 理 的 ・化学的 ・生物学的モ デ リングお よびシ ミュ レー シ ョンのためのアル ゴリ

ズム

(b)大 量 の情報 を必要 とす る科 学 ・工学 のアプ リケーシ ョン

(c)量 子 ・生物 ・光 コ ンピューテ ィングの先進概念

この ような思想 の もとに行 われている連邦政府 のHECC研 究 開発の成果 として、ス ケ

ー ラブルな並列処理 の確立 、超並列 システムの創 出、科学 的基礎(教 育訓練 を受 けた人

材、アーキテ クチ ャに関す る新 しいアプローチ 、次世代技術 など)の 創出、20億 ドル規

一134一



第2編 米国の情報技術に関する研究開発制度と技術動向

模 の ミ ッ ドレン ジ高 性 能 コ ン ピュー テ ィ ン グ市 場 の技 術 的 基 礎 の 実 現 、政 府 の経 費 削 減 、

ASCIプ ロ グ ラムの 短 期 的技 術 目標 実現 が 挙 げ られ てい る。

現在 の 目標 は、1ペ タ フ ロ ップ ス の持 続 的処 理 速度 の実 現 で あ る。適 切 な資 金 と技

術 的 な注 目が 集 ま り重 要 視 され る こ とに よ り、 この 目標 は2007年 まで に達 成 され る と

示 唆 され て い る。

現在 実 行 中 の プ ロ グ ラ ム の柱 とな る の は、DOEのASCIプ ロ グラ ム で あ るが 、 さ ら に、

注 目す べ き ユ ン ピュ ー テ ィ ング アー キ テ クチ ャ と して、DARPAの ウ ル トラス ケ ー ル コン

ピ ュー テ ィ ン グ(量 子 コ ン ピュー テ ィ ン グ、分 子 コ ン ピュー テ ィ ン グ、DNA論 理 演 算 、

アモ ル フ ァス ア ル ゴ リズ ム な ど)、DOEのMTA(Multi-ThreadedArchitecture)、NSAの

HTMT(HybridTechnologyMultiThreadedarchitecture)が あ げ られ てい る。

3.4.7ASCIプ ロ グ ラ ム

1995年6月 、10年 で10億 ドルの予 算 支 出 を予 定 したASCIプ ロ グ ラ ム は、4年 目 を

迎 え、2004年100Tfiopsに 向 け て順 調 にマ イル ス トー ンを達 成 して い る。 大 統 領 の予

算 教 書 に よ る と、1998、1999、2000年 度 の3年 間 の総 計 だ けで 約14億 ドル の 支 出予 定

と な っ て い る 。1997年 度 の 予 算 要 求 が 約1.22億 ドル な の で 、 予 算 面 で か な り

Acceleratedに な って い る。

以 下 に、ASCIマ シ ン開発 の現状 と ソ フ トウェ ア、 ア プ リケ ー シ ョ ン開発 状 況 を記 述

す る。

Intelが 担 当 して い るSandia国 立 研 究 所 のRedは 、唯 一 、分 散 メモ リ型MIMDア ー キ

テ クチ ャを採 用 してい る。1998年11月 の トップ500で は、Rmax1.34Tflops(理 論 ピ

ー ク性 能1 .83Tflops)で 世 界 最遠 であ る。

IBMが1996年 に$94Mで 開発 を契 約 したLivermore研 のBlue-Pacificは 、1998年10

月 、 ピー ク性 能3.88Tflops(Livermorecodeに よる測 定)を 達 成 した こ とが ゴア副 大

統領 に よ り直 々 に発 表 され た。

SiliconGraphicsに よ り開発 され たBlue-Mountainが 、1998年11月 、 ピー ク性 能

1.6TeraOpsを 達 成 した こ とが発 表 され て い る。

IBMが 受 注 したASCI冊titeは 、10.2Tflops達 成 をめ ざ したRS/6000SPで あ るが 、2000

年 半 ば にLivermore国 立 研 究 所 に納 入 され る予 定 で あ る。512nodesを 有 し、全 必 要 電

力6.2Mwatts、 設 置面 積1,579m2(17,000ft2)を 必 要 とす る ため 、新 建屋 を建 築 して い

る。次 の30Tflopsマ シ ンはLosAlamos国 立研 究所 で 開発 され る予 定 で あ る。

CIC研 究 開 発 小 委 員 会 の 計 画 には 、DOEのASCI計 画 の 一 部 で あ るASAPが 組 み 込 まれ

てい る 。現 時 点 で は 、ASAPは 米 国 の 大学 と共 同 で 、高 性 能 シ ミュ レー シ ョンの性 能 向

上 の た め 、次 に示 す 研 究 開発 を行 って い る。

(a)Stanford大 で の ガス ター ビ ンエ ンジ ン設計 用 の シ ミュ レー シ ョ ン技 術
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(b)California工 科大 で の高 性 能 爆 薬 が 引 き起 こす衝 撃 波 の影 響調 査

(c)Chicago大 で の天 体 物 理 学 的 熱 核融 合 発 光 を シ ミュ レー シ ョン と解 析

(d)Utah大/SaltLakeで の偶 発 的 な火 災 と爆 発 の数 値 シ ミュ レー シ ョン

(e)Illinois大(Urbana-Champaign)で の固 体 燃料 ロ ケ ッ トの 完 全 シス テ ム シ ミュ レ

ー シ ョ ン

3.4.8ま と め

米国におい て も、省庁の持 っている権限 は強大で、縦割 りの弊害が生 じるの は必然で

あ る。 しか し、優先項 目の選定 、政策 の整合性、予算配分 な どの決定 をNSTCのCTや

CIC研 究開発小委員会 に権限 と責任 を持 たせ て決定 させ ることによ り、未然 に防止 しよ

うとしている。権限 は、委員会答 申の政策反映 に より効力 を発揮す る。責任 は、委員個

人の社会的評価 に負 うが、最終的な責任 を大統 領が とることよ り、すべ てが解決 されて

いるよ うに思 われる。

情報技術強化政策 の推進 は、今 や米国の遠 い将来 をに らむ基本方針 にな ってお り、基

本 となるシス テム/ソ フ トウェア指向 は政権が変 わって も変わ ることはない と考 え られ

る。 また、研 究領域 としてのハ イエ ン ド/フ ロ ンティア分野 は、政 治、軍事 、経 済の各

分 野において、米国が世界で常 に優位 を保つため に必要不可 欠であ り、長期的な研 究開

発 重視政策 において も、他 国に比べ研 究投 資 を緩和す るこ とは予想 しがたい。

2000年 度HPCC予 算 は$1,462M(約1,754億 円)、IT2予 算 は$366M(約440億 円)で ある。

HPCC予 算 の うち半分 近い$543MはDOEの 軍事的計画であるASCIに 支 出 され、 さらに、

DARPA関 連の$207Mを 差 し引いた残 りは、$712M(約854億 円)と なる。この ような投資が

一時的 な景気対策で はな く
.、各省庁 ミッシ ョン実現 に必 要な技術 開発 のため、ポ リシー

を持 って継続 的になされる ところに米 国情報技術研究の強みがある と考 え られ る。

米国ハ イエ ン ドコンピューテ ィング技術 のめ ざす ところは、この先10年 を見通 す と1

Pflopsの 計算能力であ り、その ための ソフ トウェア/ハ ー ドウェアの研 究開発 に注力 し

てい る。その実現の原動力はDOEのASCI,で あ る、ことは間違い ないが、さらにNSA、NASA、

DARPAは 超伝導素子 やPIM(Processors・ ・lfn."MemOry)で構成 されるmMTア ーキデクチ ャで

ペ タフロ ップス を早期 に達成 しよ うと してい る。これは、暗号解読 、ネ ッ トワー ク情報

デー タマ イニ ングな どのグローバ ル ネ ッ トワー ク戦略への適用 を考 えてい るのでは な

いか と推察 され、国家 ミッシ ョンとしでの研 究 開発 テーマの存在が いかに重要で あるか

が示 されてい る。 さらに、量子 コンピューテ ィング、DNAコ ンピューテ ィングなど、次

世代 の コンビューテ ィー.ン'グアー キテク チ・ヤ:研究 をひとまとめ に し、1Exaflopsを 目標

とした 「ウル トラスケー,ルコンピェーテ'イ'シグ」をDARPAが 推進す るな ど、フロンテ ィ

アを極 める努力 を怠 っていない。

情報技術研究 開発 において、米 国が最も意識 しているの は 日本であ ることは間違いな
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い。 それは、組織 、予算、研究開発 テーマ等が揃 っている ように見 えるか らであ る。

組織上、、米 国のOSTP、NSTC、PCASTに 相 当す る もの と して科学技術 会議 がある。 また、

科学技術基本計画 に よ り平成8年 度か ら5年 で17兆 円の支出 を予定 し、平成11年 度 に

は科学技術全体で3兆1,552億 円 を支 出す る。 さらに、科学技術庁主導 の2001年 度 に

ピーク性能40Tflopsを 達成 「地球 シ ミュ レー タ」計画や、2004年 度 に1Pflopsの 速

度 を達成す る理化学研究所の計 画がある。

しか しなが ら、情報技術研 究開発 政策 を米国 と比較する とき、大 いなる危惧 をぬ ぐい

去 るこ とがで きない。それ は、省庁横断型 の科学技術振 興調 整費の予算枠の小 ささ、科

学技術会議 の省際調整の実施段 階でのボ トムア ップ方式 の弱 さが感 じられ る とともに、

研究 プロジェク トテーマが単発 で、その先 をに らんだ グラン ドデザ イ ンが見 当た らない

こ どが挙げ られ、さ らに、これ を払拭する情報が得 られないか らである。地球 シミュ レ

ー タや理研 の コ ンピュー タは
、次 にどのよ うにつ ながってい くのか明確 な答 えが見つか

らない。

米国の情 報技術研 究開発 政策 に関す る情報 は、インターネ ッ ト探索 だけで明確 なコン

セ プ トが入手で き、 さらに、ImplementationPlanの ように、HPCC関 連 の研究 開発 内容 、

テーマ毎 の参加省庁 名、予算 の配分 な どが親切 に記述 されている文書 が公 開 されてお り、

上述の ような危惧 が生 まれる余地 を未然 にな くしてい る。

わが国において も、インターネ ッ トによる省庁 の情報 開示は、最近 とみ に著 しいが、

米国の ように納税 者へ の説明責任 を前提 と し、全体像 とその根拠 とな る基礎 デー タをわ

か りやす く提供 しようとい う意欲 は、結果 と して伝 わって こない。

ハ イエ ン ドコンピューテ ィング研 究開発推進 には、国民合意形 成が最重 要であ ること

は言 うまで もな く、それ を達成す るため には、政府 から各研 究機 関 に至 る全 ての階層で、

よ り進 んだ情報公 開の努力が必要不可欠な もの と考 える。

一137一



5.5知 的情報 システム技術研 究開発 の動向

(1)は じめ に

インターネ ッ トが広 く注 目され は じめ てか ら数年が経過 し、インター ネ ッ トやそれ を

利用す るためのパ ーソナルコンピュー タが普 及す るとともに、イ ンターネ ッ トを利用 し

た情報提 供や新 しいサ ー ビスの提供 が行 われ るようになって きた。これ に ともない、従

来、コンピュー タとは縁の なかった人々が新 しい利用者層 を形成 しつつあ り、今後 、現

在開発が進め られている電子図書館 、電子商取引 などの普及 とともに、情報サ ー ビスの

内容 も大 きな広が りを見せ る もの と予想 され る。21世 紀 に向けて、情報技術が社会 に

大 きなインパ ク トを与 える ようになるこ とは間違 いない と思 われる。

しか しなが ら、この ように人々を取 り巻 く情報環境が豊か さを増す と同時 に複雑 に も

な り、その結果、利用者はその情報環境 の全容 を理解 するこ とが困難 になって きてい る。

さ らに、望 む情報 を得 るための コンピュー タの操作 も、実際 には宣伝文句 ほ ど容易では

な く、ます ます複雑 になってい き、習得 が難 しくなっている とい う状況 も一方で は生 じ

ている。

この ように、情報技術 を取 り巻 く状 況は大 き く変わ って きてお り、新 たなニーズ に応

え、課題 を解決す るため に、従来の情報処理 の理論や技術 を超 えた技術革新が求 め られ

ている。

インターネ ッ トに代 表 され る開放型 の コンピュー タネ ッ トワークが さ らに発展 し、携

帯型や組込 み型 を含 む さまざまなコ ンピュー タが ネ ッ トワー クで接続 され るよ うにな

ると、そ のネ ッ トワー クが通信 を行 う場 としてだけでな く、それ らの コ ンピュー タが保

持 しているデ ー タ群 を巨大 なデー タベ ース と して捉 えるこ とがで きる。課題 は、現実世

界 との関わ りの中で ネ ッ トワー クか ら情報 をうま く取 り出 した り、そ の情報 を利用 して

コ ミュニケーシ ョンを効 率化 し、共同作 業 を円滑 に進 め るための新技術 を開発 し、種種

の社会 システムを知的 に支援す るソフ トウェアを構 築す ることで ある。

本節で は、計算機 とネ ッ トワー クを通 じた情報利用の知的技術 、お よび、使 いやす さ

や使い心地 の よさを重視 した知的 なユーザ イ ンタフェース技術 を中心 に、日米の研 究開

発動向 について概説す る。

(2)米 国の研究開発動向

米 国 で は 、HPCC(HighPerformanceComputingandCommunications)計 画 の 後

継 プ ロ ジ ェ ク トで あ るCIC(Computing,Information,andCommunications)研 究 開

発 計 画 の 中 のHumanCenteredSystems分 野 で 、 計 算 機 シ ス テ ム と 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク
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の アクセス しやす さ、使いやす さの向上 を目指 したテーマが大規模 に取 り上 げ られてい

る。この計画で は、医療 、教育、環境 などさまざまな社会 システムの分野 に適用で きる

効率的で使いやすい情 報環境 の構築 を目標 とし、基礎研究か らシス テム開発 まで幅広 く

行 ってい る。

また、米 国政府は、現在の インターネ ッ トの発展は2～30年 前 に行 われた政府の投資

の結果であ ると認識 してお り、更 なる進歩のため に、今後 もこの分野への投 資 を継続 し

てい く考 えである。 そ こで、HPCC計 画、CIC研 究開発計画 と続 いた情報技術研 究開

発 をさらに強力 に推進す るために、1999年2月 、21世 紀情報技術 戦略IT2(lnformation

Technologyforthe'IXNentyFirstCentury)を 発表 した。

(a)CIC研 究開発計画HumanCenteredSystems(HuCS)分 野

CIC研 究開発 計画は、米 国におけ る計算機技術、情報技 術、通信技術 の研 究開発 を推

進 し、豊か な市民生活 と米国経 済の競争 力 を維持する ことを目標 としている。

CIC研 究 開発計 画の5つ の分野の うち、HumanCenteredSystems(HuCS)分 野 は、

これ までCIC研 究 開発計画予算の1/4程 度が投資 され てきた。HuCSの 目標 は、計算

機 システム と通信 ネ ッ トワー クのアクセス しやす さ、使 いやす さの 向上 をもた らす こ と

であ る。この 目標 は、大統領の イニ シアテ ィブUniversalAccesstoInformation(だ れ

で も容易 に情報 にア クセス可能 にす るこ と)に 合致す る ものであ り、米 国が強力 に研究

開発 を推進 する分野 のひ とつ になってい る。研究対象 と して、共 同研究室 、知識 リポジ

トリ、情報 エージェ ン ト、マルチモ ーダル対話 システム、仮想現実環境 、デ ィジ タル ラ

イブ ラリな どがある。以下で は、CIC研 究開発計画の1999年 度のBlueBookに 基 づい

て、デ ィジ タル ・ライブラ リ ・プロジェク ト・フェーズ2と 人間可視化 プロジェク トに

つい て述べ る。

デ ィジタル ・ライブラ リ ・プロジ ェク ト・フェーズ2

1998年 に終了 したデ ィジ タル ・ライブラリ ・プロジェク トに引 き続 いて 開始 され た4

年間の プロジェク トである。助成機関 も、これ までの全米科学基金(NSF)、 米 国航 空

宇宙局(NASA)、 国防高等研究計 画局(DARPA)の ほか、国立 医学図書館(NLM)、

議 会図書館(LOC)、 国立 人文基金(NEH)が 加 わ り、助成金 も増額 され る。

この計画 の目標は、ネ ッ トワークで接続 され地球全体 に分散 した情報資源 を有効 に利

用 で きる ようにし、革新的 アプ リケーシ ョンの開発 を促 す ことによって、基礎研究 にお

ける米 国の指導的地位 を確立す ることにあ る。

デ ィジタルライブ ラリは、知 的社 会基盤 として利用 されるため、各分野 にお ける次世

代の実用 システムを創 出す るため に各分野 同士の連携 を促進す る効果 を持 つ。計画で は

特 に、情報技術 と各分野のニーズのす りあわせ、お よびマルチ メデ ィアデー タの よ うな

新 しい タイプの コンテ ンツ、コレクシ ョンに重点がおかれ、テス トベ ッ ドの構築 に より、
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情報の生成、アクセス、利用か ら、蓄積 、保存 に至 る全 うイフサイ クルを対象 とした研

究 開発 を行 う。

人間可視 化プロジ ェク ト(Visib"leHumanProject)

人間の解剖学上 の構 造 をデ ィジ タル イメージで蓄積す る ライブラ リの構 築 を行 うも

のである。1999年 度 は評価 の フェーズに入 ってお り、55ギ ガバ イ トにお よぶ デ ィジタ

ル画像 ライブテリの構築 と評価 を行 う。このライブラ リをアプ リケーシ ョンと組み合わ

せ るこ とによ り、教育 ツールや手術の訓練 ツー ル、あ るい は、手術や治療の計 画作成支

援 ツールに もなる。

(b)21世 紀 情 報技 術 戦 略IT2(lnformationTechnologyfortheTwentyFirstCentury)

HPCC計 画 、CIC研 究 開発 計 画 、NGI計 画 な ど情 報 通信 分 野 で の過 去 、現 在 の計 画

を土 台 に、長 期 的 な基 礎 研 究 へ の 大 幅 な支援 を打 ち出 した もの で あ る。

研 究 開発 項 目は、計 算 機 シス テ ム や情 報 シ ス テ ム を使 い やす く し、信 頼 性 、生 産性 を

高 め る方 法 に関 す る重 要 な研 究 課 題 と して、ソ フ トウ ェ ア 、ヒュ ーマ ン ・コ ン ピュ ー タ ・

イ ン タ ラク シ ョン と情 報 管 理 、ス ケ ー ラブ ル情 報 イ ン フ ラス トラクチ ャ、ハ イエ ン ドコ

ン ピュ ー テ ィン グが挙 げ られ て い る。 この うち 、 ソ フ トウェ ア 、 ヒュ ーマ ン ・コ ン ピュ

ー タ ・イ ン タラ ク シ ョン、ス ケ ー ラ ブル情 報 イ ン フ ラス トラ クチ ャに つ い て 簡単 に説 明

す る。'

ソフ トウェア

高信頼で保守 しやすい ソフ トウェアを開発す るための ソフ トウェア工学、エ ン ドユー

ザプログラ ミングや部 品べ.一スソ フ トウェア開発 な どの技術、自分 自身 を必要 に応 じて

更新 した り、必 要な機 能 をダウンロー ドす るこ とので きるア クテ ィブソフ トウェア、知

的エージェン トの ような 自律 的 ソフ トウェアな どが重 要な項 目として挙げ られ てい る。

ヒ ューマ ン ・コン ピュータ ・インタラクションと情 報管理

計算機 を使 いやす くす るために、話 し、聞 き、人 間の言葉 を理解す るコ ンピュー タが

挙 げられている。

スケーラブル情報 インフラス トラクチ ャ

将来の インターネ ッ トは、単 なる コンピュー タネ ッ トワークか らデバ イスの ネ ッ トワ

ー クに発展す ると予測 されてい る。このため、何 兆 もの ノー ドが接続 され る ことにな り、

デバイスのい くつか は高速無線 ネ ッ トワー クで接続 され る。コンピュー タのほか にセ ン

サ、測位 シス テム、その他 実世界 に関 わるさま ざまなデバ イスが接続 され、これ らが 日

常利用する ものの 中に組み込 まれ る。これ によって、いつで もどこで もネ ッ トワー クを
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通 じた情報利用が可能な環境が提供 される。

(3)知 的情報システム技術研究開発の新 しい展開

本 項では、先端情報技術研究所 の 「人間主体 の知 的情報技術調査 ワーキ ンググループ」

(奥乃博主査)で の議 論 に基づ き、日本 におけ る知的情報 システム技術のい くつか とそ

の将来像 について述 べ る。

社 会の高度情報化 に よ り、われわれの まわ りの情報環境 は大 きく変化 しようと してい

る。た とえば、電子商取引 の実用化に より、ソフ トウェアの利用や情 報の アクセス に対

して対価 を支払 う情報取 り引 きが進展 す るであろ う。この ことは、人々の情報 アクセス

行動 に大 きな変化 を もた らす こ とになる。情報化 はまた、身の回 りに情報 をあふ れ させ

ることに もなってお り、効率 よ く必 要な情報 を得 ることが重要になって きてい る。

また、社会の さまざまなところに計算機が利用 される ようになって きてお り、多 くの

人に とって計算機が身近 になるにつれ、計算機の専 門家以外 の人々 も計算機 を操作 す る

機会が増 えて きてい る。この ことは、誰で もが容易 に使 える計算機への要求 につなが る。

この ように、効率 的な情報への アクセス、利用、お よび、使いやすいユーザ インタフ

ェース に対するニーズは増加 して きてお り、また、それ に応 えることが現在の知的情報

システム技術 の大 きなテーマのひ とつ にな っている。

(a)知 的情報 システム技術の課題

計算機の能力 を人間 に近 づけ、計 算機 に人間の代行 をさせ る とい う考 え方 か ら、計算

機 に よって人 間の知的能力 をいか に支援 し、強化す るか とい う考 え方 に変 わ って きた。

この ように、人間の支援 とい う観 点か ら、情報利用 と使 いやす さを提供す る知的情報 シ

ス テム技術 の課題 を以下 に挙げ る。

・ 見 えない コンピュー タ(invisiblecomputer)と 見 えない支i援(invisiblesupport)

使 いやすい道具 は、利用者がその道具その もの よ りも道具の持つ機能 に着 目で き

るよ うになってい る。 しか し、現在の コンピュー タは、コ ンピュー タが 自己主張

してお り、操作法が前面 に出て、機 能は分 か りに くくなってい る。 これか らの コ

ンピュー タは、機能す なわちそれに よって可能 になる人間の知的活動 を支援す る

ことを前面 に出 し、コンピュー タその もの はノー トや文房具 な どの ように身の回

りに さ りげな く存在す る もの になるべ きであ る。

見 えない支援 とは、人間の 日常 の生活 において、支援 を受 けるために実世界 での

普通の生活 を中断す ることな く、その時、その場 で、状況 に応 じて必要 な支援 を

受 けられる ものであ る。現在、 コ ンピュー タによる支援 を受 けるためには、人間
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が端末 の前 に来てサイバ ースペ ースの 中に入 る必 要が ある。 それが逆 に計算機が

実世界 の情報 を取 り込 んで、そ れに応 じた支援 を行 うのが見 えない支援 である。

必要 となる要素技 術 は人間の振 る舞 いのセ ンスや状況認識 な どが ある。

自然 なインタフェース と気 の利 い たインタフェース

自然 なインタフェースとは、人間がその道具 に対 して持 っているメ ンタルモデル

に照 らし合わせ て自然 な操 作であ る ものである。 た とえば、 コンピュー タ端末 を

薄 く紙の ように し、ペ ンで入力す るとい うのは、 日常使 ってい る紙 と鉛筆 のモデ

ルになるため、わか りやすい イ ンタフェース となる。

気 の利い たインタフェース とは、利用者の振 る舞 い をセ ンス し、利用 者の意 図を

抽 出 し、状 況 に応 じて応答 を変 えた り、次の操作 を提案す るな どを行 うものであ

る。利用者の意図の把握 には、過去、その利用者の振 る舞 いのデー タか らその人

の好み を学習 した り、次 の操作 を予測 した りす るこ とが必 要 となる。 この ように

個人 に環境 を適合 させ るこ とをパー ソナ ライズ(個 人適応化)と 呼 んで いる。エ

ージェン ト技術、学習 による利 用者の意図の把握 、状況認識、予測に よるイ ンタ

ラクシ ョンの最小化が重要 な研究課題 として挙 げ られる。

・ 実世界 と情報世界 の結合

実世界 と情報世界 を統合 的に扱 い、人 間の 日常 を支援 す る枠 組みである。実世界

の状況 を把握 して、適切 な場所 で タイム リーに情報提 示 を行 うことで、ユ ーザ に

高度な情報サ ービス を提供 で きる。実世界の状 況認 識 とユーザ に関す る知識 によ

りコンテクス トを共有 し、 インタラクシ ョンを大 きく改善。

・ 情報 イ ンフラス トラクチ ャ、共通 デー タベ ース整備

実際 に役 に立つ情報 を提供す るためには、情報提供者 が別個 のデー タベース を作

成する よりも、複数 の情報資源 間の相互運用性 を考慮 して、共通 デー タベ ース整

備 が望 ましい。 また、 さま ざまな種類の データが存在す るネ ッ トワー ク上の情報

資源の検索、利用 のために 目的 に応 じたメ タデー タ、 オ ン トロジーが必要 となる。

また、情報 を利用す るため にソフ トウェアツールの蓄積 とオープン化が 情報技術

の進展 のために必要であ る。

(b)共 生型生活圏(生 活 圏の情 報化)

国 として研 究開発 を推進 してい くフラグシ ップ として、共生型生活圏 を挙 げる。共生

型生活圏 とは、ひ とりひ とりの人 間が 情報技 術の支援 を日常 生活の なかで 目にみえない

形 で受けなが ら、地球環境 を守 りつつ高水準の市民生活 を送 れるよ うにす るための社 会
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的 な基盤で ある。情報 システムは、大型汎用計算機か らパ ー ソナル コンピュー タ、そ し

て、モバ イル、ウェア ラブルコ ンピュー タと発展 して きた。これ まで のパ ラ ダイムは、

「いつで も、 どこで も、誰 とで も」 に向かって発展 して きた。21世 紀初頭のパ ラダイ

ムは、見 えない支援で あ り、「今、 ここで、 これ と、その場限 りの」 ち ょっと した支援

であ る。その実現 のためには、あ らゆる ものにセ ンサ とメモ リを付加、生活圏のそ こか

しこにメモ リとセ ンサ情報 を読み 出すモニ タを配備 し、知 的情報 シス テム技 術 によ りさ

まざまな情報 サー ビス を提供す るこ とが提案 されている。

(4)お わ りに

本調査 では、日本 における研究 開発の フラグシップ として、共生型生活 圏 を挙 げた。

キー ワー ドは見 えない支援 であ り、研究 開発 テーマ としてユ ーザ イ ンタフェース、実世

界 と情 報世界の融 合、状況認識 をは じめ と していろい ろなテーマが含 まれ る。また、情

報 サー ビス を提供 す るため に必 要 な社会基盤iと してのデー タベ ースの蓄積 も重 要であ

る。デー タベ ースには、情報 サー ビスを提供す るための基盤 としての意味合 い と、情報

システム技術研究 開発 で取 り扱 う対象 と しての意味合 いがある。

ユーザ インタフェースの評価 は、数値 だけで単純 に表せ る ものではな く、あ る程 度の

数の利用者 に実際 に使 って こそは じめて実証で きる。ユ ーザ インタフェースの研 究開発

で は、試作機 の開発 だけで終わ らせず に、さらに国の資金 で この ような先 端的ユーザ端

末 をま とまった数 開発 、実験 し、次 につ なげてい くこ とが重要であ る。

米 国がHPCC計 画、CIC研 究 開発計画 におい て、 ミッシ ョン志 向の研究 開発 を大規

模 に行 い、成功 した。 さらにその土台の上 にIT2が 発表 され、再 び基礎研 究 に力 を入 れ

ようと している。

日本 において も応用指向の研究が叫 ばれてい る。応用指 向の研 究 とい えば、道具 とし

ての色合 いが濃 くなるが、情報処 理技術 を単 なる道具 と して捉 えるので はな く、よ り豊

か な人 間生活の ための新 しい学問領域 と して位置づけ、既存 の学 会、産業 、官庁 の組織

を超 えた 「計算学」 とい う新 しい枠組み を創設 してい くことが重 要で ある。
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付 属 資料1

米国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史とその背景

本付属資料は、米国の調査会社MUSE社 に調査委託 して取 りまとめた調査資料

米国の政府支援研究開発 プロジェクトにおける知的財産権の取 り扱いの変遷の歴

史 とその背景 平成11年3月 先端情報技術研究所 の 日本語版エグゼグティブサ

マ リーである。

目 次

は じめに

第1章 米国における知的財産権の枠組み

第2章 政府支援研究開発プロジェク トにおけるソフ トウエアの知的財産権

その現状 とこれ までの経緯

付1-1

付1-2

第3章

第4章

第5章

第6章

政府支援ソフ トウエア研究開発プロジェク トの産業界への貢献

現在米国で進行 しつつある議論 とその重要性

8つ の問題点への回答

日本が学ぶべ きこと

付1-8

付1-16

付1-22

付1-29

付1-35





付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史とその背景

は じめに

本 資料 は、以下 の構成 となっている。

まず第1章 では米 国の知的財産権の システム全体 につ いて ご く簡単 に概観 し、第2章 で

は、政府支援 ソフ トウエ ア研 究開発 プロジェ ク ト下 の知的財 産権 の取 り扱 いにつ いて、米

国での現状 とそこに至 る歴史的経緯や思想 を分析す る。第3章 では、政府支援 ソフ トウエ

ア研 究開発 プロジェ ク トが米国の ソフ トウエ ア産業 に もた らしているポジテ ィブな影響 に

ついて説 明す る。 第4章 で は、現在米国で急速 に議論が進行 しつつ ある 「ソフ トウエ ア特

許(著 作権 ではな く)の 功 罪」 や 「オー プンソースとい うソ フ トウエ ア開発方式が知 的財

産権 システムに投 げかける問題 点」 について、米国での最新動 向の分析 を もとに言及 して

いる。次 に第5章 では、事前 に提起 されたい くつかの問題意識 に対 し、 これ までの議論 を

ベ ースに個別 に回答 を与 える構成 となってい る。最終章 で は、結論 と して、第2 ,3章 で

の議論 と米国での新 たな動 向(第4章)に 基づいて、 日本 の政府支援 ソフ トウエ アプロジ

ェク トにおけ る知的所有権戦 略の方 向性 を示唆する。

特 に、本 プロジェク トの結果 明 らか になったことは、米 国での政府 支援 ソフ トウエ ア研

究開発 に関 しては、その過去の経緯 と現状 か ら学べ ることと共 に(も しくはそれ以上 に)、

新 た に米国で沸 き起 こってい る議論(ソ フ トウエ アへの知 的財 産権 設定の是非 とオー プ ン

ソー スムー ブメン ト)が 将来の政府支援 プロに与 える影響 が多大であって 、その分 析が 日

本 にとって大変 に重要 な示唆 を与 えて くれ る、 とい うこ とで ある。
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第1章 米国における知的財産権の枠組み

1.1米 国 にお ける知的財産権 法制

「知的財産権」 とは、人間の思考の産物 と して考案 された内容や その表現 に対 し、一定

の条件 の下 で付与 され る所 有権 を意味す る。その条件 を定め、権利 を付与す る一群 の法律

と、その権利 を保護する司法機能が総体 として知的財産権法 制の根幹 を成 してい る。

知的財産権 に関す る法律 は、パ テ ン ト(特 許)、 トレー ドマー ク(登 録商標)、 コピー ラ

イ ト(著 作権)に 関す る法律群か らなっている。 トレー ドシー クレ ッ ト(企 業機密)に 対

す る法的保護 を含 めて考 える こともあ る。アメ リカ合衆 国憲法(1787年 制定、1789年 発効)

にお いて、既 に発 明者や著 作者の権利保 護 をうた ってお り注1、 パテ ン トや コピーライ トが

Constitutionalrightで ある とい われ る所以(ゆ えん)で あ る。本 節では、第2章 以降の

議論 の基礎知識 として必 要な限 りにおい て、米国 におけ る各 々の知 的財産権 の概念 をご く

簡単 に概観す る。(ト レー ドマー クは大変重要な概念で あるが 、本 プロジェク トのメイ ンイ

シュー には直接 関係 しないので触 れない)。

パ テン ト(特 許)と は、発明者 と連邦政府 間の一種 の契約 であ る。PatentAct(合 衆 国

憲法発効の翌年、1790年 に成立)の 下で、特許 保有者 はその発 明 を公 開す る代償 として、

それ を他者 に使用 させ る条件 を自由に設定 する排他 的権利 を一定期 間政府 に よって保証 さ

れ、ライセ ンシングによって金 銭的報酬(Royalty等)を 受 け取 るこ とが可能 となる。特

許 は譲渡す るこ ともで きる。特 許侵 害 に対 して は、特 許保 有者 は司法 的手段 に訴 えるこ と

に よ り保護 され る(損 害賠償請求、特 許料支払 い請求、及 び侵害行為 の差 し止 め請求等)。

しか しなが ら特許保有者 は侵 害事実の証明 に困難 を伴 うこ とも多 く、その費用 が多額 に上

ることも事実で ある。

パ テン トは大 き く2つ に分類 され、発 明の実用性 ・有用性 に関す るutilitypatents、

外観 ・意匠に関す るdesignpatentsが ある。米 国では、 コンピュー タソ フ トウエ アに特 許

を認め るべ きか どうかにつ いて議論 が活発 にな ってお り、それ は最近の動向 として第4章

で分析 される。

注1合 衆 国 憲 法 に お け る 知 的 財 産 権 の 保 護 はArticleI、Section.8.に 列 挙 さ れ た 合 衆 国 議 会 の

権 能 の 一 と し て 明 記 さ れ て い る 。 「TheCongressshallhavePower_TopromotetheProgressof

ScienceandusefulArts,bysecuringforlimitedTimestoAuthorsandInventorstheexclusive

RighttotheirrespectiveWritingsandDiscoveries;...」
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史 とその背景

特許が成立す るための条件 は、novelty(新 規性 、米国は先発 明主義)、utility(実 用

性 、現実 的有用性)、 そ してnonobviousness(自 明で ないこ と、既存の発 明の焼 き直 しで

はないこ と、当該分 野で同等 のスキル を有す る者 によって も容易 に同 じ物 が作 り上 げ られ

ないこ と)で ある。 これ ら3条 件 の ひとつで も満 た されない場 合、その 「発明」 に特許が

与 え られるこ とはない。

パ テ ン トを得 る'にはUSPTO"(U .S.PatentandTrademarkOffice)へ の 申請が必要で あ

り、特許が首尾 よ く交付 された場 合、発明が保護 されるの は、1995年6月8日 以 降 に申請

され たパ テン トの場合、申請 日か ら20年 間(申 請 から特許交付 まで の審査期 間はその長 さ

に関わ らず、20年 に含 まれる)、 それ よりも前 の 申請分 は、 申請 日か ら20年 間 または特許

公布 日か ら17年 間のいず れか長 いほ うが適用 される。

コピーライ ト(著 作権)と は、or・iginalworksofauthorship(原 作者 によるオ リジナ

ルな表現 ・作 品)を 保護す る権利 であ る。1909年 制定 の連邦法(Title170ftheU.S.Code。

1976年 に技術の発展 に合 わせ、期 間設定方法等 を含み大改正 。)に よ り定 め られている。

一般 に文章
、図案 、芸術作品等 を対象 と し、 コンピュー ターソフ トウエ ア もその大 半が こ

の権利 の下 に保護 される、 とす るケースが多 い(第2章 にて詳述)。 原作 者 はその作品の複

製、原作 に基づ く派生 的作 品の作成、作 品の配布(有 料無料 を問わない)、 公 共の場での掲

示や公演 を行 な う排他 的権利 を保証 され、これ らの権利 を他人 に認 め る条件 を自由 に設定

す る権利 も与 え られ る。 コピー ライ トは譲渡 も可 能であ る。他者が これ らの権利 を侵害 し

て無断 で複製 ・配布等 を行 なった場合 、著作権者 は司法 的手段 に訴 えるこ とに よ り保護 さ

れ る。

コ ピー ライ トは、特許 と異 な り、utilityやnonobviousnessと いった条件 を満たす必 要

はな く、原作者 によって創造 されたオ リジナルであ るこ とだけで成立す る。

コピー ライ トその もの は当局 に申請の必要 はな く、その作 品の創造 が開始 され、有形 の

(tangible)媒 体 にその一部が固定的 に記録 され た時点 で 自動 的に発生 す る。 しか し、そ

の侵害 に対 し訴訟等 の司法 的手段 に訴 える場合 は、事前 にLibraryofCongressのPatent

Officeに 登録が必要 となる。登録 は コピーライ ト有効期 間中であれげいつで もで きる。 コ

ピー ライ トの有効期 間は、1978年1月1日 以 降の作品 に関 し、著作者の存命期 間 プラス5

0年 である。著作物 が 「Workforhire」(契 約 によって委託 された り、雇用 主の下 で創造

された場合)は 公 開の 日か ら75年 、もしくは著作完成の 日か ら100年 間のいず れか短 いほ

うが適用 され る。(1978年 以前 の作 品については公 開や登録の状況 に応 じ期 間延長等 のル

ールが定め られてい るが ここで は詳 しく触 れない
。 しか し、いずれ に して も最長75年 が基

本 であ る。)
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コ ピ ー ラ イ トの 根 拠 と な る 連 邦 法Title17はs －コ ピ ー ラ イ ト と パ テ ン トの 対 象 に つ い て

明 確 な 差 別 化 を 試 み て い る 。す な わ ち 、コ ピ ー ラ イ ト は 、そ の 表 現 の 形 態 を 問 わ ず 「anyidea,

procedure,process,system,methodofoperation,conceptprinciple,ordiscovery」

に は 一 切 及 ば な い 、 と し て い る(102条 、b項)。

トレー ドシー クレッ ト(Trade・secret)は 、特 に商業 目的の知的財産 を保護す るための

もうひとつ の手段 である。連邦 レベ ルの実定法 は存在せず慣習法K判 例法)で ある。州 に

よっては法律 を整備 してい るが、 その内容 は微妙 に異 な る。 この概念が米 国 において定着

したのは1868年 のPeabodyvs.Norfolk判 決 によっ、てであ った(マ サチ ューセ ッツ州)。

この判決以降、企業が保有 す る商業 目的の情報 、製品、技術 や プロセス に関 し、特 許化 が

可 能か どうか に関わ らず 、 また特 許に よらな くとも(す なわ ち公 開 しな ぐとも)'法 的保護

が与え られ るこ ととなった。 たとえばあ る企業の元従業員が次の雇 用者の下で、前の企業

で知 り得 た機密 を利用 して発明 を行 なうこ とや、 ライセ ンス供与 を受 けた側が無断で第三

者へ開示 をす るこ とは信義 に反す る とされ、禁 じられ る。

特許に よる公 開によってその知的財産が競争資源 としての優位 を失 な うことを恐 れ、多

くの企業 は トレー ドシーク レッ トとしてそ の知 的財産 を保有 してい る。製法、化合物 の比

率、処方等種 々の知的財産が トレー ドシーク レッ トとして保有 され ている。 コカコー ラの

成分 とその調合比率 は有名 な例であ る。 コ ンピュー タソフ トウエ ア も例外 ではな く、企業

内で開発 されたその多 くが トレー ドシーク レッ トどして保有 されている。、こうした クロー

ズ ドな考 え方の対極 に位 置す るのが現在急速 に注 目を集 め・ている ・「オー プンソース」 とい

う開発方式で あ り、 この方 式が知 的財産権 に投 げかける問題点 は第4章 で分析 され る。

上 記3種 の知 的財 産 パ チ ン'ト、 コ ピー ラ イ ト、 トレー ドシー ク レ ッ ト を比 較 した

場合、最 も強い保護 を保証す るのがパ テ ン トであ る。パ テン トにおいて は、 た とえ他者が

全 く独立 して同様の発 明 を行 な った場合(つ ま り偶 然同 じ内容)で も、 それが既 に存在す

るパ テ ン トに抵触 す る限 り、その原パ テ ン ト保有者の権利が保護 され る。一方 コ ピーライ

トにおいて は、第三者が全 く独 立 して同 じよ うな表現(作 品等)に 至 った場合 は原作者 の

コピーライ トの侵害 とはみ なされず、その第三者,にもコピー ライ トが認 め られる。 トレー

ドシーク レッ トにおいて も、他社が公 共的 に利用可 能 な情報 か ら同様 の技術 を生 み出 した

場合等、原作成者の権利 は保護 されない。
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史 とその背景

1.2知 的 財 産権 保 護 、AntitrustLaw(独 占禁 止法)、

お よび 業 界標 準 の 三 つ 巴 の 関係

知的財産権 は、その保有者 に対 し、知的財産 を独 占的排他 的 に利 用す る権利 を認め る こ

とであ るか ら、当然独 占禁止法 との兼 ね合いが問題 となる。独 占禁止法は、一社(ま たは

共謀 した複 数社)が 独 占的 にその競争資源 を利用 して、消 費者 や市場 におけ る他 の競争 者

の不利益 の上 に利 潤 を上 げるこ とを禁止 してい るか らで ある。一方 、 コンピュー タ ・通信

等 のハ イテ ク分野 においては、いかに業界標準(Defactostandard)を 確立す るかが 、そ

の産 業分野(事 業 機会)の 勃興 ・成長 に大 きな インパ ク トを持 っているため、各技 術(商

品)分 野 ご とに、その中での標準確 立 を容認 、推進す るイ ンセ ンテ ィブがあ る。その一方

で、1社 が業界標準 に関連 す る特 許 を独 占的に保有す る場合 、他 の市場参加者 はその負荷

(burden)を 高額 なロイヤルテ ィーの支払 いや独 占力 による制限的取引 とい う形 で負担 せ

ね ばな らないか もしれず 、公平 な競争が 阻害 され る懸念 があ る。そ うい った独 占的 な形 で

業界の事 実上の標準が定 まってい く場合、当然 なが ら独 禁法 に抵触 す る懸念 が生 じる。(図

表1)

図表1知 的財産権保護、独禁法、業界標準の三つ巴の関係

lPProtection

●Rewardinnovationwithexclusiverightsto

itsexplo旋ation

・Protectedbylegislativerecourseusually

in而atedbyprivatel口igation

・Uniformpolicy(a口h◎ughcom回exand
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●Preventexploitationofinnovationby

individualcompaniestothedetrimentof

competitorsorconsumers

・Protectedbylegislativerecourseusually

initiatedbypublkClitigation

・Uniformpolicy(althoughcomptexand

variedimplementation)

lndustrystandards
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◆NodirectlegiSlatiVerecourse(abouthaffof

allstandardsareestabltShedthrougha

voluntaryprivate/govemmentprocessd

consenSUS)
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米国の独禁法 であ るShermanAntitrustAct(1890年)は 、そのSection1で 、取引(trade)

を制 限するための共謀 ・協 同行為 を禁 じてお り、そのSection2で 独 占やそのための謀議

を禁 じている。 また、著 しく競争 を阻害する効果 を持 つか、独 占を意図す ると考 えられる

取 弓1行為(販 売、リース、価格政策等 において)は 同 じくClaytonAct(1914年)のSection

3で 違法 とされている。合法 的に知 的財産 の独 占的利用権 を認 め られたパ テ ン ト保有者 に

はこれ らの規定 は原則適用 され ない と解釈 され るが、その線引 きは大変微妙で ある。

例 えば、パ テ ン ト保有者 は排他 的 ライセ ンシングを行 ない得 るが、他 の多 くの競 合企 業

がその ライセ ンシングの枠 か ら除外 され、競争 が著 しく阻害 され る場合、ShermanActに

抵触す る と考え られ る場合が ある。 また、業 界標準 に関連 して述べ たように、一社が一群

の 関連パ テ ン トを独 占の形 成 を意図 して集中的 に保有 してい る場合 も、ShermanActに 抵

触す る可能性があ る。 さらに、パ テ ン ト保有者が その ライセ ンシ ングを行 な う際 に、パ テ

ン ト化 されてい ない 自社のサー ビスや製品 を抱 き合 わせで購入す る ことをラ イセ ンス供与

の条件 とす るような場 合は、パ テ ン トによって保 護 され る権利 を逸脱 している とみな され、

PatentActな らびにClaytonAct違 反 に問われ る可能性 があ る。

1.3米 国にお ける知的財産権保護 を支 える理念

以上、米国の知的財産権保護 のシステム を概観 して きた。米 国は、国家の基本原理 を示

す憲法 において、「科学 ならびに有用 な技術 ・芸術 の振 興 を目的 と して、発 明者や著作者 の

知 的財産 に対 し排他 的権利 を二定 期間保証す る」 旨を明言 し、法制 の整備 を進 めて きてい

る。 自国民が創 造力 を大い に発揮 し、その成果 として個 人や私企業 が経済 的利益 を受 ける

とい うイ ンセ ンテ ィブ を認 める考 え方 を建国当初 か ら推 し進 めて きてい る。

現在米 国で は、知的財産権の設定 自体が 自由競争 と自由市場 原理 を阻害す るか どうか に

ついて賛否両論が存 在す る状況 であ る(第4章 参照)。 しか しなが ら、少 な くとも言 えるこ

とは、米 国政府が これ まで 、 自由市場原理(個 々の市場参加者 が供 給量 、価 格、購買 に関

し自己の意思 に基づ いて 自由に決定 で きる)が 基 本的 に国家経 済の成長 に不 可欠で あ り、

知 的財産 に所有権 を設 定 し、市場取 引 によって経 済的利益 を生み 出す こ とは国民 の富の増

大 、国家の経済的利益 ・産業の国際競 争力 とい う観点か ら原則的 に望 ましい、 と考 えて き

た ことであ る。
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史 とその背景

1.4本 プ ロ ジ ェ ク トの 焦点

知的財産権設定の対象、権利保護 の内容 ・条件 は以上見 て きた ように多 岐 にわた る。本

プロジェク トで は、特 に情報技術産業で最 も重 要 な知的資産 であるソフ トウエ アに焦点 を

絞 る。 さらに、現在 米国で、 ソフ トウエ アのパ テ ン ト化(コ ピー ライ トで な く)が ソフ ト

ウエ ア産業 に もた らす功罪 をめ ぐって議論が活発 になってい る状況 に鑑み 、 ソフ トウエ ア

に関す る知的財 産権 をコ ピーライ トのみ に限定せ ず、パ テ ン トや トレー ドシー ク レッ トの

もた らす役割 をもに らみつつ論 を進 めることにする。

以上の視点 に立 って、次章で は、 まず ソフ トウエアの知的財産 としての特殊性 とその保

護 の手段 を分析 した後 、「政府が支援するソフ トウエア開発 プロジェク ト」において、ソフ

トウエ アが知 的資産 と して どの ような理念 の下で 、 どの ように権利の設定が な され、何 が

保護 されているのか(何 を保護 しよ うとしているのか)、 とい う点 を明 らか にす る。
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第2章 政府支援研究開発プロジェク下における

ソフ トウエアの知的財産権=そ の現状 とこれまでの経緯

2.1知 的 財 産(1ntell㏄tualPropertY)と し て の ソ フ トウ エ ア

ー般 にソフ トウエ アを構成す る3つ の要素 は、 ソース コー ド、 オブジェク トコー ド、 そ

して関連文書(documentation)で ある。 ソース コー ドは、プログラマー によって書 かれた

プロ グラムその ものの こ とで あ り、通常高度 なプログラ ミング言語 で書 かれてい る。 ソ フ

トウエアの機 能や構成、実際 のアル ゴリズムが 人間の 目で見 て分 かる状態 となっている。

す なわち、 ソフ トウエ アを人間が書 き換 えようとするため には、 ソース コー ドが必 要 とな

る。 オブジェク トコー ドは、通常 コン ピュー タで実行 可能 なマ シン語 による表現 となって

お り、人間が見 てその ソフ トウエ アの プロセスやアルゴ リズ ムを理解 す るこ とはで きない。

関連文書(documentation)は 、ソフ トウエ アを走 らせ る上 での手順 や機 能の説明、注意書

きなどか らなってお り、 プログラムの機密 に関 わる内容 を少 なか らず表現 してい る場合が

あ る。

ソフ トウエアはハ ー ドウエ アには無 い、特殊 な性質 を持 っている。 まず 、その製 品化 に

関す るコス トは、ほ とん どすべ てが 開発費 であ り、製造業で言 うところの生産、複製 、物

流 の コス トは非常 に小 さい。これ らの コス トが極 端 に低 いため、極 めて複 製が容易で あ り、

自動車や航 空機産業 に存在 す る知的財 産権侵 害へ の物理 的障壁が大変低 い。

2.2知 的財産 と しての ソフ トウエア を保 護す る手段

上記の ような限界があ るに もかか わ らず、現実 にはソフ トウエアは コピー ライ トに よ り

保護 される事例が大多数 を占め る(次 ページ図表2)。 す なわち、産業界の現実の要請 と し

て はコピー ライ トに よる保護で十分 であ るように見受 け られ る。 しか しなが ら、法理 論的

に見れ ば、第1章 で概括 した3つ の知的財産 保護 メカニズム(パ テ ン ト、 コピー ライ ト、

トレー ドシー クレッ ト)の すべ てが適用可能であ り、現実 において も、パ テ ン ト化 され る

ソフ トウエ アは増 加傾 向 を示 して いる。 また現在米国で は、 ソフ トウエ アのパ テ ン ト化 が

もた らす ソフ トウエ ア産業へ の イ ンパ ク トについ て議論 が活発 になっている(詳 細 は第4

章)。

まず コピーライ トの対象 としては、 ソフ トウエ アは文字 に よ り表現 された作 品、すなわ

ち著作物 として取 り扱 われ、すべ て保護 の対象 とな り得 る。CopyrightOfficeは 、1964年
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史 とその背景

よ りソ ー ス コ ー ドを コ ピ ー ラ イ ト化 可 能 な作 品 と して 登 録 を受 け付 け始 め 、 米 国 議 会 は

1980年 、 マ シ ン語 表 記 に よる オ ブ ジ ェ ク トコー ドもCopyrightActに 対 象 と して追 加 した 。

また 、 コ ピー ライ トは ア イ デ アの 「表 現」 に対 す る保 護 で あ り、 ア イデ ア や コ ンセ プ ト

そ の もの は そ の対 象 で は ない 。 例 え ば、他 者 が リバ ース エ ン ジニ ア リ ン グに よ って 、 あ る

ソ フ トウエ ア の競 争 力 の 源 泉 とな る よ うな斬 新 な コ ンセ プ トを探 り当 て た と して も、 そ の

コ ンセ プ トそ の もの は保 護 の 対 象 外 で あ るか ら、著 作 権 者 は他 者 の行 為 に法 的措 置 を と る

こ とは で きない 。 ま た 、 同様 の 考 え方 か ら、 あ る ソ フ トウエ ア と全 く同 じ働 き をす る他 の

ソ フ トウエ アが 書 か れ た と して も、 そ れが 異 な る コー ドで 書 か れ て い る限 り、最 初 の ソ フ

トウエ アの コ ピー ラ イ トを侵 害 した こ とに は な ら ない。 熟 練 した プ ロ グ ラ マ ー で あ れ ば 、

ソ ース コー ドと実 際 に作 動 す る機 能 を見 る だ けで 、 「同 じ働 き、同等 の価 値 」 を持 つ プ ロ グ

ラム を、 コ ピー ライ トを侵 害 しな い程 度 に異 な る コー ドで書 くこ と を容 易 に行 ない 得 る。

総 じて コ ピー ライ トの 限 界 と して 、権 利 保 護 が 及 ば な い5つ の 例 外 ケ ー ス(fairuse,

firstsale,privateuse,independentcreation)と 、 コ ピー ライ トが 直 接 の 著 作 者 に発

生 しな い雇 用 に よ る作 品 の ケ ー ス(workforhire)が あ る(次 ペ ー ジ囲 み)。

図表2知 的財産権保護の手段に関する調査結果

Typeofso代ware佃nction Copyrigh Patent Both Neither Respondents

Sourcecode
…iiliii繊iiiiiiii

2% 3% 8% 318

2% 3% 27% 293Oblectcode i饗轍 難

Pseudocode 37% 1% 1% 61% 278

Moduledesign 18% 9% 1% 72% 269

Algorithms 9% 12% 1% 79% 303

Userinterfacecommands 6% 1% 0% 92% 294

lcons 43% 1% 1% 56% 307

Userinterfacelayout 19% 1% 1% 79% 302

Userinterfacesequences 9% 9% 0% 90% 295

Lookandfeel 5% 0% 0% 94% 312

Userinterfacefunctionality 5% 4% 0% 91% 300

Computerimages ii　…i…i舞舞i…iiiiii,. 1% 0% 18% 316

(Weighted)Averages 33% 4% 1% 63%

Source:Siggraph,from`ThelmpactoflnteltectualProperty

RightsonUSCompetitivelnfrastructure',NCMS1994

一 付1 -9一



パ テ ン トに関 して は 、元 来 ソ フ トウエ ア はパ テ ン ト化 が で き ない と考 え られ て い た 。 す

な わ ち1964年 にUSIyrOは 、ソ フ トウエ ア は 「思 索 に よる創 造 の域 にあ る(creationsinthe

areaofthought)」 と して 、 申請 不 可 の 判 断 を下 した。 しか し1968年 、USmOは ソ フ トウ

エ ア とバ ー ドウエ ア(装 置)が 統 合 され た状 態(ソ フ トが ハ ー ドに組 み 込 まれ た状 態)で

あ れ ばパ テ ン ト化 可 能 で あ る と した 。 さ らに 、1981年 の最 高 裁 判 決 で 、 ソ フ トウエ ア そ の

もの が 、 デ ー タ処 理 を行 な う 「装 置 」 と して 認 知 され 、 そ れ が 特 許 の3条 件(novelty,

utility,nonobviousness)を 満 た す 限 りパ テ ン ト化 可 能 、と され た。1989年 、USPTOは 「コ

ン ピュー タ コー ドとア ル ゴ リズ ム に よ って実 行 され る物 理 的 プ ロセ ス」 は パ テ ン ト化 可 能

で あ る、 とい う見 解 を出 した。

<ソ フトウエアのコピーライトの限界、例外事 項>

A.Fairuse:他 者による部分的複製の 目的 が公共の 目的に合致する場合(教 育や研究)、

バックアップコピーを作 る場 合には、コピーライトは適用されない。

B.Firstsale:合 法的に複製を有しているものは、それを再度販売 したり、処分できる。

C.Privateuse:家 庭 内における私的利用 に限っては複製が認 められ、コピーライトを侵

害 したことにならない。

D.Independentcreation:全 く同じプログラムがそれぞれ 独立に作られた場合、双方 にコ

ピーライトは発生し、かつ互 いのプログラムは他方 のコピーライトを侵 害したとみなされ

ない。

E.Workforhire:ソ フトウエアの開発が雇 用主の下で行なわれたり、委託契約 によって行

なわれた場合、最終的にコピーライトは雇用主または契約 元(契 約 に明記されている

限 りにおいて)に 帰属 し、直接の著作者 はコピーライトを主張できない。

以 上 見 て き た よ う に 、 法 理 論 上 、 ソ フ ト ウ エ ア は コ ピ ー ラ イ ト と パ テ ン トの 双 方 で 保 護

さ れ る 資 格 が あ る 、 と い う こ と に な る 。 こ の 特 殊 な 性 質 が も た ら す 法 的 複 雑 性 を 評 し て 、

MITのDr.Davisは 以 下 の よ う に 述 べ て い る 。

"Programsarenqtonlytext
,theyalsobehave;softwareisamachine

whosemediumofconstructionhapPenstobetext.CreatingProgramsis

asaresultsimultane◎uslyaworkofauthorshipandaworkofinvention.

lncrossingthatallegedlyunbridgeablebarriersoftwarecreates

significantconceptualdifficulties,conflicting'asitdoeswith

assumptionsthathavelongbeenpartofthelegaIsystem"

(Randa日Davis.1991.∫nte〃ectu∂ ∫PropertγandSoftware,MlT)
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史 とその背景

ソフ トウエ アは、 トレー ドシー ク レッ トとして も法的保護が可能で ある。競争優位 を も

た らす知的財産 と して、企業内 に機密 と して保有 されてい る限 りにお いて、慣 習法 も しく

は州法の レベルで保護 され る。 知的財産 と して ソフ トウエ アをライセ ンス供与 す る場 合、

現実的 に最 も有効 な知的財産の保護(市 場 におけ る陳腐 化の阻止)は 、 ソース コー ドを相

手 に開示 しない ことであ る、 とい うのがい まだ多 くの企 業の本音であ り、 ライセ ンス契 約

は多 くの場合 、ソフ トウエアの 「使用」権 を認め るのみで、「修正 ・改変」 を認 め ない こ と

が多い(そ れ を認 め るとい うこ とはソース コー ドを開示す ることになるため)。

2.3政 府支援 のプ ロジェク トにお けるソフ トウエアの知的財産権 の取 り扱 い

2.3.1米 国政府 最高 レベル(大 統領)の 政策理念

「政府の助成金 や調達契約 に基づ いて作成 されたソフ トウエア、工学 図面、 な らびに技

術 デー タに関 して は、その諸権利 を委託先 の民間主体(contractors)に 保有 させ る よう、

連邦調達局の統一的政策 として、各省庁 の長 は十分 に認識、互い に協力 されたい。」 これ

は、1986年 、 レーガ ンに よって出 された大統領令 第12591号 か らの抜粋で ある。 しか しな

が ら、 この大統領令 を以 ってただちに、米国 は政府が支援す るソフ ト開発 で、諸 権利 をす

べ て民間のContractorsに 与 えている、 と判断す るのは早計であって、現 実 には省庁 間の

食い違いや議 会 を巻 き込 んだ軋礫が相当 にあ り、政府の政策理念 を浸透 させ るため に レー

ガン政権 は同様 の趣 旨の指令 や声 明を83、86、87年 と繰 り返 し出す ことになった、とい う

のが正確 な理解 であ る。

この辺 りの事情 については、昨年 のプロジェク ト 「米 国国立研究所 に見 るGOCOマ ネジメ

ン トシステム」 の 中で、米国政府の知的所 有権 政策につ いて言及 してお り、その中で説明

されている(昨 年度報告書 付3-16～ 付3-19)。 要約すれば、「政府最高 レベルの方針で は、

民 間Contractorsに パ テ ン トを保有 させ(TitleinPartnerPolicy)、 民 間の手で、市場

原 理 にの っ と った商 業 化 を推 進 させ よ う と して い る。 現 実 に は、DOE(Departmentof

Energy)が 、民 間のContractorsにPatentを 保有 させる ことに執拗 に抵抗 を示 してい る も

のの、全体 の方向性 としては、CRADAやGOCOの 民 間主体 に対 し、非営利 の大学や研 究所、

中小規模企業、 そ して大企業へ と徐 々に対象 を拡大 しなが ら知 的財 産権'(パ テ ン ト)を 認

め て きてい る」、 とい うことになる。

もっとも政府調 達の分野では、現在 の財政均 衡政策の下、米国政府 は 「COTS(Co㎜ercial

OffTheShelf)」 製品、す なわち、 ソフ トウエ アの調達 において特 注 品で な く、既 に開発

済みの市販製 品 を購 入す る方針 を強め てお り、必 然的に、政府調達 を通 じて新 しい知的財
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産権 が生 じる機 会 も減 っている。

総 じて、民間Contractorsヘ ソフ トウエ アの知的財産権 を与 えてい くとい う政策 は、政

府が ソフ トウエ ア産業の振興 を直接的 に後押 しす る、 とい う意図では な く、あ くまで基 因

麹 に任せ、政府 はその邪魔 を しない、 とい うス タンスであ る。 同 じく昨年の プロ

ジェク ト 「米国政府の政府調達 にみ る中小規模企業支援制度」の結論部分で も触れ たよ う

に(エ グゼ クテ ィブサマ リーP26)、 米 国政府 の民 間企業 に対するス タンスは政策分野

を越 えて終始一貫 している。す なわち、 た とえ民 間支援策 といわれ る ものであって も、 そ

れ は 「『救済』で はな く、『競争』の 『機会保証』 である。競争力の無い企業 は退 け られ、

消滅す る、 とい う 『市場原理』へ の根本的信頼 と是認が」米 国政府の根本 にある。(「」 内

は引用。)

政府の ソフ トウエア産業 に対す る 「Hands-off(直 接 介入 しない)」 ポ リシー は、次 の よ

うな発言 にも現 れている。

'lTheUSgovernmentdoesnothavemuchofapolicyofpromotingthesoftwareindustr弘or

intellectualpropertyingeneral"

Joわ ηOve向 η,ρasfCカa∫ ㎝aηofA8酋(Ame〃caη θarAssocja伽 ノCommitteθ308

`Govθrnment月e侮 ∫紗nsto ・Copyrig'ht'

2.3.2米 国政府 自身 の手 で開発 されたソフ トウエアの取 り扱 い

米国政府 は、 自身 の支 出で作成 した知 的財産 に対 し、 コピーライ トを主張す る ことはで

きず、それ らはすべ てPublicDomain(公 共の場)に あ ると解釈 されている。(作 成者が、

その ソフ トウエ アはPublicdomainに あ ると認 めた瞬 間に、いか なる知的財産権 も主張す

ることはで きな くなる。)Publicdomainに あ る政府の手 によるソフ トウエ アは、General

ServiceAdministrationが 設 けてい るFederalSoftwareExchangeCenterで 、 自由に市

民 ・企業が手 に入 れるこ とがで きる。

換言すれ ば、政府 がかかわ るソフ トウエ ア開発 におい て、政 寸が その ソフ トの拐他的利

用権 を留保す ることは望 ま しくない、 とい う認識で ある。合衆国憲法 に定め られ る通 り、

連 邦政府 は国民の公共利益の ため に存 在す るので あ り、政府 自身が企 業の よ うに経済的利

益 への関心 を持つ こ とは、避 けるべ きで あ り、排他 的権利 を保有す るの はその ソフ トウエ

アが国家安全保 障に関与 し、公開が著 し く国益 を損 な う場合 に限定 され るべ きだ、 と考 え

られている。
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史とその背景

2.3.3米 国政府が保 有 できるソフ トウエアに関す る権利

政府 の支出 によって開発 された り調達 されたソ フ トウエ アに対 し、政府 自身が保有 で き

る権利 は3つ である(Unlimitedrights、Restrictedrights、Gover㎜entpurposelicense

rights)。

・Unlimitedrightsの 下 では、政府支出に よって開発 された ソフ トウエア を政府 が無制

限 に利用で きる権利 である。 自由に利用、複製、開示 、修 正、公 開がで きる。第三者

にこれ らの権利 を認 めるこ とも可能であ る。 しか し所有権 で はな く、排他 的権利 で も

ない。いわば コピー ライ トのオープンライセ ンスを獲 得 した状態 に近い と考 えて よい。

修正 したソフ トに知的財 産権は発生 しない。

・Restrictedrightsで は、政府支 出によって開発 され たソ フ トウエ アを利用す る用途

に制限が生 じる。す なわち、 ソフ トはその当初想定 され た コンピュー タと共 に利用す

る ことが原則 とな り、それ以外のマ シンで利用 した り複製す る場合 は、バ ックア ップ

の用途 に限 られる。その他 の用途 と しては、他 のソフ トと統合す るため に修正 を施 し

た り、サポー トサー ビス業 者のために複製 ・開示す ることが で きるのみであ る。 当初

予期 しなか った政府部内での用途が発生 した場合に も使用 で きる。

・GovermnentpurDoselicenserightsで は
、 ソフ トの利用 が所期 の用途 に限 られ る。

またRestrictedrightsと 異な り、複製が政府内部で は 自由 にで きる点で、若干 自由

度が高 い。いわ ばサ イ トライセ ンスの ような ものである。外部へ の開示 はRestricted

rightsと 同様 、サ ポー トサ ー ビス業者 に対す るのみであ る。 この権利 は多 くの場合、

開発 した民 間Contractorが コピーライ トを要求 した際 に政府 に与 え られ る権利 であ

る。

これ ら3つ の権利の どれが政府 に認 め られ るか は、支 出の政府 対民 間の比率 、軍事用 か

非 軍事 目的か、及 び個 別の契 約時の交渉による(図 表3)。 交渉 に関 して付言 す ると、民 間

Contractorと しての大学 の力が伝統的 に非常 に強 く、大学の知的財産権 に対 す る方 針が 政

府 の方針 に大 きな影響 を与 えている。
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図表3 政府に与 えられるソフ トウエア利用権の場合分け
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2.3.4情 報公 開法(FOIA-FreedomoflnformationAct)と の兼 ね合 い

米国政府 は、FOIAの 下で、政府 が支援 した研究 開発 の成果 に関す る情報 を、要求 されれ

ば公開す る義務 を負 っている。例外事項 として、 国家安全保 障 に関わ る情報 について はそ

の義務 を免 れる。 この法律 を利用 して、例 えば企業 は政府 の支援 した研 究開発 の結果、民

間Contractorや 政府職員 によって生み 出 され たいかな るデー タ(当 然 ソフ トウエ アを含

む)で も手 に入れ られる ことになる。 これは 自己の研 究開発 の成果 を競争力の源泉 とす る

民 間Contractorに とっては うれ し くない事態で ある。政府支援の プロジェク トに参画す る

妙味 も薄れて しまう。ひ とつの解決法 は、2-Bで 指摘 した通 り、「事故後の救済 よ りも未

然 防止」で ある。つ ま りソース コー ドの ような重要 なデー タは支援 元の政 寸 閑 に手渡 さ

な い 、 政 ・`関 も そ れ を 求 し な い 、 と い う こ と で あ る 。 例 え ば 、DARPA(TheDefense

AdvancedResearchProjectsAgency)の 政 府 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト に 参 加 し た 数 多 く の 民 間 主

体 は 、1995年 のInstituteofDefenseの ア ン ケ ー ト調 査ParticipantviewsofAdvanced
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史 とその背景

ResearchAgencyOthertransactionsで 、DARPAが 柔軟 に対応 し、研究 開発 に関す る全 て

のデー タの開示 を求め なかった点 を評価 し、それがプロジェク ト後 のそれ ら研究 開発成果

の商業化 にとって重要 な意味 を持 った、 と回答 している。

そ う したソース コー ド開示 を求め ない、 とい った政府の姿勢 とは逆行 しかねない事態が

1998年 に入 って生 じている。同年 に成立 したFY19990mnibusAppropriationsActに よっ

てOma(OfficeofManagementandBudget)が 一定の法改正注2を 行な うことが義務付 け ら

れ、その結果 として、公 開 された政府支援研究 の成果の基礎 になったデー タをもFOIAの 対

象 とす るこ とが決定 したか らで ある。 この法改正 は特 に営利 の民 間Contractor(私 企業)

には及 ばないが、非営利 で政府か らの支援 プロジェク トに多 く参画 してい る民 間主体(ほ

とんどの大学がそ うで ある)は 一様 に懸念 を表明 してい る。 この法改正 は本 来公 共のため

に行 なわれ た研 究の デー タを開示 させ るとい う公 共の利 益 を擁護す るための善意 に基 づ く

ものであ るが、現在 、「デー タ」に ソースコー ドが含 まれ るか どうか、外部 の者 が研究成果

にただ乗 りす るので はないか、 プライバ シーが侵 害 され る心配 は無 いか、今後 の官民パ ー

トナー シ ップに悪影響 を及 ぼす ので はないか、今後営利 のContractorsに も拡大 しない か、

といった ことが民 間Contractorsの 憂慮 の種 となってい る。

注2CircularA -110UniformAdministrativeRequirementsforGrantsandAgreementswith

InstitutionsofHigherEducation,Hospitais,andOtherNon-ProfitOrganizations.
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第3章 政府支援ソフ トウエア研究開発プロジェク トの

産業界への貢献

米国の政府支援研究 開発 プロジェク トに よって作 り出され たソフ トウエ アは、 プロ トコ

ルや ソフ トウエアのサブ コンポーネ ン ト等の分野 に多大 な貢献 を してい る。その多 くが商

業用のエ ン ドユ ーザ ー向けアプ リケー シ ョンで重 要な役割 を果 た してい る。 また、政府支

援研 究開発 プロジェク トは人材 を育成 し、そ れ らの優秀 な人材が民 間へ移動する こ とによ

っても大 きな貢献 を果た している。

3.1政 府支援 プロジ ェク トが産 業界 に貢 献す る分野

政府支援研 究 は、PC用OS、PC用 のオ フィス生産性 向上 アプリケー シ ョン、デー タ

ベース、暗号 ソフ ト、企業内 ネ ッ トワー ク等 の分野 に直接 関わ って きている。 もっとも、

それ らの分野 は政府支援研 究全体 の 中で は、わず かな部分 を占めてい るに 過ぎ ない。 とい

うの も政府支援研 究の 中核 を成す ような研 究(例 えば、気象 シ ミュ レー シ ョン、天体軌 道

シ ミュ レー シ ョン、素粒子 シ ミュ レーシ ョン とい った分野)は 民間向 けの大規模市場 とは

な りえない。 それで も民 間市場 での応用 に成功 している分野 としては、冒頭 に も挙 げた、

アルゴリズム、サ ブルーチ ン、サ ブコ ンポーネ ン ト、プログラ ミング言語等の ソフ トウエ

アの基本 的構成要素で、市場で のニ ッチを開拓 し得 た分野であ る(図 表4)。
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史とその背景

図表4産 業界で応用 されている政府支援研究開発の技術分野

ApPlicationareaRoleofgovemmentlP

.Workonpatternrecognitionby

egC|A,NSA,FBIhasledtoa

Dataanalysisvarietyofdatacollectionand

analysistools-databases,data

warehousing,datamining,

personalization

Des・gna…m・ ・… ● ㌫1、:含:、 〃㌶ ㌶ 熟ols

aerospacedevelopment

・Somedirectcontributions(eg

lnternetprotocolsandTelne㌧Gopher)

toolS
●Manyindirectcontributions(eg

Mosaic,Yahoo,lnktomi)

Mobilelwireless●Ad-hocnetworking,spread

spectrum,GPS

Operatingsystems●SomeRealTimeOperating

Systems(egVxWorks)

い うまで もな く、政府支援研究 開発 プロジェク トの成果 は、その多 くがハ イパ フ ォーマ

ンス コンピューテ ィングや学術 分野でのアプ リケーシ ョンとして利用 されてい る(図 表5)。

(や は りこちらが メイン。)

図表5に 示 された もの は学術用 に使用 されてい る数百 を越 える ソフ トウエ アの ご く一部

である。 こう した ソフ トウエ アの多 くは、過去 の研究活動の過程 で開発 された ものであ っ

た り、全 く別 の分野 の研 究の副産 物であ った りす る。 こ うして生 まれた ソフ トウエ アの コ

ピーライ トは、原則 と してその生成 時は大学 に保 有 され るが(財 政支援の大半 は政府 か ら

の もの)、 その後 しば しば企業(多 くの場合 ソフ トを開発 した研 究者)へ 譲渡 され、見返 り

として大学は内部 でその ソフ トを自由に利用 し複製配布す る権利 を得 る。

い うまで もな く、政府支援研 究開発 プロジェク トの成果 は、 その多 くがハ イパ フ ォーマ

ンス コンピューテ ィングや学術分野での アプリケ ーションと して利用 され ている(図 表5)。

(や は りこち らが メイ ン。)
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図表5に 示 された もの は学術用 に使用 されている数百 を越 えるソフ トウエ アの ご く一部

で ある。 こ うした ソフ トウエ アの多 くは、過去 の研究活動 の過程で開発 された ものであ っ

た り、全 く別 の分野 の研究 の副産物 であった りす る。 こうして生 まれ たソフ トウエ アの コ

ピーライ トは、原則 としてその生成時 は大学 に保有 され るが(財 政支援 の大半 は政府 か ら

の もの)、 その後 しば しば企 業(多 くの場 合 ソフ トを開発 した研究者)へ 譲渡 され、見返 り

と して大学 は内部 でその ソフ トを自由に利用 し複製配布す る権利 を得 る。

図表5 ハ イパ フォーマンスコンピューティング、学術 分野 での アプ リケ ーション

Astronomy,Astrophysicsand

Cosmology

AIPS++,AIPSview,COSMICS,CACTUS,

KRONOS,MIRIAD,TITAN,ZEUS-2D,ZEUS-3D

ChemicalEngineering ASCENDIV,AspenPlus,AspenDynamics/Custom

Modeler,gPROMS,SpeedUp

ComputationalChemistry ADF,AMBER,CADPAC,CASTEP,CERIUS2,

CHARMM(Harvard),CHARMm(MSI),CRYSTAL

95,DISCOVER,DMOL3,FASTSTRUCTURE,

GAMESS,GAUSSIAN94,GAUSSIAN98,lnsight

ll,Jaguar,MacroModel,MOLCAS,MOLPRO,

NWCHEM,Q-Chem,UHBD

ComputationalFluid

Dynamics

FIDAP,CFX,FLUENT,FLUENT-UNS,Nekton,

RAMPANT,STAR-CD,STAR-HPC

DatabaseVisualization AVSExpress,SGIMineSet,VisibleDecisions

Discovery

KnowledgeDiscovery Clementine,DBlntellect

MathematicslStatistics AXIOM,BLACS,BLAS,Complib,DAGH,FFT

胚brary,FFTW,IMSLFortranlibrary,LAPACK,

MATLAB,Mathematica,NAGMark17,SMP,

PARPACK,PETSc,PINEAPL,PLAPACK,SAS,

ScaLAPACK,SCSL,S-PLUS,SPRNG

Structural1SolidDynamics ABAQUS,ANSYS,LS-DYNA3D936,LS-INGRID,

LS-NIKE3D,LS-TAURUS,MSC-NASTRAN69,

PDE2D,Spectrum

VisualizationandGraphics AVS,EnSight,FieldView,lDL,NCARGraphics,

TecPlot
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付属資料1.米 国の研究開発 プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史 とその背景

総 じて、連邦政府が支援 する研究 開発活動 はその多 くが市場 での製品化か らははるか に

遠 い基礎技術 の分野 で行 なわれる ものであ り、商業用 ソフ トウエア市場 の勃 興 とい った尺

度 は、政府 支援研究 開発 プロジェ ク トの成果 を評価する上 で、極 めて限定 され た役 割 を持

つ のみで ある。1999年 度連 邦政府 の研究 開発支出総額の内、約54%が 「開発」(よ り商業化

に近 い)で あ るが、残 りは商業的利益 には直結 しない 「基礎及 び応用研 究」 であ る。 さら

に、近年の傾 向 として、基礎 ・応用研究が強化 されてい る(1997年 度実績 と1999年 度計

画 を比較す る と、開発分野 は0.5%減 、応用分野 は13%増 、基礎分野 も14%増 となってい る)。

政府支援 ・調達 の総額 を見 る と(1996年 度 はおよそ$198B)、 研究 開発(国 研 、委託合計)

は16%を 占め るのみであ り、 ソフ トウエアに関 して もそ の大部分がCOTS(既 製市販 品)と

して調達 されている ことがわかる。

以上 の ことか ら、政府 支援 ソフ トウエ ア研究 開発 プロジェク トに関 して も、その評価 は

産業界へ の直接の貢献 だけではな く、米国の知的 リソースの国際的優位 や、学術論文 の生

産性 、プロ ジェク トを通 じて育成 され る人材 、 といった観点 か らな され る必 要がある。

3.2政 府支援研 究開発 プロジェク トか ら民間への技術 移転

政 府 支 援 プ ロジ ェ ク トの成 果 が 民 間部 門へ 移 転 され る に は様 々 な メ カニ ズ ムが あ るが 、

そ れ らの ほ とん どは1980年 以 降 、技 術 移転 を促 進 す る法 律 の 施 行 に よっ て 出 来上 が っ て き

た(Bayh-DoleAct,1980,PL96-517;Stevenson-WydlerAct,1980,PL96-480;the

CooperativeResearchAct,1984,PL98-462;FederalTechnologyTransferAct,1986,

PL99-502)。 これ らの法 律 は 、1970年 代 まで の政 府 の知 的所 有 権 設 定(つ ま り何 で も公 開

す る)に 一 貫 した ル ー ル が無 く、 全 て が公 開 され て しま う場 合 は民 間企 業 は政 府技 術 の 商

業 化 に積 極 的 で は な か っ た(排 他 的 権 利 が な い と競 争 力 に結 び つ か な い)。B-D法 、S-

W法 につ い て は1998年 度報 告 書付 属 資料3の 第3章 「GOCOシ ス テ ム と技 術 移転 」(付3-16)

に説 明 され て い る。要 約 す れ ば、 「TitleintheGovernmentPolicy」 か ら「TitleinPartners

Policy」 へ の転 換 に よ っ て、 政 府 支 援 プ ロジ ェ ク トの成 果 に関 し、 民 間Contractors(営

利 ・非 営 利 に関 わ らず)に 知 的 財 産 権 を認 め 、 民 間の手 に よ る商 業 化 に委 ね る、 とい う政

策 で あ る。

しか しなが ら、 い わ ば こ う した 「Official」 な技 術 移 転 は 、 ソ フ トウエ ア の分 野 で は必

ず しも大 き な イ ンパ ク トを実業 界 に与 え てい る と はいい が た い 。 とい うの も、 この分 野 に

お い て は 、 政府 支 援 研 究 開発 プ ロ ジ ェ ク トで 育成 され た 「ヒ ト」 が 民 間部 門へ 還 流 す る こ

とに よっ て、 間接 的 に技 術 が 市 場 へ 移転 され 、大 きな発 展 を遂 げ て い る か らで あ る。
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3.3ソ フ トウエ アの 分 野 に お け る 「ヒ ト」 を介 した技 術 移 転

政府支援研究開発 プロジェク トの市場 に対す る大 きなイ ンパ ク トの ひとつは、それ らプ

ロジェク トが最先端 のソフ トウエ ア技術者 を養成す る場 となってい ることであ る。多 くの

技術者が大 学等で政府支援 プロジェク トに参画 し、その後最先端の ソフ トウエ ア企業へ入

って研究開発 に従事 してい る。す なわち、大学や その他 の民 間Contractorsで 行 なわれる

政府支援 ソフ トウエ アプロジェク トの多 くは、直接市場 での商業化 に結 びつか ないか もし

れないが、実はそ うした知 的資産 は 「人の移動」 とい うかた ちをとって間接 的に民 間へ 移

転 されているので ある。下記 はその代 表例 である。

図表6ヒ トの移動を介 した知的資産の移転が市場で成功 した例

<We'1-knownexamρ'esoflPJtransferredtothepr'vatesect。r伽oughind'V'd刷S>

脆bbrowsers

Perhapsthemostwe〃-kηowηe焔mple-theMosaictechno'ogywasfakeη'ntheheadof

MarcAndreesonandh'steamto～etscape,wheretheyrewrotetheactua'codefromscratch

Se∂rcheng'nes

'ηkfom'wasthe旅3raρ ρ〃Oafわ η ヂbrafedera'lyイuηdedworkstat'oηc∫t/sterbL"tatしlC

Berke'ey,vvrittenbyEkicBrevverandPaulGauthier;Dav∫dF〃oandJerty＼'angdeve'oρed

their〃rstYahoocatalogandsearchut〃tiesonStanf()rdtimeus'ngStanfordcomputers

(a肋 ・ゆn・tw・rkingonStanf・rdpr・jectsり;ErikselbergandOrenEtzi・ η∫deveノ ・ρed

MetaCrawlertogetheratthe.UnルersityofWVashington・

z)8t88η8加zぷ8η ∂predictfon

HNCwasf()undedin1986todevelop`predictivesoftwaresolutions'formilitaryapplications,and

until19900peratedexclusivelyusingDARPAfUnds.

苗 η〆

RayTomlinsonwrotetheworld'sfirstemailprogramwhileworkingonBBN'sin廿astructurepr()ject

f()rDARPA

Mozaic、Spyglass、Netscapeの 開発 ・市 場 へ の導 入 の経 過 をた どる こ とに よ って ・知 的

財 産権 の メ カ ニズ ム と 「ヒ トの 移 動 」 が 相 互 に作 用 し合 って 、政 府 支 援 プ ロ ジ ェ ク トの技

術 が市 場 へ 移 転 され 、 成 功 を収 め て い く様 子 が よ く分 か る(次 ペ ー ジ図 表7)。
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史とその背景

図表7: Moza|c・Spygiass・Netscapeス ト ー リ ー

OnginalMosaiccodewnnen

bygrOupofNCSAstudents

IncludingMarkAndreeson

NCSAholdscapyrlght

Spygぬssformedby

VniversstyofUlinots!NCSA

studentstosellvisualdata

anaけsissoftware

developedatandlicensed

fromNCSAtoother

univers旋ies

Spyglassre声ticenses

M◎salccodetoover100

companies,sncluding

Spyglassbecomes

solecommθrCial

{icenseeotenginal

NCSAMosaics◎urce

c◎deanddevelops

commerckllve国on

Microsorftbeginsto`focuson
theintemet'anddevelops

Explarerbasedonideastaken
fromSpyg}assMosa{c,but
rewrittenfromSCratCh

Spyglassdevelopsltsown

modutar,embeddedve了Slon

O{theMosatccodewhich

eventuallybecamesthe

Spyg【assembedded

browser

Spyglass

goes

public

⊂ 伸

Microsoftreleases

Explorerand
"browserwars"begin

1990 1992 1994

MosaicauthorsleaveNCSAandform

NetscapewithJimClark'sfinancial

backing,rewritingtheMosaicc◎de

fromscratchtoavoidinfringingNCSA

copyright`sρriη99tt)

1996

Netscapegoes

publlc(summer≦ 靭

1998

政府支援 ソフ トウエ ア研究 開発 プロジェク トで、現在進行 中の もの の中に、今後市場

で大 きなイ ンパ ク トを持つ可能性が ある ものの例 は以下の2つ であ る。

図表8= 今後市場にインパク トを与える可能性がある政府支援ソフ トウエアプロジェク ト

ATPFocusedProgramonCornponent-

、BasedSo徹ware

DAIRPAGLOMO声oject

・ ・85%Of輪 旧stalledbaseofSOKware◎ons治tsofmal餌

cu8t(蹴ap副lca60ns佃largecus斐omers・eXPensive,

…hartd←cran倉d』errorpr◎ne ,andoneやof▼a-kind

◎T㎏ATPProg抱misdeveloping廿 〕etechnolb9托 トS

・n㏄essa理to・ena国esystema嫡 ‖y-feus醐es◎ 費ware

c◎mp㎝emS

'Ad(蹴 ぬnally .簡 θ・Programh。pestoencσuragθan・

治dust「yar◎undmesec◎mP◎nentsデwhereby

c㈱pa甜es「w◎uldexi… 或'to嘗rade,theco「np◎nents

●Ad-hoc畜1r〕etwo「kih9「efe「s'tQtheconCePt◎f『 旧tWO「蜘9

合qUlpmentwh㎞ 蹴放omat熔allyfindsotheme㎞ 〕rk

ele「鴨ntsandc◎ ㎎equentlycreates・anetwoτk

sponセa酪OUS{y

.TheDARPAGLOM◎prO}ectwasformedw治 鰍 倣ary

apP6catbnsin・ 附nd^theab‖ityt◎ 、hrownetwod(

equlpmer廿outofaplar}e'andhaveaformareliabk≧

communica肋nsnetwork治clearb

appealmg

・■Prograrr}COげ}merlced`n1:994

の 創ac加e(井comp楓edp司e嚇

●A†P和ndI㎎$433m'

・6hdUst理costsha権 』$24.8m

s

■Cαwmercia∫apPI`ca{ionsafeveWapPe… 麹ng
,and

beg}nmngtotakeshapea}ready:

-ad】hOcLJ4NSforegmeetings()'

・・raPldr(謎1-out'teic◎s{egRo◎KOP
,N◎ 舶 ㈱

.TheIETFhasalf¢adyぬunch白dataSkforceairni㎏to

ad'h◎cnetw◎rki㎎techno㎏y

官`Ad ・hoc'lsLatlnmeanlng`dothls' ,andconsequentlylsused

torefertotheideaof`spontanelty'or`gettlngonwlthlt'

一 付 一21一



第4章 現在米国で進行 しつつある議論 とその重要性

前章 までの分析 を通 じ、米 国での政府支援 ソフ ト研究 開発 にお ける知的財産権の考 え方、

これ までの経緯 と現状 、産業界へ の イ ンパ ク トを明 らか に して きた。 これはこれ として、

日本 として大い に参考 となる内容 を含んでいる。 しか しなが ら、現在米 国では さらに新 た

な議論が進展 しつつある。 それは政府支援 ソフ トウエ ア研 究開発 の今後 の進 め方 に重要 な

影響 を与 えると考 え られる。 それ らの議論 とは、 ソフ トウエ アをパ テ ン ト化す るこ とが 産

業界 に与 える悪影響 と、.オープ ンソース とい うソフ トウエア開発方式が現在 の知的財産権

システムに投 げかける問題 である。両 者 は密接 に関連す る議論 であ るが、 まず はそれ らの

内容 を個別 に検討 し、次 に総合的 に分析 を加 える。

4.1ソ フ トウエ アの パ テ ン ト化 の 是 非 をめ ぐる議 論

す で に第2章 にお い て 、産 業 界 で は、 ソ フ トウ ェア のIPが 侵 害 され 、保 護 す る必 要 が 生

じた場 合 、 ソー ス コ ー ドに 関 して は98%の 企 業 が 、 ま た オ ブ ジェ ク トコ ー ドに 関 して は

65%の 企 業 が コ ピー ライ トを活 用 す る と して お り、パ テ ン トを活用 したIP保 護 を行 う企 業

は ソー ス コー ド ・オ ブ ジ ェ ク トコ ー ドと もわず か2%に す ぎな い、 とい う点 を指摘 した 。

もっ と も、 ソフ トウエ アの 機 能 を詳 細 に見 てい く と、 モ ジ ュ ー ル デザ イ ンや 、 ア ル ゴ リズ

ム 、ユ ーザ ー イ ンタ ー フ ェ イ ス シ ー クエ ンス に お い て は各 々1割 程 度 の ソ フ トが パ テ ン ト

化 され て い る こ とが わ か る。 さ らに 、 ソ フ トウエ アのパ テ ン ト化 は 、1981年 の最 高 裁 判 決 、

1989年 のUSPTOの 見 解 と、 そ のpatentabilityが ます ます 強 く認 知 され る状 況 下 で 、徐 々

に増加 の傾 向 を示 して い る(図 表9)。

また、1997年 に交付 され た ソ フ トウエ アの パ テ ン トは11,500件 に の ぼ り、2000年 に は8

万件 の ソ フ トウエ アパ テ ン トが 有効 と な って い る、 とい う見 方 もあ る(SethShulman1999、

OwningtheFuture)。
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史とその背景

こ うの ようにソフ トウエ アのパテ ン ト化が拡大 してい く中で、その是非 をめ ぐる論争が

巻 き起 こってい る。既存 のパ テン ト保 有者 はその擁護 を主張 しているが注3、 産業界や プロ

グラマ ーを中心 に、 ソ フ トウエ アのパテ ン ト化 に懸念 を表 明す る声が 大勢 を占めている注4。

パ テ ン ト化への懸念 は以下の5つ のポ イン トに集約 される。

図表9増 加傾向にあるソフ トウエアのパテン ト申請 と発行数
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1.

2.

ソフ トウエアはハー ドウエ ア とは異 な り、多 くの既存 のアイデ ア、ソフ トウエ アを含

み こんだ形 で開発 される ことが ほ とん どであ り、それ らの多 くがパ テ ン トに よってが

ん じが らめ にな っている と、ソフ トウエ ア産業 における技術 の向上、生産性が著 し く

阻害 され る。

USPTOは 過去の ソフ トウエ ア(PrlorArt)を 検索す る十分 な情報 を持 ってお らず 、

注3一 例 と して はPaulHecke1
。 元PARC研 究 員 。 個 人 で 、 カ ー ソ ル 等 に 関 連 す る 特 許 を 保 持 し 、IBMやApple

と 特 許 係 争 中 。IntellectualPropertyCreatorsと い う組 織 を 主 催 し て ソ フ ト ウ エ ア パ テ ン ト擁 護 の 論 陣 を 張

っ て い る 。 代 表 的 論 文 はhttp'//wwheckelorg/Heckel/ACM%20paper/acmpaperhtm

～主4例 え ば
、MITを 中 心 と し たLeagueforProgra㎜lngFreedomと い う 団 体 。RlchardStallmanに よ るFree

SoftwareFoundatlon(オ ー プ ン ソ ー ス の 開 発 方 式 で あ るGNUGeneralPubhcLlcenseを 主 催)と も協 力

関 係 に あ る 。 代 表 的 論 文 は"AgamstSoftwarePatents"

(http//osnomechewIscedu/'-epperly/patentshtmD
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自明 の ア イデ ア や 、事 実上 公 開 され て い る よ うな ソ フ トウエ ア の ア イデ アが パ テ ン ト

化 され て しま って い る。また現 実 には多 くの ソ フ トウエ アが トレー ドシー ク レ ッ トと

して企 業 内 に保有 され てお り、USPTOは レ ビュ ーで きな い。(現 在 、SoftwarePatent

InstituteやIBMが ソ フ トウエ ア の デ ー タベ ー ス を構 築 中 で は あ るが 。)

3.ソ フ トウエ ア産業 は 、ハ ー ドウ エ ア産 業 と比 較 し、は るか に速 い ス ピー ドで技 術 革 新

が 進 行 し、多 用 な タ レン トが 日々バ ラエ テ ィー に富 んだ 分野 か ら参 入 して くる。こ う

い っ た状 況 で 、usPToが 、 そ の ソ フ トウエ アが 誰 の 目 に とって もobviousで あ る か ど

うか な ど を審査 す る こ とは、物 理 的 に困 難 。

4.ソ フ トウエ アは非 常 に複 雑 な もの で あ り、パ テ ン ト化 し よう とす る真 の意 図が 何 で あ

るか をUSPTOが 見 極 め る こ とは難 しい 。RichardStallman(FreeSoftwareFoundation

を主 催)は1994年USPTOの 公 聴 会 にお い て 、 ソ フ トウエ アの 中 に紛 れ込 ませ る こ と

で1845年 に発 見 され た科 学 的理 論 をパ テ ン ト化 して し まっ た ケ ー ス を挙 げ てい る◎

5.パ テ ン トの 侵 害 で 訴 え られ た場 合 、 そ の有 力 な対 抗 手 段 は、PriorArtを 指 摘 して そ

のパ テ ン トの無 効 性 を主 張す る こ とで あ る。 しか しなが ら、前 述 の情 報 不 足 等 か ら

PriorArtを 探 し出す コス トが 法外 に高 い 。

図表10産 業界 にとってソフ トウエアパテ ン トが コス トとなる例

A.Compton'sNewMedia社 にeま、1993年 、事実上全てのマルチメディアCD-ROMに ロ・

イヤルティーを要求できるパテントが41件 も交付された。長期にわたる多額の費用をかけ

た調査の結果 、それらのパテントはすべて取り消された。

B.多 くの企業 は、将来パテント侵 害で訴えられることを想 定し、その際にクロスライセンスの

取引材料 となるパテントを常に申請 し続け、ストックしていかねばならない。これには多額

の費用がかかり、それが可能な大企業はまだいいが、資金と技術 に限りのある中小企 業に

は大変なコストとなる。

-IBMは 、1997年 、自社のパテント「兵器庫 」によって、52社 もの企業とクロスライセンス

を締結 し、訴訟を逃れ ている。

C.多 くの企業 は、日常的に 自社 のパテント侵 害を察知し、訴え出るため、何億 ドルもの費用

を支出している。

-Adobeは4 .5億 ドル、3,500人 時間分の技術者を同社の1992年 パテントを守るため

に費や したとされる。

-Autodeskは5年 間に 自社の17の パテントを守るために一億 ドルを費やした。

-AmericanMuti-Systemsは パテント訴訟で敗訴し、それが原 因で顧 客の信用を失い、

廃業に追い込まれた。
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史とその背景

こ う した ソ フ トウエ アの パ テ ン ト化 が もた らす 弊害 ・コス トを理 由 に 、産 業界 は 、 ソ フ

トウエ アパ テ ン トの 増 加 は本 来技 術 革新 に費 やす べ き資 源 の 浪 費 を招 い て お り、パ テ ン ト

制 度 本 来 の 狙 い で あ る技 術 の発 展 とい う観 点 か ら も本末 転 倒 で あ る、 と不 満 を表 明 して い

る。一 部 の 法 理論 家 も、現 在 の知 的財 産 権 シス テ ム(コ ピー ラ イ トとパ テ ン トを峻 別)は 、

コ ピー ライ トとパ テ ン トの双 方 で保 護 が可 能 で あ る ソ フ トウエ ア とい う知 的財 産 に は不 適

当 で あ るば か りか 、 元 来 ソ フ トウエ ア は 、パ テ ン ト法 にお い て 万 人 に利 用 可 能 で あ るべ き

だ と され る 「fundamentalconcepts(基 本 的概 念)」 に限 りな く近 い 、 と指 摘 して い る。

一方 で
、 政 府 の 開放 的 な知 的財 産 政 策(2-C-2参 照)は 、外 国 企 業 の た だ乗 りに よ る

技 術 取 得 を許 し、 国家 の国 際 的競 争 力 とい う点 か ら望 ま し くな い、 とす る 見 方 もあ る。

現 在 のパ テ ン トシス テ ム をめ ぐる 各界 の発 言 に は以下 の よ うな ものが あ る。

「次 世 紀 の ビ ジネ ス競 争 に対 応 した新 た な知 的 財 産 保護 の フ レー ム ワー クが 是 非 と も必 要

で あ る。」(NationalCenterforManufacturingSciences,1994)

「現 在 の 米 国 は 、 知 的 財 産 権 法 の 危 機 と い うべ き事 態 に急 速 に 突 入 して い る 。」(Pam

Samuelson,IntellectualPropertyLawProfessor,UCBerkeley,1998)

「パ テ ン トシ ス テ ムが 現 状 の ま まで あ る とす る な らば 、 そ れ は ゆ ゆ しい 問題 だ 。」(Linus

Torvalds,Linuxの 発 明 者 、1999)

「概 念 の 世 界 は、 本 来 競 争 に基 づ く市 場 取 引 には な じま ない 。 ア イ デ ア や概 念 は全 て の 者

に開 放 され るべ きで あ る。」(SethShulman,theauthorofOwrlingtheFuture,1999)

次 に述 べ る オ ー プ ン ソー ス の ム ー ブ メ ン トも、新 しい 知 的 財 産 の所 有 と分 配 の あ り方

を提 起 して お り、 そ の影 響 は既 存 の シ ス テム を揺 るが す 可 能性 を持 って い る。

4.2「 オ ー プ ン ソ ー ス 」 ム ー ブ メ ン ト

ソー ス コー ドを無 償 公 開す る ソフ トウエ ア 開発 方 式 と して現 在脚 光 を浴 び る オー プ ン ソ

ー ス だ が 、 さか の ぼ っ て は1969年 にUNIXがBe11研 で 開発 され た際 、 当 時 のAT&Tが 政府

所 有 に よる独 占企 業 体 で あ っ た た め 、 ソー ス コー ドが ほ ぼ無 償 に近 い 形 で 公 開 され た の が

その 端 緒 で あ っ た。 ソ ース コー ドが公 開 され たUNIXは そ の 後U.C.Berkeleyに お い てBSD

UNIXを 生 み 出 し、現代 の コ ン ピュ ー テ ィ ング の世 界 に大 きな影 響 を与 え た こ とは周 知 の通

りで あ る。1984年 に は、RichardStallmanがUNIXと 互換 性 の あ るGNUをfreesoftware

と して公 開 した。 そ の後LinuxがGNUの 心臓 部 と して1991年 にLinusTorvaldsに よっ て

開発 さ れ、 その ソ ー ス コー ドが公 開 され る こ とに よって数 千 人 とい わ れ る世 界 中 の プ ロ グ

ラ マ ー が ボ ラ ン テ ィ ア で そ の 開 発 に た ず さ わ っ て い る 。1998年 に は 、Netscapeが
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Communicatorの ソース コー ドを公 開 してオー プンソース型 開発方式 を採用 し、1999年 にか

けてLinuxがWindowsNrの 牙城 を突 き崩す市場 シェアを獲得 し始め るや否や、オー プンソ

ースが再 び急速 に注 目を集める事 となった。本年3月 には、数少ない企業 ベースのオー プ

ンソース と して、日本 の リコーがWebベ ースの文書処理 システムの プラッ トフ ォーム、PIA

の ソース コー ドを無償公 開 し、開発 プロジェク トをス ター トさせた。以 上の動 きをまとめ

た ものが次ペ ージの 図表11で ある。

オープ ンソースは、 ソフ トウエ ア産業の一部が、 ソフ トウエ アその もの を売買す るビジ

ネスか ら、 ソフ トを取 り巻 くサ ー ビス主体の ビジネスへ とシフ トしてい るこ との証左 で あ

り、またその原動力 ともなっている。す なわちオープ ンソースの場合、 ソフ トウエ アそ の

ものは無償公 開 されてい るわけであるが 、ソ フ トウエアのア ップグ レー ドやサ ポー トとい

ったサー ビスによって収益 をあげ るモデルである。 この 「サ ー ビス化」の傾 向は、いわゆ

るクローズ ドなシス テムによって開発 された ソフ トに関 して も強 くなっている。 オ ラクル

は2000年 には全体 の50%の 売上が 「サー ビス」 ビジネスか ら得 られ る と予測 してお り、

マイクロソ フ トは、 自社 の ソフ トを貸与 し、月額料金 を徴収 してア ップ グ レー ドのサ ービ

ス を行な うビジネス を検討 中である。

図表11オ ープ ンソースの歩み

1969

1981

1984

1987

1993

1991

1994

1995

1997

1998January

1998February

1998March

1998May

1998June

1998July

1998August

1998September

1999January

1999March

UnixdevelopedatBellLabs
`sendmail'isshippedwithBSDUnix

RichardStallmanfoundstheGNU(freeUnix)projectandtheFSF(FreeSoftwareFoundation)

FirstreleaseofPerl

FreeBSDprojectbegins

LinusTorvaldscreatesLinux

FirstofficialversionofLinuxreleased

Apachelreleased
`TheCathedralandtheBazaa〆byEricRaymondpresentedatLinuxKongress

NetcraftsurveyfindsApacheusedinmorethan50%ofallwebsites

`OpenSource'monikercoined

NetscapereleasessourcecodeforCommunicator

CorelannouncessupPortforLinux

lBMannouncessupportforApache

OracleandlnformixannounceplanstosupPortLinux;

EconomistarticleonOpenSource

ForbescoverstoryonLinuxandOpenSource;

MicrosoftpresidentSteveBallmersays`Sure,we'reworried'

lntelandNetscapeacquireaminoritystakeinLinuxdistributorRedHat

HPandSG|announcesupportforLinux

AppleannouncesplanstoopenpartsofitsforthcomingOSupgrade
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こう したサー ビス型 ソフ トウエ アビジネスを技術的 に支 えているのが、 ス ピーデ ィーな

大容量 の ダウンロー ドを可能 とす るネ ッ トワーク帯域幅の向上 である。今後帯域幅が益 々

増 強 され るにつれ、数多 くの ビジネスが最初 に料金 を払 い きる型 か らネ ッ トワークを介 し

てサー ビス を受 けるたびに料金 を支払 う方式へ と転換 してい く可能性があ る。(例:ボ イス

メール、留守電、PBX、 オーデ ィオCDプ レーヤー、 ビデオ プ レーヤー、 ファイル保管、 フ

ァイルバ ックア ップ システム、 オフィスアプ リケーシ ョンソフ ト ーCorelは レンタル方

式 、Pay-per-use方 式 を検討 中一)

オ ー プ ンソー ス にお い て は、 既存 の 知 的財 産権 は真 っ 向か ら否 定 され る。Richard

Stallmanに よるOpenSourceFoundationは 、「情報 は万 人 によって無償 で共有 されるべ き

だ」 とい う理念の下 で、 ソース コー ドや ソフ トウエ アが コピー ライ トやパ テ ン トといった

知 的財 産権保護 の仕組 み に囲い込 まれ、 自由にアクセ スで きな くなる こと防 ぐため、GPL

(GeneralPublicLicense)、 または・「Copyleft」 と呼ばれる ライセ ンシングの仕組 み提唱

している。す なわち、 コピー レフ トによって 「保護 された」 ソ フ トウエ アは、企業や個人

の手 を経 て改 良改変 されていった として も、元の ソフ トウエ アに保証 され た 「ユ ーザ ーが

無償 でアクセス ・改変す る自由」が どこまでい って も確保 され るのである。

この原則が実際の ビジネスに適用 された場 合、 こうなる。企業 はコ ピー レフ ト 「保護 さ

れた」 ソフ トを販売す る ことは 自由である。 しか しそれが顧 客 に売れ るの は、その顧客が

無償 で入手可能 とい うことを知 らない場合だ けであ る。 また企業 は、その ソフ トウエ アに

付加機 能 をア ドオ ンして販売す る ことも自由であ る。既 に小 規模 なが ら、数社がそ の ビジ

ネス に成功 してい る。す なわち、企業 は コピー レフ トの ソフ トを改良修正す るこ とは自由

で あるが、その成果 に排他的知 的財産権 を設定す ることは一切 で きないので ある。 ここが

PublicDomainに あるソ フ トとは決定 的に異なる部分であ る。PublicDomainに あ るソフ ト

も、万 人が無償で アクセ ス可能 な点 でオープンソース と同 じであ るが、企業や個人が その

ソフ トを改良修正 して しまえば、 その成果 に知的財産権 の設定が可能 となって しまうので

あ る。

こ うしてソフ トウエ ア ビジネスに関わる企 業 は、ある選択 を迫 られ る。 自社 開発 の 自社

占有の ソフ トウエア を販売す るか 、公 開ソフ トの上 に独 自のサ ー ビスをア ドオ ンして付 加

価値 を出すか、であ る。 もしも二つ の ビジネスモデルが両方 と も現実 に成立す る と したな

らば、後者のオー プンモデルの ほ うが優れてい るといえる。 その意味 は、 オープ ンソース

に基 づ くソフ ト開発 が人間の 「知」への貢献 が よ り大 き く、結果的 によ りす ぐれ たソフ ト

ウエ アが出来上が る可能性があ るか らである。
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4.3米 国政府が選び取 る知的財産権保護の戦略

以上、本章では、現状 の知 的財 産権 システムその ものが抱 える問題(ソ フ トウエ アのパ

テ ン ト化)と 、既存 の システム を置換 す る ドラステ ィックな代 替案(オ ー プンソース)を

見 て きた。これ らのムーブメ ン トは、 「知」や 「情報」が ます ます重要 な資源 と して認識 さ

れ る現代 の経済 ・社会 システムの下 で、それ らのintangibleな(無 形 の)資 産が、自由市

場 原理 ・自由競争の下で どの ように取 り扱われ るべ きか、 どの ような利益 を優先 して保護

すべ きなのか、 とい うよ り基本 的問題 を投 げか けている。

現在の米 国政府 を取 り巻 く状 況 を簡潔 に表現すれ ば、次の よ うになる。政府支出 によっ

て生 まれ る知 的資産 は原則公 開(PublicDomainで オー プ ン化)と なっているが、政府 の

支 出で民間Contractorsが 生み出 した知的資産 につい ては、その商業化が可能な程度 には

クローズ ド(排 他 的)な 知 的財産 権が与 えられている。 いわば、既存 の知 的所有権 システ

ム を前提 として、官 は民 の市場競 争意欲 をそがない ように しつつ、公 共の利益 も守 ろ うと

している、 とい うことであ る。 さらに、民間の資金 によ り民 間の手 で開発 された全 ての ソ

フ トウエアには知的財産権 法の下で コ ピーライ トが認 め られ、次第 によ り排他 的なパ テ ン

ト化が進行 中であ る。歴史的 に見れ ば、元来原則公開 によるオープ ン政策が、時代 の要請

によって80年 代初頭以降徐 々にクローズ ド(排 他 的所 有権)の 方向へ の流 れを強め て きて

い る中、現在 のオごプンソースの盛 り上が りを受 けて再 びオープ ン化 の方向性が勢い を増

しつつある、 とい う状況 であろ うか。

米国政府が今後取 り得 る知 的財産権 の戦略 のシナ リオは上記 の現状維持 のほかに大 き く

2つ の方向性 がある。

第1は 、米国の国家 としての 国際競 争力 を維持 するため、政府 は自身の支 出 による研 究

開発 の成果で ある知的財 産 を一旦 政府内 に保持 し、その後開示す る条件 とタイ ミングを決

定する と言 う意味での クローズ ドなシス テム を強化す るシナ リオで ある。海外 への知的資

産の流 出を防 ぐとい う意味 もあ り、保護主義的であ る。政府の民間Contractorsに 付与 さ

れ た知 的財産権 に特別 な保護 を加 える ことも考 えられ る。

第2の シナ リオは、現状 の知的財産権 システムを大幅 に変更 して、現状 の原則公 開 とは

多少異 なる考え方で オープ ン化 を推進 す る新 しい選択肢 であ る。 政府 プロジェク トその も

の をオー プンソース的考 え方で進め、ソフ トウエ アに対す る既存 の知的財 産権 を否定 して、

ソースコー ドを自由にアクセス可能 とす る、 とい うことになる。

第6章 の結論部分で は特 に可能性の高い シナ リオ について考 察す る。
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付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史とその背景

第5章8つ の問題点への回答

本章で は、事前 に提起 された問題 意識 を8つ のテーマ に整理 し、 これ までの議 論 をベ ー

スに逐次回答 を試み る事 とす る。それ ら8つ の問題意識 とは概略以下の ような ものであ る。

1.

2.

3.

4.

5.

C
)

7

8.

米 国は、政府支援研 究開発 プロジェ ク トの成果 に対 し、原則公 開の開放 的政策 を取 っ

て きた。この政策が、民 間での ソフ トウエ ア開発の基 盤生成 に大 き く寄与 したのでは

ないか。

米 国では、政府 支援研究開発 プロジェ ク トの成果 を原則公 開、企業 の商業化 を通 じ税

金 回収 とい う形 で投 資 を回収す る とい う姿 を原点 としつつ、徐 々に発明者、著作者 に

与 える権利 を拡大 して きた。 この ような動 きの中で、政府 、民 間 コン トラク タ、個人

の発 明者 ・著作者 の利害 は どう調整 され、そ こに流れ る基本 思想 は何 か。

既存 のアイデア、ソフ トウエア をふ くみ こむ形で、ソフ トとは開発 される もので ある。

その ような場合 、著 作権 の設定 は どうなってい るのか。政府支援 プロではそ うした事

態 に どう対処 しているか。また プロジェク トの成果であ るソフ トウエアの商業化 のル

ールはあるのか。

ソフ トウエ ア産業 の ビジネスモデルは、自社 開発 ソフ トの販売 とい うもっ とも単純 な

もの、他者 に先 駆 けて自社の ソフ トウエアを公 開 してデ ファク トス タンダー ドを確 立

し、その後か ら付 加価値 の高い ビジネスを展 開す るもの、開発 当初 か らソース コー ド

を公 開 して しまうオープ ンソース等、ます ます複雑 になって きている。こう した変化

は政府 支援 プロ ジェ ク トにおけ る知 的財産権 戦略 に何 か影響 を及ぼ してい るの だ ろ

うか。

複数企業が協 同で行 な う政府支援 プロジェク トの場合、知的財産権 の取 り扱 いは企 業

間で どの ようにな っているか。

上記 の問題 と関連 して、成果物が特 にソフ トウエアの場合 どうか。

米 国政府 は政府支援研究 開発 プロジェク トの成果物 として、ソース コー ドの納 入 を要

求す るのか。

上記5,6,7を 総合 して考 え、知的財産権の ルールが うま く規定 されていない場 合、

せ っか くの政府支援 プロジェク トの成果である ソフ トウエ アが死蔵 され、商業化 に生

か され ない こ とになる。これで は税金の無駄使 い となって しまう。米 国で は どの よう

に対処 してい るの か。
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1.米 国は、政府支援研究 開発 プロジェク トの成果 に対 し、原則公 開の開放 的政策 を取 っ

て きた。この政策が 、民 間で の ソフ トウエ ア開発 の基盤生成 に大 き く寄与 したので は

ないか。

・確か に米国の知 的財産権(IP)ポ リシーは原則公 開の開放的 な ものである といえる。

政府職員やWorkforhireに よ り開発 された ソフ トウエ アはPublicDomainに 置 かれ、

政府 は民間Contractorsに よるソフ トウエ アに限定的利用権 しか持 ち得ず、政府 はソー

スコー ド納入 を一般 に要求 しないか らで ある。

・一方で、米国の政府支援研究 開発 はソ フ トウエ ア産業 に多大 な恩恵 を与 えて きた。政府

支援 プロの成 果は、基本 的アル ゴリズムやプロ トコル、サ ブコ ンポーネ ン トの分野 で産

業界 に大い に貢献 して きた。政府支援研究 開発 プロジェク トが、基本的 に市場 か らは遠

い学術 的基礎 研究的色彩が強い こ とを考 える と、こう した貢献 は大変 な成功 と評価 で き

る。

・ しか しなが ら、第1の ポ イン トであ る政府の開放 的IPポ リシーが、産業界へのすべ て

の貢献 を可能 に した、とはいい きれず、む しろ政府支援 プロジェ ク トが 人材育成の場 と

して機能 し、そこか ら巣立 った最 先端の技 術者が民間へ移動す るこ とで、間接的 に政府

支援 プロの知的資産が市場へ移転 し、商 業的成功 に結 びつい た、 とい える。

・米 国政府 は上記 の開放的 なIPポ リシー を原則 と して掲 げる一方 で、Bayh-DoleAct、

Steven-WydlerActを は じめ とす る1980年 以降の法整備 に よって、政 府支援 プロの成

果であ るソフ トウエアの排他 的知 的財 産権 を民間Contractorsへ 与 えてい こ うとい う

方向性 も持 ってい る。

2.米 国では、政府支援研究 開発 プ ロジェ ク トの成果 を原則公開、企業の商業化 を通 じ税

収で投 資回収す る姿 を原点 としつつ、徐 々に発 明者、著作者 に与 える権利 を拡 大 して

きた。政府 、民 間Contractors、 個 人の発明者 ・著作者 の利害 が対立す る中で、 この

ような動 きの底 に流 れる基本思想 や考 え方 は何か。

・1980年 以降の技術移転促 進の法 整備(民 間Contractorsへ の権利付与 を徐 々に強化)

は、 「原則PublicDomainで 公 開 されるIP政 策の下では、全 ての市場参加者 にアクセ

ス可能 な政府支援 プロの技術 を商業化 して も市場競争力 に結 びつかず 、リス クが大 きす

ぎる」、 と民 間側 が判断 し、政 府技 術の商業化が進 まず、結果 としてプロジ ェク トの成

果が産業競 争力の強化 に結 びつか ない とい う悪循 環 を解 決す るために進 め られた。これ

は米 国産業の国際競争力の低下 が叫ばれていた当時の国家戦略 で もあった。また、政府

一 付1-30一



付属資料1.米 国の研究開発プロジェク トにおける知的財産権戦略の変遷の歴史とその背景

が民 間Contractorに 対 し、 ソース コー ドの納 入を求め ない とい うこ とも、民 間の市場

競争 を確保す る狙いの現れ、配慮 である。

・総 じて、米 国政府 は、民 間での市場競争 を阻害 しない(邪 魔 しない)、 とい うこ とを根

本理念 として持 ってい る。民 間の 自助努力、切磋琢磨 を期待 す る。競争力 のない企業 は

消滅 して もしかたが ない、とい う割 り切 りが ある(金 融産業 は例外 。S&Lは 救済す る。)。

また、知 的財産権 を民 間Contractorsに 認 めるこ とは、個別 の民 間企 業 を利す るこ とに

なるわけであ るが、シス テム全体 としては、市場 の競 争が活発 にな り、国の産業 の競争

力 を高め るわ けで、それ は望 ま しい ことだ、とい う考 え方であ り、国 と企業 の利害 は一

致 している。

・個人 レベルの知的財 産権 をめ ぐる利害 は、特 に個人の発 明者が委託先企業 や政府 に雇用

され てい る場合 に生 じるが、それ に対 してはWorkforhireの ルールが明確 に定め られ

ている。 また、米 国での慣行 と して、 プロジェ ク ト開始前 の契約時 点で、政府 、民 間

Contractors、 個人の研究者間の諸権利 の分配の仕方がすべ てのContingency(発 生可

能 なシナ リオ)ご とに交渉 され、明記 されるの で、後 か ら問題が生 じるこ とを未然 に防

いでい る。

3.既 存 のアイデア、ソフ トウエア を含み こむ形 で、ソフ トとは開発 される もので ある。

その ような場合、著作権 の設定 は どうなってい るのか。米 国の政府支援 プロで はそ う

した事態 に どう対処 してい るか。またプロジェク トの成果で あるソ フ トウエ アの商業

化 のルールはあるの か。

・政府支援の プロジェク トで、他 の民 間Contractorが 既 に開発 し、市場で製品化 されて

いる ソフ トを再 び政府支援 プロで利 用する際、全 く修 正せず にその まま使 う場合は、そ

の ソフ トに対 し政府 は既 にRestrictedRight(オ リジナルの用途 に限定)を 得てい る

か ら、 その ま ま利用 で きる。

・ よ り一般的 なケースで、市販の ソフ トウエアを調達、修正 して新 たな ソフ トウエ アの開

発 に用 い る場 合、 国 防省管 轄 の契約 で は、政府 はそ の開発 され た ソフ ト全体 に対 し

UnlimitedRights(無 制限の利 用権、 しか し排 他的で ない)を 得、 その他の非国防分野

で は、市販の ソフ トの価格が ソ フ トウエ ア開発 費総額 の50%に 満 たない場合 、その市

販 ソフ トに対 しては、政府 は新 た に開発 されたソフ ト全体 と同 じ権利 を得 る(権 利の場

合 分けはP12参 照)。

・民 間Contractorが コ ピーライ トを要求 した場合、政府 はRestrictedrightを 得 ること

になる。

一 付1 -31一



・全ての場合 において、実際の知 的財産権 の分配 はケースバ イケースの交渉に よって定 め

られる。軍事非軍事 に関 わらず 、調達規則 は個別 のケースによ り適宜権利付与 のスキー

ム を修正で きる旨明記 されている。

4、 ソフ トウエ ア産業 の ビジネスモデルは、自社 開発 ソフ トの販売、他 者 に先駆 け 自社 の

ソフ トを公開 してデ ファク トス タンダー ドを確立 し、その後 か ら付加価値 の高い ビジ

ネス を展 開す るもの、そ して オー プンソースが加 わ り、ます ます複雑 になって きてい

る。こう した変化 は政府支援 プロジエグ ト、におけ る知 的財産権戦略 に何か影響 を及 ぼ

しているのだ ろ うか。

・現時点 では、オー プ ンソースの登場 が政府支援 プロの知的財産権戦略 に影響 を与 える と

ころ までは きてい ない。 しか しながぢ 、ホープン ソースはます ますその認知度 と支持 を

高めてお り、早晩その政策に影響 を与 えるこ とは必至 であ る。

・特 にその理 由 として、 一

・現在 オープンソースに よって開発 され、リリース されているソフ トウエ アの領域

が、元 来政府支援 プロジェク トで志向 されて きた ソフ トウエ アの タイプと非常 に

強 くオーバー ラ ップ してい る。

・オー プンソース によるソフ トウエ アのサ ー ビス ビジネス化が成立 し得 る とす れ

ば、オープンソースのほ うが よ り人間の知の蓄積への貢献が大 き く、 また実際 に

よ りす ぐれ たソフ トを供給 し得 る。

・同 じくオープ ンソースに よるソフ トウエアのサ ー ビス ビジネス化 が成立 し得 る

と した ら、既 存 の 知 的 財 産 権 シ ス テ ム よ り もGNUGeneralPublicLicense

(copyleft)の ほ うが よりよいシステムであ る。

・1998年 のFOIA改 正 によ り、政府 は知 らず知 らずの うちに、民 間Contractorsの ソース

コー ドが政府 を通 じ競争他社へ 開示 されるよ うな道筋 をつ けて しまったか も しれない。

(オ ープ ンソースへの追い風)

5.複 数企業が協 同で行 なう政府 支援プ ロジェク トの場合、知的財 産権 の取 り扱 いは企業

間で どの ようになってい るか。

・複 数 の 民 間 主体 が 政 府 支 援 プ ロ に参 画 す る際 に ぱCRADAの よ うに対 等 の立 場 で複 数 の

参 画 者 が い る場 合 と、PrimarycontractorとSubcontractorsと い う縦 の 関 係 の場 合

が あ る。
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・CRADAの 場 合 、知 的 財 産 権 は原 則 民 間サ イ ドに与 え られ るが 、参 加 者 間 で の権 利 配 分 の

方 法 は個 々 の 契 約 ご とに交 渉 で 決 め られ てい くのが 通常 で あ る。CRADAで は政 府 は研 究

開発 費 そ の もの は 出 さず 、施 設 や管 理 業 務 を提 供す るだ けで あ るか ら、政 府調 達 規則 の

細 か な 条件 を気 にす る こ と も無 く、大 変 に柔 軟 に権 利 設 定 の 交 渉が 可 能 で あ る。ATPと

い っ た 政府 の交 付 金 に よる プ ロ ジ ェ ク トの場 合 も、CRADAと 同様 の方 式 が取 られ る。

・既 に 問題 意 識 の2へ の 回答 に示 した よ う に
、米 国で の慣 行 と して 、プ ロ ジ ェ ク ト開始 前

の契 約 時 点 で 、政 府 、民 間Contractors、 個 人研 究 者 間 の 諸 権 利 の 分 配 方 法 が 可 能 な 限

りす べ て のContingency(発 生 可 能 な シナ リオ)ご と に交 渉 され 、 明記 され る の で 、

後 か ら問 題 が 生 じる こ とを未 然 に防 い で い る。そ の部 分 で利 害 関係 者 が あ らか じめ納 得

してい ない と プ ロ ジ ェ ク トは走 り出 さな い。

・PrimarycontractorとSubcontractorsの 場 合 は
、 た だ1社 がPrimarycontractorに

指 定 され る た め 、対 等 の 参 加者 が 権利 を分 配 す る とい う事 態 は生 じない 。 コ ピー ラ イ ト

がcontractorの 側 に与 え られ る と きはPrimarycontractorが 唯 一 の コ ピー ラ イ ト保

有 者 とな り、後 はPrimarycontractorとSubcontractorsの 間 で 、 既 に契約 に 明記 さ

れ た通 りに権 利 の 設 定 が 行 なわ れ る。通 常 はSubcontractorsが コ ピー ラ イ トを保 持 し、

Primarycontractorがrestrictedrightsを 得 る。

6.上 記の問題 と関連 して、成果物 が特 に ソフ トウエアの場合 どうか。

・CRADA 、PrimarycontractorとSubcontractorsの 場 合 は 、基 本 的 に5.へ の 回答 と

同 じで あ る 。

・COTSソ フ トウエ ア を調 達 す る場 合
、一 般 に政 府 はrestrictedrightsを 得 る わ けで あ

るが 、 た とえcontractorがoriginaldeveloperと の特 別 な取 り決 め の下 に ソ フ トを修

正 した と して も、 政 府 はunlimitedrightsで な くrestrictedrightsの ま まで あ る。

あ く まで もoriginaldeveloperに よる修 正 しか 、調 達 規則 上 の 「修 正」 とは み な され

ない 。

7.米 国政府 は政府支援研究 開発 プロジェク トの成果物 と して、ソース コー ドの納入 を要

求す るのか。

・米 国政 府 は一 般 に ソ ー ス コー ドの 納 入 には柔 軟 な姿勢 で あ り、多 くの場 合 、現 実 に はそ

の開 示 を要 求 しない 。

・原則 と して は、 政 府 が い か な る権利(unlimited,restricted,orgovernmentpurpose)
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を得 ようとも、政府 はソース コー ドを要求で きる権利 を持 ってい る。3つ の権利 は全て

政府 にその後 のcontractorsに ソ フ トを提供す るこ とを認 めているか らであ る。実際問

題 と して、そ のため には ソース コー ドが必要 となる。

・ しか しなが らFOIAの 下で、政府 は要求 されれ ば国防上 問題 ない限 り全てのデー タを開

示 しなけれ ばならない。このため もしも政府 が ソース コー ドを受 け取 った場合 、それが

第三者 の手 に渡 る可能性 が出て くる。

・上記の ようなケースでは、民間Contractorsの 著作権 は全 く剥奪 され たに等 しい状態 と

なって しま う。よって政府 は多 くの場合、将来政府 自身か他 のcontractorsの 手で修正

の必 要性が ない限 り、ソース コー ドを要求 しない。つ ま り要求す る場合 は きわめて実務

的理 由である。

8.上 記5,6,7を 総合 して考 え、知 的財産権 のルールが うま く規定 されていない場合、

せ っか くの政府支援 プロジェク トの成果であ るソフ トウエ アが死蔵 され、商業化 に生

か されないこ とになる。これで は税金 の無駄使 い となって しまう。米国では どの よ う

に対処 しているのか。

・ この問いへ の回答 には、その政府支援 プロジェク トの真の 目的 は一体何 か、とい う認識

が まず重要 になって くる。政府部 内に何 らかの具体的実務 的ニ ーズが存在 し、そのニー

ズを満 たすため に政府が支出 して ソフ トウエ アを民 間Contractorsに 開発 させ る場合

は、その ソフ トウエ アを納入 した時点で、その契約は終了 し、双方の 目的は完全 に達成

される。この ような場合 は、結果 的に(副 産物 として)コ ピー ライ トな りがContractors

の手元 に残 るわけであるが 、この ソフ トがその後市場 での商業化 に成功す るか否かは、

本来 の政府 とContractors間 の契約 の成功度 とは関係 ない。

・米国の場合、政府の ソフ ト研 究開発 支出 は60%がContract、30%が 交付金 、10%がCRADA

等 の共 同研 究であ る。その各々の メカニズム において、た とえ研究 開発 の結果が商業化

に直結 しないか らといって、それが国民 の税金 の浪費 である、 とい う認識 は ない。

・特に米 国が政府支援研究 開発 プ ロジェク トの成果の民 間Contractorsに よる商業化 を

強 く意識 したの は、1970年 代 後半 に米国の 国際的産業競争力が低下 しつつ ある と考 え

られた ときだった。既 に指摘 され てい るように、それが1980年 以降の技術 移転法制 の

整備 につなが り、商業化 の意図が 明 にあるこ とを条イ に民 間のContractorsに 知 的所

有権 を認 めてい ったのであ る。
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第6章 日本が学ぶべきこと

6.1成 功 の要 因

米 国の政府支援研 究開発 におけ る知 的所有権政策が これ まで成功 裏 に機能 して きた背景

には様 々な要 因が相互 に影響 しあって きてい る。

●民 間Contractorsに よって生み 出された知 的資産の権利 がContractorsに 与 えられ る、

とい う意味 で政府 の政策 は 「オープン」 であ る。

●政府職員(国 研)に よ り生み出 された知 的資産 はPublicDomainに 置 かれ、歴 史的経 緯

としては、商業化 に とってはマ イナスのイ ンセ ンティブ を与 えて きた。 これ を理解 した政

府 は、1980年 以降、商業化 を促進す る技術移転 システムを構築 して きた。

●政府、民間Contractorsの 間での知 的財産権の所有 ・配分 にあたって、米 国政府 は常 に

柔軟 に対処 して きた。(言 い換 えれば厳格 な統 一ルールは ない。)複 雑 な権利 が錯綜 す る知

的所有権の設定 を個別の ケース に よって柔軟 に交渉 し、 プ ロジェク ト開始前 に全 て契約上

に明記す る形 を取 った。 同意が事前 に得 られ なければプロジェク トはス ター トしない。

● 政府の知的財産権 ・技 術移転政策 に支 えられ、大学が ビジネス感覚 を持 って積極 的 に 自

身の保有す る技 術の商業化 に取 り組み、投 資収益 をあげ ようと している。商業的 な成功 を

収 め る例 が数多 く出て きている。

6.2現 在深刻 にな りつつ ある脅威

現在米 国では、 ソフ トウエア に対 す る知 的財産権、 とい う概念の有効性 が根本 的 に問い

直 されている。 この懸念 は、米 国政府 の伝統 的な 「オー プ ン」 ポ リシー に変革 を迫 るこ と

になるか もしれ ない。

●現在 ソフ トウエ ア産業 は、「パ テ ン トの時限爆弾」 に悩 ま され ている。

一 ソフ トウエ アのパ テ ン トの数 と領域が徐 々に増加 ・拡大 して きている
。

一 ソフ トウエ アは既存の アイデアや ソフ トを含み こむ形で 開発 される ものであ り
、

既存 のパ テ ン トに全 く抵触せず に開発で きるソ フ トウエ アの領域が 限 られて き

た。

一 大企業 の対応 は、莫大 な 「パ テン トの兵器庫」 を多額 の費用 をかけて構築 し、来

たるパ テン ト訴訟 をクロスライセ ンスで乗 り切 る戦略 を取 らざるを得 な くな っ
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てい る。

● その結果 は、全ての企業 がその資源 を本 来の 目的であ る技術開発 以外 の 目的 に浪 費せ ざ

るを得 ない とい う現実 と、特 に資金力 に乏 しく、 クロスライセ ンスや高額の ロイヤルテ ィ

ーの コス トをまか なえない小規模企業 はその理 由で市場か ら永遠 に駆逐 されて しまうとい

うこと。

● ソフ トウエ アのパ テ ン ト化 は、近い将来確実 に、政府支援 開発 に基づ く商業化の可能性

を妨げ るであろう。

一 あるContractorが 新 しい ソフ トを政府支援 に基づいて作成す る とき、必然 的に

多 くの既存パ テ ン トを利用す ることとな り、高額 のロイヤルテ ィー負担 が生 じる。

一 そのContractorは 完成 した ソフ トウエアに対 しコピーライ トを獲得 し、市場 で

その ソフ トの販売 をは じめるが、既存 の原パ テ ン ト保 有者が 同様の機能の ソフ ト

開発 を異 なる コー ドで完成 し、販売す れば、Contractorの ソフ トはコス トで太

刀打 ちで きず、市場 か ら敗退す る。

6.3米 国政府 の将来 の動 き

米国政府が選 び取 る シナ リオは 「保護主義 的」 アプローチか、 ソフ トウエ アの知 的財 産

権 を変更 し、 オープ ンソース型 に近い考え方 を採 用す るアプ ローチだろ う。

● 米国政府は、 ソフ トウエアのパ テ ン ト化 に対す る懸念が産業界で ます ます高 まりつつ あ

る状況 を解決 するため、比較 的近 い将来何 らかの アクシ ョンを取 るか も しれない。

● 政府 にはい くつかのオ プシ ョンが あるが、特 に重要 と思 われ るのは、以下の3つ で ある。

一 ソフ トウエ アのパ テ ン トを廃棄す る

一 何 らかの特別措置で政府 の民 間Contractorsを 保護す る(例 えば彼 らに対 して は

パテ ン トロイヤルテ ィーの支払い を猶予す る等。)

一 オーフ.ンソース型 の ビジネスモデル(ソ フ トでな くサー ビス)をContractorsに

奨励す る。

● 上記の3つ の オプシ ョンの うち、 もっ とも可 能性 が高 いのは ソフ トウエ アパ テ ン ト制度

の廃止 と、 オープンソースモデルへ の移行で ある。

● オープ ンソースの ムーブメ ン トが本物か どうか、本当 にソフ トウエ ア産業 に利益 を もた

らすのか、現時点で断定す るこ とは時期 尚早で ある。 また、政府が政府支援 プロジェク

トの成果 としての知 的資 産 をすべ て公 開 して しまうこ とは、オープ ンソースを促進 し、

結果 として 「いい こと、正 しい こと」 か も しれない。 また、 もしもサ ー ビス としての ソ
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フ トウエ ア ビ ジネ ス が 出現 して くる と、従 来型 ビジ ネス モ デ ル のContractorsの 市 場 を

す っか り奪 い取 っ て しま う危 険性 もあ る。

6.4最 後 に

米 国では、以上見 て きた よ うに、市場原理 を奉 じつつ、その原理 の根幹であ る所 有権 と

い う概念 を知 的資産 に どこまで認め るか どうか とい う問題 につい て岐路 に立 た されてい る。

結果 的には コピーライ トが最低 限必 要な保護(SafetyNet)を 保証 して きた ようであ る。今

後米 国政府がパ テ ン ト制度 をどの ように改良 し、政府支援研究 開発 活動 の生産性 を どの よ

うな尺度で評価 し、 どう方向付 けてい くのか、 日本 としては常 に注視 しつづ ける必要が あ

る。
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付属資料2

米欧の研究開発プロジェク トにおける知的財産権の取 り扱い

本付属資料 は、米国の調査会社MUSE社 に調査委託 して取 りまとめた調査資料

米欧の研究開発プロジェクトにおける知的財産権の取 り扱い 平成11年3月 先

端情報技術研究所 の 日本語版エグゼグティブサマリーである。
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付属資料2米 欧の研究開発プロジェク トにおける知的財産権の取 り扱い

第1章 知的財産権(IP)の 概要について

● この章の ポイ ン ト

1)IPに は4種 類 あ り、それぞれ法 的取 り扱 いが異 なる。その うち政府資金 に よる研究 開

発 プロジェク トか ら生 じるIPは 、著作権 と特許で ある。

2)政 府 は コン トロールカ を利用す ることで、IPを 所 有す ることな く将来 にお いてIPが

有益 に使用 される よう確証す る。

3)IPに 対す る政府の取 り扱 い方は多様 だが、究極的 には国益 を最優先す る とい う目的で

一致 している
。

1.11Pの 定 義

鞠 ぱrd繍 縦 繍::iぷ:
在・'● 竃
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Copyright

Pat飢t

Trademark

Tradesecret

A`work'orflnlshedproduct,fixed

inatangiblemedlumofexpresslon

Anldeaoramethod(aclasslc
`invention')

,notdefinedlnany
finallzedform

Adlstlnctlvemark,deslgnor

patternassoclatedwlthapartlcular
product,serviceorbrand

`Notgenerallyknown'lnformation

thatprovldes(acompanyetc)a
competltlveadvantage

・Exlstsassoonasworkls¶xed'(finished)

●Canbeprotectedfurtherby`reg`stratlon'

●NocoverageuntilpatentapPlication`prosecuted'

(agreedbypatento情ce)-processtypical旬takes

2-3yearsandcosts$10,000

・The`strongest'formoflPprotection

.Existsassoonasworkls`flxed'(finished)

・Canbeprotectedfurtherby`registration'

・Nospecificprotection-isnot`defined'untila

dlsputearises

・`After-the-fact'litigationcanpreventusageOf

leakedtradesecretsorseekdamages

1.21Pに 関 す る法 的権 利

IPの 法 的所 有権 に加 えて、IPの 使用 を どう管理 しアクセ スす るか については さまざまな

しくみがあ る。政府 は以下の ようにその コン トロールカ を使 うことで、将来 におい てIPが

有益 に使用 されるこ とを、IPを 所 有せず して確証す ることがで きる。
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・政府 は技術開発 の方 法 に発言権 を持つ。

・特定 の戦略 的技術(暗 号 解読技術等)〆に関 しては、版権 を管理する。

・特定 の技術 の商業取 引 については、敵 国への技術移行 を防 ぐために輸 出規制 な どの手段

でそれ を管理す る。

1.31Pに 対 す る基 本 哲 学

政府資金 によるプ ロジェ ク トか ら生 じたIPの 取 り扱 いに関す る政策や実践 は、多様 を極 極

め てお り、全体 を覆 う合意 もほ とん どない。 だが 、究極 的には国益 を最優先で尊重す る と

い う目的の もとに政策が解釈 されている。 だが実践的 には、相反す る状 況 間のバ ラ ンス を

取 るため に政府資金が融通 され ることが多 い。

・IPが 商用化 によ り近い場合 は、IPは 製品開発 で きる民 間に移転 され るのが望 ま しい と

判断 され る

・IPが さらに新 しい研究 の基礎 とな り、その研 究 も政府資金 に よって運営 され る場合 は二

IPは 政府 に帰属す るのが望 ましい と判断 され る。それ によって政府 はロイヤ リテ ィを支

払 うことな くそのIPを 政府が選ぶ組織 に提供 で きる。

しか し実際 のIPの 扱 いは、硬直 した責任感や財源 を得 たいな ど各省の偏狭 な判断 に左

右 されるこ とは少 な くない。
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第2章IPに 関する法律 と政策の背景

● この章のポ イン ト

1)IPの 法的取 り扱 いは、基本 的に資金 を出す各省庁 によって規定 される。

2)政 府 とIPと の関係 は原則 としてFederalAcquisitionRegulation(FAR)に よって規

定 されている。だが、各省庁がそれ と方針 を異に した法律 を作 った場合 は、その法律

がFARよ り効力 を発揮す る。

3)FARは 、政 府の コ ン トラクターが特許所有 を要求 する権利 を認 めてい るが 、 さまざま

な形式的理 由によって例外が設 けられてい る。

4)著 作権 は自動的 に政府 に帰属す るとされ るが、コ ン トラク ターか らの要求が あれ ば、

政府 は著作権 を譲与す ることがで きる。

5)殊 にソフ トウェアの著作 権 に関 しては、明確 にFARの 規定す るところに収 まってい る。

6)ヨ ーロ ッパ のIPの 基本哲学 は(Espritプ ロ グラムに関す る限 り)、コン トラクター側

にIPの 権利が属す る もの とし、商用化 プロセス を遂行で きる手 に委 ねる もの となっ

てい る。

2.11Pの 法律 と資金 を拠 出する各省庁 との関係

IPの 法的取 り扱 い は、基本 的に資金 を出す各省庁 によって規定 されてい る。連邦政府調

達 によるプロジェク ト(1996年 度1千975億 ドル)を 見 ると、IPが 高 い比率 で生 まれ る研

究 開発 は全体の15.8%で 、そ の うちお よそ半分が契約上 は 「所有/調 達」され、残 りは 「支

援」 「協 力に関す る合意」 と位置づ け られ る。
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7996Fe'deralρrocurementExpenditure$197.5bn

R&D,15.8%

Cooperative

ag「eements－

Other禽,86.2%

*Otherinciudesrealestatepurchase,architecturalandengineering
work,construction,generalsupplies,anddataprocessing

Assistan

(grants)-approx
30%

AcquisitiOn(effectively
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「所有/調 達」 「支援/助 成金 支給」

下の ようなポイン トが挙 げ られ る。

「協力 に関す る合意」 のそれ.それについて、以

A・q・i・iti。 ・1P・ 。…ement● 瓢 騨conside「ation(inie「msofshee「volumeoflPtobe

●RegulatedbytheFAR(FederalAcquisitionRegulation)

・FARdefinesthespecificimplementationofotherseparateacts

affectingP,suchastheBayhDoleAct

・lndividualagenciespermittedtoenacttheirownvariationofthe

FAR,supercedingthegovemment-sideFAR

Assistance∫Grants・ce宜ainassistanceprogramsareestablishedbyseparateActs

(egSBIR)

・TheremainderareregulatedbyOMBCircularA・110andOMB

CircularA-102

C。。pe・ativeAg・eements● 蕊 ㌶ 漂 霊 瓢 ㌫ 鷲 灘 謬77setout

assistancelgrants.

・MostcooperativeagreementsarecategorizedasCRADAs,

whichareregulatedbytheTechnologyTransferAct

・IPtreatmentisusuallysetoutinspecificCRADAagreements,

whichtendtofollowfundingagency`boilerplate'(standard

practice)
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2.2FARの 概 要

政府 とIPと の関係 は原則 としてFederalAcquisitionRegulation(FAR)に よって規定

されている。 だが、各省庁 がそれ と方針 を異 に した法律 を作 った場合 は、その法 律がFAR

よ り効力 を発揮す る。

政府 か らの資金提供 を受 けたNGOに よって開発 されたIPの ほ とん どは、政府 による 「所

有」(す べ ての調達 において行 われ、これが全研 究開発 の約半分 を しめる)扱 い となる。FAR

は、調達 と関係省庁 によるサ ー ビスにつ いて統一 した政策 を法律化 す るため に設立 され た

もので、 さまざまな条例(例:特 許 に関するBayhDole政 策 な ど)の 基本 となっている。

特許 に関 してFARは 、政府 の コン トラクターがそれを所 有 を要求する権利 を認 めてい るが、

さまざ まな形式 的理 由 によって例外が設 け られ ている。著作権 は 自動 的 に政府 に帰属す る

とされ るが、コン トラク ターか らの要求があれば、政府 は著作権 を譲与 す ることがで きる。

また 「政府 は、研究 開発 プロジェ ク トか ら生 まれ た技術 を、最大限商用化す ることを奨励

す る もの とす る」(FAR27.104(a)に よる)。FARは さらに、各省庁 が独 自のFARを 規定する

ことを認 めてお り、実際 にそれ を行 う省庁が多 いためにIP政 策が顕著 な多様性 を生み出す

結果 となってい る。

2.3FARと 特 許

特許 に関 してFARは 、政府の コ ン トラクターが それ を所有 を要求 する権利 を認 め てい る

(FAR27.302の コ ン トラク ターが所有 を要求す る権利)。 これは 「政府 の特 許政策 に関す

る大統領覚書」(1983年)と 行政指令12591に 基 づ くものである。 だがFAR27.302で は同

時 に、 コン トラクターが権利 を所 有 して も商用化 に結びつか ない場 合 は、政府 がそれ を阻

むこ とがで きる とす る。

権利所 有が認め られ ない例外 の形式 的な理 由 としては、次の ような ものが挙 げ られ る。
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Whendisclosureofclassifiedsubjectmatter(inpatentapPlicationsorresultingfrom

issuanceofapatent)maybeaviolationofespionageorcensorshiprelatedstatutesand

maybecontrarytotheinterestsofinational.security

lfthecontractorisnotlocatedintheUSorissubjecttothecontrolofaforeign

government

mexceptionalcircumstanceswhenit『isdeterminedbytheagencythatrestrictionor

eliminationoftherighttotitlewillbetterpromotepolicyandobjectivesofUSC、 ・

WhenforeignintelligenceorcounterintelligenCe、activitieswouldbethreatenedby'

awardingofpatent

WhenthecontractincludesoperationofDOEGOCOfacilitiesdedicatedtonavalnuclear

propulsionorweapons-relatedprograms

2.4FARと 著 作権

「データ(技 術の著作権)⊥ の著作権 に関す る権利(使 用 、複 製、公 開)は 自動 的に政府

に帰属す る(FAR27.404)。 そのデー タがすで に著作権 を含 む場合、政府は著作権 の ライセ

ンスを受 ける。 しか しコ ン トラクター か らの要求が あれば、政府 は著作権 を譲与す るこ と

がで きる。 だが著作権が コ ン トラクターに譲与 された場合 も、政府 はその使用 、複 製、公

開に関す る無制限の ライセ ンスを保有 する。

著作権の譲与が認 め られない例外 には1次 の ような場合が考 え られ る。

(A)Thedataconsistofareportthatrepresentstheo行icialviewsoftheagency'orthattheagency

isrequiredbystatutetoprepare

(B)Thedataareintended・primarilyforinternal..usebytheGovernment

(C)Thedataare'oftbetypethat,theagency、itselfdistributestothepubliC・under・ianagency

P「og「am

(D)TheGovernment・ ・deteritnines・thatilimitationzon:distributionlofthedataisin4hθnationalinterest

(E)TheGovernmentdetermineSthatdhetdatal!§houldわe?disSeminatedwithoutrestrictiOn
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2.5ソ フ トウ ェアの 著 作権

ソフ トウェアの著作 権は、明確 にFARの 規定す るところに収 まっている。1976年 の著作

権条例(1980年 に改訂)に よ り、 アメ リカで は ソフ トウェアは 「文学的」作品 とみ なされ、

その創作 時 に著作権 が発生 する(シ ス テム、操作方法、 プロセスは除外)。

特 許 によるプロテ クシ ョンは可能だが、大部分 のソフ トウェア ・プログ ラムは 「新 しい」

とされないため にこれ を取 得す るのは難 しい。政府 自体が開発 した ソフ トウェアには、特

別 は条項が ない限 り著作権 がない。一方 、政府資金の提 供 を受 けて コ ン トラクターが開発

した ソフ トウェア には著作権が あ り、FARに よって規定 される。 また実際 には、 こ うした

ソ フ トウェアは商用化が認 め られる。 だが政府 はその ソフ トウェアの ラ.イセ ンス を所有 し

て他の コ ン トラク ターの使用 を認め るこ とが一般 的に行 われ てい る。 その場合 は、第二 の

コン トラクターにはオ リジナルの かたちでその ソフ トウェア を商用 化す ることはで きない。

2.6ヨ ー ロ ッパ の 場 合Espritプ ロ グ ラ ム の 例

ヨーロ ッパ のIPに 対 する基本哲学 は(Espritプ ログラムに関す る限 り)、 コン トラクタ
ー側 にIPの 権利が属す る もの とし

、商用化 プロセスを遂行で きる手 に委 ねる もの となって

い る。
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第3章 省 庁 に よ るIP取 り扱 い の バ リエ ー シ ョン

● この章のポ イン ト

1)各 省庁 によってIPの 取 り扱 いの相違 は、それぞれの性質 と研 究 目的の違 いに よって

生 じる ものであ る。

2)FARは 、各省庁が独 自のFARを 設定する ことを認 めてお り、実際 に大部分 の省庁が そ

うす るためIP政 策 には省 庁 による大 きなバ リエ ーシ ョンが見 られる。

3)法 律 や規制が数多 く存在す る とい うことは、実際 にはIP取 り扱 い に関 して は個 々の

折衝 の余地が大 きい ことを意味す る。

4)IP政 策 は、各省庁 の性 質 と研究 自体の 目的の違い によって左右 され る。

3.1概 要

各省庁 によってIPの 取 り扱 いの相違 は、それぞれの性質 と研究 目的の違 い によって生 じ

る ものである。

まず法制 化の手続 きのちがいが挙 げ られる。FARは 各省庁が独 自の規制 を設 定す ること

を認 めているため、それ によって生 まれたIP政 策は多様 なバ リエ ーシ ョンを見せ る。こう

したバ リエー シ ョンが ある とい うこ とは、実際 にはIP取 り扱 いには個 々の折衝の余地が大

きい ことを意味 してい る。 さらに各省庁の組織的、歴史的 な性質 も影響 を与 えているの を

確かめるこ とがで きる。また各省 庁 による研究 の性 質、研究 目的の違いがIP政 策の中核 を

左右 している。

3.2FARの 適 用

FARは 、各省庁が独 自のFARを 設定 し、「法律 、行政指令、条約 、国際 的合意が定 める特

定 の必要性 に合致 させ るために」手続 き、条項 を適用 する ことを認めてい る(FAR27.101)。

実際に大部分の省庁がそれ を行 うためIP政 策 には省庁 に よる大 きなバ リエ ー シ ョンが見

られる。

1997年 度の政府資金提供 に よる研究 開発 の うち、各省庁 に よるプロジェク トが 占め る割

合は以下の通 りであ る。
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Other

AccordingtoFA月27707,加dルidua'agθ ηc1θsar・

authoriz●dtoadbρfa'ternatepo"cies,ρrocedures,aηd

c励ses,`totheeXtentdete〃nin●dηecess創 γ ↑omθ θf肋e

Sρ θC'ficrequirementsof但WS,ex●cufルeoκ ∫ers」侮afなS,

or〃1feπ 旧 ガoηa'agr●emen鱈'

DOD,47%

・DefenseFARsupplement(DFARS)

HHS,18%(94%throughHIS)

・HHSAcquisitionRegulation(HHSAR)

NASA,14%

●NASAFARsupplement(NFS)

DOE,10%

・DOEFARsupplement(DEiARS)

NSF,4%

・AllNSFR&Dfundmgismadeasawards

(grants)andthereforenotcoveredbytheFAR

Note:DOD.HHS、NASA,DOEandNSFtogethercomprise93%

Source:FederalFundsforResearchandDevelopmenL1995,1996andl997

法律 や規制 が数多 く存在 する とい うこ とは、実際 にはIP取 り扱 い に関 しては個 々の折衝

の余地が大 きい ことを意味 してい る。FARに はロイヤ リティの支払い、独 占権 、出版義務

といった項 目について明文化 されていないため、各省庁 は独 自の ガイ ドライ ンを設 けてそ

れ を実践 しているのが現状 であ る。 こうしたプロジェク トごとの アプローチ は、最 も厳格

な省庁 にお いてです ら見 られ るこ とである。

また契約(FAR)か 助成金かCRADAか な ど、資金提供 のメ カニズムに よって も、規制 には

大 きな相違が見 られ る。た とえばDARPAに は、「その他のR&D取 り引 き」とい うカテ ゴリー

が あ り、IPの 取 り扱 い条件 設定でDARPAが 最大 にフレキシブルに対応で きる ように してい

る。

3.3組 織的 による性 質の違 い

各省庁 は、その組織的、歴史的 な性質に よって、強い相 違 を見せ る。

各組織に よる違いは、下表を参照。
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DOD ● Procurement-minded,theDoDisrarelyinterestedinowningIP;ratherlitprimarily'negotiatestohave

preferentialaccess(purchase;usage,discounts)towhatevertechnologiesaredeveloped

HHS ● Oneoftheforerunnersofopen-mindedpolicyonbothtechnologytransferandtitleincontractor.

■

.
HISstudiesin1982showedthatHlSpoliciesonlP,inparticulartechnologytransfer,werehighly

e行 ㏄tiveinstimu|atingeffectivecommercialuseofHISbiosciencesIP

NASA ● lnthefaceofever・decliningfederalfunding,NASAholdsthereputationforbeingoneofthemost

capitalistic(`greedy')agencies.
● ltseeksroyaltystreamstohe|pfundotherprolectsonitsagenda,andhasbeenknowntoplay

variouscontractorsoffcompet川velyagainsteachothertoseewhowil|yie|dthemost.overIPissues.

● lthasalsobeenknowntolitigateex・postwithcontractorsithasfunded(egHughesoverGeoSync

Satelme)inanefforttoseizeIPclaimtotechnologiestheybelieveperipherallybenefitedfromdollars
theycontnbuted.

DOE ● HavingdevelopedahugeR&Dinfrastructurethroughitsnationallabs(activeintheColdWaり,has.a

significantnumberofresourcesthatneedtostaybusyandlustifytheirexistence.lts
evaluation/measurementsystemprovidesincentiveforitto"own"(inwhateverwaypossible)as
muchIPasispossible_henceitsreputationasafierce.negotiatorforIPanditsnickname-一
"DepartmentofEverythinq" .

NSF ● EvenbeforeBayh-Dole,NSFphilosophy/policywastoleave|Pmallcaseswithprivatesector

researchers/inventors.Mosto川sconcernisinfosteringthesharingofinformationamongstpeersin

thefield,ratherthancreatingcommercialva|ue.TheNSFismore・interestedin"assistance"than
"acquisition."

3.4研 究の内容に よる性 質の違 い

開発 に重点 を置 く省庁 の場合 は、 プロジェク トの成果 が商用製 品に近 い もの とな る.。そ

の場合、省庁 の 目的は商用化 するの にもっと も適 した組織 、つ ま り大抵 の場合 は民 間組織

となるが、そ うした組織 にIPが 譲与 され ることとなる。

他方、基礎研究 に重点 を置 く省庁 の場合 は、"プロジェク トの成果 は 「基礎 的知識」 とな り、

これが さらに新 しい研 究、あ るい は開発 に応用 され るこ ともある。 この場合の省 庁の 目的

は、次 のプロジェク トに関わる組織が そのIPに(無 料で)ア クセスで きるよう.にす る こと

であ り、そ うす るとIPの 帰属先 として最 も適切 なのは政府 自身 となる。

それぞれの省庁 による研 究の違 いは、以 下 の通'りで ある。
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3.5ま と め

各省庁 のIP政 策の違いは、その省庁の性質 と研究の内容 に よって左右 され る。以下 に基

礎研 究/応 用研究/開 発 の軸 と、IP政 府保有/IPに 対 して操作 的(状 況次 第)/IP放 任

主義 に対応 の軸 に したが ったプロジェク トの分布 を示 した。
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第4章 資 金 提 供 メ カニ ズ ム に よ るIP取 り扱 いの バ リエ ー シ ョン

● この章 のポイ ン ト

1)特 定省庁のIP政 策 は、その資金源 と契約形態 によって分類 され る。

2)政 府 の研究開発研 究 プロジェ ク トは、その 目的、商用化へ の道筋 の長 さ、関係庁 によ

って、IP政 策が大 き く異 なる。

3)TheAcceleratedStrategicComputingInitiative(ASCI)の 場合 は、政府 によるIP

所有 と支援 とい うふたつの混在が見 られる。一方 では、この国防上必要 な技術研究の

プロ グラムがDOEのFAR、DEARSの 規制 を受 けてお り、 これ ら省庁 の通常 としてIP

を所有す る。ところが実 際 には、こ うした技術が製 品 としては十分な商業市場 を確立

していない場合 は、SGI、IBM、Sun、DECな ど国内企業の国際競争 力 を強 めたい とい

う目的か ら、政府の資金提供 は 「補助 金」的 な意味合い を含 んでいる。 さらにDOEの

政策 によ り、輸 出規制 によって この戦略的IPの 商用販売は制 限 されている。

4)同 じ政 府 資 金 提 供 に よ る プ ロ ジ ェ ク トで も 、Computing,Information,and

Co㎜unications(CIC)の 場合 は、ア ンブ レラ ・プロジェク トとして複数 の省庁 が資

金提供 に関わ ってお り、IP政 策 はそれぞれ の省庁 の方針 によって定 め られる。その う

ち特 にNGIプ ロジェク トはDOD、NSF、NASA、DOEが 資金提供 してい るが、 これ も

CICと 同様 スポンサー省庁 に よってIP政 策は大 き く異 なる。

5)政 府調達 プロジェク トの場合 は、政府 自身の使 用 に付 すためにすでに開発済みの成果

を購入す る傾 向が強 まってお り、その際 にはIPは 生 じない。IPが 生 じる場合 は、FAR

とその省庁の定めたFARに よってその取 り扱 いは左右 され る。

6)「 支援制度」 プロジ ェク トとして用 い られた政府 の資金 は、 「所 有」 プロジェク トと

は大 きく異 な り、IPの 民 間譲与 に寛大で ある。SmallBusinessInnovationResearch

(SBIR)は 独 自の政策方針 の もとに運営 され、これ は文字通 りの支援 プロジェ ク トであ

り、こ こか ら生 じたIPは 民 間企業が所 有す る。 またAdvancedTechnologyProgram

(ATP)の 場合 は、ハ イ リス ク、ハ イポテ ンシャル な技術 の研 究開発 を支援 す るこ とで

産業 を活性化す る という目的 に基づいて、プロジェク トは 「協 力 に関する合意」 と し

て成 り立 ってお り、IPは 基本 的 に民 間企業 に移転 される。
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4.1概 要

特定省庁のIP政 策 は、その資金源 と契約形態 に よって分 類 され る。下表 に支援省庁 が複

数/単 独/あ るい は独立 した運営 母体 によって プロジェ ク トが遂行 されたか/の 軸 と、IP

の所有/グ レーエ リア/支 援の軸 によってプロジェク トがいか に分布するか を示 した。

Acquisition
`grayarea'

Mu脆ipleprocurementGovemmenト 他nded

謂認'鰯 羅 耀 撒)
agencypollcy

Single
　　ピ　りの　のセイロの　　　

agenCyre8earchASCl

funded・IPlargelyglvento

contractorsGovernmentイunded

re8earchESPRITGovemmentg「8ntSt

and・IPlargelygiventoATP

al・ne・ ・…a…s'5㍑ 累盗朧

bodyGovemmentgrant

SBIR

・IPentlrelyrests

wlthcontraCtOrS

4.2 政府 開発 プロジェク ト

政府 の研 究開発 プロジェク トは、 その 目的、商用化への道筋の長 さ、関係庁 に よって、

IP政 策 が大 きく異 なる。

4.2.11heAcceleratedStrategicC㎝putlnglnitiative(ASCl)

ASCIは 、核 兵 器 の バ ー チ ャル ・テス トとプ ロ トタイ プ化 をサ ポ ー トす るDOEの コ ン ピ ュ

テ ー シ ョン資 源 を拡 大 す る 目的 で 実 施 され た数 力年 にお よぶ プ ロ ジ ェ ク トで あ る。

予 算 は8千500万 ドル で 、DOEのDefenseProgra皿 ラボ の 中 で行 わ れ、 ロ ス ア ラモ ス 、

サ ンデ ィア、 ロー レ ンス ・リバ モ ア研 究所 が 参 加 した。

ASCIの 目的 は以 下 の通 りで あ る。
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Createcrediblevirtualteststoanalyzetheperformanceandpredictthe

behaviorofnuclearweapons

Predictthebehavioroffullweaponssystemsincomplexaccident

scenariOS

Developtheabiiitytomakepredictionsthatwillextendthelifetimeof・

currentweapons,predictfaiiuremechanismsandreduceroutine

maintenanCereqUirementS

Usevirtualprototypingtoreduceproductionandtestingfacilitiesfor

stockpilerequalificationandrepiacement

ASCIで は、政府 によるIP所 有 と支援 とい うふたつの混在が見 られ る。

一方で は、政府 はスーパ ー ・コンピュータ技術 を調 達す るこ とに よって、それを 国防他

重要プログラムに適用 して、核兵 器のス トックパ イル ・シ ミュ レー シ ョンを可能 に しよう

としていた。したが って国防上必 要な研究 プログラム としてDOEのFAR、DEARSの 規制 を受

け、これ ら省庁はその通常 としてIPを 所有す る。スーパ ー ・コンピュー タ技術 については、

た とえ大 きな商用市 場があ った として も、'政府省庁が優先 的な顧 客 とみ なされてい るので

ある。

ところが実際 には、 こ うした技術 が製品 としては十分 な商業 市場 を確立 してい ない場 合

は、SGI、IBM、Sun、DECな ど国内企業の国際競争 力 を強 めたい とい う目的か ら、政府 の

資金提供 は 「補助金」 的 な意味 合い を含 んでい る。同様 に、 プロジェ ク トの 目的はスーパ

ー ・コンピュータ技術 が用い られ るこ とで あって、 コ ンピュー タ自体 にはない。 したが っ

てコンピュー タ開発 の経緯 で生 まれたIPは い くらか偶発 的な ものであ る。

さらにDOE自 体の政策があ る。大部分の省庁 を通 じて、商用IPは 民 間企業 に移転 され るの

が通常 だが、DOEの 「所有」観念 と基礎研究への関 わ りとい う理 由に よって、DOEはIPを

保有す る傾 向が強 く、 また輸出規制 に よって この戦略的IPの 商用販売 を制限す る。

その結果、ASCIのIP政 策 はケース ・バ イ ・ケース的 な対応が見 られ る。

4.2.2C㎝puting,1nformation,andC㎝munications(ClC)

CICは 、NationalInformationInfrastructure(NII)に 関す る行 政 イ ニ シ ャテ ィブ研 究

開発 か ら派生 した もの で あ る。 同 じ政 府 資 金提 供 に よ る プ ロ ジ ェ ク トで も、CICの 場 合 は

ア ンブ レラ ・プ ロジ ェク トと して 複 数 の省 庁 が 資 金 提 供 に 関 わ っ て お り、IP政 策 はそ れ ぞ

れ の省 庁 の方 針 に よって 定 め られ る。
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1998年 度 のCICの 資 金提供 に関 わった省庁 は以下の通 りであ る。

FY1998CICBudgetby

agency)

圏DARPA

麗NSF

口DOE

口NASA

■NIH

團

4.2.3ClC-NGl

CICの うち特 にNGIプ ロジェク トは、DOD、NSF、NASA、DOEが 資金提供 してい るが、 こ

れ もCICと 同様 、スポ ンサー省庁 によってIP政 策は大 きく異 なる。NGIプ ロジェク トか ら

生 まれるIPの 大部分 は、DARPAの 典型的 な政策 に したが って民間企業 に移転 され る と考 え

られる。当初NGIの 政 策提 案は議会 で 「企業福祉 」との非難 を浴 びたが、その後IPの 取 り

扱 いは注意深 くモ ニ ター されてい る。

NGIの ゴールは次 の3つ である。

`ToconductexperimentalresearchtodevelopadvancednetWorktechnologies
,

withDARPAastheleadingfederalagency.'

`Toimplementahigh -speed"networkfabric'`whichwillprovidethemeanstotest

newtechnologies.ThisfabricwillprovideconnectivityaboutIOOtimesfaster

thanthecurrentInternettoatleast100universitiesandfederalresearchsites.'

`Tocomeupwith"revolutionaryapplications
,`'newwaysofusingthe

technologiesthatwillemergefromtheNGIresearch.

4.2i4ヨ ー ロ ッパ の 場 合:ESPRIT

ESPRITプ ロ ジ ェ ク トで は通 常 、IP所 有 と重 要 な用 語(ForgroundIP,BackgroundIP,
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利用、 アクセス権、 フル ・パ ー トナー、 アソシエ ー ト・パ ー トナー、 ライセ ンシー、重 要

機密 な ど)に ついて規定 した契約が交 わ され る。EUは 政府がIPを 所有 しな くとも、 コン

トラク ター以外 にも複数 の組織 にアクセス権 を譲与す ることを強調 している。

だが 、原則が守 られ る限 りにお いて、EU政 府 はIPの 取 り扱 いが関係組織 間で 自由に交

渉 され取 り決 め られ るの を認め ている。

4.3政 府 調 達

経費削 減のため、政府調達 プロジェ ク トで は、政府 自身の使 用 に付す ため にすで に市場

にあ る製品 を購入す る傾 向が強 まってお り、その場合 はIPは 民 間企業が保有 し、新 しいIP

もプロジェ ク ト契約か らは生 まれない。

DODに よるソフ トウェア調達 を1992年 と1998年 で比べ る と、その実態が わかる。

DODSottwareAcquisition,ThenandNow

劔%お 砧 狛脚n蹴 ◎蒋脂書s抽 籍;5《臼襟 ハ
・線 描a妻}y`醐繊密諭脚 韻繍

・醸Om撫9鎖 鱒 轍翻iホ踏巨錐賠 1992

1998

Source:DOD

政府独 自の分類 に より、すべ ての調達 プロジェ ク トは契約上 は 「所有」とみ なされ る(R&D

の場合 は、所有、支援 、開発協力 に分 け られ る)。 調達 プロジ ェク トの契約 はすべ て、FAR

とその省庁 の定めたFARに よって規定 され、IPが 生 じる場 合 はその取 り扱い は調達 を行 う

省庁の性質 と政策 に左右 される。
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4.4政 府 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト

「支援制 度」プロジェク トと して用 い られた政府の資金 は、 「所有」プロジェク トとは大

き く異 な り、IPの 民 間譲与 に寛大であ る。

政府所 有はすべての調達 プロジェク トと一部 の研究開発 プロジェク トに見 られ、その政策

は各省庁 の方針 に従 う ものであ る。 アメ リ'力政府 に貢献す る製品、やサ ー ビスを取得す る

ことが その基本 的な 目的である。

支 援 制度 の場 合 は、 プ ロ ジェ ク トの 目的は支援 を受 け る側 が 定 め る。支 援 金 はOMB

CircularA-110が 包括 的に規定す る中で各省庁が ガイ ドラインを設定す る もので、 ビジネ

ス組織以外 の非営利 団体や大学が受け る。

協力 に関す る合意で は、TechTransferActとCRADAが 定 める ところによって規定 され

る。条件 は フレキ シブルで、参加 する企業 のガイ ドライ ンに合致す るよう調 整 され るこ と

もある。

つ ま り政府省庁が研究 を支援す るのは、連邦の法律 の権 限に よって民 間へ のサポー トや

活性化 をはか る とい う目的で行 われる。

また、ここには明解 な政府がIPを 所有す るプロジェク トか、あ るい は明解 に支援 制度 プ

ロジェク トか に分類 され得 ない グレーエ リアがあ り、政府 に益 さな くともIPが 政府所有 と

なった り、 また反対 に支援制度 と して扱 われ た りするプロジェク トも存 在す る。

4.4.1SmallBusinesslnnovationResearch(SBlR)

SBIRプ ロ グ ラム は 、1982年 のSmallBusinessInnovationDevelopmentActに よ っ て

生 まれ 、1992年 のSmallBusinessResearchandDevelp皿entEnhancementActに よ って

2000年 まで継 続 す る こ とが 決定 され た。1億 ドル 以上 のextramuralR&D予 算 を持 つ省 庁

はSBIRプ ロ グ ラム を設 置 す る こ と を義 務 づ け られ 、 そ の予 算 の 規 定 の 割 合(1983年 に は

0.2%だ っ たが 、徐 々 に拡 大 して1997年 度 は2.5%)を そ れ にあ て る よ う に定 め られ た 。 目

的 はス モ ー ル ・ビジ ネ ス の活 性 化 に よっ て革 新 的 な技 術 の 開 発 、 商 用 化 を は か る こ とで あ

る。

これ は明 らか に支 援 プ ロ ジ ェ ク トで あ り、政府 は支 援 の 受 領 者 の 選 定 に関 わ りはす るが 、

IPは 民 間企 業 に譲 渡 され る 。支 援 金 に は付 帯条 件 は な く、支 援 金 は 革新 的 な コ ンセ プ トの

実現 可 能性 を探 る企 業へ の 支援(7万5000ド ル)と 、その 中 か ら実 際 に商 用 化 まで遂 行 で

き る企 業へ の支 援(75万 ドル)の2段 階 に分 類 され る。 付 帯 条 件 が な い こ と に よ って 、他

の プロ ジ ェ ク トに比 較 と して官僚 的 な手 続 きが 少 なか っ た こ とが長 点 と して 挙 げ られ るが 、

一 方 でSBIRプ ロ ジ ェ ク トの 成果 の レベ ル は あ ま り高 い もの とは な っ て い ない
。
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4.4.2AdvancedTechnologyProgram(ATP)^

ATPは 、ハ イ リス ク 、ハ イ ポ テ ンシ ャル な技 術 の研 究 開発 を支 援 す る こ とで 産 業 を活 性

化 す る とい う 目的 に基 づ い て1990年 に設 立 され 、1999年 度 には2億6000万 ドル で運 営 さ

れ る。運 営 はD㏄ に属 す るNISTが 行 う。す で に商用 的 な成 功 を収 め た プ ロ ジェ ク トも数 件

あ る。

ATPの 特徴 を以下 に挙 げ る。

ThegoaloftheATPiseconomicgrowthandindustrialgain

TheATPdoesnΩtfundproductdevelopment-itfundsnew`might-be-possible'

technologies

ATPprojectsareselectedcompetitivelyonthebasisof

-economicbenefittothenation

-commercializationpian

AllATPprojectcostsmustbesharedequallybyindustry(thegovernment

providesmoneybutdoesnotperformanyofthework)

ATPプ ロジェク トは 「協 力 に関す る合 意」 と して成 り立 ってお り、IPは 基本 的に民 間

企業 に移転 される。 プログラムの性質上 、支援金 の受領者 は技術の特許 申請がで きる営利

組織 を含 まねばな らない(非 営利組織 の場 合 は、合意 に基づ いてその企業 か ら支払 いを受

けるこ とがで きる)。 企業が単独 で支援金 を受 ける場合が多 いが、これ は商用化 を簡単 にす

ることやIPの 契約 を簡略化す るこ,どに もつ なが る。ATPプ ロジェク トか ら生 じた特許は、

米国企業 に帰 属 しな くてはな らない。 また重要 なのは、IPは 支援 を受 ける民 間企業 に授 与

されるが、企業が商用化 に失敗 した場合 、政府 はIPを 差 し押 さえる条項 を設 けるこ とがで

きる点であ る。
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わが国における政府支援プロジェク トの知的財産権の扱い

本付属資料は、三菱総合研究所 に調査委託 して取 りまとめた

調査資料 わが国におる政府支援プロジェク トの知的財産権の扱い

平成11年3月 先端情報技術研究所 の要約である。
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第1章 問題の所在

ソフ トウェアの権利 を法的 に確立 し守 る手段 は知的財 産権(IntellectualProperty

Right、 以下IPRと 言 う)と 総称 され る一群 の権利 を対象に した法律 に依 っている。国

のプロジェク トの成果 としての ソフ トウェア も、したが って基本 的にはこの法律 の枠組

に基づ いて守 られ るこ とになるが、もう一つの側面 と して、公的資金 に よ り作 り出 され

た財産 であ る との見 地か ら国有財産法 な どに したが った財産管理 の規 定が適用 され る

ことにな り、権利の帰属 やそれ を行使 で きる条件 などに関 してや や複雑 な状況が生 まれ

る。

極 めて大 まか に言 えば、国の プロジェク トで生 まれた ソフ トウェアの権利 を巡 る議論

のポイ ン トは3つ あ る。それ らは、上 に挙 げた2つ の要因に基づ いてそれぞれ派生 して

いるい わば古 くて新 しい2つ の問題 と最近の高度 ネ ッ トワー ク社会の普及進展が顕在

化 させた新 たな観 点か らの問題 とに分類で きる。

第一のポ イン トは、著作物であ り同時 に工業製品 とも言 い得 るソフ トウェア と言 う特

殊 な性 質 を備 えた ものの権利 を主 として著作権 お よび特許権で守 るこ との是非、お よび

それ に付 随 して発生 する問題点 に関す る議論 であ る。例 えば、ソフ トウェアは複製が極

めて容易 であ ること、ソフ トウェアを作 り出す ソフ トウェアの扱 い、既存 ソフ トウェア

部分 と新規 ソフ トウェア部 分の間 に明確 な境界 を定める ことが実質 的 に不可能 な こ と

が多い こと、などの点 に関する疑 問、議論があ る。もちろん、この問題 は単 に国のプロ

ジェク トの成果 と しての ソフ トウェアに限定 され ない。

第二の ポイ ン トは著作 権や特許権 な どのIPRの 帰属先 をスポ ンサ ー と しての 国にす

べ きかあるいは研究 開発 の主体 としての受託者(企 業や大学 など)に 委ね るべ きか と言

う点に関する見解 の相違 である。税金で得 た成果 に対す る権利であ るか らそれを国有財

産 と し、国 を介 して広 く第三者 も使 えるように して広範 な普及 を図 るのが納税者 の利益

になる とす る考 え方 と、逆 に受託者が権利 を持 つ ことで商品化 な どへ の展 開が よ り容易

にな り、結果 として税収増 や雇用 な どを通 じて産業 ・社会への貢献 を促進 させ る ことが

で きる と言 う考 え方が基本 的に対立 している。

第三のポ イン トは、最近世界的 な規模 で一般化 し始め てい るオープ ンソース方式 と呼

ばれる新 たなソフ トウェア開発 ・普及の スタイルに よって顕在化 して きた問題 であ る。

IPRの 諸制度が これ まで前提 として きた立場 は、一方で知的財 産の創作者 にその優先 的

使用権 を保証す るこ とで創意工 夫の インセ ンテ ィブや事 業意欲 を鼓舞 しつつ、他方 では

知 的財産 の内容 を公 開 して第三者 も含 めた広い層 の使 用 を促 す こ とで産業 を高 度化 し

経済 を繁栄 させ ることの微妙 なバ ランス を巧妙 に維持 す ると言 う点 であ った。したがっ

て、IPRの 底 流 には権利 の囲い込み、第三者 の使用 に対す る強い制 約 と対価支払義務 な

どの機 能 を果たす仕 組みが内包 されていた。しか し、オー プンソー ス方式 はソフ トウェ
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ア をそ の開発 当初か ら広 く公開 し、制約 やロイヤ リテ ィ無 しに第三者 の使 用 を促進す る

ことで一定の同調者 を生み 、逆 に彼 らの試用結果 を反映する ことによってソ フ トウェア

の完成度 を高め さらなる普及が実現で きる と言 う考 え方である。つ ま り権利 を囲い込 ま

ず第三者使用 も制約 しない などの点で従 来のIPR諸 制度 とは基本的 に相容 れない側面

を持 っている(た だ し、オープ ンソース の開発者 は著作者人格権 に相 当す る権利 の擁護

には極 めて敏感 と言 われ ている)。 現在 までの ところ、国の資金が意 図的 な形で オープ

ンソースの世界 に投 入 された例 は無 い と考 え られる ものの、この ような新 しい流 れに ど

う対応 すべ きか と言 う新 たな問題が提起 され でいるこ とは確 かであろ う。

これ らの問題 に対 して、常 に正 しい解 答 を見 つけるこ とは難 しい。 しか し、検討 し議

論 する基本的立場は明 らかで、成果 と しての ソフ トウェアをい ち早 く普及 させ ることに

よって産業 的効果 を生み、社会 に広 くその利益 を還元 させ るための仕組み をいか に して

実現す るか、であ る。このため には国の ソフ トウェア技 術政策 の方 向性(例 えば基礎研

究 に近い部分 を重視 す るかあるいは産業 寄 りの開発 に力を入 れるか、な ど)、 受託側の

対応姿勢 や能力、 さ らにはその時 の世界 的 な技 術の方向性や 産業 の動 向 な どの要因が

IPR諸 制度 の精神 と うま く噛み合 うよ うにな ってい ることが必須 であ る。上 に挙 げた

様 々な要 因は時代 と共に変化す る もので あ り、制度 あっての社 会ではな く社 会に見合 っ

た制度で あるべ きとの観点 か ら、IPR諸 制度 も永久不変の もの にはな り得ず、常 に時代

の要請 との整合性 を検証 しつつ必要 な改善 を施 し、またその狙い を分か りやすい形 で産

業界な どに説明す るプロセスを続 けて行 く必要が あろ う。

以下の各節 では、ソフ トウェアのIPR保 護の歴史的側面 、過 去の国の プロジ ェク トに

おけるIPRの 扱い、有識者へ の ヒア リング調査 な どについて、個 々の問題 をさらに細 か

く検討 してい く。
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第2章 日米 を中 心 と した ソフ トウ ェア のIPR保 護 の歴 史

2.11BMの ア ンバ ン ドリン グ政 策

ソフ トウェア保護が産業 的に明確 な形 になって現 れたのは、1970年 頃 にIBM社 が、

ア ンバ ン ドリング政策 を開始 したことに発す る。この政策 によ り、工 業製品 としての ソ

フ トウェアが確 立 し、ソフ トウェア保護 の気運 が高 まった。当時、米国 において は特別

立法 も話題 となったが、既 にベ ルヌ条約へ の多数の国の加盟 によ り、外 国 におい て も威

力 を発揮 する著作権 に よる保護が適切 とされ、1980年 に米国の著作権法が改正 された。

これに よ り、従来 は文学 や芸術作品 を対象 と していた同法 を、プログラムや デー タベー

ス にも適用 可能 と した。

その後 も米 国ではプロパ テ ン ト政策が推 進 され、1985年 のヤ ング レポー トの中で ソ

フ トウェア産業 を重要 な戦略的輸 出産業 とす るための施策の 一環 として、工 業所 有権 の

保護 の強化 が唱え られ、1988年 には通商法 の改正 によ り知 的財 産権保護 強化が 図 られ

た。1990年 には、 日米知的財産権協議が行 われ、 リバースエ ンジニ アリ ングに係 る規

制等が話 し合 われ た。

2.2日 本 にお け る ソ フ トウ ェア保 護 開 始

1980年 の米 国著作権法の改正 に端 を発 した ソフ トウェア保護 をめ ぐる世界 的な潮流

は、日本 では、1986年 の著作権法改定 に至 る様 々な動 きを呼 び起 こ した。1980年 には、

日米科学技術協定 が締結 され、日米 間におけ る科学技術の基礎 的分野 にお ける交流 ・協

力促進 が宣言 された。これによ り、ソフ トウェア分野の交流 も活発化が予想 された こと

か ら、米 国 におけ るソフ トウェア保護へ の関心が高 まった。 さらに、1982年 にはIBM

産業 スパ イ事件が発生 し、IBM社 が 日本 の大手 コンピュー タメーカ を、基本 プロ グラム

の流用 の疑 いで訴 えた。この事 件は、米国政府が他国に対 して も、米国 と同 レベ ルのソ

フ トウェア保護 を求め る端緒 となったばか りでな く、社会が ソフ トウェアを著作物 とし

て認識す るに至 る象徴 的な事件 となった。 こ う した中、1983年 頃 に、 日本 で は、 プロ

グラム権法設立の動 きが高 まった。ソフ トウェア保護 を行 うための特別立 法が米国で も

検討 され た ように、日本 において も特別立法 であるプロ グラム権法が検討 された。この

法律 は、ソフ トウェアを工業所 有権 に より保護す ることが念頭 に置 かれていたが、米国

の影響 もあ り、著作権 によ りソフ トウェアを保護するこ とに落 ち着い た。
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2.3ソ フ トウェアの社会的地位 の向上 と国際機 関による調整

1990年 代 に入 っ て社 会 に広 くソ フ トウ ェ アが 浸 透 す る につ れ 、 ソ フ トウ ェ ア保 護 が

世 界 的 な 関心 を集 め る こ と とな っ た。 そ の た め 、 国際 的 にWIPO(WorldIntellectual

PropertyOrganization:世 界 知 的 所 有権 機構)お よびWTO(WorldTreatyOrganization)

に て、 ソ フ トウェ ア保 護 に 関連 す る標 準 化 作 業 が 行 わ れ て お り、1996年 に制 定 され た

条 約 で は、初 め て プ ロ グ ラム の著 作 権 に よ る保 護 が 明 文 化 され た。 また 、米 国 に お け る

特 許制 度 は、先 発 明主 義 、公 開制 度 欠 如 、再 審査 制 度 、優 先 権 の効 果 の制 限(ヒ ル マ ー

ドク トリ ン)等 にお い て 、各 国 との 隔 た りが 大 き く、WTOに お い て調 整 が続 け られ て い

る。

2.4日 本にお けるソフ トウェア権利保護 の現状

従来 よ り、ソフ トウェア権利保護 は著作権法 に よる保護が中心 であったが 、1997年4

月1日 よ り施 行 され た新 しい特許審査基準 に よ り、特許法 による保護 も現実 の もの と

なっている。

a.著 作権法 による権 利保護

・保護 対象

著作権法 において、プログラムは 「電子計 算機 を機能 させ て一の結果 を得 るこ と

がで きる ように これ に対 す る指令 を組み合 わせ た もの と して表現 した もの」(著

作権法第2条 第1項)と 定義 されてい る。そ して、保護対象 は、「思想 または感情

を創作的 に表現 した もの」(第2条 第1項)で あ り、 プログラムの うち創作性 を有

す る ものが著作権 法 による保護 対象 とな る。 なお 、プロ グラ ミング言語 、規約 、

アルゴ リズムは著 作権法 の保護対象 とな らない こ とが明記 されてい る(第10条3

項)。

・著作者

プログラムの著作 者 は、一般の著作者 と同様 に、プログラムの 「著作物 を創作す

る者」(第2条 第1項)で ある。 なお、法人等 の従業員が職務上作成す る著作物 で、

法人等 の名義で公表す る著作物 は、法人等 とす る規定 がある(第15条 第1項)。

ただ し、プロ グラム に関 して は、企業秘密 と して外部 に公表 されない場合 も多い

ため、法 人等の名義での公表 の有無 を問 わず法人等 を著作者 とす る特例があ る(第

15条 第2項)。

・著作権の 内容

著作 者 は、著作権 お よび著作人格権 を有す る。著作権 は、複製権 、翻案権 、貸与
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権 、有線送信 権等 か ら成 る。著 作人格権 は、公表権 、氏 名表 示権、同一性 保持 権

か ら成 る。

なお、著作物 の利 用 を認 める規定 は、プログラムに も適用 され、私 的使用 にため

の複製、引用等 は可能 とな っている。 また、「プログラムの著 作物 の複製物の所有

者 は、 自らその当該著作物 を電子計算機 において利用す る ため に必要 と認 め られ

る限度 において、当該著作物 の複製 または翻案 をす るこ とがで きる。」(第47条 の

2第1項)・ に規 定 されてい る通 り、プログラムにお いては、利 用者が 自己の利用の

ため に必 要な複 製、翻案 を認 めている。

・保 護期間

プログラムの著作物の保護期間は、一般 の著作物 と同様 に、プ ログラムの創作時

か ら著作者 の死後50年 とされ ている。 ただ し、法人が著作者 の場合 また は未公表

著作物 の場合 は、公表後50年 となってい る。

b.特 許法に よる権利保護

1997年4月1日 よ り、「ソフ トウェア関連発明の審査 基準」(1992年 制定)に 則 っ

た新 しい特 許審査 基準の利 用が開始 され、 ソフ トウェア特許 出願 が特 許の審査の

対象 となった。特 許性(新 規性 ・進歩性等)を 有す る ソフ トウェアは、特許付与

されるこ とにな った。 これ に関連 して、特許庁で は ソフ トウ ェアに係 わ る特許付

与 のため のデ ー タベ ー ス と して、 コンピュー タ ・ソフ トウ ェア ・デー タベ ース

(CSDB)を 構築 した。
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第3章 ・[1知的財 産 権取 扱 い の分 類

下表 は知的財産権 の取扱い ・に関す る各プロジェク トの立場 をまとめた ものであ る。特

許権 は現在の我が国の ソア トウェアにおいて、普 及上 の大 きな支障 とはなってい ない と

思 われ るが、米 国の状 況等 も鑑 み、成果普及の観 点か ら今後重 要 となって くると思 われ

る。また、著作権 は、ソフ トカ ェアに対す る権利 を保護 する もの と して現在 におい ては

中心的 なもの となってい る∴表 中、、左上の領域 は、特 許権、,著作権共 に国が専有す る も

の を.表し、右下 の領域 は特許権、著作権共 に開発 者側 と共有す る もの を表 してい るが、

その間の分割 はスケ ール として は特 に意味 を持 たない。

表 知的財産権の取扱いによるソフ トウェア開発プロジェク トの分類

国が専有し、通常の国有
財産と同じ扱い

国が専有するが、開
発者に無償で実施権

を付与

開発者と共有するが、

共有対価 もしくは実 施 ・

の対価が必要

開発者と共有し、

かつ対価 も不要

国が導存ずる

大 型 プ ロ ジ ェ ク ト

ICOTレ ∵

RWC(国/組 合)

科技庁

RWC阻 合内部)

国が翻 するが

提名の護舘ぱ認
釣る

IPA(独 創)

共有≠るが,i賭 の

対価が必要

皿A(mo補 正)

共有し.か っ対価も

本蟹

NEDO

mM耳7補 正)

Im(耳8補 正)

表 よ り、過去の ソフ トウェ ア開発 プロジェク トにお ける知的財産権の扱 い と して以下

の ことが考察 される。

・ 大型 プロジェク トやICOT'は 特許権 、著作権 ともに国 に帰属す る もの と し、その利用

や実施 にあたって も特 に優遇 される ようなこ とはない。これは基礎 的な技術開発 を主

眼 とした もので、成果は広 ぐ国民 に公開 され るべ きであ るとい う目的 による もの と思

われる。

・RWC 、IPAで は、 ソフ トウェア と しての成果物の特殊事情 を考慮 し、契約書 上で もソ
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フ トウェアプロダク トの特性 を意識 しているよ うに見え る。

・ 全般的 に基礎研 究 よ りのプロジェク トでは
、知的財産権 を国が保有す ることが原則

となっている ように見 える。一方、産業振 興の 目的の ため に実施 され てい るプロジェ

ク トは、知的財産権 をで きるだけ開発者 に帰属 させ、かつその実施 にあた って も優遇

される ような方式が検討 されている と解釈で きる。

・ 長期 的な傾 向 としては国の専有か ら受託側 に も権利 を認 める流 れが見 られるが
、法

的規制 な どか ら運用上の工夫 で対応す る例 もある。
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第4章 ナ シ ョナ ル プ ロジ ェク トの成 果 と して の

ソ フ トウ ェア のIPRを め ぐ る議 論

ナ シ ョナ ルプロジェ ク トの成果 と して得 られた ソフ トウェア を産業界 に一層 幅広 く

普及 させてい くと言 う問題意識 で、IPRの 扱い に関す る問題点 の有無 、その改善への方

向、 さらにIPRに 関連す るい くつ かの話題 につ いて、 プロジェ ク ト関係者13名 に対 し

て ヒア リングを行 った。

ヒア リング結果の整理

ヒア リングの中で言及 されている話題 はIPRに 止 まらず 、受託者の起業家意識、国

のプロジェク トと してあるべ き方向性、社会文化的 な背景 など、国の プロジェク トの

成果 の事業 化 に何 らかの形で 関連 する相 当広い範囲の議論 を含 んでい るが ここでは

IPRの 扱 いに焦点 を当て、ヒア リング結果 を大 まか に整理す る。各回答者の論点の対

立点あるい は重 きを置いている点 を際 立たせ る と、回答者の見解 は以下の6つ の立場

に整理 で きる。

a.現 状肯定派

成果 の普及 に際 して現状 のIPR制 度 に大 きな問題 は無い、あ るいは少 な くとも

現 時点で制 度 に関 して困惑 してい る事態 には遭遇 してい ない とす る見方で ある。

国の成果 ソフ トウェアの普 及 ・事 業化が十分 に進 まない理 由の大 きな ものはむ し

ろ受託側 の事業化意欲の少 な さや作 られ た成果 その ものに魅 力が少 ない こ とであ

る とし、例 えば事務手続 きの煩 雑 さな どの点 でIPR制 度が完壁で は無い にせ よ、

その問題 を具体 的に強 く指摘 で きる程 に事業化 の例が まだ多 くは無い と言 う認識

を持 ってい る。

この主張 はプロジェ ク ト委 託側 の回答 者 に多いが、 プロジェ ク ト委託 側 と して

は、 よ り良い成果 を生むため には研究 開発 にとって本質的で ない作業(実 態 と乖

離 のある契約 形態 とそれか ら派生す る意味 の ない 開発 作業 、 ドキュメ ン ト作成 な

ど)に 多 くの時 間を費や さ ざる を得 ない現 状の改善の必要性 や単年 度会計 な どの

プ ロジェク ト運営上の問題 の解 決に向けての努力 も必須 であ ろう。

b.成 果全面公開派

国の プロジェ ク トの成果 は基本的 には100%公 開すべ きで あ り、そ うす るこ とに

よって成果の普 及 を最 も促進 す るこ とがで きる との主張であ る。 この背後 には、

ソフ トウェアの普及のため にはFreeSoftwareFoundation的 発想が重要 である こ

と、 またそ もそ も国 は基礎研 究 的な分野 にのみ力 を注 ぐべ きであ るこ とな どの認

識が見 られ る。
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この主 張は現 行の国有財産法 な どの諸制度 やそれ に基づ いて資産の管理 を行 う

国あ るい は国 の代行機 関の業務 と本 質的 に相容 れない側面 を持 ってお り、事務用

品の よ うな物 品 と研究 開発成果 を同列 に扱 って管理 しようとす るこ とに基本 的な

誤 りがあ る と指摘 している。 さらに国の プロジェ ク トの契約 形態 に して も委託 や

請負 に替 わる別の形式 を設定 して研 究開発 に適 した よ り自由 な形式の確立 が必 要

で あ る としてお り、その際 に契 約上 の しば りを少 な くす る ことによって生 じ得 る

契約不 履行者 の存在 も必 要悪 と して認め た制度の検討が必須 と考 えてい る。

長 引 く不況の 中で国(特 に通産省)の 予算が企 業経営 に寄与 している比 率が高

まってい る現状で は、や や理想論 に近 い と感 じられるこの主張 には、 もう一つ疑

問が あ る。それ は、実態 と して情報分野 の基本的 な部分 は米国の製 品や技術 に圧

倒 されてい る状 況が あ り、 日本 が実施すべ き基礎研究の分野 と して成算が 見える

の は何 か と言 う点で ある。 この選択 を誤 る と、見返 りの期待 で きない投資 を続 け

るこ とにな りかねず、後述す る ように将来 を見越 した適正 な研 究開発 ポー トフォ

リオの確立が合わせて論 じられなければ ならない。

c.国 ・企業独立 路線推進派

国のプロジェク トに関連 して特 に大 きなIPRの 問題 は既 に受託者が事前 に所有

してい るノ ウハ ウや ソフ トウェア と国の成果の切 り分 けの問題 であ る と考 えてい

る。形式論 としては、既存技 術 は事前 に届 け出る ことによって権利 を守 るこ とが

で きるこ とになってはい るものの、 ソフ トウェアの場 合 は既存部分 と新規部分の

切 り分 けが困難 であるこ と、既 存部分 と言 って も何 らかの形 で手 を入れ るこ とが

必 要、それ に も関 わ らず既存技 術 とす ると費用が削減 され るこ と、 な どの問題が

あって手続 きどお りに既存部分 を切 り離 す ことは難 しい と している。 さらに、既

存技術 の権利 擁護の ため に敢 えて既 に実績 のある技術者 を メ ンバ ーか ら外 した体

制 とす る こともあ り、実績が あ るが故 に最適 な体制 を作 れ ない と言 うパ ラ ドック

ス も生 まれる。 また、既 存部分 の権利 は企業 に属す るためそれ を除 いた最終的 な

納品物件 はそれ 自身では まとまった意味 を持 たない 中途 半端 な もの にならざるを

得 ず、仮 に第 三者 が プロジェク ト成果 の利活用 を企 てて も成功す る見込 みが無い

ことも指摘 している。

こ う した ことの原 因の一端 に国の プロジェク トが企 業の製 品開発 に近 す ぎる分

野 を設定 して いる ことが あ り、国 は企業活動か ら離れた とこ ろにその研 究開発 分

野 を設定すべ きと主張 してい る。インフラ整備や新技術 に関す る社 会的実験 、ニー

ズ顕在化の ための社会的 プロジェク トな どが研究分野の具体例 の一つである。

情報技術が ネ ッ トワー クを通 じて想像 を超 える影響力 を持 つ こ とを考 える と、こ

う した主張 には説得力が感 じられる。 しか し同時 に、研究 開発 や商 品化が世界的

な規模で極 めて短期 間の うちに浸透す る事実 を目の当 た りにす る と、 この ような
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プロジェク ト遂行 には多 くの点 で強い ダイナ ミズムが要求 されている点 にも留意

しなければな らない。

d.企 業優先使用派

国の費用 を使 う研究 開発 とは言 え、実際 にア イデ ィアを出 して研 究開発 を行 う

の は受託側企業で ある。 したが って、彼 らにその権利が行 かないの は極め て不 自

然で あ り、最低限権利 は共有す る ことにな らない とプロジェ ク トに参画で きない

と主張 している。

前 述 したように、最近の基本的 な流 れ と しては権利 は委託 側 ・受:託側 で実 質的

には共有す る ように なって きてお り、そ の意味 で はこの主張 の根拠 はやや薄 れて

い る印象 もある。 しか し、 この主張の背後 には、研究開発その もの は受託側 の コ

ン トロールの下 で実施 され るべ きである こと、各種事務手続 きは研究 開発 の進行

を第一 に考 えて簡素化 され るべ きこ とな どの プロジェ ク ト運営方法に 関す る主張

もあ り、その意味で は残念 なが ら現行の制度 の残 された課題 は大き い。

e.成 果普及懐疑 派

国 のプロジェ ク トの成果 は企業の活動 とは直接 結 びつかない との見解であ る。彼

らは国の プロジェク トの成果 を元 に普及発展 させ てい く意志 を必ず しも持 たない、

あ るいは持 でない と考 えてい る。 この意見 に従 うとIPRは 大 きな 意味 を持 た ない

ことになる。

この主張の論 拠 にはい くつ かのパ ター ンが ある。第一 は、成果 を普 及 させ て行 こ

うに もその市場が見 えない と言 うもので あ る。 ソフ トウェア成果を 生 か して事 業

化す る際 に最 も自然 な形 はパ ッケージ ソフ トの形で製 品化す る ことであ る。 しか

しなが ら、 日本 のパ ッケージソ フ トウェアの市場 は欧米 のそれ に比 較す る と相対

的に低調 ・未発達 であ り事業意欲 を持 て ない と考 えてい る。 第二のパ ター ン1は、

そ もそ も国の プロジェク トでは 自社 内で抱 えてい るテーマの う1ち事業化 と言 う観

点で は可能性が相当低 い もの を対象 に してお り、 したが って当初か ら事業化 の意

欲 を持 ってい ない と言 う考 えであ る。事業化 の可 能性が見 えてい るテーマは 自社

内の予算で 自らの全面 的な コン トロー ルの基 で研 究開発 を実施 している。 第三の

パ ター ンは、基礎 的な研 究開発 で はテーマの将 来性 を判断す るこ とが 難 しく、 し

たが って、事業性 を考 えて も成功 しない ことが多い と言 うもので ある。過去 に国

のプロジェ ク トと して行 った研 究が結果 と して産業的 には方 向違 いだ ったこ とな

どを挙 げて、基礎研 究の成果 を事業化す るこ との難 しさ も指摘 されている。

いず れの論拠 であれ、 この考 えに従 うと受託側 として は国か ら請 け負 った仕事

の範 囲内で一定の金銭 的利益 や技術者 の教育 的効 果、対外発 表の機会 な どを得 る

こ とがで きれ ば事業 目的は達 成で き、そ れでプ ロジェク トは完結 した もの と言 う
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こ とになる。 この主張 に賛 同す る声 は少 なか らずあ る との印象があ るが 、成果普

及 に関 して積極性 に欠け るこの層の存在 は大 きな問題で ある。前 述 したように原

因は種 々あ り、例 えば二番 目のパ ター ンの論者 は景気の動向 に極 めて敏感であ り、

現 時点ではむ しろ国のプ ロジ ェク トの成果普及 と自らの事業 の関係 を密接 な もの

と して考 えてい る。一番 目と三番 目は問題の根が よ り深 い。 こう した層への対策

は研究 開発 におけ る技術的観点 、産業構造 的観点 な どか ら総合 的 に考 えていか な

くてはならないであ ろう。

f.脱IPR派

IPRは 成果普及のため に一つの要素で はあ るものの 、現時点 での最重要課題では

無 い と考 えている。 ベ ンチ ャーに とって最大の問題 は顧客 を確保す るこ とで ある

と した上で、 自 らが 開発 した技 術 に関す る需要家 とのマ ッチ ングの場 を設 けるこ

とが本 質的 な課題で あ り、そ うい う意味での支援 の必 要性 を訴 えてい る。 こう し

た観点 か らは例 えば成果報告 会 なども同業者に限 らず、 よ り広範 な層 を巻 き込 ん

で の実質的 な商談の場へ の変貌が必 要 と考えている。

一定 の研 究成果 が 出て か ら最終 顧客 に製 品が 認知 され る まで の川下分野 で は

マ ーケテ ィングや販売チ ャネルの開拓 、資金調達 や全体 ビジネスモデルの構築 な

どに多大 の時 間 と費用が かかるが、この点 につい ての国の支援 マイ ン ドが低 す ぎ

る。 また、先端技術 型ベ ンチ ャーが もっ とも期待す る支援 は製 品が売 れ るように

バ ックア ップ して もらうこ とであ るが 、 日本 では大企 業がベ ンチ ャー に実質的 に

門戸 を開いている とは言 えず、 もちろん政府調達 も高い期待 を持 てない現状 か ら、

製品販売の機 会 を得 る ことに悲観 的にならざるを得 ない と言 う現状があ る。

この ような販売機会 の増 大、チ ャネルの確保 の問題が喫 緊の課題 であ り、それ

に比 較す るとIPRの 問題 は二 の次 、言い換 える とまだ問題が そ こまで達 してい な

い と言 う見解 である。

以上、ヒアリング結果 を6つ の立場 に代表 させ て整理 した。もちろんこれ らの立場

は必ず しも対立す る もの とは言 えず、む しろ相互に共通す る見方 もある。逆 にこう し

た錯綜 した状況がIPR問 題の込 み入 った事情 を反映 している と考 えるべ きであろ う。
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第5章 ナ シ ョナ ル プ ロ ジ ェク トの ソ フ トウ ェアIPRの あ り方

5.1ソ フ トウ ェア の種 類 とlPR

冒頭で も述べ たよ うにIPR政 策 は、成果 と しての ソフ トウェアをいか に して広 く普及

させ産業 を活性化 させ るか との観点で検討 されるべ きである。したが って プロジェク ト

の種類や 目的 さらにそれ に付随 す る普 及へ の ビジ ネスモ デルや開発者 の意識 な どに応

じてIPR政 策の具体 的な運用方針 も弾力的 に対応 で きるようになってい る必 要があ る。

このためには国のプロジェ ク トをい くつかのパ ター ンに分類 し、委託側 は もとよ り受託

側 もプロジェク トの 目的 とそれに対応す るIPR政 策の意義 を明確 に意識 して、研究 開発

を進めることが必要 であ る。

以下の ような分類 は一案であ る。

● 基盤 ソフ トウェア型モデ ル

成果 は公共財 として位置づ け、 したがってIPRも 公開 を原則 とす る。成果の波

及範囲 は広 く、場合 によって は国際的 なデフ ァク トス タンダー ドな どへ の展 開 も

考 えられる。 囲い込み的 なIPR保 護政策では無 く、早い時期 に公表す るな どして

同調者 を増 やす こ とが重要。

● 応用 ソフ トウ ェア型 モデル1

企業 な どで の事業 に密接 に関連 する領域 の研究 開発。企業 内での先行す る研究

開発 や別の 国の プロジェク トな どでの実績 を元 に研究 開発 され るスタイル。研 究

開発 プロ グラム と して実施 して成果 を共有す るかあ るい は補助金的 な枠で 成果 は

100%受 託側 に帰 属す るよ うな仕 組み も有 り得 る。 成果 の ビジネスモ デル も視 野 に

入れて事業化 が最 も容易 になる よ うな方向で の取 り決め を行 う。 ただ し、 うま く

ビジネス化で きない場合は国が第三者にIPRを 譲渡で きる権利 を留保 してお くこ

とが望 ましい。

● 応用 ソフ トウェア型 モデル2

前者 と似 ているが、過去の積 み重ね と言 うよ りはむ しろ閃 き的 なアイデ ィアで

事業化 を狙 うような性格 の プロジェク ト。IPRは 基本 的に受託側 に帰属 させ るこ と

が望 ま しい。 また、採択 までの手続 きに も従来型 の公 募、審査 、 ヒア リングな ど

の一連 の流 れ とは別 に迅速 に また時期 を問 わず 対応で きる ような仕組 みが必 要 で

ある。
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● コ ンテ ンツ型 モ デル

プログラムでは な くコ ンテ ンツ開発 を主 な目的 とす る ような プロジェク トを想

定す る。 コンテ ンツが 関与す る と多 くの場合 、権利関係が非常 に複雑 になる こと

が予想 され る。 業界融合的 な特長や新事業領域開拓 な どの効果 を期待 で きるだけ

に権利関係 の扱 い には留意すべ き点が多い と考 え られる。波 及効果が 大 きいであ

ろ うことか ら、基本的 には開発者 と国がIPRを 共有 し、比較 的短 い一定 の時間 を

経 た後 は公 開 して普及 させ るな どの方策 も考 えられ る。

● 実証実験型モ デル

新 しい技術 の フ ィー ジビリテ ィや各方面へ の影響 の有無 な どを実際 にシステム

を稼動 させ るこ とによって検証 す ることを目的 とす る。公共性 や波及効 果が大 き

いこ とか ら基本 的には成果 は公開す ることが望 ましい と考 え られる。

実際の プロジェ ク ト遂行の局面 では事情 は相 当複雑 になる ことが予想 される。前

述 したように、これ らに対 して前 もって規則 を用意 してお くことを考 えるよ りは、そ

の都 度前述 の原則 、誰が成果 を享受すべ きか、そのための最善 の道 は何か、を委託側 、

受託側共 に明確 に意識 して適切 な取 り決 めが で きる ようになっているこ とが望 ま し

い。それを決定す るため には、特 に委託側 に十分 な体制が必 要であるこ とは言 うまで

も無 い。

5.21PRの 周辺 の 問 題 に 関 す る議 論

ソフ トウェアプ ロジェ ク トの成果普及のためにはIPRだ けでは捉 え切 れ ない多 く

の問題 点が複雑 に絡 み合 っている。む しろ、いかにすれ ば成果普及 を促 進す るこ とが

で きるか と言 う文脈 の中ではIPRだ け を独立 に論ず ることの方が不 自然 と言 うべ き

か も知 れない。最後 にそれ らの論点 を整理 し、IPRと の関連あ るい は成果 普及 に際 し

ての様 々な問題点 を浮 き彫 りにす る。これ らの論点 に関 して回答者の意見 は必 ず しも

一致 してい る訳で は無 い こ とが期せ ず して我 々が直面 してい る問題 の多面 性 を物

語 ってお り、本報告書で もこれ らの点 につ いて一定の結論 を導 き出す まで には至 って

い ないが、今後の国の プロジェク トを推進す る上で こう した点へ の対応 ない し配慮が

必 要 と考えている。

a.起 業家 マイン ド

全体 と して 日本 企業 には起業 家マ イン ドが少 ない と言 われてい る。今 回の ヒア リ

ングで も半ばその主張が裏付 け られた印象があ る。
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・ ソフ トハウスなどの起業家 マ イン ド

今 回の ヒアリングは ソフ トハ ウスは1社 だけに留 ま り、この見解 は限定的である

が、少 な くとも回答者 の組織 で は国 のプ ロジェ ク トの成果 を事 業化す る とい う意

味で強い起業家意欲 を持 ってい る印象 は無い。さらに、これに同調す るソフ トウェ

アハ ウス も少 なか らず存 在す るで あろ うことが想 像で きる。 この要 因は複雑 で、

日本 における ソフ トウェアハ ウスの 役割 や ソフ トウェア市場 の特性(受 注生 産、

請負 な どの比較 的受 動的 な仕 事が多 く、 ソフ トハ ウスが主導権 を握 る ことので き

るパ ッケー ジソフ ト市場 な どが未発達 であ ることなど)な どの経緯 があ り、 ソフ

トウェアハ ウスが起 業意欲 を持で ない、,あるいは持 って も商業 的に報 われ る機会

が得 られ ない構造 が続い てい る'ため と考 えられ る。 しか し長 引 く不況 によって災

い転 じて福 となったか、概 して ソフ トウェアハ ウス も最近 は起業 家意識 に目覚め

る傾向 にあ り、意識が改 善 されて きている印 象が ある。

・大企業の状況

大企業 に顕著 なのは景気 の波 に よって国の プロジェ ク トに対す る基本 的対応 を

変 える傾 向があ ることであ る。す なわ ち大企業 は国の資金 を 自社資 金の不足分 を

補 う余剰 的 な意味 合いで都合 良 く考 えてい る傾向があ り、好 況の時 には国の資金

で具体 的な成果 を期待せず に先行 的研究 を行い(こ の時 にはIPRに ついて強 い主

張は しない)、 一旦不況 にな り自社 の資金繰 りが苦 しくなる と、国の資金 をよ り事

業 に密着 したテーマ に振 り向け る(こ の場合 にはIPRに 非 常 に神経質 になる)。 こ

れ を首尾一貫性の欠如 と捉 え るので はな く企業経営上 の合理的 な判断 とおそ ら く

考 えるべ きであろ う。いずれ にせ よ、 これ を事 実 と して認め る と国のIPR政 策 も

好不況 の波 に よって方針 を変 えなければな らない ことになるであろ う。少 な くと

もプロジェク トごとにその前提 を明確 に して、それ に見合ったIPR対 策 を打 ち出

す必要が ある。

付言す ると、前 述 した ように(国 の資 金に よる)基 礎研 究の成果の事 業化 に成功

す るため には、開発 した技術 その ものの問題 に加 えて、技 術 開発の方 向性 や市場

の熟成 な どの周辺環境 の問題 もあ り、 こ とはそ う容易 では無 い。 ヒア リング回答

者 か ら聞いた、過去 に参 画 した大 プロの成 果で事 業化 に成功 した ものは一つ も無

い、 との嘆息 を交 えた述懐 もそ うした事情 を反映 している。

・ 多様化す る個 人の意識 ～著作者 人格権 を重視 する新 たな個 人パ ワー～

オープ ンソー ス方式 に よる システムの台頭が著 しい。これ を支 える技術者のマ イ

ン ドに も注 目す る必 要があ る。彼 らは何 らかの組織 に所属 しなが ら組織の 目的 と

は別 に活動 し大 規模 なソフ トウェア を開発 す る。彼 らを動 かす動機 は、自分 の ソ
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フ トウェアが人 の役 に立 つ こ との充実感、一定の技術 者仲 間の中での名声 を得 る

こと、技術的 な関心 な どで、少 な くとも金銭的欲望 で行 動 してい る訳 で はない、

とされ てい る。彼 らが主張 す るの は著作者人格権 に非常 に近 い権利 であ り、 ソフ

トウェアその もの の使用 に何 らかの制約 を課す ことは好 まない。 一方 で、前 に も

指摘 した ように、 国のプロジ ェク トに関連 して良質の特 許が 出 されない とされて

い ることの原因の一つ と して、国 との共同特許では企業 内の研究者技術 者が イ ン

セ ンテ ィブ を持て ない との状 況があ った。 自社内の仕事 に関連 させ て特 許出願 し

た方 が、報 奨制度 な どを通 じて 自らの金銭的利益 に結 びつ きやす いか らと言 う理

由であった。

こ うした表面 的には相 矛盾す る ように も見える個 人の価値観の多様化 が今後の

国のプ ロジェ ク トに どの よ うな影響 を与 えるのか現時点 で は まだ先 が見 え ない も

の の、 これ までは企 業内 に埋没 していた個 人の意志や嗜好 が相対的 に よ り顕 在化

した力 になるであろ うこ とは推測で きる。

b.国 の プロジ ェク トの範囲

この点 については多 くの回答者 か ら意見が寄 せ られたが、それ らは必 ず しも一致 し

てお らず、回答者 自身の立場 や考 え方 を比較的強 く反映 した もの となってい る。以下

に望 ま しい とされ てい る研究領域 を順 不同で挙 げる。

・ 基礎研究

基礎研 究 と言 うとやや誤解 の可能性 もあ るが、狭 く基礎研究 に限定せず、インフ

ラ整備 な ども含めた公共の用途 を対 象にすべ きとの意見であ る(成 果 のIPRも す

べ て公 開すべ きとの論 旨 につながる)。 研究開発の一環 として国が景気対策 に手 を

染 めるべ きでは無 い と主張 し、応 用 ソフ トなどは補助 金やベ ンチ ャー支援 の予算

の範疇 で考 え、研 究開発 とは別 の次元 の話 である と言 うのが基本 的見 解であ る。

この方 向を さらに推 し進め て、ポス ト情報 時代 に備 えて環境 時代 に備 えて、エ ネ

ルギー、食糧 、生命科学 、社会環境 な どの研 究開発が必要 との主張 もある。

・ ワンアイデ ィア型の研究開発

情 報技 術が広範囲 に普 及 した結果、技術の言わば大衆 化が促 進 され 、従 来の よ

うな積み重ね型の研究 開発 で成果 を出す よ うなタイプの ものだけで な く、 ワ ンア

イデ ィアで製品 になる ような種類の研 究開発 テーマ も増 えて きた。 こ うしたテー

マは多 くの場 合、ベ ンチ ャー企業が有 してい ることが多 いが 、 これ を国の予算 で

支援す るこ とを考 え ると、現在 の各種の制度 はやや硬直的 に過 ぎる きらいが ある。

従来 とは異 なる枠組 みの プロジェク トを考 える必要が ある。
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・ 社会 実験型 プロジェク ト

新 たな技術 が予想外 の問題 ・困難 を生 むこ とは技術発展 の歴史 の常識であ る。特

にネ ッ トワーク社会 で は技術 は瞬 く間に全世界 に広が り、否応 な く多 くの人 々が

その技術 に関与せ ざるを得 な くなるこ とを考 える と、技術 の アセス メ ン トの重 要

性が増す。 こうした分野 を国が行 うべ きとの主張 であ るが、情 報分野で は技術 の

有用性 を事前 に評価 す るこ とが 困難 で実 際にあ る程度の規模 で使用 してみ ない と

客観 的な判 断 を下せ ない こ とが多 いこ とを考 える と、 この主張 には一層 の説得 力

が加 わる。

・ 社会的 ニーズ

これ までの国のプ ロジェク トはシーズ主導的な意味合 いが強 く、それが 国のプロ

ジェ ク トの成 果が 大 きな産業 につ なが らなか った一 つの 要 因で あ る と考 え る。

シーズ主導で は産業 は興 らず、 まず は市場 ニーズが重要で技 術 はそれ に したが っ

て育成 される もの との見解で ある。 この前提 に立つ と、国の役割 はニーズ顕 在化

のための プロジェ ク トを起 こして技術 シーズ を高め ることにある とされ る。

・ オープンソース

比較的多 くの意見 はオー プ ンソース方式 に よるソフ トウェア開発 を望 ま しい こ

と、国 として も積極 的 に関与 すべ きことと捉 えている。 さらに推 し進め てNPO的

活動 をもっ と広 範囲 に支援すべ きとの意見 もある。 ただ し、 メーカの回答者 の指

摘 と して、 オー プンソースへ の関与 に対す る懐疑 的な見解 も見 られる。す なわち、

オープ ンソースで作 られた ソフ トウェアはそれが 第三者の権利 を侵 害 してい ない

こ とを証明す るこ とお よび動作の保証 をす る ことが実質的 には不可能 と言 う特性

(限界 と言 うべ きか)を 持 ってお り、 このため メーカあ るい はベ ンダー と しては

オープ ンソースへ の積極 的 な対応 を躊躇せ ざるを得 ない現状が ある。 国が この活

動 を支 援す る場合 で も同様 で 国の資金 的支援 を基 に作 られ使 わ れて い るソ フ ト

ウェアが第三者 の権利 を侵害 していた場 合へ の対処 を考 える と、現実 的 には関与

は容易でない筈 と指摘 している。

一方 で
、ベ ンチ ャー企業 か らは、今後 は単 なるソ フ トウェア製品の販売 で はな く

ソフ トウェア を媒 介 としてサ ー ビス を売 る時代 の到来が確 実であ り、国 もそれへ

の対応 をすべ きとの主張 もあ る。 これは オープ ンソース を基 に した ビジネスモ デ

ル とかな り近い関係 を前提 に している ように も考 え られる。

c.社 会的文化 的な背景

ヒア リングの過程 では問題 をなるべ く具体的 に論ず る ように意識 し、なるべ く論 点

が社 会的文化 的な範 囲に入 り込 まない よ うに留 意 した。それ は問題の所在 を社 会的 な
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あるい は文化的な背景に押 し込めて しまうこ とによって、具体 的な対策案の検討が棚

上げ にされて しまうことを危惧 したか らである。に も関 わ らず、下 に挙 げるよ うにい

くつかの問題が指摘 されている。

・ 人の移動

MOSAICの ケース(IPRを 元 に事業化 を試 みたSpyGlassは 失敗 し、 オ リジナルを

開発 したマ ーク ・ア ン ドリーセ ンがベ ンチ ャー企 業 に移籍 して新 たに コー ドを書

き直す ことでNETSCAPEと して普及 した)に 学ぶ ように、ソフ トウェアの事業化 は

単 にIPRの 問題 に帰着で きず、 ノウハ ウを所 有す る人の移動 に よって実現 され る

ことが多い。 日本 は人の移動が米 国に比較 して非常 に少 ない し、 さらに注 目すべ

きは、少数派 として存在す る人の移動が米 国 とはむ しろ逆の方 向に向いてい る点

であ る。す なわち人の移動 と言 うと、米 国では大学 人が企業 に移籍す る ことを通

常意味 す ると思 われるのに対 し、 日本 では企業 の研究 者 ・技 術者が学位 を取 得 し

大学 に移動 す る現象 が常識 的で ある。 この差 は もちろん善悪 とは別の次元 の話 で

あ り、原 因 を制度 やルールに求 めるのは筋違 いで 、 日本 と米 国の社会 的なあるい

は文化 的な背景 に よる もの と考 える しか無 いが、成果 の普及 を促 進す る ダイナ ミ

ズ ムを減ず るこ とは確かであろ う。

・ 優 秀 な人材が大企業指向

これ も日米 で対照 的な傾向 を示 す と言 われ るが、日本の大学生 は官公 庁や大企業、

大学 な どへ の就 職 を果 たす こ とが ステー タス シンボル と考 えてい る。 もちろん大

学生 だけで な く、それが 日本社会の最大公約数的見解 で もある。米国 の大学生 は

成績優秀者 はベ ンチ ャー を指向す る と言 われ てい るこ とと好 対照であ る。実 際、

日本 のベ ンチ ャー企業の多 くが直面す る問題 は、優秀 な人材獲 得であ る と聞 く。

創 業者 はそ れな りの夢 と熱意 と覚悟 の元 に事 業 を起 こすが、 あ る程度 の規模 の組

織 に拡大 しようと考 えて も良い人材 を見つ けるこ とが至難の技 となる。

以上、各回答者の立場 や見解の相違 に基づ いて出 された多様 な意見 を整理 した。もと

よ り、これがあ り得べ きすべ ての論議 を尽 くしているとは思 えない にせ よ、い くつ かの

代 表的な立場 とその論拠 を示 してい ることは間違 い無い。それぞれの主張 には背景 や理

由が存在 し、それな りに説得力があ る。おそ らく各意見の背後 にはそれぞれの回答者が

陰に陽に想定 してい る期待 され る技術 あるべ き社会の姿が対 になってお り、意見の相違

は正誤 とは別 の次元 の もの と捉 えるべ きであ ろう。

これ らの意見のい くつかは、現在の 「IPRと それ に関連す る国の政策」の深刻 な問題

点 を示唆 している。将来 に向けて これ らの 問題の解決は急務 である。これ らの解決案 を

提言す るこ とは、本調査の範囲外 と思 われるが、今後な されるべ き議論 のポ イン トを提
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供す る との主 旨で、そのい くつか について、以下 に短 く試案 を掲げ る。この試案 は、現

在 、市場 において苦戦 を強 い られてい るわが国の ソフ トウェア産業がおかれてい る立場

を前提 とし、国が今 後のIPR政 策の立案 と実施 において、特 に考慮すべ きと考 えられる

点 を指摘 しよ うとす るものであ る。

● 産業応用 のシナ リオの無 い基礎研究指 向か ら離 れること:こ の点 は回答者の 中で も

意見が分 かれた部分であ り、そ もそ も 「基礎研究」の意味す るところ も自明 とは言

えない。もとよ り国全体 として基礎的研 究が重要である ことは論 を侯たないが、通

産省が産業応用 に結 びつ くシナ リオの ない研 究の主導 的役割 を演 じるべ きか は疑

問であ る。ス ター ト時 には基礎研 究 を旗 印に掲 げたい くつかの プロジェ ク トにおい

て も、多 くの場合 、プロジェク ト半ば を過 ぎると具体 的な成果、産業 上の インパ ク

トが強 く求め られ、結果 と して中途 半端 な妥協が行 われ、当初の意義が曖昧 になる

ばか りか、一貫性 を欠いた求心力 の無い プロジェ ク トとなって しま う傾向が感 じら

れる。やは り名実 ともに産業応用 の可能性 を第一 に考えた設定 とすべ きであ る。

●IPRは 旬 の間は非公開:上 に基づ いて産業応用 に結 びつ くテーマ設定 を した場合、

その開発 に利用 した既存資 産の評価 を適切 に行 うことは難 しい。受託側 は、国を通

じて自らの成果 が第三者 に流出す ることを危惧す る。これ を解決す る方法 と して、

例 えば1年 間は国は成果 を公 開せず、また第三者への実施権付 与 もしない ことを保

証す るのは どうであろか。これに よって、受託側 の危機感は相当和 ら ぐと思 われる。

もちろん、成 果が100%受 託 側 に帰属す る補助 金制度 をソフ トウェア分野 の実体 に

合 うように改善 して適用す る方法 もあ る。

● 大 メーカ:今 回の ヒアリングで強 く印象づ け られたの は、国 と大 メーカの 間の信頼

感 の欠如であ る。それ は 「ほ とん ど無意味 な内容の特許 を形 だけ国に出す」とか 「国

が過度 に高額 なロイヤ リテ ィや メーカ独 自の成果の納 入 をも要求す る こと」な どの

見解 に象徴 され る。現状 の ままでは良い制度が あってもその精神 が生 か されない程

と危惧 される。まずは信頼 関係 の修復 と確立 のための諸策 を講ず ることが急務 であ

る。

● ソフ トハ ウス、ベ ンチャー:IPRの 価値 を客観的 に評価す る仕組みの確 立が求め ら

れる。これ によってIPRの 資産的意義 を明確 に し、ソフ トハ ウスの資金調達 を容易

に した り、税制 上の優遇措 置 を講ず るな どの、実効ある制度 を確立す るこ とが必要

である。

● 大学:産 学連携 の形式 として企業 と大学間の委託契約 を一層一般化 したい。現実 に
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付属資料3わ が国における政府支援プロジェク トの知的財産権の扱い

は大学 の要請で資金利用上制約の少 ない寄付金で大学の力 を引 き出すこ とが多い。

しか し、寄付 では一定規模 を越 える開発は不 可能で、そ もそ も業務上 の契約関係が

無 いため成果のIPRも 議論 で きず、普及 ・事業化 の精神 とも乖離が ある。 まず は一

定の契約 の下 に研 究開発 を受 け、効率 のよい資金運用がで きる環境 の重要性 を大学

が強 く認識す る必 要があろ う。

以上 は、問題点の一部であ り、それほ ど難 しい課題 とは見 えない もの もあるが、現場

では、深刻 な問題 となっている。

上の点 も含め、最終 的に重要 なの は将来 を見据 えた研究 開発領域 に関するポー トフ ォ

リオ分析の必 要性の認識 であろ う。基礎研究 と言い、応用 領域 の研 究 と言い、ともすれ

ば委託側 ・受託側共 にその時々の景気動 向に左右 されて近視眼的 に判 断 し勝 ちであ る。

研 究開発の成果が社会や産業 に影響 を及ぼす にはある程度の時間 を要す る。また、研究

開発 を推進す る人々の意識 の変革 には さらに長い時定数が必 要であ る。これ らを考える

と、将来の国の姿 を見据 えたバ ラ ンスの取れた、研究開発 目標 に関す る恒常的 な検討 と

見 直 しを行 いつつ、それ と一体化 した時代 に合 ったIPR政 策の推進 が強 く求め られる。
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NSFお よびDARPAに おける

研究開発支援とプログラムマネージャの役割
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付属資料4NSFお よびDARPAに お ける研究開発 支援 とプログラムマネージ ャの役割

NSFお よびDARPAに おける

研究開発支援とプログラムマネージャの役割

第2編 集2章 では、「米国 の研究開発 におけるプログラムマ ネー ジャの役 割」 を中心

に言及 した。 しか し、本来、プロ グラムマネージャは所属 す る組織 の中で語 られ るべ き

存在 であ り、単独でそ の役割 につい て述べ るの はむず か しい。各研究機 関の 目的や それ

に応 じた プロジェ ク トの選定方 式 によって プロ グラムマ ネー ジャの役 割 も自ず と違 っ

て くるからで ある。

そこで、本資料 では第2編 第2章 を補完する意味で、 もう少 し広 くNSFお よびDARPA

とい う組織 の研 究開発 支援 について言及 し、その中でプ ログラムマネージ ャの役割 を捉

えるこ とと した。

第1章NSFに おける研究開発支援

NSFは 、米国の科学技術 力 を高め るため に1950年 のNationalScienceFoundationAct

によ り設立 された国立機 関で ある。科学技術全般 に関わ る基礎的研 究や教育 を企 画、支

援 す るこ とを主 な 目的 としてお り、広い範 囲の技術分野 を支援対象 と してい る。1999

年度予算全体 は前年度比10%増 の38億 ドル、研 究支援 プロジェク ト用 の予算 は前 年度

比12%増 の21億 ドル となってお り、2000以 上の大学や研 究 ・教育機関 に対す る支援 を

行 ってい る。 これは、学術機関の基礎研究 に対す る連邦政府 の支援 の約20%を 占め てい

る。

1.1NSFの 研 究 開発 支 援 プ ロ グラ ム

NSFで は、各専 門分野 ご とに以下 の7つ の部局(Directorate)が 研究 開発支援 プログ

ラム を実施 し、提案 を募集 している。

1)DirectorateforBiologicalSciences

2)DirectorateforComputerandInformationScienceand

Engineering

3)DirectorateforEducationandHumanResources

4)DirectorateforEngineering

5)DirectorateforGeosciences
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6)DirectorateforMathemat・i・calandPhysicalSciences

7)DirectorateforSocial,Behavioral,andEconomicSciences

各 部 局 は 複 数 のDivisionに よ り構 成 さ れ て お り、各Divisionに 複 数 の プ ロ グ ラ ム マ

ネ ー ジ ャ が い る 。 例 え ば 、Directorate、 ・forComputerandlnformationScienceand

Engineeringに は 、

1)DivisionoflAdvancedCompUtationalInfraskructureandResearch

2)AdvancedNetworkingInfrastructureandResearch

3)DivisionofComputer-Co㎜unicationsResearch

4)DivisionofExperimentalandIntegrativeActivities

5)DivisionofInformationandIntelhgentSystems

の5つ のDivisionが あ るが 、 こ の うち 、Divisionoflnformationandlntelhgent

Systemsに は6人 の プ ロ グ ラム マ ネー ジ ャが い・る。

NSFが 募 集 して い る研 究 開発 支援 ズ ロsグラム は 、提 案 方 法 に よっ て以 下 の2種 類 に大

別 され る。

1)UnsolicitedProposals

2)SoUcitedProposals

「UnsolicitedProposals」 は特 に研 究 テ ー マ や公 募 の 締 切 を指 定 しな い もの で 、NSF

で は広 範 な基 礎研 究 を支 援 す る こ と に主眼 を お い てい る ため 、こ の比 重 が 高 くな って い

る。

一 方
、 「SolicitedProposals」 はNSFが 特 定 の ミッ シ ョン を担 うた め に実 施 す る プ ロ

グ ラ ム へ の 提 案 を 求 め る も の で あ る も 「Soli'citedProposals」 は 「Unsolicited

Proposals」 に比 べ 、 内 容 を よ り明 確 に規定 してお り、 提 案 の評 価 基準 も独 自に定 め て

い る場 合 が 多 い 。 また 、 「UnsolicitedProposals」 で は研 究 にか か る費 用 の 一 部 を提 案

者 が負 担 す る こ とが義 務 づ け られ て い る の に対 し、「SolicitedProposals」 の 場 合 は、

特 に規 定 され てい ない 限 り、 費用 負 担 の必 要 は な い。

1.2研 究開発支援 プロ グラムへの応募条件

NSFの 研究 開発支援 プログラムへの応募者 の条件 と しては次 の ような ものが ある。

1)米 国の大学
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2)米 国の非営利機関

3)米 国の営利機関

4)州 政府お よび地方行政機関

5)組 織に属 していない米国にいる研究者、技術者および米国市民

6)海 外機関

7)他 の政府機関

この うち、6)の 海外機 関は米国 の研究機 関 と共同研究 を行 う場合 を想定 してお り、

審査 に通 った場 合で もNSFが 資金供 与す るの は米国 の研 究機 関の み となる。欧州 の

ESPRITと の共同研 究 プログラム もこの枠組 で運用 され てお り、米 国 と欧州 の参加者 が

それぞれNSFとESPRITに 応募 し、両方の審査 に通 った場 合 に初め て実現 す るが、その

場合で もNSFが 負担 す るの は米 国の参加組織の費用 のみ となる。 また、7)の 他の政府

機 関につ いて も、共 同プロジェク トの場合のみ認め られる。

1.3研 究開発 の実施期 間お よび資金

研 究開発 の実施期 間 は通常3年 となってい るが、必要 に応 じて最長5年 まで延長 で き

る。供与 され る金額 につ いては特 に定め られてい ないが 、前 述の ように 「Unsolicited

Proposals」 の場合 には、提 案者 も研究活動費用 の一部 を負担す るこ とになっている。

また、審査の時点で金額 について提案者 とプログ ラムマ ネージ ャの間で調 整が図 られ る。

NSFの 資金供与のや り方 には、次の2つ の タイプがあ る。

1)StandardGrant

2)ContinuingGrant

「StandardGrant」 は、期間 と援助 額 をあ らか じめ明確 に した上 で資金供与 を行 うもの

で、原則的 に援助 の追加 は行 わない。それ に対 し、「ContinuingGrant」 の場合 は、初

期期 間の成果 によって支援 の継続 の可能性 を残 してお く。継続 の可否 は提案者が提 出す

るProgressReportの 審査 によ り決定す る。

また、どちらのGrantの 場合 で も、所定の期 間が終了 した後 に追加支援 を必要 とする

場 合 には、所 定期 間が終 了する6ヶ 月前 までにRenewalProposalを 提 出 しなければな

らない。さらに特例 と して、独創 的かつ有意義な研究 テーマ ではあるが リス クも高 いプ

ロジェク トに対 しては、プログラムマ ネージ ャの判断 によ り2年 間の追加支援 が行 われ

る場 合 もあ る。
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1.4応 募件 数および採択件数

提案書 の応募件数は約3万 件 、採択 件数 は9,000～1万 件で 、採択率 はほぼ3分 の1

となっている。提案書の記述 につ いては記述項 目、記入方法 な どが詳細 に渡 って定め ら

れ てお り、これ に適合 しない提案 は内容 の如何 に関わ らず、審査対象 か ら外 され る。な

お、応募 に公平性 を期 す るため、提案 書 には提案者 の性別、人種、障害の有無な どの記

載 を求め られる。

1.5提 案の審査基準

NSFは 通 常 、NationalScienceBoardに よ り定 め られ た 以 下 の 審査 基 準 を適 用 してい

る。た だ し、 「SolicitedProposals」 の 場合 は 目的 が 明確 に な っ て い る ため 、 これ らに

特 定 の審 査 基 準 を追 加 す る こ とが 多 い 。

1)研 究遂行上の適正性

研究者の能力、提案書の研究アプローチの技術的な妥当性、

研究に利用可能な研究資源の適正性。

2)研 究 自体 のメ リッ ト

提 案の研究が可能 とす る当該分野 にお ける新 たな発 見、

基本的な進歩 や インパ ク ト。

3)研 究の利用の可能性や波及効果

提案内容が可能にする社会的問題の解決、または新たな技術革新の

基盤 として当該研究分野に加えて付帯的に発生 しうる成果の可能性。

4)科 学技術 のイ ンフラス トラ クチ ャに及 ぼす イ ンパ ク ト

国家の科学技術 にお ける研究 、教育、 人的資源 につい て

質の向上 や普及の促進 、効果 の増大 に貢献す る潜在 的可能性。

上記 の審査基準の うち、2)は 特 に基礎 的な研究提案 におい て、3)は 応用研究分野の

提案 において重視 され る。 また、4)は1)～3)で は評価 され に くい科学技術事業 や教

育活動 を推進 する潜在的可能性 につい て審査 す る。
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1.6審 査 方 法

以下 に、NSFに おける提案書 の審査 プロセス を示す。

審査結果 に不満 な場合、提案者 はAssistantDirectorま たはOfficeHeadに 対 して

再審請求 をす るこ とがで きる。 この場合、審査結果の通知後90日 以内 に書面 で行 う。

再審結果 に納得で きない場合 には、さらに再審結果の通知後60日 以内 に書面でDeputy

Director宛 に再検討 を要請す ることがで きる。

NSFProposalProcesslngUnltが 提 案 書 を 受 理

↓

1提 案書を適切なプログラムに割 り当てる1

↓

⌒
主 に科学的、技術 的観点 や各提案書の プログラムへ の妥 当性 に より審査 。

基本 的 には外部査読者(ピ ア レビュア)が 審査 を実施す るが、部局 に

よ り以下 の3つ の審査方法が採 られてい る。

・外部査読者 に よる審査

・レビューパ ネルによる審査

・レビューパ ネル と外部査読 者に よる審査 の併用

↓

プ ロ グ ラ ムマ ネ ー ジ ャが提 案 書 の採 否 に関す る勧 告 をDlvlslonDlrectorに 提 出

外部査読者による審査結果はあ くまで検討資料であ り、「提案書の採否」

に関 しては、各分野の専門家であるプログラムマネージャに決定が一任

されている。

↓

DlvlslonDlrectorが 最 終 勧 告 をDlvlslonofGrantsandAgreementsに 提 出

Divisionレ ベ ル でSeniorNSFStaffが 「NSF指 針 との 適 合性 」 に

関 して検 討 し、最 終 勧 告 をDivisionofGrantsandAgreementsに 提 出。

↓

DlvlslonofGrantsandAgreementsで 財 政面 や 政 策 的 判 断 な ど業 務 面 か ら検 言・

↓

1最 終結果を提案者の代表 に通知1

一 付4 -5一



第2章DARPAに おける研究開発支援

DARPAは 米 国国防省の ための 中心的 な研 究開発 組織 で、1958年 、軍事 的役 割の向上 と

米国の技術的優位 性 を保つ ことを目的 に設立 された。リス クは高いが大 きな成果が期待

で きるような基礎研究お よび応 用研 究 を対象 と し、強いニーズ指向 によって選択 的に研

究 開発 を推進 してい る。

2.1・DARPA・ の研 究 開 発 支 援 プ ロ グ ラム

DARPAで は 、 以下 の7つ のTechnicalOfficesが 研 究 開発 支援 プ ロ グラ ム を実 施 して

い る。

1)DefenseSciencesOffice(DSO)_

2)ElectronicsTechnologyOffice(ETO)

3)InformationSystemsOffice(ISO)

4)InformationTechnologyOffice(ITO)

5)SensorTechnologyOffice(STO)

6)TacticalTechnologyOffice(TTO);;r;

7)DiscovererII

各TechnicalOfficeに は複 数 のDirectorateが あ り、Dir㏄torateご とに複 数 の プ

ロ グ ラム マ ネ ー ジ ャが 配置 され てい る。 一例 と して、ISOを 取 り上 げ る と、ISOに は

1)InformationExploitationDirectorate'

2)SensorExploitationDirectorate

3)SystemArchitectures&IntegrationDirectorate

の3つ のDirectorateが あ り、計21人 の プ ロ グ ラム マ ネー ジ ャが い る。

DARPAの 研 究 公 募 プ ロ グ ラム もNSFと 同様 、 「SolicitedProposals」 と 「Unsolicited

Proposals」 に分 類 さ れ る。DARPAに お い て は、 「SolicitedProposals」 が 主 な公 募 方

式 であ り、プ ロ グ ラム マ ネ ー ジ ャが 審 査 を行 う。プ ロ グ ラ ムマ ネ ー ジ ャ は各 々 の専 門 分

野 を担 当 し、 自 らの趣 旨 に 沿 っ た提 案 を採 用 す る。DARPAで は、事 前 審査 の た め、 外 部

査 読 者 を利 用 す る こ とは あ る もの の 、採 否 の 決定 は プ ロ グ ラム マ ネ ー ジ ャに一任 され て
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い る。また、プロジェク トの立 ち上 げか ら運営 に至 るあ らゆる過程 におい て、プログラ

ムマネージ ャは非常 に大 きな裁量権 を持 つ。新規領域の研 究分野 を開拓す るため に、毎

年 、20%ほ どのプログ ラムが全 く異 る領域のプロ グラムに入れ換 え られる。

2.2研 究開発支援 プログラムへの応募条件

応募条件 については、採否が プログラムマネージャに一任 されているため、NSFの よ

うに明確 な応募者 の基準 は設 け られていないが、プログラムを立 ち上 げる際 に必要 な条

件 として、以下の ものが挙 げ られている。

1)優 れた技術 的アイデア

2)作 業遂行者

3)成 果 を利用 で きる顧客

4)十 分 な予算

5)プ ログラムマネージ ャ

ー般 的 に学術的意義 だけで は不十分で
、DARPAの 目的 に沿った具体 的な成果 を明言す

ることが要求 され ている。

2.3研 究開発の実施期間 および資金

実施期 間はプログラムマ ネージ ャの決定 に より3～5年 が基本 とされ るが、新 プログ

ラム導入のため、成果の出 ない もの は打 ち切 られ、毎年20%程 度が入れ換 え られる。NSF

に比べ る と短期 間で の成果 を要求 されている といえる。

プロジ ェク トご とに分配 され る資金が決定 されるが、国防省 か らの支出は各 プロジェ

ク トの最終予算の50%を 越 えない とい う条件がある。

2.4応 募件数お よび採択件 数

プログ ラムマネー ジャの審査 の負担 を軽 くす るため、外部査読 者 による事前審査 を実

施 し、応募者 を3分 の1程 度 に絞 る。事前審査 に通 った応 募者 にのみ、研究提案書 の提

出 を求め、プログ ラムマ ネージャが さ らに3分 の1程 度 の採択 を決定 する。1995年 度

には事前審査 に通 った140件 以上の提案 から34件 の プロポ ーザルが採用 されてい る。
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2.5提 案 の審 査基 準

DARPAで は、BAA(BroadAgencyAnnouncements)に おいて以下の ような評価 規準 を示

してい る。

1)科 学 的、技術的 メ リッ ト

2)DARPAの ミッシ ョンお よびゴールに向けた潜在 的な貢献度

3)提 案者の資質お よび経験

4)成 果 の商用化への計 画

5)予 算の実現性

実際 には、プログラムマネージ ャが プログラムを立 ち上 げる際の意図 に合致 するか否

かが最 も大 きなポイン トであ る。

2.6審 査方 法

DARPAに おける提 案の審査 プロセス は、以下 の とお りであ る。

1プ ログラムマネージ ャが提案書 の応募要領 を公開1

↓

事前審査

複数の外部査読者 によ り、提案の概 要について事前審査 を行 う。 プログラム

マ ネー ジャは、結果 を30日 以内 に応募者 にフィー ドバ ックす る。

↓函
プログラムマ ネージ ャが評価規準 を明示 し、提案 を募集す る。

↓』
「科学的重要性」 と 「DARPAの ミッシ ョンとの整合性」 の両方の観点

か ら、プログラムマネー ジャが潜在 的可能性の高い提案 を選 出。

↓

卵
選出された提案 を予算的観点から検討 し、契約交渉を開始。
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イ ン トロダ ク シ ョン

米国先端技術 プログラム(ATP)

◆ 本調査 の 目的は以下 四つの問題意識 に対 して明確 な回答 を模索 する ことにある。

1.民 間がATPの 経費総額 に占め る一定 の比率 を負担 する とい うATPの 経費分担 ポ リ

シーの もとで、何が経費 として計上 され、何が計上 されないのか。 また官民の内

訳 には どの ような意味があ るのか。

∩
乙

う
0

ATPプ ロジ ェク トか ら生 まれた知的財産権 の扱い はどうなるのか。

ATPの 助成対象 となった プロジェク トの成果が助成 を受 けた企業 に利益 を もた ら

した場合、 この利益 を国庫 へ還元 する制度 はあるのか。

4.ATPプ ロジェク トは何 を もって終 了 されるのか。プロジェ'クトが順調 に進 まず、何

の成果 も生 まない場合 、 どの ようにこれ を終了 させ るのか。

や 本報告 書 は上記四つの問題 に沿 って構成 されている。

〉

〉

〉

〉

〉

第1章:ATPと その沿革

第2章:助 成 のメ カニズム(問 題1)

第3章:知 的財産権 の扱 い(問 題2)

第4章:利 益 の扱 いに関す る哲学(問 題3)

第5章:プ ロジェク トの 目標設定、監視、終了 にまつ わるプロセス(問 題4)

■:■本調査 の当初 の目的 は3つ の事例 を取 り上 げ、 これ を詳 しく分析 しつつ、上記 の問題

に回答 を見出す ことであ った。 しか しなが ら、調査 を進 める過程 で、少 ない事例 を深

く掘 り下げ るよ りも多 くの事例 を大局的 に網羅 するほ うが よ り効 果的であ る との判 断

に至 った。結 果 として、本報告書 で は全体 にわたって多 くの事例 が紹介 され る ことと

なった。
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第1章 概 要

ATPMlSS|oNANDFOCuSt・ ◆ ◆ ◆ ・tt。

先端技術 プログラム(ATP)の 狙 い は、民間主導のパ ー トナー シップを通七 てハ イ リス クな

技術 開発 を推進 し、 それに よって米 国経済の成長 を刺激 するこ とにある。

":"ATPは 商 務 省 管 轄 のNationalInstituteofStandardsand

Technology(NIST)を 構 成 す る 四つ の 機 関 の うちの 一 つ で、米

国の経 済利 益 拡 大 を その 究 極 的 な 目的 と して い る。

":"ATPは 特 に ハ イ リス クな基 礎 技 術 の 開発 を助 成 の 対象 と してい

るが 、 これ は革 新 的 な製 品、サ ー ビス 、あ るい は産業 プ ロ セ ス

の 開発 を推 進 し、そ れ に よ って米 国の 企 業 お よび産 業 の機 会拡

大 と競 争 力 強 化 を図 る ため で あ る。

":"ATPは あ くまで も民 間主 導 の プ ロ グ ラム で あ り、営 利 企 業 が 主

体 とな っ て プ ロ ジ ェ ク トの企 画 ・提 案 ・実 施 を進 め 、民 間負担

分 の 資金 を拠 出す る。

■:"ATPは 官 か ら民 へ の 補 助 金(grant)で は な く、 官 民 の協 定

(cooperative.agreement)と い う考 え方 に立 っ て 、 プ ロ ジ ェ

ク トの 遂行 に対 して適 切 な関与 、管 理 、 監 督 を行 う。

w

Aoi為x・`oヤ`ζHMoＬcψ,ポneEFら 頻

疑鰻

⑤

HlsToRlcALOvERvlEwoFTHEATP"・ ・ ゆ'守 全".

1988年 の創設以来 、ATPは これ までに9件 の一般枠 コンペ と30件 の特別枠 コンペ を実施 し、

1,010社 の参加企 業 とともに431件 のプロジェク トを助成 して きた。

÷ATPは0㎜ibusTradeandCompetitivenessActof1988に よっ て創 設 され 、American

TechnologyPreeminenceActof1991に 基 づ い て修 正 され た 。

◆ 応 募 者 の業 界 、技 術 分 野 を 問 わ ない 一般 枠 コ ンペ(GeneralCompetition)は1990年

の 初 回 以来 、 これ まで に9回(毎 年1回)実 施 され た。1999年 度一 般 枠 コ ンペ の参 加

申込 の締 切 りは1999年4月14日 とな って い る。

":"特 別 枠 コ ンペ(FocusedProgramCompetition)は 明確 に定 義 され た特 定 の 技 術 お よび

事 業 目標 の 達 成 を 目的 と した複 数 年 の プ ロ ジ ェ ク トを対 象 と して い る 。1994年 か ら

1998年 にか けて30回 実 施 され 、格 別 の機 会 を もた らす と特 定 され た技 術 分 野 に対 して

臨界 量 の支 援 を与 え て きた。この 間、ATPは 特 別 枠 の プ ロ ジ ェ ク トに対 して莫 大 な助 成

金 を投 入 して い る。
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":"最 近 になって、 この特別枠の コ ンペは打 ち切 られた。選考過程 が18ヶ 月 か ら24ヶ 月

とい う長期 に及 び、手続 きが煩雑 である と判断 され たためで あ る。 さらに、特 別枠 の

プログラムが排 他的 に過 ぎた ことも打 ち切 りの一因 となった。内容 的には優 れてい る

の に、厳格 な条件 に適合せず、助成対象 から外 れる企 画があ ま りにも多 かった。なお、

進行 中の プロジェ ク トは打 ち切 り後 も継続 される。

■:■現在 までに合計3
,585件 の提案書 が提 出され、 うち431件(12%)が 助成対 象 となっ

た。

現在 までに計上 され たATP予 算の総額 は15億4,400万 ドルにの ぼる。

":"1990年 か ら1999年 の間 に

政府が計上 したATPの 予

算総額 は15億4,400万 ド

ルにの ぼる。

■:"初 めの4年 間の年平均 予

算額 は4,030万 ドルだっ

た。

÷ 過 去4年 間の年平均 予算

額 は2億1,050万 ドルだ

った。

や1999年 に計上 され たATP

予算2億350万 ドルの う

ち、6,600万 ドルは新規 プ

ロジ ェク トに対 す る初年

度 の助 成金 として支 出 さ

れ る。

.薮200

…
舗

ATPhistorica|budgetprofile Source:ATP,November1998

◆ATPの 予算決定 には政治的要因が大 き く作用す る。1994年 の大幅 な増額 はク リン トン

政権発足後、初の予算編成で行 われた。 クリン トンはATPの 拡 大 に意欲 的で、当初、

1997年 まで に6億8,000万 ドルへの増額 を計画 していた。 一方、共和 党が議 会で過半

数 を掌握 した1998年 の予算編成 ではATP予 算 が減額 され てい る。

※1995年 の予算取 り消 しは災害復興 資金(ロ ス地震 を含 む)に 充 てるために行 われた も

の。
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TECHNoLOGlCALFOCuS。 ◆ ・'・"◆ 。 。

ATPは 先 端技術 の開発 を目的 として民 間 と共 同でハ イ リスクな研 究 開発事業 に資金 を提供

す るが、製品開発 には参加 しない。

ATPandlndustry

Involvement

lndustrylnvolvement

lNDUSTRYPARTlClPATlON● 曾 。.6◆ ・ 曾 脅

ATPプ ロジェク トは単一企業 に よるもの と、大企業 、中小企 業 、

ゼ か ら成 るジョイ ン トベ ンチ ャーによるもの とに大別 される。

大学、政府の研究機関な

TypesofProjects TypesofOrganizations

Non・Profits/

Gov,tLabs

5%

Uni▼ersities

6%

55%ofthetotalawardsto-date(ie237)havegonetosmallbusinessesortojoint
venturesIedbysmallbusinesses

Source:ATPBusinessprogressReportsfrom4800rganizationsin210ATPprojects
fundedfrom1993-1995.Asmallbusinessisdefinedbyfewerthan500employees;
alargebusinessisdefinedasFortune5000requivalent.
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ATPFUNDlNGMECHANlSMS9貸"や ◆ δ ・ 借 金

ATPの 先端技術 プロジェク ト431件 に対 す る助成金27億8ほ00万 ドルの うち、民間財源 か

らの拠出が50パ ーセン トを超 える。

":"ATPの 助成対象 となったプロジェク ト431件 の助成総 額 は27億8 ,300万 ドルにのぼ る。

うち50.2パ ーセ ン トに相 当す る13億9,700万 ドルが民 間財 源か ら、残 り49.8パ ・一宇ーセ

ン トに相 当す る13億8,600万 ドルがATP予 算 か ら拠 出 され た※。

■:■単一企業の場合、助成 額 は3年 間で200万 ドル を上限 とし、 間接経費 はすべて企業側

が負担す る。また年収27億2,100万 ドル以上 の大規模企 業 について は、経費総額の最

低60パ ーセ ン トを負担 しなけれ ばならない。

":"ジ ョイン トベ ンチ ャーの場合 、助成額 に上限はな く、JV側 の負担額 は経費総額の50

パーセ ン ト以上 となってい る。

◆ コス トシェアの ガイ ドライ ンは議会 に よって策定 され たため 、大企 業優遇 の印象 を与

えない ようにす るな ど、政治 的な配慮が大 きく作用 している。

※13億8,600万 ドルはATPが 民 間 に提供 した金額 であ る。議 会が計上 したATP予

算$1.544Bの うち、残 り$158Mは 運営経費等 、その他 の経費(SBIRへ の税金 を

含 む)に 充て られ た。

lPFR㎝ATPPROJECTS・ ・ ・ ・ ・ ・ …

ATPプ ロジェク トか ら発 生 した知 的財産権 はすべてプロジェク トに関わ った営利企業 の所

有 に帰 する。

■:■ATPはATPプ ロ ジ ェ ク トか ら生 まれ た知 的 財 産権(IP)を 米 国 で 設 立 され た営利 企 業 に

所 有 させ る と規定 して い る。

":"政 府 は政 府 に よるIPの 使 用 を確 保 す る ため 、royalty-free、non-exclusiveなIP使 用

権 を留 保 して い る。

◆ ジ ョイン トベ ンチ ャーに参加 した大 学お よび非営利の研究機 関 に対 しては、知的財産

権 の所 有 を認 めてい ない。 ただ し、特許権使 用料 の支払 を受 けるこ とは可能であ る。

PRO日TSFR㎝ATPPROJECTS・ ・ ・ ・ ・ ・ …

ATPは 製品開発 や商品化の段階 には関与 せず、すべての利益 は民間 に帰属 するもの と して

いる。

÷ATPは 当該技術について製品開発が可能な段階に至るまでの研究活動 を助成 し、その後

の製品開発 もしくは商品化 を模索する活動には参加 しない。
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÷ 最 も効率的 な商品化の方法 は市場 に決め させ よ、 とい うのがATPの 哲学 である。 ただ

し、ATPとNISTは 適切 な方法 による商品化 を確実 にす るため、IPの ライセ ンス権 を保

持 している。

◆ 営利化の主要 な戦略 は新製 品 ・新 サー ビスの開発 、テ クノロジーの ライセ ンシングな

どであ る。

ATPPRoJEcTGOALsANDPARAMETERs・n・ ◆ ◆ ◆ 。xs

ATPプ ロジェク トの提案書 は達成すべ き目標 を明確 に示 さな ければな らない。

":"ATPプ ロジェク トの提案書 には、プロジェ ク トの達成 目標、詳細 な研 究 プラン、具体 的

な資金配分、終了期 日が明確 に示 され る。

■:"ATPの ガイ ドラインは選考 の際の審査基準 、助成期 間、助 成額 の上限、計 画変更 にまつ

.わる手続 き等 を定 めてい る。

ATPlMPACTゆ 。 。 。"x嘘 ゆ ◆

ATPは ハイ リスクなR&Dの 促 進 、R&Dの 規模拡大 、市場化の早期達成に大 き く貢献 している

よ うである。

やATPは 情報 システム、 コンピュー タ・システム、製造 、素材 開発、バ イオテクノロジー、

エ レク トロニ クス、化学薬 品、 ケ ミカル加工 な ど、様 々な分野 のプロジェ ク トを助 成
'している

。

■:■ATPプ ロジェク トの参加企 業の大部分が、ATPの 助成対象 となった技術分野 におい て民

間のR&D投 資が増 えた ど指摘 している。

■:"ATPプ ロジェク トの参加企業 を調査 した ところ、回答 者の70%が 「ATPの 助成 によって

R&Dの 規模が拡大 した」、「技術 的 リスクを負 うこ とに、よ り積極的 になった」と答 えて

い る。

■:■プロジェク ト参加企業 の86%が 、ATPの 支援 を棋 子 に、ATP助 成対象分野 にお けるR&D

事業 を加速 させ ている。
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第2章 助成のメカニズム

ATP/lNDusTRYCosTSHARlN6e'"".◆.e'

ATPが これまでに助成 して きたプロジェク トの うち、単一企業 プロジェク トの補助 率 は58

パーセン ト、ジ ョイ ン トベ ンチ ャーの補助率 は47パ ーセ ン トで、総合 する と経 費全体 に占

めるATPの 助 成額 は50パ ーセ ン トを上回 る。
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助成のガイ ドラインは応募者の性質ごとに明確な条件を定めている。
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間接経費 を正 しく確定することが適切な企業負担 を確保する秘訣である。

◆ 大企 業 とジ ョイン トベ ンチ ャーの場 合、企 業側の出資 には会社が プロジェク トのため

に計 上する間接経費が含 まれる。

や 理論 上、企業 は実 際 には プロジ ェク トに関連 しない会社の間接経費 を関連す る と主張

しうる し、(作 業スペースの確保 や上級管理職 の時 間を根拠 に)企 業側の負担額 を誇張

す るこ ともで きる。

や この場合、 プロジェク トの経費総額が一見膨 らむばか りで な く、企業側 の負担 も実 際

より大 きく見 える。つ ま り、企業側が"実 質的な金銭"の 拠 出 を少 な く済 ませ ること

も可能 となる。

÷ この問題 を回避す るため、ATPは プロジェ ク トの 間接経 費 と して計 上可能な費 目 とそ う

でない費 目、お よび合理 的な コス トの直間比率 に関す る業界 標準(業 界 によって大 き

く異 なる)を 厳格 に規定 してい る。

◆ 応募者 か ら提案 され るコス トシェアの金額 は可能な限 り低 く設定 される傾 向にあ る。

DIRECTvsINDIREcTCosTs・.◆ ・ett.◆

ATPに よ る直接 経 費 と間 接 経 費 の 定 義 は一 般 に公 正 妥 当 と認 め られ る会 計 原 則(&∋nerally

AcceptedAccountingPrinciples、GAAP)に 準 拠 してい る。

◆ 直接経費 は当該 プロジェク トの活動経 費 として直ち にそれ と判別 しうる経費、お よび

政府 の経費原則 に したが ってATPが 承認 する経 費を さす。

◆ATPプ ロジェク トに従事す る職員の給与 ・賃金

◆ 賃金外給付(医 療保険等)

◆ プロジェク ト関連の 出張旅費

◆ATPプ ロジェク トに限定 して使用 され る機材

◆ 材料お よび必需 品

◆ サ ブコ ン トラ ク ト(主 導 的 なコ ン トラ クタに対 し、直接経 費、 間接経費、収益 の

総額 を"経 費"と して請 求)

■:■間接経 費はATP関 連 の活動 とは直 ちに結 びつかない一般的 な 目的、 もしくは共通 の 目

的 に対 して支出 される経 費 をさす。 間接経費の比率 は協議 の うえ決定 されるか、 も し

くはATPが 助成交付の裁定か ら90日 以内 に承認す る。

◆ 一般 管理費(役 員 の給与 ・経費 、人事 ・会計等 にかか る経費、図書費等)

◆ 施設の運営 ・保守費

◆ 建物 ・機材 の減価償却費

一 付5 -8一



付属資料5米 国の情報産業技術振興政策の事例研究

※ 間接経 費の比率が過剰 なほ ど高 く設定 されている(よ って企業側 の負担 が人為的 に膨

張 させ られてい る)場 合 、 この比率が下 げ られ、 よってプロジェク トの予 算総額 も下

が る。 また このため に企業側 の負担が許容 され る最低限度 を下回れ ば(大 企業 もし く

はJVの 場 合)、ATPの 拠 出額が下 げられる。ただ し、現実 的 にはこの状況 は非常 に稀 で

あ る。

lNDlRECT・CosT、CALcuLATIoN・ ゆ 。 ◆ 凸 σ'・ ㊤ Φ

間接経 費の確定 は"科 学 的 とい うより芸術的 な"プ ロセスに よる。 この ため直接経 費に対

する間接経費の割合 はプロジェク トに よって しば しば大 きく上下(25%～400%)す る。

や 間接経費 の確定 プロセス には基準 ら しい基準が存在 しない。確定 のプ ロセス に働 く要

因は以下の通 りで ある。

◆ 会社 の規模 と固定費の規模

◆ 業種:メ ー カーの固定費 ・間接費 はサー ビス業 のそれ よ り高い。

◆ 経 費配分のベ ース:メ ーカーは概 して総 間接費 をベース と し、サ ー ビス業 は概 し

て直接 的な給与 をベ ース と している。

◆ 資金 源:資 金調達の方法 は直接経費 と間接経費の計上 アプローチ に影響 を与 える。

Asmall,singlecompanythati
isheavilyreliantonATP
funds,wouldbemorelikely
toallocatesharedcoststo
directcostpoolstominimize
theamountofindirectcosts

(theirportionofthefunding)一 　/

Alargemanufacturingcompany,oranATP
JVparticipantthatpaysaminimum

percentageofATPprojectfunding,would
bemorelikelytosimplifyaccounting

proceduresbyclassifyingsharedcostsas
indirect,andthushaveamuchlarger
indirectcostrate,sometimesashighas
400%ofdirectcosts.

SmallLarge

CompanyManufacturer

■1ndirectCosts

園DirectCosts

CosTSHARlNGGulDELlNEs。 ・"・ 号 ⑫ 。 ◆ ・

ATPはATPプ ロジェク トに対 する企業側の 負担分 について 、充当可能 な資金源 を明確 に定

めている。

や 企業 の コス トシェアに充 当 しうる資金

◆ 州政府 ・地方 自治体 か らの助成金

◆ 助成金受給者 、 も しくはサ ブコ ン トラクタ以外 で連邦政府 と関係の ないサー ドパ
ー テ ィか らの現物 出資(機 材

、研究機器、 ソフ トウェ ア、必 需品等)
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◆ 現 物 出 資 の 価 額 に つ い て は 、ATP実 施 規 定 に 特 段 の 定 め'の な い か ぎ り、OMB・i

CircularA-110、SubpartC、Section23に した が っ て査 定 され 、ATPプ ロ ジ ェ ク

トの使 用 に供 され た 部 分 を比 例 配 分 で算 出 す る。

◆ コス トシ ェ ア と して 充 当 可 能 な現 物 出 資 の総 額 は 、 プ ロ ジ ェ ク トの総 経 費 の うち

連 邦 政府 以 外 か ら調 達 した 資 金 の30パ ー セ ン トを上 限 とす る。

◆ 企業の コス トシェアに充当 しえない資金

◆ATP以 外の連邦政府助成金

◆ 埋没原価

◆ サ ブコ ン トラクタ(サ ブ コン トラ クタの手数料 を人為的 に膨 らませ 、企業側 の コ

ス トシェアを見 かけ上 吊 り上 げる とい う事態 を回避 す るため)

UNALLowABLECosTs・ 。 。 ・Pt・ ⇒ ・ 。

federaIAcquisitionAbguiation(FAR)も しく は行 政 管 理 予 算局(OMB)の 経 費 原 則 の'も'

とで は通 常 認 め られ る経 費 で あ'って も、ATPプ ロ ジ ェク トに お い て は許 容 され な い経 費 の

タ イ プが存 在 す る。

◆ 一般的 に、連邦政府 との契約 は、契約業者 に とって は"営 利事業"で あ り、 したがろ

て利益創 出 を意 図す る ものであ る。

":"こ れ に対 して、ATPプ ロジェク トは助成金受給者が市場で利益 を創 出で きる ようにす る

ことを目的 としている。

÷ したが って、受給者がATP助 成対象 の研究活動で"儲 け る"こ とは認め られない。

加si鵬ssp隔 揃ng主 綱橋 掬eya面n疹orp㈱ 絃}撤 照 荘顯醜 ‖苦aPP蜘edm禰edP◎st撤e
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付属資料5米 国の情報産業技術振興政策の事例研究

FuNDlNGCAsESTuDlEs◆ ・e"9・ …e9""◎

ATP助 成 の期 間 と金 額 は プ ロ ジ ェク トの タ イ プ と規 模 に よ っ て大 き く変 動 す る。

プ ロ ジ ェ ク ト タイ プ 期 間(年)助 成 金総 額 △TPの 補 助 率

Affymetrix,Inc.

㎜D//agηostics

KopinCorp.

D垣1ayTechnology

AlWare

Ar亡if∫c∫a11ntelligence50f亡ware

TexasInstruments

In亡egratedCicui亡 」C}ノll】SUla亡ion

ThirdWaveTec㎞ologies,Inc.

DNADiagnos亡iCS

NonvolatileElectronics,Inc.

Magne亡ores∫S亡 ∫veOO即 ロ亡erMemory

JV

JV

JV

Single

Single

Single

5.0

3.2

4.7

3.0

2.0

3.0

$62.97M

$12.44M

$7.62M

$5.56M

$2.77M

$2.61M

49.9%

49.0%

49.7%

35.5%

72.2%

66.7%
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第3章ATPプ ロ ジ ェク トか ら生 まれ るIP

CoMMERcIALOwN日RsHlPoFALLIP◆ ・ 小 受 ・ 。 。 ◆ 。 ㊤ 文 怜 ⇒ ◆

ATPは 開発事業 か ら商用化 への見込 みが最 も高 い組織 、 すなわ ち民間の営利企 業に知的財

産権(IP)を 委ねる ことを意図 している。

":"米 国経済 を刺激す るとい うATPの ミッシ ョンに鑑 みて、ATPか ら発 生す る特許 はすべて

米国内で設立 された営利組織 に帰属 させ る。ATPプ ロジェク トに関わる大学、非営利団

体には特 許の所有が認 め られていない。ただ し、権利所 有者か ら特許権使 用料 を受 け

取る ことは可能であ る(現 在、議 会 はこの規定 の再検討 を進め てい る)。

":■ATPか ら発 生する著作権 は、通常の著作権 と同 じ扱 いで創案者 に帰属 させ る。

や 助成応募者が単一企業である場合、所有権の扱いは明瞭に定義 される。

■:■助成応募者が ジ ョイ ン トベ ンチ ャーの場合、ATPの 条件 に したがいつつ、JVの 構成企

業がIPの 帰属 について交渉の うえ決定 しなければな らない。

":■IPの 所 有者 はIPを 他 者 に ライ セ ンスす る こ とが で きる。

GovERNMEiNTRIGHTs・ 。 ・ ・ タ ・ ゆ ウ ◆6eタ 省 略

IPの 所 有 権 が民 間 の 参 加者 に帰 属 す る 一方 、ATPはATPcooperativeagreementに よ っ て

lPに 対 す る権 利 を保 護 措 置 的 に留保 して い る。

":■ 政府 は政 府 に よるIPの 使 用 を確 保 す る た め、royalty-free、non-exclusiveなIP使 用

権 を留 保 して い る。 企 業 秘 密 は非 公 開 。 なお 、 これ まで に こ の権 利 が行 使 され た こ と

は一 度 もな い。

":■NISTは 助成金受給者 に対 して、商品化の達 成 に同人の特許 を必 要 とす る"信 頼す るに

足 る申請者 に対 し、状 況 に照 ら して合理的 と判 断 される条件 で"特 許権 の使用権付与

を要求す る権利 を留保 してい る。非常 に極端 なケース として、権利 保有者 に欺購の意

図が認め られた場 合、同保有者 に特許権使用料 を支払 う義務 は一切生 じない。 なお現

在 まで、NISTが この権利 を行使 したこ とはない。
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付属資料5米 国の情報産業技術振興政策の事例研究

lPSTRATEGIES台 命"。 ◆ ・ ・ 脅 守 ◎ ◆ ◆6・9曾 硲 ◆ ◆

知的財産権 をめぐる諸戦略

知的財産権の扱いをめぐってATPの 助成金受給者が実施する主たる戦略には、特許権取得 、

著作権保護、企業秘密 としての維持がある。

PrimaryElementSIncluded

inIPStrategy

oo1

80

60

40

20

0

9
5

言

o
身
畠

』
o
盲
8
』
£

PatentsCopyrightsTradeSecrets

Source:ATPBusinessProgressReportsfrom4800rganizationsfunded1993-1995.

lPINJOINTVENTURES◆ ◆ ・ ・ 蛤 や 。 。 σ …6◆ ◆ ◆Pt・ 袴

ジ ョイ ン トベ ンチ ャー で のIPの 扱 い

ジ ョイン トベ ンチ ャーの参加企業 がIPの 扱 いに関 して協議 す るとき、ATPは この交渉に関

与 しない。またIPを め ぐる取 り決 めは ジョイン トベ ンチ ャーの性質 によ って大 き く異 なる。

◆ 大規模企業一社 と小規模企業数社 か ら成 るジ ョイン トベ ンチ ャーの場合、大企業が(主

導的 な立場 に立つ)"リ ー ド・カンパニー"と してプロジ ェク トか ら発 生す るすべ ての

知的財産権 を保有 し、それ以外 のJV参 加企業が非独 占的な使用権 を要求す る資格 を保

持す る。 この場合 、通常 は権利保有者 に対す る権利使用料 の支払 いが発 生す る。

◆ 同等 規模 の企業か ら成 るジ ョイ ン トベ ンチ ャーの場合、各社 がそれぞれの成果 につい

て特 許権 を取得 し、他 のJV参 加企業が非独 占的な使 用権 を要求す る資格 を保持 する。

この場 合 も、通常 は権利保有者 に対す る権利使 用料の支払 いが発生す る。
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lPPROCEDURES女 官 。 ◆ ◆ ψ ・ タt◆ ◆ ◆ 。'タ 峠 ÷ 。 。 ・'女 牢 。 ◇ 。 。'

ATPは 特許権 と著作権の処遇および報告にっいて明確な手続きを定めている。

■:"特 許 出願品の考案者がATP助 成金受給者 の"特 許権代表 人"に 対 してその開示 を行 い、

それか ら2ヶ 月以 内にこの特許権代 表人がATPに 対 して特許 出願品の 開示 を行 う。 ま

た特許権が付与 され次第、ATPに 対 して これ を告知 しなけれ ばならない。

や 助成金受給者は適切 な著作権表示で政府の援助を認知する。

◆ 研究成果を出版するか否かは助成金受給者が判断する。

lPCASESTUDIES・ ・ ◆ ◇ ◆e… ◇ ・e・'・ ∋ ◆ ◆ ・ ・f9。 ◆ ◆"e・

ATPプ ロジ ェク トか ら発生 したIPの 権利保有者 は、このIPを 社内の製品 開発 に応用 する

こ ともで きる し、第三者 へのラ イセ ンシングに よって一 回限 りも しくは継続的 な収 入 を得

ることも可能 である。

プロジェク ト

Affymetrix,Inc.・

DNADiagnostics

NonvolatileElectronics,Inc.

Magnetoresis亡iveComPU亡erMemory

事 例

◆ 複 数 の 特 許 権 を 取 得

◆ 研 究 成 果 を も と に い く つ か の 新 製 品 、 新 シ ス テ ム

を 発 売'

◆30件 を 超 え る ラ イ セ ン ス 契 約 、 お よ びJV事 業

(BeckmanCoulterInc.、EosBiotechnoIogy、

'HewlettPackard 、lncytePharmaceuticals、Merck、

OncorMed、Parke-DavisPharmaceuticalDivision

等)を 創 出

◆Honeywel1,lnc.と の ラ イ セ ンス契 約

◆MotoroIa,lnc.と のJVで 開発 技 術 を商 用 化

◆ ス ピ ン オ フの ア プ リケ ー シ ョン製 品 を発 売

TexasInstruments

.τη亡egra亡edCicui亡ryInsula亡 ∫oη

◆20余 り.の特許権 を取得

◆10件 の技術論文 を出版

◆ 加工技術 を絶縁体 メーカー等 にライセ ンシング

ThirdWaveTechnologies,Inc.

DNADiagnOS亡iCS

◆20余 りの特許権 を取得。今後5年 にわたって、さ

らに多数の特許権 を取得する予定。

◆ 当該技術に基づいて3件 の新製品を発売

◆ 大手製薬会社数社 とライセンス契約を交渉
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第4章ATPプ ロジェク トから生 まれる利益

PRlvA正SEcToRPRoFlTs◆ ◆ ◆e令 ・t。 ◆ ◆ ケ ・ 全t。 ◆ ◆ ケ ・?▽ 。 。 ◆e・ 金 ・

ATPプ ロジェク トの成功 が もた らす利益 は、すべ てこれ を創 出 した企業の所有 に帰 する。

■:■連邦政府 は法人課税※以外 にATP助 成の研 究活動が もた らす利益 の還元 メカニズム を

持 っていない。政府は"プ ロフ ィッ トシェア"を 要求 しない うえ、知的財 産権 を所 有

してい ない ことか ら、著 作権使用料 も受 け取 らない。

÷ 連 邦政府の研究機 関は総 じて、 また とりわけATPは 、米 国の経済 的利益の保全 を目的

と してい る。民 間セ クターの利益 を民間セ クター に留め置 くとい う方針 は、 この利益

がそこで インセ ンテ ィブ として作用 し、あ るいは さらなる成長促進 のための再投 資 に

回 され うるこ とか ら、先 の 目的に適 うと考 え られ る。

や 連邦政府が営利企業 と して活動す ることは法律 で禁止 されてお り、直接的 な投 資利益

の追求 は認め られてい ない。

◆ この方針が ために、連邦 の拠出す る助成金 は、事実上 、私企 業 にとって直接 的な返済

義務 を伴 わない莫大 なボーナス と言える。結果 として、助成 金獲 得の コンペ に対 す る

企業の参加意欲 が高 ま り、よ り優 良なプロジェク トだけが助成 され ることにつなが る。

※ 法 人 課 税 には給 与 支 払 税 が含 まれ る。ち なみ に1994年 のATPプ ロ ジ ェ ク ト開 始 当 初 、

ThirdWaveTechnologiesの 従 業 員 は6名 だ っ たが 、1996年 の 終 了 時 には72名 に増 え

て い た(現 在 は92名)。

AvENuEOACHlEvlNGPRoFlT・ ◆ ◆ ・ … ◆ ・ 嬬 ・ ・ ◆ 。 ⇒ ・"◆ ◆ ◆ ・ ・ 。 ◆ ◆ ⇒ ・ 寧

ATPプ ロ ジェク トの参加者 とそのパ ー トナー らは、民間 セクター内で、 さまざまな戦 略 を

もってATPプ ロジェク トの成果 を利益 につ なげている。

":"参 加企業 はATP関 連 の技術 開発 が、パ フ ォーマ ンスの改善、 コス ト削減、市場化 に至

る期 間 短縮 、あ るいはその組み合 わせ を通 して、実 績の向上 に転 ず ると指摘 している。

◆29%が100%も しくはそ れ以上 のパ フォーマ ンス ア ップ を見込 んでい る。

◆28%が25%も し くはそれ以上の コス ト削減 を期待 してい る。

◆80%が 市場化 に至 る期 間につ いて少 な くとも1年 の期 間短縮 を期待 してお り、62%

が2年 もし くはそれ以上 の期 間短縮 を期待 してい る。

◆ 営利化の戦略

◆65%が 主 たる営利 化戦略 の一 環 と して製品 もし くはサ ー ビスの社内生 産 を計 画 し
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てい る。

◆79%が ライセ ンシ ングを営 利化の方法候補 に掲 げ、24%が 主 たる戦略の一環 として

位 置付 けるこ とを検討 している。

◆28%が 新 しいプ ロセスの社 内使 用 を計画 してい る。

Source:ATPBusinessProgressReportsfrom207projectsfunded1993-1995

PRlMARYCoMMERclALlzATloNSTRATEGlEs・ ・ ・ ・ ・ ・ …

い くつかの戦略 を 行 して実現す る企業が大半 を占める一方 、最 も一般 的な主 たる営利化戦

略 は社 内生産である。

PrimaryCommercializationStrategy
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Source:ATPBusinessProgressReportsfrom4800rganizationsfunded1993-1995.

DEPLOYMENTOFTECHNOLOGlES◆ ◆e9"。 ◆ ◆ ・

1993年 か ら1995年 の間に助成 を受 けたATPプ ロジ ェク トの参加企業 を調べ た ところ、い

ず れもATP関 連のテ クノロジーか らす でに収入 を得 ているか、 も しくはその方向 に向 かっ

て順調に進 んでい た。

■:■技術開発 の結果 として、新 たな営利機 会の創出 を見込 む参加企業が過半数(59%)を 超

え、残 り41パ ーセ ン トも製 品 もし くはプロセスの改 善 を見込 んでい る。なお、ア プリ

ケー ションの うち35パ ーセ ン トは市場のニーズや問題 に応 える"世 界初の"ソ リュー

シ ョンと考 えられる ものであ った。

":"新 技術の うち、製品面 に反映 され る ものが3分 の2以 上(65%)を 占め 、残 りは製造

プロセス もしくはサー ビスへ の応用 となっている。
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付属資料5米 国の情報産業技術振興政策の事例研究

":"調 査対象 となったプロジェク トの うち、26件 が助成後1年 か2年 とい う"早 い段 階"

で収入 を得 ていた。 プロ トタイプお よび初期 的なス ピンオフ製品の販売利益 は2,000

万 ドルを超 え、 ライセ ンス契約か ら入 る特許権使用料 は44万5,000ド ルにのぼ る。

":"ほ とん どの参加企業 はATP助 成か ら4年 以内 に収入 の道 を開 くことを期待 してい る。

5α1rce:ATPBusinessProgressReportsfrom207projectsfunded1993-1995

PATHsToCOMMERClALlzATloN◆ ・'xt。 ◆ ◆ ◆

ATPの 助成 は企 業が取 り組 む"科 学的に実証可能 な"テ クノロジー か らプロ トタイプへの

移行 を支援 する もの で、 この段階 に到達 して以降 は市場の原理 に則 って商用化 が進 む。

研究成果を商用化に至 らしめる典型的なアプローチ

◆

◆

◆

◆

◆

ベンチャーキャピタル、他企業 もしくは政府による助成

株式公開

大企業 との提携

大企業による買収

自力で商用化を推進

C㎝MERc|ALlzATloN/PRoFlTCAsESTuDlES・ ・ ・ ・ ・ ・ …

ATPの 助成金受給者 はATPの 助成対象活動 を提子に新製品の商品化に漕 ぎつけ、追加的な

財源確保や提携によって事業目的の達成 を目指 している。

プ ロジェク ト

Affymetrix,Inc.

1994-99

DNADiagnOS亡 ∫CS

AlWare

1994-99

Ar亡ifica11nte1〃ge刀ce50f亡ware

商品化・営利活動の事例

◆ 最初 の 製 品(GeneChip(R)Systems)を1996年 半 ばに

商 品 化 、1997年 に は$4.8Mの 利 益 を出 して い る

◆NIH及 び その他 の政 府 ・企 業 パ ー トナ ー か ら後 続 財

源 を確 保

◆1996年6月 に株 式 公 開 、$92Mを 調 達 。

◆1997年 か ら1998年 、GeneChip@の 販 売 増 進 に伴 っ

て製 品 収 益 が$22.8Mに ア ップ(377%増)

◆ 人 口 知 能 技 術Pr㏄essAdvisorを 商 品 化

◆1997年 、ComputerAss㏄iateslnt'1に よ っ て 買 収
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KopinCorp.

1994-98

DisplayTechnology

NonvolatileElectronics,

Magne亡oresis亡ive

Memory

TexasInstruments

◆Motorolaと 提 携 、CyberDisplayTMを ベ ー ス に 新 製 品

パ'を 開 発
、 製 造 、 販 売(新 規 の 製 品 カ テ ゴ リ ー の 創 出 を

←含 む)

◆Siemens、Wireless、Gemplus、FujiFilmMicrodevices

ら 、Motorola以 外 のOEMパ ー トナ ー と も 契 約

◆1997年 か ら1998年 に か け て 製 品 収 益 が77%増

($13.川 か ら$23.2Mへ)。10万 台 を 超 す

CyberDisplayTMの 出 荷 も こ の 増 収 に 貢 献 し た

◆lndustryWeekの1998"25TechnologiesoftheYear

・`」を 受 賞

Inc.◆

Computer

◆

◆

ln亡egra亡edCicui亡rylnsula亡ion

◆

◆

◆

ThirdWaveTechiiologies,Inc.◆

DNADiagnos亡ics

MRAMチ ップの 商 品化 を 目的 と してMotoralaと 提 携 、

1999年 内 の商 品 化 を目指 して い る

Motorolaの 資本 参 加(12%)

二 次 製 品GMRセ ンサ ー を商 品 化 、収 入$500,000以 上

素 材 開発 の た めにNanoPore,Inc.と 提携

1998年 、AlliedSignal,lnc.がNanoPoreの ス ピ ン

オ フ を買収 、Nanoglass(素 材)の 販 売 活 動 に あ た る

Nanoglassの 顧 客(半 導 体 メー カ ー 、統 合 回 線 メ ー

カ ー等)に 対 して加 工 技 術 の ラ イ セ ン シ ン グ を検 討

1996年 半 ばに最初の製品 キ ッ トを商品化 、1996年 末

までに$300,000の 収益 達成

◆NIH及 びDOEか ら後続 財源 を確保

◆、1998年 半ば までに3つ の新製品 を発売 、収入の見積

は5年 以内に$100M以 上

◆ 大手製薬会社 及び農芸会社 と技術 の販 売/ラ イセ ン

シングを交渉中
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第5章 プロジェク トの達成目標 とパ ラメータ

PROPOSALPROCESSe・9"● ◆ee9

ATPプ ロジェク`トの パラ メー タは企画書提 出の段階 で明確 に定 め られ、プロジ ェク トの 目

標 、期間 、予算等 も具体的 に示 され る。

■:■ATPに 提 出 され る企 画書 は科学的 ・技術 的メ リッ ト(50%)と 総合的 な経済的 メ リッ ト

(50%)に 基づいて審査 され る。

÷ いずれ の企画 もその主体 は営利 企業で、 プロジェク トの ガイ ドライ ンは単一企業 に対

す る助成 につい て3年 間で200万 ドルの上限、 ジ ョイン トベ ンチ ャーに対す る助成 に

ついて5年 間の期 間 的上限 を定 め ている。

:・ 複数年契約の予算 はATPの 承認 を以って修正で きるが 、予算全体 は増額 されない。

÷ 企画書は以下の要素を具体的に示さなければならない。

◆ 潜在的な商業的利益 と達成のための戦略

◆ 商業的利益の実現を阻む現下の技術的な障壁

◆ 技術的な障壁 と研究開発の目的との関連性

◆ 技術的な障壁 を克服するための具体的な研究開発計画

PRoPosALREvlEwANDSELEcTloN・ ◆ ◆?"・ ・ 。 ◆

企画書 の選抜 プロセ ス は予選、科 学 ・技術 ・実務 分野 の専門家 による ピア レヴュー、口頭審

査 、最終格付 か ら成 る。
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PRoJECTOvERslGHTΦ 。"・6ゆ ・ や 令

ATPは プ ロジェク トの進捗状況 をモニターする ため、特 定の監視活動 と監査 を義務 づ けて

いる。

助成金受給 者 はプロジェク トの立 ち上 げ段 階、終 了段 階、お よび年 に一度行 われ る当

該 プロジェ ク トに配属 された技 術担 当お よび実務 担 当の プロジェク ト・マ ネジ ャー と

の ミーテ ィングに出席 しなけれ ばな らない。

助成金受給者 はATPに 対 して四半期 ご とに財務、技術 、実務報告書 を提 出す る。

助成金受給者 は、必要 に応 じて、NISTがATPの 効果 を評価す るため に行 う特別調査へ

の参加 を求め られる。

助成金 を受 給する企業が 大規模 な組織改変 を行 う場合 、新 しい経営陣 はATPに 対 し、

改変後 も承認済みの プロジェク トの 目標 を首尾 一貫追求す る旨の確認書 を提 出 しなけ

ればな らない。

ジョイ ン トベ ンチ ャーの場 合、主導権 を持 つ リー ド・カ ンパニーがJV参 加企業の取 り

まとめ とプロジェク ト管理 に責任 を持 ち、ATPと の連絡役 を務め る。
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PROJECTPAYMENT◆.6沙 金 脅 ◆ ゐ ◆

ATPの 助成金 は分割 で支払 われ、企業側 もATPの 支払に合 わせて相応の コス トシェア を拠

出する。 この仕組 みによ り、ATPは 速 やかな撤退 の道 を確保 してい る。

■:■ATPの 助成金 は分 割(通 常 は四半期 ごと)で 支払 われる。企業側 も支払 の各段階で 同等

比率 の資金拠 出 を行 わなければな らない。

や この段 階的 な分割払 い は、 プロジェク トの査 察過程で不正 な活動 が認め られた場 合、

あるいは プロジェク トが 目的か ら大 きく逸脱 してい る と判断 された場 合、政府 が直 ち

に助成 を停止 し、損失 をす でに支払済みの助成金 に留 め るための措 置である※1。

◆ 同様 に、プロジェク トの達成 目標 が変更 された、もしくは適切 で ない と判明 した場合 、

あるいは助 成金受給 者の周辺事 情 に変化が生 じた場合(例 えば、外 国企業 に買収 され

るな ど)、PublicLaw102245に したが って直 ちに助成金 の支払 を停 止で きる。

■:■$300K以 上 の プ ロ ジ ェ ク トに つ い て は、独 立 の会 計 監 査 人 も し くは"Resident

CognizantFederalAuditor(ATPが 任命 する政府の監査人)"がATP指 定の間隔※2で

正式 な監査 を行 うよう義務 づけている。 なお、監査 にかか る費用 は直接経費 とみ な さ

れ、政府 が これ を負担 す る。

※1政 府 は必要 に応 じて空費分の助成 金 を裁判で回収す るこ ともで きるため、実際 に

は政府が"ロ ス を出す"状 況は考 えに くい。

※22年 未満の プロジェク トはプロジェク トの終了時 、2～4年 の プロジェク トは初年

度 の終わ りとプロジ ェク トの終 了時、5年 のプロジェク トは1年 目、3年 目、5

年 目の終わ りに監査 を行 う。

PROJECTMANAGEMENT"`e9"・"..

当初の計画に些少の修正が加 えられることは間々あるが(ATPの 承認 を必要 とする)、助成

金受給者が大幅な軌道修正 を行 うことは稀である。

■:■ATPは 、結果 さえ当初の意図 に矛盾 しなければ、"柔 軟"な 姿勢 でプ ロジェク トの管理

にあた る としてい るが、助成金受給者 が大幅 な軌道修 正 を行 うには相 当 に説得力の あ

る論拠 を示 さなければな らない。
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SAMPLEPRoGREssDATA。 。 。 … ⇒ ◆ ◆ ◆ ・ 畠 鴛 ヰ ◆ ◆ ウ"工 湾 均 ◆ ◆ ◆ ・ 皐 冥 ゆ

ATPプ ロジェク トの最初 の50件 につ いて、支援開始 か ら4～6年 後の進捗状況 を評価 した

ところ、著 しい成果が示 され た。
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processlnuse

■Commercialization

expected,butnot

yetachieved

團Noexpected

commercial

application

"N
oexpeetedcommereialapρlication"の プロジェク ト16件 の うち、4件 は単純 に商業ベース

の結果を出 してい なか った。r方 、残 り12件 はIPの 扱 いにつ いて決着がつかない、会社側 の事

情 で財源確保の 目処が立 たない、 目標達成が期待で きず に助 成 を打 ち切 られた、会社の優先事項

あ るいは戦略 的な方向性 に変化が生 じたなど、 さまざまな理 由か ら終了 された。Souree:.4TP
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先進諸国における情報化ビジョンに関する動向

本付属資料は、三菱総合研究所に調査委託 して取 りまとめた

調査資料 先進諸国における情報化ビジ ョンに関する動向

平成11年3月 先端情報技術研究所 の要約である。
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付属資料6先 進諸国における情報化 ビジョンに関する動向

1.調 査の背景 と方法

情報通信に 関す る急速 な技術 革新 は、産業 ・社 会に対 して、多大 な影響 を与 え始め てい

る。多 くの識者 は、21世 紀 にかけて工業経済 か ら情報経済への転換 が起 こる と指摘 して
・いる

。 この ような変化 に対応すべ く、各国 では情報通信環境 を整備 し 「情報 社会」の実現

に取 り組 んでい る。その さきが けとなったのは、ア メリカの ク リン トン政権が提 唱 した 「情

報 スーパ ーハ イウェイ」(InformationSuperhighway)と 関連す る一連の情報通信政策 であ

った。 ゴア副大統領 に よるGII(GlobalInformationInfrastructure)構 想 や1996年 に

ブ リュ ッセルで開催 されたG7情 報 サ ミッ ト等 を経 て世界各国 で施策展 開が活発 に進 んで

いる。情 報社会 の進展 は情報 産業 の育成 に も大 きな影響 を与 える。各 国では、情報産業 を

これか らの戦略産業 と位置づ け、その育成策 にも力点 を置いてい る。

以上の ような世界各 国の状況 を踏 まえ、 ソ フ トウェア技術 を中心 とす る情報技術 の国際

的競争力確 保 を目指 し、 わが 国の研究開発の あ り方 を検討 す るための基礎 デー タ収 集の一

環 と して、「先進諸 国 における将来の社会 シス テムの情報化 ビジ ョンに関す る動 向」の調査

を行 った。

まず情報 化 に関 して先進的 と思 われるアメ リカ、EU(欧 州連合)1、 シンガポール、マ レ
ーシアに関 して

、政府 のイ ンターネ ッ トホー ムペー ジから情 報化 に係 わる声 明 ・ビジ ョン ・

計画 を調査 した。 また、 日本 に とって特 に重要 なアジア ・太平 洋地域の他 国の政府 ホ ーム

ペ ージを調査 し、情報化 に係 る ドキュメ ン トが公 開 されていた オース トラ リア、 イン ド、

韓国 に関 して も同様 に調査 を行 った。 ドキュメ ン トから各国の情 報化 ビジ ョンの概 要、関

連す る情報通信 政策の概 要 を整理 した。そ して、その結果 を踏 まえ、各国の動 向 を比較 し、

ビジ ョン ・情 報通信 政策の特徴 を分析 した。

本報告書 の まとめ として、 これ らの調査 ・分析 結果に基づ き、わが国の情報化 ビジ ョン

のあ り方 に対 す る示唆 を考 察 し、技術 開発 を進め るべ き分野等 の試案 を示 した。

調査対象国

◆ アメリカ

◆EU(欧 州連合)

◆ シ ンガポール

◆ マ レー シア

◆ イ ン ド

◆ オ ース トラ リア

◆ 韓 国

1欧 州 に関 して は 国別 で は な く
、EUレ ベ ル の政 策 を対 象 と した。
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2.ア メ リ カ

1990年 代 に入 ってか らの クリン トン=ゴ ア政権 の一連の情報政策は、 これ まで軍事 ・宇

宙技術開発 中心 に進め られて きた科学技術研究 を産業応用 に転換す る ことで産業競 争力強

化 を推 し進 めて きた。以降で は情報化 政策の流れ を概観 する。

2.1HPCC

当 時 上 院 議 員 で あ っ た ゴ ア現 副 大 統 領 が 提 案 し、1991年 に成 立 したHPc法(High

PerformanceComputingActof1991)とHPCC(HighPerformanceComputingand

Co㎜unications)計 画 が 、近 年 の情 報 政 策 の 起 点 と考 え られ る。HPC法 は5年 間の 時 限立

法 で あ った が 、HPCC計 画 の 一 連 の 流 れ は 、 ア メ リ カの情 報 政 策 の根 幹 を なす もの で あ る。

HPCC計 画 で は 、高 性 能 コ ン ピュ ー テ ィ ン グ シス テム(HPCS)、 研 究 ・教 育 ネ ッ トワー ク

(NREN)、 先 進 ソ フ トウェ ア技 術 とア ル ゴ リズ ム(ASTA)、 基 礎研 究 と人材 育 成(BRHR)、 情

報 基 盤技 術 とア プ リケ ー シ ョン(IITA)と い った プ ロジ ェ ク トが 実 行 され た。

2.2Nl1構 想

クリン トン=ゴ ア政権が誕生 する と、 レー ガン政権時代 か らの産業競争 力強化の政策 を

継承する と同時 に、 ゴア副大統領 をまとめ役 と して一連の科学技術政 策 を打 ち出 した。就

任直後の1993年2月 にはNIIイ ニ シアテ ィブ を発表 した。同年9月 には、9つ の基本原理

を含 むNIIア ジェ ンダが発表 された。

2.3Gli構 想

1994年3月 、 ブエ ノ ス ア イ レス で 開催 され た 国 際 電気 通 信 連 合ITU総 会 に お い て 、 ゴ ァ

副 大統 領 がGII構 想 を発 表 した。 各 国 のNIIを 連 結 し、 グ ロ ーバ ル な情 報 基 盤 を作 ろ う と

い う もの で あ る。GII構 想 につ い て は、班)CC・IT委 員 会 の情 報 基 盤 タス ク フ ォー ス(IITF)

に よ っ て 、GIIア ジ ェ ン ダ(TheGlobalInforamtionlnfrastructure:Agendafor

Cooperation)が1994年 秋 に発 表 され て い る 。

2.4HPC法 失効 とCIC計 画

96年 度 までで実施 され たHPCC計 画が成功 を収 めたの を受 け、HPC法 案失効 後の継承計 画

として開始 された。CIC計 画 では、高性 能 コ ンピュー ター通信(HECC)、 大 規模 ネ ッ トワー

ク(LSN)、高信頼性 システム(HCS)、 人間 との親和 性 を考慮 した コンピュー タシス テム(HuCS)、

人材育成(ETHR)と い ったプロジェク トが実施 され た。各 々の予算額 は下表の とお りで ある。
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付属資料6先 進諸国における情報化ビジョンに関する動向

計画の各 プロジェク トに対 する予算(単 位:百 万 ドル)

FY HECC LSN HCS HuCS ETHR Total 備考

1996

(HPCC)
一 一 一 一 一 1043

予算実

績

1997
453.71

(43.、6%)

259.79

(25.0%)

31.95

(3.1%)

248.82

(23.9%)

45.31

(4.4%)

1039.58

(100.0%

)

予算

要求額

1998
462.43

(41.9%)

288.19

(26.1%)

33.18

(3.0%)

281.12

(25.5%)

38.64

(3.5%)

1103.56

(100.0%

)

予算

要求額

2.5AFrameworkofGlobalEC

電子 商取 引(EC)に 関 しては、1997年7月 、 ゴア副大統領 によ り、GlobalEC構 想 が発

表 された。 その中で、5つ の原則 と検討すべ き9つ の分野 に対す る提 言 を示 してい る。

2.6NGIと 次 世 代 イ ン タ ー ネ ッ ト研 究 法

NGI(NextGenerationInternet)は1996年10月 に構 想 が発 表 さ れ た。 そ して 、1997

年2月 に行 わ れ た大 統 領 一般 教 書 演 説 にお い て、NGI構 築 の支 援 が表 明 され 、98年 度 予 算

に計 上 され た。98年 度 予 算 要 求 額 は、CIC計 画 のLSN2.8億 ドルの うち、1億 ドルがNGIの

予 算 で あ った 。

NGIプ ロ ジ ェ ク トの 目標 と して は、① 先 端 ネ ッ トワー ク技 術 の 試 験 研 究 、② 次 世 代 ネ ッ

トワー クの テス トベ ッ ド、③ 革 新 的 ア プ リケ ー シ ョン、 の3つ が掲 げ られ た。1998年2月

に発 表 され たNGI実 行 計 画 書(lmplementationPlan)で は、 そ の3つ の 目標 が 詳 細 化 され

て い る。

2.71T2

1997年2月 に設置 された大統領情報技術諮問委員会(PITAC)は 、情報技術政策の ビジ

ョン策定 を行 って きた。1998年8月 には、そ の中間報告が発表 され た。 この中間報告 を受

けた形 で1999年1月 に 「21世 紀 に向 けた情 報技術:IT2」 とい う題 名の報告書が提 出され

た。 この報 告書 によれば、「2000年 度 大統領予算教書 において、ク リン トンニゴア政権 は、

情報技 術研 究投資の大幅 な強化 を表明 してい る」とある。特 にHPCC計 画 とは別枠予算 と し

て366百 万 ドルを投 じた連邦政府 の情 報技術研究 におけ る新計 画は、IT2と 呼ばれている。

1999年2月 には、IT2の ドラフ トをまとめた。 この ドラ フ トでは、 重点項 目 として、長期

的 な情 報技 術研究、科学 ・工学 ・国家 のための先進 コンピューテ ィング、情報革 命の経済

的 ・社 会的影響 に関す る研 究の3つ が 示 されている。
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3.EU(欧 州連 合)

3」EU(欧 州連合)の 情 報社会 イニ シアテ ィブ とアク ションプラン

EU(欧 州連 合)に よる情報化への取 り組み と して は、1993年 に欧州委員会が発 表 した

「成長 ・競争力 ・雇用 に関す る白書」 の中で情報通信 イ ンフラの重要性が指摘 された こと

が 出発点 といえる。1994年 には、「ヨー ロッパ とグローバ ル情報社会」(BungemannReport;

同氏 を委員長 とす るタス クフ ォースの レポー ト)が 発表 された。さらに、「欧州 におけ るグ

ローバル情報社会への アクシ ョンプラン」2と 題 す る計 画が1996年 に発表 され、1997年 に

はその改訂が 出 された。 その中で、今後 アクシ ョンが必 要 な領域 と して、 ビジネス環境 の

改善、将来への投資、人間の尊重、 グローバ ルな課題へ の対応が指摘 された。

3.21nterchangeofDatabetweenAdministrations(1DA)プ ロ グ ラム

1995年 には、EU内 の政 府 系 機i関で デ ー タ交 換 を促 進 して い くIDAプ ロ グ ラ ムが 開始 され

た 。 欧州 の 各 国 の カ ウ ンター パ ー ト機 関 をネ ッ トワー ク化 し、 情 報 を共 有 す る とい うプ ロ

グ ラムで あ る。 技 術 面 で は テ レマ テ ィク ス プ ロ グ ラ ムの 研 究 成 果 が 取 り入 れ られ て い る。

3.3電 子商取引に関す る欧州 イニ シアテ ィブ

1997年 には、今後世界 的な発展が期待 され る電子商取引 に関 して、欧州委員会か ら 「電

子商取引 に関す る欧州 イニ シアテ ィブ」3が 発表 され た。 その中には、「グローバ ル市場 に

アクセスす るための イ ンフラ、技術 、サ ービス」、「望 ましい規制枠組み の開発」、「望 ま し

い ビジネス環境 の創出」 に関す る提 案が含 まれていた。

3.4フ レー ム ワ ー ク プ ロ グ ラム

EUレ ベ ルで の研 究 技 術 開発 は 、 フ レー ム ワ ー ク プ ロ グ ラ ム と して実 施 され て い る。 こ

れ は、 持 続 的 な経 済 成 長 、 産業 競 争 力 強 化、 雇 用 創 出 、 社 会 変 化 へ の 対応 に向 け て、1984

年 に、総 合 的研 究 開発 政 策 と して ス ター トした もの で あ る。フ レー ム ワー ク プ ロ グ ラム は 、

EU自 身 が 助 成 金 を拠 出 して い る 。EUの 共 同 研 究 開発 プ ロ グ ラ ム と して は 、 この 他 に

EUREKA等EUが 支 援 し各 国が 推 進 す る タ イプが あ る。

1994年 をス ター ト年 とす る第4次 フ レー ム ワー ク プ ロ グ ラム で は 、情 報 化 に 関連 す る テ

ー マ と して
、 テ レマ テ ィ クス、ACTS、Espritと い っ た プ ロ グ ラム が実 施 され た。

1998年 か ら始 ま る 第5次 フ レー ム ワー ク プ ロ グ ラム の情 報 通 信 関 連 の プ ロ グ ラ ム は 、

「ユ ー ザ フ レン ドリー な情 報 社 会」(IST;User-friendlyinformationsociety)で あ り、

予 算 と して3,600百 万 ユ ー ロが 充 て られ て い る。

2"EuropeattheforefrontoftheGlobalInformationSoCiety:RollingActionPlan" ,1996.11,1997.06
3"AEuropeanInitiativeinElectronicCommerce"

,1997
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付属資料6先 進諸国における情報化 ビジョンに関する動向

ISTは 、 間接活動 と して、一般 的 プロジェク ト公 募に基づ く助 成 に位置づ け られてい る。

費用 分担方式の面 か ら、研 究技 術開発 プロジェク ト、実証 プロジェク トに分 け られ る。

ISTは 、情 報社会の進展 に伴 う新 たな研究 開発 ニーズ を確定す るこ とを目的 としている。

各活動分野の予算 は、下表 の とお りである。

User-friendlyinformations㏄iety(IST)の 内 訳(単 位:millioneuro)

活動 予算

a.Keyactions

i.Systemsandservicesforthecitizen 646

i・i:.NewmethodsofworkandeIectroniccommerce 547

iii.版 」ltimediacontentar司tools 564

i、v.Essenti・aLtechnologiesandinfrastructures 1363

b.Researchandtechnologicaldevelopmentactivitiesofagenericnature:

Futureandemergingtechnologies 319

c.Supportforresearchinfrastructures:

ResearchNetworki:ng 161

3600

ISTは 、利用者(ユ ーザ)に 重点 をお き、情報 の利用促進 や教育 に着眼 してい る。重点

活動分野 としては次の ものが挙 げ られ てい る。

の た めの シス テ ム とサ ー ビスSstemsandservicesforthecitizen

高品質で利用が容易 なシステ ムとサー ビス を開発す るこ とを目的 と してい る。高齢者 ・

心身障害者看護、保健 機関 にお ける遠隔サー ビス、環境 問題、交通 問題等 を重視 してい る。

しい
'と

弓Newmethodsofworkandelectronicco㎜erce

事業経営や取引効率 を改善 す るための研究 開発 を行 う。モバ イル業務 シス テム、売 り手

と買 い手の取引 シス テム、情報 とネ ッ トワークの安全性(プ ライバ シー、知的財産権 、認

証等)を 重視 してい る。

マ ル チ メデ ィ ア関連(Multimediacontentandtools)

各種マルチ メデ ィア製品 ・サ ー ビス に利用 され るインテ リジェ ン トシステムや コ ンテ ン

ツの開発 を目的 とす る。会話型電子 出版(電 子 図書館、仮 想博物館等)、 教育訓練 ソフ ト等

を重視 してい る。

触 とイ ン フ ラ
Essentialtechnoloiesandinfrastructures

情報社 会の基盤 に必 要 な重要技術の開発 を目的 とす る。 コ ンピュー タ通信技術 、 ソフ ト

ウェア工 学、移動体通信 、各種 セ ンサ ーイ ンタフェース、マ イクロエ レク トロニ クス等 を

重視 している。
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4.シ ン ガ ポ ー ル

4.1「IT2000:イ ンテ リジ ェ ン トア イ ラ ン ド構 想 」

情報化国家 をビジ ョンと して掲 げた 「IT2000」 は1991年 に作成 された。その基本計画 は、

国家 コンピュー タ庁(NCB;NationalComputerBoad)が 中心 とな り、 関連す る11の 主要

経済部門の200名 を超 える専 門家の協 力の もと、立案 され た。

IT2000に は、 目標 と して、グローバ ルなハ ブの開発 、生活の質の改善、個人の可能性 の

発 展、が掲げ られてお り、情報通信 イ ンフラ整備 、マルチ メデ ィア ・アプ リケーシ ョンの

開発 ・利用促進 、研究 開発拠点の整備 、情報通信産業の誘致 ・育成 といった施策 を推進 し

て きた。

4.2シ ンガ ポ ール ・ワ ン計画

(1)ネ ッ トワー ク イ ン フ ラ

IT2000の 実 現 を加 速 す る た め の 具 体 策 が1996年 に発 表 さ れ た シ ン ガ ポ ー ル ・ワ ン

(SingaporeOne)計 画4で あ る。 シ ンガ ポ ー ル 全土 に広 帯 域 の 通信 イ ンフ ラ を整 備 し、対

話 型 マ ル チ メデ ィ アの ア プ リケ ー シ ョ ン とサ ー ビス を家庭 、 学校 、 オ フ ィス に提 供 しよ う

とい う もの で あ る。

シ ンガ ポー ル ・ワ ンの広 帯 域 通 信 ネ ッ トワ ー クの 基 盤 は 、ATMス イ ッチ ン グ技 術 に基 づ

くバ ックボ ー ン ネ ッ トワー クで あ る。1-NetSingaporeと 呼 ば れ る コ ン ソー シ アム に よ っ

て 構 築 ・運 営 され て い る。 ア クセ ス 回線 は、ATM(155Mbps)、ADSL(5Mbps;シ ン ガポ ー ル

テ レコム が提 供)、CATV(30Mbps;シ ンガ ポ ー ル ケ ー ブ ル ビ ジ ョンが提 供)の3種 類 が用 意

され てい る。

(2)ア プ リケ ー シ ョン

シ ンガ ポ ール ・ワ ン は、 以上 の ネ ッ トワ ー ク基 盤iに基 づ き、 新 た な ア プ リケ ー シ ョンの

開発 を行 っ てい る。 ア プ リケ ー シ ョ ンの タイ プ と して は、 ニ ュ ー ス ・オ ン ・デ ィマ ン ド、

デ ー タベ ー ス検 索 サ ー ビス 、オ ン ライ ン シ ョッ ピ ング、遠 隔教 育 、行 政 サ ー ビス等 が あ り、

ア プ リケ ー シ ョンサ ー ビス提 供 者 は年 々増 加 して い る。1998年7月 時 点 で 、 合計123の サ

イ トが サ ー ビス を提 供 して い る。 最 近 で は 、診 察 料 が10分 で10～25シ ンガポ ー ル ドル の

遠 隔診 察 サ ー ビス も登 場 して い る 。

行 政 サ ー ビス と して は 政府 シ ョッ プ フ ロ ン ト5があ る 。政府 が扱 う商 品 ・行 政 サ ー ビス を

ネ ッ トワ ー クで提 供 して い る。現 在 で は、寄 付 受付 、自動 車 試験 の 予 約受 付 、健 康 ・医療 ・

観 光 等 に 関す る書 籍 ・ビ デ オの 販 売 、 各種 統 計 情 報 提 供 が 行 わ れ て い る。 将 来 的 には全 省

庁 の サ ー ビスが 出揃 う予 定 で あ る。決 済 はC-ONE(CashCardforOpenElectronicCommerce)

4URLhttp:〃www
.s-one.gov.sg/htmYmainmenu.html

5URLhttp://shop
.gov.sg
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と呼 ばれ る キ ャ ッシ ュ カー ドで行 え る。

4.3電 子商取 引に関する取 り組 み

(1)電 子 商 取 引 ホ ッ トベ ッ ド ・プ ロ グ ラム

国家 コンピュー タ庁 に よって、1996年 に電子商取引ホ ッ トベ ッ ド ・プログラムが導入 さ

れた。 これ は、電子商取 引の利用 を活発化 し、 シンガポ ールを電子商取引 のハ ブにす るこ

とを狙 った ものであ る。

(2)電子商取引政策委員会

1997年 、 国家 コンピュー タ庁が事務局 とな り、金融通貨庁 を始め とす る15機 関の委員

か らなる電子商取 引政策委員 会が設置 された。委員会の下 には、法規制研 究 グループ と貿

易取引研 究 グループの2つ の研 究部会が設置 された。

(3)電子商取引の政策枠組み

1998年4月 、電子商取引政策委員会 によって、電子商取引の政策枠組みが発表 された。

政策枠組みは、次 に示す 「6つ の主原則」 と 「政策提言 とイニ シアテ ィブ」(法 規制 、イ ン

フラサー ビス、普及促進 プログ ラム)か ら構成 されてい る。

(4)電子商取引基本計画

1998年9月 には、電子商取 引基本計 画が発表 された。 目的 はシンガポールの電子 商取引

を活発 に し、電子商取引のハ ブ機能 を強化す ることであ る。具体 的な 目標 と して、2003年

まで に、取引 の50%以 上 を電子的 に行い、電子商取引の取引高 を40憶 シ ンガポール ドルに

す ることを掲 げている。

4.4ベ ンチ ャー振 興 策

国家科学技術庁(NSTB)は1998-2000年 間に、1億800万 シンガポール ドル を予算化 し、

ハ イテ ク企業 を支援す るTIP(テ クノロジー ・イ ンキュベー ター ・プログラム)を 開始 し

た。研究 開発費等の コス トを2年 間 にわた り最大85%補 助 す る(運 転 資金 は1企 業年間30

万 シンガポール ドル に制 限)。
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5.マ レ ー シ ア

5.1ビ ジ ョン2020

マハテ ィール首相 は、1991年 に行 った講演 の中で、2020年 まで に先進 国する とい う国家

目標Vision2020を 打 ち出 した。今後30年 間にわた り年平均7%の 経 済成長 を実現 させ、

GDPの9倍 増、所得4倍 増 を達成す る とい うものである。 その一環 として、情報通信産業

を戦略的 に育成す る ことを推進 してお り、 それ を実現す るための開発計画 がMultimedia

SuperCorridor(MSC)で ある。

5.2マ ル チ メ デ ィ ア ・ ス ー パ ー ・ コ リ ドー

(1)マ ルチメデ ィア特 区

MSC計 画の中核が、マルチ メデ ィア特 区であ る。競馬 場跡地 に建 設 され るクアラル ンプ
ール ・シテ ィ ・セ ンター、政府機関が移転 す るクアラル ンプール郊外 新都市 「プ トラジ ャ

ヤ」、情報通信企業 を誘致す るサ イバー ンデ ィ、新空港等 を含 んでい る。

(2)MSCス テー タス

MSCで 活動 す る企業 に対 して、申請 に基づ きMSCス テー タスが与 えられ る。申請書 に基

づ き、審査委員会 による審査 が行 われる。MSCス テー タスが与 え られた企業 には、最大100%

の免 税、マ ルチ メデ ィア機器 の課税控除、外資規制撤廃 、外 国人雇用 の 自由化等 の優遇措

置が とられてい る。 これ によって、アジアの 「シリコンバ レー」 を目指 してい る。

(3)フ ラグシ ップアプ リケーシ ョン

MSC計 画の 中で重要な事 業が フラグシップアプ リケー シ ョンと呼 ばれ る応用開発 である。

大 き く2つ に分け られ、1つ は政府が主導 し、公共セ クター、国民が活用す る 「マルチ メ

デ ィア開発」であ る。 もう一方 は民間企業の活力 を利用 し、民 間企業の活性化 を図 って い

く領域 である 「マルチメデ ィア環境」で ある。

マルチメデ ィア開発 フラグシ ップアプ リケー シ ョンには、次 の4つ の アプ リケーシ ョン

があ る。

電子政府(首 相官邸)

政府内部の業務効率化 と国民 に対す る行政サ ー ビスの向上 のため、ネ ッ トワー クを用 い

た電子化 を図る。パ イロ ッ トアプリケー シ ョンと して、ライセ ンス更新/料 金支払 、調達 、

首相 オフィス、 人的資源管理情報 シス テム、 プロジェク トモニ タリングシステムがあ る。
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付属資料6先 進諸国における情報化 ビジョンに関する動向

多 目的 カー ド(BankNegara)

チ ッ プ を組 み込 ん だ多 目的 カ ー ドの た め の共 通 プ ラ ッ トフ ォー ム を 開発 す る。 パ イロ ッ

トア プ リケ ー シ ョ ン と して、 チ ップ ア プ リケ ー シ ョン(国 民ID、 自動 車 免 許 、 入 出 国 、健

康 、 電子 現 金/金 融 機 能)、 ア クセ ス キ ー ア プ リケ ー シ ョ ンが あ る。

ス マ ー トス クー ル(教 育 省)

学校 における教育 、経営 に情報技術 を用 いる。パ イロ ッ トアプ リケー ションと して、教

育 ・学習教材、評価 シス テム、学校経営 システムがあ る。

遠隔医療(厚 生省)

医療 時報 とバ ーチ ャル医療サ ー ビスの連携 によ り、医療 サー ビスの影響方法 を劇 的に変

える。パ イロ ッ トアプ リケーシ ョンと して、パー ソナル化 した健康 情報/教 育、継続的医

療教育、遠隔 コンサルテー シ ョン、生 涯健康計画がある。

マ ル チ メ デ ィア環境 フ ラ グ シ ップ ア プ リケー シ ョンに は、 次 の3つ の ア プ リケ ー シ ョ ン

が あ る。

研究開発クラスター(科 学技術環境省)

MSCに マ ルチ メデ ィア研 究 開発 セ ンターの集積 を形成す る。 また、その核 として新設 の

マ ルチメデ ィア大学が ある。

ワール ドワイ ド製造 ウェブ(通 商産業省)

高付加価値製造業がマルチ メデ ィアや情報技術 を活用す るための環境 を提供 し、MSCを

ハ ブにす る。

ボ ー ダ レ ス ・マ ー ケ テ ィ ン グ ・セ ン タ ーMDC'MultimediaDevelomentCoration

マ ルチ メディアを使 って、マ ーケテ ィングメ ッセージ、カス タマー ・サポー ト、情報商

品 を作 り、届 けようとす る企業の ための環境 を構築す る。特 に、テ レマ ーケテ ィング、 オ

ンライ ン情報 サー ビス、電子商取引 、デ ジタル放送 といった事業領域 を焦点 に充 ててい る。

(4)関 連法

マルチメデ ィア、情報技術 に関連す る法規制の整備が進め られている。著作権法改正、コ

ンピュー タ犯 罪法、電子署名法 、遠 隔医療法、電子政府法等があ る。 また、通信マ ルチ メ

デ ィア法(1998)に より、通信、情報処理 、放送の技 術的一体 化 を受 け、統 一監督機 関 を設

置す る。

(5)状 況

1997年 度 政府 予 算 の1.2%(721,400kRMニ300億 円)がMSCに 充 て られ た。 通 貨 危機i等 厳
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しい状況が伝 えられ るが、マハ ティール首相 はMSC計 画 に変更が ないことを強調 してい る。

MSCス テー タスを取得 してい る企業 は、205社 を超 えてい る(そ の内100社 以上が操 業開始)。

また、電子商取引 に関 しては、E-Co㎜oerce基 本計 画 を策定 中であ る(マ ルチ メデ ィア

開発委員会)。
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付属資料6先 進諸国における情報化 ビジョンに関する動向

6.オ ー ス トラ リ ア

6.1成 長 のための投資

オース トラ リア連邦政府の ジ ョン ・ハ ワー ド首相 は、1997年 末 に 「成長の ための投 資」6

と題 する計画 を発表 した。その中 には、将来 ビジ ョンとして次 の点 が掲 げ られている。

◆輸 出志 向で、技 術的 に発達 した競争力のあ る製造部 門

◆オース トラ リアを域内で東 京 に次 ぐ主要金融セ ンター とす る質の高 いサー ビス産業

◆それ 自身が雇用拡大 、輸 出、新 規 ビジネス機会 などの重 要 な源泉 であ り、 また経 済全

般 にわた り他 の産業 に変化 を及ぼす情報産業

◆大企業 を補完 し、多 くの新規企業 やアイディアが生 まれ る、活気 のあ る小規模 ビジネ

ス部 門

◆域内 を始 め各地へ のオース トラ リア商 品 とサー ビスの輸 出

計 画では今後5年 間に12億6,000万 ドルを投入 し、投 資、輸 出貿易、新 ら しい高成長産

業 の革新 な どを促進 してい くことを表明 してお り、以降 に示 す よ うな課題へ の取 り組みが

示 されている。

(D事 業革新の奨励

企業 や経済 の競争力 向上 のための主要な推進力 は革新性 であ る。 オース トラ リア政府 の

革新計画 は、場合 に よっては市場 における研究開発 に関 して援助が必要 なこ とを認識 して

いる。政府 は、このため今後4年 間に、ビジネス革新のため10億 ドルの拠 出 を予定 してい

る。

研究 開発費 に対す る125%の 課税 控除 に加 えて、研究開発 着手援助計画(R&DStart)を 拡

大 して、今後4年 間に、5億5,600万 ドルを追加拠 出す る。 この期 間の研究 開発着手援助

計画の予算総額 は7億3,900万 ドル になる。

また政府 は、4,300万 ドルの基金 を追加 して、今後4年 間に、総額1億5,300万 ドルを

拠 出 し、新投 資基金計画(lnnovationInvestmentFundProgramme)を 拡大 す る。 ベ ンチ ャ
ーキ ャピタルへ の資本投 下 も促 進す る

。 この一連 の基金追加 に よって、オース トラ リア国

内のベ ンチ ャーキ ャピタル市場 開発 の成功 に必要 な資金 が確保 される。 これ は小規模 なハ

イテ ク企業 を直接の対象 に した もので、計画 の幅 を広げ業界 か ら強い支持 を得 てい る。

また、7,200万 ドル を追加 し、今後、4年間 に、総額1億800万 ドル を支出 して技術 の普

及 を促進す るための施策 を講 じる。

6"lnvestingforGrowth -TheHowardGovernment'sPlanforAustralianIndustry"
,1997
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(2)投 資の促進

政府は、必要以上の投 資 イ ンセ ンテ ィブは用意 しないがい経済や雇用 に大 きな利益が期

待 され るものに対 して戦略的 プロジェク トや刺激策 を講 じる。 こうしたイ ンセ ンテ ィブの

必要性 を査定 する基準 を明確 に し、調整す るため、戦略投資調整官 に任命 し、関係各省 と

の 円滑 な連絡 を保 った り、 イ ンセ ンテ ィブの供与が正当化 ざれた り、政策の変更 を必要 と

す るプロジェク トについて、首相 を通 じて内閣に勧告す る。

また、外 国の投資促進 を図るため 、「インベス ト・オース トラリア」とい う機 関 を設置 し、

今後4年 間に、毎年1,100万'ド ル を拠 出するご.

(3)貿 易収支の改善

APEC内 にあ って、 オース トラ リアは、2010年 か ら2020年 までの 間の貿易 と投 資の 自由

化 を目指 してい る。今年我 々 は、食品、化学製品、エネ ルギー、その他 オース トラリア が

提 案 した主要部門 を含 む15の 分野 で、 自由化 め前倒 しを提唱七 た。 政府 はぺ 引 き続 き市

場 ア クセスや規格整合 に要す る過度の経費 を削減 して、域内に お ける製造拠点 と しての オ
ース トラリアの魅力 を向上 す るためk・TRADEXと 名付 け られた 「保税製造制度」の導入等 を

行 う。

(4)金 融 セ ン ター と しての オ ー ス トラ リア

オ ース トラ リア を世 界屈 指 の金 融 セ ン ター に と し、 成 長 して いる 金 融 サ ー ビス セ ク ター

か ら利益 を獲 得 す る。 金 融 セ ン ター と して の オ ニ ス トラ リ アの 将来 性 を高 め る さ らな る 選

択 肢 提供 の ため 、 金融 部 門 諮 問 委 員 会(FinancialSectorAdvisoryCouncil)に 特 別 班 を設

立 す る。

(5)・清華艮イヒ日寺{£

台頭す る世界経済は、情報 と知識 が鍵 となってお り、 この ような時代 に どの ように立 ち

向か うかが、経済成長や雇用 機会等 に太 き、な影響 を及 ぼす。政府 は、既 に情報経済大 臣の

管轄下 に国家情報経済 オフ ィス(NationaレOfficeoftheInfor血ationEconomy)を 設 け、

情 報化政策 を調整 して きた。 引 き続 き、政府 は次 の点 を推進 してい く。

◆柔軟 な規制 ・枠組み に基づ き産業 と消 費者 の間の信頼 関係 を醸成す る

◆オース ドラ リア連邦 が先端技術 のユーザー となる

◆情報産業 の基盤 を改善す る

◆情報化時代 へのア クセス、特 に地方や遠隔地、障害者 な どのためのア クセス支援 と社

会 における情報関連技術習得 を支援 ・促進す る

今後4年 間 に、2,800万 ドルを投 じて建設す る優秀 なソフ トウエ ア工 学や実験施 設な ど

を通 じて、新 規投資 を誘致 し、比較 優位性 を促進 す るため、情報 産業 アクシ ョンプ ラ ン
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付属資料6先 進諸国における情報化 ビジョンに関する動向

(lnformationIndustriesActionAgenda)を 導 入 す る。

そ の結 果 、2001年 まで に イ ンター ネ ッ ト上 で 適 切 なすべ て の行 政 サ ー ビ スが 施 せ る よ う

に、 コ ン ピュ ー タ ー に よる総 合 的 な サ ー ビス を 開始 す る。 ま た政 府 は、 情 報 産業 機 器 製 造

に必 要 とな る素 材 ・部 品 の輸 入 関税 を免 除 す る。 イ ンター ネ ッ トを通 じて電 子 的 に発 注 さ

れ 、 配達 され る商 品 に対 す る免 税 措 置 も存 続 させ る。 イ ン ター ネ ッ トへ の情 報 税 を課 税 し

ない 。
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7.イ ン ド

7.1情 報 技 術 ・ソ フ トウ ェア開 発 タ ス ク フ ォー ス

イ ン ドは、情 報 技 術 産 業 を強 化 し、10年 の うち に イ ン ドを世 界 最 大 の ソ フ トウ ェ ア生 産

国/輸 出 国 とす る ため の 政 策 を展 開 して い る。 まず 、1998年5月 、 「情 報技 術 ・ソ フ トウ ェ

ア 開発 タス ク フ ォース 」(NtationalTaskForceonInformationTechnology&Software

Development)を 設 置 し、国家 情 報 政 策 の立 案 に着 手 した 。そ の検 討 内容 はWeb上 に公 開 さ

れ てお り、 しか も、 イ ン ド内外 の専 門 家 か らの 助 言 を得 なが ら作 業 を進 め る とい う開か れ

た政 策 立 案 過程 を とっ て い る。

最 初 の 作 業 と して、 議 長 はWeb上 で 内 外 の 専 門 家 に次 の よ うな課 題 に関す る提 案 を求 め

た 。

◆イ ン ドは国家情報 インフラ(NII)を 構築す るため に何 をすべ きか

◆政府 はITを どの ように活用で きるか、特 に国民 のために

◆大学 、専 門学校の質 を向上す るため にITを どの ように活用 で きるか

◆イン ドのイ ンター ネ ッ ト上 の コンテ ンツをどの ように作 るか

◆サイバースペ ースの ため にどの ような法規制が必要か

◆中小企業 はITを どの ように活用で きるか

◆英語 を話せ ない人がITを 活用す るには どうす るか

◆教育 ・訓練 されたIT専 門家の数(上 級 か ら底辺 まで を含め)を 拡大す るにはどう した

らよいか

◆部 品 と最終製品双方の産業集積 をどの ように作 ってい くか 等

7.2情 報技術 アクションプラ ン

1998年7月 に 、 タ ス ク フ ォ ー ス は 、 「情 報 技 術 ア ク シ ョ ン プ ラ ン」(lnformation

TechnologyActionPlan)を 発 表 した 。 そ の 中で 、 下 記 の3つ の 基 本 目標 が掲 げ られ て い

る。

情 報 イ ンフ ラの 加 速

世界 第一 級 の情 報 イ ンフ ラス トラ ク チ ャの構 築 を加 速 す る。 光 フ ァ イバ 、 衛 星 通 信 、 ワ

イヤ レス通 信 に よ り、 地域 情 報 イ ンフ ラ(LII)、NII、GIIを シー ム レス に相 互 接 続 し、全

国 規模 の高 速 イ ンター ネ ッ ト、 エ ク ス トラネ ッ ト、 イ ン トラ ネ ッ トを保 証 す る。

ITEX-50目 標

2008年 まで に、ITソ フ トウェ ア とITサ ー ビス の輸 出額 を500億 ドル にす る。

2008年 にすべ ての人 に利用 で きるIT
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付属資料6先 進諸国における情報化 ビジョンに関する動向

PC/セ ッ トトップボ ックスの普及率 を1998年 現在の500人 に1台 か ら2008年 までに、50

人 に1台 に引 き上げ る。60万 個所 の電話局 を多様 なマルチメデ ィアサー ビス を提供す る電

話情報セ ンターに変革す る。 さらに、IT普 及促進 のための、政府 の ネ ッ トワーク化、テ レ

バ ンク、遠隔医療 、遠 隔教 育、電子 図書館、電子商取引等 の施策 を展 開 してい く。

計画の中 には、 これ ら3つ の 目標 に関 して、108つ の具体 的 な提 言が含 まれ ている。

7.3情 報技術 ア クションプラ ン(パ ー ト|1)

前掲 の7月 に発 表 され た情報技術 アクシ ョンプ ランは、お もにソフ トウェアお よび関連

サー ビス を対 象 とした ものであったが、10月 に発 表 されたパ ー トIIで はハ ー ドウェアに

焦点 を充 てている。

SBIT(SoftBondedITUnit)の 導 入

製造施 設 を無料 、無担保 で利用 で きる企業。免税等の特典が あ り、輸 出が奨励 されている。

SBITゾ ー ンの 整 備

複数のSBITが 共用 す るイ ンフラ ・施設。

7.4情 報技 術 アクションプラン(パ ー トllD

1999年4月 に発表予定 のパ ー トIIIで は長期情 報技術政策 に関 して下記が示 されている。

◆IT産 業 に関する戦略政策

◆IT研 究/設 計/開 発

◆IT人 材 開発

◆市民ITイ ンタフェース

◆コンテ ンツ制作 とコンテ ンツ産業

◆マイ クロエ レク トロニクス

◆SankhyaVhiniプ ロジェ ク ト

◆金融 のための情報技術

◆ITの ための組織構 造
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8.韓 国

韓国の情報化政策 に関す る主管官庁 は一1992年 まで通信部 ど商工部 に分 かれていたが、.同

年統合 され、情報通信部(MIC;Ministryofhfδrmation、andCo㎜unication)が 新設 ざ

れた。金大 中政権発 足後 は、、情報 産業 が ・IMF体制克服 のための産業効率化 におけ る 「戦略

産業」である と位 置づ け、・情報化 政策 を強化推進 している。

8.1韓 国情 報 基 盤(Kll)

1995年 に ス タ ー ト し た 韓 国 情 報 基 盤 イ ニ シ ア テ ィ ブ(KII;.KoreaInformation

InfrastructureInitiative)に 基 づ き、翌 年 情 報 化 促 進 基 本 計 画 が 策 定 され 、 さ らにil'997

年 には情 報 化促 進 ア ク シ ョン プ ラ ンが 明 らか に な っ た。 情 報 化 基 本 計画 は、3・つ の フ ェ ー

ズ か ら構 成 され て お り、 そ れ ぞれ の フ ェ ーズ の 目標 が 規 定 され て い る。2000年 まで の第1

フ ェー ズで は、 優先 度 の 高 い10の タ ス ク と して 下 記 が掲 げ られ て い;61。'

◆小さいが、電子化され効率的な政府を実現する

◆情報社会で有用な人材を育てるための教育情報基盤 を構築する

◆国家の知識ベースを拡充するために学術研究データにアクセスで きる環境 を作る

◆産業全体にわたり情報化を促進 し、企業競争力を高める

◆情報化により社会インフラの利用率を高める

◆地域開発に向けて地方の情報化を支援する

◆情報技術の利用により医療サービスを向上させる

◆災害対策のための安全管理データシステムを構築する

◆国防 ・外交情報システムのセキュリティを高める

韓国政府 は、情報化 の基盤であるKII構 築 を重要政策 として推進 してい る。計 画で は、

韓国政府情報基盤(KII-G)と 韓 国公用情報基盤 ・(KII-P)を2010年 まで に完成 させ る予定

で ある。 まず、KII-GをATMベ ースの光 ケーブルネ ッ トワらクによ り2002年 まで に完成 さ

せ、その後KII-Pプ ロジェグ トを推進 す る計画 である。1988年 の 白書'「21世 紀 の情報社

会 の構築」7に よれば、現時点で、 ネ ヅ トワ}ク は、 ソウル、 プサ ン等 を含む80の 地域 に

展 開 されてい る。主要都市 で は電話 局 と配信先 の間 に光 ケーブルが敷設 され、光 フ ァイバ

ケーブルは1,018の 大規模 ビルに敷設 された。N-ISDNは103の 地域が利用可能 とな り、配

信先 は合計66,300箇 所 となった。CATVネ ッ トワー クの配信先 は合計7.44百 万箇所 となっ

た。

7BuildinganInformationSociety,in'the21stCentury
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付属資料6先 進諸国における情報化 ビジョンに関する動向

82構 報社会 に向 けて の韓国の ビジ ョン

1999年3月 現在 、情報通信部 はイ ンターネ ッ トに発表 してい る 「情報社 会 に向けての韓

国の ビジ ョン」8の 中で、次の ような方向を示 してい る。

(D生 産性の向上

◆ 政府 の リエ ンジニア リング

政府機関 を高速 ネ ッ トワークで結び、職 員 にPCを 与 える こ とによ り、ペ ーパ ー レス政

府が実現で きる。 また、1998年 には政府、 自治体 ごとにCIOを 任命 した。政府調達 には

EDIを 導入す る。市民サ ー ビスはイ ンターネ ッ トを通 じて行 えるよ うにす る。

◆ 企業 リス トラの支援

韓国標準の税務 、会計モ ジュー ル等 のERPと コ ンサルテ ィング方法論 を開発 す る。

◆ 電子商取引 の促進

政府調 達、国防 と建 設分野 のCALSで 、EC市 場化 を図 ってい る。い くつかの プロジェ

ク トで は、消費者向けのECが 開発 されている。ECの ための技術 開発 と標準化作業が行

われている。

◆QOL(ク オリテ ィオブ ライフ〉のための情 報化

教育のための情 報環境、ヘ ルス ケア ・福祉 のための情報化 、国防 ・環境管理 のための

情報化、文化 と情報化 、地域 コミュニティの情報 化を進め てい く。

(2)よ りより情 報化環境 の構築

◆KIS(韓 国情報 スーパーハ イ ウェイ)の 構 築(KII)

知識ベ ース経済 にお いて、経済活動の中心は コ ミュニケーシ ョンで ある。その ために

必要 な高速情報 ネ ッ トワークを早期 に構築 する。

◆ テス トベ ッ ドネ ッ トワー ク と地域パイロ ッ トプロジェ ク ト

中小企 業が先端技 術 の研 究 開発 に利用 で きる ような共 同研究 開発 セ ンター を設置 し

た。

◆APII

1997年 の韓 日テス トベ ッ トプロジェク トに基づ き、韓 国一 シンガポール、韓国 一中国

テス トベ ッ トプロジェク トを実施する。 ソウルにAPII共 同セ ンターを設置 した。

◆ 関連 法規制のオーバーホール

1995年 か ら1997年 にか け、63の 法改正 を行 った。引 き続 き、関連法 の見 直 しを行 って

い く。

◆ 通信 サー ビス利用 の環境改 善

通信サ ー ビス利用 の環境改 善 と して、PC普 及 率の向上促進 、情報技 術 リテ ラシーの

8Korea'sVisionfortheInformationSociety
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改善、優良な コンテンツの開発、情報化 キ ャンペ ーンの実施 を図ってい く。

◆ 効率 的なセ キュリテ ィ指標

インターネ ッ トとオンライ ンサ ー ビスの拡大 に伴い、効率 的なセ キュ リテ ィ指標の快

活 を急 ぐ必要があ る。

◆Y2K問 題 の解決

定期 的 に2000年 問題の解決状況 を評価す る。 また、中小企業 向けに2000年 問題対応

のための融資 を行 う。
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付属資料6先 進諸国における情報化ビジョンに関する動向

9.各 国の情報化 ビジョン/政 策の比較 と特徴

以上 の各国の情報 化 ビジ ョン/政 策 の調査結果 に基づ き、各国の状況 を比較 し、全般 的

な傾 向 ・特徴 を整理す る。

9.1情 報化 ビジ ョン ・政策の位置づ けと推進方法

情報化 ビジ ョン ・政策の位 置づ け と推進方法 に関 して、以下 の ような特徴 を指摘す るこ

とがで きる。

(1)情 報化 が21世 紀 の国の戦 略課題 であることの認識

今 回調査 した国は、いずれ も情報技術が社会、経済 に多大 な影響 を与 え、経済活動 を効

率化 し、国民生活 を豊か にする上 で情報化が極めて重要 な要素である ことを指摘 してい る。

また、情報通信産業 を、それ を実現す るため、経 済発展の ための戦 略産業 と して位置づけ、

国際競争力の強化 ・育成 を図ろうと している。

また、 この ような認識 の背景 として、工業経済 か ら情報経済へ の シフ トが進 んでいるこ

と、その中で情報 や知識 の付加価値が高 まるこ とを理解 し、産業界等 関係 者 に対す る啓発

を進 めている。

(2)ト ップレベル組織 に よる強力な リーダーシップ

情報化 に係 るイニ シアテ ィブ、プロ グラム を、 国の元首直轄 の組織 と して統括 し、強力

な リーダーシ ップを もって実施 してい る場合が多 い。

アメ リカの ク リン トン=ゴ アや、マ レーシアの マハ ティールの ように、国家元首 自身が

リーダーシ ップを発揮 し、情報化 プログラムを推進 している場合 もある。 また、 それ以外

の国において も、省庁 の壁 を超 えた機能横断委員会 を設置 し、国家 レベ ルの重要課題 とし

て情報化 プログラム を推進 している。

また、省 庁 レベ ルで も、情報 と通信 ・放送の技 術的 ・サー ビス的融合 を踏 まえ、 ここ数

年間で情報 産業 と電 気通信産業 の主管官庁 を統合 した国が多い。

(3)政 策立案過程 での インターネ ッ トによる対話 の利用

情報社会 で は政策立案過程 自体 の変 革 も求め られ る。 各国の政策立案過程 にお いて、イ

ンターネ ッ トが有効 に使 われていた。 インターネ ッ トで政策案 を開示 し、それ に対 する フ

ィー ドバ ック コメ ン トを受 け付 けてい るケースが多い。例 えば、 イ ン ドにおい ては、イ ン

ターネ ッ トに よ り政策課 題 に関 して広 く意見 を集 め、計画策定 してい くとい う方式 を採用

していた。
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(4)国 の役 割 と民間部門 との連携

国 と民 間部 門 との連携 も重要 な側面 で あるb今 回調査 した国の情 報化 ビジ ョン ・政策で

は、国の役割 を次の ように設定 してい た。

◆情報社 会のための高速 ・大容量通信 ネ ッ トワー クの整備

◆情報通信 ・放送等 デ ィジ タル化 に伴う 関連業界 の規制緩和 と競争の促 進

◆情報社 会に必要 となる法体系(知 的財 産権 、 プライバ シー保護、決済等)の 整備

◆電子商取引等新 たなアプ リケー シ ョン構 築 に必 要 な技術 開発の支援(助 成等)

◆イノベーシ ョンと公正競争、そ して リス ク回避のための規格 ・技術標準の調整

◆電子商取引等 新 たなアプ リケー シ ョン立 ち上 げの ため のパ イロ ッ トプ ロジェ ク ト

の推進

◆情報通信産業 を育 成するためのベ ンチ ャー企業の支 援 、(税制支援 一助 成等)

これ らに対 して、民 間企業 は、パ イロ ッ.トプロジェ ク トへの参画、研 究 開発の補助 、ベ

ンチ ャー起業 に よって貢献す るこ とになる。 しか し、商 品化や起業化 に関 して国が どこ ま

で コミッ トで きるか については議論が分 かれ る。

(5)他 国、他地域 との連携

情報社会 においては、いろい ろな面で グローバル化 が進展す るα したが っ・て、各国の情

報化 ビジ ョン、政策 も地球規模の視野 を有 してい る。

規格 ・技 術標準や取引 ルールに関 しては、国際標準化機構(ISO)'、 世 界貿易機 関 くWTO)、

世界知的所 有権機関(WIPO)と いった国際機 関 との調整が必 要であ・ゆ、 また業界 におけ る

ワール ドクラスの リー ダー企業 を無視す るこ とはで きない。

また、 自国の産業競 争力 を高め るため には、 国際的 な分業 とアライアンス とい う観点 か

ら自国産業 のポジシ ョニ ングをす る必 要があ る。 さらに、技術、資金の国際調達が必要 で

あれば、 それ に適 した優 遇税制等 の環境づ く りが必要で あるb

今回の調査対象国で は、他国、・他地域 との連携範 囲は異 なる が、いず れ も地球規模 での

情報社会 の進展 を見通 している。

9.2情 報化 ビジ ゴン/政 策の内容

情報化 ビジ ョン ・政策 の内容 に関 して は二 以下の よ うな特徴 を指摘す る ことが で きる。

(1)持 続 的成長 と中長期的課題の重視

前節で指摘 したよ うに、 国の役 割 と しては、,基盤 ・環境整備が重視 されていた。 また、

情報社会 の進展 と同時 に、将来の大 きな課題 として指摘 されている 「環境」 「健康 ・医療」
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付属資料6先 進諸国における情報化ビジョンに関する動向

i「高齢者福祉」 とい った問題解決 に貢献する視点 も掲げ られ てい る場合が多い。

(2)通信 インフラの整備 と情報通信 ・放送産業の改革

情報社会 におい ては、情報 ・知識 を伝達す る通信 インフラが極 めて重 要である。 マルチ

メデ ィア技術、 デ ィジ タル技術 、 インターネ ッ トの発展 をい ち早 く取 り入れ、情報社 会 を

先導 しでい くため に、各国では通信 インフラの整備 を最優先 課題 として取 り組んでい る。

また、それを推進す るための事業 主体 を整備 し、国際競 争力 を高 め るため、情報通信産

業お よび放送産業の規制緩和 を推 進 している。

(3)産 業の情報化 ～ 電子商取引の推進

情報社会の実現の中で も、産業の 国際競争力 を左右す る産業の情報化が大 きなテーマ と

なっている。具体的 には、電子商取引の推進であ り、各国で は、電子商取引 の基本枠組み

や アクシ ョンプランが策定 されている。

アクシ ョンプランの構 成 としては、電子商取 引 を支 える取 引ル ールの標準化や法体系の

整 備、それ を実現 す るための技術 開発(認 証、暗号等)、 普及加速 のためのパ イロッ トプロ

ジェク トの推進等が挙 げ られ る。

(4)行 政の電子化

行 政の電子化 も調査 した国すべ てで実施 されていた項 目で ある。行政サ ービスの ネ ッ ト

ワー ク提供 、行政事務 の効率化 を狙 った ものが多 い。

行政の電子化 は、新 たな情報技 術 に関 して初期需要 を作 る とい う役割 もあ り、情報産業

育 成の観 点か らも重要視 している国が多い。

(5)科学技術研究の支援 ・環境整備

今 回調査 した国の中では、ア メ リカ とEUに 関 しては、政策 の中で も科学技術研 究の支

援 や環境 整備 も重 要な位置づ け になっていた。他の国で は、産業 、社 会 に対す る応用研 究

や学校教育環境整備 に関す る取 り組 み はな されているが、科学技術研 究 自体への支援 は比

較 的軽 い。

(6)先 進的ア プリケー ションの開発 ・育成 ～ 技術 とビジネスモデルの協創

各国の情報化の展開 において、先進 的なアプリケーシ ョンの 開発 ・育成 を重視 してい る。

イ ンターネ ッ ト上 での検索エ ンジ ン、情報提供サ ー ビス、サ イバ ー シ ョップ、 さらにはネ

ッ ト ・オー クションといった ビジネスモデルは、http、 ㎜Vと いった新 た なインター ネ ッ

ト技術 によって創造 され た ともいえ る。この ように、潜在需要が顕在 化す るプロセス は新

たな技術 を媒介 に した創発的 プロセスである。各国では、 この ような観点 か らマルチ メデ

ィア、 イ ンターネ ッ トとい った新技術 の用途 開発 を指向 してい る。
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(7)関 連法規の整備

電子商取引の項で も指摘 したが 、情報社会 において必 要 とな る法規制が必要 となる。 コ

ンテンツや技術 に関す る知 的財産権 、個 人情報等 の扱 い に係 る プライバ シー保護 の問題 、

電子商取引 に係 る認証 、決済等 の問題 である。 各国では これ らの点 に関す る法体系 の見 直

しと整備が進 め られ てい る。
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10.わ が国の情報化 ビジョン策定 に関す る考察

10.1概 要

前章 まで、情報技術先 進国ない し情報先進国 を目指す各国の情報化 ビジ ョンを調査 ・分

析 して きた。 それぞれの国が情報技術 を産業 ・社会の重要基 盤 と認識 して、国家 の高い レ

ベ ルにお いて情報化 ビジ ョンを打 ち出 し、それぞれの事情 に応 じた基盤 の整備 ない し研 究

開発 を展 開 しつつあ る。米 国では情報 スーパーハ イ ウェイ構想で情報技術基盤 を掲 げ、HPCC

計画等 によ り科学技術分 野 を支援 し、民 間 も戦略的 な情報技術投 資 を積極 的 に行 な ってお

り、現在の好調 な経 済状態 を支えてい る。 さらに、今年 に入 ってPITAC報 告 やIT2ビ ジ ョ

ンで は基礎 的研 究開発 を重視 して中長期的 な発展 を保証 しようと している。 国内市場 の規

模が小 さ く、独 自の情報技術 開発力 の小 さい シンガポールやマ レーシアな どでは、国際標

準の先 進的 な情報技 術基盤 を整備 す ることによって、地域のハ ブ としての地位の強化 や先

進的企 業の誘 致 を図 っている。 オース トラリア、 イン ド、韓国でも情報産業の強化、情報

基盤 の整備 を活発 に進 めている。

わが国は国土が狭 く、天然資源 に乏 しいが、教育水準 が高 く、勤勉 な国民性 を背景 に、

国際 的競争力 を持つ基幹 製造業 によって経済的発展が築かれて きた。今 後 もわが国の繁栄

にとって、高度 な技術 に支え られた製造業の強 さが最 も重要 な前提 となろ う。そ こで、 わ

が 国における情報化 ビジ ョンは、21世 紀 に向 けた製造業 の高度化 を狙 い とす るのが適 当

である。製造業の高度化 を直接 に担 うのは各企業 だが、情 報社 会基 盤の整備や基礎 的な研

究 開発 は国が推進す る必 要が あ り、情報化 ビジ ョンはそれ らの重 点的課 題 と考 え方 を示 す

もの とす る。

情 報社会基盤 ・環境の整備 としては、 ネ ッ トワー ク ・通信 インフラ整備 ・強化の支援 、

ネ ッ トワー ク新技 術実験 の支援、法律 ・規制 な どの制度 の情報化社会 に向けた適 合化か ら

人材 育成な どが ある。(基 礎 的 な研究 開発 は、長期 的で リス クを伴 うため、国が推進すべ き

であ り、特 に、(1)デ バ イス基礎技術 か らヒューマ ンイ ンタフェース に至 る情報技術 の基

礎研 究、(2)科 学技術研 究開発 の方法 を革新 しつ つある計算科学(計 算機 による仮想実験)・

やイ ンフォマテ ィクス(大 量 の情報整理 ・解析技術)が 、情 報産業 を含 む製造業 の強化の た

めに重 要な研究 開発推進 領域 と考え られる。 その他、 ソフ トウェア産業 の強化 、 よ り効果

の高 い国の推進 ・支援 す る研究 開発 のあ り方 の実現、等、 わが国独 自に取 り組 むべ き個別

的な課題 もあ る。

10.2情 報社会基盤 ・環境 の整備の考 え方

狭い意味の情 報社会基盤 ・環境 の整備 は、 ネ ッ トワー ク ・通信 インフラ整備 ・強化 の支

援 、 ネ ッ トワー ク新技術 実験の支援、法律 ・規制 などの制度面 な ど、 目に見 える情報通信

インフラと制度 的イ ンフラである。 これ らは短期 的 に取 り組 むべ き課題 でる。

広 い意味 の情報社会 基盤 ・環境 の整備 は、人材 や競争 的環境 な ど、無形 の もので あ り、

中長期 的な取 り組 み を必 要 とす る。情報技術 を担 う人材 の育成 は重要課題 であ り、先端技

術 開発 、実用技術 開発 、技術 要素 を組み合 わせ て実際の 問題 に適用す る システム技 術 とい
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ったスペ ク トルを厚 くカバーす る必 要が ある。

わが国の製造業 は、国内市場 の厳 しい競争、利用者の厳 しい注 文が鍛 え、世界 を リー ド

す る品質 に高 め られ たと言 われてい る。情報産業 にお いては、導入側の利用技 術や比較評'

価 力が十分で ない等 によ り、必ず しも競争的環境 にある と言 えず、競争的環境 実現 に向 け

た方 策を考 えるべ きである。

また、情報技術 を現実の問題 に適用 す る担 い手 である ソフ トウェア ビジネスの強化 は重

要な課題で ある。依然 として、受託開発 の割合が高 く、 またその効率が必ず しも高 くない

問題 を徐 々に改善 して行 く方策が検討 されるべ きである6

10.3情 報技術 の研究開発の考 え方

(1)基 礎的研究開発 テーマの推進

実用化 ・製品化か ら遠 く、研究 開発 コス トが大 きく、民間企業 が取 り組 むにはリスクの

大 きいテーマ を中心 に国 は取 り組むべ きで ある。 中長期的 に育つ可能性のあ る技 術の種 を

蒔 くとい うことで あ り、特 に、重要 な(潜 在的)ニ ーズの発掘が重要で ある。 そ して、実用

化 ・製 品化の 目処のつい た研究成果 は公 開 し、民 間が 自由に実用化 ・製 品化 し、公共の利

益 に結 び付 くとい う形 で研 究開発投が 回収 される ことを 目指す ことが基本である。 なお、

ネ ッ トワークの よ うに基本 イ ンフラ となる技術 につ いては、独 自技術 開発 の能力が あって

も、国際標準 とな らなければ却 って孤立化 を招 くため、国際的 な協調 を図る ことが適 当で

あろ う。

(2)実 用化 ・製品化に近 いテーマの研 究 開発 の民間主導

実用化 ・製品化 に近 いテーマは周辺技術 を開発 中であ ることが多 く、成果 におけ る知的

財産権の切 り分けが問題 となるな ど不 都合があ る。む しろ、資金貸 し付 けや優遇税制 な ど

の環境面のバ ックア ップが適当 と考 える。ただ し、過剰 な補助金等 に よって、不要 ない し

見込 みの低い開発が促 され ることがあ り得 る。 そ して、成果で ある先進 的な製 品 ・サ ー ビ

ス等 を積極的 に調 達 し、実地 に用 いて育てるべ きである。(こ れ は国が基礎研究 を支援 した

技術 に限 らない。)

(3)実 験的 ・研 究的 ソフ トウェア.の実用化"

大 学等 で基礎 的研究が な され た技術 の芽 を育 てて行 く必 要があ る。有望 な計算手 法や ソ

フ トウェアの芽 を、一般 の利用 に耐 え るソフ トウェアと して体 現 し、(無 償)公 開 し、ユ ー

ザ コ ミュニテ ィが 育つ まで必要 なメ ンテナ ンス∫を行 な うことが可能 となる仕 組み を実現す

べ きであ る。

10.4研 究開発課題 につい て

研究 開発 の課題設定 に当たっては、現 在の変 化 に着 目するのみな らず、(一 定の幅 を持 つ
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付属資料6先 進諸国における情報化 ビジョンに関する動向

た)将 来 の情報社会像 を想定 し、そ こにおい て重要 となる技術要素の研究 開発、社 会経 済的

な課題の予期 ・対策検討 といった トップ ダウ ン的 なアプローチ を併用す るのが適当 と考 え

られ る。 また、電子商取引や放送通信 な ど国際的標準 の形成 が重要 な領域 で は、各領域で

のわが国の相 対的な力 を考慮 した国際競合 ・協調 を含む戦略の検討 も必 要であろ う。また、

研 究 テーマの 実施 に当 たって、最終的 にインパ ク トのある成 果活用 に結 び付 く研 究 開発 の

あ り方な ど も課題 である。

基本 的 に1は、わが国が研 究開発力 を持 ってお り発展の続 いてい る分野 にお ける中長期的

目標 実現の支援 、ネ ッ トワークが遍在化 し、小型 の情報通信 装置が社会 ・経済活動や 日常

生活に ます ます浸 透 し、集め られ た大量のデー タの解析 に よる発見が価値 を生 むよ うな将

来像 において、キー となるで あ ろう技術の先行研 究な どが重 要 と考 えられ る。 また、科学

技術分野 では理論 、実験 と並 んで計算科学(シ ミュ レー シ ョン計算 やイ ンフ ォマテ ィクス)

が研究手 段 として重 要性 を増 してお り、新材料 ・新製品の設計 開発 の方 法論 を変えて行 く

ど言 われている。その分野の強化 も重要課題 である。

曾曾 曾↑

撒
⇒

何 何

wr 》 M
情報化ビジョンの考え方:製 造業を強化する情報技術
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PITACレ ポー ト

情報 テクノロジに関す る調査報告 未来への投資

本 付 属 資 料 は 、

President'sInformationTechnologyAdvisoryCo㎜ittee

InformationTechnologyResearch:InvestinginOurFuture

1999年2月24日

の 日 本 語 訳 で あ る 。

日 本 語 の 文 責 は 、 先 端 情 報 技 術 研 究 所 に あ る 。





President,sInformationTechnologyAdvisoryCommittee

(大 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ 諮 問 委 員 会:PITAC)

In囑舞 舞 縣 購 纏 ㍊ 響三S聖案畑 鵠tu「e

1999年2月24日

(ア ドバ ン ス ・コ ピ ー)

NationalCoordinationOff7icefbrComputing,

Informatibn,and'Communications

4201WilsonBoulevard,Suite690

Arlington,VA22230

(703)306-4722
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Pres'dent':s'1ηnformat'onTechnolagyAdvisorγCbnrnittee伏 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ 諮 問 委 員 会 ノ

President'sInformationTechnologyAdVisoryCommittee

(大 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ 諮 問 委 員 会)

1999年2月24日

アメリカ合衆国大統領閣下

当委員 会で は、 情報 テ クノ ロ ジに関す る研 究 開発活 動 に向 けた 連邦 政府 の支 援 を中心 に今

後の 方向 につ いて の最 終 報告 と して"lnformationTechnologyResearch:InvestinginOurFuture"

(「情 報 テ クノ ロジ に関 す る調 査報 告:未 来 への投 資」)を 取 りま とめ ま した。本 報告 書

は、1,998'年8月 付 けの 中 間結 果 と推 奨 案 を詳 しく考察 した もの です。 ここで は、 中間報告

で取 り上 げ た推 奨 案 を強 調 す る方 向で 、特 に社会 面/経 済面 を中心 と した研 究 活動 が情 報 テ

クノロ ジの もた らす影響 の重大 さ につ いて具 体的 に検証 して い ます。

当委員会 の参 加 メ ンバ ーは一 同 に、"Info㎜ationTechnologyfortheTwenty-FirstCentury(rr2)
"t(:「2,1世 紀 に向け た情 報 テ ク ノロジ構 想」)に 対 す る政府 支援 に深 い感 銘 を受 けて い ます 。

この 構 想 は ま さに、情 報 テ クノ ロジ に関連 した長 期 的でハ イ リス クの研 究 開発 を強化 して

い く上 で重要 な第一歩 とな る もの です。

21世 紀 を迎えるにあた り、適切 な研究開発活動 を通 じて情報 テクノロジが もたらす機会を

的確 に捉 えてい く際に連邦政府の支援 の拡大 は不可欠にな ります。情報テクノロジが持つ

経済的/戦略的な意義 と、連邦政府が情報テクノロジ関連の研究 を支援す る際の特別 な役割

が総合 されて初めて、将来的な国家の繁栄を維持 してい く際に必要な連邦政府に よる財政

支援の拡充が可能 にな ります。

当委員会の推 奨案が、今後の連邦政府の財政支援 を検討す る際 に、貢献することを大いに

期待 します。 これ まで私たちの活動 をご支援いただ きまして誠 にあ りが とうございます。

当委員会では、大統領閣下をは じめ、当局、議会の皆様方 と、本報告書 について詳 しく検

討で きることを楽 しみ にしてお ります。

敬具

共 同委 員 長BillJoy 共同委員 長KenKennedy
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BillJoy
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EricA.Benhamou
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VintonCerf(PhD.)

IntemetArchitecturean〃 セc加010gy
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Ching-chihChen(Ph.D.)
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事
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CrayResearch社 前 社 長ICOO
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1nfor〃zatiCS,School〔 ～f〃edicineHead、Health

SciencesLibrariesandlnformationCenter

デ ィ レ ク タ

HectorGarcia-Molina(PhD.)

ス タ ン フ ォ ー ド大 学 、Departmentsof
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SusanL.Graham(Ph.D.)
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JamesN.Gray(Ph.D.)

MicrosoftResearch、 主 席 研 究 者 、

ス ケ ー ラ ブソレ ・サ ー バ 研 究 グ ル ー プ

W.DanielHillis(Ph.D.)

ResearchandDevelopment副 社 長 、Disney

『FellowWaltDisneyImagineering

RobertE.Kahn(PhD.)

CorporationforNationalResearchInitiatives

社 長

JohnP.M川er(Ph.D.)

モ ン タ ナ 州 立 大 学 、CenterfbrComputational

Biotogyデ ィ レ ク タ 、 生 物 学 教 授
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デ ィ レ ク タ 、 物 理 労 天 文 学 教 授 ご
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エ グゼ クテ ィブ ・サ マ リ

情報 テクノロジ(IT)は 、21世 紀 における私 たちの生活、教 育、仕事 、娯 楽な どのあ り方 を変 え

る中心 的な原動力 の1つ となる。 コンピュー タや通信 に関連す る技術 的な進化は、今後 の ビジネ

ス、科学技術、社会 的な相互 関係 を支 え る新 しい インフラス トラ クチ ャ(情 報基盤)を 作 り出す

ことに なる。 この ような拡張 を続 ける インフラが もた らす画期 的な ツール を利用 して、世界各 地

を相 手 にコ ミュニケーシ ョンを行 った り、 さまざまな情報を もとに必 要な知識や洞察 を収集 した

りで きるよ うになる。情報 テ クノロジは、 自然環境 に対する影響 を理解 した り、 これ を効 果的に

保護 した りしてい く上 で も役 に立 つぼか、今後 の経済成長を支 えるための重要 な手段 ともなる。

また、情報 テ クノロジは、私 たちの作業環境の価値 を高め、質の高 い医療 業務 を実現 す るほか、

市民の声 を反映 した、身近 な行政 を実現す る上で も大 きな効果が ある。

21世 紀 に向けた米国国家 の展望 を実現 してい く上 で、情報テクノロジの分野 における積極的 な研

究開発(R&D)活 動が必須 になる。今 日、 コンピュー タやイン ターネ ッ トとい った情報 ツールの

実現 を もた らした技術革新 は、連 邦政府 と産学が一体 となって、研 究開発 の活動 を支えて きた こ

との結果 として生 まれたものである。こうした革新技術は、基礎研究と応 用研究に対 して着実な

投資 を続 けて きた ことの成果 にほか ならない。

私た ち{ま今、連邦政府 がこれ まで続けて きた研 究 開発への投資 か ら、多大 な恩恵 を受けてい る。

コンピュー タ、半導体 、ソラ トウェア、通信装 置 といった製品を生産す る ビジネスは、1992年 以

来、今で は国内生産全体の1/3を 占める までに成長 してお り、数百万 ドル規模 の新 しい雇用機会 も

提供 して きた。現実 に政府 が支援 してい る大学 の研究 プログ ラム で は×学 院教育 を通 じて、現実

の世界で活躍す る数多 くの リーダーや専 門技術者 を育成 して きた。 間 もな く21世 紀 を迎え るにあ

た り、情報 テ クノロジ関連 の技術 革新 に向けた機会 は、従来 にない規模 に まで成長 し、 これに伴

う重要性 も高 まるようにな ってい る。私 たちは今、情報 テクノロジを中心 と した新 しい構想 を継

承 してい くことを国家的な重要課題 として認識す る必 要がある。

当委員会で、連邦政府のプログラムの内容を慎重に検討 してみたところ、情報テクノロジに関す

る連邦政府の支援が、あまりにも不十分であることが明らかになった。情報テクノロジを中心 と

した斬新な構想の流れを受け継ぎ、次世代の研究開発者を育成することを目的に実施 された研究

プログラムでは、実際に必要 とされる研究業務に充当される部分には限 りがあ り、これまでにも、

多数の優れた提案が却下されてきた。またこうした問題をさらに複雑にしている点 として、連邦

政府当局の管理者が資金不足という問題に直面 してお り、現状ではとても研究活動のニーズには

対応で きないことに加え、リスクの高い長期的な研究開発への投資 よりも、即効性のある短期的

な活動が優先 されるという実態がある。こうした傾向は、個々の所轄当局 にとっては当然の判断

とも思われるが、この種の意思決定ばかりが重なって くると、国家全体 としての長期的な利益を

脅かすことになりかねない。

国家は今、 コ ンピューティ ングノ通信 システム に向けた新 しい大規模 な研究 開発 を強化す る必要 に

迫 られ ている。 こうした研 究開発 を推進 してい く結果 、情報 テ クノロジにお ける経 済発 展 をは じ

め、教育 や危機 管理 とい った重要 な社会 問題へ の対策 といった面で も大 きな貢献 をもた らす こ,と

に加 え、運輸 、防衛 、 ビジネス、金融、 医学 な どの分 野 を支 えるイ ンフラス トラ クチ ャを一段 と

強化す る複雑 な システム を、致命 的な障害 から保護 で きるようになる。 また、 こう した研 究 開発

の成果が 、必 要 に応 じて実用化 される ことを想 定 して、現在、大学や民 間の研究機 関 に導 入 され

てい るコ ンピューテ ィング ・イ ンフラス トラ クチ ャが急速 に陳腐化 が進 みつつ ある状況 を阻止 し
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て、施設 の活性 化に着手す る必要が ある。 こ うした対 策 を今、取 っておか ないと、 これ まで過去

数十年にわたって情報 革命 の原動 力 となってきた画期 的な構想の流れが失 われ る結果 になる。

こうした問題の対策 と して、当委 員会では1998年8月 に中間報告 をまとめた。 この 中間報告で は、

2004会 計 年度 までに年 間数十億 ドル規模 で情報 テ クノ ロジの研究 開発 を助成すべ きで ある という

点 を指摘 した。以降、』当委員 会では、 この中間報 告 に提案 した調査結 果 と推奨案 に関 して、各方

面か らの助言や コメ ン トをいただ くと同時 に、推 奨案 を さらに詳 しく検証 するための調査委員会

も設置 した。 こ うした業務 の成果 と して、当委員会 の報 告書 で指摘 した問題 の解決 に向 けた研究

プログラムやそ の他 の活動 に必 要な費用 について詳 しいモデル を作成す ることがで きた。 この結

果、当委員会で は中間報告 で提 示 した調査 結果 と推奨案 をさらに洗練 化 して きた。今 回、当委員

会 では連邦政府が、2000～2004年 度 の5か 年間 に、情報デ クノロジを中心 と した研 究開発 への年

間財政支援 を拡 大する ことを推奨す る。具体的 な案は次の とお りである。

情報テクノロジ関連の研究開発に対する財務支援強化の推奨案(単 位:100万 ドル)

慰¥掬o、 ・・.{FYi2001」 ・…、、:罫Y20¢2・. FY2003 択y頷04募 野 …;"

ll2 268 376 472 540ソ フ トウ ェア

スケニラブル情報 60 120 180 240 300

イ ン フ ラ ズ トラ ク ヂ ャ''"
、

ハ イエ ン ド・・コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ

の 調 査

180 205 240 270 300

ハ イ エ ン ド ・ゴ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 90 100 110 120 130

の 調 達 ・ ・

社会/経済 30 40 70 90 100

合計 472 733 976 ll92 1370

以上の上 方修正 は、1999会 計年度 にすでに編成 されてい6 .プロ グラムに追加す るものであ る。今

回の最終報告では、提案の実施 に伴 う手法の検討 も含め、こうした予算推奨案について詳 しく考

察 してあ る。

研究開発の活動全般にわたってニーズへの対策不足 とい う問題がある一方で、長期的なハイリス

クの研究を中心 とした財政支援の強化を優先的に検討する必要がある。研究活動の規模の拡大に

加え、連邦政府は、各研究機関が先進プロジェク トを推進する上で不可欠となる最先端の施設を

完備で きるように、十分支援 しなければな らない。最後 に、連邦政 府の予算 を引 き続 き拡大す る

ことによ り、情 報テ クノロジにおける技術革新 が全米 国民 に とって利益 となることに加 え、情報

テ クノロジに依 存す る世界で市民 に繁 栄 をもた らすべ く、適切 な教育 と トレーニ ングを提供 で き

るような体制 を確立 しなければ ならない。

当委員会で提案す る連邦 政府 の研 究 プログラムが それな りの成果 を上 げるには、 プ ログラムの効

果的な管理が不可 欠になる。現在、各局間 に置 かれてい る調整機構 も・相 当な効果 を上げて はい

るが、同時 に、 主な職掌 範囲があい まい にな らない ように、責任 の範 囲を明確 な定 義す る必要が

ある。'これ までに、長期 的 なハ イ リスクの研究 開発 の推進 を、当該 の局 内で生 じる圧力か ら守 る

といった重要 な役割 を果たす部局 が設置 された とい う前例 はない。理想的 には、21世 紀 に向けた

情報テクノロジに関す る基礎研 究プ ログラムの編成 を管轄す る部局 を組織すべ きであ ろう。
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現 政権 は、"1nformationTechnologyfortheTwenty-FirstCentury〔1T2),,(「21世 紀 に向けた情報 テ ク

ノロジ」)と 銘打 った構想 に基づい て、2000年 度 の政府予算 を提 案 した。 こうした取 り組 みは ま

ず、連邦 政府が予算 を拡充 して、革新技術 を中心 と した研究活動 を促進す る 目的で新 しい管理 シ

ス テムを開発 してい く上 での重要 な第一歩 となる。 しか し、必要 な活動 は これだけ に とどま らな

い。長期 的 な研 究 開発 に向けた投 資不足 とい う問題 に対応すべ く、詳 しい検討 を重ね てい くこ と

が重要な課題 となる。

調査結果と推奨案

情報テクノロジ関連の研究開発に向けた連邦政府の投資は十分ではない。

経費を一定 として試算(イ ンフレ率を除外)し た場合、米国経済に対する情報 テクノロジの重要

度は著 しく増大 しているにもかかわらず、優先すべ き分野に向けた支援はこの10年 の間にほぼ横

ばいか、下降の傾向にある。この結果、米国は、次世代 に対応 した情報テクノロジの技術革新 を

実現する主な構想の宝庫 となるべ き長期的なハイリスクの研究開発の面で、深刻な投資不足 とい

う問題に直面することになる。

連邦政府の情報テクノロジ関連の研究開発は、短期的な課題だけが重視 されている。

情報テクノロジ関連の研究開発 に対する連邦政府の投資はその大部分が、特定の任務を持った当

局によって実施されている。今後対応すべき情報テクノロジ関連の課題が山積 していることを考

えれば、支援機関が現行の投資を優先 してきたのは止むを得ないことでもある。長期的な視野 に

立った研究ではなく、短期的な任務指向型の目標が重要視されているのも当然のことであろう。

この傾向は、民間部門での動 きにも見 られる。当然、 リスクの高い長期的な研究開発に対する予

算は、削減される結果になる。こうした傾向は、今後10年 に向けた情報経済を推進する主な原動

力となる優れた構想の流れを止めて しまうの と同時に、国家的に重要な課題の解決に向けた努力

を阻害することにもなる。

推奨案:長 期的 な情報 テクノロジ関連の研究開発 に向け戦略的 な構想 を考 案す る。

こう した問題 に対応す るために当委員会では、大統領が主導 して コンピューテ ィング、情報、 コ

ミュニケ ーシ ョン とい った基本 的 な課題 を中心 と した長期的 な研究 を支援 すべ く、戦略的 な構想

を策定す ることを推奨す る。 こ うした構i想では、2004年 度 まで に、年 間計13億7,000万 ドル規模

で財務支援 を拡充す る必 要があ る。連邦政府の予算当局は、 こう した予算枠 拡大 を通 じて、展望

のあ るハ イ リス クの研 究 開発 を促 進す る必要があ る。 これ には、 または研 究開発の支援 形態 を多

様 化 させ るとと もに、 プ ロジェ ク トの期間 も長期 化 させ なければ な らない。 ここでの 目標はあ く

まで、以前か ら優遇 されて きた部門 に見 られた勢い を大学や研 究機 関での活動 に も応 用 して、活

性 化 を図るこ とにある。

研究の優先順位

総合的な研究の対象として、次の4つ の側面を検討する必要がある。これは、今後の長期的な研

究開発における戦略的な構想 の中で中心的な要素 となる。

ソ フ トウ ェア

ソフ トウェアに対す る要求 は急速 に高 まってお り、生産時に利 用で きる資 源で は賄 い きれ ない と
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い う現状があ る。 この結 果、現在生産 されてい るソフ トウェアの用 途、信頼性 、機 能の点で現在

の水準 をはるか に上回る ソフ トウェアが必要 とされている。今 、私 たちは動作 の仕様 が よ く理解

で きない まま、場合 によって は突然、異常 な動作 を示す大規模 な ソフ トウェア ・システ ムに、危

険なまで に依存 してい る。 したが って、 ソフ トウェアの研究 開発 には、高 い優先順位 を置 く必要

がある。特 に、膨大 な量 に及ぶ情報 の管理 、 コンピュー タの使 いやす さの改善、 ソフ トウェアの

作成ノ管理の簡素化、人間 とコ ンピュータの対話操作の改善 とい った面 に応 用で きる ソフ トウェア

の開発 について重点 的に検討 しなければな らない。具体的 に連邦政府 プログラムでは、次 の点 を

検討する必要がある。

● ソフ トウェアの開発手法 とコ ンポーネ ン ト・テ クノロジを中心 と した基礎研究 の財政支援 を

強化する。

● ヒューマ ン/コンピュー タの イ ンタフェー スや操作 を改善す るため の基礎研究 を支援す る。

● 情報の収集 、管理、分析、説明、さ らに多数のユーザーへ の情報提供 を実現す るための基礎

研究 を支援 する。

○ 主 な情報テ クノロジの研 究構 想の中で、 ソフ トウェアの研究開発 を中心課題 とする。

スケーラブル な情報 インフラス トラクチ ャ

今 日、イ ンター ネッ トへの依存度 は ます ます高 まる傾向 にあ る。 イ ンターネ ッ トは確か に刺激 に

満 ちた技術 ではあ るが、当初 の設計 者の意 図をはるかに越 えて成長 してい る結果、 さまざまな課

題 も生み出 して きた。 インター ネッ トの規模 、能 力、複雑 さが増 すに伴 い、信頼性 と安全性 に優

れた大規模 で複雑 なシステ ムを構築/運 用す る方法 について、 さらに研 究 してい く必 要がある。 こ

の対策 と して連邦政府は、次 の課題 に対応す る必要があ る。

● グローバ ル ・ネ ッ トワー クと情報 イ ンフラス トラクチ ャの動 作 に関する研 究開発 をへの支援

を強化す る。これには、デー タのパ フォーマ ンス ・デー タの収集 と分析 、ネッ トワーク動作

のモデ リングとシ ミュ レーシ ョンな どが含 まれ る。

● 衛星、ケーブル、帯域幅 といった問題 を含め光学1ワ イヤ レス ・テクノロジなどのネ ッ トワー

クに関する物理原理 を調査す る研究 開発 を支援す る。

● インターネ ットのスケー リングに対応 で きる研究 開発 と計 画 を支援 す る。

● 大規模 システムを実現 す るミ ドル ウェア に関する研究 開発 を支援す る。

● 将来的 に必要 となる大規模 アプリケー シ ョンとスケーラブル ・サー ビスに関する研究開発 を

支援す る。

● ネ ッ トワー ク技術の研 究、情報 テ クノ ロジ、高度 なアプ リケー シ ョンなどを実現 するための

研究 開発 を助成するバ ラ ンスの取 れたテス トベ ッドと研 究開発 の基盤 を確立す る。

ハイエン ド ・コンピューテ ィング

正確 な気象1天 気予報、高度 な製造1設計 の支援 、新 しい医薬 品の開発 、多岐 の分野 にわたる多様 な

研究開発 の実施、重要な国家利益の支援 のために、高度 な処理能力 とデー タ転 送機 能 を完備 した

超高速の コ ンピュータ ・システ ムが不可 欠 となる。分野 によって は相 当な成果 を上げてい る部分

もあるが、現在 のスケー ラブル ・パ ラ レル ・ハ イエ ン ド ・コ ンピュー タ ・システ ムで は、 国家 戦

略的に重要 な課題 には十分 に対応 で きない。米国内 の科学者 が、最高 レベ ルの コ ンピュー タ ・パ

ワー にア クセスで きる ように、画期 的 なアーキテ クチ ャは もとよ り、現在 のシステムに見 られ る

限界 を克服 で きるようなハ ー ドウェア ・テクノ ロジ、 ソフ トウェア戦略 に向けた財 政支援 が不可

欠 となる。 こ う した領域 に向 けた支 援 を大幅 に拡大 しない 限 り、最 新の マシ ンで達 成 で きるパ

フ ォーマ ンスが、その潜在 能力 を決 して陵駕 す ることはない。当委 員会では、連邦政府 プログラ

ムで次 の ような課題に対応す る ことを特 に推奨す る。
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付属資料7PlTACレ ポー ト

President'S'nformationTechnotogyAdvisoryConrnittee伏 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ 諮 周 委 員 会)

● 最 先 端 の コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ ・テ ク ノ ロ ジノア ー キ テ ク チ ャ の 開 発 に 向 け た 研 究 開 発 を 財 政

的 に 支 援 す る 。

● ハ イ エ ン ド ・コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ の パ フ ォ ー マ ン ス 改 善 に 向 け た ソ フ トウ ェ ア の 研 究 開 発 を

支 援 す る 。

● 西 暦2010年 ま で に 実 用 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン で ペ タ フ ロ ッ プ ス/PctaOps水 準 の パ フ ォ ー マ ン

ス を達 成 で き る よ う に 、 ハ イ エ ン ド ・コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ に 関 す る 研 究 開 発 を 主 導 す る 。 ・

● 科 学 技 術 に 関 す る 研 究 開 発 を 支 援 す る 最 先 端 の ハ イエ ン ド ・コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ ・シ ス テ ム

を調 達 す る 。

●NSTC(NationalScienceandTechnologyCouncil)のCIC(Computinglnformationand

Communications)のHECC(High-EndComputingandComputation)作 業 グ ル ー プ の 間 に お け

る調 整 プ ロ セ ス を 強 化 し て 、ハ イ エ ン ド ・コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ に 対 す る 政 府 の 主 な 投 資 要 素

を す べ て 統 合 す る 。

社会/経 済面での影響

情報 テ クノロジは、あ らゆる国民 や機 関に対す る情報の流れ を飛躍的 に改善す る とともに、民主

主義 を強化 するための重要 な手段 となる。国家的 な利益 は、今後 も発 展す る情報 テ クノロジが潜

在 的に持 っている社会ノ経済面での効果 を.い かに深 く認識す るかに依存 す る。 しか し、情報 テク

ノロジ ・ベ ースの変化が進 む速度が増す に従 って、 さまざまな問題 も表面化 してい る。画期的 な

テクノロジが もた らす約束 を実現す るには、 こう した問題 の識別、認識、予期 、そ して対応 に向

けた研究 開発へ の投資 が不可欠 になる。今後、情報 テクノロジが私た ちの生活 に浸透 す る結 果 と

して生 じる変化 の程度 を客観的 に評価 で きる総合的 な基準 を確 立 しなければ ならない。 また、具

体的 な目標 と、変化 の影 響 について慎 重 に検討 し、 こ うした調査 か ら得 られ る知識 を効果的 に生

か してい くため の適切 な方策 も不可欠の条件 となる。連邦政府は、次 の課題への対策 を講 じる必

要があ る。

● 連邦政府の構想 を拡充 し、行 政/大学/産 業界が協 力 して、情報 テクノロジの リテ ラシ、ア ク

セ ス、研究活動 を強化す る。

● 連邦政府主導の研 究活動 を拡大 し、情報テ クノ ロジに伴 う方針上 の問題 に も対応す る。

● 情報テ クノロジの社 会面 と経済面 での影響 に関する研 究活動 を支援 する。

● コンピュー タや情報 テ クノロジの分野で進出が遅 れてい るマ イノ リテ ィ・グループや女性 の

参加 を促 進する。

● 研 究活動 に関す る地理 的要 因、規模 、民族 的歴史 、研 究/教 育機関、 コ ミュニ テ ィな どの条

件 によって生 じる帯 域幅 レベ ルの格差 を解消す るプログラム を策定 す る。

●K-12、 高等教育、生涯教育 などを通 じてあ らゆる レベルにおける情報 テ クノ ロジの教育制度

を強化 ・拡 大す る。

● 教 育における情報 テ クノロジの利用 を強化する。

連邦政府 による情報テ クノロジ研 究の管理 と実現

21世 紀 にお ける国家のニ ーズ に対応 した連邦政府の情 報テクノロジ研 究 プログラム を構築 するに

は、従来 にない新 しい管理形態 と研究支援 の形態 お よび実現 に向けた戦略が必要 に なる。連邦政

府 の緊縮予算 とい う現実 、多岐 の部 門で形成 したチームに よる長期 的な研 究、 また小 規模 で効率

的、かつ調整 された調 査管理 プ ロセスを維持す る必 要性 な どか ら、従来 にない新 しい アプローチ

が不可欠 とされてい る。 また、基礎研究 と応用研究 の間のバ ラ ンス をうま く配分す ると同時 に、

ハ イ リス クの長期 的な共 同研究 プロジェク トを支援 しなが ら、連邦政府 の当該機 関 と民 間部 門を

関与 させ るこ とに よって、体系立 った検証 を図れる ように、全体 的な情報 テ クノ ロジの研究予算

を再検証 す る新 しい情報 テ クノロジ ・プログラム を管 理 ・実現す る必要があ る。
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こうした目標 の達成 に向けて、当委 員会で は現在、連邦政府が実施 している情報 テ クノロジ関連

の管理 と実現の機構 を次 のように強化す ることを推 奨す る。

●NSFに 情報テ クノロジの基礎研 究活動 における中心 的な役割 を割 り当てる。 この役割 を果たす

上 で必要 となる資源 をNSFに 提供す る。

● 情報テ クノロジ関連 の研究 開発 に向 けて、SeniorPolicyOfficial(方 針管理次官)を 任命す る。

●HPCCプ ログラムの調整モデル を拡 大 して、連邦政府 が主導する主要な情報 テクノロジ関連 の

研究活動 を支援 する。

● 研究活動の支援形態 をさらに多様化 して、各チ ームが実施する研究 開発 を重視 しなが ら、範囲

と期間 を拡大する。

● 情報テ クノロジの研 究活動 を主導す る上で、 アプ リケー シ ョンとの連携 を強化す る一方、研 究

の主 目的が失 われるこ とが ない ように、必 要な対 策 を講 じる。

●1'Expeditionsintothe21stCentury."(21世 紀へ の探求)と 称 した仮想 セ ンターを支援 す る。

●"EnablingTechnologyCenters"(未 踏技術 開拓 セ ンター)の プログラムを設立 し、重要 なアプ リ

ケーシ ョンの領域 を検証 して、研 究活動 を主導 させ る。

● 研究活動の 目標 と支援形態 を毎年検証す る。

連邦政府の主な役割

将来的な経済や行政の面にもたらす情報テクノロジの重要性が明らかになってきた段階で、研究

の進展を継承 していく際に、政府支援の意義が直接的には明確にならないことがある。各分野の

代表者で構成 される当委員会の各メンバーの間では、確かに情報テクノロジの市場では相当な成

果が見 られる反面、必ずしも民間部門が長期的なハイリスクの研究活動を進める中心的な原動力

にはなり得ないという共通見解を持っている。当委員会の見解については囲み記事にて示す。
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付属資料7PITACレ ポー ト

President'stnform∂t'onTechnologyAdvisoryConvnittee(大 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ 諮 問 委 員 会)

PITACの 産業界メンバニが連邦政府による

長期的な基礎研究の支援を推奨する理由

PITACの 報告書では、情報 テクノロジが経済の急成長を果たしている部門

として経済や政府の将来に対する重要度の高まりは、研究費に充当される

予算の水準を超えていることを示している。情報テクノロジに関する基本

的な理解が必要 とされた当時、長期的なハイリスク ・プロジェクトと全体

的な緊縮予算、.、そ して短期的な市場の圧力が、研究開発向けの予算の大半

を占めていた。

果たして、情報テクノロジ関連の研究活動に向けた財政支援は、産業界に

ばかり依存 してよいのであろうか。この問題を理解するには、まずこの領

域における連邦政府の支援の歴史を振 り返ってみる必要がある。.・.

第二次大戦以来、連邦政府は国防ミ気象予報、医療 といった重要な分野に

応用する高度な情報テクノロジの研究業務を支援 してきた。連邦政府の支

援の結果、ハイリスクの研究が支えられ、今ではインダーネット、ハイパ

フォーマンス ・コンピュTタ 、RAIDデ ィ・スク、マルチプロセッサ、ロー

カル ・エリア ・ネットウーク、グラフィック ・ディスプレイといった数十

億 ドル規模の産業が誕生するに至っている。また連邦政府が支援する大学

での研究活動により、今日の情報テクノロジ関連の優秀な人材が育成 され

てきた。また情報テクノロジの業界では、数多 くの雇用機会と、最近の経

済成長を支える重要な部門とを提供 してきた。今日まで、連邦政府は行政、

国家、そして米国民にとって多大な利益 をもたらした。

情報テクノロジの産業界では資金の上でも人材の上でも、多大な資源を投

じて、さまざまな製品を市場に投入 してきた。米国内の情報テクノロジ業

界は、歴史上、前例がないほど、驚異的で継続的な成長を果たしてきた。

この業界における人材と資金は、もっぱら次に市場投入すべき製品に充て

られている。今、製品のサイクルは33,F6か 月と言われるまで、短 くなっ

ている。このサイクノレに乗 り遅れる企業は、競 争から脱落 していく。

情報テクノロジの部門では研究開発に向けた多大な投資を続けてきた。こ
の結果、ここ10年 で研究開発向けの年間平均投資の水準は2倍 にまで増

加し、現在では300億 ドルにまで達 しているE。 情報テクノロジ関連の企

業にとって、研究開発に充当する合計予算の一部を取っても、すでにこれ

は全米平均の約2倍 に達する2。情報テクノロジ関連の研究開発に伴 う経

費の90%以 上が製品開発 に充てられ、残 りの大部分が短期的な応用研究に

向けられている。

1990～1997年 までの情報テクノロジ関連企業、上位50社 のデータを見る

ど、総収益 と研究開発関連の支出はともに増加 している一方で、研究開発'
に投資された収益は減少傾向にある。研究開発関連の支出の比率は、同期

の終わりには9%減 少 し、わずか7%に 過 ぎない3。 研究開発 に向けた投資

が減少じているのは、この市場の熾烈な競争圧力と、価格 と利益率に対す

る重圧を反映したものである。今日、業 界の努力はそめ大部分が、1短期的
な利益をもたらすプロジェク トに集中しているのが現状である。この短期

.的な'プロジェ'クトが重視される理由は、1990年 までに情報テクノロジの業

界に起 きていた傾向の変化に見ることができ:る。

当委員会で は、情報テ クノ
ロジの長期 的な基礎研 究 を

進め るにあ た り、連邦 政府

の役割 を強化 ・維持 してい

くことが不可欠 と考え る。

こう した基礎研 究 は、高度

な行政サ ー ビスや国家の安

全保障 を提供す る上で、必

須の条件 となる。 ここか ら

生 まれ る国家的 ・社会的 な

利 点 に は多 大 な もの が あ

る。情報 テクノロジの分野

で国際的 な リーダーシ ップ

が失 われ る と、経済的 にも

多大 な影響が及ぶ ことにな

る。

産業界 はあ くまで、短期 的

な経 済的側 面 を重視す るた

め、今後 の研究活動 を支援

す る とは考えに くい。産業

界 に とって、 こうした投資

が ビジネス上 のメ リッ トと

なる ことが確証 されない限

り、社会 的に意義 のある問

題の解決 に向けた投資 を敢

行す る ことはな く、その 可

能性 もない。

情報テクノロジの研究活動

を支援することの意義は、

単に経済的側面や国家安全

の必要性だけにとどまるも

のではない。情報テクノロ

ジの進展によって、社会的

には計 り知れない利点が享

受で きるようになる。私た

ちが今後迎える 「変化」に

対応で きる下部構造 と.し
て、あらゆる市民が利用で

きるインフラス トラクチャ

を構築するには、現在実施

されている研究活動の水準

をはるかに越えた大規模な

研究開発に着手する以外に
方法はない。これについて
は、次章で詳 しく検証する。
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情報テ クノロジに連邦政府

が直接 的 な支 援 を実施 す る

ことによ り、この分野の研 究

活動 にお ける若 い世代 の育

成 と準備 が強化 される結果、

急速 な市 場 の変 化 に合 わせ

て 自分 の技 能 を高め る ため

の トレー ニ ング も可 能 に な

る。適切 な訓練 を受 けた人材

は単なる副産物 ではな く、公

的 に支援 され る研 究 活動 に

おける重 要な原 動力 とな る。

こ うした専 門 の技能 を備 え

た人材は、国家 の重要 なイン

フラス トラ クチ ャ資 源 と し

て、斬新 なア イデ アの着 想/

開発を促 進 し、既存の ビジネ

ス に向け た人材 プール を形

成で きるほか、新規事業 を起

こす可能性 も生 まれて くる。

次章で扱 う 「変化」が、国家

の将 来 に もた らす利 点 には

計 り知れ ない ものがあ る。

ネ ットワーク社 会では、あ ら

ゆる市民 の中に浸透 し、国家

全体 が一段 と強 固に結 び付

く結果、数多 くの社会 的な問

題 に対応 で きるよ うになる。

決 して、情報テ クノロジです
べ ての問題 が 解 決 され るわ

けではないが、解決 に向けた

有効 な第一歩 と なる こ とは

間違いない。

とは言え、次章で検証する変 「

化のプラス面 だけが実現 さ
れるわけではない。こうした

変化の成果は、まさに、連邦'

政府が実施する積極的で、か
つ効果的に管理 されたプロ

グラムに依存する。優れた発

想が生まれ、具体的な実用に

向けて実 を結ぶ段階 に至 る
までの成長を支え、プラズ面

での展望の実現 に向けて進

化の状況を評価 ・追跡する上
で、こうした研究開発に対す

る連邦政府の長期的な投資

が不可欠になる。

11990年代あ10年 間は1情 報テクノ七ジ業界における製品販売の傾向.に

大きな変革が起きたものとして特徴付けられる。利幅の大きい複雑な製

品から、PC、 その他の薄利型の消費枷 こ移行 してきた。業界では、サー

ビス部門が最も大きな成長を示すよう`になり、人材集約的なサービス部

門における利益率が、ソフトウェア/ハー ドウェア製品の水準を超える状

況 も見られるようになっている。こう三した低価格化 と、これに伴う収益

の減少によって、広範 なコス ト管理プログラムが必要になづてきた。こ

うしたプログラムは、研究開発プログラムに向けた経費と特性に、多大、

な影響を及ぼすようになっている。

長期的な研究業務 を阻んできたもうぶつの要素は、地球規模の厳 しい市

場競争である。、これにより、価格、利益率、一経費 といった面に大 きな重

圧が加わるようになづてきた。こうした圧力が作用 して、新 しい会社が

続々と生まれては、'既存組や新規組を問わず、熾烈な価格競争を展開す

るようになっている○また、'株価収益率の見通 し、長期的研究開発関連

の税額控除、・また 「進行中」の研究開発費の除却など、長期的研究に伴

う優遇措置などは事実上、なきに等'しいか、あっても先細りの傾向にあ

る。

一大学の研究機関における基礎研究への投資は、情報テクノロジの専門家

を育成する上で、×きく貢献 して赴た。 しか しこれ も最近では、適切 な

能力を備えた人材が不足 しているため、企業にとって仮に予算が確保さ

れたにせ よ、長期、短期を問わず、研究を続行することが難 しい状況に

なりつつある。この傾向を見ただけでも、政府は大学での研究業務に向

けて追加支援 を投 じるべき時期にあることが明らかである。

かつで政府によるハイリスクの研究開発に向けら.れた投資は、現在の情

報テクノロジ市場における激 しい競争を促進する原動力となつている。.

米国は、世界で最 も強い活力とエネルギーを保持 した最 も生産性な技術

移転を実施する機構を持っている。大学や国営の研究機関から生まれる
〉自由な発想ヵミご・既存の企業や新たに登場す6一会社にも流れていく6'コgg8

.年度にはべ新規起業に向けて120億 ドルもの巨額のベンチャー ・ファン
ドがつぎ込まれた ↑。1こう..した投資は基本的にミ情報テクノロジ関連の

基礎研究を中心どした政府予算を財源としている。 しかし財源が枯渇じ'

てくると、経 済成長を支える原動力が弱体化 し;や がては消失する結果

になる。

米国は今、情報テクノロジに関連する基礎研究プログラムに向けた財政

支援を続けるだけでなく、さらに強化しなければならない。いったん、

斬新なアイデアが発見 されれば、各企業がその有望視される発想をもと

に、・商品化ど普及の役割を担うよケになる。政府は今、こうした優れた

アイデアを生み出し、・研 究者が本来の業務に専念できるように、現在進

行中の研究業務への支援を拡大しなければならない。こうした対策の成

果と,して、私たちの社会と国家にとって大きな利益がもたらされること

になる

'

●

._」
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共 同 委 員 長

BillJoy

SunMicrosystems社

EricBenhamou

3Com社

DavidW,iDormah

Pointcast‡ 土

StevenD.Doげman

Hughes'Electronics社

RobertEwald

前CrayResearch社

」amesふ
.G・ay-

∴MicrosoftResearch

W.DanielHilliS

WaltDisneyImagineedng社

DavidC.Nagel

AT&TLabs社

'L
eslieVadasz'

'

Intel社'

AndrewJ.Viterbi

QUALCOMM社

StevenJ.Wallach

CenterPoihtVenturesネ 土

IrvingWladawsky-Berger

IBM

結論

今後の経済成長 を支えると同

時に、今、国家が直面 してい

る最も重要な問題に対応する

解決策を見出すために、情報

テクノロジの研究は不可欠の

課題 となる。この重大な局面

で連邦政府主導による研究活

動 を活性化する対策を取 らな

い限り、今後10年 の間に、発

展を支える活力は大幅に低下

する結果になる。こうした後

退に対 して国家が支払うべき

代償は、今、問題に対処 して

お く際に必要な投資に比べ、

はるかに多大なものになる。
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1.情 報 テクノ ロジ=社 会 の変化

今 、情報 テ クノロジは私 た ちの生活、 ビジネス、社会の面で不可 欠の要素 にな りつ つある。 マ イ

クロプロセ ッサ、メモ リ、ス トレージ、 ソフ トウェア、通信テ クノロジ といった分野 で技術 革新

が進 むに伴 い、購 入 しやすい価 格で コ ンピュータや コンピューテ ィング ・デバ イスの製 品開発 が

可能 になると同時に、低 コス トで しか も強力 なシステムが実現 され るようになった。また インター

ネ ッ ト関連 の標準 とテ クノロジが幅広 く普及 した結 果、あ らゆ る要素 とあ らゆる人 々をつな ぐグ

ローバル ・コンピュー タ ・ネ ッ トワーク も実現 されるようにな っている。

太古の昔か ら、 ネ ッ トワー クは発展 と成長 をもた らす機 会 を与え るとともに、私 たちの経済 や社

会の機構 を支える構造 を構築 して きた。古代 ローマ帝国 に作 られた道路や水道 に始 ま り、19世 紀

の大陸間道路網 を経て、20世 紀 には通信 、放送、衛星 ネ ッ トワークが構築 される ようにな り、今

や時間や空間の境界 が な くな り、人間 どう しの相互 のや り取 りや創 意工 夫のための オープンな世

界 を開拓 で きるようになってい る。

今 日の民 主的社 会で、情報が何 ら制限 を受 けず に、 自由 に流れ るこ とは不可欠 の条件 となる。情

報 テクノ ロジの技術進 化は、 こう した情報の流れ を飛躍的 に向上 させ るための潜在能力 を持 って

いるため 、金融市場 をは じめ、政府機関 に至 るまで私 たちの社 会制度全体が一段 と向上す るこ と

になる。 しか し、情報 の流 れは単 に 「自由」であるだけに とどまらず、,「公正」でな くてはな ら

ない。た とえば、金融市場 では これ まで、 インサ イダー取引 とい った不正使用か ら保護す る必要

があ ることを学 んで きた。 また産業界 や医療現場 では、 それぞれの顧 客 ごとに個人情報の不当 な

使用 か らも守 らなけれ ばな らない。社 会制度の強化に向け情報 テ クノロジを利用す る機会が増 え

るに伴 い、 自由で公正 な情報 の流 れを保 証すべ く、潜在 的な落 と し穴や防衛手段 を認識 してお く

必 要がある。

21世 紀 を間近 に控 えた今 日、各種の コ ンピュー タ、装置、ソフ トウェアなどを相互 に接続 した 「情

報 イ ンフ ラス トラクチ ャ」 は、過去の いず れのネ ッ トワークよ りも、世界 あ社会構 造や経済機構

に、 はるかに大 きな影響 を与 えることになるの は疑 う余 地 もない。 コ ンピューテ ィングとコ ミュ

ニ ケー シ ョンにかかわるテクノロジの発展 は、 ここ10年 の間ですで に私 た ちの社会の さまざまな

側面で変化 を もた らして きた。 こう した技術進歩は、私 たちの考 え方 や人間関係 、コ ミュニテ ィ

のあ り方、 また娯楽や ビジネス、教 育、医療 に至 るまであ らゆ るサ ー ビスの形態 に大 き く変化 さ

せている。 とは言え私 たちは、 まだ こう した機 会 を手 に したばか りで、今後 このテクノ ロジが成

熟 してい くに伴 って起 きる変化 を、 ようや く経験 し始めただけに過 ぎない。

国内だけに限 らず、 あ らゆ る人々、組織、 および関連す る設備(自 動 車、 ガソ リン ・メー ター、

家庭用サ ーモス タッ ト、エア コンなど)を 効果的 にリンクさせ る情報 インフラス トラクチ ャを円

滑 に構築 す るには、革新 的な技術 的進歩が必要 とされてい る。情報 テ クノロジに関す る積極的 な

研究開発 プログラムを実施 しない限 り、 こうした目標 は達成で きない。

しか しなが ら、技術 上 に難 しい課題 が残 っている反面 、全面 的 なネ ッ トワー ク社会 が実現 され る

までに、社 会/経 済にか かわるさ まざまな問題 について留 意 してお く必 要があ る。 したがって、当

委 員会では情 報テ クノロジが私 たちの経 済、社 会、文化 、政 治制度 に与 えるプラス面 での影響 を

深 く認識 した上 で強化 を図 るべ く、研究 プ ログラム公募 によって、必 要 な技術の進歩 をサ ポー ト

す る研究公募 を補完す るこ とを要求す る。
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情報革命 は、基本知識 、すなわ ち単 に情報 テクノロジの リテ ラシ とい う次元 に とどま らず 、読み

書 きや コ ミュニケーシ ョン、チーム ワーク といった基本的 な能力が優先 される。新 しい能力 を求

める新 しい仕事が創出 され、旧式の仕事や 能力が陳腐化 してい くに伴 い、労働力を維持 す る上で

教育 や トレーニ ングは生涯 を通 じた追求 の対象 となる。 国家 は情報 インフラス トラクチ ャの恩恵

があ らゆる市民 に もた らされ る ように保証 する必要が ある。 この場 合、大都市は もとよ り、地 方

の町村 、都市部のス ラム街、民族の抑留 地、 また富裕層 、 日常 的 にハ ンデ ィキャ ップの ある人 々

の間で格差 があっては な らない。新 たな格 差 を生 み出す ため にでは な く、 われ われの社会 におけ

る格差を埋めるためにこそ、情報テ クノロジを用 いるべ きであ る。

こ こ10年 の 間 に コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 分 野 を 中 心 と して 国 家 的 な 規 模 で 進

め ら れ て い る 技 術 革 新 は 、HighPerformanceComputing、Actof1991(P.LlO2-194)法 で 設 置 され た 連

邦 政 府 主 導 の 研 究 プ ロ グ ラ ム に よ り、 て こ 入 れ ざ れ て き た もの が 少 な く な い 。 こ う し た プ ロ グ ラ

ム は 、 テ ラ フ ロ ッ プ ・コ ン ピ ュ ー タ と ギ ガ ビ ッ ト ・ネ ッ トワ ー ク の 時 代 に 備 え て 国 家 規 模 で の 準

備 を 進 め るHPCC(HighPerformanceComputingandCommunications:ハ イ パ フ ォ ー マ ン ス ・コ ン

ピ ュ ー テ ィ ン グ/コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン)構 想 に 基 づ い て 実 施 さ れ て い る 。HPCC構 想 の 中 心 は 、 適

切 な ハ イ パ フ ォ ー マ ン ス ・コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 、、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・テ ク ノ ロ ジ 、お よ び リ ソ ー

ス を 適 用 す る こ と に よ り、 そ の 成 果 に 基 づ い て 科 学 技 術 に 関 す る 新 た な 認 識 を 提 供 す る1`Grand

Challenges'「 で 構 成 され る もの で あ る 。 当 委 員 会 で は 、HPCCプ ロ グ ラ ム の 確 固 た る 基 礎 を も と に 、

こ の 構 想 を さ ら に 拡 大 す る こ と に よ り、21世 紀 に 私 た ち が 直 面 す る 問 題 を構 築 す る 必 要 が あ る と

考 え る 。

21世 紀 とい う新 しい時代 に向けた移行が、迅速に円滑 に、 しか も広範 に保証 され るように、大統

領直轄の当情報 テクノロジ諮問委員会では"NationalChallengeTransformations"に 関す る重要課題 に

ついて10項 目を取 り上 げることに した。これ らの情報 テクノロジ(IT)の 変化 によ り、21世 紀 に

向けて私 たちの コミュニ ケー シ ョン、情報 の保存/ア クセス、医療 の受診 、学 習、ビジネス、仕事、

物質の設計ノ製造、研 究の実施 、環境 の維持 、政府の管理 に関す る形態が影響 され るようになる。

こう した劇的な変化 に よって私 た ちは、国家の将来に不可欠 となる一般 的 な情報 テ クノロジの課

題 を見極め ると同時に、研 究活動 に対す る連邦政府の投資 に関す る当委 員会の推奨案の フ レーム

ワークが確 立 され ることになる。

1.1コ ミュニ ケ ー シ ョン形 態 の変 化

展望:今 や世界 中の10億 人 もの人々が インターネ ッFへ 同時…に アクセスで きるよ うにな り、 リア

ル タイムで電子 会議 を開 いた ク、毎 日のニュース をダウンロー ドした り、金融取 引を実施 した り、

世界各地の友人 や親戚 と話 を した りできる ようになっている。 この ような コ ミュニケー ションば、

仮に参加 する人の話 す言語が異 なっ ていて も、各 言語 の翻訳 が同時 に行 われるため、円滑 に進 め

られるよ うになる。 また、使用 する装置ぱ さまざまな方式の入出力 に対応 できるため、物理的 な

苗〃ψ日か らも解放 され る。

イ ンターネ ッ トは、 コ ミュニケーシ ョン革命 をもた らす中核的 なテ クノロジであ るが、現 在の イ

ンターネ ッ トには最新 の電話通信 システ ムの水準 と同様の信頼性 を保証 す るため に、用途 や要求

の拡大 に も柔軟 に対応 で きる高度 なスケーラ ビリテ ィが要求 される ようになる。 コ ンピュー タ と

人 間の間で最先端 の形 式 でや り取 りで きる手法 を開発す るこ とに よ り、私 た ちの コ ミュニ ケー

シ ョンを豊かで、 しか も容易 な もの にする必要が ある。 また、私た ちは複雑 な超大 規模 シス テム

の動作 を理解 し、無 数の ソフ トウェ ア ・ソフ トウェア どう しが 自立的 にや り取 りを行 う ときの脆

付7-22'一



付属資料7PITACレ ポー ト

P「esident'slnformationTechnologyAdvisoryOo㎜'tteθ 伏 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ 諮 問 委 員 会)

弱 さとい う潜在的 な問題 に も対 応 しなければな らない。 グローバル ・ネッ トワー キング とい う考

え方 は、一連の国際問題 を引 き起 こ した原因に もなった ことに加 え、情 報が国境 を越 えて透過 に

流れ、多国籍企業が ワール ドワイ ド ・ネ ッ トワー クを利用 して、 グローバ ルな利益 を追求す る よ

うになった傾向 に疑問 を投 げかけ るきっかけに もなった。この うち最 も大 きな課題 は、や り取 り

の人間が1対1の 形式、あ るいは グループ形式のいず れについて も、いか に して最新の電子 コ ミュ

ニケーシ ョンを有効利用 してい くかにある。

1.2情 報 を扱 う形態の変化

展一望:最 近 でぱ、単 にマ ウス をク ソック した り、 コンピュー タの画面 に触 れた り、 コン ピュータ

に向か って話 しか けた り、 あ るいば目の まばた きだけ で、使 われ ている言語 を問 わず、 個人ベ ー

スで本、雑 誌、新聞、 ビデオ、 データ項 目、参考用 の資料に アクセス した り、問 い合わせ を行 っ

た り、印刷 した クできるよ うになっている。 また データ、 テキス ト、画像 、オ ーデ ィオな ど各種

の プレゼンテー ション ・モ ー ドを容易 に選択 できるようにな っている。情報 の参照 に加 え、 さま

ざまな形式 で関連 情報 を統 合 することによ り、ネ ッ♪ワーク/ソ フ ♪ウェ ア対応 の ツール を介 して

付加価値や優れた着想 を与 え ることが できる。娯 楽の形態 もしだ いに多様 化 し、個人 化 している

ため、個人個人が それ ぞれ 音楽、 ビデオ、 ライブ'イ ベ ン トなどを自分 の趣向 に合わせ て楽 しむ

よ うにな っている。

こう した変化 を支え るため に、個 人が特 定の方法 で情報 を検索 、提 示、統合、変化す るための高

性能 ファイル ・システムや ツール も含 め、デー タ ・ア クセス方 法 を大幅 に改善す る必要 がある。

システムでは、物 理的 な能力 、教 育、文 化な どの差 を問わず 、専 門家、初心者、一時 的ユ ーザー

を含め、誰 もが アクセスで きるような インタフェースが不可欠 になる。音 声、タッチ、ジェスチ ャ

などに基づ く認識 と合成 を含め、マルチモー ドに対応 したヒューマ ン/コンピュー タ・イ ンタフェー

ス ・テクノ ロジが求め られる ようになっている。ネッ トワー クの信頼性 と帯域幅 をは じめ、スケー

ラブルな ソフ トウェア ・サポ ー ト、デー タベ ース構造、検索 アルゴ リズム、ハ イパフ ォーマ ンス ・

コンピューテ ィング、耐久性/信 頼性1安全性 に優れた配布方法、 また重要な情報 を保護す る方法 に

至 るまで多岐 にわた る研究 が必 要 とされてい る。 インターネ ッ トを介 して、高品質の娯 楽 プログ

ラム を提供 するには、高度 な帯域幅 をは じめ、オーデ ィオ/ビデ オ ・ス トリームの改善、優秀 な制

作者 を支援す る優 れたツール も必要 になる。また著作権 、知 的財産権 、お よび実用 的な ビジネス ・

モデ ルの開発 も含め、電子 媒体 による情報配布 に伴 うさまざまな問題 も、今後検討 すべ き重要 な

研究課題 となる。

1.3学 習形態の変化

展 望:今 でば、地理的 な距 離、年齢、物理的 な制限、 個人的 のス ケジ.ユールな どとぱ無 関係 に、

オ ンラインの教 育 プログ ラムに参加 できる ようになっ ている。豊 富 な教材 に誰 でもアクセス で き

るた め、過去 の教材 を復 習 した り、新 しい技 能 を身に付 けた り、 さま ざまな学習方 法の 中か ら選

択 した クして、 個人 の必要 に応 じて最適 の方法 を発見 で きる。 また個人 のニ ーズに応 じて教 育 プ

ログ ラム をカス タマ イズ すれ ば、誰 に でも情報 革命の波が行 き渡 る と/同時 に、 デジタル ・ライ ブ

ラ リによ って、蓄積 した知 識 リソース を管理 するための機構 が提供 され る ようにな る。教 育 とぱ

本来、 よ り効果的な教材 を使 って、人 間の五感 を総動員 して行 うべ き もの である。

教育分野 にお ける情報 テ クノロジはすで に、私 たちの教育、学 習、研 究の形態 に変 化 をもた ら し

てい るが、同時 に重要 な研 究課題 も残 されている。情報 イ ンフ ラス トラクチ ャに必 要 なス ケー プ
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ビリテ ィと信頼性の基準 に対応す るための研 究 に加 え、教材 を迅速 にかつ容易 に開発 した り、更

新 や保守 といった作業 を支援 した りで きるような ソフ トウェア ・テ クノロジの強化が必要 にな る。

効 果的 な教育/学習の実現 を支援す る コンピューテ ィング1コ ミュニ ケーシ ョン ・テクノロジの最適

利用、特 に学習意欲 を高め る豊富 な内容 を含むマ ルチ メデ ィアの効果的 な利用 については、私 た

ちはそ れほど深 い知識 を持 っていない。テ クノロジによって学習の どの側面が促進 され、 どの よ

うな側面 で従来の教室 にお ける社 会的な相互作用のあ る学習が必 要 とされ るのかを、 よ く見極 め

る必要が ある。 また、最新の テクノ ロジが持つ力 と限界について市 民 にい かに認識 させ るか、 さ

らに、個人的 な生活や仕事の面で こう したテ クノロジ をいかに効 果的 に利用すべ きか もよ く理 解

する必要がある。

1.4医 療現場の変化

展望:遠 隔医療向 けの アプリケー シ ョンが 一般 的 にな クつつあ る。医療 の専門家 ぱ、 ビデオ会議

や遠隔感知 といった手法 を用 い て、数 百マイル も離れた遠隔 地 にいる患 者 を相手 に問診 や診断 を

行 うこ とが できる。また インターネ ット・ベ ースの ビデオを使用 した コン ピュ ータ支援手術 によっ

て、外科医療 を実施 するこ ともで きる。 強力 なノ、イエ ン ドの シス テムが あれば 膨 大な医 学情報

を高度 に分祈 するこ とによ り、専門 家の ア ドバ イス を提供 できるよ うになる。 一方 、患 者側ぱ新

しいモ デルに基 づいて担当医 と相談 した り、医 学関連 の電子 ライ ブラ リや インター ネ ットを使 っ

て生物医学情報 にアク セス した クできる。新 しい形態 のコ ミュニ ケー ション/監視 テクノロジに よ

り、患者 ぱ自宅 にいなが らに して、治療 を受け られるよ うになる。

今後は、医学関連 の情報 を電子 的 に記録 した り、医療 関連 システム ・イン トラネ ッ トを実現 した

りする ことに よ り、 コミュニケー シ ョンや デー タ共有 を支援 し、遠 隔医療 を直接 的 に提供 で きる

ように、信頼 で きる国家規模 のイ ンフラス トラクチ ャを強化す る必 要があ る。 プライバ シ情報 や

知識 レポジ トリも、重要 な研究課題 であ る。 また、単 に効率的 な遠 隔治療 用 アプリケー シ ョンを

実現 する方法 を認識す るだけでな く、患 者 と医師の人 間的 な要求 を満 たす上で も、ユーザ ー ・イ

ンタフェースに関す る研究が必要 にな る。 さらに、遠隔治療 な どの応用 医学 を支援 す る信頼性 に

優れた低 レイテ ンシの コ ミュニケー シ ョンが もた らす ロボテ ィクスや リモー ト・ビジュア リゼ ー

シ ョンも不可欠 となる。

1.5商 取引の特性の変化

展望:今 、顧客が、取引の場所 を問わず、あらゆる企業へ容易にアクセスできるようになってい

る。顧客からの反応 も即座 に得られるため、その フィードバ ックに応 じてマーケティング戦略、

価格、製品在庫 を調整 することができる。顧客はホテルの部屋からでも、自宅か らでも、会社か

らでも場所 を問わず、必要な製品やサービスを価格に応 じて購ス することができる。電子媒体を

介 してプライバ シを守 りながら安全に購入することが できるため、供給業者や小売業者ぱ個人の

.財務管理 を通 じて、支払 いや購入の自動明細 を確認 しながら、販売 で得られた現金や顧客にも即

座にアクセスできるようiこなる。

電子 コ ミュニケーシ ョンに よって、企 業 どうしで行 う商取引のあ り方 、デジ タル ・ベ ースの商品/

サ ービスの配布方法、小 売販売 の形態 な どがすで に劇的 な変化 を遂 げる ようにな って いる。企 業

では情報テ クノロジを利用 して、顧客 や供給業者 に も近づ くこ とが で きる。テ クノロジは、調達

プロセスの合理化 を図 った り、企業 どう しが効率的 に相手の供給業 者 を探 した りで きる結果、紙
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ベ ースの書類の軽減 や購 入 コス トの低 減 といった面 に も貢献 する。顧 客が心 か ら安心 で きるよう

な電子商取引 を実現す るには、プライバ シやセキュ リテ ィといった面で も重要 な研究課題 が残 っ

てい る。米国の企業 に とって、コ ミュニケーシ ョン ・ネ ッ トワー ク、 コン ピュー タ、 ビジネス ・

アプリケー シ ョンの信頼性が成否 を決 める重要 な要素 となる。市場 の グローバル化が進 むに従 っ

て、国際取引の関係 とい う視点か ら電子商取引 を捉 える ことが しだい に重要 になって くる。

1.6仕 事のあ り方 の変化

展望:従 業員 ぱ、 さま ざまな場所 か ら、あ るいぱ移動 中に自分 の作業や/司1僚に容易 に アクセス で

きる よ うにな るため、仕事場 とい う概念 ぱ もぱや、特定の場所 にぱ限定 されな ぐなって ぐる。 ま

た、必 ず しも大都 市近郊 にいな ぐて も、 自分 の業務 を処 理 できるよ うになる。 市場 の機 会 とい う

面か らでぱな ぐ、家族 との距離 や生 活パ ターンなどを優先 して、仕事場 を選ぶ ことが で きる。 ま

た柔軟性 のある作業空 燭 によって、仕事 を持 つ親 、体の不 自由な労働者 な ど個人のニ ーズ に合 わ

せた労働が 可能になる。

ある予測 では、今後10年 の間に、1,500万 ものアメリカ国民 がテ レコ ミューテ ィングを取 り入れ

るよ うになる結 果、生 産性 の向上、組織 的な柔軟性 の強化、環 境上の利点 な どが実現 され ると言

われている。 ホーム ・ビジネス とい う労働 形態 も含 め、従来 とは異 なるオフ ィス環境 で多数の従

業員 をサ ポー トするには、物 理的な場所 や身体 の不 自由 さには関係 な く、 あ らゆる従業 員 に均 等

に、高速の ネ ッ トワー ク機 能 を提供 する必 要が ある。作 業チームが協 調 して効果的 に業 務 を進め

られ るようなソフ トウェア ・テ クノロジが必要 になる。 同時 に、相 互の協調作業 を支援 す る情報

インフラス トラクチ ャのプライバシ と信頼性 もきわめて重要 な要因 とな る。テ レコ ミューテ ィ ン

グが もた らす社 会的/経 済的 な意味 につ いても、検証 する必要があ る。コン ピューテ ィング とコ ミュ

ニケーシ ョンの統合 によって、私 たちが仕事 を行 う上 で必要 となるスキル ・ベース に劇 的な変化

が もた らされる ことになる。今後は、雇用者、従業員、 自営 業者 な どがいかに こう した変化 に対

応 してい くか を慎重 に検討 することが重要 になる。

1.7設 計1製造 の方法 の変化

展望:自 動車 や建築物 な どの複雑 な設計 か ら、 日用品 や ファソシ ョンとい った 日常的な品物 に至

るまであ らゆる製品 や構造 が、作成 する シス テムの物理 的な特 性 を正 確 に表 せる コン ピュータ ・

シミュ レーシ ョンによ って、容易 に設計 できるよ うにな る。設計 、製造 、製作 、部 品供給 、エ ン

ドユ ーザ ーなどの各関係者が設計 プロセスに参加 する ことによ り、相互 の フィー ドバ ックが即 座

に得 られる ようになる。 また多様 な設計 製造 プロセス を効率的 に取 り入 れ て、安全 性 と品質 に優

れた低コス トの製品 を作成 できるよ うになる。

地球規模の競争が続 いている結果 、今、 米国内の製造 業者は、生 産性の向上、 コス トの削減、 品

質改善、柔軟 性の維持、サ イ クル ・タイムの短縮 といった方法 に よって、新規の顧客 を引 き付 け

るとともに、既存客 の維持 に努 めている。情報テ クノロジは これ まで、全体的な製品の 開発/設 計

サ イクルに革命 をもた ら して きた。この傾 向は今後 も続 くもの と思 われる。概念設計 、シ ミュ レー
シ ョン、双 方向の コン トロール、計算処理、アー カイブ ・デー タのマ イニ ング、表示/分析用 のデー

タ ・レンダリングな どに対 応で きるハ イエ ン ド・コンピュー テ ィングのテ クノ ロジが不可 欠 とな

る。 またプラ ンニ ング、購 入、ス ケジュー リング、投 資、 コス ト管理 な どの ビジネス ・プ ロセス

と設計/開 発プ ロセス をリンクさせ る必要 もある。その他、顧 客のニーズ に対応す るため に標準 的
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な製品の同時修正 をサポー トするための ネ ッ トワーク ・コンピュー タも重要 な要素 となる。今、

コ ンピュー タの低価 格が進 む中;こ うした設計1エ ンジニア リング/製造 プログラムが持 つ能力 を、

さまざまな製 品 も応用で きる よう.になつ てい る。

1.8研 究方法の変化

展望:科 学者やエ ンジニ アが物理的 な場所 を意識 せ ずに、 日常的な作業 を実施 した り、同 僚 との

連絡、計 測器への アクセス、 データ/計算 資源 の共有、 デジタル ・ライブラ リ情報 への アクセスな

どをサポ ー トする仮想 研究所 に関す る検討が進め られ ている。科学技術関連 の資料 ぱすべ てオ ン

ラインで提供 され るため、読 者ぱ必 要 な方程式 やデータベース をダ ウン ロー ドした り、変数 を操

作 した りできる ようになる。 この結果、ユ ーザ ーぱ公開 された研究結果 を対話形式 で検索 できる。

高速の コンピュー タとネッ トワー クに よって、人間の脳 のマ ッピングや環境の気象変化 のモデ リ

ングな ど、多岐 にわた る科学技術情報 がサポー トされ るようになる。研 究課題 は しだいに複雑化

し、学際的 な色 彩 を帯 びるようにな ってい る。 この結果、地球上の研 究者 どうしが相互 に協調 で

きる画期 的 な手法 を見 い出す ように なって いる。主 な研 究課題 と して、複雑 な物理現 象 を忠実 に

再現 したモデル をサポー トす るハ イエ ン ド ・コ ンピューテ ィング、協調環境 の発展 、複雑 なデー

タベース の ビジュア リゼ ーシ ョン、大規模 なデー タセ ッ ト、デー タ ・マイニ ングの手法、デ ー タ

ベースの管理 といった分野が挙 げ られる。

1.9環 境への対応の変化

展望:情 報テクノロジによ'っで、私た ち～あ水や空気 といった自然環境 を有害な物質から守ること

もできるようになる。たとえば信頼性のある気象モデルが実現 されれば、天候の変化の速度や地

域別の配置などを特定 できるため、具体的な区域や地域ごとに正確な予報が可能になる。高度な

気象モデルによ り、気温、貯水量、大気の配置などの変化に対する生態系 の反応 を正確に予測で

きるようになる。完全統合されたモデルに基づいて、科学者や政策決定者ぱ気候の変化に適応 し

た り、その影響 を抑えた りするときに、技術的に実現可能な手法やコス ト効果の高いオプション

を選定する際に、天候の傾向、人 口統計の傾向、資源の有効利用、自然資源や経済資源の価値な

どを考慮 できるようになる。

米 国は、 国の内外 を問 わずエ ネルギーや環境 問題 に関す る方針 を支 える上で 、特定 地域 に向け た

正確 な予報 を実現すべ く、これ までに も増 して気象モデル に関す る研究 を拡充 していか なけれ ば

ならない。 この分野 での発展 は、 コンピューテ ィング技術の進化 に大 きく依存 す る。 これ には、

時間 と空 間 とい う制限 を越えた範囲での転送 に対応で きるよ うに、従来 の水準 の数桁分 に も相 当

す るレベルで コンピューテ ィング能力 を改善 しなければな らない。 また、数値 演算の手法 、アル

ゴ リズム、デー タ ・ス トレー ジ用の.ツ ール、管理 、解析、 ビジュア リゼー シ ョン、 ソフ トウ ェ ア

の開発/テ ス ト手法、分散 コンピューテ ィングに向けた高度 な ネッ トワーク といった分野 で も画期

的 な情報 テ クノロジが不可欠になる。
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1.10行 政 の変 化

展望:地 理 的な条 件、 コンピュータ ・リテ ラシの レベル、物理的 な能力 な どを問 わず、行政 のサー

ビスや情報はあ らゆる市長iに容易 に提供 され るよ うになる。'インテ リジェ ンF・ システムによ っ

て、必要 な情報 を収集 する場 合に も、 ワンス ♪ソプ ・シ ョップの経験 が生 か され る ようになる。

文書や書類 に も、 電子的に アクセス し、記入 、提出 できるよ うにな る。 ビジネス ・プロセスの自

動 化に よって、 市民 の要求 に も即座 に対応 することが できる。 また自然災 害が発生 した ときば、

緊急対策 チ ームの隊員が3次 元 の ビル ディング ・モデル に即 座 に アクセス して、 リスクの分析 、

査定 、高解像度 の地域別天気予報、破壊 された建 築物 の応力分析 、即時非難用 プランニ ング ・ソー

ル、緊急対策本 部の調整 などの作業 を行 うことがで きる。

情報 テ クノロジを通 じて、行 政機 関の業務効率や作業の応答性 を飛躍的 に改善で きる余地がある。

技術 的な課題 として、高性能の フ ァイル ・システム、情報の検索/表 示 に使用 するツールな どを含

め、 デー タ ・ア クセスの ための システムや手法 の面 で革新的 な改善 な どが挙 げられる。重要 な情

報 を配布1保 護す るための信頼性 と安全性 に優れた強力なネ ッ トワー ク とソ フ トウェアの構築が重

要 な研究課題 とな る。 また政府機関で実現 した改善 をあ らゆ る市民 に還元 す ることによ り、 アク

セス上の障害 を理解 し、解決 してい くこ とも忘れてはな らない。
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変化の形態 課題 利点

1.コ ミ'ユ ニ.
● 拡 張 と信頼性 に合 わせ た ス ケー リング(電 話 シス テムな ど)

● ヒュ ーマ ン!コ ン ピュー タの相互 対話 の改 善

●10億 人 もの ユーザ ー が、言 語 や物 理 的 な場所 を問 わ

ず 、 イン ター ネ ッ トに同時 ア クセ スで きる。

ケ ー シ ゴ 、 ● シス テム の脆 弱 さ

:ン.: ● グロ ーバ ル ・ネ ッ トワー キ ングの問 題

● コ ミュニ ケー シ ョンの新 た な最 適利 用の模 索(1対1、 また

は グルー プの利 用)
』』2;』'情報 φ

・ ● デー タ ・ア クセス方法 の改 善

● マル チモ ー ドの ヒューマ ン1コン ピュー タの相互 対話 テ ク

● マ ウス 、タッチ ・ス クリー ン、まば た きな ど を使 用 し

て 、書 籍 、雑誌 、新聞 、 ビデ オ、デ ー タ項 目、参 考資

処 理' .: ノロ ジ 料 な どをア クセス 、照会 、印 刷で きる。

● 信 頼性 、広帯 域幅 、 オー デ ィオ/ビデ オ ・ス トリー ムの改 善 ● ネ ッ トワ ー クノソ フ トウ ェ ア 対 応 の ツ ー ル に よ り、 情

● ス ケ ー ラ ブ ル ・ソ フ トウ ェ ア ・サ ポ ー ト 報への付加価値の提供

● ハ イパ フ ォ ー マ ン ス ・コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ

●重要な情報の提供と保護

●情報の電子配布に関す る方針

3.学 習
● 情 報 インフラ ス トラクチ ャの スケ ーラ ビ リテ ィと信 頼性

● 教 育向 け開発 の ソフ トウェ ア ・テ ク ノロジ、教 材の 改善 、

● 地理 的条 件 、年 齢、身体 能力 、スケ ジュー ル な どを問

わず 、誰 もが オ ンラ イン教 育 プロ グラム に参加 で き

修正/保守のサポー ト る 。

● 効 果 的な教 育1学 習 に向 けた コ ンピュー テ ィング/コ ミュニ ● 誰 で も教 材 にア クセス して 、各 自に最適 の 学習 方法・を

ケー シ ョン ・テ クノロ ジの最適 利用 見 い出す 。

● 従来の学習方法の改善 ● 個 々人に 合わせて教 育 プ ロ グラム をカ ス タマ イズで

●新 しい学習テ クノロジの最適利用に関す る市民教育 きるため 、取 り残 される 人が いな くな る。

'4
.商 取 引の

実 施;

● 高度 な プラ イバ シ とセ キ ュ リテ ィ機 能 に よって 、消費 者の

信頼 を高 め る必 要 性

● 通信 ネ ッ トワー ク、 コ ンピュー タ、 ビジ ネス ・ア プ リケー

● 顧 客 は、場 所 を問わ ず 、あ らゆ る会 社に ア クセス で き

る。

● 即 時 フ ィー ドバ ックに よって 、効率 的 な調整 が 可能

ションの信頼性 を強化 ● 消費 者は 、必要 に応 じて買 い物 がで きる。

● 企 業 は、販 売 によ る資 金 に ア クセ スで きる。

● 消費者は自動明細書作成機能によって、財務管理 を改

善で きる。

15

.仕 事':
● 場所 やハ ンデ ィキ ャップ を問わず 、あ らゆ る業種 に対 応 し

た高 速 ネ ッ トワー クの 開発

● 人口密集地 を問わず遠隔地か らで も自分の仕事にア

クセスで きる。
・

● ソフ トウェアの開発による効果的な協調処理 ●仕事の場所ではな く、希望の土地に住むことができ

● 情報 インフ ラス トラ クチ ャの プラ イバ シ と信 頼性 の保 証 る 。

●雇用者、従業員、自営業者が変化に対応するための方法を ● 仕 事場 で は、個 人の ニー ズ に対 応で きる。

判断

6.「医 療 現 場 、
● 情報 レポジ トリの プ ライバ シの保証

● 遠隔 医療 な どの アプ リケ ーシ ョン を支援 す る ロボテ ィクス

● 患 者 の遠隔 治療ノ診断 の実施

● イン ター ネ ッ ト ・ベ ー スの ビデオ に よる外 科手 術

/ビ ジ ュア リゼ ー シ ョンの開 発 ● ハ イエ ン ド・シス テム に よる専 門医 の ア ドバ イス

.
● 患者が生物医学情報にアクセスして、的確な意思決定

を下せ る。

7.設 計/構 ・
● 概念 設計 、 シ ミュ レー シ ョン、双方 向制 御/計 算 ステ ア リン

グに よる解析 、アー カ イブ ・デー タのマ イニ ン グ、デ ー タ ・

● コン ピュー タ・シミュ レー シ ョンに よる複雑 な設 計 の

実施

築' レ ンダ リング に対 応す るハ イエ ン ド ・コン ピュー テ ィング ● エ ン ドユ ーザ ー も含 め 、あ らゆ る関係 者が プロセ スに

● 双方 向 のエ ン ジニア リング/開発 プ ロセス と ビジ ネス ・プ ロ 関与

セ スの リンク ● 安全な製品、高品質、低価格化

8.研 究 φ1

:1:実施:1・

●研究課題の複雑化と多様化

●共同作業に向けた画期的な方法の確立

● 仮 想実験 室 の実現 、双 方向 の操作 、ア クセス装 置 、共

有 デ ー タ、その他 の資 源 につ いて 、物 理的 な場 所 を問

わず実 施で きる。

● あ らゆ る記録 が オ ンラ インで提供 され る。

9.環 境 との,
●気象モデリングに関する研究の拡充による天気予報の向上

●数十倍相当のコンピューティング機能の強化

● 信 頼性 の高 い気象 モ デルが 確立 す る。

● 状 況の 変化 に即応 で きるエ コー システ ム ・モ デ ルが構

.』調 和: ● 数 値演 算手 法 、ア ル ゴ リズ ム、デ ー タ ・ス トレー ジ用 ツー 築 される。

ル、 管理 、分 析 、 ビ ジュア リゼー シ ョン、 ソフ トウ ェア開 ●科学者や意思決定者の判断 を支援す る完全統 合モデ

発 、 テ ス ト、分 散 コ ンピ ュー テ ィング向 けの 高度 な ネ ッ ト ルが構 築 され る。

ワ ー ク

.10.政 策 φ 、::
● デ ー タ ・ア クセ スの強化 、 フ ァイル ・シス テムや ツールの

改 善

● 行 政 サー ビス と情 報 が、場 所 や コ ンピ ュー タ ・リテラ

シを問わず 、あ らゆ る市民 に提 供 される。

実 施. ● 信頼 性 と安 全性 に優 れ た ネ ッ トワー クノソフ トウェ アの 開 ● 情報 検索 のため の ワンス トップ ・シ ョッピ ング

発 に よ り、重 要 なデー タの提 供 と配布 ● ビジ ネス ・プロセ スの 自動化 によ り、レスポ ンス を改

善

● 自然災害への対策の強化
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2.連 邦政府主導の研究に向けた優先課題

政府 が支 援す る情報 テクノ ロジ関連 の研 究活動は これ まで、技術革新 を支 える上 で計 り知 れない

成果 を もた らして きた。 こ うした研 究の成果は産業界 で もただちに応用 され るよ うになってい る。

産官学が 関与す る実験 レベ ルの活動は、技術 移転 を支援 する強力 な原動力の役割 を果た した結果、

民 間部 門、産業界、政府、国家では多大な利点 を享受 で きるようになって いる。

かつてア イゼ ンハ ワーや ケネデ ィの政権 当時に着手 され た情報 テ クノロ ジ関連の長期的、か つ広

範 な研究 に向け た投 資の成果 として、今 日私 たちは経済 、戦略、社会 な どさまざまな側面で その

利益 を享受 で きるようになっている。 こ うした地道 な投資が、今国家 的に多大 な経済的 メ リッ ト

を もた らす ものであ る。 この論拠 は、経験 的に も疑いの ない ところで ある。最近の情報 テクノロ

ジ(IT)部 門 におけ る成長 は、経済の どの部門 をも陵駕 している。連邦準 備制度理事 会では、ここ

5年 間で、コンピュー タ、半導体、通信機器の各分野 におけ る生 産は、かつて業界全体で28%の 成

長率 を達成 した ときに比べ 、4倍 相当 に増加 した と報告 している。これ ら3つ の部門だけで、1992

年以来、全体の成長 の1/3を 占めてい る。

米国経 済の成長全体 を見 る と、これに匹敵す る部門はほかにない。またこ うしたテ クノロジをきっ

かけに誕生 した ビジネスで は、製造/情報 処理の関連分野 で数100万 人規模 の雇用 を生み出 し、全

国平均 を上回る賃金 レベ ルを維持 してい る。

歴史を振 り返るとわかるとお り、ビジネスを成功 させるには、連邦政府による研究開発に向けた

投資を柔軟な形で維持 しなければならない。また連邦政府では、長期的な技術開発を支援、促進、

そして調整 してい く必要がある。連邦政府主導型の研究開発(R&D)プ ログラムは綿密な設計の

もとに考案すると同時に、民間部門が効果的に対応できる部分 まで助成することがあってはなら

ない。業界が見落としている部分や、連邦政府の各部局の役割が相互 に交差することで、通常の

業務では見過ごされるような重要なテクノロジへの投資を励行する必要がある。

2.1調 査 結 果

情報テクノロジ関連の研究開発に向 けた連邦政府の投資ぱ十分でばない。

ハ イテ ク関連部 門の成長率(イ ンフレを除外)は 、今後米国が世界 の リー ダー シ ップを維持 し、

賃金水準 の高 い仕事 を提供す る新 しい全 体的 な新 しい市場 を創 出 してい く上 で重要 な要素 となる。

また、情報 テ クノロジの意義は、国家の多 くの優先課題に対す る解決策 を もた らす とい う意味で、

単 なる経 済的 な側面 だけにとど まらない。 とは言え、連邦政府 の研 究開発 関連 の投 資額 は、応 用

研究が重視 され る傾 向の犠牲 に もなってい る。当委員 会では、情報 テ クノロジの研 究開発 に向け

た連邦政府の投資水準は、ITの 国家 に対す る経済、戦略、社 会的な重 要度 の高 まりには対応 して

いない と考 える。

コ ン ピ ュ ー タ科 学 や 情 報 テ ク ノ ロ ジ の 分 野 に お け る 提 案 の 数 を 見 る と 、 い か に も研 究 開 発 の 業 務

に 向 け た 財 政 支 援 が 不 足 し て い る と い う 問 題 が 明 ら か に な っ て く る 。 た と え ば 、NSF(National

ScienceFoundation:国 立 科 学 財 団)が 支 援 して い るKDI(KnowledgeandDistributedIntelligence:知

識/分 散 イ ン テ リ ジaン ス)の 競 争 入 札 で は 、 わ ず か75件 の プ ロ ジ ェ ク ト}、か 助 成 が 認 め ら れ な い

こ と が 発 表 さ れ て い て も、 高 い 関 心 を 示 す 問 い 合 わ せ がllOO件 を 超 え 、850件 を 超 え る提 案 の 応
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募が あった。 またASCI(AcceleratedStrategicComputingInitiative:ア クセラ レーテ ッ ド戦略 コン

ピューテ ィング構想).に 基づ くレベ ル2の セ ンターの入札 で も、同様の応募が寄せ られた。 こ う

した関心の高い反応 は、情報テ クノロジの予算が きわめて逼迫 してい る実態 を表す もの である。

研究者 は、一見適 切 と思 われ る競争 には、半 ば強制 的に参加 させ られ る。最終的 に、研究者 は本

来の研究課題は さて置い て、提案書 の作 成 といった多大 な時 間を費 やす こ とになるため 、せ っか

く優 れた発 想が あって も適切 な助成 を受 け られない結果 になる。

以上 の ような傾向 自体 は、情報 テ クノ ロジ関連 の研 究者 にとってはそれほ ど害 はないが 、国家 に

とってはいかに も大 きな損失 となる。研 究開発に充当す る投資が不足す る結果 、信頼性 のあ るソ

フ トウェアを作成 し、情 報 ネ ッ トワー クを構 築 し、国家が これを運用 しなが ら、科学技 術、エ ン

ジニア、防衛 といった高度 な用途 に向 けたハイエ ン ドの コ ンピューテ ィング ・システムを生産 し、

同時 にこうした革新技術 が もた らす社 会ノ経 済面 での効果 に関する理解す る能力 とが脅か される結

果 になる。研究 開発 を怠 る と、問題 は単 に基礎的 な知識 の蓄 積が枯 渇するだけでは とどま らな く

なる。全体 的な研 究開発 システムの長期的 な効果 が期待 で きな くな り、21世 紀に新 たに確立す る

情報ベースの経済 において、 もはや米 国は主導権 を保持 で きな くなる。

調査結果:連 邦政府が実施 じτいる'γ関連の研究開発ぱ、短期的な考えが重視 され過ぎ

τいる。

NSFで は、基礎研究の意味 を次 の ように定義 してい る。

「プロセスや製品への具体的な応用はせずに、現象や客観的事実の基本的な側面を追求する研究

のこと」

これに対 し 「応用研究」 では、実 際のニーズ に対応す るための具体 的 な手段 を追求す るこ とが主

眼 とされる。 「開発」 とは、有効 な素材、装置、 または手法 を作 り出すための知識 に関す る体系

立てて活用す るこ とを言 う。以上 の ような定義 は、連邦 政府 の政策や予算報告の中で も広 く使 わ

れてい るが、正確 には研究 開発 の特性 の ご く一面 を表 した もの に過 ぎない。研究 開発(R&D)と

は、概念 と理論 、デー タと実験、新 しい製品 とプロセスの間 に見 られる非線形の複雑 な相 互作用

にかかわ るものである。 この うち基礎研究 は、 こ うした複雑 に入 り組 んだ系 の きわめて重要 な部

分 を占める。

ここ10年 の間に産業界 も政府 も、テクノロジ関連 の基礎研 究 と、開発!商 品化に向けた後工程 の間

におけるバ ランス をシフ トさせ て きた。 これ と同時 に、大企業 も基礎研 究に対する経費 を削減 し

て きた結果、研 究ス タ ッフは中央 の研 究室か ら実用向けの製 品やプ ロセス に密接 にかか わる実用

面での業務にシ フ トしつつ ある。公共部門、民間部 門はいず れ も、相互 に関係 し合 う理由 と して、

次の3つ を挙 げている。

(1)予 算削減の圧力

(2)ミ ッシ ョン指 向へ の移行

(3)長 期的研 究か ら短期 的な製 品への移行 に伴 う効 率の悪 さ

連邦政府 の研究 開発 に向けた全体的 な支 出は安定 してい る もの の、応 用のための研 究開発 を支援

す る動 きが顕著 になって きている。た とえば、DARPA(DefenseAdvancedResearchProjectsAgency:

国防総省高等研 究計画局)で は、1980年 代 は革新技術 を支える助成 を積極的に行 って きたが、1ggO

年代 に入 ると、あ らゆ る情報 テクノ ロジに関する支援 につ いて、 ミサ イル攻撃 に対す る影響 とい

う観点か ら判 断する ように、優先順位 が変 わって きた。 こ う した変化が進 むに伴い、潜在 的な技
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術移転 に割 り当てる時 間枠が制限 され るようになってい る。1990年 代初 めに、DARPAで は特定 の

軍用 シス テムのニ ーズに対応 するため に、情報 テ クノ ロジ局 と情報 システム局 を切 り離 した。 に

もかかわ らず 、DARPA情 報テ クノロジ局 にお ける基礎研究への全体 的な財源 は、局 全体の2億 ド

ルとい う予算 の うち、わずか2,000万 ドルに満たない。ここで も投資の不 足 とい う事 態が うかがわ

れ る。DARPAが 打 ち出 した新 しい リー ダーシ ップ ・プランは まさに、 こう した流れの逆転 を図る

もので はあ るが、最近 の傾 向 と して政府の研 究部門が緊縮予算 とい う厳 しい条件下で、長期的 な

研 究か、短期的 な任務遂行 型の開発 か、 とい う二者択 一 を迫 られ る と、担 当部局の責任者が任務

遂行 を優先 されるの は止 むを得 ない ことで もあろ う。

1990年 代初期 にかけて、産業界や政府が地球規模 の市場 における競争力 を高め、当時は もとより、

将来的 な競争相手 に対抗 してい くため に、研究 開発 に向けた投資予算 の再 編成は不可欠 の課題 で

あ った。 しか し、 こう した再編成 はかつて高い代償 を伴 った。基礎研究 に向けた活動が低下す る

とい う問題で ある。 コンピュー タ科学に関す る研 究開発 が、その好例であ る。1995年 、連邦政府

では独 自の調査1を 実施 した結果、コンピュータ科学 を中心 と した学術 関連の研 究 に向けた政府予

算 の2/3以 上が、応用技術 の方面に充 当 されてい るこ とが明 らかになった。

当委員 会では、情報 テ クノロジ関連 の研究 開発 に関す る連邦 政府の検討課題 が、短期的 な応用研

究の方 向に移行 し過 ぎてい るため、実際 の現場が直面 してい る基本的 な問題 を中心 とした長期的

でハ イ リスクの基礎研究 が犠牲 になっている事態 を指摘 してお く。現在 、研 究開発 関連 の資金 は、

主たる 目標が情報 テ クノロジ関連の知識ベ ースの 開発 ではな く、それぞれ の管轄 当局が直面 して

いる当座 の問題 に対応 するため に、 ミッシ ョン指向の 当局の研 究予 算 を財源 と してい る ところが

多過 ぎる。一方 、情報 テ クノロジは、そ の他の分野 に比べ、変化の速度が著 し く速い。将来的 な

課題 を逸早 く察知 で きる ように、 目先の前進ばか り重視するのでは な く、柔軟性 のあ る目標 を設

定す る必 要が ある。情報 テ クノロジの分野 に関す る限 り、ス ケー ラブルな情報 インフラス トラ ク

チ ャとい う領域 では変化 の速度が きわめ て速い ため、長期的な研 究 目標 に合わせ た伸縮性 を確保

す るこ とが重要になる。

経済成長 と防衛 にお ける リー ダー シ ップは、従来の研 究結果 を基礎 と した改善 を主体 としている

限 り、維持す るこ とはで きない。 また、最先端の 情報 テクノ ロジに基づ く経 済効 果 を追求 してい

く上で、諸外国が これ を黙認 してい くはずが ない。当委員会 の試算 による と、基礎研 究 に向けた

支出は、情報 テクノロジ を中心 と した研究 開発向けの予算全体 か ら見れば、わずか5%に 過 ぎない。

この結果、短期的 な技術 開発 の 目標 が優先 され るため、長期 的な視 野 に基づ いた将来性の ある研

究は先送 りになる。

今 まさに、振 り子の方向 を逆転 させ、適切なバラ ンス を保つべ き時期 に来 てい る。今後10数 年の

間 に、新 しい専 門分野 のパ ラ ダイムに実践 で きるアイデ アと手法 を実 現す る画期 的 なハ イ リス

ク ・ハイ リター ン関連の基礎研 究が必 要 になる。今後40年 の間 に、実利 の期待 で きる賢い投資が

不可 欠になる。

調査結果 情 報テクノロジ閲塵の研究開発に向げτ連邦政府カゴ行っτきた研究開発への支

援の内容は不ナ分 である。

現在 、行 われている財 政支援 の ポー トフォリオはバ ラ ンスの よい配分 に なっていない。 まず複数

年 にわたる時間枠 を取 って、研 究課題 に取 り組 める多分野型の研 究 プ ロジェク トに向 けた支援が

lNSFScienceandEngineeringlndicators
、1996年
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十分で ない。長期的で規模 の大 きい プロジェ ク トを支援す るこ とが 、連邦 政府の研 究開発 プ ログ

ラムには不可欠 にな る。大規模 なプロジェ ク トを実施す るこ とに より、学界 や連 邦政府関連 の研

究機関 など多方面か らの複数の研 究者 を集 めて、産官学 が協 力 して実験 を実施 した り、概念 の証

明 を行 った りで きる。長期 的 なプロジェク トによって、複数 年にわたる時間枠で研 究課題 に取 り

組めるため、予定外の重要な発見 を導 くこ とも考え られる。

連邦政府の投資 には、従 来のPI(principalinvestigator:単 一 テーマ)型 の研究 をは じめ、多様 な専

門分野 にわたる多分野型研 究 プロジェク トを複数年 かけて推進 してい くことによ り、補完 的 な財

政支援の道 を確保す ることが重要 となる。 これに より、相互 に補完 で きる研 究活動が支援 され る

ため、問題 の解決 に向けて幅広 い展望 が開ける結果、新 しい発見の可能性 も広が る。

2.2研 究事業 に関す る推奨案

情報 テクノロジに関連す る最近のブームは、今か ら10年 以上 も前 に実施 され たコ ンピュー タ科学

関連の基礎研究 による成果 に よって支え られてい る。今、知識ベース を拡充すべ き緊急 の課題が

あ る。情報 テク ノロジに向けた綿密 な計 画 と統制 に基づ くインテ リジェ ン トな投資 に よ り、従来

の形態か ら脱却 し将来 の世代 に向けて、情報化時代 にお ける役割 を果 た してい く対応 が不可欠 に

なる。

推奨案:長 期的な情報テクノロジ撰漣 の研究開発に向 けτ戦略的な構想を考案する。

当委員会では、大統領が主導 して コンピューテ ィング、情報、 コ ミュニケー シ ョンとい った基本

的 な課題 を中心 とした長期 的な研 究 を支援すべ く実質的 な追加投資 を敢行 して、戦 略的 な構想 を

策定す ることを推奨す る。 こう した構 想では、最初 の5年 間 を経過 した段階 で、助成額 を年 間20

億 ドルを超 える水準 にまで拡大す る必 要があ る。連邦政府の予算 当局 は展望性 に富 んだハ イ リス

クの研究 開発 を促進すべ く、予算 を増 額 しなけれ ばならない。 この 目標 は、かつて上位の担 当部

門に見 られ た活気の ある研究活動 を大学や研 究機 関で も回復す るこ とにあ る。

連邦政府が提案 した西暦2000年 度の予算案で は、"lnformaiionTechnologyInitiative"(IT2:情 報 テ

クノロジ構想)を 通 じて、IT研 究活動 の成長 を維持 してい く積極的 な方針が打 ち出 されてい る。

こうした積極的な取 り組 みは、革新的 な研究成果 を もた らす ために、研 究費用 を拡大 し、新 しい

管理 システムを創造す る とい う連邦政府側の努力 を持続す る上 で も重要 な第一歩 となる。 しか し、

研 究活動 は決 して ここで終わ るわけで はない。長期 的な研究 に向けた投資か ら生 まれる問題 を解

決すべ く、 さらなる拡大 と洞察の継続が必要 になる。21世 紀 に向けて米 国が リーダー シ ップを維

持 してい く上で も、重要 な社会問題 を解決 する上 での重 要性 と経済面での優位性 に合わせて、情

報 テクノロジに対する連邦 政府 の支援 を強化 していか なければな らない。

推奨案:ソ フ トウェ ア、スケ ー ラブル な情報 イン フラス トラクチ ャ、ハ イエ ン ド ・コン

ピューテ ィング、社 則 経済ン労 働 市場 に対 する影響 に関 する研究への投資 を増強 する。

研 究課題全般 の うち、特 に次の4つ の分野 に注 目 して、 これ らを戦略 的構想 の主要部分 と して捉

える必要 がある。
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● ソフ トウェ ア

あ らゆる種類 の高品質 ソフ トウェアを効率的 に開発/保 守 し、米国経済の中心 と して重要 な

イ ンフラス トラ クチ ャ(人 とコンピュー タ ・ベース ・システム/装 置の間を結 び、情報 を管

理/運 用す るための情報基盤)を 提 供す る複雑 なソフ トウェア ・システムの信頼性 を保 証す

るための手法

● ス ケー ラブル情報 イン フラス トラクチ ャ

通信 システム、インターネ ッ ト、大規模デー タ ・レポジ トリ、その他新た に出現 す るシステ

ム も含 め、国家規模の情報 インフラス トラクチ ャの信頼性 と安全性 を保証す る とともに、今

後20年 の 間に広帯域幅が要求 される新 しい大規模 なユ ーザ ーや アプ リケー シ ョンに対 応 し

て円滑 な成長 を支 える必要があ る。

● ノ、イエ ン ド ・コン ピュ ーティング

高速 で強力 なコ ンピューテ ィング・システ ムの開発 に向 けて投資 と技術革新 を引 き続 き支援

する。 こ う したハ イエ ン ド・シス テムは、航 空機 の設計 か ら、天候/気 象モ デ リングに至 る

まで重要 なアプ リケーシ ョンを実現す る上で必 要になる。

● 社 会/経済面 での問題

社会、政治、労働 力の面 にお ける情報テ クノロジの影響 を調べ る研 究 を財政支援す る。さら

に、情報テ クノロジの潜在 的な問題 を解決 し、利点を最大限 に引 き出すための手法 を集中的

に研究 する。

当委員会で は、国家の経済、防衛 に関す る具体的な優先課題 を中心 とした投 資を増 強 し、第3章

に示す通 り、米国の リー ダー シップを維持 してい くこ とを推奨す る。

推奨案:プ ロジェクトの規摸と期間 を拡大するための財政支援を確保する。

私 たちは今、新 しい世紀 を迎 え ようと してい る。 まさに、情報 テ クノロジが経済的 に も、軍事的

に も決定 的な要 因 として重要 な役割 を果たす時代であ る。こ うした21世 紀 の新 たな課題 に対応す

るために、連邦 政府が支援す る研究 開発活動 の形態 を さらに拡充 す る必要が ある。 コ ンピュー タ

科学 と情報 テ クノロジは ともに、相互 に連携す る分野 である。 よって、学際的かつ マルチ機 関か

ら成 る研究チ ーム とと もに、各種テ クノロジを将来 に向 けて発展 で きる大規模 な研 究活動 を中心

と した多数の機 関において、研 究者 を積極的 な参加 と支援が不可欠 となる点 を特 に強調す る必 要

があ る。

本報告書の第5章 では、次の目標を達成するために研究活動への支援を多様化するための方法に

ついて説明する。

●2～5名 の メ ンバ ーか ら成 る研 究チ ーム(異 なる機 関が共通 の研 究 プロジェク トに従事 して

いる場合 も含め)へ の支援 を拡大 する。

●"Expeditionsintothe21stCentury"(21世 紀への探索)と 称 した大規模 な仮想セ ンター を支援

して、将来的 な情報 テクノロジや、これが社 会への影響 な どについて詳 しく調査 で きるよう

にす る。

●"EnablingTechnologyCenters"(未 踏技術開拓 セ ンター)の プ ログラム を設立 して、国家 的に

特 に重要 な問題 に対 して情報 テクノロジをいか に応用 で きるか を考 察する。

以上の よ うなアプローチ によって、政府 は重要 な研 究 目標に合わせ て財政 支援 の メカニズム を適

合で きる ようになる。
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3.技 術研究の優先課題

3.1ソ フ トウ ェア の 研 究

ソフ トウェアは、情報化 時代 を支 え る新 しい物 理的な インフラス トラクチ ャであ る。経 済面で の

成功 、科学技術 の研究 、国家 の安全 とい った面で ソフ トウェアは不可欠 の要素 となる。 また産業 、

通信、情報 ア クセス、国家の物理 的 なインフラス トラクチ ャとい う面で も、ソフ トウェアの重要

性 は しだいに増 して きてい る。安 価で高速のマ イクロプロセ ッサが登場 したこ とに よ り、 ソフ ト

ウェアで実行で きる機 能 も飛躍 的に向上 してい る。

た とえば、電話 システ ム、 イ ンターネ ッ ト、またカメラや自動車 といった装置 は、いずれ もソフ

トウェアが なければほ とんど正 しく動作 しない。私 たちは、 ソフ トウェアが故 障せず に正 しく動

作 し、必要 に応 じて変更で き、かつ性能 の改善 に向けて一貫 して機 能が強化 され ることを期待 し

ている。

しか し、 ソフ トウェアに対す る要求が飛躍 的に高 まって きた結果 、必 要 とされ る資源が多過 ぎ、

開発が 間に合わ な くなって きている。 この結果 、必要不 可欠の ソフ トウェア も開発で きないのが

現状 である。 また、国家 は現在、 強度 と信頼性 に欠け、 しか も開発 、テス ト、進化 とい ったニー

ズに対応 しに くい労働集約 的なソフ トウェアに依存 し過 ぎて いる。必 要 なソフ トウェア ・システ

ム を構築 し、米 国経 済の中核 として しだいに複雑化す るシステム ・ソフ トウェアの性 能 を分析/予

測する能力 は、きわめ て不足 してい る。必要 とされるソフ トウェア2を 供給す る専門の人材 が十分

に育成 されてい ない こ とに加 え、構 築作 業の効 率 と品質 を改善す るための努力 も十分 にな されて

いない。短期 的 な応用 向けの研究 開発 を重視する最近 の政策 に よ り、商品化 に利用 で きる高度 な

ソフ トウェア ・テクノロジが減少 しつつある。

3.1.1調 査結 果

調査結果 ソフトウェアに対 する要求が、国家的なソフトウェアの生産能力を上回 っτい

る。

情報 テクノロジの爆発 的 な成長 によ り、新 しい ソフ トウェア に対 して、かつて ない水準 にまで要

求が高 まるよ うになってい る。 イン ターネ ッ トを介 して基本サ ー ビス を提 供 し、重要 な国家 の問

題 を解決で きる ような新 しい製品 をサ ポー トで きるよ うに、無数の既存 システ ムと新 たに実用化

され るシステム をサ ポー トす るソフ トウェアが求め られ てい る。一方 、 こう したソフ トウェア を

開発す るため の資源 は、高 まる要求 に応 じられ る水準 に まで は追 い付 いてい ない ため、 「ソフ ト

ウェア ・ギ ャップ」 と呼ばれ る現象が生 じてい る。

この ソフ トウェア ・ギ ャップの原 因は、次の ようなさまざまな要 因の相互作用 による もので ある。

加速化す る ソフ トウェ アへの要求、労働集約 的な開発 、労働力 の品質の変化、労働 力不足、強力

な開発 を支援 する適切 な科学技術の不足 といった問題 がある。ハ ー ドウェアにお ける コス ト効果

のある方 向で改善 され る結果、 ソフ トウェアに対す る要 求 も高 ま り、 しだいに加速 化 してい く。

今 日のシステムやアプ リケー シ ョン ・ソフ トウェアは従 来に増 して、一段 と複雑化 してい る。 ソ

2"EmploymentOutlook1996 -2006"
,BureauofLaborStatistics,MonthlyLtiborReview、1997年ll月 発 行
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フ トウェア ・システムは今や、人間工学が もた らす最 も複雑 な構造物 の1つ にな りつつ ある。

こうした現状 は、最近の情報 テ クノロジにおける ブームの進行 を抑制す るこ とに もなる。 また 、

ソフ トウェア集約 的な問題(た とえば、航 空機操縦 の安 全性 や危機管理 といった問題)に 対す る

解決策を実現す る速度が低下 するために、国の医療 や福 祉の問題 までが危機 に晒 される ことに も

なる。

連邦政府 は、 ソフ トウェアの研 究 とい う分 野への投 資 をさらに強化 して、 こ うした状 況の打開策

を打 ち出す必要が ある。 「ソフ トウェアの研 究」 によって得 られ る効果 は、単 に ソフ トウェア開

発の生産性 を改善するための新 しい戦略 を考えるだけの もので はない。 これ以外 に、情報 の管理、

商取 引のサ ポー ト、 コ ンピュー タをさ らに使 いやす くす るための ソフ トウェアの開発 、埋 め込み

型デバイスや新規 アプ リケーシ ョンに適用 す るソフ トウェアの作成、 さらに各 ソ フ トウェア ・シ

ステムの効果的 な相互運用性 を実現す るための研究 を支援 す るツー ルに関す る詳細 な調査 も当然

含 まれる。す なわち、ハ イ リスクで はある反面、多 大な影響 を与 える可能性の ある斬新 な手法 と

して明確 に定義 されたアプローチが必要 にな る。 これ には、斬新で 「外部 的」 なアプ ローチ を考

案す るための概念上の打 開策が不可欠 になる。連邦 政府は、優れ たソフ トウェアの開発 に従事で

きる情報 テ クノロジ専 門の人材 を拡 充 しなければな らない。

調査結果に 脆弱なソフトウェアに国家が依存 しτいる。

国家は強力 なシステムを必要 してい る一方 で、私 たちの シス テムが依存 している ソフ トウェアは、

脆弱であ るとい う問題が ある。 ソフ トウェ アの脆 弱 さは、長期的 な環境の変化 や制御 で きない環

境の変化 とい う面 を適切 にあるいは まった く考慮 しない開発傾向 に起因す る ものである。 こ うし

た脆弱 さは、 ソフ トウェアの信頼性、 セキュ リテ ィ、パ フォーマ ンスの低下 、エ ラー、 ア ップグ

レー ド時の難 しさといった面で露呈 する。

ソフ トウェアの脆弱 さを表す例は、航空管制用の大規模 な情報 システムか ら、デス ク トップ用パ ー

ソナル ・コ ンピュー タ、国防総省 やIRS(国 税庁)に 至る まであ らゆる側面 で見 られ る。 また ソフ

トウェアの セキュ リテ ィ不足の問題 は、十代 のハ ッカーが電話 システムや軍事 システム にい とも

簡単 に侵入 で きることか らも明 らかで ある。現実 に、 ソフ'トウェア ・セ キュ リテ ィの問題 は、予

測で きる外部攻撃 の水準 をは るかに越 えている。FAA(FederalAviationandAeronautics:連 邦航 空

局)やIRSの システムで は、 ア ップ グレー ドの困難 さとい う問題が明 らか になっている。 これ ま

で にも、大規模 な通信 ネ ッ トワー クが故 障 した り、銀行の システムが電子 的に侵 入 され た りす る

事 例があ った。多額の コス トを投 じて大規模 がテス トを実施 して も、市販の ソフ トウェアは、 「バ

グ」 と呼 ばれるエ ラーを含 んだ まま出荷 され てい る。 ソフ トウェア製 品は、中 に潜在す るエ ラー

の発見 について実際 に使用 す るユ ーザ ーの手 に委 ねて いる こ とが多い ため、 システ ムが クラ ッ

シュする可能性 も高 くなっている。

市販の製品が不十分 であるの と同様 に、プ ロセス 自体 も十分 ではない。StandishGroup3で は、ソフ

トウェア関連の プロジェク トの うち73%が 、スケ ジュールの遅 れ、予算 オーバ、打 ち切 り、頓挫

とい った問題 を含 んでいる と報 告 されてい る。 また致命的 な混乱 を招 く可能性 が ある と指摘 され

る 「西暦2000年 の問題」 は、 ま ぎれ もな く信頼性 の欠如 を表す問題であ り、新 しい環境 への アッ

プグレー ドに伴 う困難 さと犠牲 を示 した好例 である。企業 は、システムの破壊 を招 くリス クを避

3StandishGroupIntemational社(本 社:マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 デ ニ ス)は
、 ミ ッ シ ョ ン ・ク リ テ ィ カ ル 系 ソ フ

トウ ェ ア や 電 子 商 取 引 の 分 野 を 専 門 と す る マ ー ケ ッ ト ・リ サ ー チ1コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社 で あ る 。
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ける目的で、オ ンライ ン ・データをバ ックア ップす るための多大 なコス トを投 じている。

国家は今 、こ うした現状 をその まま許 している余裕はない。信頼性 、フォル トトレラ ンス、セキュ

リテ ィ、進化 、保守、 コス ト効率 といった問題 に対応で きる強力 なシス テムの構築 に必要 な科学 、

テ クノロジ、お よび手法 を積極的 に開発 しなければな らない。

調査結果:信頼性と安全性に優れた ソフトウェアを構築するためのテクノロジが不ナ分で

ある。

過去40年 の間に、コ ンピューテ ィング ・ハー ドウェアの性能 は、少 な く見て も8桁 の水準 で改善

されて きた。反面、 ソフ トウェアの 開発能力 は、ハ ー ドウェアの進化 が もた らす機 会に追 い付 い

ていない。必 要 とされ るシステムを構築す る能力 、そ して、 コア部分 で複雑 化す る巨大 な ソフ ト

ウェア ・システムの性能 を予測する能力が まさに不足 している。

巨大化 する ソフ トウェア ・システムは もはや、私 たちが正確 に予測で きる範 囲 を越 えてい る。 こ

の結果、構 築の作業 を自動化す る余 地はほ とんどない ことに加 え、すでに開発 されているコ ンポー

ネ ン トが再利 用 される ことは ほとん どない。 また正確 なエ ンジニ アリ ング分析 を実 施 した り、大

規模 なソフ トウェア ・システムが どの程度 までテス トされているのかを確認す る手段 もない。

標準化 された動作仕様 を有効 な方法で確 立する ことに よ り、 ソフ トウェア ・システムの特性 を見

極 めた り、 より完全 なテス トを低 コス トで実施 した りで きる ようにな る。残念 なこ とに、 こう し

た仕様が実際 に使用 され ることはほ とん どない。仮 に仕様があ った場合で も、 ソフ トウェア自体

との 間に効果 的な対応 が取 られている ことは さらに少ない。 ソフ トウェアの動作仕様 や欠陥 は、

プログラムの実行時 に しかわか らない。仮 に実行 時であ って も、特 定の状 況 にな らない限 り、問

題が再現 され ないこ ともある。 こう した状 況で作 成 されたプ ログラム は、強力 なシステム を目指

す開発 努力の阻害要 因になることに加 え、生来の脆弱 さの問題 を含 むこ とになる。

ソフ トウェア開発 は、 あ らゆる設計作業 と同様 に、個 人の才 能 と創 造力 に依存す る。 この傾 向は

今後 も変わ らない。 しか し、 ソフ トウェアの開発 、テス ト、保守 とい った プロセス は絶 えず変化

す るものであ ることが明 らかになって きた。一貫性の ある仕様 と実装 を確 立で きる ように、実践

的で意味 のあ るテス ト手法 をサ ポー トす るソフ トウェア開発への科学 的に健全 なアプローチが必

要 にな る。 これ には、 デジ タル ・ハ ー ドウェアの ため の コン ピュー タ支援 設計 を成功 させ たの と

同様 に、標準 化 されたマ ルチ レベ ルの機構 を実現す る言語、理論、 シ ミュ レー シ ョン、解析 、テ

ス トの手法 について、長期的 に研究す る必要がある。

ソフ トウェア ・コンポー ネン トについて強度、仕様、モ デリング、 テス トとい った面か ら実証済

みのラ イブラ リが構 築 され、利用 可能に なれば、新 しいソフ トウェアの 開発作業 では大 きな支援

となる。す でに ビジネス ・アプリケーシ ョンの開発 に向 けた ソフ トウェア ・コンポー ネン トの ラ

イブラ リが、商用 として開発 され始めている ものの、 まだ適応 で きる分野 はご く限 られている。

調 査結果:ソ フ トウェア ・システム ば、急速 な勢 いで多様化 と洗練 化が進 ん でいる。

コンピューテ ィング能力 の飛躍 的な発展 、 コンピューテ ィングとコ ミュニ ケーシ ョンの統合、 さ

らに各種テ クノロジの大幅 な低価格化 といった動 きに よって、従来 とな異 なる新 しい形態の ソフ

トウェア ・ベ ース ・アプ リケーシ ョンが登場す る ようになっている。 こう した新 しいア プ リケー

シ ョンが定着す るには、必要 なアル ゴリズムや情報構造 を中心 と した研 究活動 も強化す る必要が
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ある。た とえば、輸送 システム、天候1気 象 システムの観測、遠隔医療 とい った分野 には、 リアル

タイム ・コン トロールが不可 欠になる。 国家の安 全保 障の上 では、 シー ン認識 システムが非常 に

重要な役割 を果 たす。 また、遍在(ubiquitous)コ ンピューテ ィング、協調的意思決定 シス テムな

どは、軍事用 をは じめ、民 間向けの アプ リケーシ ョン用 と して幅広 い重要 な意義が あ る。 ソフ ト

ウェアの 目的が システム指 向(た とえばオペ レーテ ィング ・システムやワイヤ レス通信用の プロ

トコルな ど)で あろ うと、アプリケーシ ョン指 向(た とえば課金 システム、音声 イ ンタフェース、

シミュ レーシ ョン)で あろ うと、ソフ トウェア ・テ クノロジは引 き続 き発展 させ なけれ ばな らな

いo

調査結果:一 般的 な市民 に とっτ、 ソフ トワェアへの依存度 ぱ しだいに高 ま`ノつつある。

今か ら20年 ほ ど前 、 コンピュー タは仕事 を中心 として使われていた。今 日は、人々は金融、財務 、

娯 楽、旅行 の手 配、友 人や家族 との連絡 、電話連絡 に至 るまであ らゆる場 面で コンピュー タを利

用 している。利用す るサー ビスの信頼性 や可用性 を提 供す ることに加 え、物 理的 にも知 的な面 か

らも十分 な使 いやす さが確保 されていなければな らない。 ソフ トウェ ア ・プロセスが 、従 来の手

作業に取 って代 わ るようにな り、既存 のプ ロセスの重要 な特性 は保護 しなければ な らない。例 と

して、履 歴 レコー ドの保持 やエ ラーや欠落の回避、必要 なサポー トの提供、 また、 一部完 了 した

作業を中断 し後で再開で きなければ ならない とい うこ とがあ る。

コンピュー タに よって、電話機、 ミュー ジ ックプ レーヤ、 テ レビ、 ビデオテープな ど従来は独 立

した専用 の装置が必要 とされた領域では、コ ミュニケーシ ョン!情報 ア クセスが可能 になってい る。

こ う した装置 を さらにイ ンテ リジェ ン トな機 器 と して発展 させ るには、機 能豊富 な使 い やす い

ユ ーザー ・インタフェースが必要に なる。 こう した新 しい装置の登場 によって、私 た ちは人間の

あ らゆる知覚 を駆使 しなが ら、実世界 と変 わ らない感覚で コ ンピュー タ ・アプ リケー シ ョンを操

作で きる ように なる。 コンピュー タは、一般的 な消費者 向けの装置 に比べ 、はるかに複雑 な機器

であるため、今 後新 しい形態の対話操作 をコ ンピュータのユ ーザー ・イ ンタフ ェース に組み込 む

ときに、 さらに複雑 さが増す ようであ って はな らない。 た とえば、 コ ンピュー タを使 って音楽 を

再生 した り、新 しいコ ンピュー タ ・ベ ースの クライア ン ト ・デバ イス を操作 した りす る場 合に も、

今 のCDプ レーヤを使 う場合 と変 わ らず に、あ るいはそれ以上 に簡単でなければな らない。

使用経験 の ないユ ーザ ーのニ ーズが、 よ く理解 されていない とい う問題 があ る。使 いやす さの要

素 とは何 か をよ く考 えた上で、新 しい形態 の操作 方法 を開発 する必要 があ る。 ヒューマ ン ・コン

ピュー タ ・イン タフェース、 あるい は人間主体 の情報管理 とい う領域 での詳 しい研 究が必要 とさ

れている。コン ピュー タは もとよ り、ATM(自 動現金引 き出 し・預 け入れ装置)、 スマ ー ト ・フォ

ン、電子 キオス ク ∵システムとい ったコ ンピュー タ組 み込 み型 の装置 な ども、 自然 な形 で直観的

に使用で きなけ れば な らない。 また、個別 に開発 されたサー ビスの統 合 もシー ム レス(継 ぎ日な

し)に 行 う必要があ る。 さ らに、複雑 なアプ リケー シ ョンのスク リプ ト化や総合的 なシステ ム ・

インテグ レーシ ョンといった面の支援 も含 め、相 互運用性 を実現 する標準的 なイ ンタフェース と

サービス を完備 した ミ ドルウェアに関す る研究 も進め る必要がある。

調査結果:ソ フトウェアの基礎研究に向けた国家の投資が不足 しτいる。

ここ10年 間 を振 り返 る と、米国は新 しい ソフ トウェアの基礎技術 の開発 に向けた研究 に対す る投

資を怠 って きた4。 今 日実現 されるソフ トウェア ・テ クノロジの大部分 は、15年 以上 も前 に実施 さ

4EndlessFrontier
,LimitedResouces:CouncilonCompetitiveness,112、113ペ ー ジ 、1995年4月 発 行
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れた研 究 開発 の成果 に基づ くものであ る。今後、長期 的なハ イ リス クの研 究 に対す る投資 を怠 る

となれば、い ったい西暦2015年 の時点で実用 化で きるアイデアは、何 を基礎 とす るのであろ う。

最近、連邦政府 が主導 してい る情 報テ クノロジ構想では、研究課題 の ソフ トウェア面 について組

織的 な投資が不足 しているため、理論上実現で きる機 能 と、実 際のハー ドウェア性能の 間に大 き

なギ ャップが生 じているこ とを指摘 しなければな らない。た とえば、連邦政府のHPCC(FederalHigh

PerformanceComputingProgram)プ ログラムでは、 「大規模並列 アーキテクチ ャに合 わせ て高性能

コンピュー タを実現す るには、 ソフ トウェアの進化が不 可欠」5と 謡 っている。 しか しHPCCの 研

究は、GrandChallengeに ついて、その成果 を即座 に応用するため の半生産用の並列 コンピュー タ ・

システ ムの研究 が主体 となってい る。 こう した即効性 を求める短期 的 な戦略 では、特定 の科学技

術 に関す る問題 やシステムに関す る問題の解決 を図るソフ トウェアには重点 が置 かれるが、各種

の コンピューテ ィング ・アーキテ クチ ャど うしでの相互運用性 とい った広範 な問題 の解 決 に必 要

となる基本的 なソフ トウェア ・テ クノロジの開発は軽視 されている。

また、長期 的な ソフ トウェア研 究 に対す る投資が不足 している とい う事態 は、 ソフ トウェア関連

の専 門研 究者 を育成す る道 が断たれ ることになる。当委員会 では、研 究 開発 に向けた投資 を強化

す ることによ り、若手の有望 な研究者 を育成す る大規模 な骨組み を構築すべ きである と考える。

3.1.2推 奨 案

ソフ トウェアは、人間の社 会構造 に ます ます重要 な部分 として組 み込 まれつ つある。私 たちが 開

発 し、使用す る ソフ トウェアの品質、そ して これ を開発 するためのプ ロセス を改善 していかない

と、今後、 国家は危機 に瀕 する ことになる。米国内の ソフ トウェア産業 を強化す るために、長期

的 な研 究が不可 欠 となる。今 、 この種の研 究 に対する支援 は とて も十分 とは言 えない。 国家の イ

ンフラス トラ クチ ャを意 図的な攻 撃か ら保護す るために大統領 の命 を受け て提唱 された クリテ ィ

カル ・インフラス トラクチ ャ ・プロテクシ ョン構想 に基づ く研究 とも緊密 な連携 が必要 になる。

当委員会で は、 ソフ トウェアの品質 と開発 プロセ スの面で根本 的な改善 を図 るための多方面 にわ

た る追加投資 を行 うこ とを推奨す る。特 に、 ソフ トウェアの開発 、検証 、妥 当性 チェ ック、保守、

コンピューテ ィング ・システムへ のユーザ ー ・イ ンタフェース、電子媒体 に よる情 報、ハ イエ ン

ド・コンピューテ ィングに対応 す るソフ トウェア、新 たに登場 す る遍在1協調 的コ ンピューテ ィン

グを支援 する ソフ トウェアの手法 を抜本的 に改善 しなければな らない。

ソフ トウェア構築の ためのテ クノロジは、 まず私 たちが どのよ うな ソフ トウェアを構築すべ きか

を認識 す る必要があ るため の全体 的な ソリュー シ ョンの一部 に過 ぎない。現 在の コンピュータ ・

システムは使 いやす さの面 で、 さまざまな問題 があ る。情報 アプ ライア ンスの操 作 を簡素化す る

ための理論 や手法 を考案す るこ とが緊急 の課題 である。 これには環 境 を理解 し、認識す るための

手法 、コ ンピュータ ・システム内で情報 を表現 し、編成するため の手法、 また情報 を分析、要約、

お よび説 明す るための手法が必 要 になる。

第1章 で は、情報 テクノロジが科学技術 、医学、商取 引、行政 、教育 といった面で どの ような変

化 を もた らすか につい て説 明 した。 こう した変化 を支えるには、新 しい アル ゴリズ ム、 ツール、

そ して従 来 にない コン ピュー タの使用形 態が必 要 になる。新 たな発 想や試作 品構想 につ いて研究

5ExecutiveOfficeofthePresident
,OfficeofScienceandTechnologyPolicy,TheFederalHighPerformance

ComputingProgram(連 邦 政 府 ハ イ パ フ ォ ー マ ン ス ・コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ プ ロ グ ラ ム)、1989年9月 発 行
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することが、こうした変革の原動力 となる。今や、試作品の商品化に向けた多大な圧力が避けら

れないため、優秀な大学教授陣や研究者の不足が深刻化 している。いわば、作付用の とうもろこ

しを食用に回 しているような状況である。当委員会では、長期的な課題に取 り組む大学での研究

活動に向けて財政支援 を強化することを推奨する。

主 な推奨案:ソ フトウェアの基礎研究を最優先課題とする。

当委員会では、連邦 政府が コ ンピュー タ ・システム ・エ ンジニ ア リング とアプ リケーシ ョンの両

方 に利用で きる ソフ トウェアを探 る基礎研究 を実施 して、国家的 に最優先 の研 究課題 と して検討

す ることを推奨す る。 また当委員会 では、 第5章 に提 案するあ らゆる調査課題の必須の要素 と し

てソフ トウェアの研究 を組み込 むべ きだ と考 える。 さ らに現 行の資金枠の 中で研究部 門 に対す る

割 り当てを大幅 に増 や し、 ソフ トウェアの基礎研 究 を集 中的に実施 す る案 を推奨す る。

推奨案:ソ フトウェアの開発手法、およびコンポーネン ト・テクノロジに関 する基礎 研究

に向 けた投資 を強化する。

当委員会では、特 にソ フ トウェア開発ノ保守の 自動サポー トを中心 と した ソフ トウェアの手法 につ

いての研究 を積極的 に実施す るこ とを推 奨す る。 こ う した研 究 によ り、次 のよ うな成果 が期待 さ

れる。

● コンポー ネン ト・ベ ースの ソフ トウェアを設計/生 産す る手法 が確立 するため、 ソフ トウェ

ア ・コンポーネ ン ト産業 に必要 な科学技術 の基盤 が提供 され る。

● コンポーネ ン トの自動解析や シ ミュ レーシ ョンお よびテス トをサ ポー トし、またそ れ らの シ

ステムへ の統合 をサ ポー トす る理論、言語 、ツールが提供 される。

● 関連分野 のソフ トウェア ・コンポー ネン トを集 めた国家規模 のライブラリが構 築 され る。

● 信頼性 のあ る実証 済み コンポーネ ン トを利用 す るための手法 と予測可能 な信頼 で きる安全

なシステムが実現 され る。

● プロ トコル、言語 、デー タ構造 を構築す ることによ り、ワイ ド・エ リア ・ネ ッ トワー クを通

じて並列 的に実行す る各 アプ リケー シ ョンの相互運用性が強化 され る。

推奨案:ヒ ューマン/コ ン ピュ ータ ・イン タフェース と相互作用 に関 する基礎 研究 を支 援

する。

コンピュータ ・アプリケーシ ョンの多 くが、人々に情報 を伝達す るこ とを 目的 としてい る。 さら

に、私た ちの情報 や指 示が必要 となるコ ンピュー タ ・アプリケーシ ョンが大部分 であ る。 人 とコ

ンピュー タの間の対話 は、い まだにキーボー ドの操作 をは じめ、マ ウスや タッチ ・ス ク リー ンと

いったポインテ ィング ・デバ イス、 デ ィスプ レイへ のテキス ト表示 や簡単 なグラ フィカル形式 の

出力 など、単純 な操作 を介 した基本的 な動作 や出力 に限定 されてい るのが現状 であ る。今 、人々

は豊富 な対話操作 がで きるよ うになっている。極端 に言 えば、人間 は環境 につ いて調和 的な理 解

を図 りなが ら、多様 な視覚系統 を備 えた知覚型の生 物であ る。 人間の脳 は知覚神経 と運動神経 系

が密結合 されてい るが、 コ ンピュー タ ・システムの場 合は入力(人 間の運動系 に よる操 作)と 出

力(人 間の知覚系 による認識)は それぞれ独立 した関連性の ない動 きとなる。

人間とコンピュー タの価値 は、 これだけに とどま らない。 人間の知覚/運 動系、認識、注 意力、パ

ター ン認知、意思決定 に関す る基礎研 究は、人間 とマ シ ンの 間の対話操作 に劇 的 な改善 を もた ら

す可能性 を残 している。
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今 日提供 されてい る民 間航 空機 、軍用 システム、ゲームな どの シ ミュ レー タには、将来 的に何 が

可能 にな るのか につい て、い くつかの例 を見る ことがで きる。 フル ・イマ ージ ョン型の環境 も、

こう した領域 を探 った実例 と言え るが、 この潜在 能力の実現 に向けた基礎研究 を継続 していか な

い限 り、今 日の システ ムの限界 を越えた次へ のステ ップを進 める ことはで きない。 さらに、 こう

した研究 の成果 と して、エ ラーや誤解 の低減 、複雑 なコ ン トロール設定の強化の ほか、知覚 、運

動、認知上の障害 を持 つ人 々が抱 えるア クセス上の問題 も一部 、解決 され るこ とになる。

ヒューマ ン/コン ピュータ ・イ ンタフェース と相 互作用 には、 さまざまな側 面がある。経済環境 、

身体 的な障害 、知 的 レベ ルな どを問 わず 、あ らゆる人々に対 して容易 な アクセス を提 供 しなけれ

ばな らない。 このためには、テキス ト形式 のインタフェース、手先の器用 さ とい った面 ではな く、

ヘルプ ・システムや推論 とい った機能 を通 じて、 コス トの低減 、オーデ ィオ ・ビジュアル装置 の

小型化、 自然言語 のサポー ト、ユ ーザ ー支援の強化 といった利点 に基 づいて、ユーザー ・イ ンタ

フェースの大幅 な改善 を図 らなければならない。使いやす さの改善 は、基盤 となるハ ー ドウェア ・

デバ イスの進化 に合わせ て、 ソフ トウェアを発展 させ る例の1つ であ る。

推奨案:情 報管理の方法に関する基礎研究を強化することによ〃、次のことが 可能になる。

ω 情報の収集、編成、処理、分析、および説明

〔2)無数のユーザーへの情報の提供

私 たちはすでに、膨大 な量の情報 にオ ンライ ンで アクセスす るこ とがで きる。今直面 してい る問

題 は、いかに効率 的に適切 な情報 を検索 し、 いか に効果的 にこれ を利用 す るかである。私た ちの

ニーズに応 じて必 要な情報 が提供 されることが理想的であ る。当委員会で は、情報 の収集、編成、

処理 、お よび運用 の面 を中心 と した基礎研 究への財政支援 を強化す るこ とを推 奨する。情報 管理

は、 デー タ構造 とアル ゴリズム を改善 した従来の コンピュー タ科学の手法 と、デ ジタル ・ライブ

ラ リ、デ ー タベ ース、知識発 見、デー タ ・ビジュア リゼー シ ョン、情報集 約的 アプ リケー シ ョン

に関す る理論 と新 しいアプ ローチ を組み合わせて実施する。 また イ ンテ リジェンス を高め、生産

性 を向上 す るための ソフ トウェ ア ・ツールは、今 後の国家の繁 栄のため には重要 な要素 となる。

次の領域 での研究 を進め る必要があ る。

● 既 存の情報 テクノ ロジ と将来的な情報 テ クノロジの両面 を拡 張 して、 テキス ト以外 の情報

(画像 、オーデ ィオ ・ス トリーム、 アニメーシ ョンな ど)を 全面 的に統 合する。

● 情報 の フィル タ処理 、 デー タ ・マ イニ ング、情 報の系統/品 質の追跡 に応用 で きるテクノ ロ

ジを改善 し、同時 にプライバ シや知 的財産権 を保護 する。

● 国家規模 の科学 ・教育 プロセス を強化 し、貴重 な情報 を長期 的 に保護す るためメカニズ ムを

組み込んだデジ タル ・ライブラ リを構築 す る。

● 複雑で要求度 の高y・分散 アプ リケー シ ョンに、豊富な情報管 理サー ビス を組み込 むための新

しいテ クノロジを考案す る。

● 情報 の意味 をモ デル化 し、理解す るためのツールとテ クノロジを開発す る。

● 情報 や知識の管理、ビジュア リゼー シ ョン、お よび有効利用 を支援 するための ツール を作成

する。
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推奨案:主 な情報テクノロジ関連の研究構想の中に、ソフトウェアの研究を主要な課題 と

しτ位置付ける。・、

これ まで、HPCCな どの主な構想 は、ソフ トウェア研究 に対する資金不足 が原 因で期待 され る成果

が得 られなかった。 この章で後述す る新 しい構想 を検討す る場合は、必ず ソフ トウェアを中心 と

した研究課題 を取 り入 れる。

た とえば、構 築す るネ ッ トワー クで実際のサ ー ビスを提供す るソフ トウェア について十分が投資

が なければ、スケー ラブルな情報 インアラス トラ クチ ャは実現 で きない。 この ため 、当委員 会で

は第3.2項 で、スケ」ラ ビリテ ィ、分散性、信頼性 を強化す る新 しい ソフ トウェアへの投資 を実施

す ることを推奨 してい る。,

同様 に、ハ イエ ン ド ・コンピューテ ィングのユーザーが アプ リ'ケー シ ョン ・ソフ トウェ アを開発

し、 この ソフ トウェア ・ソリューシ ョンを別のアーキテ クチ ャに移植で きる水準 をさらに強化す

る必要があ る。 したが って、第3.3項 では、こうした研 究活動 を支援 する ソフ トウェアへ の適切 な

投資 の必要性 を指摘 している。

端的 に言 うと、連邦政府主導の研 究支援 プログラムには、ソ フ トウ ェアの研究開発 を成功 させ る

に必要十分 な投資が行 われてい ない とい うことである。新 しい情報 テ クノロジ構想 を・国家規 模

のニーズに対応 させ るには、これまでの傾 向を逆転 させ なければな らない。

予算 に関 する推奨案'2000～2004年 の5か 年の間 に、ソフトウェア研究に関連 する現在

の財政支援をさらに強化する。

当委 員会で推奨するソフ トウェア研 究の予 算拡大 を進め る場合 に、次 の2つ ポ イン トを考慮 に入

れ る必要が ある。まず 、上級 の研究者 に割 り当てる年間平均予算 として最低100,000ド ルの増額 を

ただちに実施す る。2つ 目に、上記 の推 奨案に示す技術的 な目的に応 じて、研 究者の数 を約1,000

人規模で拡大 し、大規模 な研 究 コミュニテ ィを支援す る。この2つ 目のポ イン トは、5年 間の期間

をか けて段 階的に実施す る。

下表の値は、当年(1999年 度)支 援水準 に加算 して算定 した。

ソフ トウェア研究 に向・けた財政支援の拡大(単 位:100万 ドル)

難i鐵 ぽi…,
…琴兼 難

、;. .:鯉 ∫.' ・・:……締 綱 ・・…縛 …liill

灘 醸 …壽…繕:……i須蹴 …'窪,
頒 纏,'

・
.繋 柱 層羅 ・⑳ 麟 ∵

ゾフ トウェア 亨エ ンジニア.リングZ.

コンポ ーネン ト・.テクノロジ

ヒュ]マ ジ ・'コンピュ「タの統合繍 報管理

112 268 376 472 540

当委員会で は、新た に配分す る予算 の相 当部分 をテーマ 中心の プ ログラム に充 当す る ことを推奨

す る。構造型の管理体制 を敷 いた大 規模 なセ ンターを設立す るのでは な く、 テーマ型の プログラ

ムに よって、集 中的 な研究業務 を実 施で きる小 人数精鋭型 で、 しか も 「ク リテ ィカル ・マス」の

水準 を維持で きる適正規模 の各 グル ープを財政支援す る。各 グルー プには、担当のス タッフの ほ.

か、大学 院生 、大学生 な どを含 め、上級の研究者 を数名 配置す る。上記 の重要 なソフ トウェアの

問題 に本格 的に取 り組 める ように、長期 的な財政支援 を保証す るもの とす る。
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3.2ス ケ ー ラ ブル な情 報 イ ンフ ラ ス トラ クチ ャ

今後 数十年 の間に、本報告書の冒頭 で触 れた さまざまな形態の変化 が、国家規模 での劇 的な変革

をもた らす よ うになる。 この変化の中核 となるのが インターネ ッ トであ る。

3.2.1調 査 結 果

情報インフラス トラクチャに対 する国家的な依存度ぱ、しだいに高まっτいる。

今後20年 の間に、 イ ンターネッ トは、電話 、 ラジオ、テ レビ、輸送、電力供給 ネ ッ トワー クなど

を含 め、従来の ネ ッ トワー クには見 られ ない形 式で私 たちの社会 に深 く浸透す るよ うになる。 イ

ンターネ ッ トは私 たちの 日常生活 に とって不 可欠の部分 を占め る ようになる。電子 メールが当然

の通信 手段 となって、電話 やフ ァックス よ りも優先 的に使われ るよ うになる。間 もな く、銀行、

金融取引 、商品/サ ー ビス、娯楽、知 人、家族、仕事相手 との連絡、 その他行政 や医療サ ー ビス な

ど重 要なサー ビス に至 るまで、 日常 的なサー ビス を提供す るための情報 インフラス トラクチ ャに

依存 する ようになる。ユ ーザ ーが 日常 的にイ ンターネ ッ トに依存す る ようにな り、数十億 ドル規

模 の金額 が電子 商取引 を介 してや り取 りされる ようになると、国家 の秩序 維持 の ため に も情報 イ

ンフラ ス トラクチ ャは不可欠の存在 となる。 したがって、情報 イ ンフラス トラクチ ャを管理 ・制

御す る能 力は、現在の配電 システ ムを扱 う能力 と同 じように重要 にな って くる。情報 インフラス

トラクチ ャは今や、人間生 活の経済/社 会的 な下部構造 の重要な要素 にな りつつある。

情報 テクノロジや通信技術 の開発 と応用 の面で、今後 も米国が主導 的な役割 を果 た して い くにあ

た り、こ うしたテ クノロジへの投 資 を続 けてい くこ とが不可欠 となる。今後 、米国が国家の安全

保障 と防衛 を強化す るための基礎研究/応 用研 究 を主導す ると同時 に、経 済の安定 化 を図 り、グロー

バ ル な市場 で競争力 を維持 してい く能 力 を身 に付 け られ るか どうかは、 まさにテ クノ ロジにか

かってい る。

調査結果:イ ンターネ ッMGt、6と もとの設計者の意図や私たちの理解のレベ7bをぱるか

に越えτ成長 し、6ば や自信を持 つτ拡張を紡げられなくなっτいる。

まず、イ ンターネ ッ トの規模 が急速 な勢 いで拡大 してい る。1985年 の時点で2,000台 の コンピュー

タを結んでいる とされたイ ンターネ ッ トには現在 、7,000万 台 ものデバ イスが接続 され、 ここを通

過す る トラフィックも、100日 ごとに倍増 している と言われる。今 日、インター ネッ トを使 ってい

る米国民 は5,000万 人 に達 し、21世 紀初めには全 世界で10億 人になる もの と予測 されている。私

たち にかつて、 これほ どの規模 で、 この水準 の情報資源 にア クセスが提供 された経験 は ない。共

通 のサー ビスや グローバ ルなネームスペース、 さらに双方向のア クセ スを効果 的 に組み合わせ る

ことにより、 かつ て例の ない グローバルな規模の文化的環境が生 まれる ことになる。

第2に 、 インターネッ トは、その容量 の面 で も、大 き く成長 してい る。 これに伴 い、その用途 も

多様 な方面 に広 が ってい る。 まず、電子 メール ・サーバの普及 に よって、 「時間 を問わ ない」通

信が可能 になっている。 また衛星1ワ イヤ レス ・シス テムでは 「場所 を問わ ない」接続が提供 され

る。WorldWideWebデ ィレク トリや検索サ ー ビスを利用すれ ば、 人間が知 り得 るあ らゆる情報 が

即座 に手 に入る。電子 決済サー ビスでは、全 国規模 の商取引 を数 多 く扱 える ようになっている。

オーデ ィオや ビデオのス トリー ム処理 も普及 している。新 しいアプ リケーシ ョンに適用 で きる ビ

ルデ ィング ・ブ ロックが開発 され、機 能の拡 張 と応用 も進め られてい る。電子署 名、安全 な トラ
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ン ザ ク シ ョ ン、 高 度 な モ デ リ ン グ/シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ・ソ フ ト ウ ェ ア 、協 調 処 理 用 の 共 有 仮 想 環 境 、

イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・エ ー ジ ェ ン トに よ る 情 報 サ ー チ/検 索 用 ツ ー ル 、 音 声 認 識 、 低 コ ス トの ネ ッ ト

ワ ー ク ・セ ンサ な ど さ ま ざ ま な応 用 が 考 え られ る 。

最後に、 インターネ ッ トを拡充す るにあた り、なかなか解決 しに くい難 しい問題 も現 れて くる。

つ まり単 に既存の テクノロジを拡張 して、今 よりはるか に複雑 な種類の情 報 を扱 う桁違 いの新 し

い ネッ トワー クや情報 システムに まで拡張す るこ とは とて もで きない とい うこ とで ある。 また、

現在米国 内で提供 され ている電話 システムで保証 される水準 の品質 と信 頼性 を維持す るこ となど、

とてもで きない。将来 的なイ ンフラス トラ クチ ャを構成 す る個 々の要素 につい てはある程 度理解

で きるが、 こう した各要素 を、高度 な信頼性 、効 率、強度 を保持す る方向で どの よ うに連 携 させ

るかにつ いては まった く知識 がない。 スケー ラブルなサー ビス(た とえば、エ クサ バ イ ト規模の

データに索 引を付 けた り、1日 あた り数百万規模の トランザ クシ ョンを処理で きる検索エ ンジ ンな

ど)を 構築 して、ス ケーラブルなアプ リケーシ ョンを既 存の インフラに適用 しよ うとすれば、 さ

らに深刻 な問題 が生 じるの は明 らかである。

調査結果'高 度な信頼性 とセキュグティを完備 した大規摸で複雑なシステムを構築 ・利用

する方法 を探るにぱ、研究が不可欠 である。

インターネ ッ トを基盤 と した未来の情報 インフラス トラクチ ャでは、 しだいに数 が増加す るコ ン

ピュー タどうしで、優 れた性 能、強度、信 頼性 、安全 な接 続機能 を保証 しなければな らない。種

類 の異なる多様 なソフ トウェ アを実行 した コンピュー タ ・システム ・ネ ッ トワー クの特性 を組 み

合 わせ ただけで は、容易 な理 解は期待 で きない。 こう した動作 の特性 を理解 するには、複雑で大

規模なシステム を詳細 に分析す る必要がある。

情報インフラス トラクチ ャの拡張 に伴 って、運用 と トラフィ ックに関す るさま ざまな条件の急速

な拡大 に も柔軟 に対応で きる ように、ネ ッ トワー ク ・リンクとコ ンピューテ ィング ・システ ム ・

ノー ドを構築す るための詳細 な科学的基盤が必要 になる。 これ には、 インターネ ッ ト上 で10億 人

規模にまで増加す るユ ーザ ーが必要 とす る グローバルで遍在的(場 所 や時 間を問 わない)な 異機

種 インフラス トラクチ ャと、現在 の最新技術 の間 に、統 合、 デー タ機密の保護 、セキ ュ リテ ィ、

信 頼性、使 いやす さ、管理の しやす さといった面 での技術的 な障害が多数存在 する。

ネッ トワークに関す る研究活動 に よって、 これ まで に例 の ない急速 な勢 いで イ ンター ネ ッ トの機

能の発展 を支 え られ る ようになる。 これ まで長年 にわた りパ フ ォーマ ンス とテ クノロジの要件 に

従 って予測 を立て る ことに よって半 導体業界 を導 いて きたム ーアの法則 か ら、今 後 はイ ン ター

ネ ッ トの スケー ラ ビリテ ィとパ フ ォーマ ンスが求 め られ てい るこ とが わか る。 しか しイ ン ター

ネッ トの成長 は、 ムー アの法則 に よる予測 よ りもは るか に速 いため、通信 関連 の研 究者 は、 イン

ターネ ッ トの成長 曲線 に遅 れ ることがない ように、単 に新 しい進歩 的な構想 だけに とどま らず 、

革命をもたらす ような開発が求め られてい る。

急速に高 まる情報インフラス トラクチャへの要求と依存度に対応すべ く、入カー リングに関する

研究活動をさまざまな観点から実施する必要がある。

● 強力で信頼性のある高速 ア クセスを提供す るス ケー リング:

これ によ り、ユーザーが楽 しむ ことがで き、 しか も情報 イ ンフラス トラクチ ャが支援 で きる

品質 と豊富な コンテ ンツが さらに強化 され る。
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● サ ービスの品質 を保証す るスケー リング:

この面での改善 に より、ユ ーザーが音声 、視覚、タッチ などのマルチモデルに よる コ ミュニ

ケーションを通 じて、情報 インフラス トラ クチ ャと対話 を行 う上 での品質が向上 し、音声 と

画像 な どのデー タ ・ス トリームを同時に扱 える ようになる。

● 遍在的なアクセ スを提供で きるまうなスケー リング=

これによ り、地理 的な場所 を問 わず、情報 やサー ビスへ 連続 的 にア クセスす るユ ーザー数 を

増 やす こ とがで きる。

● さまざまなユーザ ーや要求 を安全 に扱 えるイ ンフラス トラクチ ャ ・サー ビスの スケー リン

グ:

これには、認証、資源 デ ィレク トリ、検索エ ンジン、銀行取引 な どのサ ー ビスが含 まれる。

この領域での進展 によ り、情報 の品質が改善 される。

● 知 的財産権 の保 護、 あ らゆる種類のエ ラーや攻撃か らの保護 、お よび必要 に応 じた ア クセ

ス ・プライバ シの保護 に対応 したセキュリテ ィ ・インフラス トラクチ ャのスケー リング:

これ によ り、情報 やイ ンフラス トラクチ ャの信頼性が一段 と強化 される。

● エ クサバ イ ト規模 のデー タ ・ス トアに対 し、1日 数十億件規模のサー ビス を処理す る巨大 な

サ ーバ をサポー トす るスケー リング:

こう したデー タ ・ス トアの可用性 を常時保証す るとともに、デー タの喪失 を避 ける必 要があ

る。 またデータ ・ス トアは迅速 に検索で きなければならない。

以上 の ような研 究活動 は単 にネ ッ トワークの構 築 とい う面に とどまって はな らない。 全体的 なエ

ン ドツーエ ン ド型 システムの操作 を統合する必要 がある。ネ ッ トワー クと大規模 な情報 サ ーバ の

利点 を有効利用す るための方法が理解で きる ようなアプ リケーシ ョンの研 究が必要 にな る。 一例

として、 国家規模の ネ ッ トワー ク上 に分散 した各種の コ ンピューテ ィング ・シス テム を使 用す る

場合 に、最 も効率的 な科学技術用 アプ リケーシ ョンの 開発が考 え られる。次 に、 アプ リケー シ ョ

ンとネ ッ トワー クのパ フ ォーマ ンス を改善す る ネッ トワー ク管理 用 ソフ トウェ アと連携 で きる

ネ ッ トワー ク対応型の アプ リケーシ ョンな どの研 究 も必 要で あろう。3つ 目に、大規模 トラフ ィッ

ク ・サーバの設計 が挙 げ られ る。4つ 目に、分散 デー タ ・ス トア と、これ らのデ ータにアクセスす

るアプリケー シ ョンの 間で行 われるデー タの流れ を効率 的に管理す る手法 の研 究があ る。 オ リジ

ナ ル ・デー タか ら始 ま り、処理 、公 開、運用 に至 るまで の情報の流 れを管理 す るこ とに よ り、科

学技術用 、商用 、政府用の各 システムの中核 となる情報環境 が形成 される。情報 テ クノ ロジが持

つ潜在 能力の全 面的な有効利用 を考 えるならば、 こう したシス テムの構築 と運用 につ いて さらな

る研究 を進めなければな らない。

3.2.2推 奨 案

この節では、情報 インフラス トラクチ ャの分析/モ デル化、 ミ ドルウェア/スケー リングによる実装、

テス トベ ッ ドでの展 開 に至 る まで、スケー ラブルな情報 インフラス トラクチ ャのあ らゆ る側 面 に

ついて、具体 的な推 奨案 を論理的 な順序 に従 って説明す る。当委員 会では、以下 に挙 げる推奨案

を研 究プログラムの中 に同 じ優先順位 をもってバ ランスよ く組み込 むことを提 案す る。

推奨案:グ ローバル な規摸 の ネ ッ トワークと関 連 する情報 イン フラス トラクチ ャの動作 に

閲 する研究活動 の財政支 援 を提 供 する。この場合、パ フォーマンス ・データの収集 と分析 、

およびネ ッ5ワ ーク動 作の モデ'1レfkとシ ミュレーシ ョンについ で6検 討 する。

これ まで電話 通信の業界が 、電話 回線 ネ ッ トワー クを設定、管理、 また将来的 なプ ラン とい った

課題 に効果的 に対応で きる数学モデル を開発す るまでに、30年 以上 の年月 を要 した。残念 な こと
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に、こうした数学モデルはイ ンターネ ッ トには適用で きない ことに加 え、電話回線の用途が ファ ッ

クスやイ ンターネ ッ トの領域 に まで拡 大 してい くに伴い 、電 話回線固有の仕様 では十分 に対 応で

きな いこ とがわかって きた。電話 回線 ネ ッ トワー クは、 こう した用途 には理想 的 とは言えない ま

で も、現 在では インターネ ッ ト接続 での主要 なアクセス手段 となっている。 とは言え、電話回線

ネ ッ トワー クの限界 によって、将来的 な展開が しだいに制限 され るよ うになっている。電話回線

とインターネ ッ トの基本的 な違 いは次の点 にあ る。

● パ ケッ ト交換型の インターネ ッ ト・プロ トコル(IP)と 予約方式のエ ン ドツーエ ン ド型帯域

幅のテ レフォニー

● イ ンター ネッ トを介 して実行 で きるアプリケーシ ョンの幅広 さ(電 子 メール、Web、 遠隔会

議 など)と 音声専用のテ レフォニー

● ネ ッ トワー ク ・テ クノ ロジ(有 線、 ワイヤ レス、衛星、ケーブル、放 送)お よびベ ンダーの

幅広 さと、寡 占的色合いの強いテ レフォニーの業界

● 多様 なネッ トワークお よびエ ン ドノー ド・デバ イスのパ フ ォーマ ンス要件 と、テレフォニー

の要件

● 統計的 な配布特性の幅広 さ(サ ービス時 間など)と 、従来の音声テ レフォニーの特性

現在の ところ、 インターネ ッ トの個 々の ノー ドをは じめ、連邦政府 、商 用、社 内サ ブネ ッ トの い

ずれの レベ ルを取 って も、 こう した複雑 なシステム をモ デル化す る段階には至 っていない。今後 、

新 しいモデルを考案する必要が ある。 これ には、データ収集、数学/統 計学 に基づ くモ デリング/シ

ミュ レー シ ョン手法、ツール、お よび分析方法 を開発 す るための長期 的な研究が必要 になる。 ま

た、ネ ッ トワーク ・サー ビス ・プロバ イダ各社 の間で、デー タを共有化で きる ようなアプ ローチ

も必 要になる。

推奨案:ネ ットワークの物理的な麓構に関する研究活動 を支援する。具体的にば、光学技

術、ワイヤレス、衛星、有線接続、ケーブル、関連する帯域幅などの課題がある。

伝送技術 の改善 が進むこ とに より、 ネ ッ トワークの分野 にお ける多様 な発 展が支 え られ る。 いか

に速 く、いかに遠 くへ、 いかに クリアにデー タ ・・パ ケ ッ トを転送す るか とい った問題が解 決 され

ると、情報 インフラス トラ クチ ャが対応で きる応用の幅 に大 きな影響 を及ぼす こ とになる。 こう

した面の改善には基本 的に、物 理学、信号処理 、波形 、信号 品質、製造技 術 な ど各分野 での研 究

が必要に なる。特に、光 学、 ワイヤ レス、 ロー カ,ル・ループ伝 送 とい った課題へ の対応 が急務 と

されてい る。今 日の研 究開発 が成果 を上 げれば:将 来 的なイ ンター ネ ッ トの品質、速度、遍在 ア

クセス とい った要件 にも対応 で きる ようになる。

推奨案:イ ンターネ ットのスケー グングに対応 できるプランの研究活動 を支援 する。

現在 のイ ンターネ ッ トで最大 の課題 とされ るの は、 スケー ラビ リテ ィの問題で ある。測定 の方法

にかかわ らず 、イ ンターネ ッ トの規模 と多様性が拡大 してい るの は否定 しよ うが ない。具 体的 に

は次のよ うな方向で拡大 してい る。

● ノ ー ド数:

年 間 、 数100万 個 の ペ ー ス で ノ.一 ドや リ'ンク が 増 加 し て.い る 。 こ の 分 で い く と 、 西 暦2025

年 に は 、 イ ン タ ー ネ ッ トの ノ ー ド と リ ン ク が1,000億 個 を 超 え る の は 間 違 い な い 。 こ れ に は 、

自 動 車 や 自 宅 か ら 一 般 的 な ア プ ラ イ ア ン ス に 至 る まで あ ら ゆ る 製 品 に 組 み 込 ま れ た ネ ッ ト

ワ ー ク ・シ ス テ ム も含 ま れ る 。
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● ユ ーザー数:

ネ ッ トワー ク上 のあ らゆるノー ドであらゆるユ ーザーがすべ て同時 にや り取 りを行 うよう

になる。

● 地理的 な分散 化:

イ ンター ネ ットは グローバルな規模で拡大 している。

● ネ ッ トワー ク環境 の異種化:

光ネ ッ トワーク、 ケー ブル ・ネ ッ トワー ク、ワイヤ レス 、衛星、転送、対称型ノ非対称 型双

方向通信、放送 ネッ トワー クなどがある。

● エ ン ドノー ドの異種化:

小型の組み込み型 コ ンピュータか ら大型 コンピュー タ、デー タ ・ス トア、ベ ンダー各社の各

種装置 な どが考 えられ る。

● 新 しい形態の トラフ ィック:

音声、 オーデ ィオ、 ビデオ、その他 のス トリーム ・コンテ ンツ

● 可用性、帯域幅、処理効率、信頼性 、セキュリテ ィ、耐久性

● 低 レイテ ンシ/高 レイテ ンシの ネッ トワーク:

各種 ネ ッ トワー ク特性の管理能力

● 新 しい特性:

サー ビスの差別化 など

● 新 しい用途:

情報管理 など

● 新 しいアプ リケーシ ョン

遠隔医療 など

今 後 の研 究 課 題 は、 次 の よ うに要 約 す る こ とが で きる。

● 現在 のネ ッ トワークに比べ、数千倍 もの規模 と多様性を持 つ インター ネッ トに、展 開す るシ

ステムや ソフ トウェア をいかに設計/構 築す るか。

● 現段 階で構築 で きない システムをいかにテス トす るか。

● いったんシステムを展 開 した後で、 これをいかに管理す るか。

● これほ ど依存度の高 いシステムの動作 を低下、または影響 させ ずに、新 しい機 能 をいか に追

加するか。

● 現段 階では想像 で きないよ うな機能 に進化 できるシステムをいか に構築す るか。

以上のよ うな問題 を解決す るには、従来 にない画期的 なデー タの分散化、モデ リング、シ ミュ レー

シ ョン、実験、 テス トベ ッ ドに対応で きる数学ノ統計学的 な理論 が不可 欠にな る。

推奨案:大 規模なシステムを実現するミドル ウェアに閲 する研究開発を支援 する。

ス ケーラブルな情報 インフラス トラ クチ ャに適用す る ミ ドルウェア とは、 ソフ トウェアの開発 プ

ロセスを改善す るとともに:イ ンフラス トラ クチ ャの適切で効率 的な動作 を保証 し、 しか も新 し

い大規模 な ソフ トウェア ・システムを支援 する共有 ソフ トウェア とルール を集合 したセ ッ トの こ

とを言 う。 ミ ドル ウェアによって、共通 した機能 を実行 する再利用可 能 なソフ トウェアが提 供 さ

れ るため、ソフ トウェアの 開発工程 をよ り効 果的に進め られる ようになる。この結 果、アプ リケー

シ ョン ・ソフ トウェアの 開発担 当者 は、デー タの伝送 や コンピューテ ィング といった副次的 な問

題 か ら解放 され、本来の アプ リケーシ ョンの開発作業 に専念で きる ようになる。 また、各 アプ リ

ケー ションの開発 工程 ど うしで、相 互の情報 のや り取 りも可能 にな る。 イ ンフラス トラクチ ャ自

体の調整 や管理 を行 うサ ー ビス を通 じて、環境 の変化 に も対応 で きる ミ ドル ウェア も開発で きる

ようになる。 ミ ドル ウェアに関す る研究課題 は、次の2つ に大別 される。
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情報管理

スケー ラブルで多様性のあ るアプ リケーシ ョンの情報 管理サ ー ビスでは、膨 大な量 の情報 を編成1

管理で きるシステム を構築す る必要があ る。必要 とされるテクノロジは次の とお りである。

● 毎 日処理 されるエ クサバイ ト規模 のデー タと数十億件規模 の情報 を管理す る。

● テキス ト、半構造 型の情報、 リレーシ ョナル ・データ、マ ルチ メデ ィア ・データ、アクテ ィ

ブ ・デー タの管理

● 各種情報表現の形態 どうしの変換

● 資源の発見 と監視

● ソースの異 なる情 報の分析 、要 約、統 合、お よび融合

● 意味 のある形式 による情報の提 示

● 情報 の系統や起源 を追跡 して、ユーザーがデー タの出典や情 報の由来 を認識で きる ようにす

る。

● 情報 アクセスの追加 と制御 に よるプ ライバ シの保護、必要 に応 じた情報へ の課金

情報とサービスの耐久性

国家の安全、商業活動 、教育、お よび利益 は しだいに情報 イ ンフラス トラクチ ャへの依存度 を高

めている。 したが って、悪意 のあ る攻撃、 ウイルス、装置 やソフ トウェ アの故障、過負荷 といっ

た問題 を回避すべ く、 インフラス トラクチ ャの耐 久性 を保証す る ことが不可欠 となる。耐久性 と

は、必要 に応 じてサー ビスの可用性 を保証 し、 タイ ミング よく情報 を提 供す るためのサ ー ビスの

こ とを言 う。サー ビスは常時 適切 に動作 しなけれ ばな らないことに加 え、サー ビスが提供す る情

報 には高度 な品質 を保 証する必 要があ る。 品質が損 われる場合 は、問題 の原因 を適切 に識別 で き

なければな らない。また耐久性 とい う側面 では、情報の長期的 な保護 に加 え、基礎 とな るス トレー

ジ ・テ クノロジや情報 表現 の進化、あ るい は数百 年 もの長期 にわたって アクセ スされ ない情報 に

っい て も、履 歴上の優先順位 に従 って ドキュメ ン トを保護す る とい う課題 に も対応す る必要 があ

る 。

耐久性関連 の主 なテ クノロジは次の とお りである。

● 絶 えず進化す る大規模 な異機種 イ ンフラス トラクチ ャに対応 す る認証 とセキュ リテ ィの機

構

● システムへ の侵入、情報/ソ フ トウェアの破壊 を検出する機構

● インフラス トラクチ ャの構 築1運 用 に際 し、 人的エ ラーの検出、緩和 、対応 、回復 、防止の

ための機構

● 情報の品質を保証す る機構

● ス ケー ラブルな情報/サ ー ビス複 製戦略

● 一定のサー ビス品質の範囲の中で、適切 な動作 を保証す る監視サー ビスの機構

● 情報 を長期 的に保護す るための レポジ トリ
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推奨案:大規摸なアプリケーションとスケーラブル なサーどスに関する研究活動を支援 す

る。

今 日の超 大規模 なアプ リケーシ ョンには、現在の テ クノ ロジでは とて も対応 で きない よ うな独 自

のニーズ を伴 うこ とが ある。 こ うしたアプ リケーシ ョンの開発 工程 では、管理 や製品の 品質保 証

の面で大 きな問題があ る ことが わかっている。現在 の市販のテ クノロジでは、 この ような大規模

なアプ リケーシ ョンに対応す るための スケーラ ビリテ ィが不足 している。 また、大学 レベ ルの研

究業務 で も、 こう した課題 には十分対処 で きない。 スケーラビリテ ィを中心 とした研 究 開発 が必

要 とされ てい る。

こ う した ア プ リ ケ ー シ ョ ン は 一 部 、エ ネ ル ギ ー 省(DoE)が 主 導 し て い るASCI(AcceleratedStrategic

ComputingInitiative:ア ク セ ラ レ ー テ ッ ド戦 略 コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 構 想)のStockpileStewardship

Program、NASA(ア メ リ カ 航 空 宇 宙 局)のEarthObservingSystemDataandInformationSystem

(EOSDIS:史 上 最 大 級 の 複 雑 な デ ー タ処 理 シ ス テ ム)、 お よ びFAA(連 邦 航 空 局)の 航 空 管 制 シ

ス テ ム を 含 め 、 科 学 技 術 関 連 の 任 務 を 帯 び た 連 邦 政 府 の 担 当 部 局 が 中 心 に な っ て 開 発 さ れ て い る 。

こ れ ら の ア プ リ ケ ー シ ョ ン に よ っ て 通 信 集 約 的 、 デ ー タ 集 約 的 、 計 算 集 約 的 な 要 件 が 統 合 さ れ る 。

この種 の アプ リケーシ ョンは今 日の基準 か らす る と、数 に限 りはあ るものの、その規 模 は大 きい。

また開発期 間が20年 間 とい うの もきわめて一般的であ る。一方、今 日の要求度 の高 い アプ リケー

シ ョンの規模 が巨大化 し、スケーラ ビリテ ィの要 件が高 まるに従 って、長期 的な研 究 開発が必 要

になる。

連邦 政府 が中心 となる大規模 な科学技術 関連の アプ リケーシ ョン用 として 開発 された主 なテ クノ

ロジは、大規模 な認定 プログラムの効果 と効率性 を改善 するための非科学系 アプ リケー シ ョンや、

現段 階では まだ着手 されていない非政府系 のアプ リケーシ ョンに対応す る上 で有効 な手段 とな る。

当委員会 では、 こ うしたアプ リケーシ ョンを2つ 取 り上 げて詳 しく検証 している。

アプ リケ ーションA:国 家規模の デジタル ・ライ ブラ グ

NationalDigitalLibrary(全 米デジ タル ・ライブラ リ)は 、書籍、刊行物 、音楽、 フ ィルム、非公式

の 「ドキュメ ン ト」 な どを含め、あ らゆる知識 ソース を収載 した電子 図書館 である。 国家規 模の

スケーラブル情報 インフラス トラクチ ャによって、 この共有型情報 ベ ースを管理 で きる ようにな

る。当面 は、全 国の科 学技術 関連の文献 を集めた デジタル ・ラ イブ ラリの構築 か ら始め る。 こう

した文書の費用 は大部 分が税 金で賄 われ、その内容は科学者、 エ ンジニ ア、学生の 間で も一般 的

で ない情報が中心 となる。 この ようなライブラリは、ユーザ ーには常 時、最新の情報 を提供 し、

作業の負荷や コス トを軽減す る以外 に、将 来的には膨大 な知識ベ ースが構 築 され るため、科学技

術 関連 の研究 開発 には多大 な貢献 となる。1994年 か ら政府が助 成 して大学が中心 になって進 め ら

れているデ ジタル ・テイブラ リ ・プ ロジェ ク トが構築 したベース を もとに ライブラ リの開発が進

め られ ている。全米 デジタル ・ラ イブラ リには、次 の ような課題 が残 されてい る。

● 知的財産権 を保護/管 理する機構

● ライブラ リの所有権 を記述す るデー タの管理、お よび ドキュメ ン トのフォーマ ッ トを変換 す

る機能の戦略

● 各言語 を使 用 して情報 にア クセスで きる多言語対応 の相互 運用性 に向けたテ クノロジ

● 利用可能な情報 の範囲 を視覚的 に捉 え、理 解するための インタフェース

● オーサ リング、送付 、レビュー、パブ リッシ ング、読み手の注釈 をオンライ ンで協調 処理 で
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きるデジ タル ・ジャーナル

● 多様 で大規模 な知識ベースを編成(グ ラス タ化、.要約、分類 など)す るテ クノ ロジ

● 紙 ベースの文書 を効率 的にデジタル化す・るテ クノロジ

アプグケーションB:次 世代のWorldVVideWeb

今 日提供 されてい るWebと ブラウザは、情報 インフラス トラクチ ャの最 も基本 的な要 素 となって

いる。当初は、現在 の規模 や アプリケー シ ョンの用途の広 さを予測 だに しなか った原始的 な設計

であった。西暦2010年 に向けたWebの 設計 と開発 を進 めるにあた り、今 日の水準 をはるかに越 え

た機能、柔軟性 、パ ワー、耐 久性 、スケー ラゼ リ;ティを中心 と した研 究課題 が残 されてい る。次

世代Webに は、上記の情報管理やデジ タル ・ラ イブテ リに共通 した研究課題が あ ると同時 に、固

有 の問題 に も対 応 しなければ ならない。具体的、には、各国・間の異 なるプロ トコルや規約の変換 、

また円滑 な移行パスの保証 といった面での研 究開発 を進 める必要がある。

推奨案:ネ ットワーキングに関する研究∴および可能にする情報テクノロジや高度なアプ

リケーションのニーズに対応 できるバ ランスのよいテス トベ ッドと研究 インフラス トラ

クチャを財政的に支援 する。'

連邦政府 はこれ まで、NGI(NextGenerationInternet:'次 世代 インターネ ッ ト)構 想 の一環 として、

2つ のテス トベ ッ ドの財政 を支援 して きた。1つ は100か 所のサ イ トをエ ン ドッーエ ン ド形式 で接

続 し、1997年 の インターネ ッ・トに比べ、100'倍 相当に速度で動作する。 もう1つ は、20か 所サ イ

トがエ ン ドツーエ ン ド形式で接続 され、1997・年での水準 の1,000倍 の速 度で動 作する。前者 は主

に、 「革新的 な」 アプリケー シ ョンの開発業務、 また後者 はネ ッ トワーキ ング ・テ クノロジの研

究活動 に用い られてい る。 これ らのテス トベ ッ ドを相互接続す るこ とに よ り、 さまざまな特性 が

得 られる。

100倍 のテス トベ ッ ドでは、NSF、vBNS、DoEのESnet、NASAのNREN、DoDのDRENを 含 め、

各種の連 邦政府 向け研 究用ネ ッ トワークが接続 ざれている。これ らの各 ネ ッ トワークでは、MCI、

WorldCom、SprintCommunications、AT&Tの 各米国企業がそ れぞれ開発 したサー ビスが提供 され

る。現在、テス トベ ッ ドは約100校 の大学 と主 な研究 開発用 の機関 によ りアプリケー シ ョンの開

発用 として利用 され、マ ルチ キ ャス ト ・プロ トコル をは じめ、サー ビス、 プライバ シ、セキ ュ リ

テ ィの面での差別化 を図 るため の各 プロ トコル とい った新 しい機 能 を対 象 に国 家規模 の実験用環

境 を提供 してい る。 また、ベ ンダー各社が提 供す るネッ トワー クの相互運用性 、耐 久性、 スケー

ラ ビリテ ィに加 え、相互接続 した各ネ ッ トワー クの管理機 能 を検証す るため の実験 台 と して も利

用 されている。 このデス トベ ヅ ドでは、現在 の商用 インダーネ ッ トの水準 をはるか に越 える高度

なネッ トワー ク ・テ クノロジが応用 されてい る。 こう した テクノロジは、連邦 政府の 当局 やプ ロ

バイダ各社 が協 力 した作 業に よ'って、安 定性 と強度が大幅 に改善 されて いる。 この研究 はネ ッ ト

ワークの可用性 とパ フォーマ ンスに依存 しているため、全国規模の各NGIサ イ トか ら提 供 され る

高度 な可用性 とパ フォーマ ンスが保証 され るようになっている。

1000倍 のテス トベ ッドは、未来の世代(次 世代 を超えた)の イ ンタニ ネッ トに向 けたネ ッ トワー

ク ・テ クノロジを模索す るものであ る。 この テス トベ ッ ドに よって、現 在、 開発 中の新 しい テク

ノロジに見 られ る限界 を見極 めなければな らない。IOO倍 のテス トベ ッ ドに比べ 、規模 が小 さく、

より脆弱 であるため、 さまざまな障害 に遭遇する もの と思われ る。

情報 インフラス トラクチ ャの施設 は、科学技術者 に とって、 ここ数十年の 間に共有型の大規模 な

物理計測器 に似 た役割 を果たす ようになっている。NSFやDoEと いった部局 では、国の望遠鏡 、
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顕微鏡 、原子 加速器 などの場合 に見 られる とお り、多方面の分野の専門家が研究 活動 を進め られ

るように、最先端のIT施 設 に、 ピア どう しで相互に監視 できるア クセスを提供 している。 この種

の施設は、内部 に最先端の設備 を完備 して初めて、国家規模 の研 究活動 を主導 してい く上 で大 き

な効果 を発揮 す る。 ただ し、ハ イエ ン ド ・コンピュー タ、ハ イパ フォーマ ンス ・ネ ッ トワー ク、

大規模 のデー タベ ース など専 門のIT設 備 を常時拡張する とい うニーズは、連邦政府 当局が 、当該

の施設で実施 してい る基礎研究の支援 と直接 的に衝突することがない方向で管理 する必要 があ る。

当委員会では、テス トベ ッ ドと研 究用イ ンフラス トラクチ ャの活動 について定期 的に検証 す ること

を推奨す る。これ によ り、財 政支援 とその意義が、当初設定 された研 究課題 の主旨か ら外 れていな

いことを確認 で きる ようになる。 この検証 プロセスには、FederalLargeScaleNetworkingWorking

Group(連 邦政府大規模 ネッ トワーキ ング作業 グループ)を は じめ、各資源 を提 供す る連邦 政府当

局、ユーザー ・コミュニテ ィ、お よび該当する民 間部門 コミュニ テ ィの代 表者で構 成す る。

推奨する財政支援レベル

スケーラブル情報 イ ンフラス トラクチ ャは、急速 な変化 を伴 う比較 的新 しい分野で あるため、研

究業務や テス トベ ッ ドに関す るニーズ を評価す ることが難 しい。前 の節 で取 り上 げた研究 課題の

数の多 さは、過去 にま った く扱 われ なか った問題やほ とんど対応 していない問題 も含 め、新 しい

イ ンターネ ッ トの機能 を求 め る要求の拡 大 とい う点か らも、 スケーラブル ・テクノロジ を中心 と

した研 究 に相 当な意義が ある ことを実証 す るものである。この分野 におけ る急速 な変化 に対す る

連邦政府の対応 も、この傾 向 を裏付 ける もの と言える。政府は これ まで、要求 に応 じて テス トベ ッ

ドの規模 を拡大 した り、研 究開発 のス ケジュール を早 めた り、 また民 間部 門で は対応 で きない問

題(プ ロバ イダ どうしの相 互運用性 の問題 など)に ついて一貫 した対策 を講 じた りして、 プラ ン

の修正 を加えて きた。

スケーラブル情報 イ ンフラス トラクチ ャに向 けた予算 を編成す る ときに、 イ ンター ネッ トの成長

の速 さ、民 間部 門か らの実 質的な貢献 が もたらす コス ト節減 の程度 な ども考慮 に入れ る必要 があ

る。 当委員会 では、 スケーラ ブル情報 インフラス トラクチャの研究 、お よびテス トベ ッ ドに向け

た財政支援 は、現在 の年間約2億 ドルの水準か ら、2000～2004年 度 までの 間に年 間5億 ドルのペー

スで線 形的に増額す るこ とを推奨す る。研 究のテーマは、ネ ッ トワーキ ングの分野 を中心 とする。

研究の内容は各プロジェク トの規模別に構 成(小 規模 は年間平均10万 ドルまで、年間の増額が20

万 ドル まで、中規模 は年 間平均100万 ドルで、年間の2倍 までの増額、大規模 は年 間平均400万

ドル以上)し 、2か 所の"ExpeditionCenter"(探 求セ ンター:そ れぞれの年 間予算500万 ドル)の 一

環 と して実施 するネ ッ トワーキング関連の研 究 を追加す る。 また規模別の プロジェ ク トの配分 は、

大規模1:中 規模4:小 規模20と する。 アプ リケーシ ョン開発用 テス トベ ッ ドの費用 は、 可能な

限 り、アプ リケーシ ョン ・コ ミュニテ ィと共同負担で きるようにす る。

下表の値 は、当年(1999年 度)支 援水準 に加算 して算定 した。

スケーラブル情報 イ ンフラス トラクチ ャの研 究に向 けた財政 支援(単 位100万 ドル)

・・;……難 鋤 擾:………,競願"藷 獺 、轟 錠、鐡ii灘 縢 懇ii'…:灘…瀦 擬i…i・華…・・薬 歴 灘 醗 ・…

60120180240 300
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3.3ハ イ エ ン ド ・コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ

HighPerformanceComputingActof1991法 の もとで設立 され たHPCC(FederalHighperformance

ComputingandCommunications)プ ログラムは、米国が テクノロジ上 の リーダーシ ップを保持す る

上 で大 き く貢献 して きた。 このプログ ラム によ り、技 術革新のス ピー ドア ップ、国家安 全保障の

強化、教育 の促進 、地球環境 に関す る認識の強化 とい った面でテ クノロジの開発 と普及 に向け て

成果が見 られた。 さらに、ハ イパ フォーマ ンス ・テ クノ ロジを中心 と した これ までの技術進歩 は、

今 日の ミッ ドレンジ ・コ ンピューテ ィングや通信 システムの うちの重要 な コンポー ネン トとして

応用 されている。HPCCは 、多様 な科学技術部門に向けた専 門の努力 を重ねた結果、将来 的に対応

で きる基盤 を構築する成果 を上 げてい る。

歴史的に、ハイパ フォーマ ンス ・コンピューテ ィングは、 コ ンピュー タ産業の うちの特化 した市

場部門 として、科学技術 や国防関連 の具体 的なニーズ に対応 して きた。ハ イパ フォーマ ンス ・スー

パーコンピュー タは、計 算集約的 なアプ リケーシ ョンの要件 に合 わせ て最適化 した独 自のアーキ

テ クチャとテクノロジに基づいてい るため、メイ ンス トリームの コンピュー タに比べ る と高額 に

なる。 とは言 え、過去 数年の間 にハ イパ フォーマ ンス ・コンピューテ ィングの応用化 は、純粋 に

計算集約的 なアプ リケーシ ョンに始 まり、 データ/通信集約的 なアプ リケー シ ョンに至 る まで大 き

な変化を遂 げて きた。 この焦点が広が るに伴 い、 「ハ イパ フ ォーマ ンス ・コ ンピューテ ィング」

の意味 も 「ハ イエ ン ド ・コ ンピューテ ィング」 に まで拡 大 され、科学技術 や防衛 といった分野 に

限 らず、多様なアプ リケーシ ョンが統 合 されるようになってい る。

ワークステーシ ョンやサ ーバ に搭載 され る強力なマイ クロプロセ ッサの出現 とともに、ハ イエ ン

ド ・コンピューテ ィング市場 の大部分 は、専 用の プロセ ッサ を搭載 したスーパ ー コンピュご タか

ら、マイクロプロセ ッサ搭載型のシステムに移行す るよ うになってい る。連邦政府が10年 間以上

にわたって、研究業務 を財政支援 して きた成果 と して、現在 では必要 な部 品 を搭載 した システム

が、初期の スーパ ーコン ピュー タ ・システムのわずか数分の1の 価 格で提 供 される ようになって

いる。 しか し、技術上、経済上の さまざまな理 由か ら、TeraOpsレ ベル(lonオ ペ レー シ ョン/秒)

の範囲を越 える潜在能力 を持つ高度 なパ ラレル ・システム(プ ロセ ッサ数100～1000個)は 、重

要なハイエ ン ド・アプ リケーシ ョン向 けには実用化 されるには至 ってい ない。

ハ イエ ン ド・コンピューテ ィングに関す る研究 は、社会 に多 大な利益 をもたら した。現 在のハ イ

エ ン ド・コンピューテ ィ ングの応用 については、前 回の報告書6で 詳 しく取 り上げた。具体的 には

次のような分野が考え られる。

6Brooks
,Jr.、FredehckP.お よ びlvanE.Sutherlandは 、"StUdyHighPerformanceComputingandCommunications

(ハ イ パ フ ォ ー マ ン ス ・ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ/コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 研 究 会):StatusofaMajorlnitiative,

NationalAcademyPress,1995"で 提 案 さ れ た"EvolvingtheHighPerformanceComputingandCommunications

InitiativetoSupporttheNation`slnfommationlnfrastructure'1を 共 同 で 主 催 し て い る 。

Lax,peterDは 、DOD(国 防 総 省)お よ びNSF(NatiorialScienceFoundation)がDoE(エ ネ ル ギ ー 省)とNASA

(ア メ リ カ 航 空 宇 宙 局)の 協 力 の も と に 支 援 して い るPanelonLargeScaleComputinginScienceand

Engineeringの 委 員 長 で あ る 。

国 防 総 省 発 行 の"NationalSecurityHighEndComputinglntegratedProcessTeamforNationalSecurityHigh

PerformanceComputing`'抄 多豪、1997年
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● 新 しい抗 ガン剤や ワクチ ン剤の 開発

● 大気 、水、地表の汚染 を もたらす原因の特定、環境問題への解決策の考案

● 地域別の天気予報、長期的 な気象変化の予測

● 安全 で燃費の よい 自動車の設計

● 国家 の原子力備蓄 に関す る安全性 と効率性 の確保

● 新 しい航空機(ボ ーイング777な ど)の 設計

● 素粒子 レベ ルか ら宇宙論 に至 るまで多岐の分野 にわたる科学技術関連の発見

● 兵器 システムへの効果的 な攻撃の シ ミュ レーシ ョン(NewAttackSubmarineな ど)

ハ イエ ン ド・コンピューテ ィングは、次 の3つ の独立 した、 しか も相互 に関連 し合 う市場 とみ な

す ことがで きる。いず れの市場 に もそれぞれ独 自の力学 と問題 があ る。

● 幅広 いデー タ1通信集 約的な市場:

データ ・マ イニ ング、Webサ ーバ、デジタル ・ライブラリ、 トラ ンザ クシ ョン処理 といった

アプ リケー シ ョンを実行 す る。この市場 は好調で、しか もきわめて急速 な成長 を示 している。

● スケーラブルなマ イクロプロセ ッサ ・ベ ースの計 算集約的 な市場:

この市場は、SMPベ ース ・シス テム と中間サイズのパラ レル ・システム を中心 とした ミッ

ドレンジの部 門で堅調 な伸 び を示 している。しか し、ハ イエ ン ドの部 門では、適当 なソフ ト

ウェア ・テクノロジや アプリケー シ ョン開発用ツールが欠け ること、さらにアプ リケー シ ョ

ンの不足 が原 因で、超並 列システムは まだ研究1実 験段階 にある。

● ベ クタ ・アーキテ クチ ャ ・ベースの部 門:

数百 もの インス トール実績 があるが、市場 としては縮小傾 向にある。主 な原 因は、新 しいア

プ リケーシ ョンの大半が 、最新 の経済的なマイクロプロセ ッサ ・ベ ース ・シス テム用 と して

開発 されているためである。 したがって、ベ クタ ・システムの市場 の大部分は、まだ前節で

取 り上 げたハ イエ ン ド並 列 シス テムへの移行が終 わってい ない旧式 のアプ リケー シ ョンに

依存 しているこ とになる。現 在の ところ、連邦政府が主導す る特定 の任務 に不可欠 となるベ

クタ ・アーキテクチ ャ ・アプ リケーシ ョンがすべ て、ハ イエ ン ドの コモデ ィテ ィ ・プロセ ッ

サ ・ベースの並列 シス テムで も効果的 に応用 できるか どうかは、明 らかになっていない。

3.3.1調 査 結 果

調査結果:ハ イエン ド ・コン ピューテ ィングぱ、科学技術 の研究 にぱ不 可欠 である。

HPCCプ ログラムが成果 を上 げたこ とによ り、自然現象 を理解 した り、エ ンジニア リング設計 の調

査や最適化 を行 う手段 と して、 コ ンピュー タ ・シ ミュ レーシ ョン/モデ リングが幅広 く普及 する よ

うになった。今後数十年の 間、 コ ンピュー タ技術 は国の科学技術 に向けた基礎研究/応 用研究活 動

に とって、民 間 レベ ルで も、国防 レベ ルで もます ます重要な役割 を果 たす ようにな る。現在、 ハ

イエ ン ド ・コ ンピューテ ィングを利用 した研 究には、一部、DoE(エ ネルギー省)な ど当局 の主導

で実施 されている ものが あるが 、その大部分 はNSF(NationalScienceFoundation)か らの資金援助

を受けている。科学技術の基礎研究 を進め、 この成果 を実際に応用化 で きるよ うに、研 究機関 は、

最先端の機能 を備 えた システム にアクセ スできなければ ならない。 さ らに、 こ うしたシステ ムの

パ ワーは、た とえばDoEASCI(AcceleratedStrategicComputingInitiative:ア クセラレーテ ッ ド戦略

コンピューテ ィング構 想)な ど、当局 に提供 されるシステムに匹敵す る ものでなけれ ばならない。

またハ イエ ン ド ・コンピューテ ィングの利点 を引 き続 き、科学技術 の分野で生か してい くため に

は、 コンピュー タとコン ピュー タ科学者が協力 して、最先端 の コンピュー タ技術 を科学技 術の研
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究で も利用で きるように してい く必 要があ る。

調査結 果:ハ イエン ド ・コン ピュ ーデ ィングは、米国 の国家安全保障 プログラムの うちで

有望視 され る要素 である。'

ス ー パ ー コ ン ピ ュ ー タ ・シ ス テ ム 市 場 の 少 な く と も半 数 は 、 こ れ ま で 市 場 を 支 え て き た 国 家 安 全

保 障 プ ロ グ ラ ム に か か わ る 政 府 関 連 の 顧 客 が 占 め て い る 。 こ れ ら の プ ロ グ ラ ム は 、 国 家 に と っ て

も き わ め て 重 要 な 意 味 が あ る 。 行 政 当 局 は 現 在 、 担 当 の 業 務 の 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す こ と な く、 新

しい ハ イ エ ン ド ・ア ー キ テ ク チ ャ に 、 既 存 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 移 行 さ せ る 課 題 を 抱 え て い る 。

こ う し た 移 行 作 業 は 技 術 的 な 難 題 を 伴 う ほ か 、 成 熟 した ソ フ ト ウ ェ ア が 不 足 し て い る こ と が 事 態

を 一 層 深 刻 な も の に し て い る 。DoDHPCMbdernization・Program、DepartmentofEnergy(DoE)

AcceleratedStrategicComputingInitiativeお よ びNationalSecurityAgencyは 、 政 府 が ハ イ エ ン ド ・コ

ン ピ ュ ー テ ィ ン グ を 採 用 した 事 例 の1つ で あ る 。

国防総省 では、DoDHPCModernizationProgramを 通 じて、米国軍部 に最先端のテ クノ ロジを提供

すべ く、 ここ5年 の間にハ イ.9ン ド ・コ ンピューテ ィングに向けて10億 ドルを超える投資 を行 っ

て きた。 このプログラムの結 果、DoDの 研究者 には高度 なハ ー ドウェア、 コ ンピューテ ィング ・

ツール、お よび トレーニ ングが提供 され、最新のテ クノロジを利 用 して、戦 闘機の支援 な どの面

で応用で きるよ うにな った。ハ イエ ン ド ・コ ンピューテ ィングの統合 に よって、米 国は最先端の

防衛シス テムを実用化す る全体 的な コス トを削減 しなが ら、兵器 システムの設計 におけ る技術的

な優位性 を今後 も維持で きるようになった。

エ ネルギ ー省(DoE)のASCI(AcceleratedStrategicComputinglnitiative)プ ログラムは、Stockpile

StewardshipProgramの うちで最 も重要 な要素 となる部分であ る。ASCIは 、地下実験 が実施で きな

い ときに、原子 力の備 蓄 に伴 う安全性 、信頼性 、お よび性能を保 証す る ときの支援 となる ように

考 案されたプログラムである。ASCIプ ログラムで 開発 された コンピュー タ ・テクノロジと製品 は、

国家の安 全保障 とい う用 途以外 に、幅広 い国家のニーズに向けて応用 されている。またASCIが 開

発するコ ンピューテ ィングの手法 には多大な潜在性があ るため、民 間の研 究者の間に普及す る よ

うになれ ば、環境 問題 の調査 、生物 学、薬剤の開発 、自動車1航 空機 の設計 、消 費者向 け商 品の安

全性、情報管理 とアクセスな ど多岐 にわたる分野で経 済的/技術 的 な利点 を もた らす。

ここ数十年間にわた り国家安 全保障局(NSA)は 、ハ イエ ン ド ・コンピューテ ィングの分 野に大

きな影響 を与えて きた と同時に、最先端 の商用 コ ンピュー タ、ス トレー ジ、およびネ ッ トワー キ

ング ・システム を高度 に利用す る早 くか らのユ ーザーで もあ った。NSAの 使 命は、国家の情報 シ

ステム を保護 し、国外 の諜報 活動 を支援 す ることにあるため、国内の最重 要課 題の一部 につい て

産学の両 面での シミュ レー シ ョンを進めて きた。NSAの 研 究テーマは、数学 と信号処理 の分野 に

おける知識 に基づいて、大幅 な改善 を実現す る手法 とアプ リケーシ ョンの模索 を中心 と した もの

である。新 しい概念の考案か らミ試作 品の 制作、,また最先端 の商用 製品の機能強化 に至 る まで、

研究活動の範囲は広い。 、

調査結果:ハ イエン ド ・コンピューテ ィングの新 しい応用 分野 を模 索 する時捷 を迎 え τい

る。

従来のハ イパフ ォーマ ンス ・・コン ピューテ ィングを中心 と した長期 的な研 究課題 を推進す るこ と

に加 え、当委員 会では、 これ まで に手付 かず となってい るハ イエ ン ド ・コン ピュー テ ィングの応

用分野 について詳 し く調 査す るこ とに よ り、世界 に関す る認識 を深 め ると同時 に、 あ らゆ る市 民
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に提供するサー ビス を強化す る必 要がある と考 える。ハ イエ ン ド向けのア プリケーシ ョンが拡大

す ることには、 コンピュー タ、 ソフ トウェア、お よびアプリケーシ ョン関連のベ ンダー各社 を引

き付けて、ハ イエ ン ド ・コンピューテ ィングの健全 な市場 を維持 してい く作用 があ る。今 日、ハ

イエ ン ド・コンピュー テ ィングの市場 は、情報 テクノロジ市場全体 の部 門 と して見 ると、縮小傾

向にあ る。ハ イエ ン ド ・コンピューテ ィングに よる多大 な成果が期待 で きる分野 は次の とお りで

ある。

● 「インテ リジェ ン ト ・システム」

超大規模 なデー タベ ースに、高度 なデー タ ・マイニ ング ・アルゴリズ ムを使用 して、医療か

ら市場調査 に至 る まで多様 なアプリケーシ ョン領域で高度 な意思決定 を支援す る。

● 設計

単 に航 空機 の設計、核兵器 の管理 といった、きわめて重要 ではある ものの、一般 に は遠い存

在の分野 だけに限 らず 、ファッシ ョンや建築 といった よ り一般的で、身近 な分野 に向けて、

コンピュー タ支援 に よる設計1エ ンジニア リング ・テクノ ロジを応用で きるよ うにす る。

● 輸送

航空機 の効果 的な利用 に向けた最適経路 の管理、燃料 の効 率利用 を図る ことに より、年間数

十億 ドル規模 の経費 を節減 で きる。

● 危機管理

危機 シナ リオの シ ミュ レーシ ョン(特 に天候や地下水の流 れなど)は 、予 測 される危機 の管

理、および訓練や準備活動 の上で も重要 な役割 を果たす。

● インフラス トラクチ ャの支援

国家の経済お よび行政 に とって、大規模 ネ ットワークの管理が重要 な課題 になってい る。

調査結果:米 厨のハ イエン ド ・システムの供給業者ぱ、過剰な市場圧力に瀕 しτいる。

上記の問題 が解 決 されれ ば経済 や社 会に もた らす利点が大 きい こ とはわか ってい るが 、ハ イエ ン

ド・コンピューテ ィング ・シス テムの市場 は複合構造 になってい る。 ハ イエ ン ド市場(ワ ー クス

テーシ ョンやサ ーバ)の うちのローエ ン ド1ミッ ドレンジ部門 は、財務上好調で はあるが、ハ イエ

ン ド(場 合 に よって、その起源 を反映 して 「スーパ ーコンピューテ ィング」 と呼 ばれ る こともあ

る)部 門 は伸 びてお らず、年間の売上 は20億 ドルに満 たない。歴史的 に米国のベ ンダー によって

支配 されて きたこの部 門(仮 に、世界 中で イ ンス トールされてい る コンピュー タの うち最 も高速

なマシンの上位100を 例 とする)は 、 ここ数年 の間に激 しい統 合の期間 を経 て きた。 この結果、

国内ベ ンダーではSGI(Crayの 子会社 も含め)とIBMだ けが残 ってい る。 これ以外 に米国 には、

技術系のハ イパ フ ォーマ ンス ・コ ンピューテ ィングを中軸 と した大手ベ ンダー は存在 しない。最

近設立 されたTeraやSRCと い った企業 も、 まだ採算ベ ース に達 してはい ない。

同時に、海外のベ ンダーは超 ハ イエ ン ドの市場 におけ る拡大 を目指 しているため、今後 、専 門の

ハ イエ ン ド ・システム として国外ベ ンダー に依存 する可能性 が大 き くなる。た とえば、1998年ll

月現在で、ワール ドワイ ドにイ ンス トール されているコンピュー タ、上位500の うち、米国場外

の メーカーの比率 はわずか10%程 度 であるの に対 し、ハ イエ ン ド系の上位IOOに 限って見 ると、

米 国外の シェアは25%に 達す る。当委員会では、米 国が今後 の リーダーシ ップの強化 に向けて産

学が協力 して、研 究開発 プ ログラムへの投 資 を実施 しない限 り、 この傾 向は続 くもの と考 えて い

る。

一 付7-55_



調査 結果:ハ イエ ン ド ・シス テム、アプ リケ ーシ ョン開 発 ソフ トウェア、アル ゴ グズ ム、

プログ ラミング手 法 、コンポ ーネン ト・テ クノロジ、およびコンピュータ ・アーキテクチャ

における革新技術が不 可欠 である。

こ うした分野 における技術革新 は、実用の アプリケーシ ョン、 プログラミング機 能、使 いやす さ、

スケー ラビリティの面 で一定水準以上のパ フォーマ ンスを維持す ることを目的 とした画期 的な手

法の考案 を目指 した ものであ る。 ソフ トウェアや アル ゴリズムの研 究開発 に向けた財政支援が不

足 した り、短期 的な研究があ ま りに重視 された りする と、 ソフ トウェア ・ベースが一握 りの積極

的 なユーザ ーだけに著 しく限定 され る結果 になる。

現在、革新的なハイエ ン ド・アーキ テクチ ャとテ クノロジの研 究 に向けた連邦政府主導 のプログ

ラムは、規模が小 さ過 ぎることに加 え、 この10年 の間に著 しく縮小 されて きた。上 に挙 げたアプ

リケーシ ョンでは多 くの場合、ペ タフロ ップス ・レベ ルの コンピューテ ィングが不 可欠 となる。

ペ タフロ ップス規模の コ ンピューテ ィングを実現 するため に、アーキテ クチ ャをは じめ、システ

ム ・ソフ トウェア、アルゴリズム、 プログラ ミング手法、お よびハー ドウェア ・テ クノ ロジの面

で革新的な進化が求め られて いる。

調査結果:現 在 、民用部門 の科 学技術 コ ミュニテ ィで提供 され τい るハ イエン ド ・コン

ピューテ ィングの能力 ぱ、最先」帯の水準 にば遠 ぐ及ばない。

今 日、情報 インフラス トラクチ ャの施設 は、科学技術者 にとって、 ここ数十年の間 に共有型の大

規模 な物理計測器(国 の望遠鏡 、顕微鏡 、原子加速器 な ど)に 似 た役割 を果たす よ うになってい

る。NSFやDoEと い った部局 では、 多方面 の分野の専 門家が研究活動 を進め られ るように、最 先

端のIT施 設 に、 ピアど うしで相互に監視 で きるア クセス を提 供 している。

過去10年 間を振 り返 る と、民 間の アプ リケーシ ョンを中心 と した科学技術関連の研 究者が利 用で

きるコンピューテ ィング能力の水準 は、国家安全保障の コ ミュニテ ィに比べ る と、1/2～1/5程 度 に

しか過 ぎない。 こう した状 況 を生ん だ原 因には、民 間アクセス用 のマ シンに向 けた予算 が極端 に

少ないこと、 また最初に実用 化 され たシステムを まず国家 の安 全保 障用 に充 当す る とい う条件 な

どが考 え られ る。最近では、民間部 門における科学技術 コ ミュニテ ィの コ ンピューテ ィング能力

が、た とえばASCIプ ログラム などに導入 されてい る大規模 なシステム に比べ1/IO～1/20に も満 た

ないと言われる。 またNSFス ーパ ーコ ンピュータ ・セ ンターの数 も4か 所か ら2か 所 に削減 し、

残 りのセ ンターに設置 したハ イエ ン ド ・システムへの増額はな くす る とい う決定が下 され た結果 、

学界での研 究者 に提供 される総 合的な能力 は著 しく低下する ことになる。

こうした施設 は、その機能 を最先端 の水準 に維持 してい くな らば、 国家の研 究活動 を主導 して い

く上で も不可欠 となることは明 らかであ る。 しか し、連邦政府の当局 は、IT施 設 の機能水準(た

とえば、ハ イエ ン ド・コンピュー タ、ハ イパ フォーマ ンス ・ネ ッ トワー ク、大規模 ネ ッ トワー ク

など)を 、基礎研究の支援 と直接 的に衝 突す ることが ない方向で、引 き続 き改善で きるよ うに、

設備機器 に関するニーズ に対応 しなければな らない。
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3.3.2推 奨 案

ハ イエ ン ド・コ ンピュー テ ィングでは、通常の情報 テクノロジの部 門 と同 じように、今後 数十竿

先 を見据 えた新 しい業務 体系パ ラダイムに対応 で きるハ イリス クの画期 的な基礎研 究 を強化 す る

必要がある。特 にハ イエ ン ド・コンピューテ ィングにおけるシステム ・ソフ トウェアとアル ゴリ

ズム ・レベルの ソフ トウェアや、斬新 なアーキテ クチ ャ、デバイスの研 究のほか、学界 や連邦 政

府が、最 高水準 のパ フ ォーマ ンス を備 えた コンピュー タの基本 的な研究 開発 を実施す るこ とが最

も必要 な課題 とな る。ハ ー ドウェア、 ソフ トウェア、お よびアーキテ クチ ャに関する研 究 は、西

暦2010年 まで に実現 可能 なペ タフロ ップス/PetaOpsレ ベルの達成に向けた構想 によって効果 的に

主導で きる。

また最大の成果 を得 るため に、NSTCの コンピューテ ィ ング情 報ノコ ミュニ ケーシ ョン小委員会 は、

連邦政府の担 当部局全 体 を対象 として、ハ イエ ン ド ・コ ンピューテ ィング ・システムに関す る研

究活動 とアクセスの面 で、調整作業 を行 う必要があ る。具体 的には、 プログラム ・プラ ンニ ング

の プロセス を調整 して、提 案 され る推奨案 をもとに作 成する各 プ ログラム を密結合 しなが ら、相

互の連携 を強化す る。 た とえば、アーキテ クチ ャとソフ トウェアの開発 は相 互 に依 存す る工程 で

あ るため 、PetaOpsの 推奨基準 を もとにハー ドウェアとソフ トウェアの双方の作 業を連携 して進め

られるよ うになる。

推奨案:画 期的なコンピューティング ・テクノロジ/アーキテクチャの実現に向 けた研究
の財政 を支援 する。

最近のス ケーラブルな並 列 アーキテ クチ ャで は、演算 に伴 うメモ リ ・ア ドレスの参照 が不 定期 に

行 われた り、演算処理 をサポ ー トす るため に膨 大 なデ ータをメモ リか ら転送す る必 要のあ る重要

なアプリケー シ ョンには効 果的 な対応がで きない ことが明 らか にな って きた。 こ うした制限 に対

応す るため に、当委員 会では新 しい コンピュー タ ・アー キテ クチ ャの実現 に向 けた研究 開発の た

めの財 政支援 を強化す る ことを推奨 す る。特に、今 日の アプ リケー シ ョンや将来的 なアプ リケー

シ ョンで要求 され るメモ リ帯域幅 を維持 しなが ら、ア クセスの待 ち時間 を短 縮、 または抑 制で き

るメモ リ構造の設計 に向 けて実質的な研究 が不可欠 となる。 この領域での改善が進 む ことに よ り、
ほぼすべ ての プ ログ ラムのパ フ ォーマ ンスが向上 するほか、ハ イエ ン ド ・ソフ トウェアの 開発工

程 もさらに容 易な もの にな る。

当委員会では光学ベ ースの量子/生 物/ニ ューロ ・コンピューテ ィングとい った今後有力視 される画

期的なテ クノロジの研究 開発 を支援 す ることを推奨す る。最 終的 にシ リコ ン ・チ ップ ・テ クノロ

ジは、物理学 の法則 と衝突 する。 この問題 がいつ生 じるかは、正確 には予測 で きない。 いずれ に

せ よ、デバ イスが しだいに分子サ イズの レベルに まで縮小 してい くに伴 い、コ ンピューテ ィング ・

コンポーネ ン トとコン ピュー タの処理速度 が上 がるため、科学者 には難題 がつ きま とうことにな

る。具体的 な投資先 と して、現実の アプ リケーシ ョンの処理負荷 を想定 して、 アー キテ クチ ャ ・

デザ インの模 索 や検 証 がで きる画期 的 な アーキテ クチ ャや フル システ ムの研 究 に利 用 で きる シ

ミュレー ションノ解析 ツールの強化 などが考 えられる。 また、21世 紀 に向けて コンピューテ ィング

能力 を引 き続 き強化す るため に、新 しい テクノロジへの投資 も始め るべ きである。ハ イエ ン ド ・

コンピューテ ィングに対応 したアーキテ クチ ャは、ハ ー ドウェアとソフ トウェアのテ クノロジに

関する研 究 と連携 して、反復 的に開発 す る必要があ る。 またハ イエ ン ド ・コ ンピューテ ィングの

研究 に伴 う財 政支援 の形態 も、それぞれの分野 との連 携 を反映 しなが ら考 えなければな らない。

規模 の大 きい プロジェク トで は、実用 面における重要 な洞察は産業界 か らしか期待 で きないため、

業界 の参加 も重 要な要素 となる。技術革新 に向けた研 究が一定 の成 果 を収 めた段 階で、以降 は産
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業界が実 際に この新 しいアーキテ クチ ャとテクノロジをオープ ンな市場で展 開 してい くことにな

る。

推奨案:ハ イエンド・コンピューティングの性能改善のためにソフトウェアに対 する研究

開発の財政支援を強化 する。

当委員会 では、ハ イエ ン ド ・コ ンピュー タの性能 と処理効率 を改善す るため に、 ソフ トウェアに

対する投資 を大幅に増強す ることを推 奨す る。 ソフ トウェアへの投資 は次 の2つ の カテ ゴリに分

けて考 える。 まず 、システム ・ソフ トウェア、 アル ゴリズムの 開発、統合 システム を管理す るソ

フ トウェアのバ ランス とい う点であ る。 システム ・ソフ トウェアの言語、 コンパ イラ、実行時 ラ

イブラリ、 オペ レーテ ィング ・システム、 ファイ ル ・一システム、UOド ライバ、デバ ッガ、プログ

ラ ミング ・インタフェース、パ フォーマ ンス調整 ツールな どを中心 とした システム ・システムへ

の投資に よって、処理効 率や性能 を改善 しなが ら、ハイエ ン ド ・システム を大規模 なユ ーザー ・

コミュニテ ィに提供で きるようにす る。 もう1つ はアルゴリズムの開発 とい う領域 であ る。 この

領 域に対す る投資 は、最先端 のマ シ ンを効 率的 に利用す る上で も続 けてい く必要が ある。 ソフ ト

ウェアとアル ゴリズムに関す る研 究開発 によっ.て、 メモ リの階層構造 の有効利用が可能 になる。

最大限のパ フォーマ ンス を得 るため に、 コ ンピュー タ環境 は、資源の割 り当て を実行す るソフ ト

ウェア、並列の 入出力 、超高速/大 容量の イ ンテ リジェン ト・ス トレージ、科学技術用 デー タ管理

機能、お よびビジュア リゼー シ ョンで構成 す る必 要がある。ハ イエ ン ド ・コ ンピュー タと周辺装

置 の間に生 じる可能性 の あるボ トルネ ックの原因 を解消す ることに よ り、全体 的なシステムの処

理効率 を改善で きるソフ トウェアについて調査 す る必要があ る。た とえば、ペ タフロ ップス ・コ

ンピュー タでは、エ クサバ イ ト(IOの18バ イ ト)規 模 のデー タが生成 されるため、 まず システム

を高速ス トレー ジにた だちに転送 して、ユ}ザ ーが利用で きるように しなければな らない。 これ

らのツ丁 ルのス ケーラ ビリテ ィは、ハ イエ ン ド ・コ ンピュー タに搭載す るプ ロセ ッサが開発 され

るペース に合 わせ る必要 があるため、重要 な要素 となる。 こ うした開発努 力は、使 いやす さを改

善するだ けに限 らず、 国家の安全保障や新 しい コンピュー タ ・アー キテ クチ ャの開発 などを含 め、

アプ リケーシ ョンの移行 を促 進す る上で も、.不可欠 となる。

最近登場 しつつあ るテ ラスケール ・システ ム(IORオ ペ レー シ ョン!秒)を 効率的 に有効利用す る

には、 ソフ トウェアに関す る研究 開発 お よび展開の面で、大幅 な改善 を図 らなければ な らない。

ソフ トウェア、アルゴ リズム、 ライブラリに対応 する効果 的な ビルデ ィング ・ブロ ックがない と、

ハ イエ ン ド ・ハ ー ドウェアは、有効利 用の で きない単 なる高額 のテ クノロジに過 ぎな くなる。実

用 に耐 える ソフ トウェアは、積極的で着実 で、 しか も持続性 のある長期 的 なソフ トウェア研究 プ

ログラムの成果 と して初めて生 まれ る もの である。 ソ'フトウェアの問題 は、2010年 、またはそれ

以前にPetaOps(10i5オ ペ レーシ ョン/秒)レ ベルの性 能が達成 されれば、一段 と重要 になって くる。

ペ タスケ～ル ・ソフ トウェアの方向 を積極 的 に探 るべ き時期 は今以外 にな く、ハー ドウェアの プ

ロ トタイプがで き上が ってか らでは遅い。

またハ イパ フ ォーマ ンス ・ソフ トウェアの研究 に対す る財政支援 に限界 があ る と、一部 の研究 グ

ループには、潤沢な支援 の得 られる別 の領域 にテーマ を切 り替える ところ も出て くる。テラスケー

ルやペ タスケールのソ フ トウェア を模 索す る知 的集団 を拡充 、 または維持 してい く上で、政府は

長期的な ソフ トウェア研究 に向 けた財政支援 を強化す る必要がある。
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推奨案:西 暦2070年 ま でにバ ランスの取 れた ソフAウ ェアソハー ドウェア戦略 を通 じτ、

実用向 けのアプ グケーションT'PetaOps/ペ タフロ ップスの レベル を維持 しなが ら、ハ イ

エン ド ・コンピューテ ィングの研究 に向 けた財政支援 を強化 する。

当委員会では、CIC/HECC(HighEndComputingandComputation)プ ログラムで提案 されたペ タフ

ロ ップスの活動 につい て検証 してみ た。 このプログラムが主導 してい る暫定調査で は、2010年 ま

で に期待 される性能 を達成 する には、 テクノロジの飛躍 的な発展 が不 可欠 になる と結論付 けてい

る。重要 なアプ リケー シ ョンでPetaOpsま たはペ タフロ ップスの レベ ルでの性 能 を持続で きるシス

テ ムの構 築 を目標 とす る ことによ り、ハ ー ドウェア ・テ クノ ロジ、新 しい アーキテ クチ ャ、 ソフ

トウェア ・システム、 お よび こう した システ ムを実現 するためのアル ゴリズ ムにつ いて研 究 を進

め るための有効 な手段 とな るもの と考 える。 したが って、このプ ログラムの財政支援 をさらに強

化 して、 アルゴ リズム、 システム ・ソフ トウェア、 アプ リケーシ ョン ・レベ ルの ソフ トウェア ・

コンポー ネン ト、ハ ー ドウェアの面で必要 とされる技術的発展 を支 えてい く必要が ある。

PetaOps/ペ タフロップス ・レベルの性 能 を維持す るための目標は、それ自体が 目的ではな く、テク

ノロジを発展 させ るための原動力 と して認識することが重要であ る。現実 にこの レベ ルの性能 は、

単 なるハ ー ドウェア ・テクノロジの高速化 と、ハー ドウェアの並列化 だけでは達成 で きる もので

は ない。 この水準の性 能 を達成す るには、 ソフ トウェア とハー ドウェア を密 結合 したバ ランスの

よい設計 が不可 欠になる。単 にPetaOpsレ ベ ルの性 能を発揮す る コンピュー タ ・システ ムを開発 し

て も、全 面的 なハ イエ ン ド ・アプ リケーシ ョンに応用 で きるソフ トウェアや アルゴ リズムが なけ

れば、意 味が ない。た とえば既存 のアーキテ クチ ャと、将来的 に有望 なアーキ テ クチ ャ(た とえ

ば、プ ロセ ッサ ・インメモ リ型 の コンポーネ ン トを搭載 した アーキテ クチ ャ)を 技術 的 な側 面か

ら比較 ・検討で きる適 切が プログラムが必 要になる。 また、数万 ～数 十万 個の プロセ ッサ を搭載

した コンピュー タをプログラムす るための ソフ トウェア上の課題 や、メモ リ中の階層構 造 に も適

切 に対応 で きよ うな設計 も必要 となる。

十分 な財 政支援 を提供す る ことに より、主 要なハ ー ドウェア/ソ フ トウェア ・テ クノロジへの直接

投資 と開発 を強化すれば、仮 にこれが中短期 的なスケールの コン ピュー タ ・システム には即 座 に

応用 で きない場 合で も、ペ タフロ ップス ・プ ログラムが、長期 的 な観点 か ら見 たコ ンピュー テ ィ

ングの目標 に意義があ るこ とを実証 する ことに よって、ペ タフロ ップス水準 の実現 に向けた進化

が一段 と早 まるようにな る。

推奨案'科 学技術関連の研究 を支援 できる強力なハイエンド・コンピューティング ・シス

テムの実現に向けた財政支援が必要 である。

ハ イエ ン ド・コンピュー テ ィングは今、科学技術の研究 開発の幅 を拡大す る上で重要 な要件 となっ

ている。先 ごろ、 コンピュー タ化学 の分野 でその成果が広 く応 用 されてい る開発努 力 を続 けた先

駆者的な コンピュー タ研究者2人 に、 ノーベル化学賞が授与 された。 こう した分野での研究活動

の貢献 に基づ いて、私 たちは新素材の動作 を解 き明か した り、生物構造 の理解 を深 めた り、 人間

の生活環境 の認識 や向上 を図った りで きるようになる。

今後、米国が世界の テ クノロジ ・リーダー としての位置 を保持 してい くには、科学技術 関連のエ

ンジニア は、最高の性能 を持 つ コンピュータにアクセスで きなけれ ばな らない。 したが って、 当

委員会で は連邦政府が主 な施 設共有セ ンターを通 じて、引 き続 きこ うした高性能の コンピュー タ

を研 究 グループに提供 してい くことを推奨す る。科学技術に関連す る分野 を問 わず 、長期的 な基

礎研 究 を拡充す るには まず 、研 究 コ ミュニ テ ィ全般 にとって最 も効果 のあ る方向 でセ ンター のコ
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ン ピュ ー テ ィ ン グ 能 力 を 強 化 す る こ と を 第 一 優 先 に 考 え る 必 要 が あ る 。 具 体 的 に は 、NSFのPACI

(PartnershipsinAdvancedComputerationallnfrastructure)セ ン ター 、 お よ びNSFNationalCenter{gr

AtmosphericResearchな ど の 特 定 の 分 野 を支 援 す る専 門 セ ン タ ー な ど が あ る 。

ハ イエ ン ド・コンピューテ ィングを調達す る場 合、まず学術 向けコ ンピュータのパ フォーマ ンス ・

レベルを特定の任 務のあ る当局の水準 に極力近 つける ことを最優先 に考 える必 要があ る。た とえ

ばDoEのASCIプ ログラムは、 コンピュータ ・パ フォーマ ンスを表す最新のベ ンチマー クとされ

ている。第2に 、専門の ミッシ ョン ・セ ンターの能力 を強化する必要 がある。DoD、DoE、NASA

といった特別任務 を帯 びた当局で は、ハ イエ ン ド ・システム を調達す るた めの追加資金 を確保 し

なければ ならない。当委員会ではNSFPACIセ ンター、お よび特別任務のある当局が協力 して、支

援 団体か らは独立 した方向で、科学技術 に コンピューテ ィング能力 を提供す ることを推奨す る。

また、情報 テクノロジに関す る研究 を支援 で きるようにハ イエ ン ド ・コ ンピューテ ィングの用途

を広げ る方向での努力 も不可 欠 となる。提 案 されたペ タフロップス/PetaOpsア ーキテ クチ ャのシ

ミュレー ションを実行 する ことは、 こう したシステムで使用す る ソフ トウェアを開発 す る上 で も

必須の条件 となる。ただ し、こ うした シ ミュレー タ自体 も、最高水準の性能 を発揮す る コンピュー

タがなければ、単純 な演算 カー ネル を実行す ることさえで きな くなる。当委員会で は、第5.3項 で

説明す る"Expeditionsintothe21stCenturジ(21世 紀への探求)の 研究 開発活動 を支援 すべ く、ハ イ

エ ン ド ・シス テムの投資 をさ らに強化 する ことを推奨 する。 ハ イエ ン ド ・システム に よって、真

の技術革新に向けた研 究が可能になるため、21世 紀 に向けてハ イエ ン ド・コンピューテ ィングの

技術を利用で きる研 究者 グループを育成 する上 で も効 果があ る。 また、ハ イエ ン ド ・システム に

よ り、新 しい アプリケーシ ョンに対応 する環境 も実現 されるため、米国内の重要 なハ イエ ン ド ・

コンピューテ ィング市場 に対応 す るニーズの拡大 にも貢献す る。

推奨案:NSTCCICのHECC(HighEndComputingandComρutation)作 業 グル ープの

調整 プロ セスを強化 しτ、政府 のハ イエン ド ・コンピュ ーテ ィングに対 する投資 の主 な要

素にすべて 対応 で きるよ うにする。

当委員会では、連邦 政府が実施 してい るハ イエ ン ド ・コ ンピューテ ィングに向けた研 究 開発 、調

達 のための投資予算 、計 画をすべ て、NSTCCIC小 委 員会の作業 グルー プに提 示する ことを推奨す

る。現在、エ ネルギー省のASCIプ ログラムや国防総 省のHPCMP(HighPerformanceComputing

ModernizationProgram)の ハ イエ ン ド ・コンピューテ ィング ・プ ログラム、お よびNSAの 一部の

プロジェク トで は、大規模 な投資が決定 的に不足 してい る。 したが って、 こう した プ ログラムで

は、連邦政府の部局間のハ イエ ン ド ・コンピューテ ィングに向けた調整作業が欠如す る結果 にな

る。大規模 な投資が不足す る結果、ハ イエ ン ド ・コンピューテ ィングに向 けた調整 や研 究開発活

動のプラ ンが難 しくなるとい う現状 があ る。

予算 に閲 する推奨案:ハ イエ ン ド ・コンピューテ ィングの研究およ び離 につい τ、2000
～2004年 度 の周 に、現 在の財政支援水準 をさらに強化 する。

ハ イエ ン ド・コンピューテ ィングに向 けた開発 業務 を支援す る予算 は、次の3段 階のステ ップを

追 って編成 された。まず、革新 的テ クノロジ/ア ーキテ クチ ャ、ハ イエ ン ド・ソフ トウ ェア、PetaOps1

ペ タフロ ップス ・レベルの維持、ハ イエ ン ド・コンピューテ ィングの調達 とい う4つ のテーマ別

に各小委 員会を設置 した。次 に、本報告書 のこの章 で説 明す る調査結 果 に基づいて 、各小委員会

が独立 して、基本的な推奨案 に関す る技術上の 目標 を定めた。第3に 、各小委員会が、 それぞれ

の 目標 を達成す る上 で必 要 となる予算 を算定 した。下表 に示 す予算 は、最初の3つ の小委員会 を
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合 わ せ た 予 算 額 を 示 す も の で あ る(4つ 目の 調 達 に 関 す る 予 算 は 別 途 設 け た)。

下 表 の 値 は 、 当 年(1999年 度)支 援 水 準 に 加 算 し て 算 定 した 。

ハイエン ド・コン ピューテ ィング関連 の研究 に向 けた財政支援(単 位:100万 ドル)

難 舗 醗 …ii・・難 緬 竈.……難磯 鋤鱗 薙 ぎ黛i鋤 議,'礫 ……翻鰯

ハ イ エ ン ド ・ソ 膓 トウ ェ ア 、

ア ーiキデ ク チ ャ 、

P倉ta◎Psコ ジ ピ ュ ー ラ鎌 ジ グ

180

90

205

100

240

110

270

120

300

130
ハ イエ ン ド・コンピューテ 孝ンヴの調達

合計 270 305 350 390 430

上の表は、4つ の推奨案の うち最 初の3つ の テーマ を合わせた ものである。なお5番 目の推奨案 で
は、現在 のHECC相 互調 整 プロセスに含 まれ ていない研 究課題 は対 象外 と してある。
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4.社 会/経済面 における研究と方針の優先課題

国家の利益 は、今後 も発展 する情報 テクノロジが潜 在的に持 ってい る社会/経 済面で の効果 を、

いかに深 く認識す るか に依存する。情報 テ クノロジ ・ベースの変化が進 む速度 が増 すに従 って、

しだい に表面化す る問題 について もよ く理解する必要 がある。画期 的なテ クノロジが もた らす約

束を実現す るには、こうした問題の識別、認識、予期 、そ して対応 に向けた研 究開発 への投資 が

不可欠 になる。今 、社 会、経済、お よび政治の問題 に関する認識 を深 めるためのデー タが求め ら

れてい る。私 たちの社 会や経 済が意義のある方向で発 展するよ うに、知識 を切 り開 くための研 究

が適用分野の面で も、また将来性の点か らも、幅広 く長期的に、しか も大規模 に展 開 されなけれ

ばならない。

全米の国民が、この新 しい時代 を迎えるにあた り、十分 な準備 を しておか なけれ ばな らない。こ

のため には、K-12レ ベルの教育 に始 ま り、高等教育 に至 るまで、総合 的な教育制度 を整備 する

必要がある。情報 テクノロジの労働 力 として求め られるスキ ルを向上 し、全体 的な労働力 の情報

テクノロジ ・リテラシを強化す るために、私たちの社会 に不可欠 となる情報 テクノロジに関連 し

たスキル を中心 とした教育 を集 中的 に強化することが重要になる。また 、米国全体が豊富 な人材

を有効利用 で きるよ うなプ ログラムに も重点 的に対応 す る必要があ る。

情報 化時代 には、民族 、性別 、身体的能力、収 入水準、地理 的条件 などの面で格差があ ってはな

らない。また情報 テ クノロジには、個 人のプライバシ を厳 しく保護 しなが ら、アクセスで きなけ

ればな らない。また幅広 い アクセスを提供す るプ ログラムでは、社会やテ クノロジにかか わる条

件や最新の 開発傾 向をよ く理解 した上 で、最 も有効 で効率的 な方法 によ り、必要 な相手 にア クセ

スで きなければならない。

情報テクノロジは、あらゆる国民や機関に対する情報の流れを飛躍的に改善するとともに、民主

主義の強化、不公正の是正、アクセスの強化に向けた強力な手段 となる。しか しこうした潜在能

力を引き出すには、具体的な目的と総合的な基準が必要になる。具体的な目標 と、変化の影響を

正 しく評価するための詳細な調査を実施 し、こうした調査から得られる知識を効果的に活か して

いくための適切な方策も不可欠の条件 となる。

47調 査結果

調査結果特 にインターネットの急速な拡大と地球規模の商取引が実現 されるなかで、

情報テクノロジの応用ぱ、雛 て『重要な課題 を抱 えτいる。

情報 テ クノロジの利点 を実現す るにあた り、先 の章 で指摘 した さまざまな技術上 の課題 に加 え、

社会、政治、お よび法律 の面 にかかわる数 々の障害 も明 らか になっている。た とえば、第1章 で

取 り上 げた医療形態の変化 に伴 う共通認識 の問題 を再 び考えてみる。遠隔医療 が一般 に普及す る

以前 に、情報 テ クノロジ関連の研究 によって、解決 してお くべ き技術上 の課題 がい くつかあ る。

しか し、社会/経 済や方針 に関す る主 な課題か ら生 じる問題の 解決方法 が、 さ らに深刻 な障害 を

生 んで、適切 な遠隔医療 を実施で きな くな ることも考 え られ る。具体的 には、患者 レコー ドの プ

ライバ シ/セキ ュ リテ ィの保護、保険会社 による患者 レコー ドの利用 、州 ご とに異 なる医師免許

の規定、オンライン環境 にお ける患者 と医師の信頼感の確立 といった面で解決すべ き問題 が数多

くあ る。同様 に、電子商取 引が広 く普及す るようになれば、セキュ リテ ィを一段 と強化 し、オ ン
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ラ イン環 境での 各当事者 どう しの安 全性 と信頼 感 を保証 するた めの機構 が必要 に なる。 コ ン

ピューテ ィングノコミュニケー シ ョン7が もた らす社会ノ経済的 な影響 について詳 しく研 究すれば、

こうした重要 な問題 が一部解決 され るようにな る。

また幅広 いアクセスが可能になるネ ッ トワーク環境 では、情報 テ クノ ロジの利用 に よって、また

新たに方針上の問題が生 じて きてい る。た とえば、個 人の プライバ シ、知 的財産権、電子署名、

特定の コ ンテンツ(ポ ルノや煽動的表現 など)の 規制 といった問題 が挙 げ られ る。

規制の方針 にかかわ る複雑で重要 な課題の例 と して、 プライバ シの問題があ る。多 くの アプ リ

ケーシ ョンにとって、情報の管理 と分析 は不可欠の条件 になる。ユ ーザーや アプ リケー シ ョンの

利用に関する情報は、サ ービス ・プロバ イダが ビジネス を展開 した り、政府や医療機関が具体的

な情報 に基づ いて効 率 よ く個 人的 なサー ビスを提 供 した りする上で、有効 な手段 となる。しか し、

これは、個人的な情報が完全 に保護 されて初めて、可能になることであ る。システムが信頼で き

なければ、この利 点は著 しく阻害 され ることになる。作 成す るアプリケー シ ョンにとって、プラ

イバシの情報 を保護す ることは必須 の条件 となる。今 、市民が政府や企業 と協力 しなが ら、最適

の規制 を定める急務 となっている。市民の安全 を保護するこ とと、煩雑で官僚 的な手続 きを定め

ることには、明確 な違 いがあ る。

国際的 には、EuropeanUnionPrivacyDirectiveで は、情報の プライバ シに関する規制 が緊急課題

として指 摘 されてい る。 ヨー ロッパ連合 の法律 に よれば、EUで ビジネス を実施す る企 業は、

EuropeanUnionPrivacyDirectiveで 規定 され るプ ライバシの原則 に従わない諸国(米 国な ど)に

は個人情報の送付が禁 じられてい る。こ うした規制は、米国の電子商取引 には、多大な影響 を与

えることになる。

調査結果:規 苗〃に関 する方針の決定と情報テクノロジへの投資ぱ、社会に対する情報テ

クノロジの影響に関 する研究やデータが不定したまま行われ τいる。

私たちの個人生活や職業活動 と、情報 テクノロジ との統合は、偶発 的 に生 じるものではない。今、

私たちが体験 している数多 くの変化 は、そ れな りの意思決定 の結果 として生 じて いる ものであ る。

情報テク ノロジ関連の研究 と統合のペースが加速化す るに伴 い、私 たちの 日常生活 には多大 な影

響 と作用 をもた らす意思決定が一段 と増 えることにな る。影響の範囲は計 り知れず 、私 たちの子

孫が小学校 で初 めて接す る情報テ クノロジの形態 から、果ては国内の輸送/通信 インフラや経済

活動のあ り方 に至る まで多岐 に渡 る。一般 には、情報テ クノロジの実現 に向 けた決定が、該 当す

る研究 に よって適切には伝 え られ ないことが多い。事実、情報 テクノロジを実現 した段階で、当

初の意 図 とは裏腹の結 果が生 じるこ とも少 な くない。

情報テ クノロジ関連の問題について、現在 交わされている議論や方針上 の意思決定 を適 切に伝 え

るために、社会に対す る情報テ クノ ロジの影響 に関す る社会科学的な研究 を強化す る必 要がある。

こう した研究 の結果、情報 テクノロジの研 究者は、規制上の複雑 な問題(た とえば メタデー タの

タグに関する新 しい標準の確立、知的財産権 を管理す るためのマ イクロペ イメ ン ト)に も対応 で

きるようになる。また、社会科学 の研究成果 は、実際の情報 システムの設計 の上で も貢献す る。

たとえば、グループウェアの設計 は、情報 を共有 化する形態や意思決定の方法 に関す る研究の結

果に基づ いて進 めるこ とがで きる。

7NationalResearchCouncil
,ComputerScienceandTelecommunicationsBoard.RepoπofaWorkshop."Fostering

ResearchontheEconomicandSocialImpactsofInformationTechnology'1,1998
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President's/nformationTechnologγAdvisoryCon"nittee↓ 大 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ 諮 問 委 員 会 ノ

公正 とア クセス

調査結果:あ らゆる市民 が、情報 テクノロジにアクセス できな ければ な らない。

大統領 は、1998年6月5日 、MITの 卒業式典の祝辞 の中で、本報告書で推奨 している飛躍的な

技術革新 が全米規模で もたらす無限の可能性 に関す る構想を繰 り返 し強調 した。米国が、こう し

た構想 を支援 してい く上で直面する課題 の1つ として、全市民に対 して、この種の可能性 をいか

に提供す るか とい う問題があ る。地球規模の経済 における競争が激化 するに伴 い、単 に地理的条

件や経済状況の面で恵 まれた米国民に限って機 会を提供 した だけでは、貴重 な人材が無駄になる。

特 に教育環境(K-12や その他の高等教育)に おける情報テクノロジの アクセスお よび運用 は、

21世 紀 にお ける情報社 会で米国民 が生産的 に生活で きるように、スキル ・ベース を構 築す る上

での前提条件 となる。 また、国家規模 の研究活動 を維持 してい く際 に不 可欠 とな るIT関 連の有

能 な研 究者の関心 を浸透 させ 、技 能を育成す る上での重要なステ ップ となる。

情報テ クノロジは、社会的/経 済的な不公 正を是正 し、身体的能力の差 か ら生 まれ る問題 を緩和

す るための手段 ともなる。情報 テクノロジ関連の ツールや アプ リケーシ ョンに よって、人種 、性

別、身体 の不 自由さ、年齢、収入、場所 といった差 を取 り払 う機会が提供 され る。最 も広 く普及

した応用例の1つ であ るインターネ ッ トを通 じて培われる文化的 な価値 を含 め、有力な テクノ ロ

ジの品質 によ り、国の内外 を問 わず、すでに社 会的な相互作用や経済上 の機 会のあ り方 に変化 を

もたら してきた民主化の能力 を備 えている。これ まで、情報資源に対する均等 の アクセスを保証

す る上で、公共図書館は重 要な役割 を果 た して きた。また、公共図書館 はあ らゆる人々に インター

ネ ッ トの資源 と通信機 能へ の平等 なアクセス を保証 する意味 で も、きわめて重要 な役割 を持つ。

全国規模 の公 共図書館 を通 じて、平等の アクセス を保証するための基本的 な役割が維持 できるよ

うに、考 え られる影響、費用 、そ して潜在的 な資金源な どを詳 しく調査す るこ とが重要 になる。

実 際 に は 、 イ ン タ ー ネ ッ トへ の ア ク セ ス や 、情 報 テ ク ノ ロ ジ の 変 革 に 関 与 して い く上 で 、民 族 的

な 格 差 が 広 が っ て い る の が 現 状 で あ る 。た と え ば 、白 人 ア メ リ カ 人 は ア フ リ カ 系 ア メ リ カ 人 に 比

べ 、 勤 務 先 でPCを 使 っ て い る こ と傾 向 が 強 い た め 、 自 宅 の 内 外 を 問 わ ず イ ン タ ー ネ ッ トへ の ア

ク セ ス やWebの 利 用 が し や す く な る8。 同 様 の 格 差 は 、 ラ テ ン 系 ア メ リ カ 人 、 ネ イ テ ィ ブ ・ア メ

リ カ ン な ど の マ イ ノ リ テ ィ ・グ ル ー プ に も見 ら れ る 。NationalTelecommunicationsandlnformation

Administration(NTIA)が 最 近 の 発 表 した 調 査 結 果 か ら も、 イ ン タ ー ネ ッ ト利 用 に お け る 民 族 間

の 格 差 が 広 が っ て い る 実 態 が 報 告 さ れ て い る 。

インターネ ッ トの利用 について、民族 間の格差が解消 されない と、国家的 には きわめて深刻 な影

響が及ぶ ようになる。米 国社会全体の うち、相 当な割合 を占め る部分で イ ンターネ ッ トに対する

均等 なアクセスが保証 されない限 り、国内の企業 は適切 な技術 や能力 を備 えた人材 を雇用で きな

くなる可能性があ る。白人 とマ イノ リテ ィ ・グループの間に見 られる雇用機 会 と賃金の格差 が ま

す ます広 が る結 果、国家全体 と して多大 な悪影響 を被 ることになる。確 かに インター ネッ トは機

会均 等 とい う平等 のチ ャ ンス を もた らすが、これは アクセス権 のある人々に限った ことに過 ぎな

いo

s"BridgingtheRacialDivideonthelnternet"
、1998年4月17日
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調査結果 渇 報テクノロジへの全面的な参加 を促すにぱ、広帯域幅による接続が不可欠

になる。

情報テクノロジに関連す る研究や教育 を実施す るには、必要 な情報へのア クセス、地理的 に分散

した大学 どうしの連携 、最先端のテ クノロジ資源(天 体望遠鏡、電子顕微鏡 な ど)へ のアクセス

を提供す る高速 のネ ッ トワーク接続が不可欠になる。地方にある規模の小 さい大学 での科学者、

教育者、学生は ときに、vBNS9や その他 の高速 イ ンターネッ ト ・バ ックボー ンへの接続 がで きな

いために、最新 の研究結果や教育の機 会にアクセスで きない ことがある。EPSCoR(Experimental

programtoStimulateCompetitiveResearch)は 、全米18州 に加 え、 これ まで協力 関係 が立 ち遅 れ

ていたプエ ル トリコの各機 関の参加 を促進す るため に設置 された制度である。これ以外 の州 に も、

規模の小 さい地方 の大学が 数多 く存在す る。特 に本報告書 で提案 した"Expedition`'セ ンターな ど

で共同研究への全面参加は、広帯域幅 による接続 が提 供 されない限 り、現実性 はない。

労働力

調査結果:情 報テクノロジに関連 する労働力の供給ぱ、実際の需要水準に満たない。

業種を問 わず、全米の主 な企業のCEO(最 高経営責任者)は 一様 に、今後10年 の間に米 国が競

争力を維持 してい く上での最大の課題 と して、技術 的な労働力の強化 を挙 げている。1`1エンジニ

ア リング、コンピュー タ、・情報科学 の分野で、適切 な専門 トレーニ ングを受けた優 秀な人材 を確

保するこ と、す なわち単 なるス キル ・ユーザーだけに とどまらず、高度 なテクノロジの研 究者、

制作者 、設計者 な どを含 め、優れた専 門家 を十分 に供給 で きるこ とが不可欠 となる。この動 きの

激 しい世界で、 こ うした優秀な人材 は常 に自分の知識 を技 能 を高め ていか なければ ならない。

今 日、極端な供給 不足 の状況が あるため、将来 の見通 しは決 して明る くない。情報 テクノロジ分

野の成長 と、優れた人材へ の需要の拡大は急 速に進 んでいる ものの、コンピュー タ ・エ ンジニア

リングや コンピュータ科学 を専攻 した学生 の数が極端 に少 ない。学士 レベルの トレーニ ングが必

要 となる技能 に始 ま り、情報 テ クノロジ専門の人材 はきわめて不足 してい る。特 に大学 院 レベル

以上の学 位が要 求 される職種 には、おびただ しい空席があ る。昨年提出 した当委 員会の中間報 告

では、短期 的な対策 どしてH-IBビ ザの発給枠 の拡大 を提案 したが、この処置 も長期 的 な対 策 と

してはそれほ どの効果 は期待 で きない。

米国の労働力 と して、潜在的 には情報テ クノロジに関連す る相当数の人材 が隠れている反面、雇

用者側 は情報テ クノロジの分 野で国外か ら新 しい人材 を調達 している とい う現状があ る。これ に

は、経済学者が 「適合性の問題」 と呼ぶ一種 の 「市場崩壊」の危機 をは らんでい る。人材確保 に

難航 している情報 テクノロジ関連の雇用者の多 くが、資 源に限界 があるため に、適切 な教育 や ト

レーニ ングを提 供で きてい ないことも明 らかになっている。また、最新の トレーニ ングを受 けた

従業員 との競争 を恐 れるため、雇用 に消極的 なところ もあ る。一方、情報 テ クノロジのキ ャリア

追求のために教 育や トレーニ ングに積極的 な姿 勢のある潜在 的な人材は多い ものの、これ に伴 う

費用(高 額なこ ともある)を 負担す るとなる と躊躇す る者 も多い。仮に積極 的であ って も、従業

員 として雇用 されてい るため、フルタイムで学習 に専念す るこ とは難 しい。また労働力 に関す る

9vBNSはNSFが 開 発 し た 超 高 性 能 「バ 』ッ ク ボ ー ン ・ ネ ッ ト ワ ー ク ・サ ー ビ ス 」 で あ る 。

lo℃ompetingThroughInnovation:AReportoftheNationalInnovationSummiピ'CouncilOnCompetitiveness、

1998年3月
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P「esident'slnformat'onTechno/ngyAdvisoryConrn'ttee(大 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ 諮 問 委 員 会 ノ

問題 を全面的 に解決す るには、進 出の遅 れが 目立つ グループか らの雇用 を強化 し、全国規模で

K-12水 準の教育 を実施す る必 要がある点 を認識する必 要がある。 これ らの問題 については、次

項の調査結果 を もとに詳 しく説 明する。

調査結果:情 報テクノロジに精通 した多様な労働力ぱ、これか らの情報化時代に対応で

きる国家を作る意味 で重要な役割を果たす。

情報 テクノロジに精通 した労働力 を育成す るために、国家の潜在 能力 を全面的 に引 き出す ことが

重要 になる。米 国では、これ まで科学技術 や情報科学 の分野での進 出が遅 れている女性やマ イノ

リティ ・グループの 中に有能 な人材が潜在 していることは間違いない。アフ リカ系 アメ リカ人、

ラテン系 アメ リカ人、ネ イテ ィブ ・アメ リカ ンを合わせ ると、全米 の労働 力の約1/4に 達す る。

これは大卒人口の30%、 全体 の出生 率の1/3に 相当する。しか し、こう したマ イノリテ ィ・グルー

プが占め る割合 は、全米の コンピュー タ科学/情報科学関連の労働力(学 位 レベル)の うちわず

か6.7%、 エ ンジニ アリング系の労働 力では5.9%、 また国内の コ ンピュー タ科学関連の教授陣で

は1.7%、 さらにエ ンジニア リング系 の教授陣では4.99。に過 ぎないII。 また女性 は、仮 に学位が

あ って も、コンピュー タ科学 とエ ンジニア リングのいず れの分野 も進 出率 は低 く、ま して学界 や

産業界 となる と一層 この傾向は強い。

こうした実態 、傾 向、問題 は、今米国で求め られてい る情報テ クノロジの労働 力 を育成するため

の多大 な機 会が存在す ることを表す ものである。しか し、テ クノロジ関連 の労働力 を強化 し、経

済的な競争力 と繁栄 を維持 してい くには、全体の人 口の うち雇 用の遅 れている グルー プの人材 を

育成 してい く以外 に方法はない。

調査 結se'K-12、 その僧の高等教育ば不ナ分であるため、情報化時代における課題 に

ぱ対応できない。

情報テクノロジ革命の成果 として、米国民が仕事の上でも、個人的にもその利益を享受 し、また

国家が情報テクノロジ関連の教育を受けた有能な労働力を育成するのであれば、個々の学生が情

報テクノロジに関する具体的な側面を学習 して、それぞれが高度な専門知識を身に付けていかな

ければならない。これは必ず しも、どこでも実践されているわけではない。将来的に必要とされ

る情報テクノロジ関連のスキルを習得する機会さえ与えられない子供が数多い。大人の世代でも、

情報テクノロジ分野の仕事に就けるように、学習を続けたり再教育を受けたりするための機会が

限られている。また、情報テクノロジ関連の労働力を育成するための教育制度 も整備 されていな

いo

4.2推 奨 案

当委員会で は、人材の育成 につ いて次 の2つ の カテ ゴリに分 けて推 奨案 を考 えてい る。1つ は教

育/ト レーニ ング、 もう1つ は労働力 に関す る方針 と研 究活動 の強化 とい う点であ る。 まず、上

で指摘 した問題 に対応す るには、新た な研 究活動 と根本的な路線変更が不可 欠になる。当委員会

で推奨す る研究 活動 は、従来 まで科学技術 の分野 を支援 して きた部 局の内部で十分 に助成 で きる。

ただ し、 この種 の研究活動 に充当す る適切 な支援 につ いても検討す る必 要がある。

HGeorgeCampbellJr
.,RonniDenes,CatherineMorrison共 著 、"AccessDenied:Race,EthnicityandtheScience

Enterprise",OxfordUniversityPress,NewYork,1999年8月 発 行 予 定
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推奨案:連 邦政府 の イニ シアチブと、行政 ・大学 ・産 業界 の相互協力 を拡充 し、情報 テ

クノロ ジ ・リテ ラシ、教 育、 アクセス を強化 する。

本報告書 で提案す る研 究課題 を実現す るにあた り、連邦政府が協力関係 を確立 して、情報 テ クノ

ロジ ・ITリ テ ラシ、ア クセス、研 究活動 の発展 に向けた機会 を提 供 してい くことが肝要 となる。

同時に連邦政府 は、労働力の スキルや能力開発 に関す る問題 に対応 すべ く、情報 テ クノロジ ・リ

テ ラシとアクセスの強化 に向けた機会 を拡大す る必要がある。次 に、具体的 な推奨 案 を示す。

推奨案:情 報テクノロジに伴 う方針上の局留に関 する連邦政府主導の研究を強化する。

情報革命 によって社会のあ り方 に変革 が起 きるようになると、市民の情報 プライバ シや知的財産

権の保護、検証可能な署名機 能の提供、情報 の妥 当なアクセス権の制御 といった問題 に対応 して

いかなければな らない。これに伴 い、新 しい方針や手続 きが不可欠 になる。一例 と して、最近 よ

く取 り上 げられる情報 プライバ シの問題 を考 えてみ る。

産業界が主導権 を持 って、プライバ シに関する基準 を確立 ・運用 してい くのは妥当な ことであ る。

産業界 が適切 な対応がで きな くなった場合、あ るいは医療 や未成年者の保護 とい った きわめ て微

妙な領域に立 ち入 る場 合は、政府 レベ ルの規制が必 要になる。

インター ネッ トにお ける個人情報 のプライバ シ保護 に関す る方針 を評価 、お よび確立す る必要 が

ある。また、オ ンライ ンの消費者 を保護すべ きである という主 旨の教育 プ ログラムを産業界 が実

施するの も、ビジネス上 には効果の ある方法である。行政 と産業界 の協力 の もとに、こ う した努

力 を支援す る必要が ある。

当委員会では、次のような問題を中心としたプライバシ保護に関する課題について詳 しい研究を

実施することを推奨する。

L電 子環境 におけ る個 人のプ ライバ シ を保護 し、同時 にイ ンター ネ ッ ト上での ビジネスの実施

を認可す るためのプ ライバシに関す る方針 を決め る。たとえば、米 国で の習慣 と してユ ーザ ー

は情報 の共有 か ら 「除外("opt-out")」 で きるるようになっているが 、実際 には通知の手続

きが欠落 してい ることが多い。EuropeanUnionPrivacyDirectiveで は全 面的な情報の 開示(通

知)と 、インフォーム ド・コンセ ン ト("opt-in'`:参 加)が 義 務付 け られている。その他、デー

タベ ースに記録 された情報の変更が 許可 され るユーザー、 またプラ イバシに関す る方針 を順

守 しない場合の対処 について も検討す る必 要がある。

2.イ ンターネ ッ ト上で個 人のプ ライバ シを最 も効果的 に保護す る機構 を整備 する。た とえば、

プライバシに関す る方針 を法 制化す るための規制 を設け るか、あ るい は自主規制の努力で十

分な効果が ある、 とい った問題があ る。 これ以外 、産業団体が主導権 を持 つか、非営利団体

を設置すべ きか、プライバシ に関す る議論 をいか に促 すか、について も検討す る必要 がある。

3.EuropeanUnionPrivacyDirectiveは 、 電 子 商 取 引 に 対 し、 ロ ー カ ル 、 ま た は グ ロ ー バ ル な 面 で

どの よ う な 影 響 を 及 ぼ す か 。
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付 属 資 料7PlTACレ ポ ー ト

Prθsident'sInformationTechnol(igyAdv'soryConvnittee〈 大 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ 諮 問 委 員 会 ノ

推奨案:社 会雁 瘡面 での蘭語に開運する情報テクノロジの研究を支援する。

テ クノロジの変化 によって生 じる社会/経 済面 に関す る問題 は本来 、多岐の分野 にわ たる調査 を

必 要 とす るため、社 会、経済、お よび方針 に関する主な問題 を詳 しく研 究する必要 がある。この

面 での研 究は、インター ネッ トな どの情報 テクノ ロジに伴 う具体的 な側面 と連携 させ ることも、

また より幅広い観点か ら実施す ること もで きる。 いずれの方 向であれ、社会ノ経 済の問題 に関す

る研究は、具体的な技術上 のテーマ を中心 に、"ExpeditionCenter"や"EnablingTechnologyCenters"

で実施す る。 これ らのセ ンターでは、研究 の対象範囲 を定義 、承認 した後 、社会/経 済に関する

課題 を中心 に実験 的な調査 に必要 となる研究活動の規模 を定め、適正規模の研 究チームが多方面

の調査 を実施 し、研究成果の洗練化 に必 要な十分 な時間を確保する ようにす る。

この種 のセ ンターで は次の ような領域 の課題 を中心 に研究 を実施 す る(必 ず しも、これ だけに限

らない)。

● 社 会的機関の変化

● 行政

● 電子商取引の研 究

● 社会/経 済のシ ミュ レーシ ョン/モデル化

● 大規模 な情報 インフラス トラクチャの持続的 な利用

● 電子 グループ とコミュニテ ィの研究

● 情報テ クノロジの普及 に伴 う阻害要因

● 人間対話操作 とコ ミュニ ケーシ ョンの研究

● 社会/経済問題 に関す る研 究 を支援 する国家規模 の情報テ クノロジの革新技術 の開発

● 電子 政府

推奨案:情 報テクノロジの分野 で進出が遅れτいるマイノグティ・クル ープや女性の参

加 を促進 する。

情報 テクノロジの分野 におけるキャ リア追求について、進出の遅 れているグループが直面す る具

体 的な障害 を中心 に、体系立 った研究活動 を実施 する必要がある。研 究 プログラムでは、大学受

験 の準備 に伴 う問題 、大学入学時の障害、奨学金制度/入学時の方針 、情報 テ クノロジ学位 プロ

グラムの継続 、大学院教育の問題、キ ャリア ・ア クセ ス、キャ リアア ップに伴 う障害 な どにつ い

て検討する。また、こ うした問題の解決 に向けたさまざまなアプローチの効果 をテス トす るため

の実験 プログラムを開発す る必要がある。さらに、この種の問題 解決 に利用で きる情 報 テクノロ

ジ関連 のツールがあ るのか、またその手法 を判断す ることが重要で ある。この ような研 究は ほと

ん どの場 合 、社 会1経 済 、 お よび労 働 力 の 諸 問題 を 中心 に、"ExpeditionCenter"や"Enabling

TechnologyCenters"で 実施 するこ とがで きる。

こうした研 究活動 に加 え、現在実行 され ているその他 のプログラムか ら得 られ るデー タに基づ い

て、情報 テクノロジ ・コ ミュニテ ィは、関連分野 のキャ リア追求 を目指す女性 やマ イ ノリテ ィ ・

グループの雇用 を拡大す る必要があ る。すで に民間部 門の中 には、特 にエ ンジニ ア リングの分野

を中'に 、マ イノリテ ィ ・グループや女性 の卒業生 を生み出 した成功例 も見 られ るよ うになって

いる。また高卒者 を対象 として潜在的 に雇用 の可能性 のある人材 を発掘 す る査定サー ビスな どを

提供す る高 品質の研 究 と支援 を実施 して きた。これは、学生 の教育 、奨学 金制度、指 導制度、 イ

ンター ンシ ップ、専 門家育成 とい った面で特 に重要 なポ イン トとなる。またNSF(NationalScience

Foundation:国 立科学財団)で は、サー ビスの行 き届 いていない コ ミュニテ ィでの教育の改善、
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科学技術分野へ のマイノリテ ィ・グループの参加の促進 な どを主眼 と した さまざまなプログラム

を開発 して きた。一定 の効果 を上げ ている プログラムについては、情 報テ クノロジの問題 を包括

できる方向で拡 張 してい く必要がある。公共 と民 間の財 団に よる支援 を通 じて実施 されている政

府主導型 のモデル ・プログラムも、大幅に拡充す る必要がある。

推奨案:研 究活動の地理的な場所、規模、民族的背景、教育凝関、コミュニティなどの

条件によっτ生 じる広帯域幅対応 の接続 を提供する上 で障害となる要素を解消するた

めのプログラム'を策定 する。

NSFvBNSの 接続認可 プ ログラムとい った広帯域幅接続 を提供す るプログラムは、地理的条件 、

規模、民族的背景などが原因で生 じる問題 の解決 に向けて、今後 も継続、拡大 する必要 がある。

ネ ットワー ク ・テス トベ ッ ドに関連す るあ らゆる機関が、必 要な研 究 を実施 しなが ら、情報 テ ク

ノロジの労働力 として能力のある学生 を送 り出 してい く上で、障害 となる要因 をすべ て取 り除 く

必要があ る。現行のNSFConnections・ プログラムに適用 されてい るEPSCoR追 加 プログラム など

広帯域幅接続 をサポー トす る特 別な補助 プログラムも、問題解決への重要 なアプローチ となる。

その他、方針や規制 に関す る問題点 を解決、あ るいは緩和す る上で、開発 ・応用すべ き研究 につ

いて も検討す る必要が ある。 さらに、図書館、学校、教会、コミュニテ ィ ・セ ンターといった地

方の機 関 を通 じて、高度 な接 続 を提 供で きる ように、コ ミュニテ ィ全体 と しての努力 も支援す る。

各州で広帯域幅 の接 続 を確保す るこ とが重要 となる。RuralElec{rificationAct(地 方電気法)や イ

ンターステー ト・ハイウェイ ・プログラム とい った国家的 な大規模 インフラス トラ クチ ャ ・プ ロ

グラム と同様 に、 「イ ンターステー ト情報スーパーハ イウェイ」構想 も、国家規模の長期 的プ ロ

ジェク トと して最優先 に考 える必 要がある。ただ し、当委員会は、政府が ただちに国家的 に広帯

域幅 インフラス トラクチ ャの展 開 を助成すべ きである とは考 えてい ない。現在の テクノロジを利

用 しなが ら、関連する規制の問題 を除外 して考えて も、費用の負担が重過 ぎる。代 わ りに長期 的

な目標 に向けた基本的 な第一歩 と して、本報 告書で提案する各種の研究努力 を積み重ね るこ とが

肝要であ る。接続 コス トの低減 に向けた研究 を続け るこ とによ り、広帯域幅 の接続 が実現 される

ようになる。

推奨乗「:K－12、'高等教 育、生涯教 育な どを通 じτあ らゆるレベ7bに お ける情報 テクノ

ロジの教 育制度 を強化 ・拡大 する。

市民が情 報化時代 に対応 した準備 を整え、情報 テ クノロジ関連 のスキルが要求 される職種や キャ

リアに も進出 しつつ、テクノロジの突然の変化 に も対応 で きる知識 を能力 を向上で きるよ うに、

適切 な教 育 と トレーニ ングが今必 要 とされている。

情報テ クノロジの世界 に生 きられる人材 を育成す る一環 と して、 まず情報 の収 集、他人 との コ

ミュニケーシ ョン、 日常業務の実施 とい った作業 を行 う場合 に、コ ンピュー タやWebの 使 い方

を学習 しなけれ ばな らない。また、コンピュー タ科学や情報科学 に関する教材 も、数学 や科学 と

いった教 科に組み込 んで 自然 な形でK-12カ リキュラム を編成す る必要があ る。情報テ クノロジ

に関する教育 をすべてのK-12や 大学生 に提供す るには、十分 な能力 を備 えたコ ンピュー タ科学

!情報科 学の教 育者 自身の能力 を開発す るための効果的なメカニズム を開発 して、サー ビスが不

足 してい るコミュニテ ィで もの ま く教 え られるようにしなければならない。

生涯教育は、情報テ クノロジの専 門業務の きわめて重要 な部分 を占め る。急 速に変化する実世界

の動 きに遅 れない ように、継続 的に知識やス キルの向上 を図 る必要が ある。パー ソナル ・コ ン
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P「esident'stnformationTechno∫ogyAdvisoryConrnittee↓ 大 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ 諮/苛 委 員 会)

ビュー タやイ ンター ネ ッ トの技術進化 に伴 い、学習者は場所 や時 間を問わず、高度 な情報 テクノ

ロジ関連の コー スと トレーニ ングを実施 できるようになる。情報 テ クノロジ関連の教育 と トレー

ニ ングは、高い動機付 けのあ る学習者が手軽 に利用 で きなければな らない。

情 報 テ ク ノ ロ ジ の 教 育 と トレ ー ニ ン グ を 実 施 す る に は 、産 官 学 の 三 者 の 協 力 が 重 要 な 要 素 と な る 。

行 政 と産 業 界 の 協 力 を促 進 し、情 報 テ ク ノ ロ ジ 関 連 の 教 育 ノト レ ー ニ ン グ を 強 化 した 一 例 と し て 、

1994年 に 始 ま っ たNSF(NationalScienceFoundation:国 立 科 学 財 団)のATE(Advanced

TechnologicalEducationProgram:先 端 テ ク ノ ロ ジ 教 育 プ ロ グ ラ ム)12が あ る 。 そ の 他 、 こ う し た

協 力 関 係 の プ ロ グ ラ ム や 奨 励 制 度 も 開 発 、 お よ び 支 援 す る必 要 が あ る 。

推奨案:教 育におげる情報テクノロジの応用 を促進する。

情報テ クノロジ には、あ らゆる レベルで教育の品質 と提供範囲 を改善するための手段 と して、多

大 な期待 が寄せ られている。さまざまなアイデアが考案 され、試 され てきたが、こ うした期待 に

応 えるには、相当大規模 な研 究 と実験 が不可欠 になる。同時 に、教育の場面で有効であ ることが

わか っている情報 テク ノロジの側面 を、幅広 く普及 させ、応用 してい く必 要 もある。

PCAST(President'sCommitteeofAdvisorsonScienceandTechnology:大 統 領 科 学 技 術 諮 問 委 員 会)

で は 最 近 、"ReporttothePresidentontheUseofTechnologyToStrengthenK-12intheUnitedStates"

(大 統 領 向 け の 報 告 書:テ ク ノ ロ ジ に お るK-12の 強 化 に関 す る 報 告)を 発 表 した 。 こ の 報 告 書

で は 、 現 在 、 最 新 の テ ク ノ ロ ジ に よ っ て 支 援 さ れ て い る短 期/長 期 教 育 ア プ ロ ー チ の 成 果 を 評 価

す る た め の 研 究 業 務 を 推 進 す べ く、連 邦 政 府 が 主 導 的 な 役 割 を 演 じる べ き で あ る 点 が 指 摘 さ れ て

い る 。 当 委 員 会 で も 、 こ の 推 奨 案 を 強 く支 持 す る 。

現在、総合大学 、市民大学 、単科大学、民間の教育機関 などで 「電子学習」への関心が高 ま りつ

つある。 に もかかわ らず 、情報 テクノロジ分野の教育/ト レーニ ング担 当者 の間では、それ ほ ど

応用が進んでい ない。情報 テクノロジの応用 は、情報 テ クノロジその もの を扱 う人 々に向けた教

育の場 面で特 に効果 がある。特 に、 「いつで も、 どこで も」 とい うアプローチ によって、多数 の

潜在的 な学生(従 来 まで は参加す ら難 しか った学生)に も、品質の高い教育/ト レーニ ングが提

供 される ようになる。こ うしたアプローチ は、情報 テクノロジの分野 におけ る初歩的 な教育の面

で も、雇用の継続 に情報 テ クノロジの専門家 を育成す る上で も、多大 な効 果があ る。

下表の数字 は、1999年 度の財 政支援 に追加すべ きもの である。

社会/経 済関連の研究に向けた支援(単 位100万 ドル)

=蹴 の顯 30 40 70 70 100

12AdvancedTechnicalEducation(ATE)は
、市 民 大学 を は じめ 、バ イ オ テ ク ノ ロ ジ、電 子 、通 信 の各 分野 に

お け る キ ャ リア を追 求 す る高 校 生 を対 象 に 、科 学 、 数 学 、 テ クノ ロ ジ教 育 の 改 善 を主 眼 と して設 置 され

た制 度 で あ る。
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当委員会では、今後5年 の間 に最大1億 ドルの規模 で追加支援 を行 うこ とを推奨す る。まず初年

度 は、次 の とお り、3,000万 ドルを追加す る。

1)社 会/経 済 関 連 の 研 究 に 対 す る 支 援 と して 、1,000万 ドル を 追 加 す る 。 こ れ に は 、 労 働 力 に 関

す る デ ー タ の 収 集 、 多 面 的 な 社 会/経 済 の 調 査 、1か 所 な し2か 所 の1'EnablingTechnology

Centersl'の 設 置 が 含 ま れ る 。

2)教 育関連のテ クノロジに関する研究用 として1,000万 ドルを追加す る。

3)経 済的 に恵 まれないグループか ら出身の学生 を対象 として、科学技術分野で効果のあ るパ イ

ロッ ト・プログラムの支援用 に、1,000万 ドルを追加する。

3年 目 の 増 額 分 は 、"ExpeditionCenter"の 支 援 に 充 当 す る もの で あ る 。
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Pres'dent's∫nform∂tionTechnologyAdvisorγCOtnm'ttee伏 統 領 直 属 情 報 テ ク ノQジ 諮 問 委 員 会)

5.連 邦政府の情報テクノロジ研究開発のための

効果的な管理構造の構築

国家の将来 にとって、情報 テクノロジが重要であるな らば、この領域に向けた研究 開発 に対 する

連邦政府の財 政支援 を効果的に管理す ることも重要である。効果的 な管理構造 によって、連邦政

府が主導す る研 究開発 の ポー トフォ リオにお ける主 な分野の全体的 なバ ラ ンスが うま く取 れて

いることを確 認で きるほか、管理部門が研 究開発 の優先順位 を定めた り、議会が この 目標の達成

に向けて作業 を進 め られた りで きるようになる。またこうした管理構造に よって、単 一テーマの

助成、多岐 の専 門領域 にわたる多分野型プ ロジェク ト、統合 リサーチ ・セ ンターな どを含め、多

様 な財政支援 が実現 される ようになる。またアプローチや支援形態の多様 化が図 られる結果 、当

初予定 され ていなか った新 しい発見、問題の多角的な解 決、貴重 な機会の逸失 の回避 などが可能

になる。

コ ンピュー タ科学 とエ ンジニア リングとい う領域 は、増分的 な進 化 とい う特性のあ るその他の分

野 と異 な り、変化 を伴 う革新 技術 とい う特性 を持 つ。明 日のアプ リケーシ ョンが、今 日に思い も

付かない姿 に変化 する こともあ り得 るため、コンピュー タ科学 とエ ンジニ アに向けて国家的 な規

模 での投資 を続 ける ことによ り、革新技術 の発展 を支 えることが重要 になる。当委員 会では、今

日ある商用/科 学技術/国 家安全保障 アプ リケーシ ョンのニーズの延長 として、情報 テ クノロジ関

連の研究 を捉 えるべ きで はない と考 える。

効果的な管理構造 では、次の問題に対応できなければならない。

● 情報 テクノロジに向けた国家 レベ ルで重要 な目標に対応 する。
● 適切 な情 報 に基づいた具体的 な方針 を策定する。

● 適切な投 資が可能になるように、戦略的な管理 とプランニ ングを支援す る。
● 連邦政府 が主導 する情報 テクノロジ関連 の研究 開発活動全般 を把 握 して、ポー トフォリオ

を正 しく評価 で きる ようにす る。

● 開かれ た競争入札 プロセスに よって、連邦 政府 の研究支援 を管理 しなが ら、優れたア イデ

アや優秀 な研究者への支援 を保証 する。

● 研究活動の各分野や支援機 関 を通 じて、補完的 な作業 を結 び付 ける機構 を提 供す る。

● 連邦政府の業務 を検証 ・評価す る。

● コンピューテ ィング、コンピュー タ科学、通信技術で構成 した良好なベースが維持で きる

ように、安全 で柔軟性 のあ る総合的 なプ ログラムを提 供す る。

5.1担 当部局 の役割

現在、情報テ クノロジの研究開発 に向けた財政支援 は、さまざまな部局か ら供給 されているため、

単独 の局 が主要 な責任部 門 として、情報 テクノロジの支援 を担当 しているわけではない。こうし

た制度 はこれ までに も、驚 くほ どの成果 を上げて きた。当委員会で も、研 究支援の 多様性 は、重

要 な要素であ る もの と考 える。

しか し、コンピュー タ科学 とエ ンジニア リングの分野 における基礎研究へ の支援 とい う観点か ら

見 ると、国家 に対す る情報 テクノロジの重要度 と、連邦 政府の支援 ポー トフォリオの足並みが、
しだいに合 わな くなって きた。当委員 会で指摘す る予算の増額 案は主 に、状態の基礎研 究用 と し
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て割 り当て、その相 当部分 をNSF(NationalScienceFoundation:国 立科学財 団)に 充当すべ きで

あ ると考 える。 同時 に当委員会では、NSFが この±曽額分 を利用 して、 コンピュー タ科学1エ ンジ

ニ アリングに関する中心的 な研 究課題 として、従来か らの役割 を再検討 し、一段 と強化す ること

を推奨す る。

これと並行 して、情報 テクノロジの研 究業務 を実施す るその他 の部局 では、主な構 想の中核部分

として ソフ トウェアを据 え、科学技術関連 の基礎研究 に対する取 り組み再検討す る必 要がある。

た とえば、DARPA(DefenseAdvancedResearchProjectsAgency:国 防総省 高等研 究計画局)の 柔

軟性 と想像 力に富 んだ管理形態 と、専門技術 、さらに情報テ クノロジに向 けた研 究 開発への効 果

的な投資 実績 は、こ れ までに も多大 な成果 を上げて きた。各部局の参加 は研究の支援や テクノロ

ジの調達の面で、形態や優先事項が さまざま異 なる傾向があるため 、情報 テ クノロジ関連の効果

的な研究開発プ ログラムを構築 ・運用す る上で 、重要 な要素 となる・この多様性 に よって・多方

面の見方が相互 に作用 し合 って、幅広 い相互 の補完効果が得 られるため、知的水準 の高 い問題 の

追求 も可能 になる。

こうした情報 テ クノロジ関連 の研究 は、長期的 な任 務の目標 によって動機付 け られるが、基本的

な情報テ クノロジの課題 を念頭 に置 いて評価 や財政支援 を行 う必要 がある。特定任務 を担 当す る

局で着手 された開発業 務が、当初の主 旨とは異なる別の領域 に割 り当てれ られる可 能性 もある。

たとえば、生物 医学分野で応用す る情報 テ クノロジ関連の基礎研 究は、NIH(NationalInstitutesof

Health:国 立衛生研究所)が 主導 し、情報 テ クノロジ関連の研 究 と生物医学の基礎研究 とい う2

つの観点 か ら検討す る必要がある。 同様 の ことは、DARPA、DoE、NASAを は じめ、情 報テ ク

ノロジにおける特定分野の基礎研究 を実施す るそ の他の研究機 関に もあて は まる。

推奨案:情 報テクノロジ関連の基礎研究におけるNSFの グーダーシップを強化する。

～SFに ば、この役割を果たす上 で必要 となる資源を提供する。

NSFが 、 その主導的 な役割 を果たす上で、基礎研 究 に向けた適切 な レベ ルの財政支援 が保持 さ

れるように、部局 どう しの協力関係 を強化す る必 要がある。NSFで は、 自局の予 算 しか管理で

きないが 、類似 した研究課題 を持つ他 の部局 と連携 することによ り、すで に解決 され てい る主 な

問題やニーズを確認 した り、基礎研 究関連のポー トフォリオの問題点 を識 別 した り、また非効率

的な部分 の解決 に向けた作業 を着手 した りで きるよ うにな る。

NSFが 、情報 テクノロジ関連の基礎研究 における主導 的な役割 を果たす には、多様 な支援形態

を定義、サポー ト、お よび調 整で きるよ うに、NSF内 部 の改革 が必要 になる場合 もある。支援

形態の例 と して、多分 野型 の長期的 プロジェク トを実施 しているさまざまな規模の研究セ ンター

などが考 えられ る。 またNSFで は、ハ イ リス ク ・ハ イリター ン型の長期的 な研究 を推進す ると

ともに、 コ ンピュー タ科学/情 報科学 やエ ンジニ アリングの中核 部分 に十分 が資金が充当 され る

ように、変更が必要 になることもある。当委員会では、NationalScienceBoardに おける情報 テ ク

ノロジの配分 を現行 よ り、大幅 に増強す る必要があ ると考 える。

本報告書 で提 案する研 究プ ログラムを成功 させ るには、NSF自 身が、単一 テーマの研 究活動 を

支援する助成金 と、限 られた数のセ ンター を組み合わせ た既存の形態 とは まった く異 なるポー ト

フォリオ を支 えなければな らない。た とえば、実験 的な研究課題 を実施(こ の よ うな助成金が、

別の分 野で も提 供 されているかどうか にかかわ らず)す るには、長期的(5～7年 間の支援)な

多分野型研 究 プロジ ェク トが必要 になる。これ らのプロジェ ク トの中 には、応用研 究 と技術移転

が含まれるもの もあ る。またプロジェク トによっては、必要 な研 究分野へ の努 力 を集中 させ るた
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めにDARPA型 の研 究 を支援 すべ く、具体的 な提 案要求 に応 じて支援 される もの もあ る。ポー ト

フォリオにはこう した特 長があるため、テ クノロジの研究 と科学 の調査 を効果的 に融合 させなけ

ればな らない。

CISE(ComputingandInformationScienceandEngineering)理 事 会が提唱す る情報 テクノロジ関連

の基礎研究 を支援するために、情報 テ クノロジに向けた予算 の増額分の うち40～50%をNSFに

充当する必要が ある。残 りは、別の研究機関 に割 り当てる。NSFへ の増額分の うち大部分 は、

新 しいプログラムや支援 形態 に充当す る。残 りの予算は、プロジェ ク トの規模や期 間の拡大 に応

じて、CISE内 部の従来か らの プログラムに割 り当てる。

5.2情 報テ クノロジ関連 の研究開発 に関する方針 と調整

国家の経済、安全保障、利益などに対する情報テクノロジの重要性を考慮 して、当委員会では現

政権の情報テクノロジ関連の研究開発に対する優先順位を再検討 して、高度な集中管理の体制と

機構を確立すべ きであると考える。

推奨案:情 報 テクノaジ 関連 の研究開発 に向 けτ、SeniorPolicyOfficial〔 方針 管理 次

官ノ を任命 する。

情報テ クノロジは、国家 に とって きわめ て重要な要素 となる。た とえば、今 日の革新技 術や科学

技術 に関連 した発見の多 くは、国内の7,000億 ドル規模の基幹産業 に相 当 し、次世紀 にはさらな

る革新 を遂げる高い可能性 を持 っている。当委員会で は、情報テ クノロジ関連の研 究開発 を実 施

す る上 で、た とえばホワイ トハ ウスにお けるその他の研 究分野 の場合 と同様 に、取 り決めた方針

を広 く告 知す る必要があ る。個 々の研 究課題 の重要視す るこ とによ り、連邦 政府 は、情 報テ クノ

ロジに関する問題 について タイミングの よい助言 を得 た り、戦略的 なアプローチ によって適切 な

研 究開発への投資 を決めた りで きる ようになる。個 々の責任が集約 される結果、ホ ワイ トハ ウス

では、米国が世界経済の主導権 を維持 してい く上 で、情報 テクノロジの長期 的な開発 業務 を支援 、

促進、強化、調整するにあた り連邦政府 レベルの意思決定を下せ る ようになる。

推奨案:戦 略的プランニングと管理 を提供する高度な方針 と調整委員会を設立する。

調整の主 な目標は、連邦政府の情報 テ クノロジ研 究ポー トフォリオが積極的 に展開 され、国家の

緊急ニーズ に対応すべ くバ ラ ンス よ く構 成 されていることを確認す るこ とにある。連邦 政府 の数

多 くの部局で、情報テ クノロジ関連 の研究 開発 を支援 してい るため、部局 間の業務 の高 度な調整

機構が必要 にな る。調整委 員会は、各部局の方針/予 算編成の責任者 であ る局長で構成す る。 こ

の調整委員会は、大統領直轄のAssistantforScienceandTechnologyの 直下 に置かれ、情報/通 信 テ

クノロジの開発 ・応用 を研究 しなが ら、連邦 政府 の研 究開発業務の全体的 な作業効率 と生産性 の

向上 を図る。また調整委員 会では、各部局間の境界 を越 えて国家 な重要 な方針 にかかわる問題 の

対応 に も当たる。これ以外 に、研究 プ ログラムの 目的を設定 して、実際の活動が 目的に合った方

向で進行 しているか どうか を検証 するほか、全体 的な連邦政府 のプ ログラムが、バ ラ ンス よく、

重要課題 を網羅 しているか どうか も判断す る。

調整委員会 は、本報告書で提案 した予算の増額に よって生 じる業務 も含 め、連邦政府 の情報 テ ク

ノロジに関連 した研究 開発全体の活動 を対象 に調整を行 う必要があ る。既存 の管理構造 には、こ

れまで連邦政府のCIC(コ ンピューテ ィング/情報ノコミュニケーシ ョン)プ ログラムに関連す る
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研究開発 の活動が一部 、調整の対象 となるCICの 範囲か ら除外 されていたため、情報 テ クノロ

ジ分野 に対す る連邦政府 の投資の明確 な全体図を把握 しに くい とい う問題 があった。情報 テ クノ

ロジの業務 における調整 によって、研究 開発 に対す る主要投資 をは じめ、人材、供給部 品な どに

対する投資 をすべてが統 合され るようになる。た とえば、ハ イエ ン ド ・コンピューテ ィングの調

達 も、調整対象のプログラムの 中に組み込む。

推奨案:HPCCプ ログラムの調整モデソbを拡大 しτ、連邦政府が主導 する主要な情報テ

クノロジ関連の研究活動を支援する。

調整 プロセスを成功 させ るには、組織全体 を通 じてホ ワイ トハ ウス と各部局 自体 を支援 す る強力

なスタッフを配置する必 要が ある。NationalCoordinationOfficeと 担当部局の代表者か ら成 る作

業 グルー プの協力は、部局間の協調 関係 を表す効果的なモデル となる。当委員会では、このモ デ

ルをさらに拡張 して連邦 政府 の情報 テクノロジに関連 した研究開発業務 とNCOに も適 用す るこ

とによ り、部局間の調整 と当委員会で推奨す る管理構造の支援 を強化す ることを推 奨する。

5.3サ ポ ー トと実現

情報テ クノロジを中心 とした長期 的なハ イリス クの研 究 を復 活 させ るとい う目標 を達成 す るた

め に、連邦政府の予算 当局 は単一 テーマ型の研究 をは じめ、多様 な専 門分野 にわた る多分野型研

究 プロジェク トや研究セ ンターの活動 を含 め、幅広い種類の プロジェ ク トを支援 していか なけれ

ば ならない。また、真の技術革新 を生 み出す上 で必要 となる展望 のあるプ ランニ ングを策定す る

場合に、ハ イ リス クのプ ロジェク トが完了 して成果 を上 げるまでの長い期 間にわたって、こ うし

た活動 を財政 的に支援 してい く必 要が ある。さらに、コンピュー タ科学 における効果的 な研究 に

は、その他 の分野の コンピュー タ科学者 をは じめ、分野 、担 当部局 、業界 、コ ミュニ テ ィなどの

異なる研 究者 との連携作 業が不 可欠になるため、さまざ まな支援形態 によって、協力作業が可能

になると同時 に、厳 しい制限か らも解放 されるこ とになる。研究 プロジェク トには、技術革新 の

目標 を達成す るための最善の方法で 自由に編成で きる柔軟性 も確保 され なければ ならない。

推奨実 写 チームが実施する研究開発を重視しながら、よ〃広 い分野 と長期のプロジェ

クトが含まれるよ うに、研究支援形態の多様化を図る。

1970～1980年 代 にかけてDARPAの コンピュー タ科学者 らは、斬新な発想 を もとに将来 の方向

性 を模索 ・想像す るとい う業 務に取 り組 んでいた。研究者 には十分 な資 源 と時間が与 え られたた

め、次回の提案 について気 を惑 わす こ とな く、本来の課題 に じっ くり取 り組 むことがで きた。こ

の結果 、音声認識、ロボ ッ ト工学、チ ップ設計、ハ イパ フォーマ ンス ・コンピューテ ィング、マ

シ ン ・ビジ ョン、人工知 能、仮想現実 とい った画期的 な技術革新が生 まれて きた。今後 、当委員

会が、情報 テクノロジの研究 に向けた連邦政府全体 の財政支援 プログラム について期待 す るの は、

以上の ような考 え方 の復活 と継承であ る。

現在、NSFが 実施 している基礎研究への支援はその大部分 が、単 一テーマを助成す る ものであ

る。これ は確かに、研 究ポー トフォリオの重要な要素 には違 いないが、情報 テクノロジは ときに、

規模が小 さくて も、劇 的な成果 を上 げることがある。DARPAは 、数十年 にわたって、 こ うした

モデル を効果 的に利用 してきた。現在で は、NSFを 含め、各支援 当局のポー トフォリオを構成

する重要な部分 をな している。当委員会では、情報 テ クノ ロジにお けるチー ム研 究は、少 な くと

もNSFを 含め、単一テーマの研 究 と同 じように重視 され るべ きである と考 える。 また、各機関
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の代表者 か らなる研 究チ ームの プロジェク トによ り、一貫性 のある国家規模の研 究 コ ミュニテ ィ

が形成 されるよ うになる。

推奨案:情 報テクノロジ関連の研究を主導 するため、応用に向けた協力作業 を支援する。

ただ し、研究の主目的ぱあぐまで保持 する。

情報 テクノロジ関連の研究 に関す る一義的 な目的は、商業面/社 会面で応用で きる成果 を上 げる

ことにあ る。したが って、情報 テ クノロジを応用 で きる具体 的な分野 を理解 し、この知識 をもと

に、新 しい情報 関連の戦略 に展開 してい くことが重要 となる。当委 員会で は、連邦 政府 が情報 テ

クノロジ関連 の研 究者 とアプ リケー シ ョン開発者の 間での協力関係 を引 き続 き支援 す るこ とを

推奨する。ただ し、支援 プ ログラムは研 究活動本来の主 目的が失 われないよ うに、内容 を慎重 に

検討する必 要がある。

1990年 初頭 に実施 されたHPCC(HighPerformanceComputingandCommunications:ハ イパ フォー

マ ンス ・コンピューテ ィング/コ ミュニケーシ ョン)プ ログ ラムの主な 目的は、大規模 な応用 を

考案 して、並列 コンピューテ ィングに関す る研 究活動 を主導 してい くことにあ った。この構想 を

もとに、アプ リケーシ ョン開発者 とコンピュー タ科学者で構成 され たチー ムが協力す ることによ

り、並列 コンピューテ ィング ・プラ ッ トフォームを使 用 して主要 なアプリケーシ ョンを再構築す

ることによ り、数多 くの有効 なコンピュー タ支援 テクノロジを開発 して きた。残念 なが ら、こう

したプロジェク トの多 くが、納期や アプリケーシ ョン ・プラ ッ トフ ォームの条件 に大 き く制限 さ

れるため、即戦力 とな るコンピュー タ科学の研 究以外 は、その大 部分 が放棄 されて きた。

長期的 な基礎研 究の重 要性 を再度強調す るために、通常 は実用化 までには多大 な時間 を要するた

め、研究業務 の原動力 となるアプリケーシ ョン・プ ロジェク トに直接 的な影響 を及ぼす には至 ら

ないことは多い とい う事実 をここで再認識する必要 がある。たとえば、コ ンピュー タ ・アーキテ

クチ ャの研 究者が、コン ピュー タ流体力学 の科学者 と協 力 して、ア プリケー シ ョンに向 けた最適

のコンピュー タを設計す る場合、結果 と して完成す るアーキテ クチ ャを作用 したマシ ンでは、2

～3年 間とい う限 りのあ る時間枠 の中では、ご く限 られたア プリケー ション しか実行 で きない。

長期 的な研究活動 を促進す るための支援 プ ログラムで は、こう した状 況が許 され る。事実、情報

テクノロジに関す る研究 と、実際のアプ リケー シ ョンにおけ る発展 とは、同等 の価値 がある もの

と して、支援 プ ログラムを策定す る必 要がある。

推 奨案'"Expeditionsintothe27stCentuty"〔27世 紀 への探 究?を 支 援 す る。

適正規模の プロジェク トを設置 しただけでは、国家の リーダー を維持 す る上 で必 要 となる長期 的

な研究活動全般 に対応 する ことにはならない。真 の意味 での革新 的 な影響 をもた らす研 究業務 を

促進す るため に当委員 会では、"Expeditionsintothe21stCentury"(21世 紀へ の探 究)と"Enabling

TechnologyCenters"(未 踏技術 開拓 セン ター)と い う2つ の機 関 を設置 する ことを推 奨する。前

者 は、将来的 なテ クノロジの課題 について長期 的 に取 り組む。後者 は、国家的 に重要な問題 に適

用するアプ リケーシ ョンにつ いて研 究す る。

"Expeditionsintothe21stCe
ntury"は 、 「テ クノ ロジの未来に生 きて」 い くため に産官 学 を代表す

る科学者、エ ンジニア、コンピュー タ技術者 を集め る仮想セ ンターであ る。この調査 の 目的は、

質量 的に今 日の水準 を上 回 るテ クノロジを利用 して実現 できるもの を国 に報 告す るこ とにある。

基本 的に、この仮想 セ ンターでは、今後実現 され ると予測され るテクノロジにつ いて現段階 か ら

探索す るための 「タイム ・マ シン」 を作成す る。LewisとClarkの 調査 が予 測 を超 える拡張 と経
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済の成長 をもた ら したの と同様 、情報 テクノロジに関する調査で追求するア イデアに よって、予

測の域 を超 えた成果 と将来的 な産業の育成が可 能にな り、雇用の創 出 と国 家全体の利点 を もた ら

す ようになる。

こ の 「将 来 に 住 ま う」 と い う ア プ ロ ー チ に は 、い くつ もの 前 例 が あ る 。 民 間 部 門 で 最 も 有 名 な 例

は 、PARC(XeroxPaloAltoResearchCenter)で あ ろ う 。PARCで は 、 個 人 が 使 用 す る コ ン ピ ュ ー

タ ・ネ ッ トワ ー ク を 実 験 的 に 作 成 し た 。 こ の 研 究 所 の 努 力 は 、今 日の パ ー ソ ナ ル ・コ ン ピ ュ ー タ、

グ ラ フ ィ カ ル ・ユ ー ザ ー ・イ ン タ フ ェ ー ス 、 ポ イ ン テ ィ ン グ ・デ バ イ ス 、 レ ー ザ ・プ リ ン タ、 分

散 フ ァ イ ル ・シ ス テ ム 、WYsrWYG形 式 の ワ ー ドプ ロ セ ッ サ な ど 数 多 くの 革 命 的 な テ ク ノ ロ ジ

を 生 み 出 した 。 大 学 機 関 で は 、MIT(マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 工 科 大 学)の メ デ ィ ア研 究 所 が 、 同 様 の

調 査 を 実 施 して い る。 最 後 に 、 今 日 の イ ン タ ー ネ ッ トの 原 形 と な っ たARPAnetの 例 も忘 れ て は

な ら な い 。

当委員会 では、さまざまなテーマを中心 とした多様 な調 査を財政的 に支援 す ることを推 奨する。

主 なテーマは、バイオ情報工学やマルチスケール ・エ ンジニア リング とい った具体的な分野を専

門 とした ものか ら、分散 デー タベースや遠隔 イマージ ョンとい った インフラス トラ クチ ャ・ベー

スの主題 まで さまざま考 えられ る。コンテキス トを定義す るために、調査 のテーマは、た とえば

遍在 コンピューテ ィングや大規模 シミュレーシ ョン(laGelernterの ミラー ・ワール ド)と いった

今 日実現 されてい ない ものを仮定 した主題 を扱 うもの とす る。いずれの仮想セ ンター も、単一の

前提だけに限定 され る必要はない。む しろ、前提 とされ る領域全般 、また可能であれば、将来の

マ ップの一部 を調べ るために必要 な資源 を十分 に確保す ることが重要であ る。

いずれの調査 で も次の ような活動 を実施す ることとす る。

● テクノ ロジのテス トベ ッド

仮想セ ンターは、活動の 中心 となる将来的なテクノロジを現実 的な環境の 中が効果的 に調

査 で きるようなテス トベ ッ ドを確立す ることが期待 され る。XeroxのPARCが 確立 したコ

ンピューテ ィング環境 は、こ うしたテス トベ ッ ドの好例であ る。

● 経 済/社 会的 な影響の調査

将 来的なテクノロジが社 会に もた らす影響 について調査する 必要が ある。コン ピュー タ科

学だけに限 らず、 ほかの専 門分野の研究者 も参加 させ る必要 がある。

.教 育

各仮想 セ ンターで、基礎知識 を持 った学生 に、長期的なテ クノロジの将来 と影響 について

考 えさせ る広範 な教育 プログラムを設置す る。

● ～舌動内容 の展 開

調査の結 果 を研 究機関、業界、学界 などにも展 開す る必要があ る。こうしたプ ログラムの

目的は、仮想 セ ンターが提唱す る構想 を具体的な知識や製品の形式で早期 に実現す ること

にあ る。研 究機 関へ の展 開には、仮想セ ンターの成果 や影響 を公表で きるオー プンな会議

を開催 して行 う。

提案された調査に向けた支援 を判断するときの基準は次のとおりである。

● 将来に対 する明確 で刺激のあ る展望が説明 されていること

● 調査 す るテ クノ ロジの領域が未 開拓であ ること

● 重要なコンピュー タ科学ノエンジニアリング(CS&E)の 研究課題が明確に示 されていること

● 提案 され た活動 を実施1管 理す るための一貫 した プランが提示 されているこ と
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当委員 会では、最低5つ の調査項 目を策定 し、そ こか ら競争に よって最終 的に中核部分 の活動 を

選び出 し、標準 プロセス を確立 して参加す る研 究者 を選定す ることを推奨 する。競争 は定期 的 な

間隔(3年 に1回 程度)を 置いて実施す る。これによ り、新 しい構想が引 き続 き流れ やす くす る。

こうした 「仮想セ ンター」では、各分野の研 究機関か らの代表者 を参加 させ る。各仮想セ ンター

には、最初の5年 間 について財政支援 を充 当す ることに同意 させ 、以降 は5年 間は更新形式 とす

る。調査の期 間は最大10年 間とす る。積極的 な努力 を促 すため に、年間の助 成額 と して、セ ン

ターあ た り最大4,000万 ドル まで認め る。

推 奨案:"EnablingTechnologyCenters"(未 踏 技 術開 拓『セ ン タ ー)の 設 立

当委員会では、情報 テクノロジと通信 テ クノロジの具体的なアプ リケー シ ョンに応用 した高度 な

コンピュータ科学 とエ ンジニア リングを中心 と した テクノロジ・セ ンターを確 立す るこ とを推 奨

する。大学や連邦 政府の研 究機 関に接 地す るETC(EnablingTechnologyCenters:未 踏技術 開拓

セ ンター)で は、産官 学 を統 合 した環境 によって、次世代情報テ クノロジの応 用 を中心 と した国

家の重要課題 に対応 す る。情報テ クノロジと通信 テクノロジの明確 な区別 は、さまざまなアプ リ

ケー シ ョン領域で現れ る。 たとえば、 コ ンピュータ科学1エ ンジニ ア リング、医療、行政サ ー ビ

ス/デジ タル行 政の提 供、危機 管理、環境 の監視 、生涯教育、法律 の執行 、公共の安全、芸術、

文化、人文、イ ンテ リジェ ン ト輸送 システム、身体不 自由者 の生活改善、業務 の分散化(テ レコ

ミューテ ィング、地理 的に分散 したチームの連携作業)な どが考 え られ る。

"EnablingTechnologyCe
nters"は 、テ クノロジの応用 と開発 を中心 とした研 究活動 を実施す る。

ETCセ ンターの研究者 は、特定の アプ リケー シ ョン領域 を支援 す るための情報 テ クノロジに関

連 した研究 開発 を行 うほか、学生や 中堅の専門技術者 に向けた新 しい カリキュ ラムの開発、実験

へ の参加、特定の アプ リケーシ ョン領域 に向けた情報 テクノ ロジの大規模 な導入 に伴 う障害の識

別 といった作業 を行 う。

ETCセ ンターは具体的 に次の ような機 能 を果 たす。

● 教 育7♪ レ一二 ング:

コンピュー タ科学/エ ンジニア リングと特 定のア プリケーシ ョン領域 の共通部分 を特 定 し

て、教育 プログ ラムやカ リキュラムを開発する。

● テス ♪ベ ッ ド

情報 システムを実際の 「現場」 に実験的に展 開する。

● 特定 の領域 に情報 テクノ ロジを展開 するにあた り、障害 また ぱ阻害要 因 となる要素 を検討

する。

特定 のアプ リケーシ ョン領域 に向けた情報 テ クノロジの応用 が、法律 、規 制、エ ン ドユー

ザ ーの トレーニ ング不足、実施すべ き対費用便益の分析 や相互 運用性保証 の機構 の欠如 な

どが原因 となって、要因で立 ち遅 れる ことがあ る。

● コミュニ ティの構築

セ ンターでは、会議や ワー クシ ョップを開催 した り、研 究課題 の開発 、プ リン ト・アーカ

イブな どの知的 インフラス トラクチ ャ、共同研究、データベ ース、情報 テクノロジ導入の

成否 を表すケース ・スタデ ィのサポー トを含 め、研究者、企 業、行政、ユーザー、その他

の関係 者 らか ら成る コミュニテ ィを形成で きる。

ETCに 向けた財政支援 を、特定の アプ リケー シ ョン領域 に関心 を持 つ ミッシ ョン指 向の部局 と、

情報 テクノロジの研 究 を幅広 く支援 す る代行部局(た とえばNationalScienceF皿ndation)の 間で
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共有する必要がある。

特定のアプ リケーシ ョン領域 に関心 のある研究者の クリテ ィカル・マスを維持す るため に十分 な

期 間と規模 を確保 しなければな らない。当委員会では、ScienceandTechnologyCenterの 支援 モデ

ルに基づ いて各 セ ンター を財 政的に支援す ることを推奨する。ETCの 期 間は最大10年 間 とす る。

セ ンターあた り年 間の助成額 は最大1,000万 ドル まで とし、同時に15か 所 のセ ンター までサポー

トす るこ とを推奨す る。 また3年 ご とに競争入札 を実施する。

5.4年 次 レ ビ ュ ー

推奨案:研 究の目的 と支援形態についτ毎年7回 レビューを実施する。

調整委員会 とPITAC(大 統領直属情報 テクノロジ諮問委員会)が 協力 して、研 究活動の 目的 を

検証す る。 まず大統領 の諮問委員会の役割 を果たすPITACは 、NSTCサ ーバ を使用 して民 間部

門に情報 テクノロジの分 野に関す る助言 を行 う。一方、調整委員会では、政府組織 内部 での高度

な助言を提供す る。

調整委員会では、諮問委員会 か らの忠告 に基づいて、毎年研 究プ ログラムの レビュー を実施 し、

調整委員会に任 された 目標が達成 されているか どうか を検証する。特 に、プ ログ ラム、セ ンター、

学際的な多分野型研究 プロジェク ト、テス トベ ッ ドをは じめ、ソフ トウェアや長期的研 究 を中心

とした新 しい形態 の支援 に提案 された支援形態が犠牲 になっていないこと、またこれ らの研究支

援形態が、当初 の目的 を果た している ことな どを検証す る必要がある。

このプロセスでは、連邦政府 の研究 開発 ポー トフ ォリオがバラ ンスよ く構 成 され、総合的で効果

的に調整 される ように、高度 な次元 か ら検証 を行 う。個 々の原理 どうしで、率 直で全体 的な意見

交換の機 会が最 大限に生 か されるように、検証の形式、準備 プロセス、実施形態 は厳 し く制 限 し

なけれ ばならない。検証 プロセスの 目的はあ くまで、科学技術 関連の研 究業務 を調整 す ることに

あるため、このプロセスの形態は、従来の委員会のあ り方に比べ、科学技術 分野の研修 会の性 格

に似ている。

5.5調 査 結 果

予算に関する推奨案'2000～2004年 度にかけτ、情報テクノロジ関連の研究開発活動

を拡大 する。

表5.1に 、本報告書で提案す る4つ の重要 な研究課題 に対 し、増額すべ き財政支援 の詳細 をまと

めてある。各研究課題の説明、お よびそれぞれ対 応する財政支援 に関するテーブルは、第3章 と

第4章 に示 してある。財政支援 に関す る推奨案は、現行(1999年 度)の 連邦政府が支援す る情

報 テクノロジ関連の研 究開発 プログラムに追加す る課題 として、今後拡大す る研究活動 を表 した

ものである。
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情報テクノロジ関連の研究開発について推奨する増額(単 位100万 ドル)

.…糎2㈱ ・…:籔 嬬 叢・…・…・'罫¥鋤 菖,.一 斑:却 鱒"・ ・"翼搬 鰯:1

ソフ トウェア 112268376472540

スケーラ ブル情報 インフラス トラクチャ 60120180240300

ハイエン ド・コンピューテ ィン グの調査 180205240270300

コンピューテ ィングの調達' 90100110120130

社会/経済 30407090100

47273397611921370,合i計,・..

推奨案による効果的な投資は可能か?

中間報告の結果について寄せられた反応の1つ に、情報テクノロジ関連のコミュニティが、果たして当

委員会が推奨 している規模の増額 に応 じるだろうか、という疑問がある。この疑問への回答として、当

委員会では次のような簡単な投資モデルを作成 した。なお、これは財政支援をいかに実施すべきかに関

する提案ではなく、情報テクノロジ関連のコミュニティが、この課題に着手するかどうかの判断基準を

提示するものである。

研究コミュニティの考え方に変化をもたらす思われる支援増額の形態には、次の3つ が考えられる。

● 今 後5年 にわ た っ て 、Ph .D.取得 者 の 人材 プ ー ルか ら新 た に研 究 者 を調 達 す る 。

● 既 存 の教 授 陣 に対 す る支 援 ベ ー ス を強 化 す る。

● ス ー パ ー コ ンピ ュー タや 広帯 域 幅 ネ ッ トワー ク を中心 に 、コ ミュ ニ テ ィ向 け の 共 有 イ ン フラ ス トラ ク

チ ャ を整 備 す る。

情 報 テ ク ノ ロ ジの 分野 で研 究 と教 育 の活 動 を 拡充 す る には 、研 究 者 と して新 た な 人材 を確 保 す る こ とが

不 可 欠 とな る 。 こ の分 野 で は、 毎 年 約1000人 の ペ ー スでPh.D.取 得 者 が誕 生 して い る 。 こ の うち、 学 術

の 分 野 に残 っ て研 究 を続 け よ うと い う人材 は全 体 の 半 分以 下 に過 ぎ ない 。 この 面 で の 投 資 を拡 大 す る こ

とに よ り、こ う した人 材 が50%以 上 増 え る よ うに なれ ば 、今 後5年 間 に 約2500人 が新 しい研 究 者 と して

加 わ る こ とに な る。財 政 支援 の増 額 に よ っ て 、現 在 の情 報 テ ク ノ ロ ジ ・コ ミュ ニ テ ィの 人 口 が2500人 拡

大 し、基 盤 が 一 段 と強 化 され る こ と にな る。 当委 員会 で は 、現 在 の情 報 テ ク ノ ロ ジ ・コ ミュ ニ テ ィで 入

門 レベ ル の研 究 者1人 あた り年 間100,000～250,㎜ ドル程 度 の 支援 を講 じる べ きで あ る と考 え る。 仮 に

250,000ド ル の予 算 でIOOO名 、 また100,000ド ルで1500名 の 研 究 者 を雇 用 す る とな る と、5年 後 に は合

計4億 ドルの 予算 が必 要 に な る。

当委 員 会 の分 析 か ら、 これ まで の研 究 コ ミ ュニ テ ィの 人材 が 十 分 に活 用 され て い ない こ とが わ か る 。 現

在 、上 位 の大 学 が 研 究者1人 あ た り年 間 平均400,000～500,000ド ル の水 準 で支 援 して い る が 、上 位5校

以 外 の大 学 にお け る支 援 額 は 、研 究者1人 あ た りの年 間 平均 が150,000ド ル程 度 に過 ぎな い 。1つ の 目標

と して、 今 後5年 の 間 に25の 学 部 が上 位5校 並 みの 品 質 と支 援 額 に強 化 し、 さ ら に50学 部 が 年 間 平均

の研 究 者 の予 算 を約250,000に 増 額 す る こ とが 可 能 とな る。25の 部 門(1部 門 あ た り40名 の 主 要研 究 者

が い る と仮定 した場 合)で 、主 要 研 究 者 あ た り平均150 ,000ド ル の支 援 基 盤 を500,000ド ル に拡 大 で きる。
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また 、次 の50部 門(1部 門 あ た り40名 の主 要 研 究 者が い る と仮 定 した場 合)で は 、 主 要研 究 者 あ た り

平 均100,000～250,000ド ル の 支援 基盤 を拡 大す る必 要 が あ る。 以 上 の よ うな 目標 水 準 は 、 今 日の経 費 と

い う点 か ら見 れ ば きわ め て妥 当 と言 え る。 た とえば二250,000ド ル と い う予 算 で 一 般 に 、大 学 院 生2名 、

プ ロ グ ラマ1名 、 一 部 の 設 備 、 研 究 者 向 け の 夏季 給与 な どの経 費 を賄 え る。 上 の計 算 に よ り、5年 後 に

は 、年 間6億5,㎜ 万 ドル の経 費 が必 要 に な る。

上記の数字は、現行の研究基盤を強化 して、大学と情報テクノロジ業界が競争 しながら、大学院生に魅

力のあるコンピューティング/ネットワーク環境を提供できるように、現在の財政支援の総合的な効果を

上げることの重大さを反映 したものである。後者のような投資がなければ、大学における研究者人口の

増加は望めない。またこうした投資によって、大学は研究者にとってより魅力のあるものとな り、既存

の研究基盤も、最先端の産業界との競争に対抗できるようになる。

本 報告 書 に ま とめ た 推 奨 案 に従 え ば 、研 究 者 や関 連 す る保 守 作 業 を リ ン ク させ る の に、 ス ー パ ー コ ン

ピュ ー タ、 外部 ネ ッ トワ ー ク/テ ス トベ ッ ドな ど、 大 規模 な 共有 型 イ ンフ ラ ス トラ ク チ ャ に も330,000ド

ルの予 算 が 必 要 にな る。 本 報 告 書 で提 案 す る予 算 案 に従 っ て 、 試 算 す る と、5年 目に は次 の 予 算 が必 要

に なる 。

入 門 レベ ル研 究 者 の 支援

ス ーパ ー コ ン ピュ ー タ/外 部 ネ ッ トワ ー ク ・イ ンフ ラス トラ グチ ャの 提 供

25サ イ トを対 象 と して研 究 者 あ た りの支 援 を500,000に 拡 大

50サ イ トを対 象 と して研 究 者 あ た りの支 援 を250,000に 拡 大

合計

400,000ド ル

330,000ド ル

350,000ド ル

300,000ド ル

1,380,000ド ル
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付 属 資 料7PiTACレ ポ ー ト

President'sInformationTechnoiogyAdvisoryConrnittee伏 統 領 直 属 情 報 テ ク ノaジ 諮 問 委 員 会)

結 論

公共部 門、民 間部 門を問 わず 、米国政府 による情報 テクノロジに関する研究 開発への投 資額 は、

総 じて少 なか った。米 国内の ビジネスは、縮小傾 向にあ り、競 争が激化す る環境の 中で長期的 な

研究 開発 に対 して貴重 な資源 を投 じることが少な くなっている。主 な努 力は、将来性 とい う側面

を犠牲 に した上で、コス トの削減 と、新製品の実用化 という側 面に向け られ るようになってい る。

連邦政府 も、研究 開発関連の予算縮小 とい う圧力 を受 け、支援額 をわずか に増額 した ものの、こ

うした傾 向 に追従する ようにな っている。これ に応 じて、予算 当局側 も、情報 テクノロジに関す

る長期的 な研 究 よ りも、短期 的な任務指 向型の計画 を重視す るようにな っている。米国政府が主

導す るハ イエ ン ド・コ ンピューティングを中心 とした研究活動 も、冷戦時代 当時 には米国の軍事

力 を維持 す る上 で不可 欠 とされたが 、この動 きもベル リンの壁 とともに崩壊 した。

この結果、かつ ては強力 なテ クノロジの面では他 国の追従 を許 さなか った米 国 も、現 在では、そ

の基盤が しだいに脆弱化 しつつある。こうした長期 的研究か ら離れ る傾 向が続 いてい くと、これ

まで情報経 済を支える原動力 となってきた斬新 な発想の流れが勢 いを失 い、2010年 まで にはほ

とんど姿 を消す こ とに もな りかねない。今後、競争力 を維持 し、米 国民 に とって重要 な問題 に対

応 してい くには、ハ イテ ク関連の研 究開発 を最優先課題 として考 え直 し、将来 に向けた明確な プ

ランと強力な展望 によって、直面 する リス クを回避 していかなければな らない。今 や、こう した

リス クを米 国が一手 に背負 ってい くほ どの余裕は ない。

本報告書 で提案 した構 想 は、次世紀 にお ける国家の繁栄 を維持 し、重要 な問題 に対 する斬新 な解

決策 を実現 で きるように、情報 テクノロジに関す る連邦 政府主導型の長期 的 な研 究開発 の重要 さ

を見直す ための第一歩の なる ものである。今は、まさにアクシ ョンを取 るべ き時機 である。連邦

政府は、こう した重要 な分 野における研究活動 を支援す る上 で、特別 な役割 を果たす ものであ る。

Brooks-Sutherlandの 報告書 には、次 の ような指摘がある。

「今 か ら10年 先の見返 りを見越 して先行投資 してい る企業はほ とん どない。 それ どころ

か、技術革新 はほ とん どの場合、応用面が多様 化/複雑化 し過 ぎていて、エ ンジニア リン

グの反復化 を適切 に行 うことはで きないため、重要な洞察が 「公共化」 され、ある企 業が

単独で研究開発 関連の投資 を回収 しに くくなっている。斬新 な アイデア と訓練 を積 んだ人

材 を豊富 に確保 す る上で、研 究開発 に向けた公共投資 は、情 報産業における雇用 や税収 の

増加、さらな る技 術革新、生産性の向上、市民生活の改善 とい った形で何倍 もの見返 りが

ある。 こう した投資 は、今後米国が競争 を維持 してい く上で も不 可欠の要素 となる。13

当委員会では、今から30年 前には不可能と考えられていた市民生活のあり方に変革をもたらしてき

た最先端の構想に関する研究開発の役割について、連邦政府が もう一度、積極的な取 り組みを再検

討することを強 く推奨する。当委員会の推奨案では、基本的に次の2つ の点を強調しておく。

1)米 国民 が21世 紀 に迎 えるにあた り技術 的な課題 に対応 で きる ように、労働者 の知識 ベー

ス とスキルを向上 させ る

2)あ らゆる米 国民が情報化時代 に参加する機会が与 えられる よう保証 す る

今、こう したステ ップを踏 んでおけば、今後数十年 にわたって国家 は魅力 のある方向に向けて一

段 と発展す ることがで きる。

13Brooks/Sutherland共 著
、23
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lT2構 想

21世 紀のための情報技術=米 国の将来に対する大胆な投資
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付属資料81T2構 想

は じめに

ラ イ ス大 学 のKenKennedy教 授 と、

サ ンマ イ ク ロ ンス テ ム社 のBillJoy

研 究 開 発 担 当 副 社 長 を 共 同委 員 長 と

す る大 統 領 直 属 情 報 テ ク ノ ロ ジ諮 問

委 員 会(PITAC:President's

InformationTechnologyAdvisory

Committee)は 、1999年2月24日 に 、

大統 領 向 け最 終 報 告(FinalReportto

ThePresident)を 出 した 。 この 報 告

書 には 、以 下 の 手 紙 が 添 え られ て あ っ

た 。

アメリカ合衆国大統領閣下

当委員会で は、情報 テクノロジに関す る究開発活動 に向 けた連 邦政府 の支援 を中心 に

最終報告 として"InformationTechnologyResearch:InvestinginOurFuture"(情 報

テクノロジに関す る調査報告:将 来 に向 けた投資)を 取 りまとめ ま した。 ここで は、

中間報告 で取 り上げた推 奨案 を強調す る方向で、特 に社会面/経 済面 を 心 とした研 究

動 が情報 テクノロジに もた らす影響の重大 さについて具体 的 に検 証 してい ます。

当委 員会のメ ンバ ーは一 同に、"lnformationTechnologyforTwenty-FirstCentury

(IT2)"構 想 に対す る政府支援 に深 い感銘 を受けてい ます。 この構想 は まさに、情報 テ

クノロジに関連 した長期 的でハ イ リス クの研 究 開発 を強化 してい く上 で重 要 な第一歩

となる ものです。21世 紀 を迎 えるにあた り、適切 な研究 開発活動 を通 じて情報 テク

ノロジが もた らす機 会 を的確 に捉 えてい く際 に、連邦政府 の支援 の拡大 は不 可欠 です。

情報 テクノロジが持 つ経 済的/戦 略的な意義 を理解 し、連邦政府が 情報 テクノロジ関連

の研究 を支援す る役割が明確化 されて初 めて、将 来的な国家 の繁栄 を維持 してい く際 に

必要 な連邦政府 による財政支援 の拡 充が 可能 にな ります。

当委員会の推奨案が 、今後の連邦政府 の財 政支援 に関す る検討 に貢献す ることを大い

に期待 します。これ まで私た ちの活動 をご支援 いただ きまして誠 にあ りが とうござい ま

す。当委員会では、大統領閣下 をは じめ、当局、議会の皆様 方 と、本報告書 について詳

しく検討 で きるこ とを期待 してお ります。

敬具
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IT2構 想 は、KenKennedy教 授 をは じめ とす るPITACの 答 申をベー スに、米国

政府が21世 紀 に向か って、 どの ように情報産業 を発展 させ よ うと考 えてい るか を示す

構想で、2004年 まで、毎年 数十億 ドル(約 数百億円)ベ ースで継続 す るプロジェ ク

トであ る

IT2構 想 の内容 について、以下 の順 で報告す る。

目 次

11T2の 概 要

1.1

1.2

1.3

連邦政府のIT関 連予算

IT2構 想が もた らす恩恵

IT2構 想の3つ の枝

付8-3

付8-5

付8-6

21T2構 想の3つ の柱 の内容

2.1

2.2

2.3

基礎情報技術研究

科学 ・工学 ・国家に貢献する先進コンピューティング

情報技術の経済的 ・社会的影響 と情報技術労働者の養成

付8-7

付8-14

付8-19
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付属資料81T2構 想

1 lT2の 概 要

1.1連 邦政 府 のIT関 連 予 算

2000年 度予算 の一部 と して、 クリン トン大統領 とゴア副大統 領は、$366million(約

440億 円)の 情報技術研究計画 を提案 した。これ によ り、情報技術研究への米 国政府の

投資 は28パ ーセ ン ト増加す る。

こ の 情 報 技 術 研 究 計 画 はIT2構 想 と 呼 ば れ 、コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 分 野 と 通 信 分 野 の

こ れ ま で の 計 画 を 基 に し て い る 。 既 存 の 計 画 に は 、HPCC(HighPerformanceComputing

andCommunications)計 画 や 、1998年 に 認 可 さ れ たNGI(NextGenerationInternet)

計 画 、DOE(エ ネ ル ギ ー 省 、DepartmentofEnergy)のASCI(AcceleratedStrategic

ComputingInitiative)な ど が あ る 。

連邦政府のIT関 連予算

IT2構 想

(InfOlME{tiOnTechr101(亘 ゾfOrTwenty-FirstGentury)

$366M(2000:Pr(g〈)sed)

の 増 額

虻

(HiqhPerfOn㎜ce(Dcrrr)utingar〕d(輌icatiQns)

$1,21Sc(1999:Adこual)

$1,462bd(2000:Pr()li)Osed)

逼

(NextGeneratiOn工nte]net)

紅

(AcceＬeratedStrat二egic

Ccrrputinglnitiative)
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また、 増 額 され た$366million(約440億 円)の 内訳 は、 以 下 の 通 りで あ る。

Agency

Fundamental

lnformation

Technology

Research

Advanced

Comp岨ngfor

Science,

Engineering,and

theNation

Ethical,Legal,and

SocialImp駈cations

andWorkforce

Programs Total

DOD $100M 一一' 一 一一 $100M

DOE $6M $62M $2M $70M

NASA $18M $19M $lM $38M

NIH $2M $2M $2M $6M

NOAA $2M $4M 一 白一 $6M

NSF $100M $36M $10M $146M

To皿 $228M $|23M $15M $366M

DoD(国 防 総 省 、DepartmentofDefense)、

DOE(エ ネ ル ギ ー 省 、DepartmentofEnergy)、

NASA(米 国 航 空 宇 宙 局 、NationalAeronauticsandSpaceAdministration)、

NIH(米 国 国 立 衛 生 研 究 所 、NatignalInstitutesofHealth)、

NOAA(米 国 海 洋 大 気 局 、NationalOceanicandAtmosphericAdministration)

NSF(全 米 科 学 財 団 、NationalScienceFoundation)

DoDはDARPA(米 国 防 総 省 高 等 研 究 計 画 局 、DefenseAdvancedResearchProjects

Agency)を 含 む 。

資金 の約60パ ーセ ン トは大学 をベ ースに した研 究の支援 に当て られ、 これ によって

高度の情報技術 スキルを持 った労働 者 に対す る需要の増大 を喚起す る。
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付属資料81T2構 想

1.21T2構 想 が もた らす恩 恵

(1)情 報技術産業は米国の経済成長の源

過去 における政府 の研究 の成果(た とえば、イ ンター ネッ トや最初 のグ ラフィカル ・

ウェブ ・ブラウザ 、先進 マイクロプロセ ッサ)は 、情報技術産業 において米 国の リー ダ

ー シップの向上 に役 だった
。情報技術産業は今 や米 国の経済成長 の1/3を もた らす よう

にな り、そ こで働 く740万 人の給与 は民 間部 門平均 よ り60パ ーセ ン ト以上高い。米 国

の経済 の全部門が世界市場 での競争 に勝 ち抜 くために情報技術 を使 ってお り、ビジ ネス

間のエ レク トロニ ック ・コマース(電 子商取引)は 米国だけ を見 て も、2003年 までに1

兆3,000億 ドル に達す ると予想 されてい る。

(2)情 報技術 はわれわれの生活の質 を改善 する

情報技術 はわれわれの生 活の しかた、労働の しかた、学 習の しかた、他者 との コミュ

ニケーシ ョンの しかた を変 えている。情 報技術の進歩に よ り、子供 たちの教育の しかた
も

を改善 した り、障害 を持つ人た ちが よ り自立 した生活 を営め るように した り、農村地域

に住 む国民の ための医療 について も遠 隔医療 によって質 を改善で きる。

情報技術分野での米国の リー ダー シップは、国家 の安全 にとって も不可欠 であ る。

(3)情 報技術 は科学 ・工学分野の問題 に挑戦 する

情報技術 とわが 国(米 国)に おけ る科学 ・工学 の 「黄金時代」 との 間には、相互 に強

化 し合 う関係が ある。ス ーパー コンピュータや シ ミュ レーシ ョン、ネ ッ トワークの進歩

は、自然界 を覗 く新 しい窓 を穿 ち、科学 的発見 のための ツール と しての コンピューティ

ングの価値 を理論 や実験 と同 じレベ ルにまで高め ている。同時 に、気候変動の影響の予

測 、効率が高 くよ りクリー ンなエ ネルギー ・システムの設計 、物質の基本的性質 に関す

る新 たな理解 な ど、科学分野 の問題 に挑戦す ることによ り、情 報技 術の最先端領域が切

り開か れる。
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1.31T2構 想 の3つ の 柱

(1)基 礎情報技術研究

1960年 代 に始 まった政府の基礎 情報技術研究 に対す る投 資 は、今 日の インター ネ ッ

トをもた らした。 これ と同 じよ うに、コンピューテ ィング分 野 と通信分野の ブ レーク

スルーを目指すご、

(2)科 学 ・工学 ・国 家 の ため の 先 進 コ ン ピュ ー テ ィン グ

この活動 は、救 命薬 品の開発時 間の短縮、よ りクリー ンで効率が よ り高いエ ンジンの

設計、ハ リケー ンや トルネー ド、長期 的気候変動の予 測精度 の向上 、科学的発 見のス ピ

ー ドア ップな どの応用 分野 を支援す る。

(3)情 報革命の倫理的 ・経済的 ・社会的影響に関する研究 と情報技術労働者の育成

基 礎 情 報 技 術 研 究

・ソ フ トウェ ア

・人 間一コ ン ピ ュー タ間 の イ ン タ ラ ク シ ョン と情 報 管 理

・ス ケ ー ラブ ル な情 報 イ ンフ ラ、
・ハ イエ ン ド ・コ ン ピュ ー テ ィ ン グ

科 学 ・工 学 ・国 家 に貢 献 す る

先 進 コ ン ピ ュー テ ィ ング

これ を支 援 す る た め に必 要 な ス ーパ ー

コ ンピュ ー タや ソ フ'ト ウェ ア 、 ネ ッ・ト'

ワ ー ク、研 究 チ ー ム も含 む

情報革命の倫理的 ・経済的 ・社会的影響に

関する研究 と情報技術労働者の育成
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付属資料81T2構 想

21T2構 想 の3つ の柱 の 内容

2.1基 礎情 報技術研 究

基礎情報技術研究

(1)ソ フ トウ ェア

ソフ トウェア研 究 は、PITACが 最 高の優先順位 を付 けた基礎研 究分野 であ る。デ スク

トップ ・コンピュー タか ら電話網、株 式市場 に至 るまで、米国の経 済 と社会 はソフ トウ

ェアへの依存の度合い を高めて きた。ソフ トウェアの小 さな欠陥が米国の電話網の大部

分 を停止 させ た事 件 や、 「2000年 問題」 は、 どんな問題が起 こ り得 るか を示す重要 な

例 にす ぎない。連邦 政府 の資金提供 を受 けたR&Dが 、生産性 ・信 頼性 が高 く使 いやすい

ソフ トウェアの作 成 に役立 つ可能性があ る研 究分野 を示す。

数百万行 の コー ドか ら成 る複雑 な ソフ トウェア ・シス テム につ

いては、どうやって設計 しテス トすれ ばいいか、現在 の ところ分

か っていない。 この分野の研究は、ソフ トウェアの生産性 ・信頼

性 ・保守性 を高 め、エ ラー を自動 的に検 出す る可能性 があ る。

安全で信頼性 の高い システム を構築す るため に、現在費や され

てい るコス トと時間を削減す るための研究 が必 要であ る。安 全性

と信 頼性 の進歩 は、通信 ネ ッ トワー クや医療機器、送電網 、航空

管制 システムな どの システムにとって、特 に重要であ る。
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エ ン ドユ ーザ ・

プロ グラ ミン グ

コンポ ー ネ ン ト方

式 の ソ フ トウェア

の開発

ア クテ ィ ラ ・

ソフ トウ エア

自律 型 ソフ トウ ェ

ア

プログ ラマ不足 を解消 する一つの 方法 は、プログラ ミング経験

がほ とんどあ るいは まった くないユーザで も、プログラ ミングが

で きる ように簡単 にす ることである。 この一例 と して、表計算

あげ られる。表計算 を使 うとビジネスや財 務の アナ リス トは、以

前 は カスタム ・プログラムが必 要だった数値操 作や 「こ うした ら

どうなるか」 とい う仮定の シナ リオの検討 を行 えるよ うになる。

この ようなエ ン ドユ ーザ ・プログラ ミングを普 及 させ るには、

イ ンテ リジェン ト・テ ンプレー トや領域固有 言語、プログラ ミン

グ ・バ イ ・エ グザ ンプル(例 示照会 プログラ ミング)な どの分野 で

の進歩が必要 になる。

ソフ トウェア産 業は、製造部門で使 われ てい る交換可能 なパ ー

ツに相 当す る ものを欠いてい る。

適切 なソフ トウェア ・コンポー ネン トを見つ け出 しやす くした

り、ソフ トウェア ・コンポーネ ン トか ら組み立 て られた ソフ トウ

ェア ・システムの動作 を正確 に予想 した り、さらには ソフ トウェ

ア ・コンポー ネン トの電子市場 を支援す るために、ソフ トウェ ア

の開発方法 に関す る研究が必要 とされる。

インターネ ッ トか らダウ ンロー ド可 能な 「アプ レッ ト」はア ク

テ ィブ ・ソフ トウェアに向 けての第一歩 だが 、これは始 ま りにす

ぎない。アクテ ィブ ・ソフ トウェアは最終的 には、自分 自身 をア

ップデニ トした り、特定 の 目標実現へ 向けての進行状 況 を監視 し

た り、実行 中の作業 に必 要な新 しい機能 を発見 した り、その作業

の遂行 に必 要 な ソフ トウェア部 分 を安全 かつ確 実 に ダウ ンロ ー

ドした りで きる ようになる。

この分野の研 究 によ り、イ ンテ リジェン ト・ソフ トウェアや イン

テ リジェン ト・ロボ ッ トが増 える可能性 があ る。無人車両があれ

ば、わが国の軍隊 は安 全な場所 か ら出ず にす む ようになる。 「イ

ンテリジェ ン ト・エ ージェン ト」すなわち「ノウボ ッ ト(knombot)」

は、われわれの代 わ りにイ ンターネ ッ ト上での検 索 を行 う。ロボ

ッ トとノウボ ッ トは、計 画 を立 てた り、不測の変化 に適切 に対応

した り、人間や他の ロボ ッ トと協力 した りす るこ とがで きる。自

動走行 した り、衝突 を自動 的に避ける車 も出現す る。ロボ ッ トは、

宇宙探査(た とえば、VoyagerやDeepSpace1)や 人間に とって移

動 に危険 を伴 う地球上の場所 での探査 に も利用で きる。
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付属資料81T2構 想

(2)人 間一コ ン ピュ ー タ間 の イ ンタ ラ ク ショ ン と情 報管 理

人 間 の 言 語 を 話

し、聞 き取 り、理

解 す る コン ピュー

タ

現在、 コンピュー タを所有する米 国の世帯 の割合 は40パ ーセ

ン トを超 えている。 しか し、ほとんどの米国人 にとっでは コンピ

ュータの使 用は相変 わらず難 しい。 調査 に よれば、ユ ーザはコ

ンピュー タが何 を してい るかを理解 で きない ため に、12パ ーセ ン

ト以上の時 間 を無駄 に費や している。

人 間 と コ ン ピュ ー タの 間 の イ ン タ フェ ー スが 改 善 され れ ば、多

くの 米 国 人 に とっ て コ ン ピュー タは使 い や す く楽 しい もの と な

り、生 産 性 の 向上 が もた ら され る だ ろ う。
'現 在 はWIMP(

windows,icons,mouse,pointer)イ ン タ フェー

ス に限 定 され てい る が 、理 想 を言 え ば コ ン ピュ ー タ と会 話 で きる

よ うに な る こ とが 望 ま しい。コ ン ピュー タの 話 す 言 葉 を分 か りや

す く した り、音 声 認 識 の 精 度 を高 め た り、ユ ー ザ の発 言 内容 を確

認 す る た め の 質 問 を 出す 能 力 を コ ン ピュ ー タ に与 え た りす る た

め に、研 究 が必 要 で あ る。 この機 能 は、 キ ー ボ ー ドに ア クセ スで

きな い 人(た とえば 、移 動 す る職業 や医 師)や 、視 覚 障 害 者 、キ ー

ボ ー ドを使 え な い障 害 者 に とって 、特 に 便利 で あ る。

言語 間の 同時翻訳 もで きるようになるだろ う。た とえば、電話

での会話 を リアル タイムで翻訳 した り、外 国のデー タベース を現

地の言葉で正確 に検索 した りする ことが可能 になる。地球規模の

エ レク トロニ ック ・コマースや国際的 な共 同研究 は、巨大 な利益

を生 む可能性 がある。この技術をロボ ッ ト・エ クステ ンダと組み

合わせ れば、人間の生産性 は想像 をはるか に超 えた レベ ルまで高

まるだろ う。

現在 、コンピュー タ ・ユ ーザは、複雑化 な現象 を理解 しようと

努めている。た とえば、長期的気候 予測 を行お う とす る科学者 は、

ジェ ッ ト気流 、積雪 と雲量、大気 中の二酸化 炭素 、海洋循環の変

化 な どの数百の現象 に関す るデー タを解析 しなければな らない。

膨大 な量のデー タを調べ た り、理 解 した り、操作 した りするた

めの能 力が改善 され ない 限 り、科学 と工 学の最 重要課 題 につい

て、それ らと取 り組 むわれ われの能力 は制限 され て しま う。
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(3)ス ケーラブル な情 報 インフラ

インターネ ッ トの発展 は驚異的である。1985年 に2,000台 のコンピュー タを接続 し

ていた インターネ ッ トは、現在 は3,700万 台の コンピュータ と推定で1億5,300万 人の

ユーザを接続 してい る。イ ンターネ ッ トは ます ます普及 してい くため、将来の インター

ネ ットがサポー トしなければな らないユーザの数 は、10億 人を超 えるだ ろう。 これ ら

のユーザ は、音声や ビデオ、高速 デー タを送受信 した り、移動 中にネ ッ トワー クにアク

セス した り、人気のある ウェブ ・サ イ トに対 し数千万件の情 報請求 を同時 に送 った り、

インター ネ ッ トに依存 した形で事業の運営や政府 のサ ービスの提供、医療の緊急事態へ

の対応 を実施 した りするであろう。

将来の イン ターネ ッ トは、数十億台 あるいは数兆台のデバ イスを接続す る ようになる。

コンピュータは、セ ンサ や無線モデム、GPSロ ケータな どの 「現実世界」 とや り取 りで

きるデバ イス と組み合わ される。これ らの デバ イスはどれ も、単一チ ップのサ イズ に縮

小 され、日常使 われ る物 の中に埋 め込 まれ るため、ユ ーザ はその存在 に気がつか ない。

しか しなが ら、現在 の インターネ ッ ト技術 は、この ようなユ ーザ数 とデバ イス数の爆

発 的な増加 をサ ポー トす る ようには設計 されていない。この ような新 たな要求 をサ ポー

トするようにインターネ ッ トを拡大可能な もの にす るため には、基礎的 な情報研 究がい

くつかの分野 で必要 になる。

DeepIyNetworked

Systems

この システム を使 うと、ネ ッ トワー クに接続可能 なデバ イスの

数 を大幅 に増やす ことが可 能 とな り、魅力的 な新 しい応用分野

が生 まれる。たとえば、低価格 の無線 センサは、大気汚染や水

質汚染 に関す る情報 をリアル タイムで提供 す るこ とに よって、

環境 を監視 した り人災 に対処 した りす る能力 を改善で きる。

「ガー デ ィァ ン ・エ ンジ ェ ル」 は、個 人(た とえ ば、消 防 士 、

警 察 官 、 兵 士 、 在 宅 看 護 患 者)の 健 康 と安 全 を監 視 で き る。 危

機 管 理 セ ン タは 、 レス ポ ンス ・チ ー ム や飛 行 機 が 運 ぶ セ ンサ を

使 って 、 森 林 火 災 や洪 水 、ハ リケ ー ンへ の対 応 を改 善 で きる 。

これ を実 現 す る に は 、ネー ミン グや ア ドレ ッシ ング、不 ッ ト

ワ ー ク ・コ ン フ ィギ ュ レー シ ョンの た め の新 しい メ カ ニ ズ ム

や、 コ ス トがず っ と安 い ネ ッ トワ ー ク ・イ ン タ フェ ー ス とい っ

た進 歩 が 必 要 で あ る。
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付属資料81T2構 想

「時間も場所 も問 無線技術の改良によって、 「時間も場所 も問わない」高速の

わない」接続 接続が米国民全員にもたらされるだろう。

ネ ッ トワ ー クの

モ デ リン グ と

ン ミュ レー ン ヨ ノ

高速無線 ネ ッ トワー クの主 な利点 は、 アクセ スを拡大 して、

農村地 域 に対 して も先進の遠 隔通 信設 備 を配備す る ことに よ

り 「コス ト上のハ ンデ ィー」 を減 らせ る ことである。企業 は用

地 を選択 す る際の条件 として通信 イ ンフラの質 を問題 にす る

ことが ます ます多 くなっているため 、これ は農村部の経 済発展

にとって非常 に重要 であ る。

無線 ネ ッ トワークはまた、遠隔学習 や遠 隔医療 な どのサ ービ

ス を、米 国内の僻 地や発展途上国の市場 にまで拡大 で きる。

次 世代 イ ンターネ ッ トの よ うな複雑 なネ ッ トワー クを構 築

した経験 が ないため、ネ ッ トワー クの振 る舞い をモデル化す る

ため の一一経験 を通 して実 証済み の一一よ り優 れたが ツールが必

要 にな る。

輻較 や故障 をネ ッ トワー ク・オペ レー タが防止 で きる ように

する 「リアル タイム より速い」シ ミュ レー シ ョンのための機 能

も、必要 である。

(4)ハ イエ ン ド ・コ ン ピュ ー テ ィン グ

ハ イエ ン ド・コンピューテ ィングの進歩は、国家 と経 済、米 国民 全員の生活 に恩恵 を

もた らす。ハ イエ ン ド・コンピュー タを使えば、医学上の新 しい見通 しを得 た り、よ り

高い精度 で天気 を予報 した り、先進の武器体系 を設計 した り、よ り高 い精度で気候 の変

動 を予測 した りで きる ようになる。

HPCC計 画 とASCIか らの投資 を得 て、DOEの 国立研究所 は、米 国の核備蓄の完全性 を

保証 す るために、アプ リケーシ ョン ・コー ドについ て毎秒1兆 回の計算 を継続 的 に実行

で きるコン ピュー タを現在稼働 させている。しか しなが ら、この計算速度 をさまざまな

ア プリケーシ ョンについ て実現 し、 「超並列」マ シンを効率 的 に利用す るため には、特

に システム・ソフ トウェ アの分野 で積極的な研 究計 画が必要 であ る。毎秒1000兆 回(1015

回)の 計算 が可能 な コンピュー タを開発 する には、長期的研究 も必 要 になる。政府 は、

ハ イエ ン ド・コンピューテ ィングについては特 に重要な役割 を持 つ。この種の コ ンビュ
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一テ ィングの市場は小 さいが、国家の安 全などに関する政府の ミッシ ョンで は、民 間部

門で使 われているマ シンよ り高速 で複雑 なマ シンが必 要になるこ とが 多い。研究 テーマ

を次 に示す。

スーパ ーコ ンピュ ー タ 米 国の企業 は現在、毎秒 数兆回の計算 を実行 可能 なコ ン

の性能と効率の改善 ビュー タを製造で きるが、 これ らは数千個 の独立 したマ イ

クロプロセ ッサか ら構成 される 「超並列」 マ シンであ る。

これ らのマ シンを、理論的 な最大能 力 を発揮 して実行 す る

ように構成 しプロ グラ ミングす るこ とは困難 で あ るこ と

が、実証 されてい る。

これ らのハ イエ ン ド ・マ シンの プログラ ミングを容易 に

す るため と、標準 的なプ ログラムの効率 を高め るため に、

R&Dが 必要であ る。本研究 は、ハ イエ ン ド ・コンピュー タ

間での移植 が容易 なプログ ラムの開発 と、超並列 マ シンを

念頭 に置いて設計 された新 しいアル ゴリズムや問題解決環

境 、 コンパ イラの創出 に重点 を置 く。

研 究者や コン ピュー タ ・ユ ーザが 、自分 たちが必要 とす

るコ ンピューテ ィング ・パ ワーや記憶装置のすべ てにロー

カル ・アクセスで きないのが現 状であ る。送電網 は電力 を

誰で も利用で きるように してい るが、 それ と同 じように、

コンピュー タ網 において も、 コ ンピューテ ィング ・パ ワー

を利用で きる人の数 を増やす こ とによって、ユ ーザが追 加

の コンピュー タ ・リソー スを 「オ ンデマ ン ド」で要 求 した

り、 インター ネッ トにつ なが った多 くの小型 コンピュー タ

か らスーパ ー コンピュー タ を構築 した り、 「遊 んでい る」

コンピュー タを利用 した り、 シ ミュ レー シ ョンや超大 型 デ

ー タベ ース とリアルタイムでや り取 りした り
、(地球の裏側

にいるか も しれない)同 僚 と3次 元 の仮想 的な環境 で協 力

した りす るこ とを可能にで きるであろ う。

この ようなコンピュー タ網 を構築 す るには、次の ような

新 しい プログラ ミング ・ツールが必 要 になる。

・ア プ リケ ー シ ョンの処 理 を コ ンピ ュ ー タや ネ ッ トワ ー ク
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付属資料81T2構 想

・許可 を得 たユ ーザだけが リソース にアクセスで きるよう

にす るセキュ リテ ィ機構

・高速 ネ ッ トワークに よって より緊密 に統合 された コンピ

ュー タとオペ レーティング ・システム

画期 的 な コ ンピュ ー テ コ ンピュー タの小型化 ・高速化 ・低価格化 のため に1960

イング 年代以来使 われて きた技術 は、最終 的には物理 的限界 にぶ

つか る。

根本 的に新 しい コン ピュータ技 術(た とえば、生物 コンピ

ューテ ィング、単一電子 トラ ンジス タ、量子 論理 を利用 す

るコンピュー タ、 カーボ ン ・ナノチ ュー ブをペ ース に した

デバ イス)の 調査 を今開始 しなければな らない。

これは、現 在の最高 速ス ーパ ー コンピュー タよ り1000

倍以上速 い コンピュー タをもた らすか もしれない。
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2.2科 学 ・工 学 ・国 家 に貢 献 す る先 進 コ ン ピ ュー テ ィン グ

科学 ・工学 ・国家 のための先進 コンピューテ ィング

これ を支 援 す るた め に必 要 なス ーパ ー コ ン ピュ ー タや

ソ フ トウェ ア、 ネ ッ トワー ク、研 究 チ ー ム も含 む

IT2構 想 は、国家 の利益 に とって重大 な問題 に取 り組 むため に、世界で最 も強力 な コ

ンピュー タを取得 ・利用す る とい う一連の活動 を支援す る。これ に必 要 な条件 を次 に示

す。

(i)研 究者 たちが現在利用で きる もの より100～1000倍 強力 な コン ピュー タを取得

して、それ らを競争 ベースで利用で きるようにする。

(ii)新 マ シ ンを研究 に役立 てるため に必要 な科学 ・工学用 シ ミュ レー シ ョン ・ソ'フ

トウェァな どの ツール(た とえば、新 しい数学 アル ゴリズ ムや並列 プログ ラミン

グ環境 のほか、 コラボ レー シ ョン用、視覚化用、 デーダ管理 システム用 の ツー

ル)を 開発 す る。

(iii)学 際的チーム を編成 して、挑戦 的な研究分野 に取 り組む科学 者が、本計画 を通

して資金提供 を受 ける基礎情報技 術研 究の成果 を利用 した り、 コンピュー タ科

学者が困難 な問題 を調査 で きるよ うにす る。
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付属 資料81T2構 想

2003年 までに毎秒40兆 回の計算能力

を持つコンピュータ

気候変動の予測

荒天の予測

遺伝子機能の理解
コンピュータ利用地震学

燃焼のシミュレーション

材料のシミュレーション

宇宙の進化のモデル化

(1)先 進 の コ ン ピ ュ ー タ ・イ ン フ ラ

現在利用 で きる最高速 コンピュー タは、毎秒約1,000億 回の計算(単 純 な加算 な ど)

を実行 で きる。IT2構 想 によって、2000年 度末 までに毎秒5兆 回、2003年 までに毎秒40

兆 回の計算能力 を持つ コンピュー タを利用 で きる ようになる。これ らのマ シンには、ソ

フ トウェ アとオペ レーテ ィング ・システム、デー タ記憶 装置、内部 メモ リや 、全 国各地

のチー ムのために各 種の ア プリケー ションをサ ポー トす るための通 信 リンクが搭 載 さ

れ る。

(2)先 進の科学 ・工学計算

新 しいスーパ ーコ ンピュー タは、基本的 に新 しい科学計 算ア プローチ を必 要 とす る。

現在 、広 く使 われ ている コンピュー タは、 プロセ ッサ を一つ だけ使 ってい る。IT2構

想 で購 入 される超高速マ シンは、数千の独立 したプロセ ッサか ら構 成 され、全 プロセ ッ

サが同時 に処理 を行 う。 現実世界 の プロセスの多 くは同時 に進行 す る(地 球規模 の天

候 の変 化、複雑 な物 質の内部 を動 く原子)こ とか ら、この価値 は非常 に大 きい。 この よ

うなマ シンを有効利用す るため には、問題 を部分 に分割 し、さまざまな小 型 コ ンピュー

タ上で処理 してか ら一つ にま とめ るこ とが必 要になる。しか し、これ を実際 に行 うの は

難 しい。
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したが って、IT2構 想 に参加す る研究 者は、現在広 く使 われているアプローチ とは異

なるアプローチを採用 す る必 要が ある。 研 究者 は、基礎的 な科学 ・工学分野 に関す る

深い理解や、現在の計算 プロセス に関する実践的知識、大規模 な並列性 に対応 で きる よ

うに現在のプ ロセス を修正す る能力(ソ フ トウェア設計か らメ ッセ ージ転 送 プロ トコル

まで、 これに伴 うものをすべ て含 む)、 計 算結果 をフルに利用す るための分析 スキル を

引 き出す必 要がある。 高並列 環境での科学 ・工学計算 について彼 らが学 んだこ とは、

ほかの科学者や技術者、情報技 術分野の研究者 の使用 に供 され、新 世代 の先進 的計 算技

術 に関す る基盤の確立 に役立つであろ う。

優れ た基礎研究 は、困難な問題 を解決す る試みか ら刺激 を受 けるこ とが多い。 機械

的スイ ッチに代 わる電気 スイ ッチの探 求は トラ ンジスタとい う成果 を生み 、この探 求は

さらに固体物理学上の驚 くべ き進歩 をい くつ か もた らした。 情 報科学 も例外 で はない

だろ う。

IT2構 想 は、科学 ・工学用 シ ミュ レーシ ョンを研究す るチ ーム(例 えば、気候 変動や研

究物理学 の問題 に取 り組 むチーム)と 、視覚化 にせ よソフ トウェア設計 の基本 的側面 に

せ よ情報研究 とい う広範 な分野 に関心 を持つチーム との間に、強い 関係 を築 くこ とを目

的 に策定 され ている。 どち らの グループ も、この関係 を利用 して成長 してい くべ きで

あ る。

IT2構 想 について現在検討 されてい る科学 ・工学上の問題の例 を、次 に示す

気候変動の予測

荒天の予測

地球 レベルの気候 変動精度 につ いて も、国 内の地域 ご との気 象

予 報 について も、著 しい改善が必要で ある。 これは よ り高い解 像

度 を必 要 と し、海洋や生態学的影響な ども考慮 す る必 要があ る。

鉄 砲水や トル ネー ドな どの生命 を脅かす多 くの気 象条件 につ い

て、モ デル化 によ り予測す ることは、依然 と してわれわれの能力

を超 えてい る。

制度 を高め るため には、モデルの詳細や、モ デルの複雑 さと物

理的性質、 デー タ容量、事 象検出能力 を、信 頼で きる強力 な計算

システムで高め なければな らない。

天候 の シミュ レー シ ョンは、今 日の天気予報で 中心的 な役割 を

果 た しているが、 その力 をフルに発揮 させ るため には、 コンピュ

ーテ ィング機能 と通信機 能 を大幅 に増強す るこ とが必要 になる。
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付属 資料81T2構 想

遺伝子機 能の理 人体の機能の多 くは、複雑 に入 り組 んだ構造 を持 つ タンパ ク質

解 に よって実行 される。 タンパ ク質の機 能が 、その3次 元構造 と密

接 に関係 してい ることは判 明 してい るが、 この関係 についてはわ

ず か しか分か っていない。

コ ン ピュー タ を利 用 した シ ミュ レー シ ョ ンに よ って 、構 造 と機

能の 間の この関係が 詳細 に理解 されれば、効 き目が優 れた医薬 品

とか廃棄物投棄場の効率的な浄化に至 るまで、大 きな影響 を与え

る だ ろ う。

コ ン ピ ュ ー タ 利 先進の シ ミュ レーシ ョンに より、建物 などの構造物 に対す る地

用地震学 震の影響の予測を改善する可能性がある。

IT2構 想 は、現在 よ りもはるかに高い精度 で、地震の際 に生 じる

の大 きな堆 積 盆 地(sedimentarybasin)の 地 面 の動 き に 関 す る 理

解 を深め るだ ろう。

燃 焼 の シ ミュ レ 自動車エ ンジンの性能の予測 シミュ レー シ ョンは、外 国産 の石

一 シ ョ ン 油に対する米国の依存度の低下と環境の質の向上(二 酸化炭素な

どの排 出物 の削減 による)を 、同時 に達成す る見込みがある。

デ ィー ゼ ル ・エ ンジ ンの 性 能 の予 測 シ ミュ レー シ ョン に よ って 、

提 案 されてい る2004年 の排出基準 を輸送産業 は達成 しやす くな

るだ ろ う。

材 料 の シ ミュ レ 米 国は、新材料 を依然 として必 要 と している。 た とえば、 自動

一 シ ョ ン 車の重量削減を目的とした軽量で強靱な材料や、携帯型電子機器

に使 われる柔軟 なプラスチ ック電池や、 コンピューテ ィング産業

向けの新磁性材料などである。

コ ンピュー タを利用 した新 材料の 開発一一材料 科学分野 に関す る

大量の計算 を要する最 も困難 な問題 の一つ一 は、現代社 会の ニー

ズ に対応 し、米 国の産業の競争力 を高め るだろ う。

宇宙 の進化 のモ ハ ッブ ル宇 宙 望 遠 鏡 や ケ ッ ク望 遠 鏡 、SloanDigitalLibrary

デル化 Survey、 宇宙背景放射衛星(COBE)な どの宇宙空間や地上 に設 置 さ

れた観測装 置は、高精度の宇 宙の画像 を生成す るこ とによって、

宇宙論 の分野 に革命 を起 こ してい る。

IT2構 想 によ り、現在 の宇宙論モデルの最終 的 な検証 が可能 にな

る だ ろ う。
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(3)コ ンピュータ科学 と可能化技術

上記の活動 は、超並列 コンピューテ ィングの利用 を、ASCI計 画の ような積極 的な実

施計画 の上 に置いてい る。先進 の コンピュータ ・インフラを配備す る政府機関 は、ASCI

と提携 して、科学の応用分野での前述の進歩 を可能 にする コンピュー タ科学技術 と応用

数学技術の開発 に重点 を置 く。 この応用 分野 の成功の鍵 を握 るの は、

(1)計 算 アルゴリズム/方 法 とソフ トウェア ・ライ ブラリに関す る先進技術の 開発 ・

配備

(2)問 題解決 とコー ド開発 のための環境 とツール

(3)分 散 コンピューティング環境 とコラボ レーシ ョン環境

(4)視 覚化 システム とデー タ管理 システム

(5)コ ンピュー タ ・シス テム ・アーキテ クチ ャ戦略 とハ ー ドウェア戦略

で あ る。

ここで、現在体系化 されているIT2構 想の2つ の要素、すなわち基礎情報技術R&D

と先進の科学 ・工学計算 の間に、強い相乗作用が生 まれる。
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付属資料81T2構 想

2.3情 報技術の経済 的 ・社会的影響 と情報技術労働 者の養成

(1)情 報技術の経済的 ・社会 的影響

情報技術 と通信技術 は、われわれの経済的 ・政治的 ・社会的 ・文化 的生活 の深部 にま

で影響 を与 えている。情 報技術 は、ます ます普及の度合い を高めてい くため、この傾向

は21世 紀 に入 るとさらに加速す るであ ろう。 情報技術が 、経 済的 ・法 的 ・社会的 ・

倫理 的 ・政治 的 ・文化的影響が大 きいに もかかわ らず、連邦 政府は この分 野での社会科

学研究 をほ とん ど支援 してこなか った。た とえば、情報技術分 野 には、NIH(米 国国立衛

生研究所)のELSI(Ethical,LegalandSocialImplications)研 究計画 に相当す る も

のは存在 しない。この分野での研究 をコン ピュー タ科学 者 と社会科学者の交流の拡大 に

よって強化す るこ とは、次の ような有益 な結果 を もた らす と考え られる。

(a)情 報 システムが実際 にどの ように使 われ るか を理解で きるため、情報 システム

の設計 に貢献で きる。

(b)情 報技 術の採用 の限界 とその応用分野 を明 らか にす る。

(c)情 報技術 の影響 に関す る、経験 的 なデー タを提 供す るこ とによって、政策立案

者 を支援で きる。

(d)情 報技術 に起因す る問題(た とえば、プライバ シーの侵害)の 解 決策 に関 し支援で

きる。

この分野 の研究テーマ に含 まれる可能性が あるもの を、次 に示す。

・イ ンターネ ッ トに関す る産業界 の 自主規制 とは別個 の インターネ ッ ト管理形態

・情報技術が労働 の本 質 に与 える影響 。テ レコ ミューテ ィング(情 報通信 機器を使 っ

た在宅勤務)、 労働生活 の質、 「仮想」チームへの参 加 を含 む。

・人種 、収入、民 族、地理 的条件 によって生 じる情報技術 へ のア クセス に関す る不

平等 の影響 。

・エ レク トロニ ック ・コマースが市場構造や、サ プライヤ と顧 客の関係、生産性 、

価格安定性、雇用 に与える影響 。
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(2)情 報技術労働力

科学分野 に関連 す る政府機関 は、大学の学部や大学院 レベルの情報技 術スキル を持 っ

た労働者 に対する需要の急増 に対処す るため に、いっそ うの努力 を要求 されてい る。大

学か らの報告 による と、学部の登録者数が増加 している一方で、大学院へ の応募 者数 は

減少 してい る。この ような状況下 で、NSF(全 米科学財団,NationalScienceFoundation)

は、すべての学部(2年 制大学、4年 制大学、研究大学)が 新 しいカリキュ ラム と教 材 を

利用 で きることを保証す る新計画 を提案 している。例 えば、大学院生 を支援 する大 学院

生手当のための特別資金が考 えられている。さらに、大学 に提供 される研究奨学 金のか

な りの部分が、大学院の研 究助手 の支援 に向 け られ る。

科学担 当の政府機関 によるこれ らの計画 は、情報技術労働力 とい う幅広 い問題 の一つ

の要素 を対象 としてい るにす ぎない。しか し、情報技術労働者への需要は、あ らゆ る分

野で増大 している。す なわち、多 くの労働者が21世 紀の職 を確保するため に基本 的 な

コンピュー タ能力 を必要 としてい る。

労働省や教育省、商務省 などの政府機関は、米国の情報技術労働力が世界一であるこ

とを保証するために、産業界や専門団体、労働組織と協力 してい く必要がある。
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